
（別紙２ー２） 会派自民党一覧表

会派自民党総括表（原告ら主張）
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 合計

①

　

交付額 ８，６４０，０００

　

８，６４０，ＱＯＯ ８，６４０，０００ ８，０４０，０００ ３３，９６０，０００

②

　

支出計上額（訴状別紙） ９，５１８，１６０
、 ８，６５４，３３４ ８，６５６，５７１ ８，６９８，２７６ ３５，５２７，３４１

修正届による減少額 ‐

　　　　　

０〕 Ｏ Ｏ ， ．６，５５１ ６，５５１

②′修正届後の支出計上額
，

９，５１８，１６０ ８，６５４，３３４ ８，６５６，５７１ 、

　

８，６９１，７２５ ３５，５２０，７９０

③

　

超過額 （＝①－②′） ‐８７８，１６０ ‐１４，３３４ ‐１６，５７１ ‐６５１，７２５ －１，５６０，７９０

違法支出額

　

鉄道賃 １，３００ ５，５３０ １０，３５０ ５，６１０ ２２，７９０，

違法支出額

　

有料道路通行料 １４一２６０ ２０，９２０ Ｏ ８，５４０
・ ４３，７２０

・

違法支出額

　

タクシー代 １９，６３０

　　

２４，７５０
、３７，４２０ １４６，６１０ ２２８，４１０

違法支出額

　

燃料費 ７５２，２４７ ５７７，８６２ ５９１，３３３ ４９６，３３４ ２，４１７，７７６

違法支出額

　

駐車場代等 ３４，４７０ ５４，７．００ ・

　

６９，３４０ １５６，７４０ ３１５，２５０

違法支出額

　

資料購入費 ３１６，１６６ ４１４，９７６ ３４２，３１５ ２７６，１８４ １，３４９，６４１

違法支出額

　

広報費 ２７３，４４８

　　

２９１，５４８ ２７２，８００
」

　

２，６２０，９６１ ３，４５８，７５７

違法支出額

　

通信運搬費

　

， １，６３０，１５５ １，３１９，１４２ ９４７，５３４ ７１３，６１４ ４，６１０，，４４５

違法支出額

　

事務費 ３７６，４１４ ４７８，７１６ ２４４，７００ １２８，５２０ １，２２８，３５０

④

　

違法支出額合計

　

－ ３，４１８，０９０ ３，１８８，１４４ ２，５１５，７９２ ４，５５３，１１３ １３，６７５，１３９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

⑤

　

返還請求額 （＝④‐③） ２，５３９，９３０ ３，１７３，８１０ ２，４９９，２２１ ３，９０１，３８８ １２，１１４，３４９

既返還額 ‐

　　　　

Ｏ Ｏ －

　

－－

　　　

Ｏ Ｏ －

　

－

　　

Ｏ

　

▼

　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　

．

⑤

　

．弁論終結時返還請求額 ，２，５３９，９３０ ３，１７３，８１０
．２，４９９，２２１

　

３，９０１，３８８ １２，１１４，３４９

　

３４１

　　　　　　　　　　　　　　　

，ー



響番 支出日 費目 鑓
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢爵トＮｏ 位置 領収書以外の関連証

　　

拠 会派自民党の主張
裁判所の認定
する違法支出

　

甑

Ｊ１４‐３３ ２０１４／４／２鑓査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線町田駅

　

２３時
４２分発行の領収書
「会瞳」とされている

・深夜
・私的利用
町田駅発券の１３０円区間は登りは玉川
学園駅。下り，は相模大野、東林間
駅。玉川学園に住む鐘員が、夜達〈
掃宅又は朝帰りする際のものと推測
される。

８‐Ｉ ６９ 中左

深夜や早朝であっても市民相
隣、意見聴取、現地劉査を行
うことはあり、原告の主張は
使途基準違反を推認させるも
のではない。

Ｏ

Ｊ１４‐３４ ２０１４／４／６讃査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線町田駅

　

０時２５
分発行の領収書

　

「会離」とさ
れている

・私的利用
・深夜
深夜に至るまで会賞をしていたとは
考え難い。

８－Ｉ ６９ 下左

　　　　　　　　　　　　　　

、

同上
Ｏ

Ｊ１４‐３５ ２０１４／４／２５幽査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線町田駅

　

０６時
４９分発行の領収暮

　

「会離」と
されている

・私的利用
・早朝
こんな早朝に終わるｏｒ始まる会瞳は
考え難い。

８‐Ｉ ７３ 下左
同上

Ｏ

Ｊ１４‐３６ ２０１４／６ハ５鑓査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線町田駅

　

０

　

０時
３２分発行の領収書

　

「会臓」と
されている

・私的利用
・深夜 ８‐Ｉ ８３ 下右

同上
Ｏ

Ｊ１４‐３７ ２０１４／７／１贋査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線町田駅

　

０

　

０時
１０分発行の領収事

　

「会鏡」と
されている

・私的利用
・深夜 ８‐Ｉ ８８ 上左

　　　　　　　　　　　　　　

１
同上

Ｏ

Ｊ１４－３Ｂ ２０１４／７／６鱈査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線町田駅

　

０

　

０時
１３分発行の領収書

　

「会議」と
されている

：繋智用 ８‐Ｉ ８８ 下中
同上

Ｏ

Ｊ１４‐３９ ２０１４／８／２１協査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線町田駅発行
０４時５７分発行の領収書

　

「打ち
合わせ」とされている

：章が用 ８‐Ｉ ９２ 下左
同上

（

Ｊ１４‐４０ ２０１４／９ハ５鑓査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急町田駅

　

０

　

０時２８
分発行の領収書

　

「会鱗」とさ
れている

：禦剰用 ８‐Ｉ ９５ 上右
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

同上
Ｏ

Ｊ１４‐４１ ２０１４／１１／１５鯛査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急町田駅０５時４４分
発行の領収書

　

「会離」とされ
ている

：章ｒ用 ８‐Ｉ １０８ 上左
同上

Ｏ

Ｊ１４▼４２ ２０１５／１／５鑓査渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急町田駅

　

０７時０９
分発行の領収書

　

「打ち合わ
也とされている

：章『用 ８‐Ｉ １１８ 上左
同上

Ｏ

合計薮

　　　　

．

　　　

１，３００

Ｊ１５‐３７ ２０１６／２／２３ 鑓査 渡辺 ５５０ ５５０ 鉄道代 小田急線玉川学園駅
１１時２６分

　

発券
・目的の記録なし
玉川学園駅から５５０円区間の鵠所へ移
動、

９－１ ７９ 上中

　

′

鉄道代の支出に当たっては、
領収書に使用目的を記入する
ことは使途基準上求められて
いない。また、町田市外で
あっても鉄道で現地餌査、意
見交換尊の活動を行うことは
通常あり待るため、原告の主
張は使途基準違反を推認させ
るものではない。また、片道
や移動の一部を申請している
のは、上限親帆を前提に取捨
選択をして申請しているので
あって、違法性と結びつかな
い。

Ｏ

Ｊ１５‐３８ ２０１６／２／２３ 鯛査 渡辺 ８３０ ８３０ 鉄道代 首都圏新都市鉄道

　

北
千住駅

　

１２時３４分発券。

・目的の記録なし
つ〈ばエクスプレス

　

北千住駅か
ら‐みらＬ、平駅。

９－１ ７９ 中左 同上 Ｏ

ＪＵ‐３９ ２０１６／２／２３ 調査 渡辺 ８３０ ８３０ 鉄道代 首都圏新都市鉄道みら
い平駅

　

２０時５５分発券
・目的の記録なし
つ〈ばエクスプレス

　

みらい平駅か
ら

　

北千住駅に，移動。
９－１ ７９ 中 同上 Ｏ

・Ｊ１５‐４０ ２０１６／２／２３ 鱗査 渡辺 ５５０ ５５０ 鉄道代 東京メトロ北千住駅
２１時３６分

　

発券
・目的の記録なし
千代田線北千住駅から、５５０円の区間
へ移動。

９－１ ７９ 下左

　　　　　

ｔ
」
同上 Ｏ

Ｊ１５‐４１ ２０１５／５／ｎ 蟹査 渡辺 ３９０ ３９０ 鉄道代 海浜幕張駅

　

０９時ｌｏ分
発券

・目的の記録なし
海浜幕張駅で

　

０９時１０分に３９０円区間
に発券。朝９時に同所につくのは困
難。．韻査を行った形跡なし。

９－１ ７０ 下中

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
同上 Ｏ

Ｊ１５‐４２ ２０１５／５／１ｌ 餌査 渡辺 ３１０ ３１０ 鉄道代

　

新木端駅

　

０９時４４分発
券

　　　

、

・目的の記録なし
新木場駅で、０９時４４分に発券。３１０

円の区間へ移動。
９－１ ７０ 下右 同上 Ｏ

Ｊ１５４３ ２０１５ハ１ハＯ 鱈査 渡辺 １３０ １３０ 鉄道代 小田急線玉川学園駅
１０時２３分

　

発券

・目的の記録なし。
同日に町田駅で発行された領収書か
ら推潟すると、遠方へ蘇査のために
移動したことが推沸される。使途の
記載もな〈、帰路の領収書も存在し
なし、。

９‐１ ７６ 中左 同上 Ｏ

Ｊ１５‐４４ ２０１５／１１／ｍ 憤査 渡辺 １，９４０ １，９４０
鉄道代

　

ＪＲ町田駅でＪＲ乗車券発
券

・・目的の記録なし
町田駅で発券。片道１，９４０円の場所へ移動

９－１ マ６ 中 同上 Ｏ

．‐二二ｒ．，

合計額

　　　　　　　　　

５，５３０

Ｊ１６－２４ ２０１６月／２５ 鱈査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道代小田急線玉川学園駅で
１１時５４分 発券、「打合せ」と
されている

・目的不明（私的目的）
小田急線玉川学園駅から５５０円区間の
場所へ移助．場所・内容の記録な
し。－２５－２６の関連から、東京メトロ
北千住駅であると推測。玉川学園駅
Ｍ代々 木上原まで３１０円、代々 木上原
から地下鉄の千代田線で北千住まで
２４０円。
頻繁な訪問。政務朔査のための打合
せが行われた形跡なし。

１０－Ｉ ７０ 下左 甲７３
上記、市外という点において
同上。また、私的目的との指
摘があるが、客観的に明らか
ではない。

Ｏ

Ｊ１６‐２５ ２０１６／４／２５ 調査 渡辺 ４２０ ４２０
鉄道代首都圏整備鉄道北千住
駅で１３時１３分発券、「打合せ」
とされている

・目的不明‐（私的目的）
つくぱエクスプレスで４２０円区間は
「亜流山駅１

１０‐Ｉ ７０ 中右 甲７３ 以下、記載があるまで同上。 Ｏ

Ｊ１６‐２６ ２０１６／４／２５ 鑓査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道代

　

東京メト・口北千住駅
２２時２７分発券、「打合せ」とさ
れでいる

・目的不明（私的目的）
北千住駅から５５０円区間の場所へ移
動、増所・内容の記録なし。

１０‐Ｉ ７０ 下中 甲７３ Ｏ

Ｊ１６７ ２０１６／６／１７ 幽査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道代小田急線玉川学園駅

　

１０
時０９分発券、「現地調査」とさ
れている

・目的不明（私的目的）
玉川学園駅から５５０円区間の娼所へ移
動。蝿所・内容の記録なし。

１０－Ｉ ７２ 上左 甲７３ Ｏ

Ｊ１６‐２８ ２０１６／６／１７ 鑓査 渡辺 ４２０ ４２０
鉄道代 首都圏整備鉄道北千住
駅

　

１１時３６分

　

「打合せ」とさ
れている

　　　　

Ｉ

・目的不明（私的目的）
つ〈ばエクスプレスで４２０円区間は、「南流山駅」。鳩所・内容の記録な
し。

１０－Ｉ ７２ 上中 甲７３

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　

・ Ｏ

Ｊ１６－２９ ２０１６／６／１７ 韻査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道代 東京メトロ北千住駅
２０時１５分発券、「打合せ」とさ
れている

・目的不明（私的目的）
北千住駅から２０時１５分発券。５５０円区
間の増所へ移動。場所・内容の記録
なし。

ＩＱ‐Ｉ ７２ 上右 甲７３

　

，

　　　

ー Ｏ

Ｊ１６‐３０ ２０１６／８／２１ 鱈査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道代 小田急線玉川学園駅
０７時３１分

　

「会議」とされてい
る

・目的不明（私的目的）
玉川学園駅から５５０円区間の場所は北
千住。櫨所・内容の記録なし。

１０一Ｉ ７３ 中左 甲７３ Ｏ

Ｊ１６‐３１ ２０１６／８／２１ 鑓査，渡辺 ６２０ ６２０鉄遺代 小田急線新百合ケ丘駅
０７時４４分 特急券代

・目的不明（私的目的）
小田急の特急券６２０円は、小田原、箱
根湯元。

１０－Ｉ ７３ 上右 甲７３ Ｏ

Ｊ１６‐３２ ２０１６／８／２２ 鯛査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道代 東京メトロ北千住駅
１２時１９分発券、「会離」とされ
ている

・目的不明（私的目的）
北千住駅から、５５０円区間の塙所へ移
動、増所・内容の記録なし。

１０‐Ｉ ７３ 中中 甲７３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ Ｏ

Ｊ１６‐３３ ２０１６／９／３０ 槙査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道代 小田急線玉川学園駅
１１時０３分

　　

「会議」とされて
いる

・目的不明（私的目的）
玉川学園駅から５５０円区間の娼所へ移
動。増所・内容の記録なし。

０‐Ｉ ７４ 下左 甲７３

　

′ Ｏ

Ｊ１ｆト３４ ２０１６／９／３０ 鱈査 渡辺 ８３０ ８３０
鉄道代 首都圏整備鉄道北千住
駅

　

１２時１３分発券、「打合せ」
とされている

　　　　　

′
・目的不明（私的目的）
つくばエクスプレスで「みらい平駅」 ０ーＩ ７４ 中右 甲７３ Ｏ

Ｊ１６‐３５ ２０１６／９／３０ 旗査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道代 東京メトロ北千住駅
２０時２８分発券‐

　

「打合せ」と
されている

・目的不明（私的目的）
北千住駅から２０時１５分発券。５５０円区
間の場所へ移動。場所・内容の記録
なし－

０‐Ｉ ７４ 下中 甲７３

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐３６ ２０１７／２月９ 桝査 渡辺 ３１０ ３１０
鉄道代 小田急線玉川学園駅
２０時１１分発券、

　

「打合せ」と
されている

・目的不明（私的目的）
小田急線代々 木上原駅まで。

０ーＩ ７９ 上右 甲７３

　　　

Ｏ

自民

　

鉄道賃３４２



支ｒ 支出日 費目 離
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 電導トＮｏ 位置 領収書以外の関連証

　　

拠 会派自民党の主張
裁判所の認定
する違法支出

　

甑

Ｊ１６‐３７ ２０１７／２ハ９ 縄査 渡辺 ２４０ ２４０
鉄道代 東京メトロ北千住駅
２１時２６分手書き領収書発行、「打合せ」とされている

　　　

，

・目的不明（私的目的）
地下鉄千代田線で代々 木上原。

１０－Ｉ ７９ 上左 甲７３ Ｏ

Ｊ１６‐３８ ２０１７／２月９ 餌査 渡辺 １７０ １７０
鉄道代 首都圏整備鉄道北千住
駅

　

２１時２９分発券、．「打合せ」
とされている

・目的不明．（私的目的）、
つくぱエクスプレスで南千住駅。

１０一Ｉ ７９ 中左 甲７３ Ｏ

Ｊ１６‐３９ ２０１７／２／２０ 憤査 渡辺 １７０ １７０
鉄道代 首都圏整備鉄道北千住
駅

　

１７時３０分 地下鉄

　

「打合
せ」とされている

・目的不明（私的目的）
つ〈ばエクスプレスで南千住駅。

１０‐Ｉ ７９ 中 甲７３

　　　　　　　　　　　　

′ Ｏ

Ｊ１６‐４０ ２０１６／８／２５ 鯛査 渡辺 ４７０ ４７０鉄道代 ＪＲ新宿駅

　

１３時３８分発
券、

　

「打合せ」．とされている

・政党活動
立川駅までの乗車券と思われる。自
由民主党三多摩離員連絡協議会研修
会出席のためと推測される。

１０－Ｉ ７４ 上左 指摘内容
付けに欠

こついて具体的な裏
ナる。

Ｏ

Ｊ１６‐４１ ２０１６／８／２５ 鑓査 渡辺 ４７０ ４７０鉄道代 ＪＲ立川駅

　

２１時２２分発
券‐「現地韻査」とされている

・政党活動
‐４０の帰路 １０－Ｉ ７３ 中右 指摘内容

付けに欠
こついて具体的な裏
ナる。

Ｏ

Ｊ１６‐４２ ２０１６ハ１ハ５ 調査 渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線玉川学園駅１３
時５９分発券、

　

「会議」とされ
ている

・政党活動
自由民主党三多摩議員連絡協議会冬
季研修会出席のためのものと思われ
る。

　　　　　　　　　　

・
１０－Ｉ ７６ 下中

　　　　

′
以下、記載があるまで同上。 Ｏ

Ｊ１６‐４３ ２０１６ハ１ハ５ 鵠査 渡辺 ４７０ ４７０鉄道代 ＪＲ町田駅

　

１４時１１分発
髪．「打合せ」とされている

・政党活動
同上＋ １０‐Ｉ ７６ 下右 Ｏ

Ｊ１６‐４４ ２０１６／１２／２７ 鱈査 渡辺 １３０ １３０
鉄道代 小田急線町田駅で

　

０５
時４７分に発券、「会議」とされ
ている

・早朝

　　　

・
こんな早朝に終わるｏｒ始まる会議は
考え嘘い。

１０－Ｉ ７８ 上中

　　　　　　　　　

・ 早朝、深夜について同上。 Ｏ

Ｊ１６‐４５ ２０１７／２ハ５ 縄査 渡辺 １３０ －

　　

１３０
鉄道代 小田急線玉川学園駅
１４時１６分

　

「会議」とされてい
る

・政党活動
この鉄道代の支出もＪ１６‐４３，－４４の総
会に出席するためのもの
渡辺厳太郎議員ブログより
「立川グランドホテルでの磯員研修
会に参加しています。」

１０一Ｉ ７８ 中右
甲２１

　

Ｐ４１

甲８６，ー２
・

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐４６ ２０１７／２ハ５ 鱈査 渡辺 ３１０ ３１０鉄道代 ＪＲ登戸駅

　

１４時４９分発
券、「会議」とされている。

・政党活動
自由民主党三多摩樽員連絡協議会研
修会参加のための利用であると思わ
れる。
同上

１０－Ｉ ７８ 下中 Ｏ

ＪＩモト４７ ２０１７／２月５ 調査 渡辺 ３１０ ３１０鉄道代

　

ＪＲ立川駅

　

．２０時２９分発
券‐「会議」とされている・

・政党活動
同上（帰路） １０‐Ｉ ７８ 下右 ‐

　　　　

Ｏ

Ｊ１６‐４８ ２０１７／２ハ５ 調査 渡辺 ２２０ ２２０鉄道代 小田急線豊戸駅

　

２０時
５８分

・政党活動
同上（帰路） １０▼Ｉ ７８ 下左 Ｏ

Ｊ１６－４９ ２０１７／３／２４ 複査 渡辺 １３０ １３０
鉄道代

　

小田急機町田駅

　

０６時
０４分発券、「打，合せ」とされて
いる

・早朝
こんな早朝に終わるｏｒ始まる会離は
考え雛Ｌ１４

１０一Ｉ ８０ 中左 Ｏ

合計額

　　　　　　　

１０，３５０

テー

　

▲

　

ず

　

‘

　　　　　　

‘
　　

　

　

　　　　

　

　　

　
・

　　　

ｌ

　　　

ｉ

　

　

　　　　

　

　　　

　

　

　

　　　　　

　

Ｊ１７‐３７３２０１７／４／３ 鑓査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道 小田急線玉川学園駅

　

０９
時２０分発券、

　

「打合せ」とさ｛れている

・目的不明（私的目的）
玉川学園駅から５５０円区間の場所へ移
動。

１１‐Ｉ ２ ４‐３ 私的目的を寡付ける事情はな
い。

Ｏ

Ｊ１７‐３７４２０１７月／３ 鯛査 渡辺 １７０ １７０
鉄道

　

東京メトロ北千住駅

　

１７
時０５分発券、「打合せ」とされ
ている

・目的不明（私的目的）
１７０円区間に移動 １１「Ｉ ２ ４－４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
Ｏ

Ｊ１７‐３７５２０１７月／３ 鱒査 渡辺 ５８０ ５８０
鉄道

　

．首都圏新都市鉄道北千住
駅・０８時５３分発券「打合せ」と
されている

・目的不明（私的目的）
つ〈ばエクスプレス５８０円区間に移動１１－Ｉ ２ ４‐５ Ｏ

Ｊ１７‐３７６２０１７／４／２３ 調査 渡辺 １３０ １３０
鉄道 小田急線玉川学園前駅０５
時５４分発券

　

「打合せ」とされ
ている

・早朝

　

（日曜日）
・Ｊ３７６～Ｊ３７９は一連のものと推測さ
れる

　

遠方への泊りがけの旅行
視察の形跡なし。渡辺議員は当時ケ
ガで出張できる状況ではなかった。
以下Ｊ１７‐３７９まで同じ。

１１－Ｉ ９ ４‐４９甲６７一１，６７一
２ １３０

Ｊ１７‐３７７２０１７／４／２３ 鱈査 渡辺 ３１０ ３１０
鉄道，町田駅ＪＲ東日本０６時
０５分発券、「打合せ」とされて
いる

・早朝

　

（日曜日）
・Ｊ３７６～Ｊ３７９は一連のものと推測さ
れる

　

遠方への泊りがけの旅行
１１－Ｉ ９ ４‐５０ ３１０

Ｊ１７‐３７８２０１７月／２４ 鯛査 渡辺 １３０ １３０ 鉄道 小田急線町田駅１７時１２分
発券、，「打合せ」とされている

・Ｊ３７６～Ｊ３７９は一連のものと推測さ
れる

　

遠方への泊りがけの旅行 １１一Ｉ １１ ４‐５７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ １３１０

Ｊ１７‐３７９２０１７／４／２４ 調査 渡辺 １６０ １６０
鉄道

　

ＪＲ東日本町田駅発券
清算代

　

時間なし

　

「打合せ」
とされている

・Ｊ３７６～Ｊ３７９は一連のものと推測さ
れる

　

遠方への泊りがけの旅行 １１－Ｉ １１ ４‐５８ １６０

Ｊ１７－３Ｏ２０１７／８ハ８ 調査 蓬辺 ５１０ ５１０
鉄道

　

東京メトロ国会議事堂前
駅１６時１４分

　

「打合せ」とされ
ている

・遠方

　　　　

－
・政治活動 １１‐Ｉ ５９ ８‐３５ Ｏ

Ｊ１７－３ ２０１７／８月８ 鱈査 渡辺 ‐

　

５１０ ５１０ 鉄道 小田急線玉川学園前駅０８
時２６分発券‐目的記載なし

　　　

、同上 １１‐Ｉ ５９ ８‐３６ Ｏ

Ｊ１７－３２２０１７／１１／２８ 鱈査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道 小田急線玉川学園前駅０９
時３７分発券、「会議」とされて
いる

・遠方

　

北千住方面 １１－Ｉ１０Ｏ１１‐６４

　　　　　

′
Ｏ

Ｊ１７‐３３２０１７／１１／２８ 調査 渡辺 ５５０ ５５０
鉄道

　

東京メトロ北千住駅

　

１６
時１６分発券、ｒ会鎖」とされて
いる

・遠方

　

北千住方面 １１‐Ｉ１０Ｏ １１‐６３ Ｏ

Ｊ１７－３４２０１７／１１／２８ 鑓査 渡辺 ２１０ ２１０
鉄道 首都圏新都市鉄道北千住
駅１０時４９分発券、「会議」とさ
れている

・遠方

　

北千住方面 １１‐ＩＩＭ １１‐６５

　　　

ー Ｏ

Ｊ１７－３５２０１７／８ハ９ 調査木目田 ３９０ ３９０
鉄道ＪＲ東日本成瀬駅１１時３０分
発券（成瀬→桜木町）、「現地
韻査」とされている

・観光スポット

　

土曜日 １１‐Ｉ ５９ ８‐３７

　　　

，

　　　　　　

「
Ｏ

Ｊ１７‐３８６２０１７／８ハ９ 鑓査木目田 １８０ １８０
鉄道

　

横浜高速鉄道馬車遭駅１４
時４８分（馬車道→元町中華街）発
券、「現地韻査」とされている

．観光スポット

　

土曜日 １１－Ｉ ５９ ８‐３８

近隣市区町村において、鯛査
を行うことは会派の活動の範
嶋である。観光スポットとい
う指摘があるが、そうである
か、腰昧である上に、個別の
支出に対する外形的な事実と
して具体性を欠く。

Ｏ

Ｊ１７‐３８７２０１７／８／１９ 鑓董木目田

　

）
３７０ ３７０

鉄道 横浜高速鉄道元町中華街
駅１６時１１分（元町中華街→菊
名）発券、「現地醜査」とされ
ている

．観光スポット

　

土曜日 １ーＩ ５９ ８‐３９

　　　　　　　　

１１ Ｏ

Ｊ１７‐３８８２０１７／８ハ９ 鑓査木目田 ３１０ ３１０
鉄道ＪＲ東日本菊名駅，“時３４
分（菊名→成瀬）発券、「現地
調査」とされている

・観光スポット

　

土曜日 １ーＩ ５９ ８‐４０

　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

・
Ｏ

　　

′

　　　　　　　　　　　　

・

　　　

合計額

　　　　　　　　

５，６１０ ７３０

自民

　

鉄道賃３４３



支か 支出日 費目確員各 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 違法性を裏付ける事情 器トＮｏ位置 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の認定
する違法支出

　

甑

Ｊ１４－Ｉ ２０１４／５／７調査渡辺 ‘

　

５１０ ５１０ 高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本稲城料金
所２０時０７分

　　　

ー

・（私的目的）
続〈２コの領収書（Ｊ‐２，Ｊ‐３）か
ら、「軽二」．に分類される自動車が
佐野藤岡料金所まで走行したことが
わかる。「現地旗書」とされている
が、目的地に到着するのは２２時以
降。宿泊費や帰路の高速代の計上も
ない。何の目的の調査か全〈不明で
ある。翌年２月２３日にも全く同一パ
ターンの支出がある。
宿泊を伴う会離がおこなわれた形跡
なし。以下Ｊ１４‐３まで同じ。

８‐Ｉ ７６ 上中

遠隔地においても町田市の会派活動
に関連性がある活動のために現地鋼
査等を行うことは通常あるため、原
告の主張は使途基準違反を推隠させ
るものではない。
例えば、佐野市には佐野プレミアム
アウトレットがあり、南町田駅地域
の発展を検討する上での先遣事例と
して、誘致方法や隣題を韻査するな
ど、会派の行う調査研究活動が行わ
れる。

Ｏ

Ｊ１４－２ ２０１４／５／７篇査渡辺 ９３０ ９３０ 高速代

　

首都高速永福本線料金
所２０時１９分 同上 ８‐Ｉ ７６ 上右 同上 Ｏ

Ｊ１４－３ ２０１４／５／７国査渡辺 １，４７０ １，４７０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本佐野藤田
料金所２１時２２分浦和本線～佐
野藤岡

　　　

・

　　　

・

　　　

′ 同上 ８－Ｉ ７６ 下左
同上

Ｏ

Ｊ１４÷‐４ ２０１４／８ハ３圃査渡辺′ １５０ １５０ 高速代・貫鶴道路

　

真鶴ブルー
ライン

・（私的目的）
お盆の時期に伊豆方面から東京方面
に帰る際の高速代。「現地調査」あ
るいは「現地視察」とされている
が、．目的は不明。往路の高速代や宿
泊代の計上もない。２月２８日にも
伊豆方面で「現地視察」がされてい
る。伊豆は著名な観光地であると同
時に別荘も多い。
夏休み期間の旅行。毎年繰り返し。
会瞳の開催の形跡なし。以下、Ｊ１４‐
４まで同じ。

　　　

・

８‐Ｉ ９１ 下左

－

　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

遠隔地においても町田市の会派活動
に関連性がある活動のために現地調
査簿を行うことは通常あるため、原
告の主張は使途基準違反を推認させ
るものではない。
例えば、町田市は在日米海軍厚木基
地と災害時応援協定を締結している
ところ、米軍との提携やコミュニ
ケーション構築の経緯などを醜査す
るために下田市に赴いて会派の行う
調査研究活動が行われることもあ
る。

Ｏ

Ｊ１４－５ ２０１４／８／１３調査渡辺 １６０ １６０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本石橋料金
所１３時２３分 同上

　

Ｊ‐４と‐運のもの。 ８－Ｉ ９１ 下右
同上

　　　　　　

，－
Ｏ

Ｊ１４－６ ２０１４／８／１３欄査渡辺 ２１０ ２１０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

橋料金所
１３時３３分

　

西湘バイス橘料金所
を通過

同上

　

Ｊ－４，Ｊ－５と一連のもの。 ８－Ｉ ９２ 上左
同上

　

．

　　　　　　

－ Ｏ

Ｊ１４－７ ２０１５／２／２３調査渡辺 ５００ ５００ 高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ横浜青
葉～東京料金所

　

１８時３３分

・（私的目的）

　　

、
違い時間に佐野藤田方面に向かった
もの。「現地鯛査」とされている
が、何の目的の蝕査なのか、Ｊ‐１か
らＪ‐３の領収書と同様に全〈不明で
ある。

　　　　　　　

－

　

．
宿泊を伴う会議がおこなわれた形跡
なし。

８」ｌ １２６下中

　　　　　　　

．

Ｊ１４－１と同じ

Ｏ

Ｊ１４－８ ，２０１５／２／２３■査渡辺 ９３０ ９３０ 高速代

　

首都高用資本線料金所
１８時４０分 同上 ８‐Ｉ １２７上左 同上 Ｏ

Ｊ１４‐９ ２０１５／２／２３ー査渡辺 １，４７０ １，４７０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本ｉｎ浦和本線
～佐野藤岡料金所

　

２０時２６分 同上

　　

，

　　　　　　　　　　　　　

●
， ８－Ｉ １２７上中 同上 Ｏ

Ｊ１４‐１０ ２０１５／２／２８譲査渡辺 ２，０７０ ２，０７０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本ｉｎ海老名～
沼津料金所

　

１３時２１分

・（私的目的）
土曜日に海老名から沼津に向かった
ことがわかる。翌日に伊豆修善寺の
有料道路の領収書があることから、
修善寺近辺で一泊したと推測され
るふ

　

「現地視察」とされているが、
同所は著名な観光地であり、別荘も
多い。宿泊代の計上はない。Ｊ‐１３ま
で一連のもの

８‐Ｉ １２８上左

Ｊ１４‐４と同じ

Ｏ

Ｊ１ｔｌｌ ２０１５／３れ調査渡辺 ２００ ２００
高速代 修善寺道路

　

大仁料金
所

　

１０時５７分
「現地調査」とされている。

同上 ８－Ｉ １２９上左
同上

Ｏ

ＪＩ◆÷１２ １２０１５／３／１国査渡辺 ２（鳩 ．２００ 高速代 伊豆中央道

　

江間料金
所

　

１２時１３分 同上 ８‐Ｉ １２９上中 同上 Ｏ

Ｊ１４「１３ ・２０１５／３月調査渡辺 ２，４２０ ２，４２０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ長泉沼
津～横浜町田料金所

　

１５時２５分 同上 ８－Ｉ １２９上右 同上 Ｏ

Ｊ１４‐１４ ２０１５／３／２８調査渡辺 ５９０ ５９０ 高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ横浜青
葉～東京料金所

　

１４時３９分

・（私的目的）
土曜日、東名高速横浜青葉ＩＣから
入り、東京料金所か１ら‐首都高用賀
本線料金所を経て、９３０円の高速代
金の娼所で高速を降りるかＪ‐１５、Ｊ‐
１６、Ｊ‐１７と一連のものと推測され
る。

　

・

８－Ｉ １３２上中

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

遠隔地においても町田市の会派活動
に関連性がある活動のために現地鋼
査尊を行うことは通常あるため、原
告の主張は使途基準違反を推認させ
るものではない。
町田市においては町田市のホーム
ページにて「町田市と墓地との位置
関係図」
（ｈｔｔｐｓ：／ムー情．ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄａ．ｔｏｋｙｏ
，ｊｋｕｒａｓｈｉ／ｋａｎｋｙｋａｎｋｙｍｉｎ鋼ａ
ｗａｒｉ／ｓｏｕｏｎ／ｊｏｕｋｙｏｕ／ｉｃｈｉｋａｎｋｅｉｚｕ．
ｈｔｍｌ

　

）とのぺ」ジを作成するな
ど、市民の大きな関心事として基地
との関係がある。
例えば、厚木基地の利用方法などを
検討する上で、航空関係の鯛査を行
うこともあり、湾岸方面で会派の行
う旗査研究活動が行われることもあ
る。

Ｏ

Ｊ１４‐１５ ２０１５／３／２８圃査渡辺 ９３０ ９３０
高速代 首都高用賀本線料金所
１４時５５分

　

「現地調査」とされ
ている

・（私的目的）
土曜日の午後、用賀から９３０円区間
は豊洲付近である。

８‐Ｉ １３２上右

　　　　　　　　　

．

同上。具体的な主張
ついても不明確な主
お、用賀を通過して
料金所が用賀にある
賞が目的地であるわ

まな〈、内容に
濃である。な
，、るのは、東京
とめであり、用
ナではない。

Ｏ

Ｊ１４‐１６ ２０１５／３／２９欄査渡辺 ９３０ ９３０ 高速代 首都高臨海副都心料金
所１８時３１分

・（私的目的）
翌日曜日夕方、首都高速湾岸線

　

臨
海副都心料金所から入り、－東京料金所までのものである。

８‐Ｉ １３３上中
同上。具体的な主張はなく、内容に
ついても不明確な主張である。 Ｏ

Ｊ１４‐１７ ２０１５／３／２９欄査渡辺 ５９０ ５９０ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ東京料金所～横
浜青葉

　

１９時２１分
・（私的目的），
同上 ８‐Ｉ １３３上左コ

同上 Ｏ

　

『

　　

１

　　　　

１

　　

ー‐
　

　　

　

　　　

　　

　

　

　　　　　

　

　

　

　　

　

　　　　

　　

　

　

合汁額

　　　　　　　　

１４，２６０

Ｊ１５－Ｉ ２０１５／６／１３ 圃査 渡辺 ５９０ ５９０
高速代ＮＥＸＣＯ中日本

　

１１時１３
分‘横浜青葉ＩＣから東京ーＣへ
「会議」とされている

・市外
（私的目的）
Ｊー２と一連のものと推測
（町田から東名高速を利用する場
合、横浜町田インターか、横浜青葉
インターかいずれかとなる。）

　

９‐． ８ 上左

遠隔地においても町田市の会派活動
に関連性がある活動のために現地調
査尊を行うことは通常あるため、原
告の主張は使途基準違反を推翌させ
るものではない。
町田市においては町田市のホーム
ページにて「町田市と基地との位置
関係図」

　　　　　　　　　　

′
（ｈｔｔｐｓ：／／ｗ剛．ｃｉｔｙ．ｍａｃｈｉｄｅ．ｔｏｋｙｏ

，ｉｐ／ｋｕｒａｓｈｉ／ｋａｎｋｙｏ／ｋａｎｋｙｏ／ｍｉｎｄｎａ
・ａｒｉ／ｓｏｕｏｎ／ｊｏｕｋｙｏｕ／ｉｃｈｉｋａｎｋｅｉｚｕ
ｈ加１

　

）とのページを作成するな
ど、市民の大きな関心事として基地
との関係がある。
例えば、厚木基地の利用方法などを
検討する上で、航空関係の調査を行
うこともあり、湾岸方面で会派の行
う鯛査研究活動が行われることもあ
る。

Ｏ

Ｊ１５－２ ２０１５／６／１３ 胃査 渡辺 ９３０ ９３０
高速代

　

首都高速１１時１９分、
用賀本線料金所、「会議」とさ
れている

・市外
・目的不明（私的目的）
臨海、湾岸地域に向かったと思われ
る。

　　　　　　　　　　　　

′

　

９‐÷１ ａ 上中

　　　　　　　　

′
同上 Ｏ

Ｊ１５－３ ２０１５／６／１４ ■査 渡辺 ９３０ ９３０
高速代

　

首都高速浦安（１）料
金所 １０時４７分、

　

．「会議」ど
されている

・市外

　

．

　

・・

　

・

　　

’
・目的不明（私的目的）
浦安（１）料金所を１０時４７分という
ことは、一泊しての帰りか？浦安
（１）・料金所の目の前は東京ディズ
ニーシー。Ｊ１５－４と一連の，ものと推
蕩

　　　

．

９‐１ Ｂ 上右

　　　　

ー
同上 Ｏ

Ｊ１５４ ２０１５／６／１４ ■査 渡辺 ５９０ ５９０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日東京ＩＣから横
浜青葉ＩＣへ １１時２０分、「会
圃Ｕとされている

！市外
・目的不明（私的目的） ９－１ ８ 下左 同上 Ｏ

自民 有料道路通行料３４４



支聾蓄 支出日 費目轟員名 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 違法性を裏付ける事情 輔爵トＮｏ位置 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
載判所の総定
する違法支出

　

甑

Ｊ１５‐５ ２０１５／７ハ８ 調査 渡辺 ９３０ ９３０
高速代．首都高

　

狩場本線料金
所

　

１５時０４分

　

「会議」とされ
ている

・市外
・目的不明（私的目的）
前後の脈略なく、狩場本線料金所の
料金所での支払い。会議費を請求

　

９

　

‐÷１ １５ 上左

遠隔地においても町田市の会派活動
に関連性がある活動のために現地鋼
査等を行うことは通常あるため・原
告の主張は使途基準違反を推匿させ
るものではない。
例えば、横浜市における就職活動の
実態餌査など、会派の行う調査研究
活動が行われることもある。

Ｏ

ＪＩ守』
２０１５／８／８ 鯛査 渡辺 ３４０ ３４０

高速代ＮＥＸＣＯ中日本

　

７時５０分、横浜青葉－Ｃから東名川崎ーＣへ
「会議」とされている

・市外
・目的不明（私的目的）
領収書等添付用紙には２ページに渡
りバラバラに添付。時系列でまとめ
ると、都内での会合の後、伊豆方面
に向かったことが確認される。Ｊ－
７、Ｊ‐８、Ｊ‐９、Ｊ‐１０、Ｊ‐１１と一連の
ものと推測
夏休み期間の旅行。会議の開催の形
跡なし。

　

９

　

‐÷１ ９ 上中甲６９ Ｊ博一１と同じ Ｏ

Ｊ１÷７ ２０１５／８／８ 圃査 渡辺 ５０ ５０ 高速代ＮＥＸＣＯ東日本

　

玉川料金
所

　

８時１５分
・市外

　　　　　　　　　　　　　

ｒ
・目的不明（私的目的）

　

９

　

‐÷１ １０ 上右 同上

　　　　

，
Ｏ

Ｊ１５－ａ ２０１５／８／８ 贋査 渡辺 ９３０ ９３０
高速代 首都高速

　

五反田料金
所 １５時４７分

　

「会磯」とされ
ている

・市外
・目的不明（私的目的） ９－１ ９ 上左 同上 Ｏ

Ｊ１５－９ ２０１５／８／８ 鴎査 渡辺 ３，０３０ ３，０３０
高速代

　

東京ーＣから長泉沼津ＩＣ
へ

　

１７時０２分

　

「会議」とされ
ている

・市外
・目的不明（私的目的）
東名高速で伊豆方面へ。８月中旬の
観光地への遠出。３泊４日の旅行と
推測される。宿泊費の計上なし

　

９

　

‐÷１ １０ 上左

　　　　　　　　　

１

遠隔地においても町田市の会派活動
に関連性がある活動のために現地鯛
査等を行うことは通常あるため、原
告の主張は使途基準違反を推認させ
るものではない。
例えば、町田市は在日米海軍厚木基
地と災害時応援協定を締結している
ところ、米軍との提携やコミｉニ
ケーション構築の経緯などを調査す
るために下田市に赴いて会派の行う
餌査研究活動が行われることもあ
る。

Ｏ

Ｊ１５‐１０ ２０１５／８／８ 圃竃 渡辺 ，２００ ２㈹
有料道路代 伊豆中央道、江間
料金所 １７時１８分

　

「会議」と
されている

同上

　　　　

・

　　　　

、

　

９

　

‐÷１ １０ 上中 同上

　　　

， Ｏ

Ｊ１５‐１１ ２０１５／８／８ ■査 渡辺 ２Ｗ ２㈹
有料道路代 修善寺道路

　

大仁
料金所 １７時２５分

　

「会離」と
されている

同上 ９‐÷１ ９ 下中 同上

　　　　

．

　　　　

， Ｏ

Ｊ１５‐１２ ２０１５／８／ｎ 篇査 渡辺 ２００ ２㈹
高速代 修善寺道路

　

大仁料金
所

　

１５時４０分「会議」とされて
いる

・市外
・目的不明（私的目的）
東名高速で東京方面へ。Ｊ‐１３、Ｊ‐
１４、と一連のものと椎濃

　

９

　

‐÷１ １０ 下左 同上 Ｏ

Ｊ１５‐１３ ２０１５／８／１ｌ ■査 渡辺 ２００ ２００
高速代 伊豆中央道

　

江間料金
所

　

１５時５８分

　

．「会議」とされ
ている

同上

　

９

　

‐÷１ １１ 上左 同上 Ｏ

Ｊ１５‐１４ ２０１５／８／ｎ 鱈査 渡辺 ２，４２０ ２，４２０
高速代

　

ｉｎ長泉沼津料金所ｏｕｔ
横浜町田 １９時２０分「会議」と
さ・れている

同上 ９

　

‐１ １０ 下中 同上 Ｏ

Ｊ１５‐１５ ２０１５／９／２８ 韻査 渡辺 ５００ ５㈹
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

横浜青葉
ＩＣから東京ＩＣへ

　

１４時４２分
「会議」とされている

・市外
・目的不明（私的目的）
片道だけの高速代
宿泊を伴う会離がおこなわれた形跡
なし。以下、Ｊ１５「１８まで同じ。

９‐÷１ １２ 土中

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

遠隔地においても町田市の会派活動
に関連性がある活動のために現地調
査等を行うことは通常あるため、原
告の主張は使途基準違反を推認させ
るものではない。
例えば、佐野市には佐野プレミアム
アウトレットがあり、南町田駅地域
の発展を検討する上での先進事例と
して、誘致方法や課題を調査するな
ど、会派の行う調査研究活動が行わ
れる。 なお、片道だけの高速代金
は、活動費の上限規輔に基づき、取
捨選択をして、提出しているからで
あって、手焼きの問題であり‐違法
な支出という評価には全〈むずび付
かない。

Ｏ

Ｊ１５‐１６ ２０１５／９／２８ 鯛査 渡辺 ９３０ ９３０
高速代 首都高速

　

用賀本様料
金所 １４時４８分

　

「会議」とさ
れている

同上 ９‐÷１
一
１２ 上左

　　　　　　　

′
同上

　　　

，．

　　　　　

・

　　　　

ト Ｏ

Ｊ１５‐１７ ２０１５／９／２９ 国査 渡辺 １，０１０ １，０１０
高速代

　

ｉｎ佐野藤岡料金所

　

ｏｕｔ
白岡宜蒲糧金所

　

１５時０４分 同上

　　　　　　　　　　　

ｒ ９－１ １２ 上右 同上 Ｏ

Ｊ１５‐１８ ２０１５／９／２９ 鶴査 渡辺 ２，１３０ ２，１３０
高速代

　

ｉｎ桶川北本料金所ｏｕｔ
八王子本繍

　

１６時３２分

　

「会
髄」とされている

同上

　

９－１ １２ 下中 同上 Ｏ

Ｊ１５‐１９ ２０１５月２／２５ 篇査 渡辺 ７９０ ７９０
高速代ＮＥＸＣＯ中日本

　

横浜町田
ＩＣから東京ＩＣへ１６時２１分

　

「会
議」とされている

・市外
・目的不明（私的目的）
片道だけの高速代 ‐２０、－２１、と一
連のものと推測
宿泊を伴う会議がおこなわれた形跡
なし。

９‐÷１ １３ 上左
Ｊ１５－１と同じ。また、片，道だけとい
う点についても、町田市における費
用の上限規制による管理において
は、全く違法な点はない。

Ｏ

Ｊ１５‐２０ ２０１５／１２／２５ 篇査 渡辺 ９３０ ９３０・
高速代首都高速料金所

　

用賀本
線

　

１６時３１分・「会議」とされ
ている

同上 ９－１ １３ 上右 同上 Ｏ

Ｊ１５‐２１ ２０１５／１２／２５ 調査 渡辺 ９３０ ９３０
高速代 首都高速

　

高樹町料金
所（港区西麻布）１６時５６分
「会議」とされている

・市外

　　　　　　　　

‐
・目的不明（私的目的）
渋谷・青山・表参道方面の最寄出入
口

９‐÷１ １３ 上中 同上 Ｏ

Ｊ１５‐２２ ２０１５／１２／２６ 圃査 渡辺 ６１０ ６１０
高速代首都高

　

初台料金所
「会議」とされている（時間不
明）

　　　　　　

，

　　　　　　　

－
・市外
・目的不明（私的目的） ９‐１ １３ 下左 同上

　　　　　　　　　　　　

、 Ｏ

Ｊ１５‐２３ ２０１５／１２／２６ 韻査 渡辺 ９３０ ９３０
高速代首都高浦安（１）料金所
１，３時０２分

　　

「会議」とされて
いる

同上 ９‐１ １４ 上左 同上 ０，

Ｊ１５‐２４ ２０１５／１２／２６ 鯛査 渡辺 ６２０ ６２０
高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本・三鷹料金
所

　

１３時３４分

　

「会議」とされ
ている

同上 ９‐１ １４ 上中 同上

　

、

　　　

．

　　

へ
Ｏ

合計額

　　　　

．

　　　

２０，９２０

Ｊ１７‐３８９ ２０１７／５ハ９ 国賓 嚢辺 ２００ ２００
有料道路代修善寺道路

　

大仁料
金所

　

１０時４９分

　

「現地額査」
とされている

・目的不明（私的目的）
２泊３日で伊豆方面へ行った時の高
速代。金曜日から日曜日。宿泊費の
計上なし。・
会議の開催の形跡なし。以下Ｊ１７‐
３９４まで同じ。

１１－ｌ・２１ ５－４ロ

近隣市区町村において、韻査を行う
ことは会派の活動の範庸である。観
光スポットという指摘があるが、そ
うであるか、瞬昧である上に‘

　

個別
の支出に対する外形的な事実として
具体性を欠〈。

Ｏ

Ｊ１７－３鮒 ２０１７／５ハ９ 篇査 渡辺 ２００ ２００
有料道路代伊豆中央道

　

江間料
金所・１０時３８分

　

「現地韻査」
とされている

・目的不明（私的目的）
同上 １１‐Ｉ ２１ ５‐４８

　　　

・ Ｏ

Ｊ１７‐３９１ ２０１７／５ハ９ 調査 渡辺 ２，４２０ ２，４２０
高速道路代ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ横
浜町田ｏｕｔ長泉沼津

　

１０時２４分
「現地調査」とされている

・目的不明（私的目的）
同上 １１‐Ｉ ２１ ５‐４９ Ｏ

Ｊ１７‐３９２ ２０１７／５／２１ 調査 渡辺 ２００ ２００
有料道路代修善寺道路

　

大仁料
金所

　

１３時００分

　

「現地醜査」
とされている

・目的不明（私的目的）
同上

　　　　　

－
１１－Ｉ ２３ ５÷も６ Ｏ

Ｊ１７‐３９３ ２０１７／５／２１ 韻査 渡辺 ２００ ２㈹
有料道路代伊豆中央道

　

江間料
金所

　

１３時１０分「現地鱈査」と
されている

・目的不明（私的目的）
同上 １１‐Ｉ ２３５‐５７ Ｏ

Ｊ１７‐３９４ ２０、１７／５／２１ 鯛査 渡辺 ２，４２０ ２，４２０
高速道路代ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ長
泉沼津ｏｕｔ横浜町田

　

１４時３２分
「現地調査」とされている

・目的不明（私的目的）
同上 １１－Ｉ ２３５８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
Ｏ

Ｊ１７‐３９５ ２０１７／５／２７ 圃査 渡辺 １，４５０ １，４５０
高速道路代ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ相
模湖ｏｕｔ河口湖

　

１０時５０分

　

「現
地韻査」とされている

・目的不明（私的目的）
河口湖へ行ったときの高速代。土曜
日。私的利用。
現地鱗査の瀞跡なし。

１‐Ｉ ２５５‐７３甲７０ Ｏ

Ｊ１７‐３９６ ２０１７／５／２８ 翼査 渡辺 １，４５０ １，４５０
高速道路代ＮＥ×ＣＯ中日本

　

ｉｎ河
口湖ｏｕｔ相模湖

　

７時４８分

　

「現
地調査」とされている

・目的不明（私的目的）
河口湖からの帰り。日曜日。私的利
用。

１１‐Ｉ ２５５‐７５申７０

　　

． Ｏ

合計額

　　　　　　　　　

８，５４０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

自民

　

有料道路通行料３４５



支書蓄 支出日 費目『碧員支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器トＮｏ 位置 領収書以外の関連証

　　

拠 会派自民党の主張
較判所の
鑑定する
違法支出

甑

Ｊ１４‐１８ ２０１４月０／１１ 鑓査渡辺 １，７８０ １，７８０
タクシー代 ０６時４４分発行の領
収書
「現地調査」とされている。

・早朝 ８‐Ｉ ９９ 中右

　　　　　　

． 市民相談や現地鯛査等の政務
活動が深夜や早朝に行われる
こともあり待、原告の主張は
使途基準違反を推認させるも
のではない‐

Ｏ

Ｊ１４‐１９ ２０１４／ｍ／２０ 鱈査渡辺 １，３３０ １，３３０
タクシー代 ０４時２９分発行の領
収書
「現地視察」とされている‐

・深夜 ８‐Ｉ １０２ 中中 同上 １，３３０

Ｊ１４‐２０ ２０１４／１２／１１ 鑓査 １，６（鳩 １，６００
タクシー代

　

０

　

４時１１分発行の領
収書

　

「現地調査」とされてＬ＼
る。

　　　　　　

，・

　　　

．，

・深夜
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

８‐Ｉ １１３ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
同上

　　　　

，

　　

ー
，

　　　

．′
１，６（鳩

Ｊ１４‐２１ ２０１４ハ２ハ５ 鱈査 １，７８０ １，７８０
タクシ■代

　

６時１７分発行の領収
書

　

「現地調査」のためとされ
ている。

・早朝
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

８‐Ｉ １１４ 上右 同上 Ｏ

Ｊ１４‐２２ ２０１４／４／Ｉ 調査 １，２５０ １，２５０
タクシー代 青葉（神奈川都市
交通）「現地醜査」とされてい
る。

・市外
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

Ｂ－Ｉ ６９ 上中

市外であっても現地旗査、意
見交換、会議などの政務活助
を行うことはあり、原告の主
張は使途基準違反を推隠させ
るものではない。

Ｏ

Ｊ１４‐２３ ２０１４／４ハ３ 調査佐麓 －

　

１，５４０ １，５４０
タクシー代 相模原

　

．「現地調
１山上ＬされているＡ

・市外 －Ｉ ７０ 中右 同上 Ｏ

Ｊ１４‐２４ ２０１４／４／２０ 圃査岩瀬 ７３０ ７３０タクシー代

　

三鷹（和親交通）
「会議」とされている。

・市外（遠方） ‐Ｉ ７１ 上中 同上 Ｏ

Ｊ１４‐２５ ２０１４／４／２０ 調査岩瀬 ７３０ ７３０タクシー代 板橋（山城タクシ
ー）

　

「会櫨」とされている。
・市外（遠方） －Ｉ ７１ 上右

　　　　　　　　　　　　　

． 同上 Ｏ

Ｊ１４‐２６ ２０１４／６／１８ 鑓査 １，８１０ １，８１０
タクシー代

　

西東京

　

「会離」
とされている。

・市外（遠方）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

　　　

・
－Ｉ ８４ 下中 同上 Ｏ

Ｊ１４‐２７ ２０１４／９／３ 調査 ２，３５０ ２，３５０
タクシー代

　

八王子

　

「会議」
とされている。

・市外．（遠方）
同上′ －Ｉ ９４ 上左 同上 Ｏ

Ｊ１４‐２８ ２０１４／９／ｍ 縄査 １，２７０ １，２７０
タクシー代 都内・「打ち合わ
せ」とされている。

・市外（遠方）
同上 ‐Ｉ ９４ 中中 同上

　

１ Ｏ

Ｊ１４‐２９ ２０１４／１１／２６ 調査 ７３０ ７３０タクシー代 北区

　

「打ち合わ
せ」とされている。

・市外（遠方）
同上 －Ｉ １０９ 上右Ｊ 同上 Ｏ

Ｊ１４‐３０ ２０１５／１／５ 鱈査 ７３０ ７３０
タクシー代 大和（神奈川県大
和）「現地韻査」とされてい ・市外（遠方）

　　　

．
同上 」Ｉ １１８ 上中 同上

　　

．

　　　

・

　　　　　　　

′ Ｏ

Ｊ１４‐３１ ２０１５／２／３ 鑓査木目田 ７３０ ７３０
タクシー代 大和［埼玉県和光
市）「現地視察」とされてい ・市外（遠方） ‐Ｉ，１２３ 中右 同上 Ｏ

Ｊ１４‐３２ ２０１５／２／３・鯛査木目田 １，２７０ １，２７０
タクシー代 大和（埼玉県和光
市）「現地視察」とされてい
る。

・市外（遠方） ‐Ｉ １２３ 下左 ｈ 同上 Ｏ

２，９３０合計額

　　　　　　

．１９，６３０

Ｊ１５‐２５ ２０１５／４／２４ 鱗査木目田 １，２４０ １，２４０
タクシー代 東日本タクシー

　

２
時１３分

　

「会議」’とされてい
る。

・深夜
（タクシー代の領収書にはほとんど
時間が記録されていない。降車時の
時刻がかろうじて印字されているの
が、東日本タクシーの一部のみ）
統一地方選の選挙日の２日前。選挙
活動にかかわる利用と認められ．る。

９－１ １４０ 下右

　　　　　　　　　　

１

市民相談や現地鯛査等の政務
活動が深夜や早朝に行われる
ことはあり待、．原告の主張は
使途基準違反を推認させるも
のではない。むしろ、公共交
通機関が無〈なった場合には
タクシーに乗らざるを得な
い。そもそも、タクシー移動
という点について、何らの違
法性がない。

１，２４０

Ｊ１６６ ２０１５／４／２６ 鑓査木目田 ２，８６０ ２，８６０
タクシー代 東日本タクシー
２３時１６分

　

「会合」とされてい
る。

・．深夜
銃‐地方選の選挙日当日。選挙活動
にかかわる利用と認められる。

　

９－１ １４１ 下左
同上

Ｏ

Ｊ１５‐２７ ２０１５／６／２５ 調査 １，２４０ １，２４０
タクシー代 東日本タクシー

　

４
時３６分

　

「会議」とされてい
る。

・深夜
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

９－１ １４５ 下中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

同上
１，２４０

Ｊ１５－２８ ２０１５／８／６ 鯛査 ２，４１０ ２，４１０
タクシー代 東日本タクシー
００時２１分

　

「会議」とされてい
る。

向上
深夜 ９‐１ １５０ 下左

同上

　　

＼

　

○

Ｊ１５‐２９ ２０１５／９／ｍ 鑓査 １，．６（刀 １，６〔ぬ
タクシー代 東日本タクシー
０７時３５分

　

「会議」とされてい
る。・．

　　　　　　

、

・早朝
早朝のタクシー利用。支出者すら不
明。

９－１ １５５ 上左

　　　

′

　　　　　　　

′

同上
Ｏ

Ｊ１５‐３０ ２０１５／９／２８ 鑓査 １，１５０ １，１５０
タクシー代 東日本タクシー
０５時２０分

　

「会議」とされてい
る。

声量朝

　

／
９－１ １５７ 上中

同上

　　　　　　　　　　

・

　　

ｒ
１，１５０

Ｊ１５‐３１ ２０１５月０／２６ 贋査 １，２４０ １，２４０
タクシー代 東日本タクシー
０３時２２分

　

「会議」とされてい
る。

・深夜
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

　

－

　　　　

・
９－１ １６１ 上左

同上
１，２４０

Ｊ１５‐３２ ２０１６／１／２ 鯛査 １，２４０ １，２４０
タクシー代 東日本タクシー
０１時１７分

　

「会議」とされてい
る。

・元日の深夜
元日のタクシー利用。支出者すら不
明。

９－１ １６９

　

「
上左

同上
１，２４０

Ｊ１５－３３ ２０１６／２／２９ 鑓査 １，４２０ １，４２０
タクシー代 東日本タクシー
０１時４２分

　

「会議」とされてい
るＡ深夜

・深夜
深夜のタクシー利用６支出者すら不
明。

９－１ １７２ 下右 同上 １，４２０

Ｊ１５十３４ ２０２１／３／１７ 調査木目田 １，３３０ １，３３０
タクシー代 東日本タクシー
００時３７分

　

「会合」とされてい
る。深夜

・深夜 ９－１ １，７３ 上右 同上 Ｏ

Ｊ１５‐３５ ２０１５／７／２ 鯛査 １，３６０ １，３６０
タクシー代・旭タクシー

　

栃木
県佐野市

　

「会瞳」，とされてい
る。

・遠方

　

栃木県佐野市
支出者すら不明。

９－１ １４６ 上左

市外や遠方であっても現地視
察、意見交換、会議などの政
務活動を行うことはあり、原
告の主張は使途基準違反を推
認させるものではない。

Ｏ

Ｊ１５‐３６ ２０１５／９／５ 禎査木目田
７，６６０

７，６６０
タクシー代 ニュータウン交通
「会議」とされている。

・長距離の利用。 ９－１‐１８０ 上左

　　　　　　　

、

長距離の移動を伴う現地視察
や意見交換などはままあり、
原告の主張は使途基準違反を
推認させるものではない。

Ｏ

’

　　　

‘

　

享

　

．／

　　　

７，５３０

Ｊ１６－Ｉ ２０１６／４／２４ 鑓査 ２，６８０ ２，６８０
タクシー代 東日本タクシー
０１時２７分

　

（使用目的について
の記載なし）

　　　　

′

　　

－

・深夜

　

（タクシ一代の領収書には
ほとんど時間が記録されていない。
降車時の時刻がかろうじて印字され
ているのが、東日本タクシー。）
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０－Ｉ１６０ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

市民相鱗や現地調査等の政務
活動が市民の都合に合わせて
深夜や早朝に行われることも
あり得、原告の主張は使途基
準違反を推隠させるものでは
なし星室

２，６８０

Ｊ１６－２ ２０１６／４／２４ 調査 １，６（粉 １，６｛め
タクシー代 東日本タクシー
０２時４４分

　

「打合せ」とされて
いる

・深夜

　　　　

▲
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０－Ｉ１６１ 上左 以下、記載があるまで同上。 １，６（め

Ｊ１６－３ ２０１６／９／１７ 韻査木目田 １，３３０ １，３３０
タクシー代 東日本タクシー
００時５８分

　

「会議」とされてい ・深夜 １０‐Ｉ１７９ 下右 Ｏ

Ｊ１６‐４ ２０１６ハｏハ９ 調査 ２，２３０ ２，２３０
タクシー代 東日本タクシー
０７時２５分

　

「会議」とされてい
る

・早朝
早朝のタクシー利用。支出者すら不
明も

１０‐Ｉ１８４ 下右 Ｏ

Ｊ１６ ２０１６／ｌｏ／３１ 鑓査 １，１５０ １，１５０
タクシー代

　

栗日本タクシ÷
０７時３３分

　

「会議」とされて ・早朝 １０－Ｉ１８５ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ Ｏ

Ｊ１６－６ ２０１６／１１／８ 旗査 ２，１４０ ２，１４０
タクシー代 東日本タクシー
０６時４６分

　

「会議」とされてい
る

・早朝 １０－ＩＩＢ７ 下左 Ｏ

Ｊ１６‐７ ２０１７ハハ 餌査 熊海 １２７０ １，２７０
タクシー代 相模中央交通
「市民相談」

・ありえない元日の市民相後 （Ｊ－８
も同様） １０－Ｉ ８６ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

元日であっても市民相談はあ
り、特に国民の休日であるこ
とや、元日にこそ市政につい
て意見を申し述べることがあ
ることは－般的な櫨会を逸脱
するものではない。町田市の
市内中心部ではないエリアを
中心に、元日に町内会で集
まって新年の活動や、方針に
ついて会合をする会があり、
一度に多くの市民の意見を聴
取できる機会である。

Ｏ

Ｊ１６－８ ２０１７ハハ 鱗査 熊薄 １，醐 １，ＯＭ
タクシー代 相模中央交通
「市民相国

同上 ０ーＩ ８６ 上中 以下、記載があるまで同上。 Ｏ

合計甑

　　　　

，

　　　

２４，７５０

自民 タクシー代３４６



支尊書 支出日 費目 鑓
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　

事情

　　　　　

纂爵トＮｏ 位置 領収書以外の関連証

　　

拠 会派自民党の主張
裁判所の
聴定する
違法支出

甑

Ｊ１６－９ ２０１７／１／２ 贋査 １，３３０ １，３３０
タクシー代 東日本タクシー
００時０２分

　

「打合せ」
・ありえない元日、深夜の「打ち合わ
せ」
支出者すら不明。

１０一Ｉ１６５ 中右 Ｏ

Ｊ１６‐１０ ２０１７ハハ４ 鯛事 １，４２０ １，４２０
タクシー代 東日本タクシー
０３時５３分

　

「会離」とされてい
る

・深夜
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０‐Ｉ１６５ 下中 １，４２０

Ｊ１６‐１１ ２０１７／３／２６ 薗査 ２，２３０・

　

２，２３０
タクシー代 東日本タクシー
２３時０５分

　

「会議」とされてい
る

・深夜
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０‐１ ２０２ 下中 Ｏ

Ｊ１６」１２ ２０１６／４／２９ 鑓査 ７３０ ７３０タクシー代，．青葉

　

神奈川都市
交通

　

「会議」
・市外（青葉区）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０－Ｉ１６０ 上中

市外であっても現地調査、意
見交換、会嫌などの政務活動
を行うことはあり、原告の主
張は使途基準違反を推認させ
るものではない。

Ｏ

Ｊ１６－１３ ２０１６／８／２５ 槙査 ２，５３０ ２，５３０
タクシー代

　

南観光交通

　

日野
市

　

「会議」
・市外（日野市内）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０－Ｉ１７８ 上左

　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　

」同上 ．Ｏ

ＪＴ６‐１４ ２０１６／９／２８ 圃査 ３，２５０ ３，２５０
タクシー代 道具タクシー

　

横
浜

　

「打合せ」とされている
・遠方（横浜）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０－ １８２ 上右 同上 Ｏ

Ｊ１６‐１５ ２０１６ハＯハ８ 鯛査 １，４５０ １，４５０
タクシー代 都内

　

ＴＡＴＥ

　

ＴＡＸ１
「会瞳」とされている

・都内（遠方）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０－ １６４ 上左 同上 Ｏ

Ｊ１６‐１６ ２０１６／ｌｏ／２６ 圃査 １，７２０ １，７２０
タクシー代 西東京

　

個人タク
シー

　

「打合せ」とされている
・市外（西東京）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

１０－ １８６ 下左 同上 Ｏ

ＪＩ‐１７ ２０１６／１１／２ 鱈査 １，０８０ １，０８０
タクシー代 門真市（大阪府北
河内地域に位置する市）

　

未来
都無線センター

　

「会瞳」とさ
れている

・遠方（大阪）
視察の形跡なし。支出者すら不明。

１０‐ １８７ 上左 同上 Ｏ

ＪＩ‐１８ ２０１６／１１月３ 鑓査 佐麓 １，８１０ １，８１０
タクシー代 相模原

　

双葉交通
「打合せ」とされている ・市外（相模原） １０－ １８８ 上左 同上 Ｏ

ＪＩ‐１９ ２０１６／１２月３ 鑓査 １，６３０ １，６３０
タクシー代 西東京

　

個人タク
シー

　

「打合せ」とされている
・市外（西東京）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

代－ １９４ 上中 同上 Ｏ

ＪＩ‐２０ ２０１７／２／９ 国査 ２，３５０ ２，３５０
タクシー代 西東京

　

個人タク
シー

　

「会離」とされている
・市外（西東京）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

０‐ １９９ 上右 同上

　　　　　　

‐ Ｏ

ＪＩ｝２１ ２０１７／２ハ６ 調査木目田 １，２７０ １，２７０
タクシー代 ジャパンタクシー
相模原

　

「金龍」とされている ・市外（相模原） ０ー ２｛め 上左 同上 Ｏ

ＪＩ‐２２ ２０１７／２／２１ 鑓査 ４９０ ４９０タクシー代 台東区

　

国際自動
車

　

「打合せ」とされている
・遠方（台東区）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

０ー ２００ 上中 同上 Ｏ

ＪＩ‐２３ ２０１７／３／２ 鯛査 ７３０ ７３０
タクシー代 大和

　

神奈川都市
交通

　

「市民相談」とされてい
る

・市外（大和市）
市外のタクシー利用。支出者すら不
明。

０ー ８９ 上左 同上 ‐Ｏ

５，７（滑合計額

　　　　　

・

　　　　　

３７，４２０

Ｊ１７－Ｉ ２０１７／５ハ２ 調査 膿濁 １，４５０ １，４５０
タクシー代 東京都個人タク
シー南多摩支部

　

ＩＭＡＩＴＡＸ‐
「打合せ」とされている

．同日タクシー３件（一１、一２、ー
３）
・遠方（八王子市北野町）１件、市
内のタクシー２件
平成２９年度の熊沢議員による極め
て頻繁なタクシー利用

１１‐Ｉ １７ ５‐２３
使途基準に合致していないこ
とを推認させる一般的、外形
的な事実を指摘しているとは
言えない。

Ｏ

Ｊ１７－２ ２０１７／５／１２ 鋼査 熊海 １，５４０ １，５４０
タクシー代

　

千代田自動車㈱
「打合せ１とされている 同上 １１－Ｉ １７ ５‐２４ 同上 Ｏ

ＪＩ手３ ２０１７／／１２ 旗査 渡辺 １，８１０ １，８１０
タクシー代 飛鳥交通カンツ
リー株式会社 「打合せ」とされ
ている

同上 １１‐Ｉ １７ ５‐２５ 同上 ・

　　　　

Ｏ

Ｊ１７－４ ２０１７／／１ 調査 賑漕 ２，２６０ ２，２６０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・第三者利用
本会議中、同日タクシー２件（Ｊ－５）１１－Ｉ ３３ ‐４０

　　　　　　　　　

． 同上 Ｏ

Ｊ１７－５ ２０１７／／Ｉ 餌査 熊海 １，３６０ １，３６０
タクシー代 小田急交通南多摩
株式会社

　

「打合せ」とされて
いる

同上 １１－Ｉ ３３ ‐４１ 同上 Ｏ

〆１７－６ ２０１７／／２ 調査 熊洋 ２，１７０ ２，１７０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・第２回定例会最終日、同日タク
シー４件（Ｊ‐７、Ｊ－８、Ｊ－９） １１－Ｉ ３９ ‐８０ 同上 Ｏ

Ｊ１７－７ ２０１７／／２ 旗査 若林 ２，７１０ ２，７１０
タクシー代 京王自動車多摩南
株式会社

　

「打合せ」とされて
いる

同上 １１－Ｉ ３９ ‐８１ 同上 Ｏ

Ｊ１７－８ ２０１７／／２ 調査 渡辺 １，６３０ １，６３０
タクシー代 東日本個人タク
シー協同組合

　

「打合せ」とさ
れている

同上 １１‐Ｉ ３９ －８２

　　　　　　　　　　　

、 同上 Ｏ

Ｊ１７－９ ２０１７／／２ 調査 木目田 １，１８０ １，１８０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「現地韻査」とされている 同上 １１－Ｉ ３９ ‐８３ 同上

　　

，

　　

．

　　　

Ｏ

Ｊ１７‐１０２０１７／１２ハ６ 鑓査 熊蕩 １，６３０ １，６３０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・選挙関連
立侯補者説明会の開催日。同日タク
シー４件（Ｊ‐１１二

　

Ｊ‐１２、Ｊ‐１３） １１－Ｉ１１０ １２‐４８

選挙関連との指摘について、
選挙の有無にかかわらず、会
派としての活動は継続してい
る。この点について、選挙の
ための支出であるとの関．連証
拠や外形的事実の指摘はな
Ｌ、。

Ｏ

Ｊ１７‐１１２０１７／１２ハ６ 調査 般海 １感㈹ １，９００
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１１０ １２‐４９ 同上 Ｏ

Ｊ１７‐１２２０１７／１２月６ 鑓査 厭漕 ‐２，５３０ ２，５３０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上

　　　

１１－Ｉ１１０ １２‐５０ 同上

　　　　

－

　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１３２０１７ハ２ハ６ 鱈査 廠海 １，５４０ １，５４０
タクシ 代 飛鳥共同無線
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１１０ １２‐５２ 同上 Ｏ

Ｊ７‐１４２０１／２／２ 鱗査 篇海 １，５４０ １，５４０
タクシャ代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・選挙関連
町田市長、市蟻選は２５日が投票日で
即日開票、選挙関連（Ｊ‐１５、・－Ｊ１６）

１１‐Ｉ１３３ ２‐３８ 同上 Ｏ

Ｊ７‐１５２０１／２／２ 鑓査 無海 １，９（刈 １９（鳩 タクシー代

　

相模中央交通㈱
Ｔ打合せ」とされている 同上 １１‐Ｉ１３３ ２‐３９ 同上 Ｏ

Ｊ７－１６２０１／２／２ 調査 無珊 １，醐 １，０（滑
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１－ｌ１３３ ２‐４０ 同上 Ｏ

Ｊ７‐１７２０１／２／２ 債査 旅海 ７３０ ７３０
タクシー代 小田急交通南多摩
株式会社

　

「打合せ」とされて
いる

・選挙関連
当選証書の授与式に参加、その関連
（Ｊ‐１８、Ｊ‐１９）

１１「Ｉ１３３ ２ム４２ 同上・

　　　　　　　　　　

、 Ｏ

Ｊ７‐１８２０１／２／２ 調査 熊海 １，９〔刀 １，９（鳩
タクシー代・小田急交通南多摩
株式会社

　

「打合せ」とされて
いる

同上 １１▼Ｉ１３４ ２‐４３

　　　　　

＼
同上 Ｏ

Ｊ７‐１９２０１／２／２ 鯛査 熊濯 １，３６０ １，３６０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１一Ｉ１３４ ２－科 同上 Ｏ

Ｊ１７‐２０２０１７／４／２３ 調査 渡辺 １，３３０ １，３３０
タクシー代

　

太鴎交通 名古屋
でのタクシー利用

　

「打合せ」
とされている

・遠方
視察の形跡なし。渡辺議員は当時ケ
ガで出張できる状況ではなかったも

１１－Ｉ ９ ４‐４８ 甲６７一１、６７ー
２

渡辺龍員が当該期間けがをし
ていたことは認めるが、政務
活動ができないほどのもので
はない。また、原告らからは
同期間について、病院で入院
していたり、政務を休止して
いたといった事情について具
体的な主張はない。

１，３３０

Ｊ１７‐２１２０１７／４／２４ 鵠査 渡辺 １，０９０ １，０９０
タクシ『代。千成第ー交通

　

名
古屋での利用

　

「打合せ」とさ
れている

・遠方
同上 １１－Ｉ １０ ４‐５３ 甲６７－，１、，６７一同上 １，０９０

Ｊ１７‐２２２０１７／５月８ 調査 ２，６８０ ２，６８０
タクシー代 東日本タクシー
２３：５８に降車、「打合せ」とされ
ている

・深夜の利用
深夜のタクシー利用。支出者すら不
明。

１ーＩ ２１ ５‐４６ 同上 Ｏ

Ｊ１７‐２３２０１７／６／７ 調査 厭海 １，３６０ １，３６０
タクシー代

　

飛魔共同無線
「打合せ」とされている

・同日タクシー２件（Ｊ‐２４）
・第三者利用
縫会開催中（一般質問）

１‐Ｉ ２９ 、６‐１４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ Ｏ

Ｊ１７‐２４２０１７／６／７ 龍査 蝋海 ２，１７０ ２，１７０
タクシー代 相模中央交通隣
「打合せ」とされている 同上 １ーＩ ２９ ６‐１５ Ｏ

Ｊ１７‐２５２０１７／６／８ 餌査 旅薄 １，３６０ １，３６０
タクシー代 小田急交通南多摩
株式会社

　

「打合せ」とされて
いゐ

・同日タクシー２件（Ｊ－２６）
・第三者利用
議会開催中（一般質問）

１‐Ｉ ２９ ６‐１７ Ｏ

Ｊ１７‐２６２０１７／６／８ 鱈査 熊濁 １，８１０ １，８１０
タクシー代

　

ＫＯＢＯＲＩタク
シー

　

「打合せ」とされている 同上 １ーＩ ２９ ６‐１８ Ｏ

・－

　　

‘

　　　　

・

　　

１
　

　

　

　　　　　　

　

自民

　

タクシー代３４７



「

増番 支出日 費目『碧員支出金額
原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢跨トＮｏ 位置 領収書以外の開運証

　　

拠 会派自民党の主張
裁判所の
総定する
違法

甑
支出

Ｊ１７‐２７．２０１７／／１２ 調査 熊汗 １，３６０ １，３６０
タクシー代

　

飛庸共同無線
「打合せ」とされている

・同日タクシー２件（Ｊ‐２８）
・第三者利用
霊金開催中（一般質問）

１１－ ３１ ‐２８ Ｏ

Ｊ１７‐２８２０１７／／１２ 圃査 航海 １，９６０ １，９６０
タクシー代 東日本タクシー
２３：０５に降車

　

「打合せ」とされ
ている

中毒夜 １１‐ ３１ ‐２９

　　　　　　　　　　　　　　　

ー Ｏ

Ｊ１７‐２９２０１７／／５ 調査 熊海 １，４５０ １，４５０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている ・同日タクシー３件 １１一 ５５ －７ Ｏ

Ｊ１７‐３０２０１７／／５ 鑓査 熊海 １，２７０ １，２７０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合ゼ〕とされてし、重 同上 １１‐ ５５ －８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ Ｏ

Ｊ１７‐３１２０１７／／５ 榔査 渡辺 １，５４０ １，５４０
タクシー代 東日本個人タク
シー協同組合

　

「打合せ」とさ
れている

同上‐

　

・

　　　　　　　

， １１－ ５５ノ ‐９

　　　　

，

　　　　　　　　　　　

、、

　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

／ Ｏ

Ｊ１７‐３２２０１７／／４ 調査 熊漕 １，３６０ １，３６０
タクシー代 小田急交通南多摩
閥

　

「打合せ」とされている

・同日タクシー３件

　

（Ｊ‐３３、Ｊ‐
３４）
・第三者利用
櫨金開催中（ー般質問）

１１‐ ６ ‐８ Ｏ

Ｊ１７‐３３２０１７／／４ 鑓査 熊珊 １，８１０ １，８１０
タクシー代・千代田自動車
「打合せ」とされている「打合
せ」とされている

同上 １１‐ ６ ‐９ Ｏ

Ｊ１７‐３４２０１７／“ 餌査 熊漕 ２」３５０ ２，３｛ｉｏ
タクシー代 相模中央交通聞
「打合せ」とされている 同上 １１‐ ６ ‐１０

　　　　　　　　　

、 Ｏ

Ｊ１７‐３５２０１７／／６ 鯛査 熊薄 １６３０ １，６３０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・同日タクシー２件（Ｊ‐３６）
・第三者利用
議会開催中（一般質問）

１１－Ｉ ６ ‐１３ Ｏ

Ｊ１７ｒ３６２０１７／／６ 鑓査 賑海 ２，１７０ ２，１７０
タクシー代 相模中央交通鴎
▲「打合せ」とされている 同上 １１一Ｉ ７ ‐１４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ Ｏ

Ｊ１７‐３７２０１７／幻７ 圃査 熊海 ２，２６０ ２，２６０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せーとされている

・第三者利用
瞳金開催中（一般質問） １１－Ｉ ７ ‐１８ Ｏ

Ｊ１７‐３８２０１７月０／４ 鑓査 岩瀬 ３，８８０ ３，８８０
タクシー代 日本交通立川隣南
多摩営業所

　

「会議」とされて
いる

同日タクシー２件、（Ｊ‐３９） １１－Ｉ ７８ １〔ト１３ Ｏ

Ｊ１７‐３９２０１７／ｍ／４ 鱗査 岩瀬 ３，１６０ ３，１６０
タクシー代 小田急交通南多摩
隣

　

「会瞳」とされている 同上 １１－Ｉ ７８ １〔ト１４ Ｏ

Ｊ１７‐４０２０１７／ｌｏ／１Ｉ 鑓査 照海 ２，３５０ ２，３５０
タクシー代

　

相撲中央交通㈱
「打合せ」とされている

・政治活動
衆櫨院選挙期間中 １１－Ｉ ８１ １（ト３９ －

　　　　

Ｏ

Ｊ１７‐４１２０１７／１２・／ｌ 鱈査 熊海 ２，８（鳩 ２，８〔掩
タクシー代 相模中央交通閥
「打合せ」とされている

・同日タクシー２件（Ｊ‐４２）
・目的不明
１２月議会議案説明会・全員協議会開
催日

１１‐Ｉ１０２ １２－２ ′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　

“
Ｏ

Ｊ１７‐４２２０１７／１２／１

　

，鑓査 熊珊 ８２０ ８２０タクシー代 相模中央交通隣
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１０２ １２‐４ Ｏ

Ｊ１７‐４３２０１７／１２／５ 餌査 旅海 ２，１７０ ２，１７０
タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「打合せ」とされている

・同日タクシー２件（Ｊ－４４）
・第三者利用

　

議会開催中（一般質問）
１１‐Ｉ１０５ １２‐１７ Ｏ

Ｊ１７‐４４２０１７／１２／５ 鱈査 旅海 １，８１０ １，８１０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１０５ １２‐１８

　　　　　　　

，
‐／ Ｏ

Ｊ１７‐４５２０１７／１２／７ 調査 熊海 １，９９０ １，９９０
タクシー代・相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・同日タクシー２件（Ｊ‐４６）
・第三者利用
誰金開催中（一般質問）

１１‐Ｉ１０５ １２‐２１

　　

１

　　　　　　

，
Ｏ

Ｊ１７‐４６２０１７／１２／７ 鱈査 旅鴻 １，９９０ １，９９０
タクシー代 相模中央交通隣
「打合せ」とされている 同上 １１‐Ｉ１０５ １２‐２２ Ｏ

Ｊ１７‐４７２０１７／１２／８ 調査 熊海 １，９９０ １，９９０
タクシー代

　

’相模中央交通隣
「打合せ」とされている

・第三者利用
議会開催中（一般賛問） １１－Ｉ１０６ １２‐２３ Ｏ

Ｊ１７‐４８２０１７月２ハ２ 韻査 旅海 １，９（鳩 １，９〔鳩
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・同日タクシー３件（Ｊ‐４９、Ｊ‐５０）
・第三者利用
謄全開催中（質疑）

１１－Ｉ１０８ １２‐３６ Ｏ

Ｊ１７‐４９２０１７／１２ハ２ 鑓査 熊漕 １，５４０ １，５４０
タクシ『代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１０８ １２↑３７ Ｏ

Ｊ１７‐５０２０１７／１２月２ 鵠査 熊海 １，８１０ １，８１０
タクシー代 飛鳥共同無線
「打合せ」とされている 同上

　　　　　　　

，

　　　

（ １１－Ｉ１０８ １２‐３８ Ｏ

Ｊ１７‐５１２０１７／１２／２２ 慎査 渡辺 ２，５３０ ２，５３０
タクシー代

　

行奈中ハイヤー
「打合せ」とされている

・同日タクシー２件（Ｊ‐５２）
・第三者利用
議会最終日

１１－Ｉ１１２ １２‐６１

　　　　　　　　　　

′
Ｏ

Ｊ１７‐５２２０１７／１２／２２ 鑓査 渡辺 ９１０ ９１０タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「打合せ」とされている 同上 １１一Ｉ１１２ １２‐６２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

冒
Ｏ

Ｊ１７‐５３２０１ハハ 鑓査 熊海 １，２７０ １，２７０
タクシー代 相模中央交通隣
「打合せ」とされている

・私的目的利用

　

（元旦のタクシー
利用）
同日タクシー２件

１１一Ｉ１１５）１‐Ｉ

　　　　　　　　　　　　　　　

′ Ｏ

Ｊ１７－５４２０）ハハ 蟹査 競漕 １，９（鳩 ・１，９（め
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１‐Ｉ１１５ １‐２

　　

、

　　　　　

．

　　　　　　

：
Ｏ

Ｊ１７‐５５２０１／１／５ 調査 旅薄 ２，０８０ ２，ＯＢＯ
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・政治活動（新年会等出席）
同日タクシー２件 １１－Ｉ１１６ １－９

政治活助という点について、
その具体的な新年会の内容、
趣旨、開催団体等を含め手内
容につ．いては、不明であるた
め‐違法を基礎づける外形的
な事実の主張ではない。

．・

　　

Ｏ

Ｊ１７－６２０１／１／５ 龍査 競漕 １，９９０ １，９９０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上

　　　　　　　　　　　

‐‐ １１‐Ｉ１１６ １‐１０ 同上 Ｏ

Ｊ１７－７２０１／１／６‐ 韻査 航海 １，帆）Ｏ １，醐
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・政治活動（新年会等出席）
同日タクシー３件 １１－Ｉ１１６ １‐１３

　　　　

・ 同上 Ｏ

Ｊ１７－８２０１／１／６ 鑓査 木目田 １，３３０ １，３３０
タクシー代 東日本タクシー
深夜の利用 降車時間０１時５７分
「会瞳」とされている

同上 １１－Ｉ１１７ １‐１４ 同上

　

Ｏ

Ｊ１７－９２０１／１／６ 調査 木目田 ９１０ ９１０タクシー代 飛鳥共同無線
「会瞳」とされている 同上

　　

，
１１一Ｉ１１７ １‐１５ 同上 Ｏ

Ｊ７－Ｏ２０１ハハＯ 鯛査 照濁 ７３０ ７３０タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている

・政治活動（新年会等出席）
同日タクシー４件 １１－ １１ １‐２２

　　　　　　　　　

＼ 同上 Ｏ

Ｊ７－ ２０１ハハＯ 鑓査 熊海 ９１０ ９１０タクシー代 小田急交通南多摩
鱗

　

「打合せ」とされている 同上 １１－ １１ １‐２３ 同上 Ｏ

Ｊ７－２２０１ハハＯ 蟹査 熊運 １，
．９〔め １，９（刈

タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１‐ １１ １‐２４ 同上 Ｏ

Ｊ７－３２０１ハハＯ 鑓査 渡辺 １，４５０ １，４５０
タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「打合せ」，とされている 同上 １１‐ １１ １‐２５ 同上 Ｏ

Ｊ７－４２０１ハハＩ 調査 熊漕 １，鯛 １，醐
タクシー代 小田急交通南多摩
隣

　

「打合せ」ときれている
・政治活動（新年会等出席）
同日タクシー２件 １１－ １１ １‐２６ 同上

　　　　　

－ Ｏ

Ｊ７÷‐６５２０１ハハＩ 鯛査 熊湛 １，８１０ １，８１０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１－ １１ １‐２７ 同上 Ｏ

Ｊ７－６２０１ハハ２ 鑓査 熊海 １，７２０ １，７２０
タクシー代 千代田自動車
「，打合せ」とされている

・政治活動（新年会等出席） １１－ １１ １‐２９ 同上 Ｏ

Ｊ７一；７２０１ハハ９ 鯛査 賑海 ９１０ ９１０タクシー代 相模中央交通隣
「打合せ」・とされている

・政治活動（新年会等出席）
同日タクシー２件 １１‐ １２１ １‐４２ 同上

　

－

　　

Ｏ

Ｊ７弔８２０１ハハ９ 鑓査 熊濁 １，醐 １，醐
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １‐ １２１ １‐４３ 同上 Ｏ

Ｊ７‐６９２０１／１／２０・ 縄査，旅海 １，７２０ １，７２０
タクシー代 京王自動車多摩南
隣

　

「打合せ」とされている
・政治活動（新年会等出席）
同日タクシー３件 １１－ １２２ １‐４５

　　　　　　　

１ 同上 Ｏ

Ｊ７‐７０２０１／１／２０ 鯛査 熊海 １，醐 １，醐
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １ー １２２ １‐４６ 同上 Ｏ

Ｊ７‐７１２０１月／２０ 調査 １，４５０ １，４５０
タクシー代

　

飛鳥協同無線，「打合せ」とされている
同上

　　　　　　　　　

，

　　　　　

′支出者すら不明。
１ー １２２ １‐４７ 同上 Ｏ

Ｊ７‐７２２０１／１／２１ 鑓査 熊薄 ２，１７０ ２，１７０
タクシー代

　

相撲中央交通㈱
「打合せ」とされている

・政治活動（新年会等出席）
同日タクシー３件 １‐ １２２ １‐４９ 同上 Ｏ

Ｊ７‐７３２０１／１／２１ 贋査 旅薄 １，１８０ １，ＩＢＯ
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １‐ １２２ １‐５０ 同上 Ｏ

７‐７４２０１／１／２１ 鑓査 熊海 １，４５０ １，４５０
タクシー代 飛鳥協同無線
－「打合せ』とされている 同上 １‐ｒ １２３ １－５１ 趣旨不明

　

・

　　　　　

Ｏ

Ｊ１７‐７５２０１８／２ハ５ 圃査 厩海 ２，２６０ ２，２６０
タクシー代 飛鳥協同無線
「打合せ」とされている

・政治活動（選挙直前）
同日タクシー２件
町田市議会議員選挙の直前。選挙活
助のためと思われる。以下、Ｊ‐８２ま
で同じ。

１ーＩ１３１ ２‐２６
、

　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．・
選挙の時期に関わりな〈ｙ会
派としての活動は行われるた
め、具体的な指摘なく、時期
のみの事情をもってしても違
法を基礎づける外形事情にな
らない。

Ｏ

Ｊ１７‐７６２０１８／２ハ５ 調査 航海 １，５４０ １，５４０
タクシー代 小田急交通南多庫
閥

　

．「打合せ」とされている

　　

′同上 １‐Ｉ１３１ ２‐２７

　　

．・

．

選挙の時期に関わりなく、会
派としての活動は行われるた
め、具体的な指摘な〈、時期
のみの事情をもってしても違
法を基礎づける外形事情にな
らない。

Ｏ

自民

　

タクシー代３４８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



増番 支出日 費目『碧員支出金額
原告らの
主張する
違法支出

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢爵トＮｏ 位置 領収書以外の関連証

　　

拠 会派自民党の主張
載判所の
総定する
違法支出

甑

Ｊ１７‐７７２０１８／２ハ６ 鑓査 般海 １，０９０ １，０９０
タクシー代 小田急交通南多摩
㈱

　

「打合せ」とされている
・政治活動（選挙直前）
同日タクシー４件 １１－Ｉ１３１ ２‐３０

選挙の時期に開わりなく、会
派としての活動は行われるた
め、具体的な指摘なく、時期
のみの事情をもってしても違
法を基礎づける外形事情にな
らない。・′

Ｏ

Ｊ１７‐７８２０１８／２ハ６ 鑓査 厭海 １，５４０ １，５４０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１３２ ２‐３１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

選挙の時期
派としての
め．具体的
のみの事情
法を基礎づ
らない。

に関わりなく、会
活動は行われるた
な指摘な〈、時期
をもってしても違
ける外形事情にな

Ｏ

Ｊ１７‐７９２０１８／２ハ６ 鱈査 旅薄 ２，２６０ ２，２６０
タクシー代

　

神奈中ハイヤー・
「打合せ」とされている 同上 １１‐Ｉ１３２ ２‐３２

選挙の時期
派としての
め、具体的
のみの事情
法を基礎づ
らない。

に関わりな〈、会
活動は行われるた
な指摘なく、時期
をもっ，てしても違
ける外形事情にな

Ｏ

Ｊ１７‐８０２０１２ハ６ 鯛査 熊津 ２，１７０ ２，１７０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１３２ ２‐３３

選挙の時期
派と・しての
め、具体的
のみの事情
法を基礎づ
らない。

に関わりな〈、会
活動は行われるた
な指摘なく、時期
をもってしても遠
ける外形事情にな

‐Ｏ

Ｊ１７‐８１２０１８／２／１７ 鑓査 厭海 ２，０８０ ２，０８０帯義と望票精通㈱ ・政治活助（選挙直前）

　　

、
同日タクシー２件 １１－Ｉ１３２ ２‐３５

選挙の時期
派としての
め、具体的
のみの事情
法を基礎づ
らない。

に関わりな〈、会
活動は行われるた
な指摘なく、時期
をもってしても違
ける外形事情にな

Ｏ

Ｊ１７‐８２２０１８／２／１７ 贋査 熊海 ４，４２０ ４，４２０
タクシー代

　

相模中央交通㈱
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１３２ ２‐３６

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　

．
・

選挙の時期
派としての
め、具体的
のみの事情
法を基礎づ
らない。

に関わりなく、会
活動は行われるた
な指摘な〈、時期
をもってしても違
ける外形事情にな

Ｏ

Ｊ１７‐３３７ ２０１８／２／５ 圃査 旅海 １，８１０ １，８１０
タクシー代 小田急交通南多摩
隣

　

「打合せ」とされている

・政治活動（選挙直前）
同日タクシー２件

　

（Ｊ‐３３８）
町田市議会鯖員選挙の直前。選挙活
動のためと思われる。Ｊ‐３３８も同じ。

１１－Ｉ１２８ ２‐１０
′

　　　　　　　　　　

，

選挙の時期
派としての
め、具体的
のみの事情
法を基礎づ
らない。

１

に関わりなく、会
活助は行われるた
な指摘なく、時期
をもってしても遠
ける外形事情にな

Ｏ

Ｊ１７‐３３８ ２０１８／２／５ 調査 熊漕 １，８１０ Ｔ，８１０
タクシー代 相模中央交通
「打合せ」とされている 同上 １１－Ｉ１２８ ２‐１１

選挙の時期
派としての
め、具体的
のみの事情
法を基礎づ
らなし、。

に関わりなく、会
活動は行われるた
な指摘なく、時期
をもってしても違
ける外形事情にな

Ｏ

‘ー

　　　　　

‘

自民

　

タクシー代３４９



１

　

．１

　　

１

　　

１

　

‘－

　　

‘

　　　　

１

　　

ｌ

支出書
号 支出日 費目議員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
書号
（甲） トＮｏ位置領収書以外の関連証

　

拠 ・会派自民党の主張
嫌判所の総
定する違法
支出鎖

Ｊ１４‐９８ ２０１４／５／７ ■査 渡辺 ５，醐 ５，醐
中央石油（株）セルフ金井

　

１９時
２２分

　

３２‐９Ｑ

不自然な給油状況：
・同日給油（同じスタンドで、‐ほぼ同じ時刻に給油Ｊ１４‐９９）
・渡辺■員の平成２６年度のガソリン
代の支出について全体として申告に
信悪性が欠ける（以下Ｊ１４‐１２６まで同
じ）

８－Ｉ ５８ 中

′

　　　　　　

．
使途基準においては燃料費は‐人当たり年額
ｌｒ２万円以内とされており、これは政務活動
等以外の活動を目的とした燃料費の支出を排
除するために投げられた上限規制である。
原告は、ガソリンの種類や給油頻度について
指摘，しているが、これは複数台の車両を使用
していれば起こりうるところ、複数台車両の
使用は使途基準上問題にならない。また、不
自然という点について、その具体的な内容に
ついては、指摘されておらず、外形的事情に
ついても指摘はない。
そのため、原告の主張は使途基準違反を推認
させるものではない。

５，欄

Ｊ１４一９ ２０１４／５／７ 麓査 浅辺 １

　

２，８３９ ２，８３９
中央石油（株）セルフ金井

　

１９時
３３分

　

ＩＢ．６８α
不自然な姶油状況
・岡日給油（Ｊ１４‐９８とわ′ずか１１分間
の差）

－Ｉ ５８ 右
同上

１，４１９

Ｊ１４‐１００ ２０１４／５／２２ ■査 舷辺 ３，醐 ３，ＯＭ
エネオス石坂商会

　

町田森野ＳＳ
１７時５７分

　

ＩＢ．ＩＢＬ

　　

，
不自然な給油状況（栽辺嫌員） －ｌ ５９ 左

同上 １，醐

Ｊ１４‐１０１ ２０１４／６／１５ ■査 渡辺 ２，醐 ２，醐 中央石油（株）セルフ金井

　

１７時
２４分給油

　

１２‐５８Ｌ
不自然な給油状況：
・中２日のＪ１４‐１０２で給油 －Ｉ ５９ 中 同上 １，醐

Ｊ１４‐１０２ ２０１４／６ハＢ ■査 渡辺 ９４３ ９樽 中央石油（株）セルフ金井

　

１２時
４９分

　

５．９３Ｌ
不自然な給油状況；
・同日給油（Ｊ１４‐１０３とわずか３分間
の差）

－Ｉ ５８ 左
同上

４７１

Ｊ１４‐１０３ ２０１４／６ハ８ 嵐査 渡辺 ３，４８５ ３，４８５
中央石油（株）セルフ金井－１２時
４６分

　

２１．９２２
不自然な給油状況
．同日給油（Ｊ１４‐１０２とわずか３分間
の書）

－Ｉ ５９ 右

　　　　　

、
同上

３，４８５

Ｊ１４‐１０４ ２０１４／７／２８ ■壷 渡辺

　　

２，０００ ２，ＯＭ
中央石油（株）セルフ金井

　

ＩＢ時
１６分

　

１３．８９２
不自然な給油状況
・同日給油（Ｊｒ４‐１０５とわずか６分間
の差）

－Ｉ ６０ 左

　　　　　　　　　　　

′
同上

１，０００

Ｊ１４‐１０５ ２０１４／７／２８ ■査 浅辺 ２，１３０ ２，１３０
中央石油（株）セルフ金井

　

１８時
２２分

　

１３．６６２
不自然な給油状況
・同日給油（Ｊ１４‐１０４とわずか６分間
の差）

　　　　　　

「 －Ｉ ６０ 中
同上

２，１３０

Ｊ１４‐１０６ ２０１４／８／４ ■査 葦辺 ３，８２２ ３，８２２
中央石油（株）セルフ金井

　

０９時
４９分

　

２４．１９４イオンクレジット
サービスによる支払い

不自然な給油状況
・支払状況の違い（渡辺議員による
平成２６年度の給油全２９件中３件のみが
イオンカードサービスによる支払い
である。 … ⑦）

－Ｉ ６０ 右

同上
加えて、手持ち現金が不足する鳩合
ジツトカードを使用して支払うこと
ることである。

；クレ

　

・
±ありう １，９１１

Ｊ１４‐１０７ ２０１４／８／１ｌ ■査 渡辺 ２，醐 ２，醐
ＥＮＥＯＳ東海自動車株式会社稲取ＳＳ
東伊豆で２２時４４分給油

　

１１．７４

不自然な給油状況
・中１日のＪ１４‐１０８にも給油

　

冨休み期間の旅行。毎年繰り返し。
会議の開催の形跡なし。Ｊ１４‐１０８も同
じ－

‐Ｉ ６１ 左

同上

１，ＯＭ

Ｊ１４‐１０８ ２０１４／８ハ３ 糞査 渡辺 ２」０００ ２，醐
神奈川石油（株）セルフＲ２４６ハタ
ノ（神奈川県秦野市） １４時５４分
給油

　

１２‐２７４
不自然な給油状況
・中１日のＪ１４‐１０７にも給油 ‐Ｉ ６１ 中

同上
１，醐

Ｊ１４‐１０９ ２０１４／９／４ ■査 歓迎 ３，ＯＭ ３，０００
中央石油（株）セルフ金井

　

１０時
３１分

　

．１９．４８Ｌ給油
不自然な給油状況
・離会開催中（一般賞間）の給油
第三者による給油。

－Ｉ ６１ 右

同上
加えて給油をするの
ず、政務活動のため
が都合がつかない時
すること千一ありうる

は本人に限られておら
に使用する車両に、自身
間帯に他者に給油を依頼
ことであるｎ

３，醐

Ｊ１４‐１１０ ２０１４／９ハ６ 鱗査 葦辺 １，醐 １，醐
中央石油（株）セルフ金井

　

ハイ
オクガソリン（キグナスアル
ファー１００）の給油‐６．０３４１６時
２８分

　　　　　　　　

，

　　　

，

不自然な給油状況
・同日給油（１０分後、Ｊ１４‐１１１の給
油）
・ガソリン種の違い（１０分後のＪ１４－
１１１はレギュラーガソリンを給油）
第三者による給油一

－Ｉ ６２ 中

同上

５Ｍ

ＪＩ１‐１１１ ２０１４／９ハ６ 圃査 渡辺 ４，１１２ ４，１１２
中央石油（株）セルフ金井２６．７０α１６時３Ｂ分 レギュラーガソリンの
給油

不自然購…給油状況
・同日給油（Ｊ１４－１ｌｏとわずか１０分の
差）
・ガソリン種の違い（Ｊ１４‐１１０と１０分
差なのに糧題が違う）

－Ｉ ６２ 左

同上

４，１１２

ｉ‐１１２ ２０１４／ｌｏ／４ ■査 渡辺 ２，醐 ２，伽
中央石油（株）セルフ金井１２．
９ＯＱ

　

２２時１２分給油 不自然な給油状況（渡辺議員） －Ｉ ６２ 右． 同上

　

・

　　　

，

　　

， １，醐

４‐１１３ ２０１４月１／６ 調査 渡辺 ２，２０９ ２，２０９
中央石油（株）セルフ金井
１５．３４０

　

１９時２７分給油 不自然な給油状況（渡辺瞳員） －Ｉ ６３ 左

　　　　　　　　　

．

　　　　

’ 同上 １，１０４

４‐１１４２０１４／１１月７ ■査 渡辺 １，棚 １，棚
中央石油（株）セルフ金井、ｌｏ．１３α

　

１５時綿分給油 不自然な給油状況（渡辺嫌員） －Ｉ ６３ 中 同上 ７２４

２０１４／１１／２６ 欄査 渡辺 ２，６３０ ２，６３０
中央石油（株）セルフ金井

　

１８．
５２４

　

１９時１１分給油 不自然な給油状況，（渡辺職員） ‐Ｉ ６３ 右 同上 Ｌ３１５

２０１４／１２／ｌｏ ■査 浅辺 ２，．０００ ２，ＯＭ
エネオス 石坂商会

　

町田森野Ｓ
Ｓ

　

１２．９０２

　

１４時５３分給油 不自然な給油状況（渡辺躍員） ‐Ｉ ６４ 左 同上 １，叩
２０１４月２／２１ 国査 渡辺 ３，醐 ３，醐 中央石油（株）・セルフ金井

２２，３９Ｑ

　

１５時３２分給温 不自然な給油状況（渡辺職員） －Ｉ ６４ 中 同上 １，潮

２０１４／１２／３０ 欄査 渡辺 ２，醐 ２，醐 エネオス 石坂商会

　

町田森野Ｓ
Ｓ１３．６１Ｑ

　

Ｉ９時２７分給油 不自然な給油状況（渡辺議員） ５ 左 同上 １，Ｗｏ

２０１５ハハ６ ■査 渡辺 ２，醐 ２，醐
中央石油（株）セルフ金井
１５．８７４

　

１６時５５分給油
不自然な給油状況
・中３日のＪ１４‐１２０でも給油 ５ 右

同上

　　　　　　　　　

’ １，醐

２０１５／１／２０ ■査 葦辺 ２，醐 ２，醐 エネオス 石坂商会

　

町田森野Ｓ
Ｓ

　

Ｉも４９４
不自然な給油状況
・Ｊ１４－ｎ９から中３日で給油 ６ 左 同上 １，ＭＯ

２０１５／２／２０ ■査 渡辺 ２，６≦１Ｏ ２，６網
中央石油（株）セルフ金井
２１．５２α

　

１９時１３分

　

１ 不自然な給油状況
・中２日のＪ１４‐１２２でも給油 ６ 中

　　　　　　　　　　　　

「同上 １，３ｉ１５

２０１５／２／２３ 篇書 媛辺 ２，８０３ ２，Ｂ０３
中央石油．（株）セルフ金井
２２．０７２

　

中２日での給油 イオン
ク一ジットサービスでの支払い

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１２１から中２日の蛤油
・支払状況の違い（⑦）

６ 右
同上

１，４０１

２０１５／２／２８ ■査 渡辺 ６，６１４ ６，６１４
中央石油（株）セルフ金井４７．２４４
ハイオクガソリン（キグナスアル
ファー１００）の給油

　

０９時５６分

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１２２から中４日の給油
・ガソリンの種類が違う（ハイオク
を給油）

７ 左
同上

３，３０７

Ｊ１４‐１２４ ２０１５／３ハ６ ■査 渡辺 ２，醐 ２，ＯＭ
中央石油（株）セルフ金井
１５．６３２

　

１解毒０５分 不自然な給油状況（渡辺議員） ７ 中 同上 １，醐

Ｊ１４‐１２５ ２０１５／３／２７ 欄査 法辺・ ６，０５２ ６，０５２
中央石油（株）セルフ金井

　

一４７．
２８α

　

１６時２９分
不自然な給油状況
・同日給油，（Ｊ１４‐１２６とわずか１８分の
差）

‐Ｉ ８ 左
同上

６，０５２

Ｊ１４‐１２６ ２０１５／３／２７ 国査 渡辺 ２，醐 ２，醐
中央石油（株）セルフ金井

　

１５．
３９ｇ

　

１６時４７分 イオンクレジッ
トサービスによる支払い

不自然な給油状況
・同日給油（Ｊ１４‐１２５とわずか１８分の
差）
・支払状況の違い（同日、ほぼ同時
刻なのに、Ｊ１４‐１２５は現金で、こちら
はクレジツ・トで支払っている^

　

）

８－Ｉ ６８ 中

同上
加えて、手持ち現金が不足する鳩合にクレ
ジットカードを使用して支払うことはありう
ることである。

１，醐

Ｊ１４‐１２７ ２０１４／４／２８ ■査 松岡 ３，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

肋セ
ルフ忠生店

　

１５時１５分

　

ＩＢ．６４２
Ｔカード不使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４－１３５・、ＪＩＩ－１３６から中１日で給
油
・支払状況の違い（ＥＮＥＯＳＴポ
イントカード使用／不使用の混
在…⑦）
（松岡瞳員の平成２６年度４月の給油７
件のうち６件はＥＮＥＯＳのスタンドでの
給油だが、ＥＮＥＯＳのＴポイントカード
（下４桁１９６９）を使ったのは２件の
み。残りは現金払い）
・松岡議員の平成２６年度のガソリン
代の支出について全体として信悪性
に欠ける（以下Ｊ１４‐１６２まで同じ）

８－Ｉ ３７ 右

」

　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　

，

　　　　　　　

、

使途基準においては燃料費は一人当たり年額
１２万円以内とされており、これは政務活動
等以外の活動を目的とした燃料費の支出を排
除するために投げられた上限規制である。
原告は、給油頻度や支払う状況の違いについ
て指摘しているが、給油頻度や支払い方法は
使途基準上問題とならない。
手持ち現金の金額などによって頻度が高〈な
ることはありうることである。そのため、原
告の主張は使途基準違反を推理させるもので
はない。なお、Ｔカードの使用不使用にかかわらず、支
払いは現金で行っている。．

　　　　　　　

．

１，醐

Ｊ１４－１２８ ２０１４／４／３０ 国査 松岡 ３，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

肋セ
ルフ忠生店

　

ＩＢ時１６分

　

１８．６４２
Ｔカード不使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１２７から中１日給油
・支払状況の違い（②）

８－Ｉ ３８ 左

同上

１，５００．

Ｊ１４‐１２９ ２０１４／７ハ８ ■査 松岡‐ ３，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２．肋セ
ルフ忠生店

　

１７時２３分

　

１８．４１４
Ｔカード不使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１４７から５日後の給油
・支払状況の違い（②：７月は酬ＥＯＳ
のスタンドでの給油が４件あるが、う
ちＴポイントカード（下４桁１９６９）を
使ったのはＪ１４‐１３１の１件のみ一）

８－Ｉ ４２ 左

　　　　　　　　　　　　　　　　

、

同上

１，馴

Ｊ１４‐１３０ ２０１４／７／２０ ■査 松岡 ４，醐 ４，醐
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

１

　

Ｐセ
ルフ忠生店

　

１５時３０分

　

２４．５４仝Ｔカード不使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１２９から中１日の給油
・支払状況の違い（⑦）

８－Ｉ ４２ 中
同上

２，醐

Ｊ１４‐１３１ ２０１４／７／２２ ■査 松岡 ４，醐 ４，棚
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

聞セ
ルフ忠生店

　

ｌｏ時１２分

　

２５．８４２
Ｔカード到断１９６９使用

不自然な給油状況
・７月８～７／２２の５日間で３回給油
・支払状況の遺し、（⑦）

８－Ｉ ４２ 右 ポイント１６０円分を
使っているのでひ〈

同上
２，醐

民 燃料ｒ

　　

′３５０



，；‘１；

支出書
号 支出日 費目韻員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
書号
（甲） トＮｏ位置領収書以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
嫌判所の認
定する違法
支出姐

Ｊ１４‐１３２ ２０１４／４月 麓査 松岡 ４，１２２ ４，１２２
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐
西店

　

１２時１８分

　

２５．６０Ｑ

　　

Ｔ
カード不使用

不自然な給油状況

・中２日後にＪ１４‐１３３の給油
・支払状況の違い（⑦）

－Ｉ ３６ 左
同上

２，０６１

Ｊ１４‐１３３ ２０１４／４／７ ■査 松岡 ３，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐
店

　

１３時１９分 給油量見えず

　

Ｔ
カード下４桁１９６９使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１３２から中２日で給油
・支払状況の違い（⑦）

－Ｉ ３６ 中
同上

１，醐

Ｊ１４‐１３４ ２０１４／４月６ ■査 松岡 ３，ＯＭ ，３，０００
出光リテール販売㈱

　

セルフ町田
査野ＳＳ

　

９時１０分

　

１９，１１ｇ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） ３６ 右 同上 １，馴

Ｊ１４‐１３５ ２０１４／４／２６ ■査 松岡 ３，醐 ３，棚
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
１ｍセルフ忠生店

　

１３時５３分
１８，”Ｑ

　

Ｉ力：－ド不使用

不自然な給油状況
・同日給油（Ｊ１４‐１３６）
・支払状況の違い（⑦）

３７ 左
同上

１，馴

Ｊ１４‐１３６ ２０１４月／２６ 鯛蓋 松岡 ４，棚 ４，棚
駅ＥＯＳフロンティア東京第２
加セルフ忠生店

　

１６時０５分
２５．３２Ｑ

　

Ｔカード不使用

不自然な給油状況
・同日給油（Ｊ１４‐１３５）
・支払状況の違い（⑦）

３７ 中
同上

　　　　　　　　　　　　　　

＼
２，醐

Ｊ１４‐１３７ ２０１４／５月ｌ 胃査 松岡 ３，醐 ３，ＯＭ
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
ＤＤセルフ忠生店

　

８時５７分

　

１８．８７Ｑ

　

Ｔカード４１桁１９６９使用

不自然な給油状況
・支払状況の違い（②）
（５月はＥＨＥＯＳのスタンドで給油した
のが３件あるが、うちＴポイントカー
ド１（下４桁１９６９）を使ったのは１件の
み．】

　　　　　　　

，

３８ 中

同上

１，５００

Ｊ１４‐１３８ ２０１４／５／２２ ■査 松岡 ３，醐 ３，醐 出光リテール販売閥

　

セルフ町田
森野ＳＳ

　

ＩＩ時４７分，１８．６３α
不自然な給油状況
・連日給油（Ｊ１４‐１３９） ３ 右 同上 １，５Ｗ

Ｊ１４‐１３９ ２０１４／５／２３ ■査 松岡 ７，３１７ ７，３１７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

加
セルフ忠生店，１７時３２分

　

４５‐４５
４

　

１カード不使用

不自然な給油状況
・連日給油（Ｊ１４‐１３８）

　

‐
・支払状況の違い（⑦）

３ 左

　　　　　　　　　

◆ 同上
３，６５８

Ｊ１４‐１４０ ２０１４／５／３０ 圃査 松岡 ４，甑）３ ４，００３
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ一Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐
西店・１４時ＩＢ分２４．７１Ｑ

　

Ｔカー
ド不使用

不自然な給油状況
・支払状況の違い（⑦） ３ 中

同上
２，００１

Ｊ１４‐１４１ ２０１４／／７ 桝査 松岡 ４，醐 ４，ＭＯ
中央石油転売㈱山崎団地ＳＳ

　

１７
時５２分

　

２５．４８ゑ

不自然な給油状況
・支払状況の違い（②）
（６月はＥ淵ＥＯＳのスタンドで給油は２件
あるが、いずれもＴポイントカード使
用せず－

　

）

３ 右

同上

２，醐

Ｊ１４‐１４２ ２０１４／月Ｉ 調査 松岡 ３，醐 ３，ＭＯ
ＥＮＥＯＳ フロンティア東京第２
聞セルフ忠生店

　

１３時４０分
１８．０７Ｑ

　

Ｔカード不使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１４１から中３日で給油
・支払状況の違い（②）
本会犠中の給油。第三者によるもの
である^

－Ｉ ４０ 左

同上
３，醐

Ｊ１４‐１４３ ２０１４／ハＢ 馴査 松岡 ４，醐 ４，醐
ＥＮＥＯＳ フロンティア東京第２
聞セルフ忠生店

　

１８時１６分
２４．６９Ｑ

　

Ｔカード不使用
不自然な給油状況
・支払状況の遠い（⑦） －Ｉ ４０ 中

同上
２，醐

Ｊ１４－１‘“ ２０１４／／２１ 国査 松岡 ３，醐 ３，棚 三愛石油販売閥 桜美林学園前Ｓ
Ｓ，１１時４４分

　

１８，８７４
不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１４３から中２日で給油 －Ｉ ４０ 右 同上 ，５００

Ｊ１４‐１４５ ２０１４／／２８ 欄査 松岡 ２，醐 ２，醐
出光リテール販売隣

　

セルフ町田
査野ＳＳ

　

ＩＯ鴎ｉ０５分

　

１２‐２０Ｑ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） ‐Ｉ ４１ 左 同上 ，醐

Ｊ１４‐１４６ ２０１４／７／４ ■査 松岡 ３，ＯＭ ３，ＭＯ
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
帥セルフ忠生店

　

１８時２０分
１８．０７Ｑ

　

Ｔカード不使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１４５から６日枝の給油
・支払状況の違い（⑦）

－Ｉ ４１ 中
同上

　　　　　　

．

　

－ 馴

Ｊ１４‐１４７ ２０１４／７／１３ ■査 松岡 ２，醐 ２，ＯＭ
三畳石油販売閥 桜美林学園前Ｓ
Ｓ

　

１３時５６分

　

１２，３５２
不自然な給油状況
・中４日のＪ１４‐１２９で給油 －Ｉ ４１ 右 同上 醐

Ｊ１４‐１４８ ２０１４／ア／２６ 馴査 松岡 ３，醐 ３，醐 出光リテール販売㈱セルフ本町田
１８時０１分

　

ＩＢ．７５２
不自然な給油状況
・Ｊ１４‐坦肋、ら中３日で給油 －Ｉ ４３ 左 同上 ５（め

Ｊ１４‐１４９ ２０１４／８／５ 縄査 松岡 ３，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐
店

　

１４時０４分・１８，４１２

　

丁カード
不使用

不自然な給油状況
・支払状況の違い（②）
（８月はＥＮＥＯＳのスタンド利用は５件あ
るが、うちＴポイントカード（下４桁
１９６９）を僅つたのは２件のみ－

　

）

－Ｉ ４３ 中

同上

馴

Ｊ１４‐１５０ ２０１４／／ｌｏ ■査 松岡 ３，醐 ３，醐
酬正ＯＳ

　

フロンティア東京第２
ｍセルフ忠生店

　

１４時０９分
ＩＢ．６４Ｑ

　

Ｔカード下”桁１９６９使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１４９から中４日の給油
・支払状況の違い（⑦）

‐Ｉ ４３ 右
同上

５（力

Ｊ１４‐１５１ ２０１４／／１５ 篇査 松岡 ３，ＭＯ ３，棚
出光リテール販売㈱ セル，フ町田蛮野ＳＳ

　

ＩＩ時０３分

　

１８．７５４
不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１５Ｑぬ、ら中４且の給油 －Ｉ 科 左 同上 馴

Ｊ１４‐１５２ ２０１４／／２０ 鯛査 松岡 ３，棚 ３，ＯＷ
出光リテール販売隣セルフ町田森
野ＳＳ

　

ＩＩ時４９分

　

１８．９９ｇ
不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１５１から中４日の給油 －Ｉ ４４ 中

　　　　　　　　　　　

、 同上 ５｛刃

Ｊ１４‐１５３ ２０１４／／２２ 顕査 松岡 ３，醐 ３，醐
酬正ＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

１０時１１分１８．６４Ｑ

　

Ｔカード
不使用

　

，

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１５２から中１日の給油
・支払状況の違い（⑦）

－Ｉ ４４ 右
同上

１，５（滑

トＪ１４‐１科 ２０１４／／２７ 薗査 松岡 ３，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木■
店

　

１４時０９分

　

ＩＢ，６４Ｑ

　

Ｔカード
不使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１５３から中４日の給油
・支払状況の違い（⑦）

－Ｉ ４５ 左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

同上

　　　　

１，潮

ＬＪ１４‐１５５ ２０１４／／３０ ■査 松岡 ３，０００ ３，０（鳩
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐
店

　

２１時０２分

　

１８．８７２丁カード下４キ行１９６９使用

　　

，

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１５４から中２日の給油

　　　

，
・支払状況の違い（⑦）

‐Ｉ ４５ 中

　　　　　　　　　　　　　　

．
同上

　　　　　　　　　

－

　　

‐
１，５（滑

Ｊ１４‐１５６ ２０１４／／５ 韻査 松岡 ４，７５３ －

　

４，７５３
大隅石油販売閥 セルフ常盤ＳＳ
１６時０５分

　

節Ｌ^ＴＯガソリン
３０．ｏａｑ

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１５５から中５日で給油 －Ｉ ４５ 右

同上
２，３７６

Ｊ１４‐１５７ ２０１４／／９ 篇書 松岡 ３，醐 ３，醐 出光リテール販売閥セルフ町田森
野ＳＳ

　

Ｉ９時０８分

　

１８．６３４
不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１５６から中３日で給油 －Ｉ ４６ 左 同上 １，５Ｍ

Ｊ１４‐１５８ ２０１４／月２ 圃査 松岡 ３，醐 ３，ＭＯ
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
ＤＤセルフ忠生店

　

１４時２４分
１８．７５２

　

Ｔカード不使用

不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１５７から中２日で給油
．支払状況の違いて②）
（９月、１０月はＥＮＥＯＳのスタンド利用
は４件。新たにＥＮＥＯＳのＴポイントカー
ド（下伸行６２６３）が登場し、使ったの
は２件のみ^

　

）

－Ｉ ４６ 中

同上

１，馴

Ｊ１４‐１５９ ２０１４／／１７ 鯖査 松岡 ３，醐 ３，ＯＭ
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄ
店１８，９９提示末尾

ｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐２

　

１５時３７分

　

Ｔカードを
６２６３

不自然な給油状況
・ＪＩ１‐１５８から中４日で給油
・支払状況の１並、（Ｇも）

－Ｉ ４６ 右
同上

　　　

．

　　　　　

・
１，鯛

Ｊ１４‐１６０ ２０１４／２４ 慎査 松岡 ３，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄ
店１７際和
鴇示宝匿

ｒ．Ｄｒｉｖ
１分

　

Ｉ
セルフ町田木‐
．８７２

　

Ｔカードを
不自然な給油状況
・中２日のＪ１４‐１６１で給油
・支払状況の違い（⑦）

－Ｉ ４７ 左

　　　　　

’
同上

１，馴

Ｊ１４‐１６１ ２０１４／２７ ■査 松岡 ３，醐 ３，醐
出光リテール販売閥セルフ町田森
野ＳＳ

　

ＩＩ時３５分

　

１８．５２Ｑ
不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１６０から中２日で給油 －Ｉ ４７ 中 同上 １，５（刀

Ｊ１４１６２ ２０１４／／ｆ ■査 松岡 ３，醐 ３，ＭＯ
ＥＮＥＯＳ

　

フ，ロンテイア東京第
２

　

聞セルフ忠生店

　

１４時３５分
１８‐６４２

　

Ｔカード不使用
不自然な給油状況
・Ｊ１４‐１６１から中３日で給油 －Ｉ，４７ 右

同上
１，５｛刀

Ｊ１４‐１６３ ２０１４／４／ｌ 調査 佐庸 １，７１０ １，７１０
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

８時４１分 ハイオクガソ
リン（スーパーマグナム）●を給油
１０．ＯＱ

不自然な給油状況
・連日給油（Ｊ１４‐１６４で翌日に給油） －Ｉ １９ 上左

同上
８５５

Ｊ１４‐１６４ ２０１４／４／２ 胃査 佐薦 １，７１０ １，７１０
コスモ石油株式会社

　

セ′じフビユ
ア町田

　

２２時１１分 ハイオクガソ
リン（スーパーマグナム）を給油
１０．ＯＡ

不自然な給
，連日給油

油状況
（Ｊ１４‐Ｔ６３の翌日に給油） －Ｉ １９ 上中

同上
８５５

Ｊ１４‐１６５ ２０１４／５／３０ 調査 佐麓 ８，２９３ ｝

　　　

Ｂ，２９３
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田 ハイオクガソリン（スー
パーマグナム）を給油

　

給油量陳
めず

不自然な給
・連日給油
油）、Ｊ１４‐

油状況
（Ｊ１４‐１６６で翌日に給
２６４から中３日後の給油

－Ｉ ２０ 上中
旅ＥＦ！

４，１４６

Ｊ１４‐１６６ ２０１４／５／３１ 圃査 佐麓 ３，２０３ ３，２０３コスモ石油株式会社

　

銃めず
不自然な姶
・連日の給
油）

油状況
油（Ｊ１４‐１６５の翌日に給 －Ｉ ２０ 上右

同上
１，税〕Ｉ

Ｊ１４‐１６７ ２０１４／７／２８ ■査 佐藤 ３，９２７ ３，９２７
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

１９時３３分

　

２４．８６４（レ
ギュラーガソリン給油）

不自然な給ｉ
・Ｊ１４‐２６９カ
・ガソリン－
は大部分ハ．
ているのに
油）

油状況
ハら中１日での給油
の種類が違う（佐藤纏員
イオクガソリンを給油し
レギュラーガソリンを給

－Ｉ ２１ 上右

同上

１，９６３

Ｊ１４‐１６８ ２０１４／８／３ 騨査 佐藤 ３，６Ｅ１４ ３，６１１４
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

２３．３２Ｑ（レギュラーガ
ソリン券給油）

不自然な姶
・ガソリン
ラーガソリ

油状況
の種類が違う（レギュ
ンを給油）

－Ｉ ＺＩ 下左
同上

１，臥１２

Ｊ１４↑１６９ ２０１４／８／２４ 顕査 佐廉 ３，７０１ ３，７０１
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

２０時５８分

　

２３．７６２（レ
ギュラーガソリンを給油）

不自然な給
・連日給油
・ガソリン
ラーガソリ

油状況
（翌日Ｊ１４‐２７１でも給油）
の種類が違う（レギュ
ンを給油）

－Ｉ ２１ 下右
同上

１●，８卸

Ｊ１４‐１７０ ２０１４／１１／１４■査、長村 ７５０ 醐
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

５．１４Ｌ

　

１４時
５８分給油

不自然な給
・同日給油
油）

白状況
（Ｊ１４‐１７１とほぼ同時に姶 －Ｉ １６ 中

ー台の車両につき給油する際にプリペイド
カードを使用し、途中プリペイドカードの残
高がなくなり斬しいカードを使用した場合、レシートが２枚に分かれるため、不自然な給
油とは言えない^

３７５

Ｊ１４‐１７１ ２０１４／１，１／１４胃査 長村 ３，１７０ ３，１７０
大路石油販売

　

セルフ南町田給油
所ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

２１．７１Ｌ

　

１５時
００分給油

不自然な給油状況
・同日給油（Ｊ１４‐１７０とほぼ同時に給
油）

‐Ｉ １６ 右
同上

１，５８５

Ｊ１４‐１７２ ２０１４／４ハ６ ■査 いわせ ４，７５６ ３，，４３２
㈱高山商店

　

シェルガソリン
２９．伏）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ８－Ｉ ２ 左

　　　　　　

１

使途基準においては燃料費は－人当たり年額
１２万円以内とされており、・これは政務活動等以外の活動を目的とした燃料費の支出を排
除するために設けられた上限規制である。
そして、各確員はその上限額以内の燃料費の
み政務活動費として支出しているため、その
費用は政務活動等のために要する経費とい
え‐きらに椿分する必１はない^

２，３７８

自民 燃料費３５１



‘

　　

．ｉ

，ｉト１：

支出書
号 支出日 費目嫌員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

憧
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　

′

　　　　

′事情 嶺トＮｏ位置領収事以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
載判所の認
定する違法
支出額

Ｊ１４－１７３ ２０１４／５／４ ■査 いわせ ４，７４１０ ３，５５５
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田．３０．０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２ 中 同上 ２，３７０

Ｊ１４‐１７４ ２０１４／５／８ ■査 いわせ ７．０５２ ５，２８９
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４３．０ＯＬ

ガソリ 代 按分比７５９６ －Ｉ ５ 中 同上 ３，５２６

Ｊ１４‐１７５ ２０１４／５／２５ ■査 いわせ ３，醐 ２，２５０
株式会社札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多
』ＩＳＳ

　

Ｉ９‐２３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２ 右 同上 １，５｛鳩

Ｊ１４‐１７６ ２０１４／５／２９ ー査 いわせ ，

　

８，２モカ ６，１８７
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５０．００１

ガソリン代 按分比７５９６ ‐Ｉ ３ 左 同上 ４，１２５

Ｊ１４‐１７７ ２０１４／６／１４ ■査 いわせ ３，醐 ２，２５０
株式会社札幌タヤス

　

Ｅｘｐｅｓｓ多摩
ＳＳ

　

ＩＢ．４１Ｌ
ガソリン代．按分比７５９６ ３ 中 同上 １，馴

Ｊ１４‐１７８ ２０１４／６／２３ ■査 いわせ ８，１３４ ６，１〔力
㈱高山商店

　

シェルガソリン
釜仰Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％ ３ 右 同上 ４，０６７

Ｊ１４‐１７９ ２０１４／７／２０ ■査 いわせ ７，６０５ ５，７０３
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４５．０ＯＬ

ガソリン代

　

按分比７５％ ４ 左 同上 ３，８０２

Ｊ１４‐ＩＥ抑 ２０１４／７／２６ ■査 いわせ ３，３〔め ２，４７５
株式会社

　

ＥＮＥＯＳネット凹鵡川店
２０．α）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ４ 中 同上 １，６５０

２０１４／／ｌ ■査 いわせ ７，５Ｂ２ ５，６８６
株式会社札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多
塵ＳＳ‐４７‐３９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ４ 右 同上 ３，７９１

２０１４／／２２ ■査 いわせ ３，２Ｅｉｏ ２，４４１５
株式会社

　

ＥＮＥＯＳネット肋鶴川店
２０．０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ ５ 左 同上 １，６３０

２０１４／／ｌ ■査 いわせ ５，ＭＯ ３，７５０
観高山商店

　

シェルガソリン
３０．４９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ５ 右 同上 ２，馴

２０１４／／ｌｏ 胃査 いわせ ８，２〔粉 ６，１５０
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５０．０ＯＬ

ガソリン代．按分比７５９６ ６ 左 同上 ４，１００

２０１４／／２８ ■査 いわせ ３，棚 ２，２…め
株式会社札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多
■ＳＳ

　

Ｉ９，１ＩＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ６ 中 同上 １，５Ｍ

２０１４／／３ ■査 いわせ ３，醐 ２，２卸
ヤマヒロ㈱セルフ桜美林学園前
１８．７５Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ６ 右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
同上 １，剛

Ｊ１４‐Ｉ ２０１４／／８ 圃査 いわせ ４，醐 ３，醐
株式会社

　

ＥＮＥＯＳネット

　

間野ＳＳ
２４．５４且

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ７ 左 同上 ２，．０００

Ｊ１４－ｌ ２０１４／ｌ／１３ ■査 いわせ， ２，ＯＷ １，５（鳩
株式会社

　

ＥＮＥＯＳネット

　

南野ＳＳ
１２．５０Ｌ

　　　　　　　

‐
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ７ 中

　　　　

ｒ
同上 １，醐

２０１４／Ｉ／１６ ■査 いわせ Ｂ，０３６ ，６，０２７
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４９．α）Ｌ

－ガソリ・ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ７ 右 同上 ４，０１８

Ｊ１４－Ｉ ２０１４／ｌｏ／２９ 鯖査 いわせ ７，２６８ ５，４５１
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４６．０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ ８ 左

　　　　　　　　　　　

・ 同上

　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

ノ ３，６３４

Ｊ１４‐Ｉ ２０１４ハ１ハ２■査 いわせ ３，１４０ ２，３５５
株式会社ＥＮＥＯＳネット

　

開議川店
２０，０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ Ｂ 中 同上 １，５７０

Ｊ１４‐ｌ ２０１４ハ１ハ８■査 いわせ ７，斜７ ５，５㈱高山商店

　

シェルガソリン
５０．３０Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ８ 右 同上 ３，９２３

Ｊ１４－Ｉ ２０１４月１／２８ ■査 いわせ ６，４８８ ４，６株式会社ＥＮＥＯＳネット

　

節鶴川店
偽．２５Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９ 左 同上 ３，２”

４２０１４ハ２ハ０ 繍査 いわせ ３，０２０ ２，５隣高山商店

　

シェルガソリン
２０．０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ ９ 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
同上 １，５１０

２０１５／１／９ 圃査 いわせ ２，Ｂ〔ぬ ２，００
株式会社ＥＮＥＯＳネット

　

凹鶴川店
２０．・α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９ 右 同上 １，４｛刈

２０５ハハ３ ■査 いわせ ３，醐 ２，Ｏ中央石油販売閥学園金井ＳＳ
且”Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％ １０ 左 同上

　　　　　　　

・ １，馴

２０５／１／２１ ■査 いわせ ２，５８０ １－５株式会社

　

Ｅ

　

ＮＥＯＳネット南野ＳＳ
２０，０ＯＬ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０ 中 同上 １，２≦１Ｏ

２０５／３月２ ■査 いわせ ７，３〔耳 ５，８㈱高山商店

　

シェルガソリン
５２．９３Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １０ 右 同上 ３，６５２

２０４／６／２５ ■査 石川 ５，１４９ ３，
出光リテール販売㈱神奈川カンパ
ニー

　

ブリテール町田ＳＳ

　

３↑．９８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １８ 左 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー ２，５７４

４「２ぬ ２０５月／ｌｏ ■査１薦田 ３，０９９ ２，２４株式会社

　

Ｊ‐ｏｕｅ６ｔＪーＱ
ｕｅｓ町田ＳＳ

　

２４．”）Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ２８ 右 同上 １，５４１９

４‐２ ２５／２／４ ■査 膿田 ２，７５６ ２，７関東石油株式会社セルフ鹿沼台
２２．９７Ｌ

ガソリン代－●按分比７５９６ －Ｉ ２９ 左 同上 １，３７８

２０５／２／２４ 鶴査 膿田 ２，８…“ ２，１４０
ＥＩＩＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木１
店

　

２１‐６２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　　　

，′ －Ｉ ２９ 中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐ １，４２７

Ｊ ２０５／３ハ６ ■査 麓田 ３，鯛 ２，２８３
出光リテール販売㈱

　

セルフ町田
森野ＳＳ

　

２３．０６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２９ 右 同上 １，５２２

ー２偶 ２０４／４／１９ 鯛査 離田 ５，５９７ ４，１９７
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木１店

　

３６．１８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２５ 左 同上 ２，７９８

キ２ｏ５ ２０４／５ハ２ ■査 藤田 ５，７４２ ４，３０６
ヤマヒロ㈱セルフ桜美林学園前
３６－３４Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ２５ 中 同上 ２，８７１

Ｊ１４‐２０６

　

１
２０４／６ハ２ ■査 藤田 ５，９０２ ４，４２６

ヤマヒロ㈱セルフ桜美林学園前
３６．２１Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ‐Ｉ ２５ 右 同上 ２，９５１

Ｊ１４‐２０７ ２０４／７／２１ 馴査 薦田 ５，５３６ ４，１５２
ヤマヒロ㈱セルフ桜美林学園前
３３．３５Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ２６ 左 同上 ２，７６８

Ｊ１４‐２０８ ２０１４／９／９ ■査 麓田 ５，７６２ ４，３２１
ヤマヒロ㈱セルフ桜美林学園前
３６．０ＩＬ

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２６ 中 同上 ２，８８１

Ｊ１４‐２０９２０１４／ｌｏ／１４ 顕査 高田 ２，醐 １，５｛め
ヤマヒロ㈱セルフ桜美林学園前
１２．６６Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２６ 右 同上 １，醐

Ｊ１４‐２１０２０１４／ｌｏハ６ ■査 薦田 ３，６８５ ２，７６３
ヤマヒロ㈱セルフ桜美林半面前
２３．３２Ｌ

ガソリン代・按分比７５９６ －Ｉ ２７ 左 同上 １，８４１２

Ｊ１４‐２１１ ２０１４／１．１／３ 国賓 謄田 ３二２６６ ２，夕１９
ヤマヒロ㈱セルフ桜美林学園前
２１．７７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２７ 中 同上 １，６３３

Ｊ１４‐２１２２０１４月１／２１ ■査 麓田 ３，０８８ ２，・３１６
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

２１．１５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２７ 右 ｒ

　　　　　　　　　　　

１ 同上 １，跳

Ｊ１４‐２１３ ２０１４／１２／２ ■査 麓田 ３，２４６ ２，４３４
ヤマヒロ隣セルフ桜美林手面前
２２．０８Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２Ｂ 左・
同上 １，６２３

Ｊ１４‐２１４２０１４／１２ハ５ 鯖査 高田 ３，２１め ２，４６０
ヤマヒロ隣セルフ・桜美林学園前
２３．にＩＬ

ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２８ 中

　　　　　　　　

． 同上 １，１０

Ｊ１４‐２１５ ２０・１４／４／３ ■査木目田 ４，０４９ ３，０３６
出光リテール販売隣成瀬ＳＳ
２５．１５Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ３０ 左

　　　　　　　　　　

、 同上 ２，０２４

Ｊ１４‐２１６ ２０１４／４／２５ ■査木目田 ３，５６８ ２，７６出光リテール販売閥成瀬ＳＳ
２２．０３Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ３０ 中 同上 １，７８４

Ｊ１４‐２１７ ２０１４／５ハＢ ー査木目田 ３，９５４ ２，６５出光リテール販売隣

　

ブリテール
高瀬権店

　

２４‐７１Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ３０ 右 同上 １，９７７

Ｊ１４‐２１８ ２０１４／６／ｌ ■査木目田 ３，８２５ ２，６８出光リテール販売閥成瀬ＳＳ
２３．９ＩＬ

ガン ン代

　

按分比７５９６ ‐Ｉ ３１ 左 同上 １，９１２

Ｊ１４－２１９ ２０１４／７月Ｏ ■査木目田 ３．８８３ ２１２鶴見石油闇 相模富士ＳＳ

　

２４．１２Ｌガン ン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ３１ 中 同上

　

′ １，９４１

Ｊ１４‐２２０ ２０１４／８ハ９ ■査木目田 ３，蜘 ２，ＢＯ株式会社ＥＮＥＯＳネット

　

肋奈良こ
どもの国店

　

２４．仰Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ３１ 右 同上 １，９２０

Ｊ１４‐２２１ ２０１４／９／９ ■査木目田 ３．Ｂ９９ ２２４■見石油闘 町田金森ＳＳ

　

２３．６３Ｌガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ３２ 左 同上 １，９４９
Ｊ１４‐２２２ ２０１４月０／２ ■査木目田 ３．２７５ ２５６鶴見石油閥‐町田金森ＳＳ

　

２０．４７Ｌガン ン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ３２ 中 同上 １，６３７
Ｊ１４‐２２３２０１４／ｌｏ／３１ ■査木目田 ３，４９４ ２２０鶴見石油慨

　

町田金森ＳＳ・２３．２９Ｌガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ３２ 右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

， １，７４７

Ｊ１４‐２２４２０１４／１１／２０ ■査木目田 ３，７６７ ２，２５出光リテール販売観成瀬ＳＳ
２４．９５Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ３３ 左 同上 １，Ｂ８３

Ｊ１４‐２２５ ２０１邑／１２／８ ■査木目田 ３，５１ｉｏ ２７０璽兄石油閥 町田金森ＳＳ

　

２４．ヲ２Ｌガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ３３ 中 同上 １，７８０
Ｊ１４‐２２６２０１４／１２月９ 欄査木目田 １．９２６ ■兄石油圏 町田金森ＳＳ

　

１３，６６Ｌガ，ソ ン代

　

按分比７５９６ ‐Ｉ ３３ 右 同上 ９６３

Ｊ１４‐２２７ ２０１５ハハ５ ■査木目田 ３，肌 ２，５５３
出光リテール販売閥成瀬ＳＳ
２５‐６０Ｌ

ガン ン，代

　

按分比７５％ Ｂ‐÷Ｉ ３４ 左 同上 １，７０２

Ｊ１４‐２２８ ２０１５／２／４ ■査木目田 ２，２０９ １，６５６値兄石油圏 町田金森ＳＳ

　

Ｉ９，飢 ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ３４ 中 同上 １，１０４
Ｊ１４‐２２９ ２０１５／３月 欄査木目田 ３．３〔カ ２，４７５僅兄石油隣 町田金森ＳＳ

　

２５．０ＯＬガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ３４ 右 同上 １，６！め

Ｊ１４－２；３０ ２０１５／３／２５ ■査木目田 １，２８９ ９６６鶴見石油閥 町田金森ＳＳ
９，肌

ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ３５ 左 同上 眺

Ｊ１４‐２３１ ２０１４／４／ｌ鵬査 市 ７，ＯＭ ５，２５０
ＥＮＥＯＳ有限会社

　

石阪石油

　

薬
師ＳＳ

　

４２．６８Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ４８ 左 同上 ３，馴

Ｊ１４‐２３２ ２０１４ハハ４■査 市 ２，醐 １，５（鳩
株式会社ＮＳコーポレーション

　

．山
崎団地ＳＳ

　

１２．７４Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ４８ 中 同上 １，醐

Ｊ１４‐２３３ ２０１４／４／２１譲査 市 ７，２（刀 ５，棚
ＥＮＥＯＳ有限会社

　

石医石油

　

薬
師ＳＳ

　

４３．９〔｝Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ４８ 右 同上 ３，鯛

Ｊ１４‐２３４ ２０１４／５／８■査 市 ７，棚 ５，５５０
ＥＮＥＯＳ有限会社石旗石油

　

薬師
ＳＳ

　

４５．１２Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ４９ 左 同上 ３，７（ぬ

Ｊ１４‐２３５ ２０１４／５／２１■査 市 ７，７（鳩 ５，７７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

藁師
ＳＳ

　

４

　

６‐３９Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ４９ 中 同上 ′

　

３ず８５０

Ｊ１４‐２３６ ２０１４／６／９■査 市 ２，ＭＯ １，５（め
中央石油販売閥山崎団地ＳＳ
１２．７４Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５９６ ‐Ｉ ４９ 右 同上 １，醐

Ｊ１４‐２３７ ２０１４／６／１７■査 市 ７，３７０ ５，５２７
ＥＮＥＯＳ有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

”．杖）Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ５０ 左 同上 ３，６８５

Ｊ１４‐２３８ ２０１４／７／４嗣査 市 ５，ＭＯ ３．７１め 中央石油販売隣

　

見えず ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ５０ 中 同上 ２．５（め

Ｊ１４‐２３９ ２０１４／７／２１■査 市 ７”６ ５，５１糾
中央石油販売鰯山崎団地ＳＳ
４６－５４Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ５０ 右 同上 ３，７２３

Ｊ１４－２一１Ｏ ２０１４／７／２６一査 市 ’′７〔め ５，７７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ４５．５６Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ５１ 左 同上 ３，５０

Ｊ１４‐２４１ ２０１４／８／３■書 市 醐 ．

　　

７５０中央石油販売閥山崎団地ＳＳ
６．３３Ｌ

　　　

′ ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ５１ 中 同上 ００

Ｊ１４‐２４２ ２０１４／８／４■査 市 ５醐 ３，７１め
中央石油販売鞠山崎団地ＳＳ
ＩＬ６５Ｌ ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ５１ 右

　　　　　　　

‘ 同上 ２，００

Ｊ１４－２一幅 ２０１４／８／ｎ劉査 市 ５ＭＯ ３，７５０
中央石油販売隣山崎団地ＳＳ
３１．６５Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ５２ 左 同上

　　　　　　　　　　　　

‐ ２，醐

Ｊ１４‐雲“ ２０１４／８／２１■査 市 ７（め ５，７７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

藁師
ＳＳ

　

４６．３９Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ５２ 中 同上 ３，５０

Ｊ１４‐２一馬 ２０１４／９／５■査 市 ３２０ ９１１０日ＩＥＯＳ有限会社萩生田石油

　

鶴
川ＳＳ

　

Ｂ‐α）Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５９６ －Ｉ ５２ 右 同上 ６０

Ｊ１４‐２４６ ２０１４／９／９■査 市 醐 ５，７｛ぬ
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ・４６．６３Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５％ －Ｉ ５３ 左 同上 ３，００

Ｊ１４‐２４７ ２０１４／ｌｏ／ｌ■査 市 ７節 ５，７７５
ＥＮＥＯＳ有限会社も直石油

　

薬師
ＳＳ

　

４７．２４Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ５３ 中 同上 ３，５０

自民 燃料費３５２



支尊書 支出日 量目 誕員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
柾拠
書号
（甲） トＮｏ位置領収書以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
篇判所の罵
定する違法
支出甑

Ｊ１４‐２４８ ２０１４／ｌｏ／８■査 市川 ３，２２１ ２，４１５
中央石油販売隣山崎団地ＳＳ
２０．６５Ｌ

ガソリン代．按分比７５％ －Ｉ ５３ 右 同上 １，６１０

Ｊ１４‐２４９ ２０１４月０／２２■査 市川 ７，醐 ５，２駒
酬ＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

４３．４８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ‐Ｉ ５４ 左 同上 ３，醐

Ｊ１４‐２５０ ２０１４／１０／２９欄査 市川 ３，７｛１０ ２，７７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

薬師
ＳＳ

　

▲２２．９８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ 科 中 同上 １，８５０

Ｊ１４‐２５１ ２０１４／．１１／２８■査 市川 ５，醐 ３，７５０
ＥＮＥＯＳ有限会社萩生田石油

　

議
旦１騰Ｓ

　

３２‐０５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ５４ 右 同上 ２，５（鳩

Ｊ１４‐２５２ ２０１４／１２／ｍ■査 市川 ２，ＭＯ １，５（鳩
中央石油販売㈱山崎団地ＳＳ
１４．０８１‐

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ５５ 左 同上 １，ＯＭ

Ｊ１４‐２５３ ２０１４／１２月５譲董 市川 ６，馴 ５，１０Ｏ
ＥＮＥＯＳ有限会社石欧石油

　

薬師
ＳＳ

　

４５．０３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ５５ 中 同上 ３，棚

Ｊ１４‐２５４ ２０１４／１２／２６■査 市川 ５，棚 ４，０５０
ＥＮＥＯＳ．有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

３７．豊ＱＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ５５ 右 同上 ２，７（鳩

Ｊ１４‐２５５ ２Ｑ１５／１／９■査 市川 ６，８（力 ５，１００
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

４８．２３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ５６ 左 同上 ３，鯛

Ｊ１４‐２５６ ２０１５／１／２２■査 市川 ６，馴 ４，８７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

薬師
ＳＳ

　

４７．８０Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ‐Ｉ ５６ 中 同上 ３，２…め

Ｊ１４‐２５７ ２０１５／２／ｍ覇査 市川 ６，鯛 ４，５（刀
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

４６，８８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ５６ 右 同上 ３，ＷＯ

Ｊ１４‐２５８ ２０１５／２／２３■査 市川 ６，２団 ４，６９５
ＥｒＩＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

４６．３７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ５７ 左 同上 ３，１３０

Ｊ１４－２５９ ２０１５／３／１４■査 市川 ６，１０Ｏ ４，５７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石医石油

　

薬師
ＳＳ

　

４４．２０Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ５７ 中 同上 ３，０５０

Ｊ１４‐２６０ ２０１４／４／５ 贋査 佐藤 ８，０７２ ６，０！“
コスモ石油株式会社・セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４９．２２α

　

‐
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ １９ 上右

同上
４，０３６

Ｊ１４‐２６１ ２０１４／４／１４ ■査 佐廟 ７，９７１ ５，９７８
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４７．４５ｇ
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ １９ 下左

同上

　　

‐ ３，９８５

Ｊ１４‐２６２ ２０１４／４／２４ 欄査 佐薦 ８，１１９ ６，０８９
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム４７‐７６α

ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １９ 下中
同上

４，０５９

Ｊ１４－２６３ ２０１４／５／８ ■査 佐薦 ８，１２７ ６，０９５
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム４８．３８ｇ

ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １９ 下右
同上

４，０６３

Ｊ１４‐２糾 ２０１４／５／２６ ■査 佐藤 ３，卿 ２，５８０
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム２０．０４

ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２０ 上左
同上

１，７２０

Ｊ１４‐２６５ ２０１４／６ハ３ ■査 佐薦 ８，３１７ ６，２３７
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム４８．ＯＢα

ガソリン代

　

按分比７５％

　

′ 」Ｉ ２０ 下左
同上

４，１５８

Ｊ１４‐２６６ ２０１４／６／２３ ■査 佐藤 ７，８４３ ５，８８２
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム４５，６４

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２０ 下中
同上

３，９２１

Ｊ１４‐２６７ ２０１４／７／２ ■査 佐藤 ′７，８２１ ５‘８６５
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム４５．２１２

ガソリン代

　

按分比７５％

　　　

＼ －Ｉ ２０ 下右
同上

３，９１０

Ｊ１４‐２６８ ２０１４／７ハ６ ■査 佐麓 ７，９７２ ５，９７９
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４６．６２α
ガソリン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ２１ 上左
同上

３，９８６

Ｊ１４‐２６９ ２０１４／７／２６ ■査 佐顧 ７，２２９ ５，４２１
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム４２．２８２

ガ，ソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２１ 上中
同上

３，６１４

Ｊ１４‐２７０ ２０１４／８／１４ ■査 佐麓 ７，７６６ ５，８２４
セルフ・ピュア町田

　

オーバス
４６．２３２

ガソリン代 按分比７５９６ ‐Ｉ ２１ 下中 同上 ３，Ｂ８３

Ｊ１４‐２７１ ２０１４／８／２５ 欄査 佐薦 ７，９５６ ５，９６７
コスモ石油株式会社

　

セルフビコ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム４７，３６２

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２２ 土左
同上

３，９７８

Ｊ１４‐２７２ ２０１４／９／７ ■査 佐麓 ７，８７５ ５，９０６
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
之：ム

　

４７‐１６２
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２２ 上中
同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
３，９３７

Ｊ，…‐２７３２０１４／９／２１ 嗣査 佐薦 ８，０７６ ６，０５７
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田 オーバス

　

４７．７９２

　

スー
パーマグナム

　　　

・ ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２２ 上右
同上

　　　　　　　　

ｙ
４，０３８

ｒ
Ｊ１４‐２７４ ２０１４／１０／２ 調査 佐薦 ７，４１６ ５，５６２

コスモ石油株式会社

　

セルフビ．ユ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

”．４１４給油
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２２ 下左
同上

３，７０８

Ｊ１４ｒ２７５２０１４月０／１４ 国査 佐鵬 ７，５４９ ５，６６１
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４５，４８２給油

　　　　　　　

、
ガソリン代 按分比７５９６ ‐Ｉ ２２ 下中

同上
３，７７４

，Ｊ１４‐２７６２０１４月０／２９ 鯖査 佐薦 ８，０２１ ６，０１５
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４９．２１２

　　　　　

．‐
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２２ 下右

　　　　　　　　　　　　　　　

．
同上

４，０１０

Ｊ１４‐２７７２０１４／１１／” 圃査 佐薦 ７，３２３ ５，４９２
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム４７．２５２

　

給油 ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２３ 上左 同上 ３，６６１

Ｊ１４‐２７８２０１４／１１／２３ ■査 佐篇 １，５！め １，１６２
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム１０．ＯＡ

　

給油
０８時０９分

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２３ 上中
同上

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　

，， ７７５

Ｊ１４‐２７９２０１４／１１／２５ 欄査 佐麓 ７，３５９ ５，５１９
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４７．４８Ｌ２２時
０９分

　　　　　　　　

／
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２３ 上右
同上

３，６７９

Ｊ１４‐２８０ ２０１４／１２／７ 欄査 佐麓 ７，５３５ ５，６５１
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４

　

８．９３２
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２３ 下左
同上

　

・

　　

ー，

　　　　　　　　

．

　　　　

１
３，７６７

Ｊ１４‐２８１２０１４／１２ハ９ ■査 佐麓 ６，９５９ ５，２１９
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４７．６７４
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２３ 下中

同上
３，４７９

Ｊ１４‐２８２ ２０１５／１／６ 欄査 佐麓 ６，５８８ ４，９４１
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４７‐４０４

　

給油
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２３ 下右

同上
３，２９４

Ｊ１４‐２８３ ２０１５／１／２６ ■査 佐蹟 ４，８１６ ３，６１２
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

３６．４９Ｑ給油
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２４ 上左

同上
２，収）８

Ｊ１４‐２８４ ２０１５／２月０ ■査 佐薦 ５，９３１ ４，粥
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム

　

４５，２ＢＱ
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２４ 上中

同上
２，９６５

Ｊ１４‐２８５ ２０１５／２ハ８ 篇査 佐麓 ３，８８３ ２，９１２
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム・２７．５４２

ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ ２４ 上右
同上

　　　　　　　　　　

－
１，９４１

Ｊ１４‐２８６ ２０１５／３／４ ■査 佐麓 ６，９５８ ５，２１８
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田 オーバス

　

スーバｆマグ
ナム

　

４９，３５４
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２４ 下左

同上
３，４７９

Ｊ１４‐２８７ ２０１５／３／１７ ■査 佐麓 ６，５７９ ４，９…“
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム，４６．９９４

ガソリン代

　

按分比７５％ ‐Ｉ ２４ 下中
同上

　　　　

‐
３，２８９

Ｊ１４‐２８８ ２０１５／３／３１ ■査 佐麓 ６，２６５ ４，６９８
コスモ石油株式会社

　

セルフピュ
ア町田

　

オーバス

　

スーパーマグ
ナム４５，４０

ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ ２４ 下右
同上

３，１３２

Ｊ１４‐２８９ ２０１４／４／３ ■査 長村 ４，Ｂ８２ ３，６６１
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所Ｓ０ｕＴＯガソリン

　

３０．９ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １１ 左

　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
同上 ２，山”

Ｊ１４≦１Ｏ ２０１４／４ハ６ 篇査 長村 ４，５８９ ３，４４１
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所闘いＴＯガソリン

　

２９．ＢＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １１ 中 同上 ２，２９４

Ｊ１４‐２９１ ２０１４／４／２９ ■査 長村 ４，ア６５ ３，５７３
太陽石油販売

　

セルフ廟町田給油
所ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

３０，７４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５９６

　　　

（ －Ｉ １１ 右 同上 ２，３８２

Ｊ１４‐２９２ ２０１４／５／１７ 餌査 長村 ５，０６１ ３，７９５
大隅石油販売

　

セルフ鞠町田給油
所ＳＯＵＴＯガソリン

　

３２，６５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １２ 左 同上 ２．５３０

Ｊ’４‐２９３ ２０１４／６／３ ■査 豊村 ４，８５３
．３，６３９

太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所ＳＯー^ＴＯガソリン

　

３１．‐１ＩＬ
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ １２ 中 同上 ２，４２６

Ｊ１４‐２９４ ２０１４／６／１５ 篇査 長村 ３，７一郎 ２，８１１
太陽石油販売

　

セルフ陥町田給油
所ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

２３，７２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ １２ 右 同上

　　　　　　　　　　　　

‐ １，８７４

Ｊ１４‐２９５ ２０１４／６／２９ ■査 農村 ４，・Ｂ１４ ３，６１０
大鵬石油販売

　

セルフ南町田給油
所Ｓ仇^ＴＯガソリン・３０．０９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ －］ １３ 左 同上 ２，収）７

Ｊ１４‐２９６ ２０１４／７ハ０ 欄査 長村 ３，３４２ ２，５０６
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
豆ｉｓＯＬＡＴＯガソリン

　

２０．６３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ 秒÷Ｉ １３ 中 同上 １，６７１

　　　

「
Ｊ１４－２９７ ２０１４／７／２４ 欄査 豊村 ４，８８３ ３，６６２

太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所紛いＴＯガソリン

　

３４５２Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ ‐Ｉ １３ 右 同上 ２，中４１

Ｊ１４‐２９８ ２０１４／８／３ 欄査 長村 ４，９１９ ３，６８９
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所附いＴＯガソリン

　

３１，３３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １４ 左 同上 ２，４５９

Ｊ１４‐２９９ ２０１４／８／１６ ■査 長村 ５，２８５ ３，９６３
太陽石油転売

　

セルフ南町田給油
所ＳＯＩ^ＴＯガソリン

　

３３．６６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５９６

　　

・ －Ｉ １４ 中 同上 ２．６４１２

Ｊ１４‐３｛刈 ２０１４／９／ｌ ■査 長村 ４，６１６ ３，４６２
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
且ｉｓ（礼^ＴＯガソリ」ン

　

２９．４０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １４ 右

　　　　　　　　　　

・ 同上 ２，３０８

Ｊ１４‐３０１ ２０１４／９ハ９ ■査 長村 ５，０２８ ３，７７１
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所ＳＯＬ^ＴＱガソリン

　

３１．観工

　

÷÷」
ガソリン代 按分比７５９６ －Ｉ １５ 左 同上 ２，５１４

Ｊ１４‐訳）２ ２０１″ｌｏ／Ｉ ■査 豊村 ４，０６１ ３，蛸
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所恥ＩＡＴＯガソリン・２５，７｛礼

ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １５ 中

　　　

′ 同上 ２，０３０

Ｊ１４‐３０３２０１４／ｌｏ／１７ ■査 長村 ４，幅３８ ３，３２８
太陽石油転売

　

セルフ南町田給油
所ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

２８．Ｂ２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １５ 右 同上 ２，２１９

Ｊ１４‐３０４ ２０１４／１１／２ ■査 農村 ４，《３２ ３，３２４
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所純ＬＡＩＯガソリン

　

３ＱＬ１５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ －Ｉ １６ 左

　　　　　　　　　　　　　　　　

′
同上 ２，２１６

豪

　　

自民 燃料費３５３



増番 支出日 費目 議員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

樋
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
征拠
番号
（甲） トＮｏ位置領収書以外の関連証

、

　　

拠，
会派自民党の主張

繋判所の総
定する違法
支出額

Ｊ１４－３（汚 ２０１４／１２／ｌ 胃査 長村 ４，３３５ ３，２５１
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所以）ＬＡＴＯガソリン

　

２９．６９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ８－Ｉ １７ 左 同上 ２，１６７

Ｊ１４－３（お２０１４／１２ハ５ 欄査 長村 ４，１６４ ３，１２３
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所ＳＯＩ１ＴＯガソリン

　

２９，７４Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ８－Ｉ １７ 中 同上 ２，０８２

４７６，９５２合計顛

　　　　　　　　　

７５２，２４７
、ては燃料費は一人当たり年額

　　

、
されており、これは政務活動
目的とした燃料費の支出を排

Ｊ１５‐１５７ ２０１５／６／２ 層審 佐薦 ２，０３９ ′

　

２，０３９
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

１７時３３分
オーパス

　

レギ・ユ．ラーガソリン１５．８１Ｌ

不自然な給油状況
・ガソリンの種顕が混在（佐憲磯員
による３５件の給油のうち１２件がレ
ギュラーガ・ソリン、２３件はハイオク
ガソリンとなっている…①）

９‐１ ２２ 下中

，

　　　　　　　　　

Ｊ

使途基準においては燃料費は一人当たり年額
１２万円以内とされており、これは政務活動
等以外の活動を目的とした燃料費の支出を排
除するために被けられた上限規耀」である。
原告は、ガソリンの種類や給油頻度について
指摘しているが、これは複数台の車両を使用
していれば起こりうるところ、複数台車両の
使用は使途基準上問題にならない÷
そのため、原告の主張は使途基準違反を推認
させるものではない－

１，０１９

Ｊ１５‐１５８ ２０１５／６／８ 欄査 佐藤 １，３６１ １，３６１
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

２１時５５分
オーバス

　

レギュラーガソリン代
１０．３９Ｌ

不自然な給油状況

・中１日のＪ１５‐３１８でも給油
・ガソリンの種翼肋（混在（⑦）

９‐１ ２２ 下右 同上 ６８０

Ｊ１５‐１５９ ２０１５／７／２３ 欄査 佐麓 ４，４６３ ４，４６３
コスモ石油販売隣東京カンパニー
セルフピュア町田

　

１２時”分
オーバス

　

レギュラーガソリン
３４．０７Ｌ

不自然な給油状況

・ガソリンの種類が混在（①）
９‐１ ２３ 下中

　　　　　　　　　　　　　　　

、
同上 ２，２３１

Ｊ１５‐１１め ２０１５／７／３１ ■査 佐藤 ４，１５３ ４」１５３
コスモ石油販売隣東京カン．バニーセルフピュア町田

　

１６時１９分
オー′．｛ス レギュラーガソリン
３２．１９Ｌ

不自然な給油状況

　　　　　

／
・ガソリンの種類が混在（①）

９‐１ ２３ 下右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ２，０７６

Ｊ１５‐１６１ ２０１５／８／７ ■査 佐麓 ３，１２９ ３，１２９
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

９時２７分
オーバス

　

レギュラーガソリン
２３．１８Ｌ

不自然な給油状況

・ガン，リンの種頬が混在（①）
９‐１ ２４ 上左 同上 １，５斜

Ｊ１５‐１６２ ２０１６／１／５、 ■査 佐藤 ２，５３６ ２，５３６
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

１０時５１‐分オーバス

　

レギコラーガソリン
２３，９２Ｌ

不自然な給油状況

・中３日後のＪ１５‐１６３でも給油
・ガソリンの糟唖が混在（⑦）

９‐÷１ ２６ 上中 同上 １，２６８

Ｊ１５－１６３ ２０１６／１／９ ■査 佐藤 ３，４７４ ３，４７４
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーパス

　

レ
ギュラーガソリン３２．７７Ｌ

　

ＩＯ時０１
分給油

不自然な給油状況

・同日の給油（同じスタンドで４６分
後Ｊ１５‐１６４でも給油）
・ガソリンの糧唖が混在（⑦）

９‐１」２６ 下左 同上 １，７３７

Ｊ１５‐１６４ ２０１６／１／９ ■査 佐藤 ５，３１杓 ５，３９０
コスモ石油販売隣東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４６．０７Ｌ

　

ＩＯ
時４７分給油

不自然

・同日
前Ｊ１５－
・ガン
（Ｊ１５－
ハイオク

給油状況

給油（同じスタンドで４６分
３でも給油）
ンの種類が混在（①）
３のわずか４６分後のこちらは
ガ１」ン券給油｝

１ ２６ 上右 同上 ２，６９５

Ｊ１５‐１６５ ２０１６月／２２ 鯛査 佐麓 １，Ｂ２２ １，８２２
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーパス

　

レ
ギュラーガソリン１７．８６Ｌ

　

１５時２９
分給油

不自然な給油状況

・同日の給油（同じスタンドで２３分
後のＪ１５‐１６６でも給油）
・ガソリンの種類が混在（①）（レ
ギュラーガソリンの給油だが、２３分後はハイオクガソリンの給油１

９－１ ２６ 下中 同上 ９１１

Ｊ１５‐１６６ ２０１６／１／２２ 馴査 佐廉 ５，３７５ ・

　　　

５，３７５
コスモ石油販売隣東京カンパ二」
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４７．５７Ｌ

　

１５時
５２分給油

不自然な給油状況

・同日の給油（同じスタンドで２３分
前のＪ１５‐１６５でも給油）
・ガソリンの種類が混在（①）（２３
分後のこちらはハイオクガソリンを
給油）

９‐１ ２６ 下右 同上 ２，６８７

Ｊ１５‐１６７ ２０１６／１／３１ 調査 佐膿 ７４５ ７４５
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

１７時５１分
オーバス

　

レギュラーガソリン
］，３８Ｌ

不自然な給油状況

・中３日のＪ１５」１６８でも給油
・ガソリンの穐甑が混在（①）

９－１ ２７ 上左 同上 ｒ

　　

３７２

Ｊ，‘１６８ ２０１６／２／４ 鯛査 佐膿 ９４２ ９４２
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

１９時４８分
オーパス

　

レギュラーガソリン
９．６１Ｌ

不自然な給油状況

・Ｊ１５‐１６７から中３日の給油。ｒ中３日後
のＪ１５‐１６９でも給油。
・ガソリンの種甑が混在（①）

９‐１ ２７ 上中 同上 ４７１

ト
Ｊ１５‐１６９ ２０１６／２／８ 顕査 佐麓 ６３０ ６３０

コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

１０時２６分
オーバス

　

レギュラーガソリン
６．４３Ｌ

不自然

‘Ｊ１５－
のＪ１５－
・ガン

な給油状況

６８から中３日の給油。中２日後
７０でも給油
－」ンの糟麺が混在（①）

÷－，２７ 上右 同上

　　　　

，

　　　　　　　　

・

　

、 ３１５

Ｊ１５‐１７０ ２０１６／２／１Ｉ 国査・佐薦 １，８１１４ １，８３４
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

１４時５６分
オーバス

　

レギュラーガソリン
１７．３０Ｌ

不自然な給油状況

・中１日のＪ１５－１７１でも給油
・ガソリンの種類が混在（①）（２日
後Ｊ１５‐１７１ではレギュラーでな〈ハイ
オクの給油）

９‐１ ２７ 下左 同上

　　　　　　　　　　　

－ ９１７

Ｊ１５‐１７１ ２０１２ハ３ 扉壷 佐麓 ５，１３７ ５，１３７
コスモ石油販売隣東京カンパ二▼
セルフピュア町田

　

１２時４２分
オーバス・スーパーマグナム
４５．０６Ｌ

不自然な給油状況

・Ｊ１５‐１７０から中１日後の給油
・ガソリンの糟麺が混在（①）

９‐１ ２７ 下中

Ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
同上‐ ２，５６８

Ｊ１５÷１７２ ２０１５／５／２２ 鵬査 市川 ２，醐 ２，醐
中央石油販売㈱山崎団地ＳＳ
１４．８１Ｌ１６時４２分給油

不自然な給

・同日の給

油状況

油（Ｊ１５‐１１３℃も給油）
９‐１ ３９ 下右

　　　　　　

・

　　　　　　　　　

，同上 １，醐

Ｊ１５‐１７３ ２０１５／５／２２ ■査 市川 ４，醐 ４，９００
日ＩＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ３４．５１Ｌ

　

１７時０８分
不自然な給

・圃旦の姶

油状況

油（Ｊ１５‐１７２でも給油）
９‐Ｉ ４０ 上左

　　　　　　　　　　　　　　

．
同上 ２，幅～Ｏ

Ｊ１５‐１７４ ２０１５／６／ｍ ■査 市川 ４，３２０ ４，３２０
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

′藁師
ＳＳ３０．０｛〕凡１５時２８分給油

不自然な給
・本会議中

油状況
（ー般賞間）の給油

９ー１ ４０ 上中

同上

　　　　　　　　　

，
加えて、給油をするのは本人に限られておら
ず、政務活動のために使用する車両に、自身
が都合がつかない時間帯に他者に給油を依頼
することもありうることである^

２，１６０

Ｊ１‐１７５ ２０１５／９／２５ 胃査 市川 ４，棚 ４，棚 讐０套３電
会凝議分轄

油
油
藁師不自然な給

・同日の姶

油状況

油（Ｊ１５‐１７６でも給油） ，
．９‐１ ４２ 上右 Ｊ１５‐１５７と同じ ２，２（刈

Ｊ１５‐１７６ ２０１５／９／２５ ■査 市川 ２，醐 ２，駅）Ｏ
中央石油販売閥山崎団地ＳＳ
１６．３９ＬＩＯ時３６分給油

不自然な給

・同日の総

油状況

油（Ｊ１５‐１７５でも給油）

′
９‐． ４３ 上左 同上 １，ＯＭ

Ｊ１５‐１７７２０１５／ｌｏ／１４ ■査 市川 １，醐 １，醐
中央石油販売閥山崎団地ＳＳ

　

ＩＯ
時４１分

　

８．３３Ｌ
不自然な姶

・中１日牲

油状況

のＪ１５‐１７８でも給油
９‐÷１ ４３ 上中 同上

　　　　　

５｛鳩

Ｊ１５‐１７８２０１５／ｍ／１６ 鱗査 市川 ３，醐 ３，醐 スタンド名見えず

　

２２．３９Ｌ
不自然な給油状況

・Ｊ１５‐１７７から一目おき給油
９‐１ ４３ 上右 同上 １，剛

Ｊ１５‐１７９ ２０１５月／２３ ー査 漬辺 ２，ＯＭ ２，ＭＯ
中央石油（株）セルフ金井
１５．０‘ＩＬ レギュラーガソリン

　

１５
時１５分 イオンカードによる支払

不自然な給油状況

・ガソリンの種類の混在（渡辺磯員
は１９件の給油のうち１４件はレギュ
ラーガソリン、５件がハイオクガソリ
ンを給油…②）
・支払状況の違い（Ｊ１５「１７９のみイオ
ンカードによる決済券している）

　

」

１ ４８ 上左
同上
加えて、手持ち現金が不足する場合にクレ
ジットカードを使用して支払いすることは十
分に想定できることである。

、１，０００

Ｊ１５－ＩＢＯ ２０１５／４／３０ 欄査 渡辺 Ｂ，０９８ ８，０９８
中央石油（株）′セルフ金井．ハイ
オクガソリン（キグナスアル
ファー１００）

　

２２時０５分

　

５７．８４Ｌ

不自然な給油状況

・ガソリンの細菌の混在（⑦）
９‐１ ４８ 上右 ＪＩミト１５７と同じ ４，０４９

Ｊ１５‐１８１ ２０１５／５／２８ 鯛査 渡辺 ３，醐 ３，醐
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２２．９ＯＬ

　

Ｏ９
時２４分給油

不自然な給油状況

・同日の給油（わずか３１分後にＪ１５‐
１８２の給油）
・ガソリンの糧厘の混在（⑦）

９‐１４８ 上中 同上 １，５（刈

Ｊ１５‐１８２ ２０１５／５／２８ ■査 渡辺 ４，６２８ ４，６２８
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３５．３３Ｌ

　

，０９時
５５分給油

不自然な給油状況

・同日給油（Ｊ１５－１８１からわずか３１分
後に同じスタンドで給油）
・ガソリンの糧唖の混在（⑦）

９‐１ ４８ 下左 同上 ４，６２８

Ｊ１５‐１８３ ２０１５／．７ハＯ ■査 渡辺 ２，ＯＭ ２，醐
エネオス 石坂商会

　

町田森野Ｓ
Ｓ レギュラーガソリン

　

１７時
３５分

　

１３‐８９Ｌ

不自然な給油状況

・中４日後のＪ１５‐１８４でも給油
・ガソリンの種唖が混在（⑦）

９‐÷１ ４８ 下中 同上 １，醐

Ｊ１５‐１８４ ２０１５／７ハ５ ■査 渡辺 ４，収）２ ４，虹）２
エネオス 萩生田石油

　

鶴川ＳＳ
レギュラーガソリン

　

１８時２４分
３１．α〕Ｌ

不自然な給油状況

・Ｊ１５－１８３から中４日の給油
・ガソリンの糧甑が混在（⑦）

・
９‐１ ４９ 上左

　　　　　　

Ｌ 同上 ２，２０１

自民 燃料費３５４

ノ



、、ｔ▼

支出書
号 支出日 費目紙員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

樋
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事楕
鉦拠
番号
（甲） ト愉 位置領収書以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
裁判所の総
定する違法
支出甑

Ｊ１５‐１８５ ２０１５／８／６ 覇査 渡辺 ３，６８２ ３，６Ｂ２
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

ＩＢ時４０分
２９．４６Ｌ

不自然な給油状況

・中４日後のＪ１５‐１８６でも給油
・ガソリンの種類が混在（②）（レ
ギュラーガソリンの給油だが、５日後
はハイオクガソリンの給油）

　

９－１ ４９ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
同上

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

＼ １，＆”

Ｊ１５‐１８６ ２０１５／８／１ｌ 覇査 渡辺 ３，醐 ３，醐
出光

　

河津

　

サガミシード株式会
社 ハイオクガソリン（キグナス
アルファー１００）

　

１９．２４Ｌ

　

ＩＩ時
３７分給油

不自然な給油状況

・同日の給油（Ｊ１５－１８７）
・遠方での給油・（静岡県河津町での給油）

　　　　　　　　　　　　　

・
・ガソリンの種頬の混在（②）
夏休み期間の旅行。会■の開催の形
跡なし」Ｊ１５‐１８７も同じ^

　

９‐１ ４９ 上右甲６９

同上
また、遠方に政務活動に赴き、その際に給油
をすることは十分に想定できることであり、
原告の主張は使途基準違反を推匿させるもの
ではない。

１，５（め

Ｊ１５‐１８７ ２０１５／８月ｌｒ鯛査 渡辺 ６，７６７ ６，７６７
中央石油（株）セルフ金井

　

ハイ
オクガソリン（キグナスアル
ファー１００）

　

５

　　

０．５０Ｌ

　

Ｉ９時５９分
給油

不自然な給油状況

・同日の給油、（Ｊ１５‐１８６）
・ガソリンの縄菌の混在（の）

１ ４９ 下中甲６９ Ｊ１５‐１５７と同じ ３，３８３

Ｊ１５‐１８８ ２０１５／９／６ 欄査 渡辺 ４，３３４ ４，３３４
エネオス

　

有限会社

　

隅越商店
本町田ＳＳレギュラーガソリン
３４．４０Ｌ

　

ＩＯ時０７分

不自然な給油状況

・ガソリンの種憧の混在（⑦）

　

９‐１ ５０ 上左 同上 ２，１６７

Ｊ１５‐１８９ ２０１５／９／２８ ■査 渡辺 ２，９８６ ２，９８６
エネオス

　

．有限会社

　

隅趣商店
本町田ＳＳ レギュラーガソリン
２３，，７０Ｌ

　

１４時０９分

不自然な給油状況

・ガソリンの糧題の混在（⑦）

　

９－１ ５０ 上中 同上

　

，

　　　　　　　　　　

‐

　　　

′
１，４９３

Ｊ１５‐１９０ ２０１５／１０／９ 圃査 濃辺 ４，３９７ ４，３９７
エネオス

　

有限会社

　

隅建商店
本町田ＳＳ・レギュラ÷ガソリン
３４．９ＯＬ

　

１７時３７分給油

不自然な給油状況

・連日給油（Ｊ１５‐１９１）
・ガソリンの種唖の混在（⑦）

　

９－１ ５０ 上右 同上 ２，１９８

Ｊだト１９１２０１５ハｏハ０ 国査 渡辺 ６，７６７ ６，７６７
エネオス

　

有限会社

　

隅越商店
本町田ＳＳ ハイオクガソリン
（ＥＮＥＯＳヴィーゴ）

　

４９．４０Ｌ

　

Ｉ９
時１６分給油

　　　

．

不自然な

・連日給
・ガソリ

給油状況

油（Ｊ１５‐１９０）
ンの糧題の混在（⑦）

９

　

‐１ ５１ 上左 同上 ３，３８３

Ｊ１５‐１９２２０１５／ｌｏ／２８ 国査 濃辺 １，醐 １，醐
エネオス

　

有限会社

　

隅越商店
本町田ＳＳレギュラーガソリン
７－９４Ｌ

　

１４Ｂｉ寺０３タナ

不自然な

・ガソリ

給油状況

ンの糧菌の混在（②）

　

９－１ ５１ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

， ５（刃

Ｊ１５‐１９３ ２０１５／１２／８ ■査 葦辺 ２，醐 ２，醐
エネオス 石坂商会

　

町田森野Ｓ
Ｓ レギュラーガソリン

　

１５．Ｂ７Ｌ
１７時４７分

不自然な

・ガソリ

給油状況

ンの檀題の混在（⑦）
９

　

‐１ ５１ 上右 同上 １，醐

Ｊ１５‐１９４２０１５／１２／１８ ■査 渡辺 ２，０９６ ２，０９６
中央石油（株）セルフ金井．レ
ギュラーガソリン

　

１９．５９Ｌ

　

１７時
１８１分

　　　　　　　

＼
不自然な

トガソリ

蛤油状況

ンの糧題の混在（⑦）
９

　

‐１ ５１ 下左

　　　　　　　　　

・ 同上 １，聞

Ｊ１５‐１９５ ２０１６／１／３ 韻査 葦辺 ２，０３１ ２，０３１
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

１９．５３Ｌ

　

１４時
４９分

不自然な
、・ガソリ

蛤油状況

ンの檀題の混在（⑦）
９

　

‐１ ５１ 下中

　　　　　　　　　　

・ 同上 １，０１５

Ｊ１５‐１９６ ２０１６／１／２０ 国査 渡辺 ３，４６６ ３，４６６
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３４．６６Ｌ・１５時
４７分

不自然な給油状況

・ガソリンの種甑の混在（⑦）
９－１ ５１ 下右 同上 １，７３３

　　　

＼
Ｊ１５‐１９７，２０１６／３／７ 鱗査 渡辺 ４，３９１ ４，３９１

中央石油（株）セルフ金井

　

ハイ
オクガソリン（キグナスアル
ファー１００）

　

４２．２２Ｌ

　

１７時１１
分

不自然な給油状況

．ガソリンの種顕の混在（②）

　

９‐１ ５２ 上左 同上 ２，１９５

Ｊ１５‐１９８ ２０１５ハ０ハ９鶴査 長村 ２，４８０ ２，４８０
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

ＯＬ^ＴＯガン．リン

　

２０．３３Ｌ

　

１６
時２５分給‐油

不自然な給油状況

・同日の給油（わずか１分後にＪ１５‐
１９９の給油）

　

９‐１ １８ 上左

　

′

　　　　　

、
同上 １，２一め

Ｊ１５‐１９９ ２壷ハｏハ９■査 長村 １，２４１４ １，２４１４
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

ＯＬ^ＴＯガソリン

　

１０．２０Ｌ

　

１６
時２６分給油

不自然な給油状況

・同日給油（Ｊ１５‐１９８からわずか１分
後に給油）

９」１ ＩＢ 上中 同上 ６２２

Ｊ１５‐２００・２０１５／４ハ２ 鯖査 長村 ４，α）８ ３，００６
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

３２．０６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ １６ 上左

使途暮準においては燃料費は‐人当た，り年額
１２万円以内とされており、これは政務活動
等以外の活動を目的とした燃料費の支出を排
除するために設けられた上限規制である。
そして、各韻員はその上限額以内の燃料費の
み政務活動費として支出しているため、その
費用は政務活動等のために要する経費と言
え‐さらに按分する必１はない^

２，欄

Ｊ爵２０１ ２０１５／４／２０ 圃査 長村 １，７９ ‐１，３
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

ＳＯＵＴＯガソリン

　

みえず ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ １６ 上中

　　

「 同上 ８９９
，トＪ，５－２０２ ２０１５／４／２６ 鶴査 長村 ３，９９ ２，９

太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

３０．７６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ １６ 上右

　　　　　　　　　　　　

′ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐ １，９９９

一１５‐２０３ ２０１５７５／７ 鵬査 長村 ２，８２ ２，Ｉ
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

２１．７３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ６ 下左

　　　　

． 同上 １，４１２

Ｊ賢ト２｛“ ２０１５／５／２３ 翼査 農村 ３」３１ ２，４
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

０ｕＴＯガソリン

　

２４．７１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ６ 下中 同上・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一 １，６５５

Ｊ１５‐２０５ ２０１５／６／８ ■査 長村 ４，１９ ３，１４８
太陽石油販売．セルフ南町田給油
所

　

鋤ｕＴＯガソリン

　

３１，８０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ６ 下右 同上 ２，０９９

Ｊ１５‐２０６ ２０１５／６／２３ 欄査 長村 ４，０７４ ３，Ｏ
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

３０．１８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ７ 上左 同上 ２，０３７

Ｊ１２０７ ２０１５／７ハＯ ■査 長村 ４，０８４ ３，Ｏ
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

ＳＱＬ^ＴＯ：ガソリン

　

３０．２５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９－１ ７ 上中 同上１ ２，α１２

Ｊ１５‐２０８ ２０１５／８／Ｉ 圃査 長村 ３，９８５ ２，９
大隅石油販売

　

セルフ幣町田給油
所

　

ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

３１．１３Ｌ

　　

」
ガソリン代．按分比７５９６ ９‐１ ７ 上右 同上 １，９９２

ＪＩ←２（粉 ２０１５／９／３ 韻査 長村 ３，７８１ ２，８３５
大隅石油販売

　

セルフ廟町田給油
所

　

ＳＯＬ^ＴＯガソリン

　

３０．９９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ７ 下左 同上

　　　　　　　　　　

●

　

′ １，，８１１０

Ｊ１５‐２１０ ２０１５／９／２０ ■査 長村 ３，６８０ ２，７綿
大１１石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

以ＸＡＴＯガソリン

　

２９．９２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ７ 下中 同上

　　

隻 １，脚
Ｊ１５‐２１１ ２０１５／ｌｏ／４ 麟査 長村 ３，８７１ ２，９０３

太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

綿ＩＡＴＯガソリン

　

３１．９９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ７ 下右 同上 １，９３５

ＪＩふ２１２ ２０１５／１１／６ 欄査 長村 ３，４５６ ２二５９２太鶴石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

ＯＬ^ＴＯガソリン

　

２９，５４Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ＩＢ 上右 同上 １，７２８

Ｊ１５‐２１３２０１５ハ１ハ６ ■査 長村 ３，３（刃 ２，４７５
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ（Ｘ÷^ＴＯガソリン

　

２７．７３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ １８ 下左 同上 １，６…ｉｏ

Ｊ１５‐２１４２０１５／１１／２９ 鎖査 長村 ３，７８１ ２，８３５養隅馬洩需要，方多フ聾唖豆
給油ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ＩＢ 下中 同上

　　　　　　　　　　　

・

　

Ｌ １，８≦１Ｏ

Ｊ１５‐２１５２０１５／１２／１７ ■査 長村 ３，２９８ ２，４７３
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

０ｕＴＯガソリン

　

２９．１９Ｌ
ガン１ノン代 按分比７５９６ ９‐１ １８ 下右 同上

　　　　　　　

， １，６４１９

Ｊ１５‐２１６２０１５／１２／３０ ■査 長村 ３，３１８ ２，４１１８
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

ＯＵＩＴＯガソリン

　

３０，７２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ １９ 上左 同上 ‐１，６５９

Ｊ１５‐２１７ ２０１６／２／１４ ー査 長村 ２，８７５ ２，１５６
太鴎石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

卸いＴＯガソリン

　

２７．９ＩＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ２０ 上左 同上

　　　　　　　　　　　　　

－ １，幅３７

Ｊ１５‐２１８ ２０１６ハハ 欄査 長村 ３，斜５ ２，７３３
コスモ石油販売開東京カンパニー
Ｓ＆ＣＣＳつきみ野

　

レギュラーガソ
リン

　

３３．７５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐ｌ ２１ 上左

　　　　　　

・
同上

　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　

， １，８２２

Ｊ１５‐２１９ ２０１６ハハ４ ■査 長村 ２，８６８ ２，１５１
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
Ｓ＆ＣＣＳつきみ野・レギュラーガソ
リン

　

２８．１２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐ｌ ２１ 上中 同上 １，４３４

Ｊ１５‐２２０ ２０１６／１／３１ ■査 長村 ２，Ｂ８０ ２，１６０
大隅石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

０ｕＴＯガソリン

　

２９，３９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ２１ 上右 同上 １，卿
Ｊ１５‐２２１Ｊ２０１５／５ハ３ ■査 石川 ３‘９００ ２，９２５

関東磯油株式会社

　

町田山崎‐レギュラーガソリン

　

３０．２３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ２８ 上左 同上 １，９５０

Ｊ１５‐２２２ ２０１６／１／２９ ■査

　

石川 ３，２（め ２，棚 関東磯油株式会社

　

町田山崎

　

レ
ギュラーガソリン

　

３２，３２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐ｌ ２８ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　

「
同上 １，鯛

Ｊ１５‐２２３ ２０１６／２／２３ ■査 石川 ２，８！め ２，１３７
関東窯油株式会社

　

町田山崎

　

レ
ギュラーガソリン

　

２８．５０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ２９ 上左 同上 １，４２５

Ｊ１５‐２２４ ２０１６／３／２８ 欄竃 石川 ３，３９５ ２，５４１６
関東蜜油株式会社

　

町田山崎

　

レ
ギュラーガソリン

　

３３．２８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９－１ ２９ 上中 同上 １，６９７

Ｊ１５‐２２５ ２０１５／５／９ 欄査 木目田 ３，０７７ ２，３０７
■兄石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジールギュラー

　

２３．３１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐ｌ ３０ 上左 同上 １，５３８

Ｊ１５‐÷２２６ ２０１５／６／２ ■査木目田 ２，８５９ ２，１４１４
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

．２１．９９Ｌ
ガソリン代．・按分比７５９６ ９‐ｌ ３０ 上中

　　　　　　　　　　　

′ 同上 １，４２９

Ｊ１５‐２２７ ２０１５／７／２ 篇査木目田 ２，８８５ ２，１６３
■兄石油隣 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２１．３７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐，ｌ ３０ 上右 同上 １，４４１２

２０１５／７／３１ 欄査 木目田 ３，１５３ ２，３６４
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
聞セルフ忠生店 レギュラーガソ
リン

　

２４．０７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐ｌ ３０ 下横 同上 １，５７６

２０１５／９／２ 篇査 木目田 ２，７科 ２，０８８
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２３．０ＩＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ３１ 上左 同上 １，３９２

２０１５／ｌｏ／３ 扉査 木目田 ２，９８９ ２，２４１
一見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２３．９ＩＬ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ３１ 上中 同上 １，４９４

２０１５／ｌｏ／２８ ■査 木目田 ２，７９３ ２，０９４
鶴見石油隣 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジｒレギュラー

　

２２．３４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐ｌ ３１ 上右 同上

　　

－ １，３９６

２０１５／１１／１Ｉ 国査 木目田 ２，７５５ ２，０６６
鶴見石油隣 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２２．５８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐ｌ ３１ 下槙 同上 １，３７７

２０１５月１／３０ ■査 木目田 ２，３７７ １，７８２
鶴見石油開 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２０．６７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐ｌ ３２ 上左 同上 １，１８８

‐２３４２０１５月２／２７ ■査 木目田 ２，８３１ ２，１２３
ＥＮＥＯＳ

　

株式会社サンオータス松、
嵐台ＳＳ レギュラーガソリン
２４‐６２Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ９‐ｌ ３２ 上中
「

同上 １，４１５

２０１６ハハ４ ■査 木目田 １，８６３ １，３９７
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

１７．２５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐ｌ ３２ 上右 同上 １

　　

９３１

自民 燃料費３５５

　　　　　　　　

′



支出書
号 支出日 費目離員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

樋
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
番号
（‐甲） トＮｏ位置領収書以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
歳判所の総
定する違法
支出甑

　

ＪＩ！ト２３６ ２０１６／１／２２ 欄査木目田 ２，０３６ １，５２７
出光リテール販売隣プリテール高
瀬権店・出光ゼアム一９］５８Ｌ ガソリン代 按分羽ヒ７５９６

　

９

　

‐１ ３３ 上左 同上 １，０１８

Ｊ１５‐２３ ２０１２ハ５ ■査木目田 ２，１１４ １，５８５
鶴見石油開・町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２０．９３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９

　

‐１ ３３ 上中 同上 １，０５７

Ｊ１５‐２３８ ２０１６／３ハ６ 馴査木目田 ２，６２８ １，９７１
鶴見石油僻 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２４．３３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９－１ ３３ 上右 同上 １，３１４

Ｊ１５‐２３９ ２０１６／３／３０ 欄査 木目田 １，８３８ １，３７８
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

１７．０２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９

　

‐１ ３３ 下損 同上 ９１９

Ｊ１５‐２４０ ２０１５／４／７ ■査 いわせ ２，７２０ ２，卿
㈱高山商店

　

シェルガソリン
２０．α）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６

　

９

　

‐１ ３４ 上左 同上 １，３ｆめ

Ｊ１５‐２４１ ２０１５／４ハ５ 圃査 いわせ ２，鯛 １，９５０
有限会社阿部石油

　

クリエー
ション縁山ＳＳ

　

出光ゼアス
２０‐α）Ｌ

ガソリン代＼按分比７５９６

　

９‐１ ３４ 上中

　

ｆ

　　　　　　　　　　　　

二 同上 １，３〔力

Ｊ１５‐２４２ ２０１５／４／２２ ■査いわせ ５，卿 ３，７８０
株式会社札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多
摩ＳＳシナジーレギュラー
４０，０ＯＬ

ガソリン代

　

按分比７５％ ，

　

９

　

‐１ ３４ 上右

　　　　　　

Ｊ 同上 ２，５２０

Ｊ１ｉ５÷２４３ ２０１５／４／２７ ■査 いわせ ５，９コ“ ４，頓；Ｏ
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４３．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％

　

９

　

‐１ ３４ 下左

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
同上

　　　　　　

ィ ２，９６７

Ｊ１５‐２” ２０１５／５ハ８ 霞ま いわせ ２，７６０ ２，０７０
㈱高山商店

　

シェルガソリン
２０．０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６

　

９

　

‐．１ ３４ 下中 同上 １，３８０

Ｊ１５‐２４５ ２０１５／５／２５ ■竃 いわせ ２，醐 １，５（鳩
株式会社札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多
■ＳＳシナジーレギュラー１４」７１Ｌガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ３４ 下右 同上 ▲１，０００

Ｊ１５‐２４６ ２０１５／５／２８ 国査 いわせ ６，２６２ ４－６９６㈱高山商店

　

シェルガソリン
”．ＩＱＬ÷

ガソリン代

　

按分比７５％

　

９

　

‐１ ３５ 上左 同上 ３，１３１

Ｊだト２４７ ２０１５／６ハＯ ■査 いわせ ２，欄 ・

　　　

１，５（鳩
コスモ石油販売隣東京カンパニー
セルフピュア町田（小山町８３７－
７）レギュラーガソリン

　

１３．８９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

９‐１ ３５ 上中

　　　　　　　　　

「
同上 ′１，０（）Ｏ

Ｊ１５‐２４８ ２０１５／６／１３ 欄査 いわせ ２，醐 １，５｛鳩
株式会社札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多
摩ＳＳ．シナジーレギュラー
１４．２９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６

　

９－１ ３５ 上右

　　　　　　　　

、 同上 １，醐

Ｊ１５‐２４９ ２０１５／６／１７ 騨査 いわせ ７，６３２ ５，７２４
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５３．α）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ，９‐１ ３５ 下中 同上 ３，８１６

Ｊ１５‐２５０ ２０１５／７／３ ■査 いわせ ３，ＯＭ を２５０
三愛石油販売（株）ＯＳ桜美林学園
前ＳＳ

　

シナジ÷レギュラー
２１．７札

ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ３５ 下右 同上 １，馴

ＪＩ！ト２５１ ２０５／７／１Ｉ ■査 いわせ ２，７ＥＩＯ ２，０８５
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティアＤＤ鶴
川店 レギュラー２０．０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ３６ 上左 同上 １，３的

Ｊ１５‐２５２ ２０ｙ７ハキ ■査 いわせ ５，ー６１６ ４，２１２
㈱高山商店

　

シェルガソリン
３９．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ３６ 上中 同上 ２，８０８

Ｊ１５‐２５３ ２０５／７／２９ 圃査 いわせ ６，７５４ ‐５，０６５
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティアＤＤ鶴
川店 レギュラー

　

５

　

０．のＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ３６ 上右 同上 ３，３７７

２０５／／１２ ■査 いわせ ２，鋼 １，９８０株式会社ＥＮＥＯＳフロンティアＤＤ鶴
川店

　

レギュラー２０，００１‐
ガソリン代 按分比７５９６

　

９－１ ３６ 中左 同上 １：３２０

２０５／／２１ 鯛査 いわせ ２，鯛 １，９５０
株式会社酬ＥＯＳフロンティアＤＤ鶴
川店 レギュラーＪ也０ＯＬ ガソリン代 按分比７５９６

　

９－１ ３６ 下左

　　　　　　　

・ 同上 １，３（鳩

２０５／／２７ 圃査 いわせ ２，醐 １，馴 ㈱高山商店

　

シェルガソリン
１４．９３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％

　

９－１ ３６ 中 同上 １，醐
２５／／１ 鯛査 いわせ ３，醐 ２，２５０

中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２４‐７９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ３６ 中右 同上

　　　

，

　　　　　　

．－

　　　

．

　

・ １，５００

２０５／／１Ｏ ■査 いわせ ６，９９６ ５，２４７
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５３．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％

　

９‐１ ３７ 上左 同上 ３，４９８

２０５／／２７ 胃査 いわせ ２，５６０ １，９２０
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティアＤＤ■
川店 レギュラー

　

２０．０ＯＬ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ３７ 上中 同上 １，２８０

２０１／０／３ 欄査 いわせ ６，４６８ ４，Ｂ５１
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４９．α）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６

　

９‐１ ３７ 上右 同上 ３，２≦“

２０１／ｌ／２０ ■査 いわせ ６，２〔“ ４，６５３
隣高山商店

　

シェルガソリン
４７．以注

ガソリン代

　

按分比７５％

　

９

　

‐÷１ ３７ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼ノ′ 同上 ３，．１０２

２０１／１１／４ ■査 いわせ ６，３２１ ４，．７４１０
隣高山商店．シェルガソリン
４９．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ３７ 下中

　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 ３，ｌｆｉｏ

２０１／１１／ｎ 圃査 いわせ ３，１２３ ２，３４２
閥高山商店，シェルガソリン
２４二”）Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％

　

９‐１ ３８ 上中 同上 １，５６１

２０１／１１／２７ 鱗査 いわせ ５，綿 ４，１５８
闘高山商店

　

シェルガソリン
生ＬＰＯＬ ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ３８ 上左 同上 ２，７７２

２０１／，１２ハ３ 鱗査 いわせ ５，９４０ ４，４５５
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティアＤＤ鶴
川店 レギュラー

　

４９．９２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５９６

　

′ ９

　

‐１ ３７ 下右 同上

　　

．

　　　　　　　　　　

・ ２．９７０

Ｊ ２０６／１／８ 糞査‐いわせ ２，醐 １，５（Ｘ）
＼株式会社ＥＮＥＯＳフロンティアＤＤ鶴
川店．レギュラー

　

１８．３５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ３Ｂ 下中 同上 １，ＷＯ

宰２７，２０１ハハ３ ■査 いわせ ５，６００ ４，２（力
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５ＱＱＯＬ ガソリン代 按分比７５９６ １ ３８ 下左 同上 ２，８（鳩

２０／２／２ 餌査 いわせ ５，４８８ ４，１１６
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４９．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ 劉８ 上右

　　　　　　　　　　　　

′
同上 ２，７４“

２０１５／４／６ 欄査 麓田 ２，７７０ ２，０７７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２１．ｑＩＬ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ５３ 上左 同上

　　　　　　　　　　　　　　

′ １，３８５

Ｊ１５‐２７０ ２０１５／４／２３ ■査 藤田 ２，９７３ ２，２２９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２３．２３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

９

　

‐÷１ ′５３ 上中 同上 １，４８６

Ｊ１５‐２７１ ２０１５／５ハ９ ■査 薦田 ２，９８３ ２，２３７
出光リテ」ル販売㈱セルフ町田森
野ＳＳ出光ゼアス

　

２Ｚ７７Ｌ ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ５３ 上右 同上 ′１，４９１

Ｊ１５‐２７２ ２０１５／６／ｎ ■査 藤田 ２，９３３ ２，１９９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー２１．１ＯＬ

ガソリン代

　

按分比７５％ ←１ ５４ 上左 同上 １，４６６

Ｊ１５‐２７３ ２０１５／７／ｌ ■査 麓田 ３，１０４ ２，３２８
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー２２．３３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ５４ 上中 同上

　　　　　　　　　　

．－ １，５５２

Ｊ１５‐２７４ ２０１５／７／２０ ■査 薦田 ３，‐３（め ２，４７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ レギュラー

　

２３‐４１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐］ ５４ 上右 同上 １，６５０

Ｊ１５‐２７５ ２０１５／８／７ 霧査 麿田 ２，８５３ ２，１３９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木暫店

　

レ
ギュラー２２．１２Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ５５ 上左

　　　　　　　　

、 同上 １，４２６

Ｊ１５‐２７６ ２０１５／８／２６ 麓査 麓田 ２，７８７ ・

　　　

２，ｏｆｌｏ
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー２２．６６Ｌ

ガソリン代・按分比７５％ ９

　

‐１ ５５ 上中 同上 １，３９３

Ｊ１５‐２７７ ２０１５／ｌｏ／７‐国査 麓田 ３，４１１９ ２，６１６
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店・し・
ギユラー２８．１４Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ５５ 上右 同上 １，７４図

Ｊ１５‐２７８２０１５／ｌｏ／２３ ■査 薦田 ２，Ｂ３１ ２，１２３
酬ＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ：Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラーＺ２÷６５Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６

　

９‐１ ５６ 上左 同上

　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　

． １，４１５

Ｊ１５‐２７９２０１５月１／ｍ ■査 薦田 ２，６８３ ２，０１２
日ＩＥめＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー２２．５５Ｌ

ガソリ・ン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ５６ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ １，３４１

Ｊ１５‐÷２綿 ２０１５／１２／３ ■査 麓田 ２，名）７，

　　　

１，８０５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー２１．３０Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６

　

９‐１ ５６ 上右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

， １，２０３

ＪＩ～÷２８１２０１５／１２／３１ 欄査 藤田 ２，２７０ １，７０２
株式会社

　

Ｊ一Ｑｕｅｓｔ

　

Ｊ一○
ｕｅｓ町田ＳＳ

　

（小山ケ丘２ー２一
２０） レギュラー

　

２１．８３Ｌ
ガソリン代

　

按分比万％

　

９－１ ５７ 上左 同上 １，１３５

Ｊ１５‐２８２ ２０１６／１／１７ 欄査 藤田 ２，３２２ １，７４１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　　

・
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店’レ
ギュラー２２．１ＩＬ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ５７ 上中 同上

　　　

１，１６１

Ｊ１５‐２８３ ２０１６／２／４ ■査 藤田 ２，Ｚ６１ １，６９５
出光リテ｝ル販売観セルフ町田森
野ＳＳ出光ゼアス２２．３９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ５７ 上右 同上 １・，１３０

Ｊ１５１“ ２０１６／２／２７ ■査 藤田 １，醐 ７５０出光リテール販売㈱セルフ町田森
野ＳＳ出光ゼアス

　

１０‐仰Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １ ５８ 右 同上

　　　　　　　

・‐ ５｛め

１５‐２８５ ２０１６／３月ｌ 圃査 麓田 ３，０６８ ２，３０１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー２９．５０Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ５８ 左 同上 １，５３４

Ｊ１５÷２８６ ２０１５／４／１３ ■査 松岡 ３，醐 ２，２５０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラ．－

　

２３．６２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ５９ 上左

　　

．
同上 １，５（め

１５‐２８７ ２０１５／４／２７ ■査 松岡 ３，４１０ ２，５５７
日－ＥＰＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルワ町田木‐店

　

レ
ギュラー２６．０３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ５９ 上中

　　　　　　　

． 同上

　　　

．・ １，７０５

ＪＩＳ鯛 ２０１５／５／２１ 馴査 松岡 ３，醐 ２，２！め
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

Ｍ
土ルフ虫生店 レギュラー２２‐９ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ５９ 上右 同上 １，馴

２０１５／５／２９ 一審 松岡 ２，醐 １，５（め
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

１５．２７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５９６

　　

／ ９‐１

　

′
６０ 上左 同上 １，醐

２０１５／６／３ ■査 松岡ノ ３，醐 ２，２５０
株式会社ＥＮＥＯＳネット・Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ聖ヶ丘店 レギユラｒ

　

２２‐７３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ６０ 上中 同上

　

’ １．５（滑

２０１５／６ハ３ 欄査 松岡 ３，醐 ２，２５０
酬ＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２１．５８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ６０ 上右 同上 １，５凹

２０１５／６／２５ ■査 松岡 ３，５（力 ２，６２５
酬旧篤フロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２５．３６

　

Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ６１ 上左 同上 １，７卸

２０１５／７ハ３ 欄査 松岡 ３，５（力 ２，６２５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２５．９３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ６１ 上中 同上

　　　　　　　

－ １，７翁

２０１５／７ハ８ ■査 松岡 ３，棚 ２，２Ｅｉｏ
酬融５フロンティア東京第２

　

肋
セルフ忠生店 レギュラー
亙．７３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９－１ ６１ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 １，５（め

；；；Ｅｉ

Ｊ１５‐２７８

３５６



　　　　　　

－

　　

二

　

′」ニー士．＼

　　　

　　　　
　　

支出書
号 支‐出日 費目 議員名 支出金甑

原告らの主張
する違法支出

且・
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
書号
（甲） トＮｏ位置領収●以外｛

　　　

拠‐
関連塚

　　　　　

会派自民党の主張
裁判所の翌
定する違法
支出額

　

Ｊ１５‐２９５ ２０１５／７／２３ 鱗査 松岡 ２，７０６ ２，０２９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店‐レ
ギュラー

　

２０．６６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９‐１ ６２ 上左 同上 １，３５３

Ｊ１５‐２９６ ２０１５／７／２７ 欄査 松岡 ２，５（鳩 １，８７５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ‐
ギユラー

　

１９．０９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９

　

‐ｌ ６２ 上中

　　　　

じ斗ニメ

　　　　　　

．一‐ゐ－－１

　　　

ーｔＹｔ』上 １，２５０

Ｊ１５‐２９７ ２０１５／８／８ 圃査 松岡 ３，ＯＷ ２，２５０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２３，２６Ｌ
ガンリーン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ６２ 上右 同上 １，５｛滑

Ｊ１５‐２９８ ２０１５／Ｂ／１７ ■査 松岡 ２，７００ ２，０２５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｙｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２１．私３Ｌ
ガソリン代・按分比７５９６

　

９

　

‐１ ６３ 上左 同上 １，３５０

Ｊ１５‐２９９ ２０１５／８／２６ 欄査 松田 ２，８２０ ２，１１５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ‐Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２２，９３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９‐１ ６３ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４
同上

　　　

． １，４１０

Ｊ１５‐３（め ２０１５／９／７ 篇査 松岡 ２，ＯＣ町 １，馴
訊ＥＯＳフロンティブ東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

１６‐３９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

９‐１ ６３ 上右 同上 １，α）Ｏ

Ｊ１５‐３０１ ２０１５／９／１４ ■査 松岡 ３，醐 ２，２５０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２３，８１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ６４ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上 １，５００

Ｊ１５‐鋼）２ ２０１５／９／２５ 麟査 松岡 ２，醐 １，馴
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ，Ｄｒｉｖｅセルフ町田木－店

　

レ
ギュラー

　

１６．駅）Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ６４ 上中 同上 １，醐

Ｊ１５‐３０３ ２０１５／１０／３ 国賓 松岡 ３，１１０ ２，３３２
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ‐Ｄｒｉｖｅセルフ町田木１店．し
ギ１ラー

　

２５．０劉」
ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ６４ 上右 同上 １，５５５

Ｊ１５－３（“２０１５／ｌｏハＯ ■査 松岡 ２，醐 １，５００
ＥＮＥＯＳフロンテイア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田本‐店

　

レ
ギュラー

　

１６．３９１‐
ガソリン代 按分比７５９６ －

　

９－１ ６５ 上左 同上 １，α）Ｏ

Ｊ１５ｔ３０５２０１５月０／２１ ■査 松岡 ２，，０００ １，５節
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木１店

　

レ
ギュラー

　

１５．７５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

９‐１ ６５ 上中 同上

　　

， １，醐

Ｊ１５‐３（鳩 ２０１５／ｌｏ／３０ 韻査 松岡 ２，０００ １，則
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ‘Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

１６‐６７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １ ６５ 上右 同上 １，醐

Ｊ１５‐３０７２０１５／１１／１４ 調査 松岡 ３‘２（鳩 ２，棚
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー２６．Ｂ９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ６６ 上左 同上

　　　　　　　　　　　　　　　

、 １，杖）Ｏ

Ｊ１５‐３０８２０１５／１１／２８ 調査 松岡 ２，８（刈 ２，１００
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２４，３５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

９‐１ ６６ 上中 同上 １，棚

Ｊ１５‐３０９２０１５月２／２１ 欄査 松岡 ２，醐 １，網
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

１８．１８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１

　

＼６６ 上右 同上 １，醐

Ｊ１５‐３１０ ２０１６ハハＯ 鱗査 松岡 ３，鯛 ２，２５０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＤＤ
セルフ忠生店 レギュラー
２８．３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ６７ 上左 同上 １，５（滑

Ｊ１５‐３１１ ２０１６／１／２５ 圃査 松岡 ２，醐 １，５（鳩
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ「
ギユラー１９．６１Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６

　　

１

　

９－１ ６７ 上中 同上 １，醐

Ｊ１５‐３１２ ２０１６／２／６ 欄査 松岡 ２，醐 １，馴
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

１９．６１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９－１ ６７ 上右

　　　　　

◆
同上 １，醐

Ｊ１５‐３１３ ２０１６／２／２０ 霞査 松岡 ２，醐 ｆ，５（鳩
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店・レギュラー

　

１９．６１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ６８ 上左

　　

ｒ 同上 １，醐

Ｊ１５‐３１４ ２０１５／４ハ０ 圃査 佐薦 ６，傘１６ ４，↓８３４
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田（小山町８３７‐
７）オーバス

　

スーパーマグナム
瓦距１

ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ２２ 上左

　

′
同上

　　　　　　　　　

， ３，２２３

Ｊ１５‐３１５

　

・ ２０１５／４／２７ ■査 佐薦 ６，３１６ －

　

４，７３７
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４

　

４．４８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ２２ 上中 同上 ３，１５８

Ｊ痔÷３１６ ２０１５／５／８ 麟査 佐藤 ４，１５９ ３，１１９
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

２９．９２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

９‐１ ２２ 上右 同上 ２，０７９

Ｊ篤‐３１７ ２０１５／５／２２ 国査 佐麓 ６，５５１ ４，９１３
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム４５‐８１Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ２２ 下左 同上 ３，２７５

Ｊ１５‐３１８ ２０１５／６／ｍ ■査 佐薦 ６，８６５ ５，１幅
コスモ石油販売観東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム・４４．２９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ２３ 上左 同上 ３，４３２

Ｊ１５‐３１９ ２０１５／６月８ 桝査 佐慶 ５，４９３ ４，１１９
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

３７，６２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐，
′

２３ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
同上

　　

．・

　　　　　　　　　　　　　　

， ２，７４６

Ｊ１５－３２０ ２０１５／７月 圃査 佐藤 ６，収）５ ４，８０３
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４３‐８７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９‐１ ２３ 上右 同上 ３，２０２

Ｊ１５‐３２１ ２０１５／７ハ２ 閥査 佐麓 ５，３２９ ３‘９９６
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

３６．７５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６

　

９‐１ ２３ 下左 同上

　　　　　　　　

＼ ２，６（ｉ４

Ｊ１５‐３２２ ２０１５／８／１５ 贋査 佐藤 ６，３Ｂ６ ４，７８９
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４亀６１Ｌ
ガソーリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ２４ 上中 同上 ３，１９３

Ｊ１５‐３２３ ２０１５／８／２８ 鱗査 佐藤 ６，５３４ ４，９Ｍ
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４Ｂ．４０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

９‐１ ２４ 上右

　　　　　　　　　　　　　

・
同上 ３，２６７

Ｊ１５‐３２４ ２０１５／９月ｌ 鯖査 佐藤 ６，５３９ ４，９（“
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４７．０４Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９

　

‐１ ２４ 下左 同上 ３，２６９

Ｊ１５‐３２５ ２０１５／９／２４ 欄査 佐廉 ６，４４１５ ４，８３３
コスモ石油販売鱗東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４７．３９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

‐１ ２４ 下中 同上

　　　　　　

′ ３，２２２

Ｊ１５‐３２６ ２０１５月０／７ ■査 佐嵐 ５，８３２ ４，３７４
コスモｒ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４

　

４．５２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ２４ 下右 同上 ２，９１６

Ｊ１５‐３２７２０１５月０／１７ 調査 佐藤 ６，１０８ ４，５８１
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　　

４６．２７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ２５ 上左 同上 ３，０！“
「

　

，
Ｊ１５‐３２８２０１５／ｌｏ／２６ ー査 佐麓 ５，６６７ ４，２５０

コスモ石油販売鰯東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　　

４２．６１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ” ２５ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

， ２，８３３

Ｊ１５‐３２９ ２０１５月１／６ 騨査 佐藤 ５，７９２ ４，３４４
コスモ石油販売隣東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーパス
スーパーマグナム

　

４３．８８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ２５ 土右 同上 ２，８９６

Ｊ１５‐３３０２０１５／１１／” 国査 佐麓 ６，１０５ ４，５７８
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４５‐９ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ２５ 下左 同上

　　　　　　　

． ３，０５２

Ｊ１５‐３３１２０１５月１／３０ 国賓 佐薦 ５，５５５ ４，１６６
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム．４

　

４．０９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ２５ 下中 同上

　　　　　　　　　　　

， ２，７７７

Ｊ１５‐３３２ ２０１５／１２／７ ■査 佐薦 ３，５一１Ｏ ２，６５５
コスモ石油転売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スキバーマグナム

　

２８‐３２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ２５ 下右 同上 １，７７０

Ｊ１５‐３３３２０１５／１２／２０ ■査 佐薦 ４，４６８ ３，３５１
コスモ石油販売隣東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

３７．２３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９－１ ２６ 上左 同上 ２，２３４

Ｊ１５‐３３４ ２０１５／４／３ 欄査 市川 ６，２（刈 ４，６５０
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

藁師
ＳＳ

　

４５‐５９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

ｒｌ ３９ 上左 同上 ３，１００

Ｊ１５‐３３５ ２０１５月／２２ 圃査 市川 ６，１〔ぬ ４，５７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
Ｓ堂纏．５２Ｌ

　　　　　　　　　　

」ガソリン代

　

ｒ按分比７５％ ９－１ ３９ 上中 同上

　　　　

，

　　

．‐ ３，０５０

Ｊ１５‐３３６ ２０１５／５／６ 譲査 市川 ５，醐 ３，７５０
中央石油販売閥セルフ金井
３８．７６Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９－１ ３９ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 ２，馴
Ｊ１５‐３３７ ２０１５／６／２２ ■査 市川 ６，６｛刈 ４，９５０

ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

４５．８３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ４０ 上右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　

、 ３，３（め

Ｊ１５‐３３８ ２０１５／７ハ３ ■査 市川 ３，醐 ２，２鱒
ＥＮＥＯＳフロンティア東京代２肋町
田小川店

　

２１‐駅）Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５９６・ ９‐１ ４１ 上中 同上 １，５（刀

Ｊ１５‐３３９ ２０１５／７／２２ ■査 市川 ５，醐 ３，７５０
出光リテール販売㈱

　

読めず
廻鎚 ガソリン代 按分比７５９６ ９－１ ４１ 上左 同上 ２，則

Ｊ１５‐３４０ ２０１５／８／１ ■査 市川 ６，５１０ ４，８８２
ＥＮＥＯＳ有限会社萩生田石油
４６．５０Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １ ４１ 上右

　　

：同上 ３，２５５

Ｊ１５‐３４１ ２０１５／８ハ８ ー査 市川 ４，１１０ ３，０８２
ＥＮＥＯＳ・有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

３０．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ４２ 上左 同上 ２，０５５

Ｊ１５‐３４１２ ２０１５／８／２８ ■査 市川 ６，１００ ４，５７５
駅ＥＯＳ有限会社石板石油

　

薬師
ＳＳ

　

４５．５２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ４２ 上中 同上 ３，０５０

Ｊ１５－１３２０１５／１０／２２ 翼査 市川 ６，ＯＭ ４，５Ｍ
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

薬師
ＳＳ

　

４６．８ＢＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ４４ 上左 同上 ３，ｏｍ

Ｊ１５‐３４４ ２０１５／１１／８ ■査 市川 ５，４１４ ４，０綿
中央石油販売閥山崎団地ＳＳ
４６．２７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ” 上中 同上 ２，７０７

Ｊ１５‐３４１５２０１５／１１／２５ ■査 市川 ６，２５１ ４，６８８
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

薬師
ＳＳ

　

４９．６１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９

　

ＴＩ ４４ 上右

　　　　　　　　　

′ 同上 ３，１２５

自民 燃料費３５７



支誓書 支出日 費目 離員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

樋
’

　　

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
書号
（甲） トＮｏ位置領収事以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
畿判所の埋
定する違法
支出頓

Ｊ１５‐３４６２０１５／１２／２１・ｉｉ 市 ５，５９７ ４，１９７
中央石油販売閥山崎団地ＳＳ
５０‐４２Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ４５ 上左 同上 ２，７９８

Ｊ１５‐３４７２０１５／１２／２８ 顕査 市 ２，４９６ １，８７２
ＳＵ副ＹＯ高木商店

　

ライフモア
町田ＳＳ

　

Ｉ９．５０Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９－１ ４５ 上中 同上 １，２４１８

ＪＩ…ト３‘１８ ２０１６ハハ３ 圃査 市 ５，３（鳩 ３，９７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

藁師
ＳＳ

　

４５．６９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９‐１ ４５ 上右 同上

　　　

，

　　

２，６５０

Ｊ１５‐３４９ ２０１６月／２９ ■査 市 １，醐 ７卸 中央石油販売㈱山崎団地ＳＳ
９．駅）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １ ４６ 上左 同上 ５（刃

Ｊ１５‐３鱒 ２０１６／２／２ 麟査 市 ５，２（刃 ３，醐
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

４６，４３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ９－・１ ４６ 上中 同上

　　　　

′ ２，醐

Ｊ１５‐３５１ ２０１６／２／２２ ■査 市 ５，１００ ３，８２５
ＥＮＥＯＳ有限会社 …見えず金額
のみ見える ガソリン代

　

按分比７５％ ，
「
４６ 上右 同上 ２，５５０

Ｊ１５‐３５２ ２０１３ハ３ 調査 市 ３，醐 ２，２！め
中央石油販売開山崎団地ＳＳ
趣．望社

ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ４７ 左

　　

＼ 同上

　　

′

　　　　　

・

　

＼ １，５（刃

Ｊ１５‐３５３ ２０１６／３／２２ 譲査 市 ４，醐 ３，６７５
ＥＮＥＯＳ有限会社石医石油

　

薬師
ＳＳ．

　

４３．７５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ９‐１ ４７ 右 同上 ２，柳
３１込，３１３合計額

　　　

．

　　　　　　

５７７，８６２

Ｊ１６‐２２０ ２０１６／４／６ 鯛査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１

　　

、

　　　　

、

ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ，Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

１８．１８Ｌ

不自然な給油状況
・連日給油（Ｊ１６‐２２１）
．松岡職員の平成２８年度のガソリン
代の支出について全体として、信悪性に欠ける（以下Ｊ１６－２６７まで同じ）

ｌｏ‐ｌ

　

２５ 上左

原告の指摘事項から、給油について、客観的
に不自然である点が顕出されていない。尚、
使途基準においては燃料費は一人当たり年額
１２万円以内とされており‐これは政務活動
等以外の活動を目的とした燃料費の支出を排
除するために被けられた上限規制である。
原告は、ガソリンの種類や給油頻度について
指摘しているが，これは複数台の車両を使用
していれば起こりうるところ、複数，台車両の
使用は使途韮準上問題にならない。
そのため、原告の主張は使途基準違反を推匿
させるものではないＡ

９９５

Ｊ１６２１ ２０１６／４／７ 騨査 松岡

　　

２，４８９ ２，４８９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセル，フ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２２．７３Ｌ
不自然な給油状況
・連日給油（ＪＩト２２０） ｌｏ－Ｉ

　

２４ 上左 以下、記載があるまで同上。 １，２一“

Ｊ１６‐２２２ ２０１６／４月Ｏ ■査 松岡

　　

２，６６８

　　　　

２，６６８
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２４．３６Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６２１から中２日後の給油 ｌｏ‐Ｉ

　

２４ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 １，３３４

Ｊ１６‐２２３ ２０１６／４ハ８ 覇査 松岡

　　

２，４Ｂ９

　　　　

２，４８９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２

　

２，７３Ｌ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） ｌｏ‐Ｉ

　

２５ 上中

　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　

ｒ

　　　

１ １，２４４

Ｊ１６‐２２４ ２０１６／４／２５ ■査 松岡 ２，９３７

　　　　

２，９３７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

２７．８３Ｌ
不自然な給油状況
・中１日独のＪ１６‐２２５でも給油 ｌｏ‐Ｉ

　

２４ 上右

　　　

、 １，４６８

Ｊ１６‐２２５ ２０１６／４／２７ ■査 松岡

　　

２，８６７

　　　　

２，８６７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

Ｄ

　

Ｄ
セルフ忠生店 レギュラー
２５．４９Ｌ

不自然な給油状況
・ＪＩ伊２２４から中１日での給油 ｌｏ‐Ｉ

　

２６ 上左

　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　

・ ／

　　

１，４３３

Ｊ１６‐２２６ ２０１６／５ハＯ ■査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

ＩＢ‐６９Ｌ
不自然な給油状況
・連日給油Ｊ１６‐２２７ ｌｏｆｌ

　

２６ 上中
＼

　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ９９５

Ｊ１６‐２２７ ２０１６／５／ｎ ■査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

Ｄ

　

Ｄ
セルフ忠生店

　

レギュラ」ｒ，
１７．７０Ｌ

不自然な給油状況
・連日給油Ｊ１６‐２２６ ｌｏ‐Ｉ

」
２５ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　

二

　

・

　　　　　　　　

，

　

′ ９９５

Ｊ１６‐２２８ ２０１６／５／２１ 欄査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラ」１Ｔ８．１８Ｌ

不自然な給油状況
・中１日後のＪ１６‐２２９でも給油 ｌｏ－Ｉ

　

２６ 上右

　　　

‐
９９５

Ｊ１６‐２２９ ２０１６／５／２３ ー査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

Ｄ

　

Ｄ
セルフ忠生店 レギュラー
１８－ＩＢＬ

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２２８から中１日の給油 ｌｏ‐ｌ

　

２８ｒ上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
９９５

Ｊ１６‐２３０ ２０１６／５／２７ ー査 松岡

　　

１，獣）２

　　　　

１，９０２
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１７．０５Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２２９から中３日後の給油 ｌｏ‐Ｉ

　

２７ 上左

　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ ９５１

Ｊ１６‐２３１ ２０１６／６／４ 欄査 松岡

　　

２，４８９

　　　　

２，４８９
ＥＮＥＯＳフロンティ，ア東京第２Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２１，３７Ｌ
不自然な給油状況
・中２日後のＪ１６‐２３２でも給油 ｌｏ‐Ｉ

　

２７ 上中

　　　　　

ノ
１，２”

Ｊ夢‐２３２ ２０１６／６／７ 贋査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

１７．０９Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６２３↑から中２日後の給油 １０「Ｉ

　

２８ 上中

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　

，
９９５

Ｊ１６‐２３３・
２０１６／６／１５ 譲査 松岡 １，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

聞
セルフ忠生店 レギュラー
１６．８１Ｌ

　

、
不自然な給油状況
・中５日後のＪ１６‐２３４でも給油 ｌｏ‐ｌ

　

２８ 上右 ９９５

Ｊ１６‐２３４ ２０１６／６／２１ 桝査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒ，ｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１７．３９Ｌ
不自然な給油状況
・中３日後のＪ１６‐２３５でも給油 １０」ｌ

　

２７ 上右 ９９５

Ｊ１６‐２３５ ２０１６／６／２５ 調査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１７‐７０Ｌ
不自然な給油状況

　

．
・Ｊ１６‐２３４から中３日で給油

ｌｏ－ｌ

　

２９ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ９９５

Ｊ１６‐２３６ ２０１６／７／５ 欄査 松岡 １，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー１７．８６Ｌ

不自然な給油状況
・連日給油（Ｊ１６‐２３７） ｌｏ－ｌ

　

３０ 上左

　　　　　　　　　

′ ９９５

Ｊ１６‐２３７ ２０１６／７／６ 国王 松岡，

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１７，８６Ｌ

不自然な給油状況

・Ｊ１６‐２３６の翌日給油
ｌｏ‐Ｉ

　

２９ 上中 ノ

　　　

，

　　　　　　

↑ ．

　　

９９５

Ｊ１６‐２３８ ２０１６／７ハ８ 繍査 松岡

　　

１，９９１

　

′

　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

ＩＢ．０２Ｌ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） １０－ｌ

　

２９ 上右 ９９５

Ｊ１６‐２３９ ２０１６力／２５ 顕査 松岡

　　

２，９８７

　　　　

２，９８７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

肋
セルフ忠生店

　

レギュラー
２７．２７Ｌ

不自然な給油状況

・中４日鐘のＪ１６‐２４０でも給油
ｌｏ‐１

‐

　

３０ 土中

　　

１
１，４９３

Ｊ１６－２｛１Ｏ ２０１６／７／３０ ■査 松岡

　　

１，９９１ １，Ｑ９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

聞
セルフ忠生店 レギュラー
ＩＢ．１８Ｌ

不自然な給油状況

・Ｊ１６－２３９から中４日で給油
１０－ｌ

　

３１ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ ９９５

Ｊ１６４１ ２０１６／８／ｍ 圃査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１８．１８Ｌ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） １０‐ｌ

　

３１ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
９９５

Ｊ１６‐２４２ ／８／１９ ■査 松岡 １，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１８，ＩＢＬ
不自然な給油状況

　

（松岡髄員） ｌｏ－ｌ

　

３１ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ９９５

Ｊ１６‐２４３ ／８／２９ ■査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖａセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１７‐７０Ｌ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） １０－ｌ

　

３２ 上左 ９９５

Ｊ１６‐２４４ ／９／ｍ ■査 松岡

　　

２，６９８

　　　　

２，６９８
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２３．３６Ｌ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） １０‐ｌ

　

３２ 上中 １，３４９

Ｊ１６－２特 ／９／１９ 欄査 松岡

　　

２，９８７

　　　　

２，９８７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

Ｄ

　

Ｄ
セルフ忠生店 レギュラー
２６．３２Ｌポイント分控除

不自然な給油状況

　

（松岡議員） １０－ｌ

　

３２ 上右 １，４９３

Ｊ１６÷２４１６ ／ｌｏ／４ ■査 松岡

　　

２，９１７

　　　　

２，９１７
ＥＮＥＱＳフロンティア東京第２

　

Ｄ

　

Ｄ
セルフ忠生店 レギュラー
２６．ｌｆｉＬ

不自然な給油状況
・中４日後のＪ１６‐２４７でも給油 １０－ｌ ３３

　

．
上左 １，４５８

Ｊ１６‐２４７ ／ｌｏ／９ 欄査 松岡

　　

２，９８７

　　　　

２，９８７
ＥＮＥＯＳフ，ロンティア東京第２

　

聞
セルフ忠生店 レギュラー
２６．５５Ｌ

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２４６から中４日で蛤油 ｌｏ－ｌ ３３

　

一
上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ １，４９３

Ｊ１６‐２一閃 ／ｌ２５ ■査 松岡

　　

２，秋）Ｉ

　　　　

２，臥）Ｉ
出光リテール販売閥セルフ町田森
野ＳＳ出光ゼアス

　

２１．３２Ｌ
不自然な給油状況
・中５日後のＪＩ←２４９でも給油

　　　

ｌｏ‐ｌ

　

３３ 上右 ３（刈

Ｊ１６‐２４９ ／ｌｏ／３１ ■査 松岡

　　

３，０１６

　　　　

３，０１６
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｙｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２５．２５Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２４８から中５日で給油 ０ーｌ ３

　

４ 上左 ５０８

Ｊ１６‐２５０ ／１１／” ■査 松岡

　　

２，８３７

　　　　

２，８３７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木１店

　　

レ
ギュラー

　

２４．５７Ｌ
不自然な給油状況
・中４日のＪ１６‐２５１でも給油 １０一Ｉ ３

　

４ 上中 ４１８

Ｊ１６÷２５１ ／１１月９ ■査 松岡

　　

２，９４７ ２，９４７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２５．５２Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２５０から中４日で給油 １０－ｌ ３

　

４ 上右 ４７３

Ｊ１６‐２５２ ／１２／２ 鱗査 松岡Ｌ

　　

２，９８７

　　　　

２，９８７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー÷ａ６．３２Ｌ

不自然な給油状況

　

（松岡議員） １０－ｌ

　

３５ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ４９３

Ｊ１６÷２５３ ／１２／１６ 国査 松岡

　　

３，２４５

　　　　

３，２４５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２６．５０Ｌ
不自然な給油状況
・中２日後のＪ１６‐２５４でも給油 １０‐ｌ

　

３５ 上中

　

′
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

６２２

Ｊ１６‐２５４ ハ２ハ９ 鯛査 松岡

　　

２，９８７

　　　　

２，９８７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラーユ＆３９Ｌ

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２５３から中２日で給油ミ連日給
油Ｊ１６‐２５５

１０－ｌ

　

３５ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　

、 ４９３

Ｊ１６‐２５５ ／１２／２０ ■査 松岡

　　

２，９８７

　　　　

２，９８７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２４．３９１‐
不自然な給油状況
・連日給油Ｊ１６－２５５ １０－Ｉ

一
３６ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
４９３

Ｊ１６‐２５６ ／１２／３０ 欄査 松岡

　　

１，９９１

　　　　

１，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店・

　

レ
ギュラー

　

１６，１３Ｌ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） １０－ｌ

　

３６ 上中 ９９５

Ｊ１６‐２５７ ２０１７／１／６ ■査 松岡

　　

１，９９１ １，９９１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１６．１３Ｌ
不自然な給油状況

　

（松岡鋒員） １０－ｌ

　

３６ 上右 ９９５

・
；；：一

三」

１１ １
．ｉ

自民 燃料費３５８



ｔ

　　　　　　

ｔ

支出書
号 支出日 費目糞員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情、
鉦拠
番号
（甲） トＮｏ位置領収事以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
嫌判所の総
定する違法
支出甑

Ｊ１６‐２５８ ２０１７ハハ３ ■査 松岡

　　

３，０８６
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２４．６０Ｌ
不自然な給油状況

　

（松岡議員） １０‐ｌ

　

３７ 上左

　　　

，
／ １，閑

Ｊ１６‐２５９ ２０１７月／２５ ■査 松岡
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２４．５９Ｌ
不自然な給油状況
・中２日機のＪ１６‐２６０でも給油 ｌｏ－－ｌ

　

３７ 上中 １，４９３

ＪＩ←２６０ ２０１７／１／２８ ー査 松岡
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

１６－・３９Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６－２５９から中２日で給油 １０‐Ｉ

　

３７ 上右 ９９５

Ｊ１６‐２６１ ２０１７／２／Ｂ 圃査 松岡
ＥＮＥＯＳフ１ロンテイア東京第２
Ｄｒ，Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２５．以）Ｌ
不自然な蛤油状況
・中１日後のＪ１６‐２６２でも給油 １０‐ｌ 上左

　　

，
′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　

， １，４９３

Ｊ１６‐２６２ ２０１７／２／ｍ ■査 松岡
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２５，駅）Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２６１から中‐１日で給油 ．

１０‐Ｉ 上中 １，４９３

Ｊ１６‐２６３ ２０１７／２／２４ 欄査 松岡
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ，Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

．レ
ギュラー２４．７５Ｌ

不自然な給油状況
・中１日独のＪ１６‐２６４で給油 １０‐Ｉ 上右 １，４７８

Ｊ１６‐２６４ ２０１７／２／２６ ■査 松岡 ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

節，
セルフ忠生店 レギュラーゴ乙坐７９Ｌ

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２６３から中１日で給油 １０‐Ｉ 上左 １，４９３

Ｊ１６‐２６５ ２０１７／３／ｌｏ ー査 松岡 ７
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

レ
ギュラー

　

２３．ＢＩＬ
不自然な給油状況
・中３日後のＪ１６６６でも給油 １０‐ｌ 上中 １，４９３

Ｊ１６‐２６６ ２０１７／３／１４ 欄査 松岡 ７ 」’′丁
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

聞
セルフ忠生店 レギュラー
２３．８１Ｌ

不自然な蛤油状況
・Ｊ１６‐２６５から中３日で給油 ０‐Ｉ 上右 １，４９３

Ｊ１６‐２６７ ２０１７／３ハ８ 轟査 松岡 ’′
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

聞
セルフ忠生店 レギュラー
２７．０ＯＬ

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２６６から中３日後に給油 １０‐Ｉ ４

　

０ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． １，６９３

Ｊ１６‐２６８ ２０１６／５／２４ 糞査 市 １，醐

　　

１，棚
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラー

　

９．１７Ｌ
不自然な給油状況
・連日給油（Ｊ１６－２６９） １０‐Ｉ ６５ 上中 馴

Ｊ１６‐２６９ ２０１６／５／２５ 鯛査 市

　　

４，８７８ ４，８７８
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳレギュラー

　

４１．ｒ５３Ｌ

　

Ｏ９時
５９分給油

不自然な給油状況
・連日給油（Ｊ１６‐２６８） １０‐Ｉ

　

５６ 上左 ２，４３９

Ｊ１６‐２７０ ２０１６／１０／４ ー査 市

　　　

９９６

　　　　　　

９９６ＥＮＥＯＳ 萩生田石油・鶴川ＳＳレ
ギュラー８．２０Ｌ

不自然な給油状況
・中１日種のＪ１６‐２７１でも給油 ｌｏ‐Ｉ

　

５９ 上右 ４９８

Ｊ１６‐２７１ ２０１６／ｌｏ／６ 調査 市

　　

５，０７７ ５，０７７
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油薬師ＳＳ
レギュラー４１．４６Ｌ

不自然な給油状況
・Ｊ１６÷２７０から中１日で給油 ｌｏ‐Ｉ ６

　

０ 上左 ・２，５３８

Ｊ１６‐２７２ ２０１６ハｏハ９ ■査 市

　　

１，１７０ １，１７０
中央石油販売㈱ 学園金井ＳＳ

　

シ
ナジーレギュラー

　

１０．０

　

ＯＬ
翌々 日にも給油

不自然な給油状況
・中１日櫨のＪ１６‐２７３でも給油 ｌｏ‐ｌ ６

　

０ 上中 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
５８５

Ｊ１６‐２７３ ２０１６／ｍ／２１ ■査 市

　　

１，１７０

　　　　

１，１７０
エムシーオイル０閑山崎団地営業所
シナジーレギュラー１０．０

　

ＯＬ
不自然な給油状況
・Ｊ１６‐÷２７２から中１日で給油

　

’／ ０‐ＩＬ

　

６

　

０ 上右

　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ５８５

Ｊ１６‐２７４
一

２０１６月１／２６ ■査 市

　　

１，０３１

　　　　

１，０３１
エムシーオイル“開山崎団地営業所
シナジーレギュラー

　

９．１２Ｌ
翌々 日にも給油

不自然な給油状況
・中１日役のＪ１６‐２７５でも給油 １０‐ｌ

　

６１ 上右 ５１５

Ｊ１６‐２７５ ２０１６／１１／２８ ■査 市

　　

１，９５７

　　　　　

１，９５７
株式会社Ｊ－Ｑｕ８６ｔＪ－Ｑｕａ６ｔ町田
ＳＳレギュラー

　

１７．３９Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２７４から中１日で給油 １０‐Ｉ

　

６２ 上左 ９７８

Ｊ１６‐２７６ ２０１７ハハ２ ■査 佐簾

　　

３，３７４ ３，３７４
コスモ石油販売閥南関東カンパ
ニーセルフピュア町田

　

レギュ
ラーガソリン

　

２６，７ＢＬ

不自然な給油状況
・ガソリンの種類が違う（佐高議員
の給油のガソリンはそのほとんどが
ハイオクガソリンであるが、これは
レギュラーガン．リンとなっている－）

；，‐，

′

４ 下中

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

．

１，６８７

Ｊ１６‐２７７ ２０１６／７／３■査いわせ

　

３，醐

　　　

３，ＭＯ
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

ガソリン代
２５，６４１Ｌ

不自然な給油状況
・中３日後のＪ１６‐２７８でも給油 １０‐Ｉ

　

１７ 上左

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘ １，馴

Ｊ炉‐２７８

：
２０１６／７／７鱈査 いわせ ４，４８７ ４，４８７

隣高山商店

　

ガソリン代

　

３８・０ＯＬ
ＰＯＮＴ^カード提示

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２７７から中３日で蛤油
・支払状況の違い（いわせ議員の高
山商店町田における給油は各種の支
払法が混在している。全１６回のう
ち、ＰＯＮＴ^カードを提示したもの６
回、同カードを提示しなかったもの９
回ゞ クレジットカードで支払ったも
の１回となっている。同ースタンドで
の給油で、ｍｍ^カード提示と不提示
が混在するのは極めて不自然であ
り、第三者による給油を推測させ
る・・・百））

ｌｏ‐Ｉ

　

１７ 下左

同上。ぼんたカードについては、スタンドの
従業員に提示を求められた際であって、簡単
に提出できる状況であれば提出していた。ス
タンドの従業員において声掛けを行ったり行
わなかったりすることはご〈自然に起こるこ
とであり、何らの違法な外形の主張とは言え
ない。この点以外に外形的事実の主張はな

２，２４３

Ｊ１６‐２７９ ２０１６／９／１７馴査 いわせ

　

２，醐

　　　　　

２，０００
株式会社カイトＤｒ．Ｄｒｉｖｅ相原店
給油量１６，１８１Ｌ

不自然な給油状況
・中１日後のＪ１６‐２８０でも姶油 １０一Ｉ１４ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ
１，ＭＯ

Ｊ１６‐２８０ ２０１６／９月９調査 いわせ

　

２，醐

　　　

２，ＯＭ コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

．１６，９５Ｌ
不自然な給油状況
・Ｊ１６７９から中１日で給油 ｌｏ－Ｉ′

　

Ｔ４ 上中 １，醐

Ｊ１６‐２８１ ２０１６／９／２２圃査 いわせ

　　

４，５２９

　　　　

４，５２９
ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川１叩鶴川
店３９．９ＩＬ

　

Ｔカード提示

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２８０から中２日で給油
・支払状況の違い（いわせ鏡員の
ＥＮＥＯＳにおける給油は、Ｔカードを提
示したものとしていないものが混在
している。全１１回の給油のうち、Ｔ
カードを提示したものが５回、同
カードを提示しなかったものが６回あ
る。提示と不提示の混在は第三者に
よる給油香椎瀞させる…⑦）

１０‐ｌ

　

１４ 下中，

　　　　　　　　

／／

　　

、

，

２，２１“

Ｊ１６‐２８２ ２０１６／１０／３胃査 いわせ

　

２，ＭＯ

　　

２，醐ｒ
札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多庫ＳＳ
１７．７０Ｌ

不自然な給油状況
・中２日でＪ１６‐２８３でも給油 １０－Ｉ

　

１３ 上右

　　　

、

　　　　　　　　

． ‐１，０（｝Ｏ

Ｊ１６‐２８３ ２０１６／ｌｏ／６轟査 いわせ ４，１６５

　　　　

４，１６５
㈱高山商店

　

３５．０ＯＬ

　

給油
ＰＯＮＴ^カード不提示

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２８２から中２日で給油
・支払状況の１ルー、（⑦）

１０‐ｌ

　

１３ 上左 ２，ＯＢ２

Ｊ１６‐２８４ ２０１７／１／２８■蓋 いわせ

　　

１，２６０

　　　　　

１，２１綿奈良北ＳＳ㈲阿部石油

　

１０．０ＯＬ
不自然な給油状況
・遠方（横浜市青葉区内）での姶油
・中１日独のＪ１６‐２８５でも給油

ｌｏ‐Ｉ

　

２３ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 ６３０

Ｊ１６‐２８５ ２０１７／１／３０■査 いわせ

　

３，醐

　　　

３，醐
コスモ石油販売橋間面東カンパ
ニーセルフピュア町田

　

２４．７９Ｌ
給油

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２鋭から中１日で給油 ｌｏ‐Ｉ

　

２３ 上中

　　　　　　　

＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ １，５〔め

　

ノ
Ｊ１６‐２８６ ２０１７／２ハ３胃査 いわせ

　

２，醐

　　　

２，ＯＭ
ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川１α）鶴
川店

　

１６．１３Ｌ

　

Ｔカード不提示
不自然な給油状況
・中２日後のＪ１６‐２８７でも給油
・支払状況の違い（⑦）

ｌｏ‐Ｉ

　

２３ 下中

　　　　　

１
１，醐

Ｊ１６‐２８７ ２０１７／２ハ６篇査 いわせ

　　

５，５１９ ５，５１９
㈱高山商店

　

４

　

４．５０Ｌ

　

給油
円）旧^力，ード提示

不自然な給油状況
・Ｊ１６‐２８６から中２日で給油
・支払状況の違い（①）

１０－ｌ

　

２２ 上左 ２，７５９

Ｊ１６－２８８ ２０１６／７ハ５ 鵬査 渡辺

　　

６，５０１

　

、

　　

６，叔］Ｉ
中央石油（株）セルフ金井
５５．０９Ｌハイオクガソリン（キグ
ナスアルファー１００）

不自然な給油状況
：ガソリンの遠い（渡辺議員は２３件
の給油をしているが、そのほとんど
がレギュラーガソリンである。とこ
ろが、５件だけがハイオクガソリンとなっている…⑨）

ｌｏ‐Ｉ

　

４２ 上中 給油した燃料の指摘にとどまり、何らの違法
性を基礎づける外形的事実ではない。

３，２５０

Ｊ１６‐２８９ ２０１６／７／２１ ■査 渡辺

　

２，醐

　　　

２，醐
中央石油（株）セルフ金井１６．ＢＩＬ
ハイオクガソリン（キグナスアル
ファー１００）

不自然な給油状況
・ガソリンの違い（③） １０‐ｌ ４２ 上右 １，醐

Ｊ１６‐２…沌 ２０１６／８／７ ■査 渡辺

　　

２，６８０

　　　　

２，６８０
中央石油（株）セルフ金井
２２．１５Ｌハイオクガソリン（キグ
ナスアノレフアー１｛ぬ）

不自然な給油状況
・ガソリンの違い（③） １０‐Ｉ

　

４２ 下左 １，３４ＬＯ

Ｊ１６‐２９１ ２０１６／８ハＢ 馴査 渡辺

　　

５，９７０

　　

」

　　　　

５，９７０
中央石油（株）セルフ金井
５０．５９Ｌハイオクガソリン（キグ
ナスアルファー１００）

不自然な給油状況
・ガソリンの違い（③） ｌｏ‐ｌ ４２‐下中 ２，９８５

Ｊ１６‐２９２ ２０１７／３／３１ 馴査 葦辺

　　

６，６１２

　　　　

６，６１２
中央石油（株）セルフ金井
５０．０９Ｌハイオクガソリン（キグ
ナスアルファー１｛刈）

不自然な給油状況
・ガソリンの違い（③） ｌｏ」Ｉ

　

４５ 上中

　　　　　　

、 ３，３０６

Ｊ１６‐２９３ ２０１６／４／９ 鋪査 佐薦

　　

５ゞ５８５ ４，１８８
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

みえず
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ２ 上左 ・２，７９２

Ｊ１６‐２９４ ２０１６月／２５ 翼査 佐薦

　　

５，５２４ ４，１４３
コスモ石油販売隣東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４７，２１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐ｌ ２ 土中

　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　

ー ２，７６２

Ｊ１６‐２９５ ２０１６／５月６ 鶴査 佐廉

　　

「

　　

５，５２１ ４，１４０
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４

　

４．８９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐ｌ ２ 上右 ２，７１ｉｏ

Ｊ１６‐２９６

　

」

　　　　　　　　　　　　

，
２０１６／６／５ ■査 佐薦

　　

５，１９６ ３，８９７
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

３９．９７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ２ 中左 ２，５９８

Ｊ１６‐２９７ ２０１６／６／２９ 欄査 佐麓

　　

５，７６６ ４，３２４
コスモ石油販売隣東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４５．０５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ２ 中 ２，８８３

Ｊ１６－２９８ ２０１６／７月６ ■査 佐麓

　　

５，６６４ ４，２｛１８
コスモ石油販売閥東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム．”．２５Ｌ

ガソリンｆｔ・按分比７５９６ １０‐ｌ ２ 中右 ２，８３２

Ｊ１６‐２９９ ２０１６／８／８ ■査 佐麓 ５，６４９ ４，２３６
コスモ石油販売闘東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
五－バーマグナム

　

４

　

４．４８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐ｌ ３ 上左 ２，８２４

Ｊ１６‐３００ ２０１６／８／２９ ■董 佐屑

　　

２，５間 １，９３５
出光リテール転売隣セルフ町田森
野ＳＳ スーパーゼアス

　

２０．仰Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐ｌ ３ 上中 １，２≦１Ｏ

リ′を
，Ｊー６‐２７９

ｒ
｝

　

１
，
．

自民 燃料費３５９



支出書
号 支出日 費目離員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

樋
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
番号
（甲） トＮｏ位置領収壷以外の関連証

　

拠

　　

．
会派自民党の主張

戴判所の認
定する違法
支出慣

Ｊ１６－３０１，２０１／９月Ｏ 圃査 佐麓

　　

５，細 ４，３５３
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

”．９９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ３ 上右 ２，駅）２

ＪＩＩＳ‐鰍）２ ２０１／ｌｏ／３ ■査 佐藤

　

５，醐 ４，２００
コスモ石油販売㈱南関東カンパ
ニー

　

セルフピュア町田，オーバ
ス スーパーマグナム

　

４５．５３Ｌ
ガソリン代・按分比７５％ １０‐ｌ ３ 中左 ２，Ｂ（め

ＪＩモト親）３２０１ハ０ハ９ 国査 佐麓

　　

５，８８１ ４，４１０
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４

　

４．８９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ３ 中

　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　　　　

＼ ２，９卿

Ｊ１６－３鯛 ２０１／１１／４ 鵬査 佐藤

　

、

　

５，４Ｊ１５ ・４，０８３
コスモ石油販売閥用関東カンパ
ニー セルフピュア町田

　

オーバ
ス スーパーマグナム

　

４２‐２１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ３ 中右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー
２，７２２

Ｊ１６‐３０５２０１／１１／２１ ■査 佐幕

　　

５，７２７ ４，２９５
コスモ石油販売鰯南関東カンパ
ニー・セルフピュア町田

　

オーバ
ス

　

スーパーマグナム

　

４

　

５，４５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｔ ４ 上左 ２，Ｂ６３

Ｊ１６‐３０６ ２０１／１２／５ 嗣査 佐藤

　　

５，３８５ ４，０３８
コスモ石油販売閏南関東カンパ
ニー セルフピュア町田

　

オーバ
ス スーパーマグナム

　

４

　

３．４３Ｌ
１７時４８分

ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ４ 上中 ２，６９２

Ｊ１６‐３０７２０１／１．２／２１ ■査 佐藤 ２，７２０ ２，卿 出光リテール販売鱗セルフ町田森
野Ｓ墓 スーパーゼアス

　

２０．０ＯＬ
ガソリン代 按分比７５９６ １０－Ｉ ４ 上右 １，３６０

Ｊ１６‐３０８２０１／１２／２８欄査 佐高

　　

６，２２９ ４，６７１
コスモ石油販売㈱東京カンパニー
セルフピュア町田

　

オーバス
スーパーマグナム

　

４７．５５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ４ 下左

　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

‐
３，１１４

Ｊ１６‐３０９ ２０／４／４ 圃査 薦田

　　

３，１９０ ２，３９２
株‐式会社

　

Ｊ一Ｑｕｅｓｔ

　

ＪーＱ
ｕｅｓ町田ＳＳ

　

（小山ケ丘２‐２一
２０） レギュラー

　

３０．０７Ｌ

　　　　　　　　　　　　

、ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ５ 上左 １，５９５

Ｊ１６‐３１０ ２０１７ハハ７ 回査 高田 ２，７．６２
出光リテール販売隣セルフ町田森
野ＳＳ出光ゼアス

　

・２９．２３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ８ 下左
一

　　　

，

　

－

　

・

　

： １，４１

Ｊ１６‐３１１ ２０１７／２／５ ■査 謄田 ２，８２０

ＥＮＥＯＳ見えず

　

レギュラー
３０．９６Ｌ１７ポイント控除（領収書をカット
している為、ポイント数を確翠で
きない）

ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ９ 上左

　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

」」

１，ＢＯ

Ｊ１６‐３１２ ２０１７／３／４ 圃査 藤田 ２，山１８
副ＥＯＳ見えず

　

レギュラー
３０．５２Ｌ同上

ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ９ 上中

　　　　　　　　　　　　

Ｊ

　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐ １，９９

Ｊ１６‐３１３ ２０１７／３／３１ 韻査 薦田 ２，８９０
ＥＮＥＯＳ見えず

　　

レギュラー
３０．７２Ｌ同上

ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ９ 上右 １，２７

Ｊ１６‐３１４ ２ ／５／４ ■査 磯田 、

　

２，５１４
大隅石油販売閥 セルフ常磐ＳＳ
ＳαＡＴＯガソリン３１．３一札

ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ５ 上中 ７６

Ｊ１６‐３１５ ２０／５／２６ 譲査 麓田 ２，３６３
株式会社

　

Ｊ一Ｑｕｅｓｔ

　

Ｊ一Ｑ
ｕｅｓ町田ＳＳ

　

（小山ケ丘２一２‐
２０） レギュラー

　

２９．１８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｂ－１ ５ 中左

　　　　　　　　　　

・ ５７５

Ｊ１６‐３１６ ２０／６／２０・欄査、麓田

　　

３，５７１ ２，６７８
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　

レ
ギュラー

　

３１．０５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ５ 中 ７８５

Ｊ１６‐３１７ ２０／７／１６ 回査 藤田 ２，７０５ ２，０２Ｂ
ＥＮＥＯＳ見えず

　　

レギュラー
２４．３７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ６ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ ３５２

Ｊ１６‐３１８ ２０／７／２６ 圃査 藤田

　　

２，９９５ ２，２４６開票甑油株式会社

　

町田山崎

　

レ
ギュラーガーリン

　

２７‐７３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ６ 上中 ４９７

Ｊ１ｆト３１９ ２０／８／１４ 調査 簾田

　　

３，３０５ ２，４７８

ＥＮＥＯＳ見えず

　　

レギュラー
３０．１８Ｌ１５Ｐを控除（領収書をカットして
いるためポイント数を確認できな
し、Ａ・以下匠Ｑ

ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ６ 中左

　　　　　　　　　

’
６５２

２０／８／２５ ■査 ．田

　　

３，５２５ ２，６４１３
ＥＮＥＯＳ見えず

　

レギュラー
３０．７９Ｌ１６Ｐ音控除

ガソリン代．按分比７５％ １０‐Ｉ ６ 下中 １，７６２′

２０／９ハ６ 薗査 藤田

　　

３，３７８ ２，５３３
ＥＮＥＯＳ見えず

　

レギュラー
２９．７６Ｌ１５Ｐを控除

　

誤記指摘も誤り
ガソリン代 按分比７５９６ １０－Ｉ ７′ 上左

　　

／
１，６８９

２０／ｌｏ／５ 回査 磯田

　　

３，２‘“

　　　　

２，４３３
ＥＮＥＯＳ

　

見えず レギュラー２９．ＩＬ
１５Ｐ斉控除 ガソリン代

　

按分比７５％ １０Ｉ ７ 上中 １，６２２

２０ ｌｏ／２８ 鯛査 藤田

　

３，５０
２

　　　　

２‘６２６
ＥＮＥＯＳ見えず

　

レギュラー
２９，３２Ｌ１６Ｐを控除

ガソリン代

　

按分比７５％ １０－ｌ ー７′ 下中

　　　　　

、
１，７５１

２０ １１ハ８ 繍査 廉田

　　

３，１９ ２，６６１
ＥＮＥＯＳ見えず

　

レギュラー
３０．７３Ｌ１６Ｐ杏控除

　

誤記指櫨も誤り
ガソリン代

　

按分比７５％ １０－Ｉ ７ 中左 １．７７４

２０／１２／ｌ 国査 薦田

　

３′４１Ｋ）
．

２，６１７
ＥＮＥＯＳ見えず

　

レギュラー
３０，７５Ｌ１６Ｐを控除

ガソリン代 按分比７５９６ １０－Ｉ ８ 上左 １，７４５

２０／４月３ 圃査いわせ

　

５，醐 ３，７５０
ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川ｌｍ鶴
川店レギュラー

　

４３．８６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０－ｌ ２０ 上中

　　

・ ２．５（鳩

２０／４／２５ 国書 いわせ

　　

４，７３３ ３，５４９
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４０，８０Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０一ｌ ２０ 上左 ２，３６６

２０／５ハ３ ■査いわせ

　　

５，７３３ ４，２９９
闇高山商店

　

シェルガソリン
４９．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０－ｌ １９ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ２，８６６

２０／５／２７ 圃査 いわせ

　

３，＊ ２，２５０
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア

　

凹
セルフ奈良こどもの国店

　　

レ
ギュラー

　

２５，６４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ １９ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 １，５｛刀

２０／６月 ■査いわせ ５，５０６ ４，１２９
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４５．５０Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ １８ 上左 ２，７５３

２０／６／１７ 欄査 いわせ

　

３，醐 ２，２和
中央石油販売（株）学園金井ＳＳ
シナジーレギュラー

　

２６．３２Ｌ

　

ＩＩ
時ＩＢ分

ガ，ソリン代

　

按分比７５％ １０－ｌ １８ 上中
．

　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／
１，５０９

Ｊ１６‐‐３３２ ２０／６／２４ ■査 いわせ

　　

５，０００ ３，７５０
隣高山商店

　

シェルガソリン
４０．９８Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０－ｌ １８ 上右 ２，５（刀

ご３３３ ２０／７ハ５ ■査 いわせ

　　

３，９５５ ２，９６６
㈱高山商店

　

シェルガソリン
３３．８０Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５９６

　

′ １０－ｌ １７ 上中

　　　　　　　　　

・ １，９７７

Ｊ１６－３；“ ２０／７／２５ ■査 いわせ

　

４，醐 ３，醐
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＥＦ
東京第２セルフ南野ＳＳ

　

レギュ
ラ」３５．７１Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０－ｌ １７ 上右

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
十 ２，醐

Ｊ１６‐３３５ ２０／８／２ 欄査 いわせ

　

２，醐 １，５（め
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

ＥＦ
東京第２セルフ南野ＳＳ

　

レギュ
ラー

　

１７．１Ｌ

　

，

　

ｒ ガソリン代

　

按分比７５％

　

， １０‐ｌ １６ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

・ １，ＯＭ

Ｊ１６‐３３６ ２０／８／８ ■査いわせ

　　

２‘９８７ ２，２一ゆ
ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川ｌｍ鶴
川店・レギュラー

　

２５，６４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０－Ｉ １５ 上中 １，４９３

Ｊ１６‐３３７ ２０／８ハ２ ■査 いわせ

　　

４，０１１０ ３，０１刃
閥高山商店

　

シェルガソリン
３４．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １５ 上左 ２，卿
ＪＩ＆÷３３８ ２０／９／Ｉ 篇査 いわせ

　　

６，３５３ ４，７ｆ“
隣高山商店

　

シェルガソリン
５２．５０Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １４ 上左 ３，１７６

２０１ｌｏ／２２ 欄査 いわせ

　

４，醐 ３，ＯＭ
中央石油販売（株）学園金井ＳＳ
シナジーレギュラー

　

３３，９ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １３ 上中 ２，醐

２０／１１／５ 圃査 いわせ

　　

３，６３０ ２，７２２
有限会社阿部石油

　

クリエー
シヨ，ン織山ＳＳ

　

出光ゼアス
３０．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １２ 上左 １，８１５

２０１１１ハ６■査 いわせ

　　

５，１７８ ３，８８３
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４２‐１（礼

ガソリン代 按分比７５９６ １２ 上中 ２，５８９

２０／１２／４ ■査いわせ ３，４９４ ２，６２０
ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川ｌｍ鶴
川店 レギュラー

　

３０．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１ 上中 １，Ｊ７４７

２０１１２／１４ ■査いわせ

　　

６，３（め ４，７２５
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５０．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１ 上右 ３，１５０

２０１１２／３１ 国賓 いわせ●－ ２，９７４ ２，２３０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２ＥＦ東
京第２セルフ南野ＳＳ

　

レギュラー
２４．３９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０－Ｉ１１ 上左 １，４１１７

２０１７カ月０ ■査 いわせ

　　

６，５７９ ４，９綿
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５１．α）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １０－Ｉ１０ 上左 ３，２８９

２０１７／２／２ 鶴査 いわせ

　　

５，０６３ ３，７９７
隣高山商店

　

シェルガソリン
４０．叔）Ｌ

ガソリン代・按分比７５９６ ２３ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ２，５３１

２０１７／３／２ ■査 いわせ

　

３，醐 ２，２５０
中央石油販売（株）学園金井ＳＳ
シナジーレギュラー一睡，３９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ２２ 上右 １，５（お

Ｊ１６‐３４８ ２０１７／３／９ ■査 いわせ

　

６二４６４ ４，Ｂ４８
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５１．３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ２２ 上中 ３，２３２

Ｊ１“９ ２０１７／３／１７ ■査 いわせ

　　

３，１３０ ２，１７隣高山商店

　

シェルガソリン
２５．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ２１ 上中 １，５６５

Ｊ１６－３！め ２０１７／３／３０ ■査 いわせ

　　

６，３６６ ４，７７４
ＥＮＥＯＳフロンティア神奈川１聞鶴
川店 レギュラー

　

４９．９６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ２１ 上左 ３，１８３

Ｊ１６▲３５１ ２０１７／２／３ ■査汝辺

　　

３，収）８ ２，５５６
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２８一８８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４５ 上左

　　　　　　　　　

′ １，７〔“

Ｊ１６‐３５２ ２０１７／２／２７ 霞ま葦辺

　　

３，７８６ ２，８３９
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３２．６４ＬＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ” 下中 １，８９３

Ｊ１６‐３５３ ２０１７／３／５ ■査 裁辺

　

３，棚 ２，２Ｅめ
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２４．７９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４４ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． １，５｛鳩

Ｊ１６÷３科 ２０１６／４月 ■査 紘辺

　　

１，６Ｅ鴻 １，２｛５０
エネオス 石坂商会

　

町田森野Ｓ
Ｓ

　

現金特別会員

　

レギュラーガ
ソリン

　

１５．凹Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４１ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 蜘

Ｊ１６÷３５５ ２０１６／４ハ９ ■査 渡辺

　　

３，６３５ ２，７２６
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３５．２９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ４１ 上中

　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ １，８１７

　　
　

ザー．

自民 燃料費３６０



類畔
号 支出日 費目篇員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
書号
（甲） トＮｏ位置領収書以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
裁判所の惚
定する違法
支出慣

　

Ｊ１６‐３５６ ２０１６／４／２９ ■査 渡辺 １，．９９１ １，４９３
エネオス

　

有限会社

　

隅越商店
本町田ＳＳレギュラーガソリン
１７．７０Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６

　

１０‐Ｉ ４１ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ９９５

　

Ｊ１６‐÷３５７ ２０１６／５／２６ 国査 渡辺

　　

２，醐 １，獅
中央石油（株），セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

１８，６９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

１０一ｌ４１ 下中 １，０（力

　

ＪＩふ÷３５８ ２０１６／６／４ ー査 渡辺

　　　

１，９９１ １，４９３
エネオス

　

有限会社

　

隅越商店
本町田ＳＳ

　

，レギュラーガソリン
１７．３９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ４１ 下右 ９９５

Ｊ１６‐３５９ ２０１６／７／Ｉ 幽査渡辺

　　

２，醐 １，５｛力
エネオス 石坂商会

　

町田森野Ｓ
Ｓ レギュラーガソリン

　

１６５３Ｌガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ４２ 上左

　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ １，醐

Ｊ１６‐３６０ ２０１６／９月５ ■査 渡辺

　　　　

７４１ ５５５
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

６，５６Ｌ

　

Ｉ９時
５６分

ガソリン代，按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ４３ 上左 ３７０

Ｊ１６‐３６１ ２０１６／９／２０ ■査 渡辺

　　

２，瑠 ２，１０３
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソーヱン ２５．帆 ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ４３ 上中 ノ

　

１●，収）２

Ｊ１６‐３６２２０１６月０月７ 覇査 拡辺 ２，５３７ １，９０２
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２３．０６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐ｌ ４３ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ↑，２６Ｂ

ＪＩ←３６３２０１６／１１／１ｌ 圃査 葦辺

　

２，棚 １，醐 中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

１７．５４Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ４３ 中左 １，醐

Ｊ１６‐３６４２０１６／１１／２２■査 寝辺

　　　

１，８８６ １，４１４
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

１６，肌 ガソリン代・按分比７５％ １０‐Ｉ ４３ 中

　　　　

′ ９‘１３

Ｊ１６‐３６５ ２０１６／１２／５ ■査 汝辺 １，７８７ １，３４０
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

１６‐５５Ｌ

　

Ｉ９時
４１分

ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐ｌ ４３ 中右 ８９３

Ｊ１６‐３６６２０１６／１２／１４ 国査汝辺

　

，

　

３，０５０ ２，２８７
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２７．７３Ｌ

　

１６時
１４分

ガソリン代

　

按分比７５％ １０－Ｉ ４４ 上左

　

′ー

　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ １，５２５

Ｊ１６‐３６７２０１６／１２／２１ ■査 渡辺

　　　

２，３４１９ １，７６１
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２０‐９８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ４４ 上中 １，１７４

Ｊ１６‐３６８２０１６／１２／３０ 馴査浅辺

　　

３，５２１ ２，醐
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギユラ「ガソリン

　

３０．０９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ” 上右 １，７６０

Ｊ１６‐３６９ ２０１７ハハ２ 鱗査 長村

　　　

３，９３１ ２，９畑
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３１．９６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ４７ 上中 １，９６５

Ｊ１６‐３７０ ２０１７／１／２６ 翼査 長村

　　　

２，７０７ ２，０３０
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２２．５６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐ｌ４７ 上右 １，３５３

Ｊ１６‐３７１ ２０１７／２／８ 嗣査 長村

　　

３，１３ ２，．６５７
鶴見石油岡 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３０，２ＢＬ
ガソリン代．按分比７５９６ １０‐Ｉ ４６ 上左 １，７７１

Ｊ１６‐３７２ ２０１７／２／２４ ■査 長村

　　

３，５７５ ２，６８１
鶴見石油閥．町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３０．３０Ｌ
ガソリ，ン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ４６ 上中 １，７８７

Ｊ１６‐３７３ ２０１６／４／７ ■査 豊村

　　　

７御 ５６５太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

ＱｕＴＯガソリン

　

６‐９２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ５４ 上左 ３７７

Ｊ１６‐３７４ ２０１６／４／１８ 圃査 長村

　　　

２，１３９ １，６０４
大鵬石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

ＱｕＴＯガソリン

　

１９，ＢＩＬ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐コ 科 上中 １」０６９

Ｊ１６‐３７５ ２０１６／４／２３ ■査 長村

　　

２，３６５ １，７７３
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

、シナ
ジーレギュラー

　

２２．５２Ｌ
ガソリ・ン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ５４ 上右 １，１８２

Ｊ１６‐３７６ ２０１６／５／５ ■査 長村

　　

１，９１３ １，４３４
太陽石油販売

　

セルフ南町田給油
所

　

Ｓ

　

０ｕＴＯガソリン

　

１７．７１Ｌ
ガソリン代．按分比７５％ １０‐Ｉ ５３ 上左 ９５６

Ｊ１３７７ ２０１６／５／１４ 圃査 費村．

　　

２，１７７ １，６３２
出光リテール販売㈱セルフ成瀬
出光ゼアス

　

１９．７８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ５３ 上中 １，０８８

Ｊ１６‐３７８ ２０１６／５／２８ ■査 豊村

　　

３，１６１ ２，３７０
大隅石油販売・セルフ南町田給油
所

　

ＳＯＩＡＴＯガソリン

　

２７．９７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ５３ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 １，５８０

Ｊ１６‐３７９ ２０１６／６／２１ 圃査 長村

　　　

３，秋）２ ２，７０１
出光リテール販売鯛セルフ成瀬
出光ゼアス

　

３０．５２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ５２ 上左 １，８０１

Ｊ１６‐３８０ ２０１６／６／２４ ■査、長村

　　　

１，卑１３ ，１，０８２
中央石油販売 相模原イーストＳＳ
シナジーレギュラー１３．０ＯＬ

　

１７時
０５分

　　　　　　　　

－
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ５２ 上中

　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ７２１

ノＪ１６‐３８１，２０１６／７／１７ 嗣査 豊村‐

　　

２，９５８ ２，２１８
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２７．９ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ５２ 上右 １，４７９

Ｊ１６‐３８２ ２０１６／７／２８ ■査 長村

　　　

３，３９２ ２，跳 鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３０．５６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ｒ １０‐Ｉ ５１ 上左 １，６９６

Ｊ１３８３ ２０１６／８／２ ■査 長村 ４，１１２ ３，０８４
鶴見石油鰯 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３８．０７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ５１ 上中 ２，０５６

Ｊギー３紳 ２０１６／Ｂ／７ 国査 農村

　　

１，３７７ １，０３２
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ‐シナ
ジーレギュラー

　

１２．７４Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐ｌ ５１ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ６８８

Ｊ１６一３８５ ２０１６／８ハ２ 贋査 農村

　　

３，５６９， ２，６７６
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３１，８７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ５０ 上左 １，７Ｅ１４

Ｊ１６÷３８６ ２０１６／９／１ 鯛査 長村

　　

３，７６８ ２，８２６鶴見石油隣．町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３３．０５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ５０ 上中

　　　　

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐ １，８１３４

ＪＴふ３８７ ２０１６／９ハ９ 調査 長村

　　

３，６３５ ２，７２６
■兄石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３２．１７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ－Ｉ ５０ 上右 ，Ｔ，８１７

Ｊ１３８８ ２０１６／ｌｏ／ｌ ■査 長村

　　

３，２１６ ２，４１２
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２８．７１Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ４９ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
１，訊）８

Ｊ１６‐３８９２０１６／ｍ／１７国査 長村

　　　

２，双）２ ２，１０１
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー２３．７４Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ４９ 上中

　　　　　　　　　

′ １，収］Ｉ

Ｊ１６‐３９０２０１６／ｌｏ／２８ 圃査 長村

　　

３，８２３ ２，８６７
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３２．４０Ｌ
ガソリン代 按分比７５％

　

Ｌ ｌｏ‐Ｉ ４９ 上右 ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー １，９１１

Ｊ１６‐３９１２０１６月１ハ８ ■査 長村

　　

３，６１２ ２，７０９
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

３１‘６８Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ １０‐ｌ ４８ 上左 １，繊
Ｊ１６‐３９２２０１６／１１／２７ 鯛査 長村

　　

３，２３５ ２，４２６
鶴見石油隣 町田金森ＳＳ

　

，シナ
ジー・レギュラー

　

２８．８８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ４８ 上中 １，６１７

Ｊ１６‐３９３２０１６ハ２ハ６ ■査 長村

　　

３，７２８ ２，７９６
鶴見石油閥 町田金森鵜

　

シナ
ジーレギュラー

　

３１．５９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ「Ｉ ４８ 上右 １，８モ“

Ｊ１６‐３９４２０１６／１２／２６胃査 長村

　　

３，４２７ ２，５７０
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー・２８．５５Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ４７ 上左 １，７１３

Ｊ１６‐３９５ ２０１７ハハ 調査 市川

　　

４，１５７ ３，１１７
出光リテール販売㈱セルフ本町田
出光ゼアス

　

３４．９３Ｌ
ガソリン代・按分比７５９６ １０‐Ｉ ６３ 上中 ２，０７８

Ｊ１６‐３９６ ２０１７ハハＯ ー査 市川

　　

６，０４８ ４，５３６
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳレギュラー

　

４７‐４７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐ｌ ６３ 上右 ３，０２４

Ｊ１６‐３９７ ２０１７ハハ６ ■査 市川

　　

３，５８４ ２，６８８
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油．薬師
ＳＳレギュラー

　

２８．１３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ－Ｉ 碑 上左

　　　　　

・ １，７０２

Ｊ１６‐３９８‐２０１７／１／２４ 鱗査 市川

　　

５，５７５ ４，１８１
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

薬師
ＳＳレギュラー

　

４３．７５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ６４ 上中 ２，．７８７

Ｊ１６‐３９９ ２０１７／２／４ 馴査 市川

　

５，鋸 ４．２３３
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

，薬師
ＳＳレギュラー

　

心４ＪＯＬ ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ６４ 上右 ２，８２２

Ｊ１６‐４００ ２０１７／２ハ６ ■査 市川

　　

５，１６０ ３，８７０
エムシーオイルａ開山崎団地営業所
シナジーレギュラー

　

４２．９９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ６５ 上左 ２，５８０

Ｊ１６‐４０１ ２０１７／２／２８ ■査 市川

　　

５，２７６ ３，９５７
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

薬師
鱒 レギュラー

　

４１．４１Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ６５ 上中 ２，６３８

Ｊ１６÷４０２ ２０１７／３ハ０ ■査 市川

　　

４，３１２ ３，２３４
エムシーオイル０開山崎団地営業所
シナジーレギュラー

　

３４一９Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ １０‐ｌ ６５ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ２，１５６

Ｊ１収）３ ２０１７／３／２４ ■査 市川

　　

５，７８３ ４，３３７
エムシーオイル閥山崎団地営業所
シ士ジーレギュラー

　

４６，６３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ６６ 上左 ２，Ｂ９１

Ｊ１６一斗Ｃ“ ２０１６／５／７ 廟査 市川

　　

４，７７８
一

　　　

３，５８３
ＥＮＥＯＳ１有限会社石阪石油

　

藁師
ＳＳレギュラー

　　

４

　　

０．６８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ５５ 上左 ２，３８９

ＪＩ棚 ２０１６／６月ｌ 馴査 市川

　　

５，４７５ ４，１０６
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳレギュラー

　

４５．４６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０－ｌ ５６ 上中 ２，７３７

Ｊ１４０６ ２０１６／６／２４ ■査 市川

　　

５；６‘１４ ４，２３３
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ・レギユ÷ｉ一

　　

４６．１ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ ０‐Ｉ ５６ 上右 ２，Ｂ２２

Ｊ１６÷４０７ ２０１６／７月ｌ 国査 市川

　　

５，６７４ ４．２５５
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳレギュラー

　

４６．３４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０－Ｉ ５７・上左 ′′２，８３７

Ｊ１６－収）８ ２０１６／７／２７ ■査 市川

　　

２，６４６ １，９Ｅ“
株式会社札幌タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多
摩ＳＳシナジーレギュラー
２７．０３Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ０‐Ｉ ５７ 上中 １，３２３

Ｊ１６÷４０９ ２０１６／８／２ ■査 市川

　　

５，９７３ ４，４７９
ＥＮＥＯＳ有限会社石医石油

　

薬師
ＳＳ↓÷ギュラー

　

４

　

８，７８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ５７ 上右 ２，９８６

Ｊ１６４１０ ２０１６／８ハ６ 欄蚕 市川

　　

５，２（め ３，獅
ＥＮＥＯＳ見えず

　

レギュラー
４２，２８Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ５８ 上左 ２，鯛
Ｊ１６‐４１１ ２０１６／８／２９ ■査 市川

　　

５，５７５ ４，１８１
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳ

　

レギュラー

　

４５‐５３Ｌ

　　　

，
ガソリン代

　

按分比７５％ １０－ｌ ５８ 上中 ２，７８７

Ｊ１６‐４１２ ２０１６／９／９ ■査 市川

　　　　

９９８ ７４１８
中央石油販売（株）学園金井ＳＳ
レギュラーガソリン

　

８，６０Ｌ１７
時４９分

ガソリン代 按分比７５９６ １０‐ｌ ５８ 上右 ４９９

Ｊ１６一１３ ２０１６／９／１４ ■査 市川

　　

５，０７７ ３，８０７
ＥＮＥＯＳ有限会社石医石油

　

藁師
ＳＳレギュラー

　

４１．４６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ５９ 上左 ２，５３８

Ｊ１６一１４ ２０１６／９／２６ ■査 市川

　　

３，７一馬 ２，Ｂ０８
エムシ」オイルｑ開山崎団地ＳＳ

　

シ
ナジーレギュラー

　

鎧ー７３Ｌ
ガソリン代‐按分比７５９６ １０－ｌ ５９ 上中 １，８７２

Ｊ１６４１６２０１６／１０／２７ 圃査 市川 ４，２５５
ＥＮＥＯＳ有限会社石仮石油

　

薬師
Ｓｓｒレギュラー．４５，９７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ６１ 上左 ２，８３７

Ｊ１６一１７２０１６ハ１ハ３ 顕査 市川 ８９ ４，２６６
ＥＮＥＯＳ有限会社萩生田石油′鶴
川ＳＳ レギュラー

　

４５．７２Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ－ｌ ６１ 上中 ２，跳

Ｊ１６‐４１８ ２０１６／１２／１ 欄査 市川 ３，５０９
ＥＮＥＯＳ有限会社石阪石油

　

薬師
ＳＳレギュラー

　

３７‐９ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ６２ 上中 ２，３３９

Ｊ１６‐４１９２０１６／１２／１９ 調査 市川 』１，７８５
エムシーオイル樽鱒山崎団地営業所
シナジーレギュラー

　

２０‐０ＯＬ
ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐Ｉ ６２ 上右 １，ＩＳＩＯ

Ｊ１６一２０２０１６／１２／２３ ■査 市川 ３，７７０
ＥＮＥＯＳ有限会社石板石油

　

薬師
ＳＳレギュラー

　

３９．４５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ６３ 上左 ２，５１３

Ｊ１６；４２１ ２０１６／４／２５ 胃査木目田 １，９５６誓鮎撃墜ラ竺『翻Ｌ
シナ ガソリン代 按分比７５９６ ｌｏ‐ｌ ６７ 上左 １，３〔１４

Ｊ１６‐４２２ ２０１６／５月９ ■査木目田 ２，１２９
株式会社ＥＮＥＯＳフロンティア

　

肋
セルフ奈良こどもの国店

　　

レ
ギュラー２４．６９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １０一Ｉ ６７ 上中 １．４１９

Ｊ１６一２３ ２０１６／６／２９ ■査木目掛 ２，１９８
出光リテール販売鞠セルフ町田森
野ＳＳ出光ゼアス

　

２４．２２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ６７ 上右 １，４６５

ミ ト 「１

，

　

ー

　　

【

　　　　　

ｔ

　　　

自民 燃料費３６１



支誓書 支出日 費目■員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器シ
，ト 位置領収墓以外の関連証

　

拠
１

　　

会派自民党の主張
嫌判所の認
定する違法
支出鎖

Ｊ１６‐４２４ ２０１６／８／８ 顕査 木目田

　　

２，５２７ １，８９５
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２３．ＩＢＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ６ 下中 １，２６３

Ｊ１６‐４２５ ２０１６／９／１２ ■査木目田 ２，３７２ １，７７９
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２１．３７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐ｌ６ 上左 １，１８６

Ｊ１６÷４２６ ２０１６／１０／６ ■査木目田

　

２，綿 １，９１１
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２２．１６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １０‐Ｉ ６ 上中 １，２７４

Ｊ１６‐÷４２７２０１６／１１／２２ 圃査 木目田

　　

２，１２２ １，５９１
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

］８．９５Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ６ 上右 １，０６１

Ｊ１６÷４２８ ２０１７ハハＯ 欄査 木目田

　　

２，８８９ ２，１６６
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

２３．８ＢＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐ｌ ６ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー １，粥

Ｊ１６‐４２９ ２０１７／１／３１ ■査 木目田

　　

２，８２２ ２，１１６
出光リテール販売閥セルフ町田森
野ＳＳ出光ゼアス

　

２２．９４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐Ｉ ６ 上中 １，４１１

ＪＩト４３０ ２０１７／３／” 騨査 木目田

　　

２，９８２ ２，２３６
鶴見石油閥．町田金森ＳＳ

　

シナ
ジーレギュラー

　

ヱ３，３０Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １０‐Ｉ ６ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー １，４９１

３６０，９３２合計鎖

　　　　　　　　　　

５９１，３３３

メト

Ｊ１７‐３９７ ２０１７／６ハ２国査 岩瀬 ２，ｍｏ ２，醐 コスモ石油㈱南関東カンパニー
セルフピュア町田，１６‐６Ｌ

不自然な給油状況
一本会議中（ー般質問）の給油 １１‐Ｉ１５２ ３０

原告の指摘事項から、給油について、客観的
に不自然である点が贋出されていない。尚、
使途基準においては燃料費は一人当たり年額
１２万円以内とされており、これは政務活動
等以外の活動を目的とした燃料費の支出を排
除するために設けられた上限規制である。
原告は、ガソリンの種顕や給油蝋度について

稗糠髭きもち驚きｒ繁露鵠
使用は使途基準上問題にならない。
そのため、原告の主張は使途基準違反を推隠
させるものではない。

２，醐

Ｊ１７‐３９８ ２０１７／５／２０鵠査 佐薦 ３，０５７ ３，０５７
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

レギュラーガ
ソリン

　

２５．０６Ｌ

（カードの下４桁（７０１２）から佐藤議
員による使用とわかる。）
不自然な給油状況
・．ガソリン種の違い（ハイオクガソ
リンとしギュラ」ガソリンの混在）

１‐Ｉ１４６ １９ 以下、記載があるまで同上 １，５２８

Ｊ１７‐３９９ ２０１７／７ハ９■査 岩瀬 １，．０００ １，醐
コスモ石油隣南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

レギュラーガ
ソリン８．α）Ｌ

不自然な給油状況
・わずかな給油。バイクの給油と推
測される^

１１‐Ｉ１６１ ５０ ５００

Ｊ１７‐４００ ２０１８／２／２韻査 佐簾 ３，５５１ ３，５５１
コスモ石油隣南関東カンパニー
セルフピュア町田・レギュラーガ
ソリン

　

２６．１ＩＬ

（カードの下４桁（７０１２）から佐高嫌
員による使用とわかる。）
不自然な給油状況
・ガソリン種の違い（レギュラーガ
ソリンを給油）

１１－Ｉ２０５１５２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． １，７７５

Ｊ１７‐収）２ ２０１７／９／６■査 松岡 ２，９８７ ２，９８７
ＮＥＯＳフロンティア東京街

　

肋セル
フ忠生店一皿時３２分給油

　

２４．３９Ｌ
不自然な給油状況
・本会議中（ー蚊質問）の給油 １１‐Ｉ１７０ ７１

　　　　　　　　　　　　　

． ２，９８７

Ｊ１７‐収）３ ２０１７／１２／６ー査 長村 ４，５７１ ４，５７１鶴見石油町田金森ＳＳ

　

３４．６３Ｌ
不自然な給油状況
・大会賞中（一般質問）の給油 １１‐Ｉ１９１１２１ ４，５７１

Ｊ１７‐４０４ ２０１７／５／１９ ■査 渡辺 ５，５９１ ５，５９１
中央石油（株）セルフ金井

　

，キグ
ナスアルファー１００

　

４３．６８Ｌ

（「ゲ」と記載されており、渡辺議
員の使用とわかる。Ｊ１７４０８まで同
じ）
不自然な給油状況
・ガソリン種の違い（渡辺議員の給
油の多くはレギュラーガソリンであ
るが、その中にハイオクガソリンの
給油が混じってＬ、る・，・・⑦）

１１－Ｉ１４６ １７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
２７９５

Ｊ１７‐４０６ ２０１７／５／２７ ■査 浅辺 ４，４０６ ４，収）６
中央石油．（株）セルフ金井

　

キグ
ナスアルファー１００

　

３

　

４．４２Ｌ
不自然な給油状況
・ガソリン種の遠い（①）（ハイオ
クガソリ；′）

１１‐Ｉ１４８ ２３ ２，２０３

，
Ｊ１７‐４０６ ２０１７／８／６ 国賓 渡辺 ２，５４１５ ２，５４１５

中央石油（株）セルフ金井

　

キグ
ナスアルファー１００

　

１９．４３Ｌ
不自然な給油状況
・ガソリン檀の違い（①）（ハイオ
クガソリン）

１１‐ｌ１６５ ５９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
１，２７２

－’
Ｊ１７‐収）７２０１７月０／２８国査 渡辺 ６，７６３ ６，７６３

中央石油（株）セルフ金井

　

キグ
ナスアルファー１（刃

　

ｒ５２‐４３Ｌ
不自然な給油状況
・ガソリン種の違い（①）（ハイオ
クガソリン）

１１‐ｌ１８４１０６ ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　

て

３，３ＢＩ

ｊ，棚 ２０１７／４／２３ 鱈蚕 岩瀬 ２，５（め １，８７５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京帥

　

セ
ルフ南野ＳＳ（多摩市南野３丁目１２
－１・）

　

１９．３８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１４ＬＯ ６

　　　　　　　　　　　　　　　　

て
、１，２５０

Ｊ１７‐４１０ ２０１７／４／２８ 霞査 長村 ２，８６３ ２，１４７
コスモ石油販売隣南関東力、ンバニー

　

Ｓ＆ＣＣＳつきみ野

　

２３．７８Ｌ
１４Ｐを控除

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１４２ ９

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
１，《３１

Ｊ１７‐４１１ ２０１７／５ハ６ 回査 岩瀬 ６，３４１ ４，７５５
ＥＮＥＯＳフロンティア旧関東ＣＯ携）鵡
川店（能ケ谷４ー４ー１）
５０．９６Ｌ

　　　　　　　　　　　　

、 ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１４４ １３ ３，１７０

Ｊ１７‐４１２ ２０１７／５／２９ ■董 岩瀬 ６，４１１ ４，８０８
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ

　

ＤＤ
瞳川店

　

５乙３６Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１４８ ２４ ３，２０５

Ｊ１７‐４１３ ２０１７／６／１６ ■査 岩瀬 ６，０６２ ４，５４１６
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４９．α）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１５２ ３１ ３，０３１

Ｊ１７ｒ４１４ ２０１７／６ハ６ ■査 長村 ２．Ｂ９５ ２，１７１
コスモ石油販売隣南関東カンパ
ニーＳ＆ＣＣつきみ野

　

２４．２５Ｌ

　

Ｉ９
時４５分

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１５３ ３２

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

′
１，４ｉ１７

Ｊ１７‐４１５ ２０１７／６／２７ 嗣査 岩瀬 ２，醐 １，５（鳩
ＥＮＥＯＳフロンティア南関東ＣＯ

　

ＤＤ
鶴川店

　

１５．８７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１５４ ３７ １，ＭＯ

Ｊ１７÷４１６ ２０１７／６／２９ ■査 岩瀬 ２，５Ｍ

　　

１，８７５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京帥

　

セ
ルフ蘭野ＳＳ

　

２０，０ＯＬ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１５７ ４２ １，２５０

Ｊ１７－４１７ ２０１７／７／２ 鯖査 岩瀬 ６，１２２ ４，５９１
ＥＮＥＯＳフロンティア南関東Ｃｏ．ＤＤ
鶴川店

　

５

　

０．４１Ｌ
２ＢＰを控除

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１５８ ４４

　　　　　　

‘
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐
３，０６１

Ｊ１７‐４１８ ２０１７ゾ７／１７ 圃査 岩瀬 ０

　

２．５００ １，８７５㈲阿部石油・奈良北ＳＳ

　

２０．節Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１６０ ４７ １，２５０

Ｊ１７‐４１９ ２０１７／７／２１ 蹟査 岩瀬 ２，５８０ １，９３５
ＥＮＥＯＳフロンティア南関東ＣＯ

　

ＤＤ
鶴川店・２０．０ＯＬ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１６２ ５２ １，２≦１Ｏ

Ｊ１７４２０ ２０１７／７／２４ ■査 岩瀬 ５，Ｚ≧３ ３，９１７
㈱高山商店

　

シェルガソリン
４９．８０Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１６３ ５４

　　

２，６１１

Ｊ１７‐４２１ ２０１７／８／２５ ■査 岩瀬 ５，６９５ ４，２７１
閥高山商店

　

シェルガソリン
４５．２０Ｌ

ガソリン代，按分比７５％ １１‐ｌ１６７ ６６ ２，８４１７

Ｊ１７‐４２２ ２０１７／９／８ 胃査 岩瀬 ２．４１３０ １，８１め ㈲阿部石油

　

奈良北ＳＳ

　　

２０．０ＯＬガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１７０ ７３ １，２一１Ｏ

Ｊ１７‐４２３ ２０１７／９ハ５ ■査 岩瀬 ６，１” ４，叔）８
隣高山商店

　

シェルガソリン
４８，００１

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１７２ ７６ ３，０７２

Ｊ１７‐４２４ ２０１７／９／２８ 欄査 岩瀬 ３，８８２ ２，９１１‐
ＥＮＥＯＳフロンティア南関東ＣＯ

　

ＤＤ
鶴川店

　

３０．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１７６ ８５ １，９４１

Ｊ１７４２５ ２０１７／ｌｏ／５ ■董 岩瀬 ６，４３６ ４，８２７
勝高山商店

　

シェルガソリン
４９．鼠）Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１７７ ８８ ３，２１８

Ｊ１７－４２６ ２０１７／ｌｏ／９ ■査 高田 ３，４９６ ２，６２２
国際油化株式会社

　

ＯＳ桜美林学園
前ＳＳ

　

２８．４８Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１７９ ９３

　　

ｆ １，７４８

Ｊ１７４２７２０１７／１０／２２繍査 岩瀬 ４，醐 ３，醐
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　　

レギュラー
ガソリン‐３２，５２Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１８３１０２ ２，Ｍｏ

Ｊ１７‐４２８ ２０１７／１１／１ ■査 岩瀬 ２，６６８ ２，α］Ｉ
ＥＮＥＯＳフロンティア南関東ＣＯ

　

ＤＤ
鶴川店

　　

２０．α）Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１８６１０９ １，３３４

Ｊ１７‐４２９ ２０１７／１１／４ ■査 岩瀬 ６，３９４ ４，７９５
ＥＮＥＯＳフロンティア東京の

　

セ
ルフ瀬野ＳＳ

　

４８‐４４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１８６１１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ３，１９７

Ｊ１７一３０２０１７／１１／ｌｏ■査 岩瀬 ５，７６２ ４，３２１
㈱高山商店

　

シェルガソリン
嶋，帆

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１８８１１４ ２，８８１

Ｊ１７‐４３１ ２０１７／１２／Ｂ 圃査 岩瀬 ７，２８２ ５，４６１
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５３．３０Ｌ
１３Ｐ空控除

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１９１１２２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
ノ

　　

３，＆１１

Ｊ１７４３２２０１７／１２／２１欄査 岩瀬 ３，醐 ２，２！め
中央石油（株）学園金井ＳＳ
２２，２２Ｌ

ガソリン代・按分比７５％ １１‐Ｉ１９４１２９ １，５（鳩

Ｊ１７‐４３３２０１７／１２／２８■査 岩瀬 ７，１７６，

　　　

５，３８２
㈱高山商店

　

シェルガソリン
５２．α）Ｌ

　　

Ｊ

　　　　　　　

ー ガソリン代，按分比７５％ １１‐Ｉ１９６１３４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
３，５８８

Ｊ１７÷４３４ ２０１８ハハ３ ■査 岩瀬 ６，８（め ５，ＩＷ
ＥＮＥＯＳフロンティア南関東ＣＯ

　

ＤＤ
亀川店

　　

４８５７Ｌ ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１９８！３８ ３，棚

Ｊ１７４３５ ２０１８／１／２５ 圃査 岩瀬 １，卿 １，ＯＢＯ
ＥＮＥＯＳフ・ロンティア南関東肋

　

ＤＤ
－ＵＩＩ店

　

ｌｏ．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １ＩＴ１「
２０１１４５ ７２０

Ｊ１７一３６ ２０１８／１／２７ ■査 岩瀬 ２，棚 １，則
ＥＮＥＯＳフロンティア南関東Ｃｏ

　

ｍ
セルフ奈良こどもの国店・１４．０９Ｌ
２１随ド０３分

　　　　　　　　

ー ガソリン代

　

按分比７５％ １１二，
「
２０２１４６ １，醐

Ｊ１７÷４３７ ２０１８／１／２９ 糞査 岩瀬 ６，３１９ ４，７３９
㈱高山商店・シェルガソリン
４４．５０Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ２０３１４８ ３，１５９

Ｊ１７４３８ ２０１８／２／ｍ ■査 岩瀬 ６，９５８ ５，２１８
㈱高山商店

　

シ・エルガソリン
４９，ＱＯＬ÷

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ２０６１５４ ３，４７９

Ｊ１７‐４３９ ２０１８／３／ｌ ■査 岩瀬 ２，醐 １，５Ｍ
株式会社札幌タヤス

　

．Ｅｘｐａｓｓ多摩ＳＳ

　

１４．９３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ２０８１５９ １，ＭＯ

Ｊ１７－４４０．２０１８／３／２ ■査 岩滝 ５，紙 ４，２３３
燭高山商店

　

シェルガソリン
４０．３０Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ”‐Ｉ２０９１６１ ２，８２２

ｄ１７４４ ２０１７月／２１ ■査 佐膿 ５，７７３ ４，３２９
コスモ石油鱗南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム 狂し１４Ｌ姶油

ガソリ・ン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１４０ ５ ２，８８６

” ，
」‘川棚

ＩＪ１７‐４１０

自民 燃料費３６２



琴書 支出日 費目瞳員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

耀
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
書号
（甲） トＮｏ位置領収書以外の関連証

　　

拠 会派自民党の主張
裁判所の惚
定する違法
支出額

Ｊ１７４４２ ２０１７／５／９ 鯛査 佐麓 ６，１２９ ４，５９６
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

４６．ＯＢＬ

　

給油
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１４４ １２ ３，０１“

Ｊ１７‐４４３ ２０１７／５／２５ 鯖査 佐薦 ５，７９１ ４，３４１３
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

４３．５４Ｌ姶油
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１４７ ２２

　　　　

ｒ ２，８９５

Ｊ１７‐４４４ ２０１７／６／８ 胃査 佐麓 ６，０９０ ４，５６７
コスモ石油㈱窟関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

”．７８Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１５０ ２６

　

Ｉ ３，０４１５

Ｊ１７－４４５ ２０１７／６／２０ 嗣査 佐藤 ５，７３４ ４，３（鳩
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム４２．７９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１」ｌ１５３ ３３ ２，８６７

Ｊ１７一４６ ２０１７／７／２シ 劉査 佐麓 ６，５０５ ４，８７８
コスモ石油隣南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム４９．２８Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１５８ ４３ ３，２５２
・

Ｊ１７÷４４７ ２０１７／７月９ ■査 佐藤 ５，様３０ ４，３７２
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

４乙Ｂ凡
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１６１ ４９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ２，９１５

Ｊ１７‐４４８ ２０１７／８／２ 国査 ・佐藤 ６，２６１ ４，６９５
コスモ石油開南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム４６．３８Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１６４ ５７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ３，１３０

Ｊ１７－”９ ２０１７／８／２３ ■査 佐薦 ５，８８３ ４，４１２
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

４３，２６Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１－Ｉ１６６ ６４ ２，９４１

Ｊ１７‐４５０ ２０１７／９／７ ■査 佐廉 ５，７３９ ４，３０４
コスモ石油開南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

４

　

２，２０Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１７０ ７２ ２，８６９

Ｊ１７‐４５１ ２０１７／９／２４ ■査 佐藤 ６，２４６ ４，６８４
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーバ」マグ
ナム

　

４５．２６Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１７３ ７９

　　　　　　　　

」

　　　　　　　　　　　　

．
３，１２３

Ｊ１７‐４１５２ ２０１７／１０／７ ■査 佐藤 ６，３３６ ４，７５２
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム，４５．９ＩＬ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１－ｌ１７８ ９０ ３，１６８

Ｊ１７÷４５３２０１７／ｌｏ／１７糞査 佐藤 ６，１８４ ４，６３８
出光リテール販売㈱

　

セルフ町田
森野ＳＳ 出光スーパーゼアス
４５．４７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１－Ｉ１８２ ９９ ３，０９２

Ｊ１７‐４５４２０１７／ｌｏ／２６■査 佐薦 ６，３６０ ４，７７０
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム，４６．０９Ｌ

　　

－
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１８４１〔“
「

３，１８０

Ｊ１７‐４５５２０１７／１１／ｍ 鱗査 佐廉 ，０８３ ４，５６２
コスモ石油閥南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

４３．４５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１８７１１３ ３．０４１

Ｊ１７÷一一４５６２０１７／１２／１６圃査 佐薦 ，３７５ ４，７８１
コスモ石油観南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

仏二２７Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％

　

， １１‐Ｉ１９３１２７ ３，１８７

Ｊ１７÷４５７ ２０Ｔ８月／３１ ■査 佐藤 ，６４１９ ４，９８６
コ、スモ石油㈱南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

４５．２３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ２０４１５１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼ ３，３２４

Ｊ１７‐４５８ ２０１８／２／１３ ■査 佐藤 ，８９６ ５，１７２
コスモ石油㈱南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

樟．９ＩＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ２０７１５６ ３，山１８

Ｊ１７÷４５９ ２０１８／３月 頒査 佐麓 ，６４７ ４，９８５
コスモ石油鴎南関東カンパニー
セルフピュア町田

　

スーパーマグ
ナム

　

４５．５３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ２０８１５８ ３，３２３

Ｊ１７÷４６０ ２０１７／５／６ 調査 市川 ，２８８ ４，７１６
エムシーオイル閥山崎団地営業
所

　

５

　

０‐７０Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１一ｌ１４３ １０ ３，１“

Ｊ１７÷４６１ ２０１７／５／１７ ■査 市川 ８４１３ ６３２出光リテール販売隣セルフ町田森
野ＳＳ

　

７．０３Ｌ
ガソリン代：、按分比７５％ １１‐ｌ１” １４ ４２１

Ｊ１７一４６２ ２０１７／５月８ 欄査 市川 ５６５ ４，９２３
ＥＮＥＯ
ＳＳ

有限会社石阪石油

　

薬師
．７３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１４５ １５ ３，２８２

Ｊ１７‐４６３ ２０１７／４／３ 国査 松岡 ３，１０６ ２，３２９
ＥＮＥＯＳ
Ｄｒ．Ｄｒ２４．７６１４Ｐを

フロンティア東京仰
ｉｖｅセルフ町田木‐店
Ｌ
控除

　　　　

，
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１３９ ２ ５５３

め‐欄 ２０１７／４月７ 欄査 松岡 ２，９８７ ２，２ｄｌｏ
椛
乙
３
評

８漏電書ィ田「高木京警告
髪』

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１４０ ４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 ４９３

Ｊ１７‐４６５ ２０１７／５／２２ 調査 松岡 ３，３４５ ２，５０８
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ

　　

′
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店２７．７７Ｌ１５Ｐを控除

ガソリン代

　

按分比７５％ １１一Ｉ１４７ ２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ６７２

Ｊ１７‐４６６ ２０１７／６／ｍ 鱈査 松岡 ３，１１６ ２，３３７
ＮＥＯＳフロンティア東京帥

　

加セ
レフ忠生店

　

２５‐山ＩＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１５１ ２８ ５５８

Ｊ１７４６７ ２０１７／６／ｎ 国査 松岡 ２，醐 １，５（鳩
出光リテール販売㈱セルフ本町田
１６．１３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ，ーー１，１５１ ２９ 醐

Ｊ１７４６８ ２０１７／６／２８ 国査 松岡 ２，９８７ ２，２４１０
ＮＥＯＳフロンティア東京Ｃｏ
ｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店４．３９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１５５ ４０ １，４９３

Ｊ１７÷４６９ ２０１７／７ハ２ ■査 松岡 ２，９８７ ２，２４１０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木１店２４，０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１５９ ４６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
１，４９３

Ｊ１７‐４７０ ２０１７／７／２６ ■査 松岡 ３，２９５ ２，４７１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
ＤｒＤｒｉｖｅセルフ町田木‐店
２６‐６９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１６３ ５５

　　　　　　　　　　　　　　

．
１，１７

Ｊ１７」４７１ ２０１７／８／１１ 蹟査 松岡 ２，９８７ ２，２４１０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京仰
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店２４．１９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１６５ ６０ １，４９３

Ｊ１７‐４７２ ２０１７／８／３０ ■査 松岡 ２，８２７ ２，１２０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
ＤＤｒｉｖｅセルフ町田木１店
２３．０９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１６８ ６９ １，４１３

Ｊ１７‐４７３ ２０１７／９月８ ■董 松岡 ３，０２６ ２，２６９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店２４．５２Ｌ

ガン１」ン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１７３ ７８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 １，５１３

Ｊ１７４７４ ２０１７／９／２５ ■査 松岡 ２，９８７ ２，２｛１Ｏ
ＥＮＥＯＳフロンティア東京防

　

聞セ
ルフ忠生店

　

２４，１９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１７４ ＢＯ １，４９３

Ｊ１７‐４７５ ２０１７／９／２７ ■査 松岡 ３，４９４ ２，６２０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店２８．３１Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ ”‐Ｉ１７５ ８２ １，７４７

Ｊ１７‐４７６ ２０１７／ｌｏ／７ 覇査 松岡 ３，似 ２，６１３
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　　

，
２７．５６Ｌ１６Ｐを控除

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１７９ ９１
ｒ
． １，７４２

Ｊ１７４７７２０１７ハｏハ２■査 松岡 ３，４１１４ ２，６１３
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店２７．５６Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１８０ ９４

　

．

ｒ
１，７４２

Ｊ１７‐４７８ ２０１７／６／８ ■査 ３，１〔ぬ ２，３２５
関東石油株式会社

　

町田山崎
２５．６２Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１５０ ２７ １，５！め

Ｊ１７‐４７９ ２０１７／６／２３ 欄査 ３，１５０ ２，３６２
関東石油株式会社

　

町田山崎
２６．４７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１５４ ３６

　　　　　　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、． １，５７５

Ｊ１７一Ｌａｌｏ ２０１７／９／２７ ■査 ４，７５０ ３，５６２
関東石油株式会社

　

町田山崎
３８．０ＯＬ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１７６ Ｂ４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ２，３７５

Ｊ１７４８１２０１７月０／１４■査 ４，３１ｉｏ ３，２７０
関東石油株式会社

　

町田山崎
３５．４５Ｌ

ガソリ・ン代 按分比７５９６ １１÷ｌＩＢＩ ９７ ２，１８０

Ｊ１７‐４８２２０１７／ｌｏ／２６■査 ４，７１２ ３，５３４繋駕寵油株式会社

　

町田山崎 ガソリン代 按分比７５９６ ”ーｌ１８４１０５ ２，３５６

Ｊ１７‐４１３３ ２０１７／１２／９ 圃査 ４，２９９ ３，２２４
関東石
３３．０７Ｌ

油株式会社

　

町田山崎 ガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐Ｉ１９２１２３ ２，１４９

Ｊ１７一もａ１４２０／１２／２６■査 ５，０５４ ３，７卸
関東石
３８，駅）Ｌ

油株式会社

　

町田山崎 ガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐ｌ１９６１３３ ２，５２７

Ｊ１７÷４８５ ２０Ｂハハ６ 翼査 ５，・０５４ ３，７９０
関東石
３８．α）Ｌ

油株式会社

　

町田山崎 ガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐Ｉ２００１４２ ２，５２７
Ｊ１・７４８６ ２０７／４月３ 贋査 木目 ２．８１５ ２，１１１ １兄石伽 町田金査ＳＳ

　

２１．９９Ｌ≠ ン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１３９ ３ １，弘）７
Ｊ１７４８７ ２７／／８ １査 木目田 ２，７３Ｂ ２，０５３ １鬼石 一閃ｒ 町田金森ＳＳ

　

２３．０ＩＬＺソ ン代

　

按分比７５９６ １１‐ｌ１４３ １１ １，３６９
Ｊ１７一Ｌ８８ ２０７／／２８ ー査 木目田 ２二９００ ２，１７５ １見石 一円ｒ

町田金森ＳＳ

　

２３一７７Ｌ± ン代

　

按分比７５９６ １１‐ｌ１５５ ３９ Ｌ４５０
Ｊ１７４８９ ２０７／１７ 圃査 長村 ４，・３（刀 ３，２２５塵見石１ｌセ

　

町田金森ＳＳ

　

３

　

４．９５Ｌ± ン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１６６ ６３ ２，ＩＥめＪ１７一卸 ２０７／／２３ ■査 長村 ３．７６５ ２，Ｂ２３ １兄石 Ｍ 町田金森ＳＳ

　

３０．８６ＬＺン ン代

　

按分比７５９６ １１‐Ｉ１６７ ６５ １，８８２
Ｊ１７‐４９１ ２０７／３０ ■査 木目田 ２，９５８ ２，２１８ １見石 閏 町田金森ＳＳ

　

２４．６５ＬＺ ン代

　

按分男に７５９６ １１‐Ｉ１６８ ６８ １，４７９
Ｊ１７一９２ ２７／／９ １査 木目田 ３，６３０ ２，７２２ １見石１ｇ 町田金森ＳＳ

　

３０．５０ＬＺ ン代

　

按分比７５％ １１‐ｒ１７１ ７４ １．８１５
Ｊ１７÷４９３ ２０７／／３ ■董 木目田 ２，３≦１Ｏ １，７９２１見石 際 町田金森ＳＳ

　

Ｉ９．４３± ン代

　

按分比７５９６ １１‐ｌ１７７ ８７ １，１９５Ｊ１７４９４２０／１／１４ １査 木目田 ３Ｌ１３０ ２，３４‘７ １兄石 際 町田金森ＳＳ

　

２４，２６ＬＺ ン代

　

按分比７５９６ １１‐ＩＩＢＩ ９６ １，５６５
Ｊ１７‐４９５ ２０７／／２ １査 木目田 ３，３２２ ２，４９１ １見石 除 町田金森ＳＳ

　

２４．６１ＬＺソ ン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１９０１１９ １．６６Ｔ
Ｊ１７‐４９６２０／Ｉ／２５ １査 木目田 ２．９６５ ２，２２３ １鬼石 隊 町田金森ＳＳ

　

２２‐８１Ｌ± ン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１９５１３０

　　　　　　

′ １；４１１２
Ｊ１７‐４９７ ２０８／／１４」胃査 木目田 ３，２９３ ２，４６９

鶴見石油閥、町田金森ＳＳ２４．・２１ＬＩＩ時４８分 ガン ン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１９９１４０ １．，６４１６

Ｊ１７一９８ ２０８／１４ ■査 長村 ３，９６９ ２，９７６
■見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

２９．８４１５１時４９１分 ガン ン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ２００１４１

　　　　　

１ １，９Ｅ１４

Ｊ１７４９９ ２０８／３０ 甑査 長村 ３，Ｂ２７ ２，８７０
鶴見石油鱗 町田金森ＳＳ
２７，７３Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐Ｉ２０３１４９ １，９１３
Ｊ１７‐５閲 ２８／／７ ー査 木目田 ３，３３３ ２，４９９瞳見石油隣

　

町田金森ＳＳ・２３．９８Ｌガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐Ｉ２０５１５３ １，６６６Ｊ１７÷５０１ ２０８／２ハ２ ■査 長村 ４，３０８ ３．２３１鶴見石油隣

　

町田金査ＳＳ３２．１５Ｌガン ン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ２０６１５５ ２，１５４Ｊ１７０２ ２８応力 ■査 木目田 ２，９≦１Ｏ ２，２４２重兄石油隣 町田金森ＳＳ

　

２２．４８Ｌガン１）代

　

按分比７５％ １１‐ｌ２０８１６０ １．４９５

・Ｊ１７‐４６６

自民 燃料費３６３



・

　　　

ｉ．

　　

・′

三 三ｒ・．

‘

　　　　　

－

　

●

　

‘

まちだ市民クラブ

　

鉄道賃及び宿泊費＼
２８０

馨支出日費目議員名 支出金額
原告らの主
張する違法
支出額 ＼

　

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける事情 器トＮｏ位ー領収書以外の関連証
拠

会派まちだ市民クラブの主
張

裁判所の認定
する違法支出
額

ＣＩふ
１０１ ０２ハ５圃査 河辺 ２９，４６０ ２９，４６０

交通費 東日本旅客鉄道株式会
社 相模原８０１Ｎｏ．以）Ｃめ２５

・遠方
岩手泉釜石市方面への旅行代金。市政との関連
性は全く不明である。Ｃ１５‐１０４まで－運の支
出。

１３‐Ｉ ２６６上左

河辺議員が、町田市と釜石
市との間のラグビーを通じ
た交流を図るため出張した
際の支出である。

Ｏ

０２ ０２／２３鱗査 河辺 １，７２０ １，７２０
交通費 東日本旅客鉄道株式会
社 釜石８０１ＮＯ．開聞１９ ・同上 １３－Ｉ２６６上中 同上 ０

Ｃ１５－０２／２２麓査 河辺 ５１０ ５１０
交通費 中央ライナー２号八王
子発０６時０６分

　

８号車１３番Ｃ席
１５０１０６：０１

・同上 １３－Ｉ ２６６下左
同上

Ｏ

Ｃ１・５‐
１０４ ０２／２２蘭査 河辺 ７，３５０ ７，３５０

宿泊費

　

陸中海岸グランドホテ
ノレ ・同上 ３ーＩ ２６８下′

　　　　　　

、 河辺議員が、町田市と釜石
市との間のラグビーを通じ
た交流を図るため出張した
際の支出である。

Ｏ



増書 ，支出日 費目離員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出
、

　　

甑
支出内容 原告らの主張する，違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 纂馨ト 位置領収書以外の関連証

　

拠 会派自民党の主張
薦判所の総
定する違法
支出額

Ｊ１７－５０３ ２０１７／４／２ ■査 渡辺 ４」０００ ３，ＯＭ
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラー

　

３２‐２６（Ｌ）
ガソリン代

　

按分比７５％ １１－Ｉ１３ ２，醐

Ｊ１７イ５（図 ２０１７／５／２１ ■査 渡辺 ４，３（ぬ ３，２２５
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３６．７５１÷
ガソリン代 按分比７５９６ １１－Ｉ１４７ ２０ ２，１５０

Ｊ１７÷寺帖 ２０１７／／２０ ■査 葦辺 ２，３１４ １，７３５
中央石油（株）セルフ金井′

　　

レ
ギュラーガソリン

　

１９．４５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１５３ ３４ １，１５７

Ｊ１７÷５０６ ２０１７／／２８ 鱗査 浅辺 ２醐 １，馴
エネオス

　

有限会社石板商会

　

町
田森野ＳＳ レギュラーガソリン
１５．７５Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐’ ５４ ３８ １，ＭＯ

Ｊ１７÷５０７ ２０１７／／２２ ■査 渡辺 ２，醐 １，５（刀
出光リテール販売㈱

　

ブリテール
高瀬権店 出光ゼアス

　

１６，．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１－ｌ ６２ ５３ ＭＯ

Ｊ１７‐５０８ ２０１７／／１３ 圃査 渡辺 ３，７８７ ２，蜘 中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３１‐０４Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ ６５ ６１ ８９３

Ｊ１７イ５（博 ２０１７／／１５ 馴査 濃辺 ４，１９６ ３，１４７
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３４．３９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ ６６ ６２ ０９８

Ｊ１７÷う１０ ２１７／／１６ ■査 渡辺 ３，５８３ ２，６８７
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２９．１３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ ７２ ７７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ７９１

Ｊ１７‐５１１ ２１７／／２６ 国査 潰辺 ３，７３８ ２，８０３
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガン皇ン

　

３０．８９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ ７４ ８１ ８６９

Ｊ１７‐５１２，２１７／ｌｏ／２ 鱗査 渡辺 ２，棚 １，５（ぬ
エネオス

　

有限会社石坂商会

　

町
田森野ＳＳ レギュラーガソリン
１５．鼠）Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ ７７ ８６ 醐

Ｊ１７‐５１３ ２１７／ｌｏ／Ｂ ■査 渡辺 ３，０７４ ２，３０５
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

鰹．９９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１一Ｉ ７９ ９２ ５３７

Ｊ１７‐５１４ ２１７／１１／２ ■査 渡辺 ４，醐 ３，醐
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３１．２５Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １‐Ｉ ６１１０ ２，‐０００

Ｊ１７‐５１５２０７ハ１ハ３■査 渡辺 ４，２５０ ３，１８７
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３３．７３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ ９１１６ ２，１２５

Ｊ１７‐５１６ ２１７／１２月 ■査 渡辺 ３，２９８
′

　

２，４７３
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

姪一３７Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １‐ｌ １１８ １，＆‘９

Ｊ１７１７２０１７ハ２ハ５韻査 渡辺 ４，２８８ ３，２１６
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３２．７３Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ ３１２６ ２，１４４

Ｊ１７÷うＩＢ２０１７／１２／２５圃査 渡辺 ２，１３５ １，６０１
エネオス

　

有限会社石坂商会

　

町
田森野ＳＳ レギュラーガソリン
１５．７Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ ５１３１

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
１，０６７

Ｊ１７÷う１９ ２０１１ハ３ ■査 渡辺 ４，５５０ ３，４１２
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

３５．０ＯＬ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ ９１３９ ２，２７５

Ｊ１７‐５２０ ２０１８／１／２２ ■査 浅辺 ２，醐 １，５（刈
エネオス

　

有限会社石坂商会

　

町
田森野ＳＳ レギュラーガソリン
１４，１９Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ２ １４日 ′

　

１，０００

Ｊ１７一；２１ ２０１町１／３０ ■査 渡辺 ４，７５５ ３，５６６
中央石油（株）セルフ金井．レ
ギュラーガソリン

　

３４，９６Ｌ
ガソリ．ン代 按分比７５９６ １‐Ｉ２０４１和 ２，３７７

Ｊ１７う２２ ２０１８／２／１４ ■査 渡辺 ４，７０３ ３，５２７
エネオス

　

有限会社

　

萩生田石油
鶴川ＳＳレギュラーガソリン
３乙６６Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ２０７１５７ ２，３５１

Ｊ１７‐５２３ ２０１８／３／３ ー査 渡辺 ３，醐 ２，２５０
中央石油（株）セルフ金井

　　

レ
ギコラーガソリン

　

２２．７３Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ２０９１６２ １，５（め

Ｊ１７‐５２４ ２０１８／３／５ 圃査 渡辺 ３，１３０ ２，３４７
中央石油（株）セルフ金井

　

レ
ギュラーガソリン

　

２３．８９Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ２０９１６３ １，５６５

Ｊ１７÷５２５ ２０１８／３／８ ■査 渡辺 ２，９９４ ２，２４５
エネオス

　

有限会社

　

萩生田石油
鶴川ＳＳレギュラーガソリン
２１．１８Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ２１０１６４ １，４９７

Ｊ１７‐５２６ ２０１７／４／２５ 国賓 麓田 ３，７６６ ２，８２４
ＥＩＩＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店

　　

２９．，７９Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１４２ Ｂ

　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． １，８８３

Ｊ１７‐５２７ ２０１７／５ハ９ 圃査 薦田 ３，７３０ ２，７９７
ＥＮＥＯＳ

　

Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐
止』０．７１Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１４６ １８ １，８６５

Ｊ１７÷５２８ ２０１７／６／２２ 鯛査 農田 ３，４９２ ２，６１９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木曾店２８．５２１‐

　　　　　　　　　

ー
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１５４ ３５
ｒ １，７４６

Ｊ１７‐５２９ ２０１７／７／８ 欄査 薦田 ３，６１９ ２，７１４
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店３０．２９Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １ーＩ１５９ ４５ １，ＢＯ９

Ｊ１ｉ‐５３０ ２０１７／７／３１ 覇査 高田 ３，帆）６ ２，２…”
株式会社

　

Ｊ‐Ｑｕｅｓｔ

　

ＪーＱ
ｕｅ６町田ＳＳ２４▲９５Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１６３ ５６ １，鼠）３

Ｊ禄３１ ２０１７／８／２７ 鵬査 高田 ３，６０２ ２，７０１
株式会社

　

Ｊ‐Ｑｕｅｓｔ

　

ＪーＱ
ｕｏ壁虹王日ＳＳ

　

２９・８○Ｌ
ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１６８ ６７ １，８０１

Ｊ１７‐５３２

　

・
２０１７／９／１４ 霞査 薦田 ３，６６２ 、

　　

２，７４６
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店２９．６７Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５９６‐ １１‐Ｉ１７１ ７５ １，８３１

トＪ１７‐５３３２０１７ハｏハ８回蓋 藤田 ３，７４６ ２，８０９
馴圧ＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店
２９．６３Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１８２１〔力 １，８７３

Ｊ１７‐５３４２０１７／ｌｏ／２８調査 麓田 ３，７８７ ２，細１０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
ＤＤｒｉｖｅセルフ町田木■店
２９．７２Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐Ｉ１８５１０７

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ １，８９３

Ｊ１７‐５３５２０１７／１１ハ３圃董 麓田 ３，３８７ ２，５４１０
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木曹店
２６．１７Ｌ

ガソリン代 按分比７５９６ １１‐ｌ１８８１１５

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

・
１，６鱒

Ｊ１７３６２０１７／１１／２４繍査 藤田 ３，駅）２ ２，９２６
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店
２９，２５Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ＩＩＢ９１１７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー １，９５１

Ｊ１７－５３７２０１７ハ２ハ２■書 高田 ３，８９３ ２，９１９
株式会社

　

ＪーＱｕ６８ｔ・ＪーＱ
ｕｅｓ町田ＳＳ

　

２９，８５Ｌ
ガソリン代・按分比７５％ １１‐Ｉ１９２１２５

　　　　　　　　　　　

、 １，９４６

Ｊ１７‐５３８２０１７／１２／２６圃査 廉田 ４０２ ３，０２１
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店２９．］５Ｌ

ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ１９５１３２ ２，０１４

Ｊ１７‐５３９ ２０１８／１／９ ■査 薦田 ３，８８ ２，９１６
株式会社

　

Ｊ一Ｑｕｅｓｔ

　

ＪーＱ
ｕｅｓ町田ＳＳ

　

．３０．０２Ｌ
ガソリン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１９８１３７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ １，９一“

Ｊ１７‐５４０ ２０１８／１／２０ 頒査 藤田 ４，１５ ３，１１９
ＥＮＥＯＳフロンティア東京ＣＯ
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ町田木‐店
３０．低止

ガン ン代

　

按分比７５％ １１‐ｌ２０１１４３ ２，０７９

Ｊ１７÷｛；４１ ２０１８月／２９ 回査 藤田 ４，２５ ３，１９４
出光リテール販売閥セルフ町田森
野ＳＳ

　

３０，６４１↓
ガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐Ｉ２０２１４７

　　　

′ ２，１２９

Ｊ１７÷５４２ ２０１７／４／２３ 馴査 長村 ３，６ ２．７（刀値鬼石油圏 町田金森ＳＳ

　

２９．０３Ｌガン ン代

　

按分比Ｊ５９６ １１‐ｌ１４１ ７ 、

　

１．ＢＯＯ
Ｊ１７÷５４３ ２０１７／５ハ８ 国査 長村 ３．７２ ２，フ帥 鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ

　

３１，０ＯＬガン ン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１４５ １６ ．８１５０

Ｊ１７‐５” ２０１７／６／２ 欄査 長村 ３，９８ ２，９９１
鶴見石油隣 町田金森ＳＳ
３２，７Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５％ １１‐Ｉ１４９ ２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ ，９９４

Ｊ１７÷５４５ ２０１７／６／２８ 鰯査 長村 ３，２９ ２，４７４
鶴見石油㈱・町田金森ＳＳ
２８．‐２（Ｘ

ガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐Ｉ１５６ ４１ ６４１９

Ｊ１７÷５４６ ２０１７／７月８ ■査 長村 ３，７７２ ２，８２９
鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ
３０．６７Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐Ｉ１６０ ４８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 ８８６

Ｊ１７÷５４７ ２０１７／８／３ ■査 長村 ３，４７３ ２，隅 鶴見石油隣 町田金森ＳＳ
２８，７０Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５％ １１－ｌＩ ５８

　　　　　　　　　　　

／ ７３６
Ｊ１７‐５４８ ２０１７／９／３ 欄査 ゑ村 ３，９２０ ２．９４０纏兄石油隣 町田金森ＳＳ

　

３２，４０Ｌガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐ＩＩ９ ７０ ９ＩＳＯ
Ｊ１７÷５４９ ２０１７／９／２７ 圃査 長村 ３，靴 ２．９２Ｂ鶴見石油隣 町田金森ＳＳ

　

３１．２３Ｌガン ン代

　

按分比７５％ １１‐ＩＩ５ ８３ ９５２
Ｊ１７÷う５０２０１７／１０月２■査 長村 ３，６４９ ２．７３６鶴見石油閥 町田金森ＳＳ

　

２８」９６Ｌガン ン代

　

按分比７５９６

　　

・ １１‐ＩＩＯ ９５ ８２４
Ｊ１７煮５１２０１７ハ０ハ４■査 長村 ４，醐 ３，棚 鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ３０．７７Ｌ ガン ン代．按分比７５％ １１‐ＩＩＩ ９８ 醐
Ｊ１７‐５５２２Ｏ１７７１〇／２５欄査 豊村 ３，８１３ ２．８５９鶴見石油閥

　

町田金森ＳＳ

　

３０．５０Ｌガン ン代

　

按分比７５９６ ”‐ｌＩ３１〔潟「 ９０６

Ｊ１７‐５５３ ２０１７／１１／７ 篇書 長村 ３，７４艮 ２，８０８
鶴見石油隣 町田金森ＳＳ
２９．２５Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５９６ ー１」ＩＩ７１１２ ８７２

Ｊ１７‐５５４２０１７／１２月８鯖査 長村 ４，３１８ ３，２３８
鶴見石油閥 町田金森ＳＳ
３２，７１Ｌ

ガン ン代

　

按分比７５％ １１‐ＩＩ４１２８ ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ ２．１５９
Ｊ１７一５５２０１７／１２／３１調査 長村 ４．３０３ ３，２２７鶴見石油㈱ 町田金森ＳＳ３２．３５Ｌ ガン ン代

　

按分比７５９６ １１‐ＩＩ７１３５ ２，１５１
Ｊ１７５６ ２０１７／７／２０ ■査 高田 ２，９５５ ２，２１６

出光リテール販売㈱神奈川カンパ
ニー

　

ブリテール町田ＳＳ

　

２３．２７Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５％ １１‐ＩＩＩ ５１， １，４７７

Ｊ１７‐５５７２０１７／１０／２０圃査 松岡 ３，５５１ ２，６６３
エムシーオイル像蛸山崎団地営業
所

　

２Ｂ．１８Ｌ
ガン ン代

　

按分比７５％ １１‐ＩＩ２１０１ １，７７５

Ｊ１７５８２０１７／１０／３０圃査 木目田 ３，１７４ ２，３８０
コスモ石油 太陽石油㈱

　

セルフ
ステーション成道

　

２１８０Ｌ ガン ン代

　

按分比７５％ １１‐ｌＩ５１０８ １，５８７
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支出書
号 支出日 費目髄

名
員 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 輔導トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の霧
定する違法
支出額

Ｊ１４‐４３２０１４月１／５ 岬査 ６００ ６（鳩
駐車場代・立川北口パーキング
１０時４５分～１１時５１分

　

「会蹟」
とされている。

・政党活動
４００ｍほどの距離に自民党三多摩総支
部があり、そこでの会離が目的で
あったと推扇される。政党活動の経
費であ－って、政務活動との関連性を
鐸められない．Ｊ一４４、Ｊ‐４５、も同様
『広報おさむら』より
自由民主党三多摩雛員連絡憧議会
役員・理事・幹事合同会嫌１０：３
０～役員会

　

１１：○○」役員・，理事・幹事合同会議（立川グランドホ
テル３階）
三遊亭らん丈誰員ホームページにも
「自民党三■運会離」，の記載あり
支出者すら不明。

８－．Ｉ１０５ 中右 ２１

　

Ｐ４１
甲９５

自民党三多摩総支部において市政につ
いて他議員と意見交換等をすることも
あり一原告の主張は使途基準違反を推
総・させるものではない。

Ｏ

Ｊ１４‐４４

　

＼ ２０１５／２／９ 調査 １，２００ １，２（め
駐車増代 立川北口パーキング
１５時０８分～１８時１９分

　

「頚地鯛
査」とされている。

・政党活動
・長時間
松岡みゆき櫨員ホームページ活動日
記より
第４７回三多摩■員連絡値議会総会
～石磯茂氏講演「みりょ〈あふれる
地方創生について」～

『広報おさむら』より
第４７回三離違通常総会

　

１５：３
０～（立川グランドホテル）研修
会１６：３０～嫌師石破茂地
方創生担当大臣懇親会１７：３０

支出者すら不明。

８－Ｉ１２４ 中左
２１

　

Ｐ４１
甲９５
甲５６

同上

，

　

、

　　

Ｏ

Ｊ１４‐４５２０１５／２／９ 鰯査岩瀬 ８００ ８（め
駐車場代

　

，立川北口パーキング
１６時２１分～１８時０４分

　

「露地鯛
査」とされている。

・政党活動
松岡みゆき離員ホームページ活動日
記より
第４７回三多摩議員連絡位雛会総会
～石磯茂氏鱗漬「魅力あふれる地方
創生について」・～
『広報おきむら』より
第４７回三議運通常総会１５．：３
０～（立川グランドホテル）研修
会

　

１６：３０～講師石破茂地
方創生担当大臣

　

男麹金１７：３０

８－Ｉ１２４ 中中 ２１

　

Ｐ４１
甲９５

同上 「

　　　　　

０

Ｊ１４‐４６
・

　

、

２０１４／８／２５ 調査 ６〔ぬ ６（め
駐車場代

　

ダイレクトパーク町
田旭町駐車増（旭町１丁目１６，）
ＩＢ時１５分～２１時４６分

　

「現地調
査」とされている。

・‐長時間
・深夜
繁華街での深夜の「穂地鑓査」は考
えられない。支出者すも不明。

８－Ｉ ９３ 上左

１件当たりの親地偵査が長時間にわた
ることや夜間に及ぶことは十分に想定
できることであり、原告の主張は使途
基準違反を推隠させるものではない。 Ｏ

Ｊ１４‐４７２０１５／３／ｌ 国査岩漬 ４（め ４｛鳩
リバーク町田旭町２丁目駐車増．（旭町２丁目１－４）１７時４０分～１９
時０５分

　

「会韻」とされている

自由民主党町田総支部（旭町２－１－
３）ｒの目の前、徒歩１５秒以内の駐車
増。同所訪問のための駐車、すなわ
ち政党活動のためと推測。
・夜間
「広幅おさむら」より
自民党町田総支部役員会１８：００
～支部会議室

８－Ｉ１２９ 下中 ２１

　

Ｐ３０
甲８６一Ｉ

同駐車増に駐車しても、その周辺の住
民から市民相核を受けるなどの政務活
動を行うことはあり、原告の主張は使
途基準違反を推鰐させるものではな
ＬＴ。
また、′市民相談などが夜間に及ぶことはままあるし、まして・や１９時代に及ぶことは－般的なことである。

Ｏ

ｉ
Ｊ－－４８２０１４ハＯハ８ 飼査 ４（刈 ４（鳩

タイームズ町田旭町駐車場・１７時
５９分～１９時１０分

　

「市民相談」
とされている

自由民主党町田総支部（旭町２－１－
３）の前の徒歩３０秒以内の駐車場
で、同所訪問のための駐車、すなわ
ち政党活動のためと推測。Ｊ‐４９も同
様。・夜間「広報おさむら」より
自民党町田総支部役員会１８：３０
～総支部会議室
支出者すら不明。

８－Ｉ１０２ 上左 ２１

　

Ｐ３０
甲８６‐Ｉ

同上

Ｏ

Ｊ１４－４９２０１４／１２／２０ 顕査 ４（刃 ４（め
タイムズ町田旭町駐車増

　

１６時
３６分～１７時４７分

　

「現地視察」
と・されている

・政党活動
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１７：０
０～

　

支部会議室
支出者すら不明ｈ

８－Ｉ１１５ 中左 ２１

　

Ｐ３０
甲８６‐Ｉ

同上
Ｏ

Ｊ１４‐５０２０１４／４／２６ 鱗査市川 ９（鳩 ９（力
森野第３駐車場

　

０６時５３分～０９
時０３分

　

「現地鱈査」とされて
いる

・政党活動（政務鱈査以外の磯員活
動）
早朝の駐車。小田急線町田駅北口で
のチラシまきのための駐車と推測さ
れる。Ｊ‐５１～－Ｊ６１まで同様。

も－Ｉ ７２ 上左 ２１

　

ＰＢ

　

（練
１９）

午前７時ころから政務活動を行うこと
はあり、原告の主張は使途基準違反を
推認させるものではない。また、チラ
シまきであっても市政報告書であれば
政務活動である。

Ｏ

Ｊ１４１２０１４／５／２４ 闘査市川 ７（め ７（め
森野第３駐車鴇０６時５８分～０８
時５８分

　

「現地劉査」，とされて 同上 ８－Ｉ ７９ 上右 ２１

　

Ｐ８

　

（縁
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１４‐５２２０１４／６／２８ 鴎査中川 １，醐 １，醐
森野第３駐車増．０７時００分～０９
時０１分・「親地鯛査」とされて 同上 ８－Ｉ ８６ 下横 ２１

　

ＰＢ

　

（鎌
１９）－

同上

　　

‐ Ｏ

Ｊ１４‐５３２０１４／８／２３ 顕査市川 ９ＱＯ ９（Ｐ
森野第３駐車場

　

０６時５６分～０９
時０３分

　

「親地鯛峯」とされて 同上 ８一 ９２ 下右 ２ＬＰ８

　

（鉢
１９）

同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

， Ｏ

Ｊ１４‐５４２０１４／９／２７ 圃壷市川 ９００ ９｛Ｐ
森野第３駐車増０６時５９分～０９時
１８分

　

「糠地調査」とされてい
る－

同上 Ｂ－Ｉ ９７ 上中 ２１

　

ＰＢ

　

（織
１９）

同上
．

　

Ｏ

Ｊ１４‐５５２０１４月０／２８ 轟査 １００ １（船
三井のりパーク森野１丁目第３駐
車増（森野１丁目３４一３）０７
時０６分～０８時０６分

　

「市民相
機ーとされているＡ

同上
支出者すら不明。

８－Ｉ１０４ 上中 ２１

　

ＰＢ

　

（紳
．）

同上
Ｏ

Ｊ１４‐５６２０１４／１１／２２ 顕査市川 ５００ ５〔船
森野第３駐車増０６時５７分～０８
時１６分

　

「露地鯛峯」と．されて
いる。

同上 ８－Ｉ１０８ 中中 ２１

　

ＰＢ

　

（紳
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１４７２０１４／１２／２７ 蝿査市川 ９００ ９〔め
森野第３駐車場

　

０６時５８分～０９
時０１分

　

「襲地鯛査」とされて
いる－

同上 ８－ｌ１１７ 上左 ２１

　

ＰＢ

　

（縁
１９）

同上，

　

●
，

　　

●

　　　　　　　　

， Ｏ

Ｊ１４‐５８２０１５／１／２４ 蹟査中川 ８｛杓 ８（め
森野第３駐車増０７時００分～０８
時５８分

　

「親地山査」とされて 同上 ８－Ｉ１２１ 上中 ２１

　

ＰＢ

　

（錬
１９）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１４‐５９２０１５／２／２８ 鰯査市川 ９〔鳩 ９（力
森野第３駐車増０６時５６分～０９
時００分

　

「現地龍査」とされて 同上 ８‐Ｉ１２７ 中右 ２１

　

ＰＢ

　

（鎌
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１４‐６０２０１５／３／２８ 調査中川 １，２（鳩 １，２（鳩
森野第３駐車増０７時００分～０９
時３５分

　

「親地餌峯」とされて
いる．

同上 Ｂ「Ｉ１３２ 上左 ２１

　

Ｐ８

　

（繍
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１４‐６１２０１４／６／５ 欄査薦田 ２｛刃 ２（め
にこにこパーキング相原駐車場
０６時０１分～０７時２８分

　

「市民相
談」とされている。

▲政党活動（政務鑓査以外の議員活
動）
早朝の駐車。相原駅付近でのチラシ
まきのための駐車←椎瀧される－

８‐ｒ ８２ 下左 ２１

　

Ｐ２６
同上

　　

Ｏ

Ｊ１４－６２２０１４／４ハ９ 醜査木目田 ２５０ ２５０
町田市立総合体育館駐車増（南
成瀬５‐１２）１７時１１分～２０時３６分
「現地視察」とされている。

・スポーツ施股の私的利用
・長時間３時間２５分の駐車
・土曜日
プロバスケＢＪリーグ東京サンレーヴ
スの公式戦最終節試合の観戦。

８－Ｉ ７４ 下右 甲２０４

」般的に体育館においては体育協会の
会議や各種式典も開催され、体育館近
くに住む市民の相談に対応する増合な
どに利用することもあるため、原告の
主張は使途基準違反を推隠させるもの
ではない。
また、土日祝日であっても政務活動を
行うことはあるし（平日に休めない市
民の市民相談や休日に開催される会合
も多い。）、政務活動が長時間に及ぶ
ことも十分に想定でき、原告の主張は
使途基準違反を推総させるものではな

　　

Ｏ

Ｊ１４‐６３２０１４／９／２８， 欄査 １５０ １５０
町田市立総合体育館駐車増

　

１４
時１０分～１６時２８分

　

「現地調
査」とされている。

スポーツ施故の私的利用
長時間

　

２時間１８分の駐車
日曜日
出者すら不明．

８－Ｉ ９７ 下中
同上

Ｏ

Ｊ１４４２０１４ハｏハ３ 調査木目田 ＩＷ １〔力
町田市立総合体曹蝕駐車増

　

０９
時３７分～１１時２５分

　

「鴻地贋 スポーツ施較の私的利用
月曜日（祝日） ８－Ｉ１０１ 上中

　　　　　　　　　　　　　

、
同上

Ｏ

自民 駐車場代等３６５



支出書
号 支出日 費目

「輯員
名 支出金甑 原告らの主張する違

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器トＮｏ 位ー 領収書以外の閲

　

違証拠 会派自民党の主張
農判所の認
定する違法
支出額

Ｊ１４‐６５２０１５／３ハ５ 飼董佐薦 ３５０ ３５０
サン町田旭体育館（旭町３‐２０‐
６０）０８時３１分～１２時３４分

　

「沸
地鯛蚕」とされている。

．スポーツ施校の私的利用
・長時間

　

４時間３分の駐車
・日曜日
町田市離会嫌員麓田学離員のプロ，グより
「町田市少年野球書季大会・、開催し
ました。開会式は、来費として出
席。始球式で、バッターボックスに
立たせていただきました。ビッ

　

イ
チャーは、わが会派の佐篇伸一郎議
員、見事な投球に、みごとな空握り
でした（笑） …」とある。サン町田旭体育館の一角に、市民球
場がある。佐薦伸－郎議員は体育協
会に加盟しているソフトボール連盟
の菖皿．■田半樽１は瓢金骨‐

８－Ｉ１３１ 上左 甲９１

同上

Ｏ

Ｊ１４‐６６２０１４／５／１７ 顔査

＼

　　　　　　　

＼ １００ １〔ぬホテル千寿閣駐車増

　

１６：３７～
２０：３９

　

「会樽」とされている。

・商業龍股の私的利用

　　

一・表時間‐４時間２分の蜂車
・夜間
土曜日。駐車料金が１００円に割引さ
れており、ホテル内での飲食等の利
用があったと推測される。「広幅おさむら』より
郷友会町田支部平成２６年度通常総
会１７：００～
日本郷友連盟所■組織の会合であ
り、政務鯛董とは無関係。支出者すら不明一

８－Ｉ ７７ 中中
２１

　

Ｐ８

　

（紫
２０）

　

，

　　

、甲５０－１，５

一般的に商業施較は慎査対象になるこ
とも多くあり、加えて、会議室等を保
有することも多いため、原告の主張は
使途基準違反を推惚させるものではな
し、。また、政務活動が長時間、夜間に及ぶ
ことも十分に想定できることである。

Ｏ

Ｊ１４‐６７２０１５／２／１ｌ 嗣査岩瀬 ４（鳩 ４（め

ショッピングモール「グランベ
リーモール（晴れ、ときどき、お買い物）」 町田市鶴間

　

９時
５９分～１５時３５分

　

「会離」とさ
れている^

・商業施校の私的利用
・長時間・杓５時間半の駐車
祝日。ショッピングモール内で長時
間の会議はありえない。

８－Ｉ１２５ 上左

同上

　

－

Ｏ

Ｊ１４‐６８２０１４／ｍ／２４ 鯛査

　

′

６００ ６（力
タイムズ森野第５駐車場

　

２１時３１
分～０時２０分

　

「市民相談」とさ
れている。

・深夜
・長時間２時間４９分の駐車
・繁華街
深夜９時半からの「市民相談●」は考
えられない。相談に向いた増所もな

支出者すら不明。

８－Ｉ１０２ 下右 ２１

　

Ｐ８

　

（緑
３０）

繁華街においては人口や商業施較の多
さに比例して政務活動の量も高まるた
め、市民相談や意見聴取をすることも
多くあり、原告の主張は使途暮準違反
を推認させるものとは言えない．
また、市民相談などが深夜まで、長時
間に及ぶことは多〈あり、原告の主張
は使途基準違反を推認させるものでは

Ｏ

Ｊ１４‐６９２０１４／ｌｏ／２７ 嗣－ ８００ ８〔め
森野第３駐車増２２時０９分～００
時０１分

　

「市民相旗」とされて 二馨街
同上

８‐Ｉ１０３ 下右横２１

　

ＰＢ

　

（縁
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１４‐７０２０１４／１０／７ 鯛査 １４（刈 １，４（刀
タマバーク原町田第５２駐車増
１８時５４分～００時１６分

　

「市民相
談」とされている。

二葉恥
・長時間

　

５時間２２分の駐車
深夜○時過ぎまでの「市民相談」は
考えられない。支出者すら不頭‐

　　　　　　

・

Ｂ－Ｉ ９９‐ 上左 ２Ｔ

　

Ｐ８（オレン
ジ８４）

同上

Ｏ

Ｊ１４‐７１２０１４／１１／６ 鰯査 ７（鳩 ７〔ぬ
アイペツク原町田第２駐車増
１９時１２分～０時２２分

　

．「市民相
隣」とされている。

・深夜

　　　　　　　　　

，
・繁華街・
・長時間５時間１０分の駐車
深夜０時過ぎまでの「市民相談」は
考えられない。畜出者すら不兎

８－Ｉ１０６ 上右 ２１

　

ＰＢ

　

（青●）

同上

Ｏ

Ｊ１４‐７２２０１４／１２／４ 醍査 ‐１，０００ １，ＭＯ
アイベック町田第１９駐車場

　

２２
時０３分～０１時１７分

　

「現地視
察」とされている。

：馨街

　　　

．
・長時間３時間１４分の駐車
深夜１０時過ぎから「親地視察」を
行うはずはない。支出者すら不田^

Ｂ－Ｉ１１１ 中右 増所分からず

同上

１，ＯＭ

争
Ｊ１４‐７３
Ｆ

２０１５／２／２６ 餌査 ６００ ６〔め
アイベック町田第１０駐車増
１９時１０分～２２時３２分

　

「市民相
鱗」とされている。

：馨街
・長時間３時間２２分の駐車
深夜の「市民相談」は考えられな
し、。支出者すら不明」

８－Ｉ１２７ 下中 ２１、Ｐ８

　

（赤６５）

同上

Ｏ

－
Ｊ１４－７４２０１５／３／４ 調査 １，ＱＯＯ １，醐

ＦＰ第２駐車増２０時５１分～２３時
４９分

　

「打合せ」とされてい
る。

・，深夜
・繁華街

　　　　　　　

′
・長時間２時間５８分の駐車
深夜，９時からの「打合せ」は考えら
れない。会離に向いた端所もない。支出者すら不明一

Ｂ－Ｉ１３０ 上左 ２１

　

ＰＢ・（ピンク９

同上

　　

Ｏ

Ｊ１４‐７５２０１４／６／１７

　

ｒ

鋼査 １００ １００
町田市民病院

　

１５時０５分一１６時
１２分

　

「親地調査」とされてい
る

　　　　　　　　　　　

・

　　　

、

・病院の私的利用
支出者すら不明。

８一 ８４ 下左

病院は一般的に医療法人や医療関係者
への鑓査、意見交換等が行われる増所
である。また．付近の環地鑓査葛のた
めに利用されることもある。そのた
め、原告の主張は使途基準違反を推総
させるものではない－

１００

Ｊ１４‐７６２０１４／７月 薗査中川 １００ １００
町田市民病院

　

０９時５３分～１２時
０９分

　

「親地鑓査」とされてい
る

・病院の私的利用 ８－Ｉ ８８＼上右
同上

１０Ｏ

Ｊ１４‐７７２０１４／８ハ８ 贋査 １０Ｏ １００
町田市民病院

　

１７時４１分～２０時
１８分

　

，「現地調査」とされてい ・病院の私的利用

　　

，，支出者すら不明。
Ｂ－Ｉ ９２ 上右

同上

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

， １００

Ｊ１４‐７８２０１４／１０／２５ 圃査市川 １（め １０Ｏ町田市民病院

　

１２時３２分～１３時
３４分

　

「露地調査」とされている・病院の私的利用 ８－Ｉ１０３ 上中
同上

１００

Ｊ１４‐７９２０１４／１１／“ 国査渡辺 ３２０ ３２０
神奈川県立ガンセンター

　

１４時
３９分～１７時０９分

　

「現地鑓査」
とされてい，る

・病院の私的利用 ８－Ｉ１０７ 下左
同上

Ｏ

Ｊ１４‐８０２０１４／１１／２４ 嗣査 ７｛刀 ７（粉
駐車鴇代 タイムズ■川第２駐
車増

　

１０時１８分－１８時０３分
「現地調査」とされている。

・■川駅前
・長時間

　

杓８時間の駐車
支出者すら不明。

８－Ｉ１０８ 下左横２１

　

ＰＩ９
■川駅の周辺において最時間にわたる
政務活動を行うことばあり．・特段不自然な点はな〈、原告の主張は使途基準
違反香椎埋．させるものではな‐い－

Ｏ

Ｊ１４‐ａｌ２０１５／２／２６ 国査 ５〔Ｘ｝＼ ５（鳩
原町田第２５駐車増（原町田３－８）
１８時２０分～２１時５０分

　

「現地鯛
査」とされている。

・深夜
・長時間３時間半の駐車
業筆街での深夜の「糠地鯛査」は考
えられない。
支出者すら不明。「

８－ｌ１２７ 下左 ２１

　

Ｐ８（青６１）

市民相談や意見交換が深夜，最時間に
わたることは多〈あり、原告の主張は
使途基準違反を推総させるものではな Ｏ

Ｊ１４‐８２２０１５７３／２６ 圃査 １，醐 １，醐
タイムズ町田栄通り駐車増（中
町１－４）１２時０．１分～１６時３７分「現地鱈春１とされている^

繁華街

　　　　

．

　　　

‐長時間的４時間半の駐車
出者すら不服－

Ｂ‐Ｉ１３１ 上右 ２１

　

Ｐ８（賞４５）
同上

Ｏ

Ｊ１４‐８３２０１４／４／２１ 国賓木目田 ６００

　　　　　　　

６００
ＴＰ原町田第６駐車場（原町田３丁
目６－１４），１７時５９分～２０時４３分「親地視察」と．されている。

夜間
長時間２時間”分の駐車
繁華街

８－Ｉ ７１ 下右 ２１

　

Ｐ８（青３６）
同上

Ｏ

Ｊ１４‐８４２０１４ハ１ハ２ 国賓木目田 ７（め ７（め
アイペック原町田第２駐車場
（原町田３丁目７）

　

１２時１６分
～１７時・「打合せ」とされてい
る

繁華街
長時間４時間以上の駐車 ８一 １０７ 上左 ２１

　

Ｐ８（青●）
同上

Ｏ

Ｊ１４‐８５２０１４ハ１ハ３ 鯛査 ７〔Ｐ ７（樽
アイベック原町田第２駐車増
１９時１４分～２２時０１分

　

「会離」
とされている。

深夜
長時間２時間４７分の駐車
繁華街
筆街での深夜の「会議」は考えら
ない。出者すら不明ｎ

８－ｌ１０７ 中左 ２１

　

Ｐ８（青●）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１４‐８６２０１４月２月 調査 ７（め ７〔船
アイペック原町田第２駐車増
１８時１０分～２１時５３分

　

「会議」
とされている

深夜
長時間３時間４３分の駐車
繁華街

　　　　

－筆街での深夜の「会議」は考えら
なし、。出者すら不明^

８－Ｉ１１１ 中中 ２１

　

ＰＢ（青●）

同上

Ｏ

Ｊ１４‐８７２０１４／９／３０ 贋査佐麗 ６００ ６００
町田シバヒロ駐車増・１８時０１分～２０時３７分

　

「打合せ」とされ
ている

夜間
表時間２時間３６分の駐車
警警衛

８－Ｉ ９７ 下右 ２１

　

Ｐ８（賞１）
同上，

　　　　

，

　　　　　

Ｏ

Ｊ１４‐８８２０１４／ｌｏ／３ 餌査木目田 １００ １００
町田シバヒロ駐車場

　

１６時０４分
～１６時１９分

　

「糠地視察」とき
れている

　

イベ・ント視察の手●きメモあり

町田シバヒロでのイベント視察（オ
ク・トーバーフエスタ）か。秋の企画
として、ドイツにちなんだショーや
物版をおこなう催しであり、政務鯛
査とはいえない‐しかも１５分の短時
Ｍ

８‐Ｉ ９８ 上左 ２１

　

Ｐ８（貴１）

短時間であっても、施校がどのように
利用されているかを国査する、資料を
どどけるなど、政務活動を行うことは
通常多くあり、原告の主張は使途基準
違反を推鍔させるものではない。

Ｏ

Ｊ１４‐８９２０１５／３／２０ 頂査佐薦 ６００ ６〔め
町田シバヒロ駐車増

　

１９時４１分
～２２時２６分

　

「現地視察」とさ
れている。深夜

・深夜
・長時間２時間４５分駐車
・繁華街
繁華街での深夜の「糠地視察」は考
えられない^

８－ｌ１３１ 上中 ２１

　

Ｐ８（貴１）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１４‐９０２０１４／９ハ３ 扉査佐薦 ７５０ ７５０
相複原市揖本駅北口駐車場

　

１４
時００分～１６時２５分

　

「打合せ」
とされている

・長時間

　

約２時間半の駐車 ８－Ｉ ９５ 上左

　　　　　

ー

覆地調査や意見聴取の政務活動が長時
間に及ぶことは多〈あり、原告の主張
は使途茎準違反を推徳させるものでは

　　

Ｏ

　

【

　　

１

　　　

１

　　

ー

１，
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支誓書 支出日 費目離員
名 支出金甑 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 箸購トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

遵証拠 会派自民党の主張
歳判所の母
定する違法
支出額

Ｊ１４‐９１２０１４／９／２２ 鯛査岩瀬 ６〔め ６（鳩
カノープス鶴川駅前駐車増

　

０９
時４８分～１１時２３分

　

「会離」と
されている

・鶴川駅前 ８－Ｉ ９６ 中中 ２１

　

ＰＩ９

■川駅の周辺において長時間や深夜に
わたる政務活動を行うことはあり・特
段不自然な点はなく、原告の主張は使
途基準違反を推認させるものではな

　

、

　

Ｏ

Ｊ１４一２２０１４／５／２２ 嗣査岩瀬 １，３（め １，３（刀
シンコウバーク■川駅前駐車増
１７時２６分～２１時３８分

　

「市民相
隣ー

　

「会議１とされて二いる』

■川駅前
長時間５時間以上の駐車
理霜

８↑Ｉ ７８ 下左 ２１

　

ＰＩ９
同上

　　　　

、

　　　　

．

　　

） Ｏ

Ｊ１４‐９３２０１４／５／２９ 蝦査岩瀬 １，２（め １，２（め
カノープス鶴川駅前駐車増

　

１８
時２８分～２２時０７分

　

「会議」と
されている

　　　　　　　　

一

■川駅前
深夜
最時Ｍ

　

３時Ｍ３９分の１主■
８－１）８０ 下左 ２１

　

ＰＩ９
同上 Ｏ

Ｊ１４‐９４２０１４／ｌｏハ９ 嗣査木目田 ３（め

　　　　　　

３００
相桟原市営相模大野立体駐車増
１３時２１分～１４時０９分

　

「現地視
宗」とされている。

市外
繁華街 小田急線相模大野駅から
歩４分

８－Ｉ１０２ 中左

市外や繁華街であっても市政に関して
親地鱈査や意見交換を行うことはあ
り、‐原告の主張は使途基準違反を推隠させるものではない。その時間が長時
間、深夜に及ぶものであっても同様で

Ｏ

Ｊ１４‐９５２０１４／１１／１．

　

＼圃査佐麓 ４５０ ４５０
相模原市営相模原駅自動車駐車
場１１時１２分～１２時４９分

　

「親地
親密ーとされている

市外
繁華街

　

蝋相模原駅からすぐ。
８－Ｉ１０５ 上左

同上 Ｏ

Ｊ１４‐９６２０１４／８／２８ 調査若林 ９〔粉 ９００
リバーク新百合ケ丘駅前第２駐
車増（川崎市麻生区万福寺１－
１３）１８時２８分～２１時２１分

　

「会
璽ー

　

←＊れている

雲雀
繁華街 小田急線新百合ケ丘駅
＾

　

ショッピングセンター付折－
８－Ｉ ９３ 下左

同上
Ｏ

Ｊ１４‐９７２０１４／１１／１４ 調査若林 １，２｛め １，２（刃
タイムズ川崎大師入口駐車増
１６時３２分～２０時２０分

　

「－打合
ゼｒｌ

　

′されている^ 墓Ｌ醐繊．
８‐Ｉ１０７ 下右

同上
Ｏ

１，４｛粉３４，４７０合計額

Ｊ１５‐４５２０１６ハハＯ 闘査

　　　

ノ
８（め ＢＯＯ

町田シバヒロ０８時０６分～１１時
５２分

　

「打合せ」とされてい
る。

・長時間

　

約３時間４６分の駐車
・繁華街
町田市プレスリリースより
町田市消防団出初式市立第一小学校
シバヒロ駐車場は小学校に鵬接して
いる
支出者すら不明。

一１１８ 中左

２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
甲１２６
甲２０５、甲２
０６一１．甲２

現地鑓査や意見交換が長時間にわたる
ことや夜間に及ぶことは十分に想定で
きることであり、原告の主張は使途基
準違反を推認させるものではない。
また、繁華街においては人口や商業施
般の多さに比例して政務活動の畳も高
まるため、市民相隣や意見聴取をする
ことも多〈あり、原告の主張は使途基
準違反を推隠させるものとはいえな

Ｏ

Ｊ１５‐４６２０１６／２／５ 闘査佐藤 ４｛め ４｛め
町田シバヒロ１３時０２分～１４時
０５分

　

「現地調査」とされてい
る

・・繁華街 ９－１１２４ 上左 ２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１５‐４７２０１６／２／２２ 顕査 ２〔め ２００町田シバヒロ１６時４６分～１７時
４０分

　

「打合せ－とされている
・繁華街
支出者すら不明 ｒｌ１２８ 上中 ２１

　

ＰＢ

　

（貴１） 同上 Ｏ

Ｊ１５‐４８２０２１／３／２９ 調査佐薦 ８〔鳩 ４（力 町田シバヒロ１７時４６分～２１時
２６分

　

「会離」とされている。

・長時間

　

的４時間半の駐車
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない．

；－，１３５ 上左 ２１

　

Ｐ８

　　

，（貴１）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１５‐４９２０１５／４／３ 鱗査佐麓 ４｛鳩 ４（粉 町田シバヒロ１２時２８分～１３時
４９分

　

「打合せ－とされてＬ、る ・繁華街 ９－１ ８１ 上中 ２１

　

Ｐ８

　

（貴１） 同上 Ｏ

Ｊ１５‐５０２０１５／４／３ 蹟査佐薦 ４｛鳩 ４００町田シバヒロ１１時０７分～１２時
１５分

　

「金雄１とされている ・繁華街 ９－１ ８１ 上右 ２１

　

Ｐ８

　

（貴１） 同上

　

‐ Ｏ

Ｊ１５‐５１２０１５／５月 顕査佐麓 ２（め ２（刃題界シ学長量旨繋ぎ式薯時・短時間

　

わずか２３分の駐車
・繁華街 ９－１ ９４ 上左 ２１・Ｐ８

　

（貴１）

同上。また、短時間の会犠、打ち合わせ、現
地調査も－般的に想定しうる事柄であ
り、原告の主張は使途基準違反を推隠
させるものとは二重えない－

Ｏ

Ｊ１５‐５２２０１５／５月 嗣査佐扉 ２〔粉 ２（め 町田シバヒロ１０時４４分～１１・時
２９分

　

「会鍾」とされている ・繁華街 ，
二
，８４ 上中 ２１，Ｐ８

　

（貴１）

繁華街においては人口や商業施設の多
さに比例して政務活動の畳も高まるた
め、市民相談や意見聴取をすることも
多くあり、原告の主張は使途基準違反
香椎裸．させるヰ，のとはいえない。

Ｏ

２０１５／５／７ 顕査佐薦 ４｛め ＼

　

．４ｏｏ
町田シバヒロ１３時１６分～１４時
２０分・「親地譲査」とされてい
る

・繁華街 中左 ２１

　

Ｐ （貴１）
同上

Ｏ

ＪＩ｝ ２０１５／５／２３ 囲査佐薦 」

　

８〔鳩 ８００町田シバヒロ－１２時３６分～１６時
３５分

　

「金璽ーとされている
長時間

　

約４時間の駐車
繁事街 上右 ２１

　

Ｐ （貴１）Ｊ１５－４５と同じ Ｏ

２０１５／８／３ 贋査佐薦 ４〔力 ４｛鳩 町田シバヒロ１２時５４分～１４時
００分

　

「金■－

　

とされている 繁華街 上右 ２１

　

Ｐ （費１）Ｊ１５－５２と同じ Ｏ

２０１５／１０／９、 闘董佐廉 ２（杓 ２００町田シバヒロ２０時２５分～２１時
００分

　

「打合せ１とされている 饗街
｝上中 ２１

　

Ｐ （貴１）Ｊ１５‐４５と同じ Ｏ

２０１５／１１／７ 岡査佐属 ２（鳩 ２００町田シバヒロ１６時０７分～１６時
３５分

　

「打合せ１とされている
短時間（わずか２８分間の駐車）
魁街 上中 ２１，Ｐ （糞１）Ｊ１÷５１と同じ Ｏ

２０１５月１／８ 繭査佐属 ２（杓 ２００町田シバヒロ・１２時５２分～１３時
０３分

　

「金瞳，とされている
短時間（わずか１１分間の駐車）
畳警衛 中左 ２１

　

Ｐ （貴１） 同上 Ｏ

２０１５／１１／９ 調査佐薦 ２（櫛 ２００町田シバヒロ１２時０４分～１２時
２４分

　

「金櫨１とされている
短時間（わずか２０分間の駐車）
警警街 下中 ２１

　

Ｐ （貴１） 同上 Ｏ

２０１５／１１／２６ 圃査岩兼 ６〔鳩 ６００町田シバヒロ１７時５７分～２０時
４３分

　

「会離」とされている
長時間

　

２時間４６分の駐車
益街 １１１ 上左 ２１

　

Ｐ （貴１）
Ｊ１５▼４５と同じ

　　

Ｏ

２０１５／１１／２８ 鯛査 ４（Ｐ ４（刈 町田シバヒロ１６時２７分～１８時
０１分・

　

「打合せー

　

とされている
繁華街
出者すら不明 １１２ 上左 ２１

　

Ｐ （賞１）Ｊ１５‐５２と同じ Ｏ

２０１５／１／９ 闘査 ４（鳩 ４００町田シバヒロ１６時５１分～１８時
４９分

　

「打合せ１とされている
繁華街
出者すら不田－

１１８ 上左 ２１

　

Ｐ （貴１）‐
同上

　　

Ｏ

２０１５ハ２ハ２ 顔査 ２（粉 ２〔粉 町田シバヒロ１８時０５分～１８時
２１分

　

「会議」とされている
短時間

　

わずか１６分間の駐車
繁華街
出者すら不明二

１１３ 下左 ２１

　

Ｐ （賞１）
Ｊ１５１と同じ ノ

　　

Ｏ

２０１５ハ２ハ２ 欄査中川 ４（鳩 ４００町田シバヒロ１５時３９分～１７時
２３分

　

「会議１とされている 繁華街 １１３ 下中 ２１

　

Ｐ （貴１）Ｊ１５２と同じ Ｏ

２０１５／１２ハ２ 回査 １，醐 １，醐 町田シバヒロ２０時５６分～０１時
１２分

　

「会蹟」，とされている

長時間（４時間以上の駐車）
馨街
夜９時からの「会議」は考えられ
いし、会獲を行う場所もない。出者すら不明^

１１３ 中右 ２１

　

Ｐ （貴１）

Ｊ１５４５と同じ

Ｏ

２０１５／１２／２４ 嗣査市川 ４〔め ４００町田シバヒロ１１時４９分～１３時
０３分 繁華街 １１５ 下中 ２１・Ｐ （貴１）Ｊ１５－５２と同じ

　　　

，′

　

Ｏ

Ｊ１５‐６７２０１６／２ハＯ 鱗査 ２，６〔鳩 ′

　　　

２，６（鳩
原町田３丁目第１駐車場１８時１３分
‐２２時１４分

　

「袋■」とされてい
る

長時間（杓４時間の駐車）
馨街
筆街での深夜の「会離」は考えら ９‐１１２５ 中 ２１

　

Ｐ８

　

（青
３４）

Ｊ１５‐４５と同じ

　　

Ｏ

Ｊ１５‐６８２０１５／８／２８ 麓査 １．，２〔力 １，２（鳩
ＦＰ第２駐車増１９時５３分～２３時
５１分

　

「打合せ」とされている

長時間（約４時間の駐車）
駐街
章街での深夜の「打合せ」は考え
れない。出者すら不明

９－１ ９８ 下中 ２１，Ｐ８

　

（ビン
ク９）

同上

　　　　　　　　　　

‐

Ｏ

Ｊ１５‐６９２０１６／３／ｍ 貫査 １，２（刈 １，２００
駐車場代

　

ダイイチパーク町田
駐車場

　

２１時０３分‐２３時５２分
「打合せ」とされている

・長時間

　

２時間４９分の駐車
・深夜
・繁華街
繁筆街での深夜の「打合せ」は考え
られない。支出者すら不兎

９－１１３２ 上左 ２１‐ＰＢ

　

（ビン
ク２４）

同上

Ｏ

Ｊ１５‐７０２０１６／１／４ 国査 ４（鳩 ４００
タイムズ町田旭町駐車場・ｌｏ時４０分～１２時２３分

　

「打合せ」と
されている

自由民主党町田総支部（旭町２－１－
３）の前の徒歩３０秒以内の駐車場
で、同所訪問のための駐車、すなわ
ち政党活動のためと推灘
『広報おさむら』より
自民党町田総支部

　

事務所開き

　

１
１：００～ 町田市議会自民党会派
打ち合わせ会
寺出者すら不閉^

　

、

　

９‐１１１７ 上左
２１

　

Ｐ３０
甲８６‐２
甲５４

同駐車増に駐車しても、その－周辺の住民から市民相舷をうけたり打ち合わせ
を行うなどの政務活動を行うことはあ
り、原告の主張は使途基準違反を推総
させるものではない。 Ｏ

Ｊ１５‐７１２０１６カ月 麓査佐麓

　　　

６００ ６００
タイムズ町田旭町駐車場

　

０９時
３８分～１２時２２分

　

「打合せ」とさ
れている

・長時間

　

約２時間４０分の駐車
・政党活動
『広報おさむら』より
自民党町田総支部

　

事務所開き・１
１：００～ 町田市機会自民党会派
打ち合わせ会

９‐１ １１７ 上右 ２１

　

Ｐ３０
甲８６‐２

同上

　　　　　　　　　　　　　　　　

・
また、市民相談や打ち合わせなどの政
務活動が長時間にわたることは十分に
想定できることであり、原告の主張は
使途基準違反を推隠させるものではな

Ｏ

Ｊ１５‐７２２０１６／１／２６

　

， 鴻査岩瀬 ６（杓 ：

　　

６〔杓
リバーク町田旭町２丁目駐車増
（旭町２丁目１－４）１０時００分～１３
時２０分

　

「打合せ」とされてい
る

自由民主党町田総支部（旭町２－１－
３）の前の徒歩１５秒以内の駐車増。
同所訪問のための駐車、すなわち政
党活動のためと推測。
．暑時Ｍ

　

３瞭Ｍ以上の駐宣

　

９‐１１２２ 上左 ２１

　

Ｐ３０

同上

Ｐ

Ｌ
２０１６／２／６ 欄査佐薦 ４００ ４００

タイムズ町田旭町駐車場．（旭町
２－３）

　

１２時２２分～１４時４９分
「打合せ－とされている

・長時間

　

的２時間２０分の駐車
・政党活動

　

９‐１１２４ 上中 ２１

　

Ｐ３０
同上

．

　　

Ｏ

３６７ 自民 駐車場代等



支出書
号 支出日 費目増員

名 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容

　　　

・ 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 董爵トＮｏ 位ー 鎮収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の認
座する違法
支出額

Ｊ１５‐７４２０１６／２／７ 鯛査 ４（鳩 ４（力
タイムズ町田旭町駐車増

　

１５時
３０分～１７時２１分

　

．「打合せ」と
されている

・政党活動
護籍譲為ょ為，。。～事
務所
支出者すら不明．

９‐１１２４ 中 ２１‘Ｐ３０

　　　

．
甲８６‐２

Ｊ１５－７０と同じ

　　

Ｏ

Ｊ１５‐７５２０１６／２／７ 調査佐薦 ４（鳩 ４（刃
タイムズ町田旭町駐車増

　

１５時
４２分～１７時３８分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動
「広報おさむら』より
自民党町田総支部

　

１６：００～事
務所

９‐１１２５ 上左 ２１

　

Ｐ３０
甲８６‐２

Ｊ１５‐７０と同じ

　　

Ｏ

Ｊ１５‐７６２０１６／２ハＯ 扇査佐薦 ６（鳩 ６（め
駐車増代 タイムズ町田旭町駐
車増・０９時３７分～１３時０２分「金櫨－

　

とされている
・政党活動
・長時間（約３時間半の駐車） ９‐１１２５ 中右 ２１

　

Ｐ３０
Ｊ１５－７１と同じ

Ｏ

Ｊ１５．‐７７２０１６／２／１７ 鱗査いわせ ４｛刃 ４（粉
リバーク町田旭町２丁目駐車場
（旭町２丁目１－４）１７時３４分～１９
時００分

　

「打－合せ」，とされてい
る

・政党活動
『広報おさむら』より
・自衛隊募集相談員町田支部役員会
１７：００～事務所
・自民党町田総支部役員会

　

１８：
００～支部金櫨室

９‐１ １２７ 上左 ２１

　

Ｐ３０
甲８６－２

Ｊ１５‐７０と同じ

　　

Ｏ

Ｊ１５‐７８２０２１月２／２４ 園査 ２（刃 ２〔力
駐車場代

　

りパーク町田旭町２丁
目駐車場

　

１６時００分～１６時２４分
「会議」とされている

・政党活動
・短時間（わずか２４分間の駐車）
支出者すら不明。

９‐１１１６ 上左 ２１

　

Ｐ３０

同上
また、短時間の会議、打ち合わせ、現
地鱈査も－般的に想定しうる事柄であ
り、，原告の主張は使途基準違反を推認させるものとは言えないＡ

Ｏ

ＪＩＩト７９２０１６／２／２４ 鰯書 ６〔掩 ６〔滑
駐車増代

　

りパーク町田旭町２丁
目駐車増

　

０８時１３分～１６時２７分
「会■」とされてい●る

・政党活動
・長時間（８時間以上の駐車）
『広報おさむら』より
自民党会派打ち合わせ会

　

１０：０
０～
支出者すら不明－

９－１１２９ 上中 ２１

　

Ｐ３０
甲８６－２

Ｊ１５１と同じ

Ｏ

Ｊ１５‐８０２０１６／２／２５ 鰯査 ２〔め ２〔め
リバーク町田旭町２丁目駐車増
０７時３４分～０８時２６分

　

「打合
せ」とされている

・政党活動
・早朝
支出者すら不明。

９－１１２９ 中左 ２１

　

Ｐ３０

同駐車場に駐車しても、その周辺の住
民から市民相膜をうけたり打ち合わせ
を行う、穂地鑓査．を行うなどの政務活
動を行うことはある。
また、市民相談、親地偵査、打ち合わ
せが早朝から始まるもし〈は夜間に及
ぶことは十分に想定できることであ
り、原告の主張は使途基準違反を推総
メサる≠」の←は貫受ない－

Ｏ

Ｊ１５‐ＢＩ２０１６／２／２５ 薗査 ４｛ｍ ４００
タイムズ町田旭町駐車増

　

０７時
２３分．～ＯＢ時３５分

　

「打合せ」と
されてＬＹる

・政党活動
・早朝
支出者すら不明。

９‐１１２９ 中 ２１

　

Ｐ３０
同上

・

　

・

　

Ｏ

Ｊ１５‐８２２０１５／４／９ 顕査佐腫 ４（鳩 ４（鳩
タイムズ町田旭町駐車場

　

１８時
～１９時３５分

　

「打合せ」とされ
ている

　　　　　　　　　

．
・政党活動
・夜闇 ９‐１ ８１ 中 ２１

　

Ｐ３０
同上

　

‐ Ｏ

Ｊ１５‐８３２０１５／６／１０ 鱗査長村 ４｛鳩 ４（鳩
タイムズ町田旭町駐車場、１８時
～１９時０９分

　

「打合せ」とされ
ている

・政党活動
・夜間
町田市議会議員おさむら敏明ホーム
ページ『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１８：３
０～支部会議室

９
：
１９÷ 下中 ２１

　

Ｐ３０
甲８６‐２

同上

Ｏ

Ｊ１５‐８４２０１５／６ハ０ 国査佐薦 ４（杓 ４００
タイムズ町田旭町駐車増

　

１８時
０５分～１９時１３分

　

「会議」とされ
ている

・政党活動
・夜間
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１８：３
０～支部金璽宰

一９０ 下右 ２１

　

Ｐ３０
甲Ｂ６‐２

同上
Ｏ

Ｊ１５‐８５２０１５／６月Ｏ 園査岩瀬 ２（櫛 ２（鳩
タイムズ町田旭町駐車場

　

１８時
１２分～１９時０７分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動
・夜間
『広報おさむら』・より
自民党町田総支部役員会

　

１８：３
０～支部金■峯

９‐１ ９１ 上中 ２１

　

Ｐ３０
甲８６－２

同上

　　　

．
Ｏ

Ｊ１５一８６
ｒ

２０１５／１０／７ 師査佐薦 ６（め ６〔め
タイムズ町田旭町駐車増

　

１６時
３７分～１９時１５分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動

　

・夜間
ｒ長時間

　

約２時間４０分の駐車
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１８：３
９‐１ １０３ 下左 ２１

　

Ｐ３０
甲Ｂ６‐２

同上
Ｏ

’
Ｊ１５‐８７

　

・
２０１５／ｌｏ／７ 邪査長村 ４〔め ４００

タイムズ町田旭町駐車増

　

１７時
５０分～１９時２２分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動
・夜間
『広報おさむら』より
自民党町田総支部．役員会

　

１８：３
９‐１１０３ 下中 ２１

　

Ｐ３０
甲８６－２

同上
Ｏ

Ｊ１５‐８８２０↑５ハ１／ｌ 鋼査長村 ４｛鳩 ４００
タイムズ町田旭町駐車増

　

１７時
３５分～１９時０４分・「打合せ」と
されている

・政党活動
・夜間
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１８：０
９‐１１０７ 上左 ２１、Ｐ３０甲８６‐２

同上
Ｏ

Ｊ１５‐８９２０１５／１１′９ 顕査 ４（め ４（鳩
リバーク町田旭町２丁目駐車場
１７時１０分～１８時１８分「打合せ」 ・政党活動

支出者すら不明。
も‐１１０９ 上左 ２１

　

Ｐ３０
Ｊ１５‐７０と同じ

Ｏ

Ｊ１５‐９０２０１５ハ２ハ６ 国査 ２｛ぬ ２（め
駐車場代

　

りパーク町田旭町２丁
目駐車場

　

１４時０６分～１４時２４分
「金櫨１とされてＬ、る

・政党活動
・短時間（わずか１８分間の駐車）
支出者すら不明．

９－］１１４ 下左 ２１

　

Ｐ３０
Ｊ１５‐７８と同じ

Ｏ

Ｊ１５‐９１２０１５／１２／２２ 撰査佐膿 ４（鳩 ４（鳩
タイムズ町田旭町駐車増

　

１６時
５９分～ＩＢ時０２分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１７：３
０～自民党総支部事務所

　

市嫌会自
民党会派１８：３０～

９‐１１１５ 上右 ２ｉ

　

Ｐ３０
甲８６‐２

Ｊ１５－７０と同じ
Ｏ

Ｊ１５‐９２２０１５／１２／２２ 鱗査岩瀬 ２００ ２（鳩
タイムズ町田旭町駐車増

　

１７時
２２分～１７時５３分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１７；３
０～自民党総支部事務所

　

市議会自
民党会派１８：３０～

　

．｝

９‐１
ー
１１５ 下左 ２１

　

Ｐ３０

　　　

・
甲８６‐２

同上

Ｏ

Ｊ１５‐９３２０１６／１／２３ 鯛査中川 ８（粉 ８（め
森野第３駐車場（森野１‐３８）
０７時０１分～０９時００分

　

，「現地鱗
査」とされている

・政党活動（政務鑓査以外の議員活
動）

　　　　

●

　　　　

ノ
・早朝の駐車。小田急線町田駅北口
でのチラシまきのための駐車と推測
される。以下．Ｊ‐１０３まで同権

９－１１２０ 中 ２１

　

Ｐ８

　

（縁
１９）

午前７時ころから政務活動を行うこと
は十分にあり得、また、チラシまきで
あっても市政報告書であれば政務活動
であるため、原告の主張は使遊董準違
反脊椎翠させるものではない^

，

　　　

Ｏ

Ｊ１５‐９４２０１６／３／２６ 圃査市川 ５００ ５（め
森野第３駐車増０６時５７分～０８
時１３分

　

「親地質査」とされて
いる

同上 ９‐１１３４ 中 ２１

　

Ｐ８

　

（縁
１９）

同上・

　　　　　　　　　　　　　　

●．
Ｏ

Ｊ１５‐９５２０１５／４／２５ 薗査中川 ７〔め ７｛鳩
森野第３駐車増０６時５４分～０８
時５４分

　

「親地贋蚕」とされて
いる

同上 ９－１ ８３ 上右 ２１

　

Ｐ８

　

（縁
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１５‐９６２０１５／５／２３ 闘査中川 ７〔ぬ ７（め
森野第３駐車場・０６時５８分～０８
時５４分

　

「現地鑓査」とされて
いる

同上 ９－１ ８７ 上中 ２１

　

Ｐ８

　

（縁
１９）

同上

　　

‐
Ｏ

Ｊ１６‐９７２０１５／６／２７ 罰査中川 ７｛櫛 ７｛Ｐ
森野第３駐車場

　

０６時５７分～０８
時４９分

　

・「現地槙査」とされて
いる

同上 ９‐１ ９４ 上左 ２１

　

Ｐ８

　

（鎌
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１５‐９８２０１５／７／２５ 圃査中川 ７（鳩 ７（鳩
森野第３駐車増０６時５７分一０Ｂ
時４９分

　

「親地鑓査」とされて
いる

同上 ９‐１ ９７ 上左 ２１

　

ＰＢ

　

（縁
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１５‐９９２０１５／８／２２ 貫査市川 ７（粉 ７凹
森野第３駐車場

　

０

　

６時５７分～０８
時５３分

　

「親地鱈蚕」とされて
いる

同上 ９‐１ ９９ 中中 ２１

　

Ｐ８

　

（緑
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１〔力２０１５／９／２６ 圃査市川 １，醐 １，醐
森野第３駐車増０７時００分～０９
時０２分

　

「現地調査」とされて
いる

同上 ９－１ １０１ 中左 ２１

　

Ｐ８・（縁
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１０１２０１５／ｌｏ／２４ 調査中川 ７〔Ｐ ７｛刈
森野第３駐車場

　

０６時５９分～０８
時５５分

　

「現地鑓査」●とされて
いる

同上 ９‐１１０５ 下中 ２１

　

Ｐ８

　

（繍
１９）

同上

　

０
‐

Ｊ１５‐１０２２０１５／１１／２８ 国査市川 ９〔め ９（め
森野第３駐車増０６時５６分～０９
時００分

　

「現地調査」とされて
いる

　　　　　　　　　　　　

‐
同上

　　　　　　　　　　　

・

　　

′ ９‐′１１１１ 上右 ２１

　

Ｐ８●

　

，（録
１９）

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１０３２０１５‘１２／２６ 圃査中川 ８（め ８〔Ｘ）１
森野第３駐車場

　

０７時０１分～０８
時４６分

　

「親地劉査」とされて
いる

同上

　　　　　　

． ９－１ １１６ 上右 ２１

　

Ｐ８

　

（鎌
１９）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１５‐１０４２０Ｔ６ハハ２ 薗査藤田 ２（鳩 ２｛め
ゴムパーク．多摩境

　

０６時１７分～
０８時０７分

　

「打合せ」とされて
いる

・政党活動（政務調査以外の瀧員活
動）
・早朝の駐車。京王相模線多摩境
駅前でのチラシまきのための駐車と
椎瀧沈れる^

９‐１１１９ 上中 ２１

　

Ｐ２６

同上

　　

Ｏ

Ｊ１５‐１０５２０１６／１／２５ 国賓薦田 １００ １（め
駐車場代 ゴムパーク多摩境
０６時３０分～０６時４０分

　

「打合
せ」とされている

同上

　　　　　　　　　　　　　

．

　

Ｊ・短時間（わずか１０分の駐車）
藤田議員はブログに自転車で移動と
記．虚－１主廉蝿は繁三者による使用

９‐１１２１ 中左 ２１

　

Ｐ２６
甲３８

同上
また、短時間であっても現地鑓査、簡
単な打ち合わせ、資料を届けるなど、政務活軌券行うことは粥宝できる。

１００

Ｊ１５‐１０６２０１６／１／２６ 麓査ー田 ２｛鳩 ２｛め
ゴムパーク多摩境

　

０６時３６分～
０８時０４分

　

「会議」とされてい
る

同上 ９‐１１２１ 下右 ２１

　

Ｐ２６
同上

Ｏ

Ｊ１５‐１０７２０１６／２月２ 霞査薦田 ２（め ２（め
ゴムパーク多摩境

　

０６時２５分～
０７時５８分

　

「打合せ」とされて
いる

同上 ９‐１１２６ 中左 ２１

　

Ｐ２６
同上

　　

Ｏ

　

　

　　　　　

　

　　　

　

　

′

　　　

Ｉ

　　　　

＾

　　　　　

　
　

　

　　

　　　

　

　

　
．

　

；

　　

ユ

　　　　　　

ー

；

　

‘

　　

；

　

；

自民

　

駐車場代等３６８



支出書
号 支出日 費目議員

名 支出金甑 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容

　　　　

，
原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢跨トＮｏ 位ー 領収書以外の闘

　

遵証拠 会派自民党の主張
裁判所の露
定する違法
支出額

Ｊ１５‐１０８２０１５月／２７ 醜査薦田 ３００ ３㈹
ニコニコパーキング相原駐車場
０５時３９分～０７時４２分

　

「現地調
査」とされている

・政党活動（政務龍査以外の議員活
動）
・早朝の駐車。ＪＲ横浜線相原駅での
駅頭宣伝のための駐車と推罰され
る^

　

９‐１ ８３ 中左 ２１

　

Ｐ２６

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１０９２０１５／７ハ８ 鰯査

　　　　　

、
１，２〔め １，２（鳩

旺軍増代 タイムズ徽浜扇町駐
車増（横浜市中区扇町３－８）（１１
内駅付近の駐車場）

　

１５時１９分
～１７時０６分

　

「会議」とされて
・遠方
支出者すら不明。

９‐１１３６ 上左
市外や遠方であっても親地視察、意見
交換、会■などの政務活動を行うこと
はあり、原告の主張は使途基準違反を
推認させるものではない。１

Ｏ

Ｊ１５‐１１０２０１５／７ハ８ 闘査 ４（刈 ４００

駐車場代 羽衣町京浜パーキン
グ（横浜市中区羽衣町２丁目７－
２）（関内駅付近の駐車増）

　

１７
時２６分～１９時３５分

　　

「会議」
とされている

＝臨
支出者すら不明。

９－１ １３６， 上中 割引４００円

同上
また、遠方であっ
に及ぶことは十分
あり、原告の主張
裸．させるものでは

【も政務活動が夜間
こ想定できることで
ま使途基準違反を推

Ｏ

Ｊ１５‐１１１２０１６／２／４ 調査市川 ６〔鳩 ６００
駐車増代

　

ＮＰＣ２４Ｈ立川北ロ
バ『キング

　

１０時３９分～１２時０６
分

　

「会議」とされている

・政党活動
４００ｍほどの距離に自民党三多摩総支
部があり、そこでの会議が目的で
あったと推測される。政党活動の経
費であって、政務活動との関連性を
撫められない。『広報おさむら』より
自由民主光三多塵議員連絡協議会
役員会 １０：００～

　

合同会議
１１：００～（立川グランドホテ
ル）

９‐

１

１１２３ 上右

　

＼

２１

　

Ｐ４１

市政について自民党三多摩総支部にお
いて他議員と意見交換や打ち合わせな
どをすることはありえ、原告の主張は
使途茎準違反を推認させるものとは言

Ｏ

Ｊ１５‐１１２２０１６／３／５ 調査 １，斌）Ｏ １，ＯＭ
駐車増代

　

槌パーク立川曙町
１７時０７分～２１時２９分「打合せ」
とされている

政党活動
長時闇（４時間以上の駐車）
駿
出者すら不明．

９－１１３１ 中左 ２１

　

Ｐ４１

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１１３２０１５ハ１ハ９ 国査 １，醐 １，醐
駐車場代

　

Ｋ．Ｓ曙町第２駐車
増

　

立川

　

１８時５６分～２２時０４分
「打合せ」とされている

政党活動
長時間（３時間以上の駐車）
深夜
遠方
出者すら不明^

９‐１１０９ 中中 ２１

　

Ｐ１４１

同上

　

、
Ｏ

Ｊ１５１１４２０１６／３／２１ 鰯査 ２〔鳩 ２（鳩
駐車場代

　

ＰＪ明神町第５駐車場
（八王子市明神町１‐２７）

　

１１時
４０分～１１時４７分

　

「会離」′とさ
れている

短時間（わずか７分間の駐車）

鰭
出者すら不明÷

９‐１ １３２ 中右

市外であっても親地鑓査、意見交換な
どの政務活動を行うことはありえ、ま
た、その内容によっては短時間、．長時
間であるこ，とも十分に想定できること
であり、原告の主張は使途基準違反を

Ｏ

Ｊ１５‐１１５２０１６／３／２１ 回査 ８〔め ８００
駐車場代 サザンスカイパーキ
ング（八王子市子安町４－７）１２時
１８分～１６時０９分

　

「会躍」とさ
れている

長時間（約３時間半の駐車）
市外
出者すら不明

９‐１１３２ 下
同上

Ｏ

Ｊ１５‐１１６２０１５／４／６ 堀査若林 ２〔掩 ２〔め
町田市立室内プール（図師町
１９９－１）

　

０９時２５分～１２時１８分
「会議」とされている。

・スポーツ施故私的利用
・平成２８年４月６日の支出分の領収
書で支出（平成２７年度の支出とし
て計上することは許されない）－
２０１６年４月６日の領収書であり別年度
のもの

　　　　　　　　　　　　

・

　　

一

９‐１ ８６ 上右

　　　　　　　　　　　

、

般
て
さ
る

　

、せ
あ
（
日
活
分
遣

ー

　

い
催
す
め
さ
で
し
休
務
十
櫨

的に体育館等のスポーツ施故にお
は体育協会の会離や各種式典も間
れ、近〈煙住む市民の相談に対応
場合などに利用することもあるた
原告の主張は使途基準違反を推認
るものではない。また、土日祝日
っても政務活動を行うことはある
平日に休めない市民の市民相談や
に開催される会合も多い。）、政－
肋が早朝や夜間に行われることは
に想定でき、．原告の主張は使途基后券推理．ませる≠－ので１±ない－

２００

Ｊ１５‐１１７２０１５／５月７ 鰯査 １（ぬ １〔ぬ
町田市立総合体育館（南成瀧５‐
１２）１５時４５分～１７時５５分

　

「会
離」とされている

・スポーツ施故私的利用
日曜日
ベスカドーラ町田

　

２０１５シーズン３
節試合１６：００～
支出者．すら不明・

９‐１

　

Ｂ６ 中左 甲４１

同上
Ｏ

２０１５／５／２７ 闘査

　　　　　　

． １（鳩 １００
サン町田旭ｔ
園駐車増（九
５０分～１５時４
れ工↓、る

青館

　

町田中央公
町３‐２０‐６０），１４時
分

　

「会離」とさ
・スポーツ施設私的利用
水曜日
支出者すら不明。

９‐１ ８７ 下中
同上

Ｏ

Ｊ夢‐１１ｇ２０１５／５／３０ 鋼査木目田 １００ －

　

１０Ｏ
町田市立総合体育館（南成漬５－
１２）

　

０９時２２分～１１時０６分「会
議」とされている

　　　　　　

、

・スポーツ施故私的利用
土曜日
ペスカドーラ町田２０１５シーズン６節
試合１５：００～

９‐１ Ｂ８ 中中 甲４１
同上

　　

Ｏ

Ｊ１５‐１２０２０１５／６／５ 鯛査 １００ １００
町田市立総合体育館

　

１８時５３分
～２０時０９分

　

「会議」とされて
・・スポーツ施股私的利用
金曜日の夕方（夜間），
支出者すら不明^

９－１ ９０ 中右
同上

Ｏ

Ｊ１５‐１２１２０１５／６／１９ 瞬査 １５０ １５０
町田市立総合体育館

　

１８時５５分
～２１時１１分

　

「会議」とされて
いる

・スポーツ施股私的利用
金曜日の夕方（夜間）
ペスカドーラ町田２０１５シーズン９
節試合１７：００～
支出者すら不明^

９‐１ ９１ 中右 甲４１

同上
Ｏ

Ｊ１６‐１２２２０１５／６／２０ 岡査長村 １００ １００
サン町田旭体育館／町田中央公
園駐車場

　

１３時５３分～１５時４７分
「金豊ー

　

とされている
・スポーツ施設私的利用
土曜日 ９‐１ ９１ 下左

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１２３２０１５／７／３ 縄査若林 １００ １０Ｏ
町田市立総合体育館

　

（南成瀬
５‐１２）

　

１８時４１分～２０時３４分
「金櫨ー

　

とされている
・スポーツ施校私的利用
金曜日の夕方（夜間） ９－１ ９５ 上左

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１２４２０１５／７／１４ 鱗査 １００ １〔め
サン町田旭体育館／町田中央公
園駐車場

　

１４時２３分～１５時３７分
「金櫨ーとされている

・スポーツ施設私的利用
火曜日
支出者すら不田^

９‐１ ９５ 下中
同上

　

．、

　　　　　　　　　

‐ Ｏ

Ｊ１５‐１２５２０１５／７ハ８ 飼養長村 １（力 １００
サン町田旭体育館／町田中央公
園駐車場

　

１８時３８分～２０時１８分
「会議，ーとされている

・スポーツ地検私的利用
土曜日の夕方（夜間） ９‐１

　

９６ 上左

　　　　　　　

’
同上

　　

Ｏ

Ｊ１５÷１２６２０１５／７ハ９ 鰯査 １００ １｛滑
サン町田旭体育館／町田中央公
園駐車場

　

１３時５５分～１５時２２分
「金櫨１１▲とされている

・スポーツ施設私的利用
日曜日
支出者すら不明^

９－１ ９６ 上中
同上

Ｏ

Ｊ１５‐１２７２０１５／７／２４ 嚢査農村 １００ １０Ｏ
サン町田旭体育館／町田中央公
園駐車場

　

１８時０９分～２０時１３分
「金■－

　

とされている
・スポーツ施設私的利用
金曜日の夕方（夜間） ９‐１ ９６ 下右

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１２８２０１５／７／２６ 国査者林 １００ １〔め
町田市立室内プール

　

０７時２４分
～０８時１５分

　　

「会議」とされ ・スポーツ施校私的利用
・日曜日の早朝 ９－１ ９７ 上右

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１２９２０１５／８／２１ 鯛査若林 １００ １（め
町田市立総合体育館

　

１８時４１分
～２０時３２分「打合せ」とされて
いる

・スポーツ施設私的利用
金曜日の夕方（夜間） ９‐１ ９９ 上右

同上
Ｏ

Ｊ１６‐１３０２０１５月０／ｎ 圃査木目田 ３（鳩 ３００
町田市立総合体育館

　

０９時１９分
～１・３時２０分「耕地調査」とされ
ている

・スポーツ瓶故私的利用
日曜日 ９‐１１０４ 下左

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１３１２０１５ハ０ハ２ 耀査木目田 １００ ‐

　　　　

１０Ｏ
町田市立総合体育館

　

１４時４５分
～１６時４３分

　

「打合せ」とされ
ている

・スポーツ施設私的利用
祝日
ペスカドーラ町田２０１５シーズン２３節 ９‐１ １０４ 下中 甲４１

同上

　　

Ｏ

Ｊ１５‐１３２２０１５／ｍ／１２ 調査若林 １０Ｏ １〔樽
町田市立総合体育館

　

１４時３８分
～１６時４６分

　

「現地調査」とさ
れている

・スポーツ施設私的利用
祝日
ペスカドーラ町田２０１５シーズン２３節
試合１５：００～

９－１ １０４ 下右 甲４１
同上

　　

Ｏ

Ｊ１５－１３３２０１５／１１／１

　

１圃査 １００ １〔掩
町田市立総合体育館

　

０９時４３分
～１１時，０５分

　

「打合せ］とされ
・スポーツ施設私的利用
日曜日
支出者すら不明一

９－１ １０７ 上中
同上

　　　

， Ｏ

Ｊ１５‐１３４２０１５／１１／７ 回査 １５０ １５０
町田市立総合体育館

　

１３時０４分
～１５時２５分「打合せ」とされて
いる

・スポーツ族故私的利用
土曜日
ペスカドーラ町田２０１５シーズン２８節
試合１３‐：３０～
支出者すら不明一

９‐１１０７ 下中 甲４１

同上

　　　　　　　　

１

Ｏ

Ｊ１５‐１３５２０１５／１１／８ 調査長村 １００ １０Ｏ
町田市立総合体育館

　

０８時２８分
～１０時１２分「打合せ」とされて
いる

・スポーツ怖般私的利用
・日曜日の早朝
ペスカドーラ町田２０１５シーズン２８節
試合１３：３企Ｌ

９‐，ーｌｏａ 上左
同上

、

　　

Ｏ

Ｊ１５‐１３６２０１５／１２／６ 鰯査若林 １００ １０Ｏ
町田市立室内プール・０８時５７分
～１０時４３分ｆ会鑓」とされてい
る

・スポーツ施股私的利用
・日曜日の早朝
日本スイミングクラブ位会関東支部
マスターズスイミングフェツティバ

９「１ １１３ 中左 甲４７，４８一
同上

１００

Ｊ１５‐１３７２０１６／２／１４ 餌査岩瀬 ２〔滑 ２（櫛
町田市立総合体育館

　

１４時３５分
～１７時３７分「会躍」とされてい
る

・スポーツ施設私的利用
日曜日
町田市鎖会議員 いわせ和子ブログ
より
成瀬鞍掛スポーツ広増３０周年記念式
莫へ【レストランフレンズ）

９ー１ １２６ 中 甲４４

同上

Ｏ

Ｊ１５‐１３８２０１６／３／５ ■査長村 ２００ ２｛Ｐ
サン町田旭体育館／町田中央公
園駐車増

　

１７時０５分～２０時００分
「打合せ」とされている

・スポーツ施校私的利用
土曜日
『広報おさむら』より
町田市ソフトボール連盟平成２７年
度定期総会

　

１７：３０～サン町田
旭体富館・多目的富

９‐１１３１ 上中 甲８６一１

同上

Ｏ

１．・

　　　　　　　

‐

自民 駐車場代等３６９

　　　　　　　

‐



：÷ｉ：メ，－，

増番 支出日 費目瞳員
名 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 箸瀞誓トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
篇判所の認
定する違法
支出額

Ｊ１５‐１３９２０１６／３月Ｉ 圃査長村 １〔め １００
町田市立総合体育館

　

１８時３４分
～１９時２２分

　

「打合せ」とされ
ている

・スポーツ施股私的利用
金曜日の夕方 ９‐１１３２ 上中

同上

　　　　　　　　

・・

　

′
Ｏ

Ｊ１５‐１４０２０１６／２／２２ 調査市川 １〔め １００町田市民病院

　

１５時１３分～．１６時３２分１

　

「打合せ」とされている ・病院の私的利用 ９‐１１２８ 上左

病院は－般的に医療法人や医療関係者
への韻査、意見交換算が行われる鶴所
である。また、付近の現地龍査等のた
めに利用されることもある。そのた
め、原告の主張は使途基準違反を推鑑
させるものではない－

１（粉

Ｊ１５‐１４１２０１６／２／２４ 国査 １００ １０Ｏ町田市民病院

　

ＯＢ時１０分～９時
５８分

　

「打合せ１とされている
・病院の私的利用
支出者すら不明^ ９－１１２８ 下中 同上 １〔ぬ

Ｊ１５‐１４２２０１６／２／２３ 国査中川 １０Ｏ ，

　　

１〔め町田市民病院

　

１０時２７分～１１時
３５分

　

「打合せ１とされている ・病院の私的利用 ９‐１１２８ 中左 同上 １００

Ｊ１５‐１４３２０１６／３／７ 間査 ９（鳩 ９〔鳩，
駐車場代 タイムズ森野２丁目駐
車娼（森野２‐１１）・

　

０７時５７分～
１８時５７分

　

「会議」とされてい
る

・長時間
早朝から
・第三者
輔砦

（市役所近〈の駐車場で、１１時間の駐車）
による駐車
会中
ら不明Ａ

９－１１３１ 中中

　　　　　　　　　　　　　　　　

・
離員
ため
の主

下人以外の秘書などが政務活動の
こ駐車をすることはありえ、原告
撮は使途基準違反を推認させるも
まない。

９００

Ｊ１５－１一”２０１６／３／７ 顕査 ９㈹ ９〔め
駐車増代 タイムズ森野２丁目駐
車場

　

０６時５９分～ＩＢ時０５分
「会議」とされている

・長時間（市役所近くの駐車増で、
早朝から１１時間０６分の駐車）
・第三者による駐車
本会離開会中
支出者すら不明。

Ｊ ｌ １３１ 下左

同上
９００

Ｊ１５‐１４５２０１６／２／２３ 圃査 １００ １００
駐車増代 エスエーパーキング
１０時０２分～１０時１０分

　

「会韻」
とされている

・短時間

　

わずか８分間の駐車
・繁華街
支出者すら不明」

９－１１２８ 上右 ２１

　

Ｐ８

　

（貴
４３）

Ｊ１５－５１と同じ
Ｏ

Ｊ１５‐１４６２０１５／７／２４ 罰査 １，６（め １，６（櫛
駐車増代

　

神薦パーキング

　

０９
時５１分～１８時５２分

　

「会議」と
されている

　　　　　　

・
・鶴川駅前
・長時間９時間の駐車
支出者すら不明。

９‐１ ９６ 下中 ２１

　

ＰＩ９

■川駅の周辺
わたる政務活
段不自然な点
速書準違反を

こおいて長時間や深夜に
艶を行うことはあり、特
まな〈、原告の主張は使
圭認させるものとは言え

Ｏ

Ｊ１５‐１４７２０１５／５ハ５ 闘査若林 １，６（ぬ １，６〔め
駐車場代

　

泉岳寺（東京都港
区）

　

１３時０５分．～１５時２６分
「会議」とされている

・遠方
当夜、東京ドームでボクシングの試
合が開催された、その１魔戦と悪われ ９‐１ ８５ 下右 甲４７，６１

遠方であっても現地縄査や
政務活動を行うことば十分
ることであり、原告の主張
違反券椎ぼさせるものでは

会議などの
こ想定でき
土使途基準 Ｏ

Ｊ１５‐１４８２０１５／５ハ５ 韻査若林 １，５（鳩 １，５〔鳩
駐車増代，会議

　

タイムズミー
ツポート 東京ドーム

　

１６時２０
分‘１９時１８分

　

「会議」とされ
ている。

・商業施般（東京ドームは野球増や
遊技増がある都内屈指の行楽スポッ
ト） ．
・遠方
当夜、・東京ドームでボクシングの拭
合が開催された、その観戦と思われ
る。

９‐１ Ｂ６ 上左 甲４７，６１

一般的に商業施較は鍾査対象になるこ
とも多〈あり、加えて、会議室などを
保有することも多いため、原告の主張
は使途基準違反を推隠させるものでは
ない。また、政務活動が複査対象や会
離参加メンバーの都合上、遠方や市外
で、祝日や年末などに行われることも
十分に盤定できるこ，とである－

Ｏ

Ｊ１５‐１４９２０１５／１１／２３ 回査若林 ２，００ ２（鳩
クロスガーデン多摩駐車場＠ＩＦ
駐車場１２時４６分～１４時２８分「打
合せ」とされている．

・商業施設（クロスガーデン多摩は
多摩市落合にあるショッピングモー
ル）
・祝日のお昼時の時間帯の駐車
・市外

９‐１１１０ 上左 ＼
同上

Ｏ

Ｊ１５‐１５０２０１５／１２／２９ 鰯査若林 ４，醐 ４，醐
駐車娼代 有明セントラルタ
ワー

　

ＩＧ時２７分～２１時１６分
「会雄」 されている。

・商業瓶故（臨海地域にある超高層
のオフィスビルの駐車場）、・年末
・長時間（約４時間半の駐車）
：鵠

９－１１１６ 中
′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上
また、政務活動が長時間、深夜に及ぶ
ことは十分に想定できることである。 Ｏ

Ｊ１５‐１５１２０１５／６／３ 鱗査若林 ７（鳩 ７〔ぬ

駐車場代

　

りパーク淵野辺駅コヒ
ロパーキング

　

（相模原市中央
区淵野辺４丁目１５一３）１８時４６分－
２２時１１分

　

「会■」とされてい

・繁華街

　

灘野辺駅北口の横浜銀行
淵野辺支店のとなり。周辺には飲食
の店が集まうている
・最時間

　

約３時間半の駐車
・深夜

９－１ ９０ 上中

Ｊ１５－４５と同じ
Ｏ

Ｊ１５‐１５２２０１５月０／ｌｏ 国査若林 ３００ ３〔め
駐車場代

　

りパーク淵野辺駅北
ロバ」キング

　

１７時４４分～１９時
０２分

　

「打合せ」とされている

・繁華街

　

淵野辺駅北口の横浜銀行
淵野辺支店のとなり。周辺には飲食
の店が集まっている
・夜酬

９‐１１０４ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

同上

　　　　　　　　　　　　　　

．
Ｏ

・
Ｊ１５‐１５３
．

２０１５／１１／５ 岡査若林 ５００ ／

　　　　　　　

５〔め
駐車場代

　

りパーク淵野辺駅北
口パーキング

　

ＩＢ時５４分～２１時
１７分「打合せ」とされている

・繁華街

　

淵野辺駅北口の損浜峨行
淵野辺支店のとなり。周辺には飲食
の店が集まっている
・深夜
一畳時Ｎ１

　

２時間２３分の駐車

９‐１１０７ 中

同上
Ｏ

Ｊ斉５－１５４２０１５月２／９ 国査若林

　

８ ８〔め
駐車増代

　

りパーク淵野辺駅北
口パーキング

　

１８時４１分～２２時
５４分

　

「会議」とされている

・繁華街

　

淵野辺駅北口の横浜銀行
淵野辺支店のとなり。周辺には飲食
の店が集まっている
・長時間

　

．約４時間の駐車
・深夜

９‐１１１３ 中

同上
Ｏ

Ｊ１５‐１５５２０１５ハ２ハ２ 嬬査若林 ４（掩 ４（鳩
駐車場代

　

りパーク淵野辺駅北
口パーキング

　　

１５時４３分‐１７時
２１分

　

「金瞳ーとされている

・繁華街

　

淵野辺駅北口の横浜銀行
淵野辺支店のとなり。周辺には飲食
の店が蔓まっている

．９‐１１１４ 上左
同上

－

　

Ｏ

Ｊ１５‐１５６２０１５月２ハ２ 調査若林 、

　　

５｛鳩 ５〔め
駐車場代

　

相石・Ｐ淵野辺（相
模石油㈱）

　

（相模原市中央区
淵野辺３－８）１７時２５分～１８時５７分
「会議」とされている

・商店街

　

淵野辺駅北口の駅前通り
（カシオペア通り）よりも内側に
入った駐車増。周辺には住宅、飲食
の店、マンション、薬局、損保の会
社算がある。駅まで２７６ｍ

　

－

９‐１１１３ 下右

同上
Ｏ

２，５（刈合計額

　　

．

　　　　　　　　　　

－

　　

５４，７００

Ｊ１６０２０１６ハハ９ 国査木目田

　　　

６Ｗ

　

・

　　　　　　　

６〔ぬ
町田シバヒロ駐車増

　

０９時０１分
～１１時１０分

　

「会議」とされてい
る

・繁華街
・長時間

　

約２時間ｌｏ分の駐車 ｌｏ‐Ｉ

　

１０４ 下中 ２１

　　

Ｐ８

　

（貴
１）

繁華街においては人口や商業施設の多
さに比例して政務活動の畳も高まるた
め．市民相談や意見聴取をすることも
多〈あり、原告の主張は使途基準違反
を推認させるものとは言えない。
また、市民相隣などが深夜まで、長時
間に及ぶことは多くあり、原告の主張
は使途基準違反を推認させるものでは

　　　

Ｏ

Ｊ１６１２０１６／４／２３ 国査

　　　　

４（力

　　　　　　　　

４００
町田シバヒロ駐車場

　

１６時０１分
～１７時１２分

　

「親地鯛蚕」とさ
れている

・繁華街
支出者すら不明。

１０‐Ｉ，。６
・

下中 ２１

　　

ＰＢ

　

（貴
１）；

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐５２２０１６／５／２ 国査

　

１，醐

　　　　

１，醐
町田シバヒロ駐車場１２時０３分一
１６時４７分

　

「市民相談」とされ
・長時間（５時間編の駐車）
・繁華街
支出者すら不明^

１０‐Ｉ１０２ 上左 ２１

　　

ＰＢ

　

（貴 同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐５３２０１６／ａ／６ 顕査 一，

　　　　　　　　　

４（め町田シバヒロ駐車場

　

～１９時５３
分

・利用目的の記載なし
・繁華街
・夜間
支出者すら不明－

１０‐Ｉ

　

９２ 中右
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐５４２０１６／８／６ 扇査

　　　

四仰

　　　　　　　　　

２〔め
町田シバヒロ駐車増

　

１９時０７分
～２０時０５分

　

「会議」とされて
いる^

：穀街
支出者すら不明^

１０‐ｌ

　

９２

　

下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
同上

　　　　　　　　

ｒ

　　　

Ｏ

　　　

／
Ｊ１６‐５５２０１６月０／ｌ 慶査岩瀬

　　　　

２（鳩

　　　　　　　　

２００
タイムズシバヒロ駐車増

　

１４時
２９分～１５時０４分ｒ

　

「現地鑓査」
とされている

・繁華街 １０‐Ｉ１２９ 上左
同上

，

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐５６２０１６／１１／５ 甑査木目田

　　　　

２（ぬ

　　　　　　　　　

２〔ぬ
タイムズシバヒロ駐車増

　

１５時
５７分～１６時２８分

　

「親地調査」
とされて１、る

・繁華街 ｌｏ‐Ｉ１３５ 上右
同上．

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐５７２０１７／１／８ 圏査

　

１，醐

　

，

１，０００
タイムズシバヒロ駐車増ＯＢ時０３
分～１２時２２分

　

「打合せ」とされ
ている

・長時間（４時間以上の駐車）
・．繁華街
町田市

　

プレスリリースより
町田市消防団出初式
・町田市議会議員

　

川畑－瞳（公明
党会派）の活動日記より

　

町田市消
防団出初式「恒例の出初式が、町田
一小にて厳粛に執り行われまし
た・・・」とある。
駐車場は小学校のすぐそば
支出者ｔら本田－

ｌｏーＩ÷ 上右
２１

　　

Ｐ８

　

（賃
１）
甲１２６
甲２０５

同上、長時間という点について、４時
間の打ち合わせは長時間ではない。

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐５８２０１７ハハ４ 圃査市川

　　　

６００

　

＊
町田シバヒロ駐車増

　

１０時０５分
～１２時ＯＢ分

　

「打合せ」とされ
ている

・繁華街
東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックフラッグツアー歓迎セレモ
ニーへの参加^

１０‐Ｉ１４６ 上中
２１

　　

Ｐ８

　　

，（貴
１）
甲２０７

同上

　　　

０

Ｊ１６‐５９２０１６／４／２ 嗣査岩瀬

　　　

４仰

　　　　　　　　　　

４（刃
タイムズ町田旭町駐車増

　

１７時
２９分～ＩＢ時５４分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動

　

以下、Ｊ８０まで同様。
（自由民主党町田総支部｛旭町２－１－
３｝の前の徒歩３０秒以内の駐車増
で、同所坊問のための駐車）

　

．・
いわせ和子離員のブログより（平成
２８年４月から６月主な活動）．「４月

　

○自民党町田総支部役員
会」

『広報おさむら』より
自由民懐豊待１金

　

１８ｉ３０～

ｌｏ‐Ｉ１０４ 上左 甲８６‐３、甲９０

自民党三多摩総支部において市政につ
いて他議員と意見交換等をすることも
あり、原告の主張は使途基準違反を推
鍔させるものではない。意見交換に‐つ
いて会派活動を鳩所的に限定する賞拠
に欠ける。

　　　

Ｏ

いては人口
政務活動の量も高まる

自民

　

駐車場代等３７０



支出書
号 支出日 費目質員

名 支出金顔 原告らの主張する遠

　　

法支出甑 支出内容 原告らの主琴す登が性を裏付ける嚢欝トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の翌
定する違法
支出額

Ｊ１６‐６０２０１６／６／２

　　　

‐蘭査岩瀬

　　　

２００

　　　　　　　　

２㈹
タイムズ町田旭町駐車場

　

１８時
１２分～１９時０９分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動
・夜間
いわせ和子議員のブログより（平成
２８年４月から６月主な活動）
「６月

　

○自民党町田総支部役員
会」
『広報おさむら』より
自由民党党役員会

　

１８：３０～
この駐車は、Ｊ１６‐８５の町田市民病院
での駐車（１８時１５分～１９時２３分）と
１なっている（この駐車も岩瀬和子
櫨‐によるキ，の）

１０‐Ｉ１１２

　

上左 甲８６‐３、甲９０

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐６１２０１６／６／２０ 鰯査佐薦
．

　　　

２（鳩

　　　　　　　　

２００
タイムズ町田旭町駐車増

　

１０時
５３分～１１時０４分・「親地鵠査」
とされ二工いる

・政党活動
・短時間

　

わずか１１分間の駐車 １０‐Ｉ

　

１１３ 下中，２１

　

Ｐ３０
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐６２２０１６／６／２０ 贋査

　　　

２００

　　　　　　　　　

２（ぬ
リバーク町田旭町２丁目駐車場
（旭町２丁目１－４）

　

１７時１８分～
１７時２２分 利用目的の記載なし

・政党活動（自由民主党町田総支
部〈旭町２－１－３〉の前の徒歩１５秒以
内の駐車増で、同所訪問のための駐
車）
・短時間（わずか４分間の駐車）
支出者すら不明。

１０‐Ｉ１１３ 下左 ２１

　

Ｐ３０

同上
．

　　　

２００

Ｊ１６－６３２０１６／６／２２ 闘査

　　　

４００

　　　　　

‐
４００

タイムズ町田旭町駐車場

　

１２時
５２分～１４時０２分

　

「市民相機」
とされている

・政党活動
三遵亭らん丈議員の「年がら年中困
惑記」より
「参嫌院選挙公示」ブログの内容は
午前は自民党公総候補のポスターを
公営掲示板に貼り、午後は総支部事
務所で自民党のボスタ，ーに証紙を張っているとのこと。政党活動であ
る。参議院選挙公示日である。吉出者すら不明^

１０‐Ｉ

　

１０１ 中右 甲１０３

同上 ノ

　　　　

０

Ｊ１６‐６４２０１６／７／５ 掘査中川

　　　　

２（刃

　　　　　　　　

２００
リバーク町田旭町２丁目駐車増
１１時０２分～１１時１０分

　

「市民相
護」とされている

・政党活動
・短時間

　

わずか．８分間の駐車『広報おきむら』より
選挙車１１・：００～１４：００
選挙運動中に総支部に立ち寄ったと
きのものと思われる。

１０‐Ｉ１００ 上左 甲８６－３

政党活動について同上、短時間という
点については、短時間であっても一会
派としての活動は行うことも十分想定
できる。報告書を渡したり、実際に
会って話をすることにより得られる情
報は会派活動として１要な情報であ
る^

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐６５２０１６／７／６ 贋査長村

　　

１

　

２００

　　　　　　　　

２００
タイムズ町田旭町駐車増

　

１７時
３５分～１８時１５分

　

「打合せ」と
されている

・．政党活動
「広報おさむら』より
参離院選対策会議

　

１７：３０～
自民党町田蝕支部

「

，。」，１１７ 下中 甲８６－

同上

　　　

・

　

．

　　　

２００

Ｊ１６‐６６２０１６／７ハ２ 鱗査
．

　　　　　　

ず

　　　

２００

　　　　　　　　

２㈹
タイムズ町田旭町駐車場

　

１７時
３４分～１８時００分

　

「市民相隣」
とされてＬｔる‐

ー政党活動
・短時間

　

わずか２６分の駐車
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会１８：００
～サン議員選挙 知事選挙について
支出者すら不明^

ｌｏ‐Ｉ

　

１００ 中中 甲８６一３

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐６７２０１６／７ハ２ 闘査長村

　　　

２Ｗ

　　　　　　　　　

２〔力
タイムズ町田旭町駐車場

　

１８時
１９分～１８時５９分

　

「打合せ」と
されている

　　

・

　

，

・政党活動
『広報おさむら」より
自民党町田総支部役員会１８：００
～＊■■豪華 知事豪華について

ｌｏ‐Ｉ１１６ 上右 甲８６「３
同上

　　　　

２００

Ｊ１６‐６８２０１６／７月２ 顕査

　　　

２００
、

　　　　　　　　　　

２（粉
タイムズ町田旭町駐車増

　

１８時
３２分～１９時１４分

　

「市民相舷」
とされている

・政党活動
三夜間

　　　　　　　　　　

′
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会１８：００
～参幕員選挙 知事選挙について
支出者すら不醸．

１０‐Ｉ１００ 中左 甲８６一

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐６９２０１６／７ハ６ 醐査

　　　

４００

　

ー

　　　　　　　

４００
タイムズ町田旭町駐車増

　

１７時
０９分～１８時２７分

　

「市民相談」
とされている

・政党活動
『広報おさむら』より
緊急選対会議

　

１８：３０～・自民
党事務所
支出者すら不明ｎ

１０－Ｉ１００ 中右 甲８６－３

同上

　　　

Ｏ

－－７０２０１６／７月６ 闘査長村

　　　

２㈹

　　　　　　　　　

２（鳩
リバーク町田旭町２丁目駐車増
１８時２０分～１９時２０分

　

「現地調
査」とされている

・政党活動
・夜間
『広報おさむら』より
緊急選対会離

　

１８：３０～

　

自民
輪．事務所

；ｏ．－，１１８ 下左 甲
甲

同上

　　　　　　　

」

　　　

２００

Ｊ１６‐７１２０１６／７／２３ 顔査

　　　

２００

　　　　　　　　　

２〔め
タイムズ町田旭町駐車増

　

０９時
４６分～１０時０８分

　

「沸地調査」
とされている

・政党活動
・短時間

　

わずか２２分の駐車
都知事週（告示日７月１４日選挙期日７
月３１日）の期間中．選挙活動のため
党支部に寄ったと思われる
支出者すら本田－

１０‐Ｉ１１９

　

下左 甲８６一３

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐７２２０１６／７／２３ 桝査

　　　

２００

　

、

　　　　

２（力
タイムズ町田旭町駐車場

　

１４時
３４分～１５時０４分

　

「親地調査」
とされている

・政党活動
・短時間

　

わずか３０分の駐車
都知事選（告示日７月１４日選挙期日７
月３１日）の期間中。選挙活動のため
党支部に寄ったと思われる
支出者すら不旧^

１０‐Ｉ１１１９ 下中 甲８６－３

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐７３２０１６／７／２５ 国査佐藤

　　　

２００

　　　　　　　　　

２（樽
タイムズ町田旭町駐車場

　

１０時
１４分～１０時３６分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動
・短時間

　

わずか２２分の駐車
都知事週（告示日７月１４日選挙期日７
月３１日）の期間中。選挙活動のため
豊支部に寄ったと患われる

１０‐Ｉ１１６ 中右 甲８６－

同上

　　　

０

Ｊ１６‐７４２０１６／７／２５

　

． 鴎査

　

．

　　

２００

　　　　　　　　

，２（鳩
リバーク．町田旭町２丁目駐車増
１０時５５分～１１時０４分

　

「市民相
隣」とされている

・政党活動
・短時間

　

わずか９分の駐車
都知事週（告示日７月１４日選挙期日７
月３１日）の期間中。選挙活動のため
党支部に寄ったと思われる
支出者すら不明^

１０‐ｌ

　

９９ 中左 甲８６‐３

同上

　

０

１

Ｊ１６‐７５２０１６／８／２５ 圃査

　　　　

２（鳩

　　　　　　　　　

２（Ｐ
リバーク町田旭町２丁目駐車場
１３時３９分「１３時５２分
利用目的率ー陸不能

・政党活動
・短時間

　

わずか１３分の駐車
支出者すら不明｛

ｌｏ‐Ｉ

　

９８ 下中 ２１

　

Ｐ３０
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐７６２０１６／９／２６ 鰯査佐属

　　　

２００

　　　　　　　　　　

２｛め
タイ，ムズ町田旭町駐車場

　

１２時
１２分～１３時００分

　

「蕩地醸査」
とされている

・政党活助 １０‐Ｉ

　

１２６ 中右 ２１

　

Ｐ３０
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐７７２０１６／９／２７ 龍査長村
ト

　　　　

２（ね

　　　　　　　　　

２（鳩
町田旭町駐車場

　

１８時２８分－１９
時１８分

　

「打合せ」とされてい
る

・政党活動
・夜間
『広報おさむら」より
自民党町田総支部役員会

　

１８：３
１０‐Ｉ

　

１２８ 下中 甲８６－３

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐７８２０１６／１０／２８ 鯛査佐薦

　　　　

４（Ｐ 、

　

◆

　　　　　　　　

４（力
タイムズ町田旭町駐車増

　

１７時
３４分～１８時５０分

　

「親地調査」
とされている

・政党活動
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１８：０１０‐ｌ

　

１３１ 上中 甲８６‐

同上、

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐７９２０１６／１１／２９ 鴎査

　　　　　　

・

　　　

２００
，

　　　　　　　　

．２（カ
リバーク町田旭町２丁目駐車増
１１時１０分～１１時２５分

　

．「打合
せ１とされてい唖

：燈鉛肋
わずか・５分の駐車

支出者すら不明^
１０‐Ｉ１３７ 上左 ２１

　

Ｐ３０
同上

　　

Ｏ

Ｊ１６‐８０２０１６／１２／２７ 瞬査佐薦 ＊

　　　　　　　　　

４Ｍ
タイムズ町田旭町駐車場

　

１８時
１９分～１９時３７分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動
・夜間
『広報おさむら』より
自民党町田総支部役員会

　

１８：０
１０‐Ｉ１４１ 下右 甲８６‐

同上

　　　　

，

　　

●

　　　　

，

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐８１２０１６／４／２

　　

、 胃査

　

８（力

　

Ｊ

　　　　　　　　　　

８｛ぬＴＰ原町田５７駐車増２１時０５分～２２
時３７分

　

「会議」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。支出者すら不明^

ｌｏ‐ｌ｛ 上左 ２１

　

ＰＢ（ピンク●

同上

　　　　　　

；

　

、

　　

′

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐８２２０１６／４／４ 国査

　　　

８００

　　　　　　　　

８００
Ｐａｒｋｏｎｅ町田駐車場

　

１５時３５
分－２１時３５分．「市民相談」と
されている

・長時間（６時間の駐車）
・深夜
・繁華街（小田急町田駅周辺徒歩５
分）
支出者すら不明←

１０‐ｌ

　

１０３ 上中 ２１

　

Ｐ８

　

（績２５）

同上

　　　

０

Ｊ１６‐８３２０１６月／７ 圃査いわせ

　　　

６００

　　　　

醐
ｏｎｅＰａｒｋ森野第３駐車増１９時１４
分～２３時５３分

　

「会議」とされ
ている

・長時間（約４時間半の駐車）
・深夜
・繁華街（小田急町田駅北口周辺）
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない－

ｌｏ‐ｌ

　

１０６ 上右 ２１

　

Ｐ８

　

（鎌２４）

同上

　　　

０

Ｊ１６‐８４２０１６／５／ｌ 圃査

　　　

７００

　　　　　　　　

７仰
アットバーク町田第２駐車増０９
時時３９分～１３時００分

　

「打合
せ１とされているＡ

・最時間（３時間以上の駐車）
・繁華街（小田愚町田駅すぐそば）
支出者すら不明^

ｌｏ‐Ｉ

　

１０７ 中左 ２１

　

Ｐ８

　

（貴６３）
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐８５２０１６／５ハＯ 国査

　　　　

．

　　　

９００
一

　　　　　　　　　　　

９〔め
アイベック町田第８駐車増１９時
３６分～２２時１８分

　

「打合せ」と
されている

：馨街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られない。支出者すら不明^

ｌｏ‐Ｉ

　

１０９ 上左 ２１

　

ＰＢ

　

（貴暮
同上

　　　

Ｏ

ＪＩＥト８６２０１６／６／７ 扉査

　

１，醐

　　　　　

、

　　

１，０００
ＴＰ原町田５７駐車場

　

２０時３６分～
２２時５１分

　

「市民相隣」とされ
ている

・深夜
・繁華街
繁華街での深夜の「市民相談」は考
えられない。
支出者すら不明^

ｌｏ－Ｉ

　

１０１ 上左 ２１

　

Ｐ８（ピンク・

同上

　　

Ｏ

３７１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 自民

　

駐車場代等



　

‘

　　

‘

　　　　

、．・
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支出書
号 支出日 費目猫員

名 支出金額 原告らの主張する違

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 擢欝トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
蔭判所の認
定する違法
支出額

Ｊ１６‐８７２０１６／６／９ 顕査

　

、１，１５０

　　　　　　　　

１，１５０
アイペック町田中町第３駐車増
１８時１９分～２３時５０分

　

「市民相
談」とされている

・長時闇（約５時間半の駐車）
・深夜
繁筆街での深夜の「市民相談」は考
えられない。

１０‐Ｉ

　

１０１ 上右 ２１

　

Ｐ９

　

（貴２９）

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐８８２０１６／７ハ２ 闘査

　　　　

２００

　　　　　　　　

２００
サイクルパーク町田

　　

０８時２８
分～１６時５２分

　

「打合せ」とさ
長時間（約８時間半の駐車）
繁華街（ＪＲ町田駅徒歩１分）
出者すら不明‐

１０‐Ｉ

　

１１８ 中中 ２１

　

Ｐ８

　

（赤●） 同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐８９２０１６／７／１７ 国書市川

　　　　

１５０

　　　　　　　　　

１５０タマバーク森野

　

１５：２２～１５：
３２

　　

「打合せ」とされている
短時間（わずか１０分間の畦葛）
繁華街（小田急町田駅徒歩１分） １０‐Ｉ

　

１１８ 下中 ２１

　

Ｐ８

　

（鎌４０） 同上

　　　

０

Ｊ１６‐９０２０１６／７／２５ 鴎査

　　　

１００

　　　　　　　

１００
町田栄通り駐車場

　

１１：３２～
１１：”

　

．「市民相麟」とされ
ている

繁華街
出者すら不明。

１０‐１

　

９９ 上右 ２１

　

８

　

（貴４５）
同上

　

‐

　

０

Ｊ１６‐９１２０１６／８／２３ 顔査市川

　　　　

２（杓

　　　　　　　　　　

２（力
町田駅前コイン駐車増

　

１４：０７
～１４：２５

　

「市民相隣」とされ
ている

短時間（わずか１８分間の駐車）
繁華街
広報おさむら』より
民常役１金

　

１８：３０～
１０‐Ｉ

　

９８ 下左 ２１

　

Ｐ８

　

（綿３４）
甲８６‐３

同上

　

、

　

ｏ

Ｊ１６‐９２２０１６／９／２ 餌査

　

１，醐 １，醐
ダイイチパーク町田駐車場

　

１８
時２６分～２０時５４分

　

「市民相
談」とされている

数街
長時間

　

的２時間１０分の駐車
出者すら不明．

１０‐Ｉ

　

９７ 上左 ２１

　

Ｐ８

　

（ピンク
同上

　　　　　　

，

　　　　　　　

ｒ

　　　

０

Ｊ１６‐９３２０１６／９／２６

　

ノ 嗣査

　　　　

４（滑

　　　　

・
．４（力

森野第７駐車場１８時３５分～１９時
４４分

　

「親地調査」とされてい
る

　　　　　　　　　　　

‐

住宅地

　

会議をする増所なし
夜間
出者すら不明。

１０‐Ｉ

　

１２６ 中中
住宅地であっても現地調査を行うこと
は十分にある。住宅地での親地餌査が
許されない理由について具体的事実と
併せたの槽櫨に欠ける一

　　

‐二
ｒ

　

ｏ

Ｊ１６‐９４２０１６／９／２８ 瞬査

　　　

１，１（鳩

　　　　　　

１

　

１，１００
リバーク森野１丁目第２駐車場
１７時２２分～２２時２８分

　

「会議」
とされている

　

、

長時間（約５時間の駐車）
馨街
筆街での深夜の「会離」は考えら
たない。出者すら不阻－

１０‐Ｉ

　

１２８ 下右 ２１

　

Ｐ８

　

（繍２６）

同上

　　　

０

Ｊ１６‐９５２０１６／１０／３ 蘭査

　　　

１，５（力

　　

′

　　　　

１，５凹
ＴＰ中町第８駐車場

　

１１時０９分～
ＩＢ時１３分

　

「市民相隣」とされ
長時間

　

杓７時間の駐車
繁華街
出者すら不明‐

１０‐Ｉ

　

９６ 上左 ２１

　

Ｐａ

　

（貴ＩＰ
同上

　　　

Ｏ

「

Ｊ１６一９６２０１６／１０／４ 鰯査岩瀬

　　　　

９５０

　　　　　　　　　　

褒め
アイペック町田中町第３駐車増
１８時５９分～２１時３９分

　

「市民相
談」とされている

長時間（２時間４０分）
馨街
筆街での深夜の「市民相談」は考
られない^

１０‐Ｉ

　

９６ 上中 ２１

　

Ｐ８

　

（貴２９）

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐９７２０１６月０ハ６ 国書

　　　　

９００

　　　　　　　　

９００
ミウラパーキング原町田３丁目第
５駐車増

　

１１時２４分～１５時５１分
長時間

　

約４時間半の駐車
繁華街
出者すら不瞬一

１０‐Ｉ

　

１３０ 上中 ２１

　

Ｐ８

　

（青●）
同上

　　　

０

Ｊ１６ｒ９８２０１６／１０／１７ 贋査

　　　

１，２（ぬ

　　　　　　　　

１，２｛Ｐ
冊パーキング町田駅前駐車増
１１時２７分～１５時３３分

　

「市民相
般ーとされている

長時間

　　

的４時間の駐車
繁華街
出者すら不明^

１０‐Ｉ

　

９６ 下中 ２１

　

Ｐ８

　

（繍２０）
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐９９２０１６／１０／２２ 顔査砦灘

　

１，ＭＯ

　　　　

１，醐
平野屋第３駐車場

　

１１時００分「
１４時０５分

　

「打合せ」とされて
いる

・長時間

　

３時間以上の駐車
・繁華街
『広報おさむら』より
自民党町田総支部事務所開き

　

１
１二

　

００～

　

・市議会自民党会派
打ち合わせ会

ｌｏ‐Ｉ

一

１３０ 下中 ２１

　

ＰＢ

　

（青３５）
甲８６－３

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６－１（刈２０１６／１０／２３ 鰯査

　　　

９００

　　　　　　　　　　

９〔Ｐ
タマバ「ク原町田１５駐車増

　

．１０時４３分～１３時４１分

　

「打合せ」
とされている

・繁華街
・長時間

　

約３時間の駐車
支出者すら不田－

１０‐Ｉ

　

１３１ 上左 ２１

　

８

　

（青５２）
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１０１２０１６／１１／７ 園査

　　　

１，５（杓

　

ー

　　　

１．５（ぬ
，

ＴＰ中町第８駐車場

　

１５時２２分“
１９時５５分

　

「市民相隣」とされ
ている

・貴時間・約４時間半の駐車
・夜間
・繁華街
支出者すら不国－

１０‐Ｉ

　

９４ 上左 ２１

　

Ｐ８

　

（貴１１）
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６－１０２２０１７／３／４ 鰯査

　　　　

８〔め

　　　　　　　　　　

８（力
アットバーク町田第２駐車場
１８時５１分～２３時２９分

　

「打合
せ」とされている

・長時間

　

的４時間半の駐車
・深夜
・繁華街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られない。支出者すら不明ｈ

１０Ｉ

　

１５４ 中左 ２１

　

Ｐ８

　

（貴６３）

同上

　

０

Ｊ頃‐１０３２０１６／４／７ 顕査薦田

　　　　

２〔鳩

　　　　　　　　　　

２（め
ゴムパーク多摩境

　

０６時１５分～
０７時５４分

　

「現地調査」，とされ
・早朝
・政党活動

　

多摩境駅前での街頭宣
伝のためと椎瓢

１０‐Ｉ

　

１０６ 中左 ２１

　　

Ｐ２６
駅周辺であるという事情から街頭宣伝
のためとは推認できない。具体的な事
実の指捕に欠ける△

　　　

Ｏ

Ｊ１β－１Ｏ４２０１６／５ハ８ 国査薦田

　　　

２００

　　　　　　　　　　

２（め
ゴムパーク多摩境

　

０

　

６時０８分～
０７時５６分

　

「現地調査」とされ
ている

・早朝
・政党活動 相原駅前での街頭宣伝
のためと椎瓢される

ｌｏ‐１
．

　

１１０ 上左 ２１

　　

Ｐ２６
同上

　　　　　　　

０

Ｊ１６‐１０５２０１６／５／２６ 鑓査薦田

　　　　

２（め

　　　　　

‐

　　　

２００
にこにこパーキング相原駐車場
０５時５８分～０７時５６分

　

「現地鱈
看Ｆ１とされている

・早朝
・政党活動ＪＲ横浜繍相原駅前で
の断面‐伝のためと椎訊される

１０‐Ｉ

　

１１０

　

下左 ２１

　　

Ｐ２６
同上

　

・

　　　

ｏ

ｒ
Ｊ１６‐１０６２０１６／１２／２４ 圃査薦田

　　　　

５｛鳩

　　　　　　　　　　

５〔鳩
ゴムパーク多摩境

　

１１時２８分～
１３時５７分

　

「打合せ」とされて
いる

・長時間（２時間２９分） １０「

　

１４１ 下左 ２１

　　

Ｐ２６
同上

　　　

０

Ｊ１６‐１０７２０１７ハハＩ 国査藤田

　　　　

２｛め

　　　　　　　　　

２節
ゴムパーク多摩境

　

０６時０９分～
０７時５９分

　

「親地鑓査」とされ
ている

・早朝
・政党活動

　

多摩境駅前での街頭宣
伝のためと推測

　　

以下Ｊ‐１２０まで、同様．
１０１１

　

１４４ 中 ２１

　　

Ｐ２６
同上

　　　

０１

Ｊ１６‐１０８２０１７／２／１ 国査高田

　　　　

２００

　　　　　　　

２叩
ゴムパーク多．塵境

　

０６時０９分～
０７時５６分

　

「糠地調査」とされ
てい．る

同上

　　　　　　　　　　

、 １０‐Ｉ

　

１５３ 上左 ２１

　　

Ｐ２６
同上

　　　

０

Ｊ１６‐１０９２０１７／２ハ５ 雨査薦田

　　　　

２（め
．

　　　　　　　　　

２Ｍ
ゴムパーク多摩境

　

０６時１８分～
０７時５６分

　

「現地調査」とされ
ている

同上 １０‐Ｉ

　

１５０ 中左 ２１

　　

Ｐ２６
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１１０２０１６／４／２３ 踊査市川

　　　　

７｛刃

　　　　　　　　　

７００
森野第３駐車増０６時５６分～Ｂ時
５４分

　

「現地幽査」とされてい
る

同上 １０‐Ｉ

　

１０６ 下右 ２１

　

Ｐ８

　

（綿１９）
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１１１２０１６／５／２８ 耀査中川

　　　　

５（め

　　　　　　　　

５００
森野第３駐車場

　

０６時５８分～０８
時０９分

　

「現地国査」とされて
いる

同上 １０‐ｌ

　

１１０ 下中 ２１

　

Ｐ８．（綿１９）
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１１２２０１６／６／２５ 鯛査中川 ≠

　　　　　　　　　

５（力
森野第３駐車増０６時５６分～０８
時１０分

　

「糠地調査」とされて
いる

同上 １０‐Ｉ

　

１１４ 中右 ２１

　

Ｐ８

　

（綿１９）
同上

　　　

Ｏ

一，６‐１１３２０１６／７／２３ 掘査中川

　　　　

９【力

　　　　　　

′９〔め
森野第３駐車増０６時５８分～０９
時０５分

　

「現地鑓査」とされて
いる

同上 １０‐Ｉ１１９ 中右 ２１

　

Ｐ８

　

（綿１９）
同上

　　　

０

Ｊ１６‐１１４２０１６／８／２７ 嗣査中川

　　　　

８卿

　　　　　　　　　　

８｛粉
森野第３駐車場

　

０７時００分～０８
時５０分

　

「貌地譲竃」とされて
いる

同上 １０‐Ｉ

　

１２３ 上中 ２１

　

ＰＢ

　

・（緑１９）
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１１５２０１６／９／２４ 鯛査市川

　　　　

７（鳩

　　　　　　　　

７００
森野第３駐車増（森野１‐３８）
０６時５９分～０８時５２分

　

「現地複
１Ｆ１とされている

同上 １０‐Ｉ

　

１２６ 上右 ２１

　

Ｐ８

　

（綿１９）
同上

　　　

０

Ｊ１６‐１１６２０１６／１０／２２ 厩査中川

　　　

８００

　　　　　　　　　　

８（力
森野第３駐車増０７時００分～０８
時４７分

　

「現地鑓査」とされて 同上 １０‐Ｉ

　

１３０ 下右 ２１

　

Ｐ８

　

（績１９）
同上 〆

　　　　　

○

Ｊ１６‐１１７２０１６／１１／２６ 鰯査市川

　

鋤

　　　　　　　　　　

６〔力
森野第３駐車場

　

０７時０３分～ＯＢ
時１０分

　

「親地憤査」と．されている
同上 １０‐Ｉ

　

１３６ 中右 ２１

　

Ｐ８

　

（練１９）
同上

　　　

０

Ｊ１６‐１１８２０１６／１２／２４ 調査市川 、

　　

醐

　　　　　　　　　

８〔力
藤野第３駐車増０７時０５分～０８時
５５分

　

「現地鑓董」とされてい 同上 ｌｏ‐Ｉ

　

１４１ 中右 ２１

　

ＰＢ

　

・（繍１９）
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１１９２０１７／１／２８ 調査市川

　　　　

９（Ｐ

　　　　　　　　　

９（ぬ
森野第３駐車増．０６時５４分～０９
時０３分

　

「会■」とされてい 同上 １０‐ｌ１４７ 上中 ２１

　

Ｐ８

　

（縄１９）
同上

　　　　　　　　

，

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１２０２０１７／２／２５ 麓査市川

　　　　

７【刀

　

ー

　　　　　　

，

　

７｛ヵ森野第３駐車場

　

０６時５９分～０８
時５６分

　

「会議」 同上 デーＩ１５１ 中 ２１

　

Ｐ８

　

（繍１９）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１６‐１２１２０１６／４／２０ 罰査

，

　

８（刃

　　　　　　　　　　

８｛ぬ
立川グランドホテル駐車場

　

．手
書き領収書時間記入なし

　

「会
議」とされている。

・政党活動

　

自由民主党三多摩議員
連絡償離会の出席のためである
・遠方
『広報おさむら』より
自民党三多摩議運

　

役員会１０：○
０～

　

知事幹事合同会議１１：００
～

　

（立川グランドホテル）
支出者すら不明．

１０‐ｌ

　

９３ 下左 甲ａ６ー２

自民党三多摩総支部において市政につ
いて他議員と意見交換等をすることも
あり、原告の主張は使途基準違反を推
翌させるものではない。意見交換につ
いて会派活動を増所的に限定する論拠
に欠ける。

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１２２２０１７／２月５ 薗査岩濃
１

　　

１．２Ｍ

　　　　　　　　

１，２（め
ＮＰＣ２州立川北口パーキング

　

１４
時５４分～１７時５９分

　

「会議」の
ためとされている。

・政党活動

　

自由民主党三多事議員
連絡協議会総会が開催。同党の朝日
健太郎韻員の譲漬がおこなわれた
・長時間（３時間以上の駐車）
・遠方

　

，

　　　　　　　

‐
『広報おさむら』より
自民党三多摩離員連絡協議会総会１
５：００～ 研修会鱗師１６：００
～ 懇親会１７：００～（立川グラ
ンドホテル）

１０－了

　

１５０ 上右 甲８６一２

同上

　　　

Ｏ

自民

　

駐車場代等３７２



支誓書 支出日 費目議員
名 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢爵トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の総
座する違法
支出額

Ｊ１６‐１２３２０１６月１ハ５ 蜘査 １，

、

２｛粉

　　　　　　　　

１，２〔Ｐ
ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１５
時５５分～２０時０１分

　

・「打合せ」
とされている。

・政党活動

　

自由民主党三多庫離員
連絡協撞会による研修会開催
・最時間（４時間以上の駐車）
・遠方

　

・夜間
「広報おさむら』より
自民党三多■■員連絡憧■会

　

冬期
全謄員研修会 立川グランドホテル
研修会

　

１５：３０～懇親会１７：
００～
支出者すら不明．

１０‐Ｉ

　

１３６ 上左 甲８６一２

同上

　

二
〇

Ｊ１６‐１２４２０１６／５／２３ 圏査岩瀬

　　　　

４（鳩

　　

ー

ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１４
時４８分～１５時２５分

　

「打合せ」
とされている

・遠方
・政党活動
いわせ和子議員ブログより（平成２
８年４月から６月

　

主な活動）
ｒｏ中川まさはるさん開所式

　

」
町田市議会議員おさむら敏明ホーム
ページ『広報おさむら』より
中川まさはる事務所開き１３：３０
～

　　

１４：００～開所式三多摩事

１０‐Ｉ１１０ 上右 甲９０

同上

十

　　　　

４００

Ｊ１６－１２５２０１６／６／１４ 鯛査岩瀬

　　　　

４００

　　　　　　　　　

４（掩
ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１４
時５７分～１５時５６分

　

「打合せ」
とまれてし、る

．遠方

　

，

　　

′
・政党活動 １０‐Ｉ，１３

「
上中 ２１

　

Ｐ４１
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１２６２０１６／６／２０ 調査岩瀬 １，ＯＷ

　　　　

１，醐
ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１３
時２５分～１５時０８分

　

「会離」と
されている。

・政党活動

　

「中川まさはる参議院
議員候補の多摩決起大会」が開催さ
れている。・遠方
いわせ和子議員ブログより（平成２
８年４月から６月

　

主な活動）
「○中川まさはるさん▲

　

決起大会へ
（立川酬）」
ｒ広報おさむら』より
三多摩決起大会１４：００～

　

立川
グランドホテル
三遊亭らん丈議員の「年がら年中困
窮記，１璽天ブログより

１０‐Ｉ１１４

　

上左 甲９０

同上

　

１，醐

Ｊ１６‐１２７２０１６／７／４ 鯛査岩瀬

　　　

４００

　　　　　　　　　

４駒
ＮＰＣ２４Ｈ立川北口パーキング

　

１６
時０６分～１６時５５分「打合せ」と
されている

・遠方
・政党活動
「広報おさむら』三より
中川まさはる緊急三多摩選対会議
１６：００～ 立川グランドホテル
４輔
三遼亭らん丈議員の「年がら年中困
惑記」より
「中川まさ．はる緊急選対会鵠」「中
川竃さ１±る堅魚三名塵裏対全篇－

１０．‐Ｉ

　

１１７ 中左 甲９９

同上

　　　　　　　　

●

　　　　

．

÷

Ｊ１６２８２０１６／７月４ 鰯査岩瀬

　　　　

６凹

　　

６（滑
ＰＪ柴崎町第４（バ」クジヤバ
ン）駐車場（立川市柴崎町３‐７）
１６時０６分～１７時３５分，「打合
せ」とされている

．遠方

　　　

ｒ

　　

三・

　　　　　　

，
・政党活動
いわせ和子嫌員のブログより（平成
２８年７月から９月

　

主な活動）
「７月…参議院選挙、東京都知事選
挙の遊説などのお手伝い！

　

○東京
都知事選挙三多摩第一声立川駅北口

国立市議石井伸之のブログより
「午後４：３０～立川駅北口伊勢丹前
での街菌漕掻．金ー

÷

　

１１８ 中右 甲１００、１０１

同上

　　　

６００

Ｊ１６‐１２９２０１７／３／２２ 圃査若林

　　　

２４０

　

－

　　　　　　

・

　　

２４０
多摩センター中央第１駐車場
１３時４６分～１４時１５分

　

，「打合せ－とされている

短時間

　

わずか２９分の駐車
轍施故 １０‐Ｉ

　

１５，７ 下左 ２１

　

Ｐ３６
同上

　　　　　　　　

ｒ

　　

」

　

，

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１３０２０１６／５／２３ 鰯査若林

　　　　

４８０

　　　　　　　　　

４８０
多摩センター中央第３駐車増

　

１５
時０６分～１四時００分

　

利用目的の
記載なし

轍施設 １０‐Ｉ

　

１１０ 中左 ２１

　

Ｐ３６
同上 、

　　　

Ｏ

ＪＩ●÷１３１２０１６／６／２６ 耀査若林

　　　

９００

　　　　　　　　　　

９｛鳩
マグレブパーキング（多摩市落
合１丁目３８）１１時５１分～１７時
３４分

　

「打合せ‘とされている

長時間

　

５時間半以上
類施投 １０－Ｉ

　

１．１４ 下中 ２１

　

Ｐ３６
同上

　　　

Ｏ

，
二
Ｊ１６‐１３２２０１６／６／３０ 鰯査若林

／

　　　　

３６０

，
二

　　　　

３６０
多摩センター中央第３駐車場

　

ＩＢ
時２９分～１９時４８分

　

「打合せ」
とされている

轍駆
夜間
遵亭らん丈議員の「年がら年中困
記」楽天ブログより
中川まさはる先生の個人演説会」
あり、６月３０日は午後６時３０
から京王プラザホテル多廉にて、
摩市．・町田市合同の、参磯院議員
錆者、中川まさはる先生の個人漬
会が開催されたので、それに町田
議会離員として参加いたしまし
－

　

…１とある‐

１０‐Ｉ

‐

１１１ 下右 ２１

　

Ｐ３６

同上

　　　　　　

・

′

　　　　　

○

Ｊ１６‐１３３２０１６／７／９ 餌査 若林

　　　　

３６０

　　　

ー
‐

　　

３６０
多摩センター中央第１駐車増
ｌｏ時２４分～１３時４０分

　

「現地鑓
ｉＦ１とされてＬ、る

長時間

　

３時間１６分
轍龍設 １０‐Ｉ

　

１１８ 上中 ２１

　

Ｐ３６
同上

　　　　　　

．

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１３４２０１６／７ハ２ 調査若林

　　　　

７６０

　　　　　　　　　

７５０
マグレフパーキング

　

０９時２４分
～１４時４１分

　

「打合せ」とされ
長時間

　

的５時間の駐車
獣施設 １０‐Ｉ

　

１１８ 上右 ２１

　

Ｐ３６
同上 ′

　　　　

０

Ｊ１６‐１３５２０１６／７／２４ 鰯査若林

　　　

９００

　　　　　　　　　　

９（め
マグレブパーキング

　

１１時４６分
～１７時４７分

　

「打合せ」とされ
ている．

長時間

　

的６時間の駐車
繁美施般 ｌｏ‐Ｉ

　

１２０ 上右 ２１

　

Ｐ３６
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６－１３６２０１６／７／２５ 鯖査若林

　　　

２，１〔粉

　　　　　　　　

２，１〔粉
三井のりパーク折百合ゲ丘駅前
第２駐車場

　

ｌｏ時３７分～１７時３６
分

　

「打合せ・ー

　

←されている
長時間

　

的７時間の駐車
市外 １０－Ｉ

　

１２０ 中左
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６」１３７２０１６／８／ｎ 調査若林

　　　　

７２０，

　　　　　　　　　

７２０
多摩市営永山複合施設駐車場
１１時３８分～１４時４５分．ｒ「打合
せーとまれている

長時間

　

約３時間の駐車
市外 １０‐Ｉ

　

１２２ 上左
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１３８２０１６／５／２２ 圃査長村

　　　　

１５０

　　　

一
１５０

サン．町田旭体育館駐車増

　

０９時
１４分～１１時３１分

　

「現地国査」
とされている

　　　　　

』
・スポーツ施設私的利用
日曜日

　　　　　　

．

　　　　　　

，
ｌｏ－Ｉ

　

９２ 上右

体育館であって、商業的なスポーツジ
ムのような施蚊とは性格が異なる。区
の財物である施設について鯛査をする
ことは何ら違法な支出とは言えない。
尚、施般の性質を超えて客観的な事実
の指檀は無い一

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１３９２０１６／５／２４ 鯛書佐麓

　　　

１００

　　　　　　　　

１００
サン町田旭体育館駐車場

　

０９時
５７分～１１時３４分

　

「打合せ」，と
されている

・スポーツ施設私的利用
火曜日 １０‐Ｉ

　

１１０ 中中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１４０２０１６ー６／２５ 調査佐薦

　　　　

１（刈

　　　　　　

１０６
サン町田旭体育館駐車増

　

１５時
５２分～１７時２７分

　

「現地餌査」
とされている

・スポーツ施故私的利用
土曜日
『広報おさむら』より

　

．

　　　

‐
町田市・ソフトボール違霊女子チーム
代表者会纏１６：００～市民球増管
理檀２瞳事務所

「

，。－，ー，４

　

一中中 甲８６－２

同上

，

　　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１４１２０１６／７／３０ 回査長村

　　　

１００

　　　　　　　

１００
サン町田旭体育館駐車増

　

１６時
０５分～１７時２４分

　

「親地調査」
とされている

・スポーツ施故私的利用
土曜日
『広報おさむら』より

　　　　

第２回女子ソフトボ÷ル代表者会議
１６二

　

００～市民致糧曹理檀

．‐一

　

１２０ 下中 甲８６一２

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１４２２０１６／９／１７ 銅査佐薦

　　

ＩＷ
、

　　　　　　　　

１００
サン町田旭体育館駐車増

　

１５時
４５分～１７時２２分

　

「執地鱈査」 ・スポーツ施校私的利用
土曜日 １０‐Ｉ

　

１２５ 下右
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１４３２０１６／ｍ／１５ 調査佐麓

　

，一

　　

ー

　　　　　　

，５０
サン町田旭体育館駐車増

　

１６時
４６分～１９時００分

　

「現地調査」
とされている

・スポーツ施故私的利用
土曜日 １０‐Ｉ

　

１３０

　

上左

　　　　

、
同上

　　　

．

　　　　

－

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１”２０１６月１／４ 闘査佐薦

　　　

１０Ｏ

　　　　　　　　

１０Ｏ
サン町田旭体育館駐車増

　

０９時
０７分～１０時４０分

　

「打合せ」と
されている

・スポーツ施設私的利用
金曜日

　　　　

‐
１０‐Ｉ

　

１３５

　

上左
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６－１４５２０１６ハ２ハ８ 鵬査長村

　

‐

１０Ｏ

　

，

　　　　　　

１〔め
サン町田旭体育館駐車増

　

０８時
５４分～０９時４４分

　

「納地鑓査」
とされている

・スポーツ施校私的利用
日曜日
『広報おさむら』より
町田市ソフトボール連盟警判員研
修会９：００～１６：００ サン町
田

１０‐ｌ

　

１４１ 上右 甲４３

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１４６２０１７／３月 国査長村

　　　

１００

＼

　　　　　　　　

，

、

　

１〔ぬ
サン町田旭体育館駐車場

　

１７時
１３分～１８時５２分

　

「現地鯛査」｝
とされている

・スポーツ施設私的利用
土曜日
『広報おさむら」より
平成２８年度定期総会・町田市ソフ
トボール連盟１７：３０～サン町田旭
体曹蝕

１０‐Ｉ

　

１５４ 下中 平Ｂ６ー３

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１４７２０１７／３ハ９ 麓査曇村

　　　

１００

　　　　　　　　

１００
サン町田旭体青館駐車場

　

１６時
００分～１６時４４分

　

「親地鯛査」
とされている

　　　　

・

・スポーツ施校私的利用
日曜日
「広報おさむら』より
町田市ソフトボール連盟臨時理事
会１６：００～響饗檀

１０－Ｉ

　

１５５

　

上左 甲８６一３

同上

　　　

０

Ｊ１６‐１４８２０１７／３／２５ 回査佐麓

　　　

１０Ｏ

　　　　　

１守
サン町田旭体育館駐車増

　

１６時
４３分～１８時５１分

　

「環地鯛査」
とされている

・スポーツ鮪故私的利用
土曜日
『広報おさむら』より－
町田市ソフトボール連豊理事会・
堂行霊１金１７：００～管理檀

１０‐Ｉ

　

１５５ 上中 甲Ｂ６ー３

同上

　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　

Ｏ

自民

　

駐車場代等３７３



　　

：，

　　

ｆ

　　　　

ｆ

　　　

ー

支誓書 支出日 費目離
名
員 支出金甑 原告らの主張する違

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器トＮｏ 位ー 領収書以外の閣

　

遵証拠 会派自民党の主張
裁判所の曜
定する違法
支出額

Ｊ１６‐１４９２０１６／４／８ 餌査長村

　　　　

１５０

　　

‘

　　　　　　　

，５ｏ
町田市立総合体育館の駐車場
１７時４２分～１９時５３分

　

「打合
せ－

　

とされている
・スポーツ施設私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１０４ 上右
同上

　　　

０

Ｊ１６‐１５０２０１６／４／１７ 麟査いわせ

　　　

１００

　

、

　　　　

１
，
ｏｏ

町田市立総合体育館

　

０９時２７分
～１１時０５分

　

「会議」とされて
いる。

・スポーツ施設私的利用
日曜日
町田市灘会■員いわせ和子ブログ
より
′（平成２８年４月から６月主な活
動）

　　　　　　　　　　　　　

，

　　

．′
町田市柔道連盟創立５０周年記念
第４７回町田市青少年の日のスボー

１０‐Ｉ

　

９３ 中左 甲８６一３

同上

　

ー

１００

Ｊ１６－１５１２０１６／４／２２ 鰯査長村

　　　　

１００

　　

‐

　　

、

　　

１〔め
町田市立総合体育館

　

１８時３１分
～２０時３５分

　

「打合せ」とされ ・スポーツ施設私的利用

　　

′
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１０６ 中右
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１５２２０１６／５／２２ 園査佐薦

　　　　

１〔め

　　　　　　　　

１００
町田市立総合体育館

　

１４時２４分
～１５時２９分

　

「打合せ」とされ ・スポーツ麓故私的利用
日曜日 １０」Ｉ

　

１１０ 上中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１５３２０１６／５／２７ 鱗査若林

　　　

１００

　　　　　　　　　　

１〔鳩
町田市立総合体育館

　

１８時０１分
～１９時３０分

　

「打合せ」とされ
ている

・スポーツ施較私的利用
金曜日の夕方（夜間）
東・日本少年少女レスリング大会前日
準備

若林離員はプロフィールの前書き
に、「スイミングコーチ、ボクシン
グトレーナー、社会体育指導員とし
て幼児から高齢者までを幅広く指導
している」とある。若林離員の利用
となると、位栄ジムの関係と推謝さ
れる－

１０‐Ｉ，０８

「

ｒ

　

下左 甲９２

　

，

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１５４２０１６／５／２９ 鯛査

　　　　

１５０

　　　　　　　　　

１５０
町田市立総合体育館

　

１６時０１分
～１８時３９分

　

「現地鯛査」とさ
れている

・スポーツ施被私的利用
日曜日
ペスカドーラ町田

　

Ｆリーグ
２０１６／２０１丁プレシーズンマッチ

　

１
６：３０～
支出者すら不明．

１０‐Ｉ１ｌｑ 下右 甲８８

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１５５２０１６／６／ｎ 調査

　

、、
１００ １００

町田市立総合体育館

　

０９時４０分
ん１０時２７分

　

「打合せ」とされ
ている

・スポーツ施般私的利用

　

・
土曜日
支出者すら不明．

１０‐１

　

１１１

　

上左
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１５６２０１６／６／１７ 圃査長村

　　　　

１５０

　　　　　　　　　

１５０
町田市立総合体肯館

　

１７時５８分
～２０時３３分

　

「打合せ」とされ
ている

‘スポーツ施故私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１１３ 上右
同上

　

． る

Ｊ１６‐１５７２０１６／６ハ９ 国査

　

ー′ｏｏ
一

　　　　　　　

１００
町田市立総合体育館

　

１３時３９分
～１５時４９分

　

「親地圃査」とさ
れている

・スポーツ怖校私的利用
日曜日

　

‘
ベスカドーラ町田

　

２０１６

　

シーズン２
第１４：００～
寺出者すら不遇＆

１０‐Ｉ

　

１１３ 中右 甲８Ｂ

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６－１５８２０１６／７／１ 隅査若林

　　　　

１〔め

　　　　　　　　

１００
町田市立総合体育館

　

１８時３６分
～２０時３４分

　

「打合せ」とされ ・スポーツ瓶股私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０－Ｉ

　

１１７ 上中
同上

　

一
Ｏ

Ｊ１６‐１５９２０１６／７／２９ 蝿査長村

　　　　

１〔め

　　　　　　　　　

１（鳩
町田市立総合体育館

　

１８時１６分
～１９時１１分

　

「打合せ」とされ ・スポーツ施設私的利用
金曜日の夕方（夜間）， １０‐Ｉ

　

１２０

　

下左
同上－

　　　

Ｏ

Ｊ１６－１６０２０１６／８／１４ 圃査

　　　　

１（ぬ

　　

′

　　　　

・

　　

１００
町田市立総合体育館

　

１４時５５分
～見えず・「現地鑓査」とされ
ている

・スポーツ施故私的利用
日曜日

　　　　　

・
ベスカドーラ町田・２０１６シーズン１０
節

　

１５：００～
支出者すら不明一

１０‐Ｉ

　

１２２ 上中 甲８８

同上

　　

，
Ｏ

Ｊ１６‐１６１２０１６／８ハ９ 顕査若林

　　　

１００

　　　　　　　　　　

１〔ぬ
町田市立総合体育館

　

１８時３４分
～２０時３２分

　

「打合せ」とされ ・スポーツ施校私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１２１ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１６２２０１６／８ハ９ 国査

　　　

１０Ｏ

　　　

１

　　　　

１００
町田市立総合体育館

　

１８時５１分
～２０時３５分

　

「現地旗査」とさ
れている

←スポーツ施股私的利用
金曜日の夕方（夜間）
支出者すら不明^

１０‐Ｉ

　

１２２ 中中

　　

１ 同上

　　　　　　　

，
、

　　　　

‐

　

Ｏ

Ｊ・毛－１６３２０１６／８／２６ 醜査

　　　

１００

　　　　　　　　　　

１（め
町田市立総合体育館

　

０９時５５分
～１１時０５分

　

「打合せ」とされ
ている

・スポーツ施故私的利用
金曜日
支出者すら不明^

１０▼Ｉ

　

１２１ 中中
同上

　　　　　　　

，

　　　

Ｏ

２０１６／・１０／１４ 挺査長村

　　　

１０Ｏ

　　　　　　　

１００
町田市立総合体育館

　

１８時２６分
～２０時３３分

　

「打合せ」とされ
ている

・スポーツ焔故私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１２９ 下右
同上

　　　

Ｏ

２０１６／１０／２２ 調査

　　　　

１〔鳩
，

　　

．

　　　　　

１〔め
町田市立総合体育館

　

１５時５８分
～１７時４８分

　

「現地鯛蚕」とさ
れている

・スポーツ施設私的利用
土曜日
ペスカドーラ町田

　

２０１６シーズン１５
節

　

１６：００～
支出者すら不明

ｌｏ‐Ｉ

　

１３０ 上右 甲８８

同上

　　　

Ｏ

２０１６／１１／２ 国査木目田

　　　

１節

　　　　　　　

１００
町田市立総合体青館

　

１９時５３分
～２０時４１分

　

「親地鑓査」とさ
れている

・スポーツ施故私的利用
水曜日（祝日の前日の夜間）
岩瀬職員のブログより
町田市柔道遵忍５０周年記念大会（町
田市柔道連盟）

１０‐Ｉ，３４

　

・、

上左 甲８８

同上

　

．

０

２０１６／１１／５ 薗査木目田
′

　　　

１００

　　　　　

１叩
町田市立総合体育館

　

１５時２１分
～１６時３５分

　

「沸地鱈査」とさ
れている

・スポーツ施股私的利用
土曜日 １０‐Ｉ

　

１３４ 上右
同上

　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　

＼

　　　

Ｏ

２０１６／１１／６ 圃査佐麓

　　　　

１（ヵ

　　　　　　　　

１００
町田市立総合体育館

　

１２時０１分
～１３時０２分，「親地鱈査」とさ ・スポーツ瓶故私的利用

日曜日 １０‐Ｉ

　

１３５ 中左
同上 ′

　　　　

○

２０１６月１／２０ 鯛査岩瀬

　　　　

１（ヵ

　　　

１（ぬ

　

」
照臨が糧も野警
れている

・スポーツ施故私的利用
日曜日
岩瀬議員のブログより
町田市柔道連盟５０周年記念大会（町
田市屋道道顎）

１０‐Ｉ１３４，

　

下左 甲９０

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１７０２０１６／１１／２０ 圃査佐藤

　　

ｌｏｏ

　　　　

′

　　

－

　　　　

１（粉
町田市立総合体育館

　

１５時４８分
～１６時５２分

　

「親地槻査」とさ
れている

・スポーツ施設私的利用
日曜日
町田市柔道違忍５０周年記念大会（町
田市柔道遭盟）

１０‐Ｉ

　

１３６ 上中 甲９０
同上

　　　　　　　　

－

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１７１２０１６／１２／９ 鵬査長村

　　　

１００

　　　　　　　　　　

１（め
町田市立総合体育館

　

１８時１５分
～２０時０６分

　

「打合せ」とされ
ている

・スポーツ施設私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１４０

　

下左
同上

　　　　

，‐

　　

．ｏ

Ｊ１６‐１７２２０１６ハ２ハ８ 調査佐麗

　　　　

１｛Ｐ １００
町田市立総合体育館

　

１５時５６分
～１７時４８分

　

「現地韻査」とさ
れている・

　　　　

・スポーツ施故私的利用
日曜日
ベスカドーラ町田

　

２０１６シーズン
２５節

　

１６：００～
１０‐Ｉ１４ｆ 上左 甲８８

同上
十

　　　　

１００

Ｊ１６‐１７３２０１７／１／７ 顕壷佐薦÷
ノ

　　　　　　　

ーｏｏ
町田市立総合体育館

　

１５時２０分
～１６時４４分「親地贋査」とされ
ている

　　　　　　

‐

・スポーツ節故私的利用
土曜日
ペスカドーラ町田

　

２０１６シーズン
２７節１５：００～
町田市蟻会櫨員藤田学離員のプロ
グより

　

「運休の初日（７日）の土
曜日は、文化芸術、スポーツ、伝航
芸能に親しみました。」…とあり、「わが、ホームタウンチームベスカ
ドーラ町‐田も、今年発のホームゲー
ムでした。」・・・と続き、薦田議
員、佐薦伸－郎離員、吉原修都議と
の軍．事掲載－

１０‐Ｉ

　

１４３ 中右 甲９９

同上

　　

‐

　　　　

１｛力

Ｊ１６‐１７４２０１７／１／２２ 圃査佐高

　　　　

１〔ぬ

　　　

′

　　　　

ー閲
町田市立総合体育館

　

１６時３３分
～１８時１５分

　

「親地鯛蚕」とさ
れている

・スポーツ施設私的利用
日曜日
ベスカドーラ町田

　

２０１６シーズン２
９節

　

１６：３０～
ドーＩ

　

１４６ 中右 甲８８
同上

　　

．

　　　

・

　　　　　　　　　　

ｒ′

　　　

１００

Ｊ１６‐１７５２０１７月／２７ 蝿査長村

　　

，向

　　　　　　　

１００
町田市立総合体富館

　

１８時２２分
～１９時５２分

　

「打合せ」とされ
ている

・スポーツ篤故私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１４５ 下左
同上

　　

、

　　　

０

Ｊ１６‐１７６２０１７／２ハ２ 闘査佐麗

　　　　

１５０

　　　　　　　　　

１５０
町田市立総合体育館

　

１６時０４分
～１８時３２分

　

「親地調査」とさ
れている

・スポーツ施設私的利用
日曜日
ベスカドーラ町田

　

２０１６シーズン
３２節１６：００～

ｌｏ‐Ｉ

　

１４９ 下右 甲８８
同上

　　　　

１５０

Ｊ１６‐１７７２０１７／２／２４ 調査長村

　　　

１節

　　　　　　　

１００
町田市立総合体育館

　

１７時５４分
～１９時２６分

　

「打合せ」とされ ・スポーツ施設私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１５２

　

上左
同上

　　　

０

Ｊ１６‐１７８２０１７／３ハＯ 圃査若林

　　　

１００

　　　　　　　

１００
町田市立総合体育館

　

１８時４１分
～１９時４３分

　

，「打合せ」とされ ・スポーツ施故私的利用
金曜日の夕方（夜間） １０‐Ｉ

　

１５４ 上左

　

′ 同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐１７９２０１６／７／２４ 国査若林

　　　　

２５０

　　　　　　　　　

２５０
町田市立屋内プール駐車増

　

０７
時５３分～１１時３１分

　

「打合せ」
とされている

・長時間

　

３時間３８分
・スポーツ施設私的利用
自国日

１０‐１，，１２０ 上中
同上

　

＼

　　　

ｏ

Ｊ１６‐１８０２０１６／１０／２ 圃査若林

　

醐

　　　　　　　　

６００
町田市立屋内プール駐車増

　

０８
時３４分～１５時１６分

　

「打合せ」
とされている

・長時間

　　

６時間４２分
・スポーツ施設私的利用
日曜日

１０‐Ｉ

　

１２９ 上中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６ムＩＢＩ２０１６ハＯ／９ 圃査若林

　　　　

１５０

　　　　　　　　　

１５０
町田市立屋内プール駐車増

　

１１
時１２分～１３時４５分「打合せ」と
されている

・長時間

　

２時間３３分
・スポーツ怖故私的利用
日躍日

１０‐Ｉ

　

１３３ 上右
同上

　　

Ｏ

Ｊ１６‐１８２２０１６ハＯ／９ ■壷若林

　　　

１００

　　　　　　　

１００
町田市立屋内プ｛ル駐車場

　

１５
時１２分～１５時４５分「打合せ」と ・スポーツ施股私的利用

日曜日 １０‐ｌ

　

１３３ 中左
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６－ｌ

自民

　

駐車鴇代等３７４



．

　

‘

　　

；

　　　

て

　　　　　　

ｔ

　

　

　　

　

　　　　

　

　　

　
　

　　

　

　　

　

　　

　

　

Ｌ

　　　

Ｌ

　　　　

Ｉ

　　　

Ｉ

支誓書 支出日 費目■員
名 支出金額 原告らの主張する違

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嘉欝トＮｏ 位ｔ 領収書以外の闘

　

遵証拠 会派自民党の主張
裁判所の母
定する違法
支出頓

Ｊ１６‐１８３２０１６／１１／２０ 麹査若林

　　　　

２（ぬ

‐

　　　　　　　　　

２００
町田市立屋内プール駐車場

　

０８
時３１分～１１時２５分「打合せ」と
されている

・長時間

　

２時間５４分
・スポーツ施設私的利用
日曜日
協栄スイミングクラブ座間

　

のサイ
トマップより． （２０１６年１１月
２０日（日）に町田市立屋内プール
にてイン・ターナショナル・スポーツ
ネットワーク杯が行われました。」
インターナショナル・スポーツネッ
トワーク杯とは、協栄グループの対
抗１ｌｒ^

ｌｏ‐Ｉ

　

１３６ 中左 甲４８一３

同上

　　　　　

、

　　　　　

，

　　

２００

／５ハ６ 国査岩瀬

　　　　

１（鳩

　　　　　　　

１００町田市民病院

　

１０時５６分～１３時
０２分

　

「打合せ１とされている
・病院の私的利用
・豊時間

　

２時Ｍ６分の駐車 １０‐Ｉ

　

１０９ 中右 同上

　　　

１０Ｏ

／６／２ 頗査岩瀬

　　

′ー㈹

　　　　　　　　

１０Ｏ町田市民病院

　

１８時１５分～１９
２３分

　

「会離」とされている
時 ・病院の私的利用 １０‐Ｉ

　

１１２ 上中
」

　　　　　　　　　　　　

，ノ 市民の健康福祉医療という会派の会派
の行う活動として■要な事柄について
の打ち合わせなどである－

　

ー

　

、１（力

／６／２２ 回査岩瀬

　　　

１００

　　　　　　　　

１０Ｏ町田市民病院

　

、１２時４０分～１５０分

　

「打合せー１とされてＬ
時
る ・病院の私的利用 ，

１１４ 上中 同上

　　　

１００

／７／２２ 嗣査岩瀬

　　　　

３（力

　　　　　　　　

３００町田市民病院

　

１０時０１分～１５
２０分

　

′「会議」とされている
時 ・病院の私的利用

・長時間的５時間の駐車
Ｌ．
１，９ 中左

　　

・ 同上

　

＊

／９／２７ 圃査岩瀬

　　　

１００

　　　　　　　

１００町田市民病院

　

１８時１３分～１
１７分・「打合せーとされｔし

時 ・病院の私的利用

　

１２８ 下左 同上

　　　　

●

　　

，

　　　

１０Ｏ

／１０／２８ 餌査岩瀬

　　　　

１（力

　　　　　　　

１００町田市民病院

　

１７時４５分～１９
１８分

　

「全霊１とまれている
時 ・病院の私的利用

　

１３２ 上左

　　　　　　　　　

′ 同上

　　　

１００

／１０／１４ 嗣査岩瀬

　　　

１００

　　　　　　　　

１０Ｏ町田市民病院

　

１０時・５４分～１２
２１分

　

「一金鱈１１ときれている
時 病院の私的利用

　

１３３ 中中 同上

　　　

１００

／１２／２７ 麓査岩瀬

　　　

１００

　　　　　　　　

１００町田市民病院

　

１７時３７分～１９
４９分

　

「錬．地鱈書－

　

と．されて
時 病院の私的利用

　

１３９ 上中 同上

　　　

１０Ｏ

２０１７／２／７ 回峯岩瀬

　　　

２００

　　　　　　　　

２００町田市民病院

　

０９時３８分～１３
５５分

　

「金櫨ーとされてＬ、る
時 病院の私的利用

　

′
墨時間

　

的４時Ｍの駐車 中左 同上

　　　

２００

２０１７／３ハ８ 嗣査岩崇

　　　

１００

　　　　　　　

１００町田市民病院

　

１７時３６分～１９
１３分

　

「金璽ーとされている
時 病院の私的利用 中中 同上

　　　

１００

２０１７／３／２３ 薗査

　

ー

　　　　

２（粉

　

・
，
・

　　　　　　

２（ぬ
南町田病院（町田市■間にある
総合病院） １６時０５分ん１７時２３
分

　

，「打合せ－とされている
病院の私的利用
出者すら不明。

中
同上

　

‐，
２（刃

２０１７／３／２９ 贋査

　

ー
ー仰

　　　　　　　　

１００南町田病院

　

１６時３１分～１６時４７
分

　

「打合せ」とされている
病院の私的利用
短時間わずか１６分間の駐車 １０‐Ｉ 中右

同上

　　　

１００

２０１６／７／１６ 圃査

　　　

１，０８０

　　　　　　　

１，０８０
けいゆう病院駐車増（微浜市西
区みなとみらい３丁目

　

１１時０１分
～１２時４８分

　

イ「会議」とされて
Ｌ、」＆△

・病院の私的利用
・遠方
支出者すら不明。

１０」Ｉ 中

　　　　　　

′ 同上

　　　

１，０８０

２０１６／４／７ 圃査木目田

　　　

６００

　　　　　　　　　　

６〔粉
いなげや町田成瀬台店第２駐車
増

　

０８時２６分～１１時００分

　

「会
董ーとされている‐

・商業施設 ｌｏ‐Ｉ 上中
駐車場所について、会鱗増所周辺に適
当な駐車場が存在しないためである．

　　

Ｏ

２０１６／４／２２ 圃董木目田

　　　

５Ｗ

　　　　　　　　

５００
グルメシティ・成瀬台店駐車増
１６時３７分～ＩＢ時４７分

　

「会離」 ・商業施般 ｌｏ‐Ｉ

　

１０５ 上左 ２１

　

Ｐ２２
同上

　　　

Ｏ

２０１７月／２８ 国査

　　　　

４（刈

　　　　　　　　

４００
セイジョーミニスト上■間本町
駐車場（相模原市南区上■間本
町２‐１４

　

）１１時５４分～１３時２０分
「打合せー

　

とされている

商業施政
出者すら不明。

１０－Ｉ

　

１４５ 下中 ２１

　

Ｐ８（集２７）
同上

　　　

・

　

Ｏ

２０１７／２／１４ 鱗査若林

　　　

６００

　　　　　　　　　　

６（め
ショッバースブラザ新浦安駐車
増

　

１７時３０分～１８時１０分

　

「硯
地鱈本１とされている

霊が較 ｌｏ‐Ｉ

　

９１ 中左

　　　　

Ｉ
同上

　　　

Ｏ

２０１６／８／Ｉ 鰯査若林

　　　

１００

　　　　　　　

１０Ｏ
イオン相模原ショッピングセン
ター

　

１８時３５分～２２時１２分
「打合せ」とされている

商業施股
長時間約３時間半の駐車
整

１０‐Ｉ

　

１２４

　

上左
同上

　　　　　　　

」

　

ｒ

　

ｏ

２０１６／８／２７ 扉査若林

　　　　

３〔粉

　　　　　　　　

３００
田野辺駅北口パーキング

　

１５時
５５分～１７時０７分

　

，「現地掴査」とされている

繁華街

　

潮野辺駅北口の横浜銀行
野辺支店の並び。周辺には飲食の
めｑ塵まっている

１０‐Ｉ

　

１２３

　

上左
繁華街という指摘について、同上。場
所の性質以上の具体的な指摘に欠け
る^

　　

Ｏ

Ｊ鮪‐２０３２０１６月０／Ｉ 飼査若林

　　　

４００

　　　　　　　　

４００
淵野辺駅北口パーキング

　

１９時
１８分～２１時２３分

　

「打合せ」と
されている

繁華街

　

淵野辺駅北口の横浜銀行
野辺支店の並び。周辺には飲食の
が集まっている

　

・深夜
量時ｎｎ・（２時Ｍ５分．）

１０‐Ｉ

　

１３３ 上左
同上

　　　

Ｏ

　

ｉ‐

Ｊ１６‐２０４

　

・
２０１６月１／４ 闘査若林ｒ

　　　　

３〔め

　　　　　　　　

３００
瑚野辺駅北口パーキング

　

１８時
５５分～２０時１７分

　

「打合せ」●と
されている

繁華街

　

淵野辺駅北口の横浜銀行
野辺支店の並び。周辺にぱ飲食の
が集まっている １０‐Ｉ

　

１３５ 上中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２０５２０１６／１１月５ 国査若林

　　　　

８〔め

　　　　　　　　

８００
別野辺駅北口パーキング

　

１４時
２９分～ＩＢ時１６分

　

「会離」とさ
れて，Ｌ、るｎ

繁華街

　

淵野辺駅北口の横浜銀行
野辺支店の並び。墨時闇

　

３時間半以上の１字宣
１０‐Ｉ

　

１３４ 中右
同上

　　　　　　　　　

，「

　

－

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２０６２０１７／２／８ 闘査若林

　　　

２Ｗ

　　　　　　　　

２００
激野辺駅北口パーキング／１５時
４０分～１６時４０分

　

「打合せ」と
されている

繁華街

　

淵野辺駅北口の横浜銀行
野辺支店の並び。周辺には飲食の
めて纏まっている

１０一↑

　

１４９ 中中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２０７２０１７／２ハ３ 圃査・若林

　　　　

５〔粉

　　　　　　　　

５００
謝野辺駅北ロパーキング

　

１８時
５５分～２１時０３分

　

・「打合せ」と
されているｉ

繁華街

　

淵野辺駅北口の横浜銀行
野辺支店の並び。周辺には飲食の
が集まっている
深夜
長時間

　

２時Ｍ０８分

１０‐Ｉ

　

１５０ 上中

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２０８２０１６月／２９ 国査岩瀬

　

１，鯛

　　　　

１，ＭＯ
シンコウバーク■川駅前駐車増
１４時０１分～１９時１３分・「会纏」とされている－

■川駅前
長時間

　

杓５時間の駐車 １０「Ｉ

　

１０７ 上中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２０９２０１６／６／２０ 圃査岩瀬

　　　　

１〔ぬ

　　　　　　　　

１００
シンコウバ」ク■川駅前駐車場
１８時２５分～１８時３６分

　

「打合 ■川駅前
短時間

　

わずか１１分間の駐車 １０‐Ｉ１１３ 下右
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１０２０１６／８ハ０ 国査岩瀬

　

醐

　　　　　　　　

６００
シンコウバーク■川駅前

　

１９時
０１分～２０時５５分

　

「打合せ」と
されている

■川駅前
夜間 １０‐Ｉ

　

１２４ 下中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１１２０１６／１０／１７ 嗣査岩瀬

　

１
，
．１凶

　　　　　　　　

１，１〔ぬ
バウム神昭ビル駐車場■川駅前
１７時４９分～２２時１９分

　

「親地鑓
査」とされている

■川駅前
長時間

　

４時間３０分
騒施設 ｌｏ‐Ｉ

　

１３０ 中左
同上

　　　　　　　　　　　　　　　　

」

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１２２０１７／２／２６ 圃査岩瀬

　

鯛

　　　　　　　　

６００
鶴川駅前神蔵パーキング

　

１９時
０２分～２１時４４分

　

「親地鑓査」
とされている

鶴川駅前
長時間

　

４時間半の駐車
深夜

１０一Ｉ

　

１５２ 中左
同上

　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

′

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１３２０１６／８／１５ 贋査

　　　

１０Ｏ

　　　　　　　

１００
タイムズ玉川学園第４駐車場
１５時０１分～１５時０６分

　

「市民相
織１とされている

短時間

　

わずか５分間の駐車
出者すら不明。

　

‐ １０‐Ｉ

　

９８ 中右
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１４２０１６／９／２８ 鯛査

　　　　

２仰

　　　　　　　　

２００
タイムズ玉川学園駐車増

　

０９時
２６分～０９時４８分

　

「市民相談」
とされてい一五

短時間

　

わずか２２分間の駐車
出者すら不明。

ｌｏ‐Ｉ

　

９７ 中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１５２０１６／ｌｏ／２３ 圃査木目田

　

鋼

　　　　　　　　

６００
Ｊ・Ｐ^用（相槙大野駐車場

　

１２時３０
分～１３時１２分

　

「親地憤査」と 市外」相模大野 ｌｏ‐ １３３ 下中
市外という点について、同上。

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１６２０１６／４／８ 圃査

　　　　

５００

　　　　　　　　

５００
山手パーキング（横浜市中区山
手町）１７時２７分～１８時２３分
「コ打合せー

　

とされている
遠方

　

横浜市中区山手町
出者すら不明。

１０‐Ｉ

　

９３ 上中
同上

　　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１７２０１６／８／２７ 薦査岩瀬

　　　　

２｛ぬ

　　　　　　　　　

２〔ぬ
ホテル町田ヴィラ

　

１１時２９分～
１４時０２分

　

８節円←割引６００円が
適用されて２００円

　

「糠地調査」
とされている

・商業施般
ホテル内での飲．食を伴う会合。糠地
鯛査が行われた形跡なし。

１０‐Ｉ

　

１２２ 下右 ２１

　

Ｐ８

　

（綿６５）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１８２０１７／１／２１ 属査砦濃

　　　　

８（め

　　　　　　　　

８００
ホテル町田ヴィラ

　

１３時５３分～
１６時１４分，「会■」とされてい
る。

・商業施設 ｌｏ‐Ｉ１４２ 中右 ２１

　

Ｐ８

　

（緯６５）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１６‐２１９２０１７／２／２５ 圃査

　　　　

２００

　

ｒｒ

　　　　　　　　　　　

２００干寿闇駐車増１４時２９分～１８時
３１分

　

「会議」とされている。

・商業施設
・長時間

　

約４時間の駐車。
松岡みゆき議員のブログより
町田郷友会費園交歓会・防衛鯖座
（福井祐輔下田市長の鵬潰）
『広報おさむら」より
町田揮友会新年会

　

１５：００～１６：
００

　

「講演

　

福井祐輔下田市費」
１６：３０～貴胃交歓会

　

千野闇
支出者すら不明．

１０‐Ｉ１５２ 上右 ２１

　

ＰＢ

　

（紫２０）
甲１２８

＼

　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　

Ｏ

６，２３０合計額

　　　　　　　　　　　　　　　

６９，３４０

Ｊ１７‐８３２０１７／４／４ 圃査佐慶 ４｛刃 ４（杓
タイムズ町田旭町駐車増

　

１５時
５５分～１７時０６分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動

　

自由民主党町田総支部
（旭町２－ｌｒ３）の前の徒歩３０秒以内
の駐車場。同所訪問のための駐車、すなわち政党活動のためと推翻、以
下一１０２まで同種^

１１‐Ｉ′３ ４－７ ２１

　

Ｐ３０

市政について他議員と意見交換等をす
ることもあり、原告の主張は使途基準
違反を推隠させるものではない。

　　

Ｏ
ト

Ｊ１７‐８４２０１７月／７ 贋査佐麗 ２〔め ２００
タイムズ町田旭町駐車増

　

１１時
２９分～１１時４１分

　

「打合せ」と
されている

・政光活動
・短時間

　

わずか１２分の駐車 １１１
一

４ ４‐１５２１

　

Ｐ３０
同上

Ｏ

Ｊ１７▲８５２０１７／４／８ 回査佐属 ３（め ３００
タイムズ町田旭町駐車増

　

１１時
１５分～２０時２６分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動
・最時間

　

９時間以上の駐車
『広報おさむら』より
自民党総支部役員会１８：．００～支
部事繁所

１１‐Ｉ～５ ４－ＩＢ２１

　

Ｐ３０
甲８６‐４

同上

Ｏ

Ｊ１７‐ａ６２０１７／４ハ２ ■査佐薦 ２（刃 ２〔鳩
町田旭町駐車増

　

．１２時５９分”１３
時２５分

　

「打合せ」とされてい
る

・政党活動
・短時間

　

わずか２６分の駐車 １１‐Ｉ ６ ４‐２９２１

　

Ｐ３０
同上

　　

Ｏ

自民

　

駐車場代等３７５



増番 支出日 費目職員
名 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 箸蔓ト拙 位ー 領収事以外の閲

　

遵証拠 会派自民党の主張
裁判所の認
座する違法
支出額

Ｊ１７‐８７２０１７／５／２１ 顕査木目田 ３００ ３〔め
タイムズ町田旭町駐車増

　

１１時
２６分～１３時２９分

　

「現地調査」
とされている

政党活動
長時間２時間３分の駐亭

１１‐Ｉ２３ ５‐６１２１

　

Ｐ３０
同上

　　

・

　　　　　　　　　　

，

　　　

Ｏ

Ｊ１７‐８８２０１７／９／７ 鰯査佐庫 ４（め ４（め
タイムズ町田旭町駐車増

　

１８時
０７分～１９時２４分

　

「打合せ」と
されている

政党活動
広報おさむら』より
民党町田総支部役員会１８：３０

佐薦離員が２枚の領収書（同日駐
）

，，‐，

．

６７ ９‐１５２１

　

Ｐ３０
甲８６‐４

同上

Ｏ

Ｊ１７‐８９２０１７／９／７ 掴査 佐薦 ５００ ５〔め
タイムズ町田旭町駐車場

　

１６時
５７分～１９時２９分

　

「会議」とさ
れている

政党活動
夜間
長時間

　

杓２時間半の駐車
広報おさむら』より
民党町田総支部役員会１８：３０

佐篇議員が２枚の領収書（同日駐

１１‐Ｉ ６７ ９‐１６２１

　

Ｐ３０
甲８６‐４

同上

５００

Ｊ１７‐９０

　　

」

２０１７／９／２８ 鋼査 佐富 ５００ ５〔鳩
タイームズ町田旭町駐車増

　

１２時
２４分～２０時３７分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動
・夜間
・舞時間

　

８時間以上の駐車
『広報おさむら』より
自民党役員会ｒ拡大会議

　

１８：０
０～千寿間

　　　　　　

・
小倉まさのぷ議員のブログより
「衆議院解散」 追伸②として「夜
は町田駅前で街頭演説を行った後、
町田・多事の後援会・自民党支部役
員にご参集いただき、状況説明をさ
せていただきました」と記載されて
いるも画像－，活軌

１１‐Ｉ ７５ ９‐６２２１

　

Ｐ３０
甲１１１

同上

Ｏ

Ｊ１７‐９１２０１７／１１月 顕査佐藤 ４００ ４（鳩
タイムズ町田旭町駐車場

　

１７時
３９分～２０時０４分「打合せ」とさ
れている

政党活動
夜間
長時間

　

４時間２９分の駐車
広報おさむら』より
民党役員会，１８：３０～

１１‐１ ９１ １１－７２１・Ｐ３０甲８６‐４

同上

Ｏ

ＪＩＪ‐９２２０１７／１１／２０ 掘査佐薦 ６〔め ，、

　

・

　　　　

６〔鳩
タイムズ町田旭町駐車鳩

　

１８時
４０分一２１時０７分

　

「会■」とさ
れている

政党活動
深夜
長時間

　

２時間２７分の駐車
筆街での深夜の「会議」は考えら

１１‐Ｉ ９７ １１‐４６２１

　

Ｐ３０

同上

　　　　　　　　　　

・、
Ｏ

２０１７／１１／３０ 岡査佐属 ６〔鳩 ６００
タイ．ムズ町田旭町駐車場

　

１６時
１３分～２０時４２分

　

「会纂」とさ
れて・いる

・政党活動
・夜間

　　　

．

　　　

，・４瞬間

　

４時Ｍ２９分の辞宜
１１‐Ｉ１０１ １１‐６８２１

　

Ｐ３０
同上

Ｏ

２０１７／１２／３ 鱗査佐薦 ４（刈 ４｛杓
タイムズ町田旭町駐車鳩．１７時２０分～２０時１２分

　

「打合せ」と
されている

政党活動
夜間

　　　　　　　　　　　　　　

暑時Ｍ

　

２時Ｍ５２分の鉾宣 」
１１‐Ｉ１０３ １２－６２１

　

Ｐ３０
同上

Ｏ

２０１７／１２月２ 闘査佐麓 ６（鳩 ′

　　　　　　

６〔ぬ
タイムズ町田旭町駐車増

　

１６時
２４分～１９時４２分

　

「会議」とさ
れて二↓、る

　　　　　　　　　　

．
政党活動
夜間
曇時Ｍ

　

３時Ｍ以上の１１■
１１‐Ｉ１０８ １２‐３５２１

　

Ｐ３０
同上

　　　　

，

　

．

　　

｛ Ｏ

２０１７ハ２ハ３ 嗣査佐薦 ６００ ６〔め町田旭町駐車場

　

１１時１３分～１４
時２２分

　

「金櫨１とされている
政党活動
長時Ｍ

　

３時Ｍ以上の畦章 １１‐１１０９ １２‐４０２１

　

Ｐ３０ 同上 Ｏ

２０１７ハ２ハ６ 顕董佐薦 ４（粉 ４（刀
町田旭町醸車珊１１時４６分～１４
時５２分・「打合せ」とされてい 政党活動

長時間３時間以上の駐車 １１‐Ｉ１１０ １２‐５１２１

　

Ｐ３０
同上 Ｏ

２０１７／１２／２１ 国査佐薦 ６（鳩 ６（鳩
タイムズ町田旭町駐車場

　

１３時
０７分～１５時１７分

　

「会議」とさ
れている

政党活動
長時間

　

２時間１０分の駐車

　

１１‐Ｉ１１２ １２‐５８２十Ｐ３０
同上

Ｏ

Ｊ１７‐９９

　

１

２０１８月／９ 幽査佐薦 ６（め ６（め
タイムズ町田旭町駐車増

　

０９時
０６分～１２時２８分

　

「会離」とさ
れている

　　　

ー

・政党活動
・長時間

　

３時間以上の駐車
・同日駐車（Ｊ‐１０５時間帯同じ
『広報おさむら』より
自民党町田総支部事務所開き

　

１
１：００～

　

・市議会自民党会派
打ち合わせ会

１１‐Ｉ１１８ １‐２０２１

　

Ｐ３０
甲８６‐４

同上

Ｏ

Ｊｒ－１仰２０１８／１／２９ 顕査岩瀬 ６〔め ６（め
タイムズ町田旭町駐車増

　

０９時
３７分～１１時４１分

　

「打合せ」と
されている

・政党活動
・長時間２時間３５分の駐車
いわせ和子議員ブログより
今日も‐日÷お疲れ様！★自民党町
田総支部の会計監査（事前）★自民
焼金派‐近況鯉告金

１１‐Ｉ１２５ １‐６７２１

　

Ｐ３０
甲１０４

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１０１２０１８／１／２９ 闘査 佐薦 ４（鳩 ４（鳩
タイムズ町田旭町駐車増

　

０９時
５５分～１１時４１分

　

「会議」とさ
れている

・政党活動

　

いわせ和子嫌員ブログより
今日も‐日、お疲れ様！★自民党町
繋評題輔整（事前）・★自民

１１‐Ｉ１２５ １‐７０２１

　

Ｐ３０
甲１０４

同上

　　　　　　　　　　　　　　　

Ｏ

Ｊ１７‐１０２２０１８／３／６

　

－ 嗣査 佐薦 ６（刀 ６㈹
タイムズ町田旭町駐車増

　

０９時
３０分～１２時３２分の「会議」とさ ・政党活動

・長時間

　

３時間０２分の駐車 １１‐Ｉ１３６ ３‐１１２１

　

Ｐ３０
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１０３２０１７月２ね 鯖査木目田 ２（鳩 ２（力
リバーク町田旭町１丁目駐車増
（旭町１丁目４－２）

　

１１時２２分～
１２時０１分

　

「現地鱈査」とされ ・政党活動 １１‐Ｉ１０４ １２‐１４２１

　

Ｐ３０
同上

Ｏ

Ｊ１７－１（“２０１８／１／５ 国賓木目田

　　　

６００ ６〔滑
リバーク町田旭町１丁目駐車増
０９時４４分～１０時５６分

　

「親地１１
１Ｆ１とされている

・政党活動 １１‐Ｉ１１６ １‐１１２１

　

Ｐ３０
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１０５２０１８カ月 国査木目田 ６（鳩 ６（鳩
リバーク町田旭町１丁目駐車場
ｌｏ時５２分～１２時１２分

　

「親地調
査」とされている

・政党活動
『広報おさむら』より
自民党町田総支部事務所開き

　

１
１：００～

　

・市議会自民党会派
打ち合わせ会

１１‐Ｉ１１８ １‐２１２１

　

Ｐ３０
甲８６‐４

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１０６２０・１８／２ハ５ 蘭査木目田 ２（鳩 ２｛鳩
リバーク町田旭町１丁目駐車増
０９時３８分～１０時０９分

　

「打合
せーとされている

・政党活動 ，，一 １３１ ２‐２９２１

　

Ｐ３０
同上

　　

．

　　　　

‐
Ｏ

Ｊ１７‐１０７２０１７ハハ２ 鯖査 佐薦 ４（鳩 Ｊ

　　

．

　　

・

　　

４（お
町田シバヒロ（中町１丁目２０‐

　

、
２３）

　

０９時０５分～１０時４１分
「金謹１とされている

繁華街 １１‐Ｉ ６ ４‐２８２１・ＰＢ

　

（貴１）
同キ Ｏ

Ｊ１７‐１０８２０１７／４／２４ 闘査佐薦 ４００ ４｛刈 町田シバヒロ２０時０７分～２２時
０５分

　

「会嫌」と．されている
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら１１‐ｌ １０ ４‐５４２１

　

Ｐ８

　

・（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１０９２０１７月／２６ 顕査 鮮麗 ６（鳩 ６｛ぬ 町田シバヒロ１９時３４分～２１時
３６分

　

「会議」とされている
馨街
同日駐車（Ｊ‐１１０）
筆街での深夜の「会議」は考えら

１１‐Ｉ１１ ４‐６０２↑

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１１０２０１７月／２６ 国賓 佐薦 ２｛鳩 ２（鳩
町田シバヒロ

　

，１３時１５分～１４時０２分

　

「親地槙査」とされてい
る

繁華街
同日駐車 １１‐Ｉ １１ ４‐５９２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１１１２０１７／４／２７ 霞査佐雇 ２（刃 ２（力
町田シバヒロ１７時５５分～１８時
０２分

　

「現地調査」とされてい
る

短時間・わずか７分間の駐車
繁華街 １１‐Ｉ １２ ４‐６２２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１１２２０１７／５／１ 鯖査佐■ ２〔鳩 ２｛鳩
町田シバヒロ２１時４３分～２２時
０６分

　

「現地調査」とされてい
る

短時間わずか２３分間の駐車

萎恥
華街での深夜の「沸地調査」は考

１１‐Ｉ １３ ５－Ｉ ２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

　　　

，

　　　　　

，

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１１３２０１７／５／２ 鯛査佐藤 ＢＯＯ ８００町田シバヒロ１４時５３分～１８時
１１分

　

「会議」とされている

・長時間３時間以上の駐車
・繁華街
都議会議員選挙投票日まで残り２カ
月となる。曲豊活軌－

」 １３ ５‐３ ２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１１４２０１７／５／３ 麗査佐属

　

－

　

６㈹

　　

・

　　　　

６００町田シバヒロ１９時２８分～２１時
３４分

　

「会議」とされている
：馨街

　　

・
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない^

１１‐Ｉ １３ ５‐÷５ ２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１１５２０１７／５／８ 鰯査佐麗 ４（杓 ４（粉町田シバヒロ２０時３７分～２２時
２５分

　

「会議」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。政党．活動．

１１‐Ｉ １６ ５‐１６２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１１６２０１７／５／９ 圃査佐薦 ４（刃 ４｛刃町田シバヒロ２１時１０分～２２時
１２分

　

「会議」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。絃党活動

１１‐Ｉ １６ ５‐１７２１

　

ＰＢ

　

（貴１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１１７２０１７／５ハＯ 幽董 佐謄 ６（め ６００町田シバヒロ１９時５５分～２１時
５９分

　

「会議」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。曲畿Ｊ活動

１１‐Ｉ １６ ５‐１９２１

　

Ｐ８‐（貴１）

同上

Ｏ

自民 駐車鴇代等３７６



に もｔ３・

支尊書 支出日 費目職
名
員 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 擢詩トＮｏ 位ー 領収書以外の閣

　

遠征拠 会派自民党の主張
裁判所の総
座する違法
支出額

Ｊ１７‐１１８２０１７／５ハ２ 圃査佐薦 ６００ ６（め町田シバヒロ１１時５７分～１４時
２１分

　

「会議」とされている
・同日駐車
・繁華街
曲豊活動

１１‐ｌ １７ ５‐２７２１

　

Ｐａ

　

（賞１）
同上 Ｏ

Ｊ１７‐１１９２０１７／５ハ２ 国賓佐薦 ４（杓 ４〔め町田シバヒロ１９時４０分～２１時
１６分

　

「会議」とされている

・同日２回目の「会離」
・‐繁華街
・深夜
繁華街での深夜の「会犠」は考えら
れない。政党活動

１１‐ＩＩＢ ５‐２９２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

ｙ

　

ｏ

Ｊ１７‐１２０２０１７／５ハ５ 闘査佐薦 ２（め ２〔め
町田シバヒロ１９時２５分～１９時
４６分

　

「現地調査」とされてい
る

短時間

　

わずか２１分の駐車
錆街
蝋活動

１１‐ｌ １９ ５‐３８２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１２１２０１７／５／１７ 鰯査佐薦 ８００ ８〔め町田シバヒロ０９時３９分～１３時
１３分・「会嫌」とされている

長時間

　

約３時間半の駐車
鰭翌 １１‐Ｉ ２０ ５‐４４２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

　　　　　　　　　　　　

．

　　　

， Ｏ

Ｊ１７‐１２２２０１７／５ハ９ 国査佐麗 ４００ ４〔力町田シバヒロ１３時２４分～１４時
４８分

　

「会鏡」とされている
同日駐車
繁華街
党法軌

１１‐Ｉ ２１ ５‐５１２１

　

ＰＢ

　

（貴１）
同上 Ｏ

Ｊ１７‐１２３２０１７／５ハ９ 岡査佐腫 ６００ ６００町田シバヒロ１９時４２分～２２時
２５分

　

「会議」とされている

馨街
同日２回目の「会議」
筆街での深夜の「会議」は考えら
ない。豊．援助

１１－ｌ ２２ ５‐５２＼２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１２４２０１７／５／２１ 扇査佐薦 １，ＯＷ １，ＭＯ
町田シバヒロ１３時４９分～１７時
５４分

　

「会議」とされている
長時間

　

的４時間の駐車
鰭翌 １１‐Ｉ

「
２３ ５」６０２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上 Ｏ

Ｊ１７‐１２５２０１７／５／２２ 国査佐磨 ＢＯＯ ，

　

．Ｌ

　　　　　

８００町田シバヒロ１８時３８分～２２時
３１分

　

，「会議」とされている

・長時間

　

的４時間の駐車
・深夜
・繁華街

　

，
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。曲紫．活動

１１‐Ｉ ２４ ５‐６２２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１２６２０１７／５／２３ 鵬査佐薦 ２（鳩 ２（粉
町田シバヒロ１２時０５分～１３時
０１分

　

「硯地輝査」とされてい
る

・繁華街

　　　

・ １１‐Ｉ ２４ ５一；３２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上ｒ

Ｏ

Ｊ１７‐１２７２０１７／５／２４ 嗣査佐薦 ２００ ２〔め
町田シバヒロ１１時４４分～１２時
３７分

　

「練地槙査」とされてい
る

・同日駐車
・繁華街 １１‐Ｉ ２４ ５‐６５２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１２８２０１７／５／２４ 鰯査佐薦 ２〔め ２（力
町田シバヒロ１７時５７分～１８時
０１分

　

「糠地調査」とされてい
・短時間

　

わずか４分間の駐車
・繁華街
・同日２回目の「種舶檀香ー

１１‐Ｉ ２４ ５‐６６２１

　

ＰＢ

　

，（貴１）
同上 Ｏ

Ｊ１７‐１２９２０１７／５／２５ 調査佐薦 ６（鳩 ６〔鳩町田シバヒロ１９時２６分～２１時
５０分

　

「会嫌」とされている

・深夜
・繁華街
繁華街での深夜の「会嫌」は考えら
れない。曲憶Ｊ話軌

１１‐Ｉ ２５ ５‐７１２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

　　　　　　

，

　　　　

，
Ｏ

Ｊ１７‐１３０２０１７／５／２６ 鱗査佐薦 ６００ ６（め町田シバヒロ１９時２７分～２１時
４２分

　

「会鵠」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない^

１１‐Ｉ ２５ ５‐７２２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

　　　　　　　　　

‐ Ｑ

Ｊ１７‐１３１２０１７／５／２９ 国査佐扉 ４（粉 ４〔鳩町田シバヒロ１９時４６分～２１時
２２分

　

「会議」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。曲豊．活動

１１‐Ｉ ２６ ５‐７８２１

　

ＰＢ

　

（貴１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１３２２０１７／５／３０ 鋼査佐薦 ６（刃 ６〔櫛町田シバヒロ１８時５９分～２１時
５７分

　

「会議」とされている

：藁葺街

　　　　

’
繁華街での深夜の「会議Ｊは考えら
れない。瞳境．活前

１１‐Ｉ ２６ ５‐８０２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上
Ｏ

　

ｌ
Ｊ１７‐１３３

　

－－
２０１７／６／５ 鰯査佐磨 ８００ ８００町田シバヒロ１４時５７分～１８時

２８分

　

「会議」とされている

・表時間．３時間半以上の駐車
・繁華街
都議会議員選挙投票日まで残り‐１カ
月を切る
感懐．活動

１１‐Ｉ ２８ ６‐１０２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上
Ｏ

　

ｆ
Ｊ１７‐１３４２０１７／６／６ 圃査佐扉 ４（鳩 ４（鳩 町田シバヒロ２０時３０分～２１時

５３分

　

「会離」とされている

ム深夜
・繁華街

　　　　　　　

‐
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。曲豊．活動

１１‐Ｉ ２８ ６‐１１２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上
Ｏ

ト
Ｊ１７‐１３５２０１７／６／７ 闘査佐属 ４（鳩 ４｛ぬ 町田シバヒロ１９時３７分～２１時

２９分

　

「会蟻」とされている

二・馨街
繁華街での深夜の「会議」ゞ‘±考えら
れない。曲嫌．活動

１１－Ｉ ２９ ６‐１６２１

　

Ｐ８

　

（賃１）

同上

　　　　　　　　　　　　　　　

′
Ｏ

Ｊ１７‐１３６２０１７／６／８ 調査佐薦 ６（鳩 ６〔め町田シバヒロ１９時４９分～２１時
５６分

　

「会議」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。腔鎌活動

１１‐Ｉ ２９ ６‐１９２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１３７２０１７／６／９ 園査佐薦 ６㈹ ６（滑町田シバヒロ１９時４８分～２１時
５５分

　

「会議」とされている

・、深夜
・繁華街

　　　

－

　　　

′
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。政党活動

１ＩＴＩ

　

３０ ６‐２２２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１３８２０１７／６ハ２ 圃査佐薦 ４（掩 ４〔鳩町田シバヒロ２０時５２分～２２時
３１分

　

「会議」・とされている

　

‐

・深夜
・繁華街
繁華街での深夜の「会躍」は考えら
れない。政党活動

１１‐Ｉ ３１ ６‐３０２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１７－１３９２０１７／６ハ３ 嗣査佐麗 ４〔め ４００町田シバヒロ２０時１７分～２２時
１８分

　

「打合せ」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られない。政党活動

１１‐Ｉ ３２ ６‐３２２１

　

Ｐ８

　

，（賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１４０２０１７／６月４ 鋼査佐属 ２００ ２（め
町田シバヒロ２１時１５分々２２時
０３分・「穂地鯛査」●とされている

：馨街
‐

繁華街での深夜の「現地鱈査」は考
えられない。政党法軌

１１‐Ｉ ３２ ６‐３６２１

　

ＰＢ

　

（貴１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１４１２０１７／６／１５ 闘査佐庫 ４〔鳩 ４（め 町田シバヒロ１９時４１分一２１時
０３分

　

「打合せ」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られないふ
感世話並

１１‐Ｉ ３３ ６‐３９２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上
Ｏ

Ｊ１７－１４２２０１７／６月７ 回査佐腫 １，醐 １，醐
町田シバヒロ１７時４８分～２２時
１５分

　

「会犠」とされている

・長時間

　

的４時間半の駐車
：馨街
寮筆街での深夜の「会議」は考えら
れない。腔豊活動

１１‐Ｉ ３３ ６‐４２２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

　　　

Ｌ

Ｏ

Ｊ１７‐１４３２０１７／６／，１８ 鱗査佐藤 ２００ ２（め
町田シバヒロ１３時５１分～１４時
２６分

　

「糠地鐸査」とされてい
る

・繁華街 １１‐１－３４ ６‐４８２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

～

　　

Ｏ

Ｊ１７－１一日２０１７／６／２０ 贋査佐薦 ＢＯＯ ８〔め町田シ′－｛ヒロ・１３時１７分～１７時
０８分・「会議」とされている

・同日駐車
．長時間３時間５１分の駐車
・繁華街
都議会議員選挙投票日まで残り２週
間を切る
波轍活動

１１‐Ｉ ３５ ６－５、２２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１４５２０１７／６／２０ 国査佐幕 ４（鳩 ４（鳩 町田シバヒロ・２０時５５分～２２時
１４分

　

「会犠」・とされている

・同日２回目の駐車
：馨街
繁華街での深夜の「会韻」は考えら
れない。曲豊‐活動

１１‐Ｉ ３５ ６‐５３２１

　

Ｐｇ

　

（貴１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１４６２０１７／６／２１ 劃査佐■ １，１〔ぬ １，１〔め
町田シバヒロ

　

，１４時２５分～２０時５５分

　

「会離」とされている

・夜間
・長時間６時間半の駐車
・繁華街
感覚活動

１１‐Ｉ

　

３６ ６‐５７２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１４７２０１７／６／２３ 国査 佐■ １，１〔ぬ １，１０Ｏ
町田シバヒロ０８時５６分～２２時
５０分

　

「会議」とされている

・長時間

　

１３時間５４分の駐車
・深夜
・繁華街
都■会議員選挙告示日
絃豊活動

１１‐Ｉ ３７ ６‐６８２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１４８２０１７／６／２４ 貫査佐麗 １，１〔鳩 １，ＩＣ粉
町田シバヒロ１０時１１分～２１時
２９分

　

「会議」とされている

・長時間

　

１１時間１８分の駐車
：馨街

　　　

．
政党．活動

１１‐Ｉ ３８ ６‐７３２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

自民

　

駐車濁代等３７７



支誓書 支出日 費目議員
名 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器トＮｏ 位ー 領収書以外の開

　

違証拠 会派自民党の主張
鱗判所の認
産する遵法
支出額

Ｊ１７‐１４９２０１７／６／２６ 鰯査佐幕 １，１〔粉 １，１（鳩
町田シバヒロ１３時４２分～２２時
５５分

　

「会離」とされている

最時間

　

９時間１３分の駐車
馨街
離会議員選挙まであと６日
僻．活軌

１１‐Ｉ ３９ ６‐８４２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１５０２０１７／６／２８ 閥査佐膿 １，．１００ １，１〔め
町田シバヒロ

　

．１２時０９分～２１時
０９分

　

「会議」とされている

長時間

　

９時間の駐車
深夜

　

・繁華街
嚢薯霊員岬獣悪日まであと４日

１１－１．４１ ６‐９３２１

　

ＰＢ

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１５１２０１７／６／２９ 鰯査佐麿 ６㈹ ６００町田シバヒロ・０９時５４分～１２時
４２分

　

「会離」とされている

同日駐車
長時間

　

２時間４８分の会嫌
繁華街
議会櫨員選挙投票日まであと３日
前中に駐車したあと、夕方から深
まで長時間の駐車（Ｊ１７‐１５２）
党活動

一

　　

日 ４１ ６‐９７２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１５２２０１７／６／２９ 嗣査佐薦 １，１〔船 １，１〔め
町田シバヒロ１６時１２分～２２時
１９分‐「会離」とされている

上
長時間

　

６時間７分の駐車
馨街
枇活動

１１‐Ｉ ４１ ６‐９８２十Ｐ８

　

（賞１）

同上

．

　　　

Ｏ

Ｊ１７－１５３２０１７／６／３０ 顛査佐薦 ８００ ８（力 町田シバヒロ０９時２７分～１３時
１８分

　

「会葦」とされている

　

‐

同日駐車
長時間

　

的３時間半の駐車
繁華街
離会議員選挙投票日まであと２日
前中に長時間の駐車をしたあと、
も再び駐車
鎌活動

１１‐Ｉ ４２ ６‐１０４
２１

　

ＰＢ

　

（賞１）
誤記指摘にも娯
り

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１５４２０１７／６／３０ 鯛査佐薦 ６（粉 ６００町田シバヒロ１９時１３分～２１時
５０分

　

「会蹟」とされている

上
同日駐車
深夜
繁華街
紫活動

１１‐Ｉ ４２ ６‐１０５２１

　

Ｐ８・（賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１５５２０１７／７／３ 聞査佐薦 ４００ ４００町田シバヒロ１７時３６分～１９時
ｌｏ分

　

「打合せ１とされている 端街 １１‐Ｉ ４４ ７－１３２１

　

Ｐ８

　

（貴１）－同上 Ｏ

Ｊ１７‐１５６２０１７／７月 鱗査佐麗 ４００ ４（め 町田シバヒロ１９時２６分～２１時
１６分

　

「打合せ」とされている
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら１１‐Ｉ ４５ ７－・１５２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７－１５７２０１７／７／６ 顕査佐薦 ６嶋 ６〔め 町田シバヒロ１９時０２分～２２時
００分・「会議」とされている

長時間２時間５Ｂ分の駐車
馨街

　

・
筆街での深夜の「会議」は考えら

１１‐Ｉ ４５ ７－ＩＢ２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１５８２０１７／７／７ 調査佐麗 ６００ ６００町田シバヒロ１９時０４分～２１時
５０分

　

「会議」とされている

長時間

　

３時間弱の駐車
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら

１１－ｌ ４５ ７‐２０２１

　

ＰＢ

　

（賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１５９２０１７／７ハ２ 鯛査佐薦 ４（鳩 ４（ぬ 町田シバヒロ２０時４０分”２２時
０５分

　

「会戦」とされている 馨拠．柳捌蹴 １１‐Ｉ ４６ ７」２６２１

　

ＰＢ・（賞１）
同上 、

　　　

０

Ｊ１７‐１６０２０１７／７ハ３ 国査佐薦 ８（鳩 ８（粉 町田シバヒロ１８時２１分～２１時
３７分

　

・「会議」とされている

長時間

　

３時間以上の駐車
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら

１１‐１

，

４６ ７－２Ｂ２１

　

Ｐ８．（賞１）

同上

　　　

，
Ｏ

Ｊ１７‐１６１２０１７／７／１４ 鯖査佐薦 ４｛刃 ４｛め 町田シバヒロ１９時１４分～２０時
５２分

　

「打合せ」とされている 穀街 １１‐Ｉ ４６ ７‐３０２１

　

ｐ８′

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１６２２０１７／７／１７ 顕査木目田 ２（鳩 ２｛め
町田シバヒロ０９時０５分～１０時
０４分

　

「現地複査」●とされてい
る

繁華街 １１‐Ｉ ４８ ７‐３７２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１１６３２０１７／７月９ 鯛査 佐薦 ４｛鳩 ４（粉 町田シバヒロ２０時５９分～２２時１
２４分・「打合せ」とされている

馨街
筆街での深夜の「打合せ」は考え
れない^

，，一 ４８ ７‐４４２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ‐ｉト１６４２０１７／７／２０ 倒査佐薦 ８（鳩 ８００町田シバヒロ１７時１４分～２０時
４１分

　

「会磯」とされている
夜間
長時間

　

３時間半の駐車
繁華街

１１‐Ｉ ４９ ７‐４７２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

Ｏ

テ

Ｊ１７‐１６５２０１７／７／２１ 鋼査佐薦 ８【め ８００町田シバヒロ１９時２８分～２２時
３５分

　

「会議」とされている

長時間

　

３時間以上の駐車
馨街
筆街での深夜の「会嫌」は考えら

１１‐Ｉ ５０ ７‐５１２１

　

Ｐ８

　

（貴１．）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１６６２０１７／７／２４ 回査佐贋 ６（ぬ ６（粉 町田シバヒロ１９時４５分～２１時
４７分

　

「会議」とされている
馨街・

　　

．
筆街での深夜の

　

，「会議」は考えら１１－Ｉ ５１ ７‐５７２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１６７２０１７／７／２５ 圃査 佐薦 ６００ ６００町田シバヒロ１９時２２分～２１時
４５分

　

「会躍」とされている
馨街

　

．

　

－
筆街での深夜の‐「会議」は考えら１１‐Ｉ ５１ ７‐５９２１，Ｐ８

　

（貴１）
同上

　　　　　　

，
Ｏ

Ｊ１７‐１６８２０１７／７／２７ 闘査 佐麗 ４｛鳩 ４｛Ｐ 町田シバヒロ２０時０３分～２１時
４４分

　

「打合せ」とされている
馨街

．
‐章街での深夜の「会議」は考えら１１‐Ｉ ５２ ７‐６５２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１６９２０１７／Ｂ／１ 顕査 佐薦 ８００ ８００町田シバヒロ１８時３２分～２１時
５０分

　

「会議」とされている

長時冊

　

３時間以上の駐車
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら

１１‐Ｉ ５４ ８－Ｉ ２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１７０２０１７／Ｂ／２ 顔査佐属 ８００ ８｛め 町田シバヒロ１８時３３分～２１時
４０分・「会議」とされている

長時間ｒ

　

３時間以上の駐車
馨街
筆街での深夜の「会践」は考えら

１１－Ｉ ５４ ８２ ２１，ＰＢ

　

．（賞１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１７１２０１７／８／３ 国書佐薦 ４（め ４（刃 町田シバヒロ１９時３７分～２１時
３７分

　

「打合せ」●とされている

深夜（２日連携）
繁華街
筆街での深夜の「打合せ」は考え
れな、い．

１１‐Ｉ ５４ ８－４ ２１

　

Ｐ８・（責１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１７２２０１７／８／７＼、 煽査佐麗 ６００ ６（刃 町田シバヒロ１９時３７分～２１時
５３分

　

「会議」とされている
馨＊
華街での深夜の「会議」は考えら１１－Ｉ ５６ Ｂ‐１７２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１７３２０１７／８／９ 園査佐麓 ６００ ６（刀 町田シバヒロ１９時０９分～２１時
３６分

　

「会議」とされている
馨街
葦笛での深夜の「会議」は考えら１１－Ｉ ５７ ８‐２２２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

　　　　　　

．

　

、
Ｏ

Ｊ１７‐１７４２０１７／８ハＯ 回査 佐藤 ６００ ６（Ｐ 町田シバヒロ１９時３０分～２１時
５３分

　

「会議」とされている

深夜
繁華街

　　　

′
筆街での深夜の「会議」は考えら１１‐Ｉ ５７ ８‐２４２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１７５２０１７／８ハ５ 調査佐腫 ６（粉 ６（杓 町田シバヒロ１９時４６分～２１時
５２分

　

「会議」とされている
馨街

　

．
筆街での深夜の「会議」は考えら“－ ５８ ８‐２７２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１７６２０１７／８ハ６ 鱗査 佐麓 ６００ ６００町田シバヒロ・１９時４２分～２２時
０３分－「会磯」とされている

長時間

　

杓２時間２０分の駐車
馨街
葦街での深夜の「会議」は考えら

１１‐Ｉ ５８ ８‐３０２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

　　　　　

‐

　　　　　　　　　

「

Ｏ

Ｊ１７‐１７７２０１７／８／２１ 国査佐庫 ４００ ４（め 町田シバヒロ１９時４３分～２１時
ＯＢ分

　

「打合せ」とされている
馨街
筆街での深夜の「打合せ」は考え
れない^

１１‐Ｉ ６０ ８－” ２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１７８２０１７／８／２２ 顕査佐麓 ６００ ６〔力 町田シバヒロ１９時１９分～２１時
４２分

　

「会離」とされている

長時間

　

約２時間２０分の駐車
藁葺街
事街での深夜の「会韻」は考えら

１１－Ｉ ６０ ８‐４８２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１７９２０１７／８／２４ 嗣査佐薦 ２００ ２（ぬ
町田シバヒロ１９時３２分～２０時
１７分

　

「現地餌査」とされてい
る

穀街 １１－Ｉ ６１ ８－５５２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１８０２０１７／８／２５ 圃査佐麗 ２００ ２（刃
町田シバヒロ２１時０９分～２２時
０７分

　

「親地韻査」とされてい
る

深夜（２日連続）
繁華街
筆街での深夜の「会議」は考えら１１‐１

，
６１ Ｂ‐５６２１

　

ＰＢ

　

（貴１）
同上

　　

Ｏ

Ｌ
２０１７／２８ 貫査佐騨 ８００ ８（粉 町田シバヒロ１８時１７分～２１時

４０分

　

「会議」とされている

・長時間

　

３時間以上の駐車
・深夜
・繁華街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない^

　　　

」

１１‐Ｉ ６２ ８一５４２１

　

Ｐ８

　

（賃１）

同上

　　

Ｏ

１

　　　

，

　　

ｒ

　　　

、

　　

．

　　

’

　　

　

　　

　

　　

　
　

　　

　

　　　

　

　　　　　

　

　

　

　　

　

　　　　

　

　　

　
　

　　　

　

　　　

　

　　

　

　　

　　

　　

　

　　　

　

　　

　

自民 駐車場代等３７８



支出書
号 支出日 費目耀員

名 支出金額 原告らの主張する違

　　

法支出額

　　

１ 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 瀞トＮｏ 位ー 領収書以外の開

　

違証拠 会派自民党の主張
鷺判所の総
定する違法
支出額

Ｊ１７‐１８２２０１７／８／３０ 卵査佐薦 ６〔鳩 ‐

　　　　　　　　

６（鳩町田シバヒロ１９時１２分～２１時
４０分

　

「会議」とされている
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら１１‐Ｉ ６３ ８‐７１２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１８３２０１７／９／ｌ 酬査佐薦 ４００ ４（め 町田シバヒロ２０時２０分～２１時
５１分

　

「会議」とされている
奏』

　

，
．

筆街での深夜の「会離」は考えら１１‐Ｉ ６５ ９－２ ２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１８４２０１７／９／７ 麓査佐藤 ４（粉 ４（鳩 町田シバヒロ２０時４５分～２２時
０１分

　

「会鱗」とされている

深夜

　　　　　　　　　　　　

ｒ－
繁華街
葦笛での深夜の「会議」は考えらｈ‐１ ６７ ９‐１７２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

　

．

　　　　　　

・

　　　　　

‐
Ｏ

Ｊ１７「１８５２０１７／９／８ 鋤査佐薦 ４｛刃 ４００町田シバヒロ２０時１３分～２１時
４７分

　

「打合せ」とされている
毅間 ‐
繁華街
筆街での深夜の「会議」は考えら

１１‐Ｉ ６７ ９‐１９２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐１８６２０１７／９／１Ｉ 嗣査 佐膿 ６〔鳩 ６（杓 町田シバヒロ１９時２２分～２１時
５９分

　

・「会躍」とされている
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら１１‐Ｉ ６９ ９‐２７２１

　

Ｐ８

　

，（賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１８７２０１７／９月４ 顕査佐薦 ６（鳩 、

　　　

６〔め 町田シバヒロ１９時３８分～２２時
２７分

　

「会蹴」とされている

長時間‐約２時間４０分の駐車
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えらｒ

１ー１６９ ９‐３１２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１８８２０１７／９／２０ 飼査佐腫 ６００ ６（め 町田シバヒロ１９時２５分～２１時
５１分

　

「会議」とされている
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら１１‐Ｉ ７１ ９－４２２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

　　

＼
Ｊ１７‐１８９２０１７／９／２１ 囲査 佐藤 ４００ ４００町田シバヒロ１９時５５分～２１時

４６分

　

「打合せ」とされている

・深夜
・繁華街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られな‐い‐原告撞僅書面ｎ鴻２４雷

１１‐Ｉ ７１ ９‐４３２１

　

ＰＢ

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１９０２０１７月／２２ 醜査 佐薦 ４（鳩 ４（樽 町田シバヒロ２０時０９分～２１時
５８分

　

「会議」とされている

・深夜
・繁華街
繁華街での深夜の「会離」は考えら
れない^

　

原告雄檀書面”鴻２４冨
１１‐Ｉ ７２ ９‐４６２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１９１２０１７／１０／２ 嗣査 佐薦 ４（鳩 ．

　　

．

　　　　　

４（鳩 町田シバヒロ２０時１４分～２１時
５１分

　

「打合せ」とされている

・深夜
‘繁華街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られない。原告準備書両側２４頁
曲傭．活翰

１１‐Ｉ ７７ １〔ト寺 ２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐１９２２０１７／ｌｏ／３ 煽査佐薦‐

　　　

６（め ６〔め 町田シバヒロ１７時２７分～２０時
１２分

　

，「会議」とされている
・夜間
・繁華街
紋紫．活動

１・１「ｌ ７７ １０‐÷８２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

　　　　　　　　　

‐
Ｏ

Ｊ１７‐１９３２０１７月０月 閲査佐麓 ４（杓 ４（刈 町田シバヒロ１９時００分～２０時
２２分

　

「会議」とされている
：穀街
政篇活動

１１‐Ｉ ７８ １〔ト１５２１

　

ＰＢ

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１９４２０１７／ｌｏ／５ 国査 佐藤 ＢＯＯ ８（鳩 町田シバヒロ１８時２１分～２１時
３３分

　

「会議」とされている
・夜間●

　

．
・繁華街
政党活動

１１‐Ｉ ７９ １（ト１８２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐１９５２０１７／ｌｏ／７ 贋査 佐薦 ４｛掩 ４（粉
町田シバヒロ２１時２２分～２２時
３２分

　

「現地韻査」とされてい
る

：馨街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られない。藤田鱗員のブログより
「７日夜も選対会議があり」

１１‐Ｉ ８０ １（ト２６２１

　

ＰＢ

　

（賞１）
甲１１３

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１９６２０１７／ｌｏ／ｎ 輯査 佐藤 ４（刃 ．
‐

　　　　

４（鳩町田シバヒロ２１時０２分～２２時
１３分

　

「打合せ」とされている
＝馨街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られない。曲燈活動

１１‐Ｉ ８１ １０÷３８２１

　

Ｐ８

　

（鷺１）

同上

Ｏ

Ｊ１２‐１９７２０１７／１０／１２

　　

、掲査 佐幕 ４（ぬ ４（刃 町田シバヒロ２１時４８分～２２時
５４分

　

「会離」とされている
：馨街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない。感懐‐活動

１１‐Ｉ ８２ １０‐４２２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

Ｏ

　

亭
Ｊ１７‐１９８２０１７ハｏハ３ 倒査 佐廉 ４００ ４（め 町田シバヒロ２１時０２分～２２時

１０分

　

「会離」とされている

・深夜
・繁華街
駅周辺の繁華街での夜の宣伝の様
子。・

　　　

．曲豊Ｊ活動

１１‐Ｉ ８３ １〔し４６２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
甲１１６

同上

Ｏ

Ｊ１７‐１９９２０１７／ｌｏ／” 鯛査 佐膿 ４（鳩 ４（鳩，
町田シバヒロ２１時２１分～２２時
２７分

　

「打合せ」とされている

・深夜
・繁華街
衆議院雛員選挙・選挙期間中
深夜まで連日の駐車。選挙活動のた
め
曲憶Ｊ活動

１１－－Ｉ ８３ １０‐÷５０２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

　　　　　　　　　　　　　　

‐

Ｏ

Ｊ１７－２（刈２０１７月０ハ６ 瞬査 佐腫 ４００ ４（鳩町田シバヒロ２１時０８分～２２時
００分・「会議」とされている

：馨街
衆麓院議員選挙投票日まで１週間を
切る
政常活動

１１－Ｉ Ｂ４ １０‐÷５４２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２０１２０１７／ｌｏ／” 鰯査 佐薦 ６〔鳩 ，

　　

６〔鳩町田シバヒロ２０時２９分～２２時
３３分

　

「会議」とされている

：馨街
衆議院簾員選挙選挙投票日まで残り
５日
深夜まで選挙活動
政党活動

１１‐Ｉ ８４ １（ト５６２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２０２２０１７ハＯハ９ 鱗査 佐藤 ４｛鳩 、

　　　　　　　

４｛杓
町田シバヒロ・２０時３４分～２１時
５２分

　

「打合せ」とされてい
る

・深夜

　　　　　

‐
・繁筆街
衆離院纏員選挙投票日まで残り３日
政党活動

１１‐Ｉ ８４ １〔ト５８２１

　

ＰＢ

　

（賃１）
同上

　　

′
○

Ｊ１７‐２０３２０１７ハＯ／２０ 調査 錦 ２（力 ２｛刈
町田シバヒロ２０時５５分～２１時
５２分

　

「親地鯛査」とされて
じ・る

：馨街
衆議院議員選挙投票日まで残り２日
政豊活軌

１１‐Ｉ ８５ １０÷６１２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２０４２０１７／ｌｏ／２１ 醐査 佐藤 ２（め ２（鳩
町田シバヒロ２１時２８分～２２時
１３分

　

「現地鑓査」とされてい
る

　　　　　　　

－

：馨街
衆篇院議員選挙投票日の前日
麓田学議員のブログより

　

「総選挙雨の陣！最終日」
絃費Ｊ活動

１１‐Ｉ ８５ １６３２１

　

Ｐ８

　

（賞１）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２０５２０１７／ｌｏ／２４ 鯛査 佐薦 ４（刈 ４（鳩 町田シバヒロ１９時４０分～２１時
１８分

　

「打合せ」とされている

深夜

　　　　　　　　　　　　　　

‐
繁華街

　　

・
筆街での深夜の「打合せ」は考え
れない^

１１‐Ｉ ８６ １０‐７１２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２０６２０１７／ｌｏ／２５ 調査佐扉 ４（粉 ４｛刃 町田シバヒロ１９時２７分～２１時
２２分

　

↑「会議」とされている

深夜

　

２日連続
繁華街
筆街での深夜の「会鵠」は考えら１１‐Ｉ ８６ １（ト７３２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐２０７２０１７／ｍ／２６ 薗査 佐層 ６００ ６｛め 町田シバヒロ１９時３３分～２１時
４９分

　

「会議」とされている

深夜

　

３日連続
繁華街
筆街での深夜の・「会議１は考えら１１‐Ｉ ８６ １０÷７４２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上，

　　　　

、
Ｏ

Ｊ１７ｏＢ２０１７／１１／ｌ 摸査 佐薦 ２００ ２｛地
町田シバヒロ１９時５２分～１９時
５９分

　

「現地調査」とされてい
る

短時間わずか７分間
猛街 １１‐１１９０ １１－Ｉ２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２０９２０１７月１／ｌ 扉峯佐薦 ４（鳩 ４（鳩 町田シバヒロ２０時１６分～２１時
４４分

　

「打合せ」とされている
萎』 ＝ーー
筆街での深夜の「打合せ」は考え１１‐Ｉ

　

９０ １１－２２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２１０２０１７／１１／６ 鯛査佐麗 ４（粉 ４（粉町田シバヒロ１４時００分～１５時
１２分

　

「現地塑畜Ｌ′されてい 繁華街

　　　　　　　　

、 １１－Ｉ ９２ １１‐１１２１

　

Ｐ８

　

（貴１） 同上 Ｏ

Ｊ１７こ２１１２０１７／１１／７ 蟹査 佐麗 ＢＯＯ ８〔鳩町田シバヒロ１７時３４分～２１時
００分

　

「会議」とされている

長時間３時間半の駐車
馨街
掌街での深夜の「会議」は考えら

１１‐Ｉ ９３ １１‐１７２１

　

Ｐ８

　

（貴１）

同上

，

　　　　

Ｏ

Ｊ１７‐２１２２０１７月１／１３ 圃査佐麗 ４｛杓 ４凹 町田シバヒロ１９時３２分～２１時
２０分

　

「打合せ」とされている
馨街
筆街での深夜の「打合せ」は考え
れない．

１１‐ｌ ９５ １１‐２９２１，Ｐ８

　

（責１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２１３２０１７／１１／１６ 凋ま佐麓 ４００ ４｛ぬ町田シバヒロ２０時０３分～２１時
５７分

　

「会蹟」とされている
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら

「
，，－， ９６ １１‐４１２１

　

Ｐ８

　

（賞１）
同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐２１４２０１７／１１／２０ 回査 佐麓 棚 ４〔ぬ町田シバヒロ２１時１３分～２２時
１５分

　

・「打合せ」とされている
馨街
筆街での深夜の「打合せ」は考え１１－Ｉ ９７ １１‐４７２１

　

Ｐ８

　

（貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２１５２０１７／１１／２７ 麓査 佐藤 ４００ ４（め 町田シバヒロ１９時４８分～２０時
４９分

　

「打合せー上されている 饗街 １１‐Ｉ ９９ １１‐５６２１，ＰＢ

　

（貴１） 同上 Ｏ

自民 駐車場代等３７９

　　　

，



支出書
号 支出日 費目瞳員

名 支出金額 原告らの主張する違

　　

法支出甑 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
「堅讐
（甲）トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

運証拠 会派自民党の主張
豊判所の総
定する遵法
支出姫

　

Ｊ１７‐２１６２０１７／１１／２８ 鰯査佐薦 ４（力 ４（め 町田シバヒロ２０時０２分～２１時
５５分

　

「会議」とされている
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら，，」 １００ １１‐６０２１

　

Ｐ （賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２１７２０１７月２／Ｉ 飼査 佐薦 ２｛刃 ２（め
町田シバヒロ１９時１０分～１９時
１８分

　

「競地餌査」とされてい
る

短時間′わずか８分間の駐車
繁華街 ・夜間 １１－Ｉ１０２ １２－Ｉ２１

　

Ｐ （貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２１８２０１７／１２／４ 岡査佐薦 ４（鳩 ４（刈 町田シバヒロ１９時３３分～２１時
３１分

　

「打合せ」とされている
馨街
華街での深夜の「打合せ」は考え
れない。

１１‐Ｉ１０４ １２‐１２２１

　

Ｐ （賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２１９２０１７／１２月２ 鱗査佐藤 ２００ ２（鳩
町田シバヒロ１５時５８分～１６時
０２分

　

「現地鱈査」とされてい
る

短時間

　

わず４分間の駐車
繁華街 １１‐Ｉ１０８ １２‐３４２１

　

Ｐ （貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２２０２０１７／１２／２７ 鯛査佐薦 ６００ ６００町田シバヒロ１９時３７分～２２時
３５分

　

「会議」とされている

長時間

　

杓３時間の駐車
馨街
樺街での深夜の「会磯」は考えら

１１－Ｉ１１３ １２‐６７２１

　

Ｐ （賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７－２２１２０１７／１２／２９ 闘査佐薦 ７００ ７｛め町田シバヒロ１２時３６分～１４時
４０分

　

「打合せ」とされている 繁華街 １１－Ｉ１１４ １２‐７１２ Ｐ （賞１）
同上 Ｏ

Ｊ１７‐２２２２０１８／１／４ 調査佐薦 ５００ ′

　

５（鳩町田シバヒロ１９時３２分～２０時
５８分

　

・「打合せ」とされている 穀街 １１「Ｉ１１５ １－６ ２ Ｐ （賃１）
同上 Ｏ

Ｊ１７し２２３２０１８ハハｌ 酬査 佐薦 ５〔鳩 ５００町田シバヒロ１９時２９分～２１時
０３分

　

・「打合せ」，とされている
馨街
筆街での深夜の「会篇」は考えら１１‐Ｉ１１９ １‐２８２ Ｐ （賞１）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２２４２０１８ハハ８ 鯛査佐薦 １，醐 ‐

　

１，０００
町田シバヒロ－１７時４４分～２０時
４５分

　

「会議」とされている
長時間

　

的３時間の駐車
留街

１１‐Ｉ１２１ １‐３９２ Ｐ （貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２２５２０１８ハハ９ 鰯査佐薦 ４（粉 ４｛め 町田シバヒロ１９時１２分”２０時
１６分

　

「打合せ」とされている 穀街 １１‐Ｉ１２１ １‐４４２１・Ｐ （貴１）
同上

　　　　　　　　　

，

　　　　　

′
Ｏ

Ｊ１７‐２２６２０１８月／２４ 圃査佐藤 ５００ ５００町田シバヒロ１９時３８分～２１時
１０分

　

「会議」とされてュ、る
馨街
筆街での深夜の「会議」は考えら１１‐Ｉ１２３ １－５６２１

　

Ｐ （貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２２７２０１８／２／ｌ 繭査 佐薦 ２（刈 ２（め
町田シバヒロ１２時４９分～１３時
２６分

　

「親地鯛査」とされてい
る

繁華街

　

． １１‐Ｉ１２７ ２－４ ２１

　

Ｐ （貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２２８２０１／２／２７ 回査 佐腫 ６００ ６００町田シバヒロ１９時０１分～２０時
５７分

　

「会離」とされている 葵』

　　　

／」

　

．１１‐Ｉ１３３ ２‐４１２１

　

Ｐ （賞１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２２９２０１／２／２８ 鶏査 佐薦 ６００ ＼

　　　

．６〔地 町田シバヒロ１９時３６分～２１時
１９分

　

「会議」とされている
馨尚
筆街での深夜の「会繊」は考えら１１‐１１３４ ２‐４５２１

　

Ｐ （賞１）
同上

α

Ｊ１７－２３０２０１／３月 醜査 佐藤 ６００ ，

　　　　

６（櫛 町田シバヒロ１９時３７分～２１時
２３分

　

「会議」とされている
馨街
筆街での深夜の「会躍」は考えら１１‐Ｉ１３５ ３－２ ２丁

　

Ｐ （貴１）
同上

　　　　　　　　　　　　

‐
Ｏ

Ｊ１７‐２３１２０１／３／５ 鯛査佐薦 ４（め ４（鳩町田シバヒロ１８時２２分～１９時
２５分

　

「打合せ」とされている 藁繋 ，，一 １３５ ３－６ ２１

　

Ｐ （賞１） 同上

　　　　　　　　　

Ｏ

Ｊ１７‐２３２２０１／３／７ 闘査佐薦 １００ １０Ｏ
町田シバヒロ１５時０６分～１５時
２１分

　

「親地調査」とされてい
る

短時間

　

わずか１５分間の駐車
繁華街 １１‐Ｉ１３７ ３‐１７２１

　

Ｐ （貴１）
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２３３２０１／３／７ 鰯査 佐薦 １，１〔沿 １，１〔め
町田シバヒロ１７時３６分～２１時
１３分

　

「会議」とされている

長時間・約３時間半の駐車
馨街
筆街での深夜の「会磯」は考えら

１１‐Ｉ１３７ ３‐１８２１

　

Ｐ （貴１）

同上

Ｏ

ＪＩＺ‐２３４２０１７／ｌｏ／１ 岡査木目田 ２（杓 ２（め
ＮＰＣ２４Ｈ町田中町駐車場（中町１－
２１－４）１０時１３分～１１時０４分

　

目
的判藍不三蛇Ｌ

繁華街 １１‐Ｉ ７７ １０‐÷３２１

　

Ｐ
●）

（貴 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼
Ｏ

Ｊ１ヱ－２３５２０１７／１１ハ２ 調査木目田 ２００ ２（刃
ＴＰ中町第９駐車場（中町１－２）１５
時０２分～１５時２０分

　

「現地調査」
とされている

短時間

　

わずかｔ８分間の駐車
繁華街 １１‐１ ９４ １１‐２５２１

　

Ｐ
５２）

（賞
同上

　　　　　　　　　

－
－

　　　　

Ｏ

ヒ

Ｊ１７‐２３６２０１８ハハ４ 鯛査渡辺 ６００ ６（め
ＮＰＣ２４Ｈ町田中町駐車増（中町１－
２１－４）

　

０８時５５分～１１時４４分
「打合せ」とされている

・繁華街
町田市蹟会議員渡辺厳太郎ブログよ
り
「昨日は消防団の出所式が行われま
した」
ＮＰＣ２４Ｈ町田中町駐車場（中町↑‐２１‐
４）は会増の町田第ー小学校すぐそ
ば

１１‐Ｉ１２０ １‐３５
２１

　

Ｐ８

　

（貴
●）′
甲１２６
甲２０５

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２３７２０１７／４／１５ 閥査渡辺 ９００ ９００
アイペツク原町田３丁目扉２旺軍
増（原町田３丁目７）１２時２４分～
１７時０８分

　

「会議」とされてい
・，長時間

　

約４時間半の駐車
・繁華街 １１‐Ｉ ６ ４‐３２２１

　

ＰＢ

　

（青
３３）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２３８２０１７／６／２３ 鰯査木目田 ８００

　　　　　　　　　

８００
アイペック原町田第１１駐車増
（原町田５丁目３）

　

１７時４０分～
１９時２６分

　

「会議」とされてい
る

：穀街
告示日の夕方。候補者の街頭演説に
参加したときのものと思われる。
繁華街内の駐車増。′１・倉まさのぷ議員の事務所のそばにある。曲群活動

１１－Ｉ ３７ ６‐６６２１

　

Ｐ８

　

（貴縁
６９）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２３９２０１７／６／２７ 調査岩瀬 ４（鳩 ４（鳩
アイベツク原町田第１１駐車増
０９時５７分～１０時２９分

　

「打合
せ」とされている

・繁華街

　

／都議会議員選挙投票日まであと５日
政党活動

１１「Ｉ ４０ ６‐８７２１

　

Ｐ８

　

（貴紳
６９）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２４０２０１７／６／２７ 国査岩瀬 ２（鳩 ２（鳩
アイベック原町田第１１駐車増
１８時２４分～１８時５２分

　

「打合
せ」とされている

・短時間

　

わずか２８分間
・繁華街
都議会議員選挙投票日まであと５日
岩瀬議員はこの日２回目の駐車
政党活動

１１‐Ｉ ４０ ６‐８６２１

　

ＰＢ

　

（貴繍
６９）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２４１２０１７／６／３０ 国査岩瀬 ９５０ ９５０
アイペック原町田第１１駐車増
０８：４３～１４：１０

　

「会議」とされ
ている

　　　　

．

　　　

・

・長時間

　

的５時間半の駐車
：馨街

　　

、
都嫌会離員選挙投票日まであと２日
午前中から長時間の駐車
政党話軌

１１‐Ｉ ４２ ６‐１０２２１

　

Ｐ８

　

（貴練
６９）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐２４２２０１７／６／３０ 顕査若林 ４，２（滑 ４，２〔め
アイベック町田第７駐車増（原
町田４丁目１）１９：２８～２２：５６
「会議」とされている

・長時間

　

約３時間半の駐車
・深夜
・繁華街
都雛会議員選挙投票日まであと２日
深夜の時間帯に繁華街での駐車
波常．活軌

１１‐Ｉ ４２ ６－１〔め２１

　

ＰＢ

　

．‐（赤４８）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２４３２０１７／７／２ 回査 岩瀬 ６（め ６（櫛
ア．イペック原町田第１１駐車増２０：１９～２１：３４

　

・「打合せ」とさ
れている

：馨街
投票日の夜。即日開票中の駐車。選
挙事務所に出向いたときのものと思
われる。

　　　　

◆
政党活動

１１‐Ｉ ４３ ７－６ ２１

　

Ｐ８

　

（貴様
６９）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２４４２０１７／６／２１ 撰査岩瀬 １，醐 １，醐
タイムズ原町田５丁目第２駐車増
（原町田５－４）１３時５６分～１６時４３
分

　

「金亜」とされている
・繁華街 １１‐Ｉ ３６ ６‐５６２１，Ｐ８

　

（賞練
●）

同上．

　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｊ１７‐２４５２０１７／６／２３ 国査岩濯 １，醐 ｌｉｏｏｏ
タイムズ原町田５丁目第２駐車増
０９時４１分～１２時３６分

　

「打合
せ」とされている

・長時間

　

杓３時間の駐車
・繁華街
告示日の午前中。候補者とともに選
挙活動をおこなったときのものと思
われる。岩瀬磯員は吉原都議会議員の元秘書
曲傭活軌

１１‐ｌ ３７ ６‐６７２１

　

Ｐ８

　

（賞鎌
●）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２４６２０１７／６／２３ 調査 岩瀬 ６（刈 ６００
タイムズ原町田５丁目第，２駐車増
１５時１６分～１６時３７分

　

「打合
せ－とされている

・繁華街 １１‐Ｉ ３７ ６‐６４２１

　

Ｐ８

　

（貴縁
●）

同上′

　　　　

′

　　　

Ｏ

Ｊ１７‐２４７２０１７／６／２３ 鰯査若林 ８００ ８仰
タイムズ原町田５丁目第２駐車場
１７時２８分～１９時３７分

　

「打合
せ」とされている，

・長時間約２時間ｌｏ分の駐車
・夜間

告示日の夕方。候補者の街頭演説に
参加したときのものと思われる。
小倉まさのぷ議員．の事務所のすぐそばの駐車増。曲憐‐話軌

１１‐Ｉ ３７ ６‐６３２１

　

Ｐ８

　

（賞縁
●）

同上

　　

Ｏ

′≦｛ゞ

自民 駐車場代等３８０



支尊書 支出日 費目■員
名 支出金額‐原告らの主張する遠

　　

法支出甑 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける
ー

　　　　　　

事情 籍トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の認
定する違法
支出額

Ｊ１７‐２４８２０１７／６／２７ 鯛査佐属 １，３（め １，３００
タイムズ２４原町田５丁目第２駐車
増

　

１１時０７分～２２時００分

　

「会
議」とされている

長時間

　

１０時間５３分の駐車
競街

　

，
議会離員選挙投票日まであと５日
億Ｊ活ｍ

１１‐Ｉ４０ ６‐８８２１

　

Ｐ８

　

（貴縁
●）

同上

　　　　　　　　　

，
Ｏ

Ｊ１７‐２４９２０１７／６／３０ 圃査 岩瀬 ２（櫛 ２凹
タイムズ２４原町田５丁目第２駐車
場

　

１８時４５分～１９時１５分

　

「打
合せ」とされている

短時間

　

わずか３、０分の駐車

覆納
離会議員選挙投票日まであと２日
瀬離員はこの日２回目の市中心部
の駐車。タイムズ２４原町田５丁目
２駐車場は原町田大通りのそば。嫌活動

１１‐Ｉ４２ ６‐１０３２１

　

Ｐ８

　

（貴鉢
．）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２５０２０１７／１０／２１ 飼査 岩車 ６００ ６（粉
タイムズ原町田５丁目第２駐車
増

　

１８時１２分～１９時４４分

　

「打
合せ」とされている

穀街
選挙活動
離院選挙投票日の前日
僻Ｊ活動

１１‐Ｉ ８５ １０÷６２２１・

　

Ｐ８

　

（賞縁
●）

同上

，Ｏ

Ｊ１７‐２５１２０１７／６／２３ 輯査木目田 ８〔め Ｂ（鳩
タイムズ２４原町田第１１駐車場
０９時３７分～１２時１２分

　

「蕩地幽
査」とされている

・長時間・約２時間半の駐車
・繁華街
告示日の午前中。候補者とともに選
挙活動をおこなったときのものと思
われる。
繁華街内の駐車増。小倉まさのぷ■
員の事務所のそばにある。曲鎌活動

，，」 ３７‐ ６‐６９２１

　

Ｐ８

　

（ビン
ク１６）

同上
′

　　　　　

○

Ｊ１７‐２５２２０１７／６／２７ 鰯査木目田 １００ １｛ぬ
タイムズ原町田第１１駐車場・１８
時２１分～１８時４０分

　

「会誰」と
されている

・短時間

　

わずか１９分の駐車
・繁華街
都嫌会離員選挙投票日まであと５日
直豊活団

１１‐Ｉ ４０ ６‐９１２１

　

Ｐ８

　

（ビン
ク１６）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２５３２０１８／２ハＯ 鯛査木目田 ４（刃 気力
タイムズ原町田第１１駐車場

　

１０
時１８分～１１時００分

　

「現地偵
１ＦＩ．とされている

繁華街 １１‐Ｉ１３０ ２‐２０２１

　

Ｐ８

　

（ビン
ク１６）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２５４２０１‐７／７月 鯛査渡辺 ３（粉 ３〔鳩
タマバーク原町田第１０駐車場
（原町田６丁目２８－３）１９時１５分
～２０時１１分

　

「会犠」とされて
いる

毅街
議会議員選挙投票日の前日。選挙
勤最終日。寺バーグ原町田第１０駐車増は原町
大通りのそば。鷺活軌

１１‐Ｉ４３ ７－３ ２１

　

Ｐ８

　

・（ビン
ク１５）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２５５２０１７／９／１４ 鰯査 葦辺 ７（め ７（め
タマバーク原町田第１０駐車増
１３時５３分～１６時２６分

　

「会議」
とされでいる

長時間

　

的２時間半の駐車
繁華街 １１‐Ｉ ７０ ９‐３２２１

　

Ｐ８

　

（ビン
ク１５）

同上
Ｏ

Ｊｎ７‐２５６２０１，７／９／１５ 鋤査 渡辺 ４００ ４｛鳩
タマバーク原町田第１０駐車場
１１時５５分～１３時３３分 「会議」
とされている

繁華街 １１－ＩＬ７０ ９‐３５２１

　

Ｐ８

　

（ビン
ク１５）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２５７２０１７／１２／３ 国査 渡辺 ９（め ◆

　　

９〔め
タマバーク原町田第１０駐車鳩
１７時５８分～２１時４３分

　

「打合
せ」・とされている

長時間

　

的３時間半の駐車
馨街

，，；１０３ １２‐１１２１

　

Ｐ８

　　

｛ビン
ク１５）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２５８２０１７／６／２３ 餌査若林 ８（鳩 ８（め
原町田第１駐車増

　

（原町田５丁
目３）

　

０９時３７分～１２時ｌｏ分
「打合せ」とされている

・長時間

　

約２時間半の駐車
・繁華街
告示日の午前中。候補者とともに選
挙活動をおこなったときのもの
繁華街内の駐車増。小倉まさのぷ離
員の事務所のそばにある。政党活動

１１‐Ｉ ３７ ６‐６５２１

　

ＰＢ

　

（費縁
８）

同上

Ｏ

Ｊ１７↑２５９２０１７／６／２４ 顔査 若林 ８（粉 ８（め
原町田第１駐車増

　

１４時０１分～
１６時３１分

　

「打合せ」，とされて
いる

・長時間

　

的２時間半の駐車
・繁華街
都議会■員選挙の選挙活動
繁華街内の駐車増。小倉まさのぷ離
員の事務所のそばにある。政党活動

１１‐Ｉ ３８ ６‐７１２１

　

Ｐ８

　

（貴樟
８）

同上

Ｏ

ｉ
Ｊ１７‐２６０２０１７／６／２５ 園査 佐藤 １，１００ ー

　　

１●，１００
原町田第１駐車場

　

１０：０８～
２２：１８

　

「会龍」とされている

・長時間

　

的１２時間の駐車
＝馨街
都議会職員選挙の投票まで残り１週
間となる
町田市長候補吉原修公式サイト
市長選挙戦ブログ アーカイブよ
り（２０１７年６月２６日のプロ
グ）
「都議選２０１７

　

３日目」「昨日
は選挙戦最初で最後の日曜日…」と
あり、この日、■官房長官、丸川珠
代オリ・バラ担当大臣の応損あり。
街頭宣伝。原町田商店街を昼間、朝
日健太郎参議院議員と練り歩き。１
政党活動

１１‐Ｉ ３９ ６‐７９
２１

　

Ｐ８

　

（黄緑
８）
甲１０９

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２６１２０１７／６／２５ 顔査 岩瀬 １，１００ １，１（樽
原町田第１駐車場

　

１２：５５～
１９：００

　

「会議」とされている

・長時間

　

約６時間の駐車
・夜間
・繁華街
町田市長候補吉原修公式サイト
市長選挙戦ブログ アーカイブよ
り（２０１７年６月２６日のプロ
グ）
「都議選２０１７・

　

３日目」．「昨日
は選挙戦最初で最後の日曜日…」と
あり、この日、１官房長官、丸川珠
代オリ・バラ担当大臣の応援あり。
街頭宣伝。原町田商店街を昼間、朝
日健太郎参議院議員と練り歩き。
原町田大通り－のそばの原町田第１駐車増に昼から夜７時まで長時間の駐
車。政光活動

１１‐Ｉ ３９ ６‐７８
２１

　

Ｐ８

　

（貴縁
８）
甲１０９

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２６２２０１７／６／２９ 欄査 岩瀬 ４｛櫛 ４節
原町田第１駐車場

　

▲１８時１０分～
１９時０２分

　

・「打合せ」とされて
いる

　　　　　　　

，

：穀街
都離会離員選挙投票日まであと３日
直豊沃軌

１１‐Ｉ ４１ ６‐９５２１，ＰＢ－（黄緑
８）

同上

　　　　　　

・

　　　　　　　　　

．
Ｏ

Ｊ１７‐２６３２０１７／６／２２ 蹟査木目田 ６００ ６（船
ショウワバーク町田駐車場（原
町田３－３‐２４）１５時５６分～１７時３９
分

　

「全謹ーとされて二いる
繁華街 １１‐Ｉ ３６ ６－６１２１

　

Ｐ８

　

（青
Ｂ６）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２６４２０１７／８ハ８ ■査木目田 ８（刈 ８（め
ショウワバーク町田駐車増

　

１４
時５１分～１７時２０分

　

「親地鑓 繁華街 １１‐Ｉ ５８ ８‐３４２１

　

ＰＢ

　

（青
８６）

同上一 Ｏ

Ｊ１７‐２６５２０１７／８／２５ 薗査木目田 ２００ ２節
ショウワバーク町田駅前駐車増
１７時５２分～１８時０２分，「打合
せ１とされている

短時間

　

わずか１０分間の駐車
繁華街 １１‐Ｉ ６１ ８‐５７２１

　

Ｐ８

　

（青
８９）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２６６２０１７／８／３１ 顕査木目田 １，ＺＯＯ １，２（め
シ．ヨウワバーク町田駐車場

　

１７
時２７分～２１時４５分

　

「打合せ」
とされている

長時間

　

４時間以上の駐車

　　　

，

馨街
筆街での深夜の「打合せ」は考え
れない．

１１‐Ｉ ６４ ８‐７４２１

　

ＰＢ

　

（青
８６）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２６７２０１７／９／２１ 調査木目田 ５（刈 ５〔め
ショウワバーク町田・１２時３０分
～１３時５３分

　

「打合せ」とされ
ている

繁華街 １１‐Ｉ ７２ ９‐４５２１

　

Ｐ８

　

（竃
８６）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐２６８２０１７／ｌｏ／５ 薗査木目田 ９００ ９〔力
ショウワバーク町田

　

１２時０６分
～１４時５８分

　

「打合せ」とされ
ている

繁華街
町田中央通りの裏手にある駐車
。昼間の時間帯に練り歩きや宣伝
勤をするために駐車するのに都合
いい娼所にある。小倉まさのぷ讃
の事務所にも近〈、街頭宣伝のボ
ントは至近距離にある。懐．活動

１１‐ｌ ７９ １〔ト÷１９２１

　

Ｐ８

　

（青
８６）

同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐２６９２０１７月０／・２１ 薗査木目田 ７（刈 ７〔船
ショウワバーク町田

　

０９時０６分
～１１時２０分

　

．「会議」とされて
いる

繁華街
議院選挙投票日の前日
党活動

１１．「 ８５ １〔ト６４２１

　

Ｐ
Ｂ６）

（青 同上
Ｏ

Ｊ１７‐２７０２０１７ハ１ハ５ 圃査木目田 １，ＯＭ １，醐
ショウワバーク町田

　

１５時０９分
～１７時５７分

　

「現地調査」とさ
れている

長時間

　

的２時間４０分の駐車
繁華街

　　　　　　　　　

，

　　　

‐１１‐Ｉ ９６ １１‐３９２１

　

Ｐ
８６）

（青 同上
Ｏ

Ｊ１７‐２７１２０１７／１１月８ 圃董木目田 ６００ ・

　　

６００
ショウワバーク町田

　

１５時１０分
～１７時０７分

　

「打合せ」とされ
ている

繁華街

　　　　　　　　　　　

・１１‐Ｉ ９７ １１‐４３２１

　

Ｐ
８６）

（青 同上
Ｏ

Ｊ１７‐２７２２０１７／１１／２１ ■査木目田 ６００ ６（刃 ショウワバーク町田

　

１３時２０分
～１５時２０分

　

「会璽畳

　

とされて 繁華街 １１‐ｌ ９８ １１‐４８２１

　

Ｐ
８６）

（青 同上

　　

Ｏ

Ｊ１７‐２７３２０１８／１／３０ 賓査木目田 ６００ ６（鳩 ショウワバーク町田

　

１２時５５分
～１４時４７分

　

「金■－とされて 繁華街 １１‐ｌ１２６ １‐７３２１

　

Ｐ
８６）

（青 同上 Ｏ

Ｊ１７‐２７４２０１７／１１／２８ 裏査木目田 ２（杓 ２（め
町田栄通り駐車増（中町１‐４）
１３時，５２分～１４時５０分

　

「．打合
せ１とされている

繁華街 １１‐Ｉ１００ １１‐６２２１

　

Ｐ
４５）

（貴 同上
Ｏ

自民 駐車渇代等３８１



支出書
号 支出日 量目議員

名 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　

′

　　　

事情 箸票トＮｏ 位ー 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の膨
定する遵法
支出額

Ｊ１７‐２７５２０１７／１２／２５ 踊董木目田 ４００ ４（め
町田粟通り駐車増

　

ｉ２時５８分～
１４時３９分

　

′「打合せ」とされて ・繁華街 １１‐Ｉ１１２ １２－６４２１

　

ＰＢ

　

（貴
４５）

同上 Ｏ

Ｊ１７‐２７６２０１８／２／１７ 顕査木目田 ５００ ５（鳩
町田栄通り駐車．鶴

　

１８時ＯＢ分～
２０時３１分

　

「会鏡」とされてい ・夜間
・繁華街 １１‐Ｉ１３３ ２‐３７２１

　

Ｐ８

　

（貴
４５）

同上 Ｏ

Ｊ１７‐２７７２０１８／２／２８ 鱗査木目田 ２（鳩 ２（鳩 隈謬り暢害せ｝Ｏ翼祭 ．繁華街

　　

．

　　　　　　

．

　

， １１‐Ｉ１３４ ２‐４６２１

　

Ｐ８

　

（賞
４５）

同上

　　　

Ｏ

Ｊ１７‐２７８２０１７／６／２２ 嫡査佐麓 ２，４（め ２，４（刃
パンダ駐車場（中町１丁目３－１）
１３時１７分～２２時２１分

　

「会躍」
とされている

　

９時間４分の駐車

・長時間約９時間の駐車
：馨街
パンダ駐車増（中町１丁目３‐１）は吉
原修都離事務所のすぐそばにある
政党活動

１１‐Ｉ ３６ ｅ‐６０２１

　

Ｐ８

　

（、貴８）

同キ

　

ー

　　　　　　　

１
▲

　　　

ｏ

Ｊ１７‐２７９２０１７／６／２７ 顔査木目田 ４００ ４００
パンダ駐車場
１３分

　

「硯地鑓
る

７時０３分～１８時
Ｅ」とされてい

・繁華街
都離会■員選挙投票日まであと５日
パンダ駐車場は吉原都議事務所のそ
ばにある
政常Ｊ活動

１１‐Ｉ ４０ ６‐８９２１

　

Ｐ８

　

（賞

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２８０２０１７／８／３１ 嗣査佐藤 ８００ ８（粉 パンダ駐車増
４４分

　

「会議」
１７時４５分～２０時
とされている

長時間

　

約３時間の駐車
墓＆

　

‐ １１－Ｉ ６４ ８‐７３２１

　

Ｐ８

　

（貴
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２８１２０１７／９／２５ 調査佐扉 １００ １〔め
パンダ駐車場
０３分

　

「親地調
る

１時４１分～１２時
Ｅ」とされてい 短時間

　

わずか２２分間の駐車
繁華街 １１‐Ｉ ７３ ９‐５４２１

　

Ｐ８

　

（貴
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２８２２０１７／９／２９ 闘査 岩瀬 ２００ ２〔め パンダ駐車増・１７時２９分～２０時
３０分

　

「会議」とされている

最時間

　

約３時間の駐車
穀街
日の９月２８日衆櫨院解散とな

ンダ駐車増は吉原修都議の事務所
す，ぐそばにある常Ｊ活動

１１‐Ｉ ７５ ９‐６６２１

　

ＰＢ

　

（貴

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２８３２０１７／１０／６ 顔査佐膿 １〔め １〔鳩
パンダ駐車場

　

１８時１４分～１８時
２６分’「現地調査」とされてい

短時間

　

わずか１２分間の駐車
鰭笠

　　　

． ， １１‐Ｉ ７９ １（ト２３２１

　

Ｐ （賞
同上

Ｏ

Ｊ１７‐２８４２０１７／１０／２８ 顕査岩瀬 ２００ ２（刃 パンダ駐車場

　

１２時４２分～１５時
１７分

　

「金櫨１とされている
長時間

　

的２時半半の駐車
蟹暮街 １１‐１ ８８ １０‐÷８３２１

　

Ｐ （賃 同上 Ｏ

Ｊ１７‐２８５２０１７／１２／２８ 圃査 佐薦 １，６〔粉 １，▼６（刀
パンダ駐車場

　

１２時１３分～１７時
３４分

　

「金謹ーとされている
長時間

　

５時間以上の駐車
繁華街

　　　

ｒ １１‐Ｉ１１３′１２‐６９２１

　

Ｐ （賞 同上 Ｏ

Ｊ１７‐２８６２０１７／６月４ 圃査木目田 ４００‐ ４００
ぽっぽ町田パーキング

　

１５時０９
分～１６時０９分

　

「親地醐査」と
されてＬ、る

繁華街 １１‐Ｉ ３２ ６‐３４２１

　

Ｐ
２８）

（赤 同上
Ｏ

Ｊ１７‐２８７２０１７月０／８ 国警木目田 ５００ ５（粉
ぼっ
分～
され

ま町田パーキング

　

１６時００～
１７時１３分

　

「硯地鑓査」と 繁華街

　　　　　　　　

‐ １１‐Ｉ ８０ １０‐÷２９２１

　

Ｐ
２８）

（赤 同上
Ｏ

Ｊ１７‐２８８２０１８／２／４ 鱗査岩瀬 ２００ ２〔粉
ぼっ
増
合せ

ま町田パーキング第２駐車・２時３７分～１３時５９分

　

「打
ー

　

とされている
・繁華街 １１‐Ｉ１２８ ２－９ ２１

　

Ｐ
２８）

（赤 同上
Ｏ

Ｊ１７‐２８９２０１７月２ハ８ 馴査岩瀬 ２（滑

　　　　　　　

２００
フジパーキング駐車増（原町田
６丁目１７）‐１８時２３分～１８時
５７分

　

「親地盤査」とされてい 繁華街 １１「Ｉ１１１ １２‐５５２１

　

Ｐ
ク１１）

（ビン
同上

　　

，
Ｏ

Ｊ１７‐２９０２０１８／２／２ 圃査岩瀬 ＢＯＯ ８（鳩
フジパーキング駐車増．１１時３３分～１３時４５分

　

「打合せ」とさ
れている

長時間

　

、約２時間１０分の駐車
繁華街 １１－Ｉ１２７ ２－５ ２１

　

Ｐ
ク１１）

（ビン 同・上
Ｏ

Ｊ１７‐２９１２０１７／５ハ５ 国査中川 ２〔め ２（粉
森野第３駐車増 （森野１‐３８）１１
時２８分～１１時３６分・「打合せ」
とされている

短時間

　

わずか８分間の駐車
繁華街 １１．‐Ｉ １９ ５‐３７２１

　

Ｐ
１９）

（縁 同上
Ｏ

Ｊ１７‐２９２２０１７／５／２５ 国査若林 １，３｛め １，３（め
ワンディーパーク原町田第２駐
車場

　

１９：４３ん２２：４９

　

「打合
せ」とされている

長時間

　

３時間以上の駐車
馨街
筆街での深夜の「打合せ」は考え
れない^

１１‐Ｉ ２５ ５‐６８２１

　

Ｐ８

　

（ビン
ク２５）

同上

Ｏ

Ｊザ２９３２０１７／６／２４ 鯛査木目田 ７００ ７（粉
タマバーク（ＴＰ）原町田第６駐
車増

　

１８時３５分～２０時３６分
「会議」とされている

：穀街
都議会議員選挙の選挙活動
繁華街内の駐車場。小倉まさのぶ議
員の事務所のそばにある。政党活動

１１
÷
１３８ ６‐７５２１

　

Ｐ８

　

（青
３６）

同上

　　　　　　　　　　　　　　

＋

Ｏ

，Ｉ

Ｊ１７‐２９４
，Ｉ

２０１７／７／１ 胴査木目田 ２〔鳩 ２００ＦＰ第１駐車増１４時５８分～１５時
０８分「打合せ」とされている

・繁筆街
・短時間

　

わずか１０分間の駐車
都議会議員選挙投票日の前日。選挙
運動最終日。
タマバーク原町田第ｌｏ駐車増は原町
田大通りのそば。

１１‐Ｉ ４３ ７－４ ２１

　

Ｐ８

　

（ビ、ン
ク６）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２９５２０１７／７／３ 飼養若林 ４（め ’

　　　　

４（刀ＦＰ第１駐車場１７時５６分～１８時５０
分

　

「打合せＬとされ【二い重 繁華街 １１－Ｉ ４４ ７‐１１２１

　

Ｐ８

　

（ビン 同上 Ｏ

Ｊ１７‐２９６２０１７／８／７ 回査木目田 ４（粉 ４｛刈
アットバーク町田第２駐車場
（中町１丁目４蓄４号）１３時２２
分～１４時２７分「親地調査」とさ 繁華街 １１‐Ｉ ５６ ８‐１８２１

　

Ｐ８

　

（貴
６３）

同上

　　　　　　　

．

　　　　　　

‐

－

　

・

　

．Ｏ

Ｊ１７－２９７２０１７／８ハ６ 嗣査若林 １，１〔め １，１（ぬ
リバーク森野１丁目第２駐車増
｛森野１丁目２５‐１７）１７時５９分～
２３時１７分

　

「打合せ」とされて
いる

長時間

　

５時間以上の駐車
馨街
筆街での深夜の「打合せ」は考え
れない－

１１‐ｌ ５Ｂ ８‐２９２１

　

Ｐ８

　

（縁
２６）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐２９８２０１７／８／２１ 圃査若林 ７００ ７（め
リバーク森野１丁目第２駐車場
１４時２４分～１６時３７分

　

「打合
せｒー

　

とされている
繁華街 １１‐ｌ ５９ ８‐４３２１

　

ＰＢ

　

（綿
２６）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐２９９２０１７／ｌｏ／ｌ 鱗査若林 ７（め ７（め
タマバーク原町田第１５駐車増１１
時１７分～１３時３１分

　

「打合せ」
とされている

長時間

　

的２時間１０分の駐車
繁華街 １１‐Ｉ ７７ １０一Ｉ２１、Ｐ８

　

（青
５２）

同上
Ｏ

Ｊ１７－３〔め２０１７／ｌｏ／ｌ 圃査佐薦 １，１〔鳩 １，１０Ｏ
町田第１駐車場（原町田５丁目
３）０９時４４分～１３時４３分

　

「会
議ーとされている

長時間

　

的４時間の駐車
霊綿 １１‐Ｉ ７７ １◆２２１

　

ＰＢ

　

（貴繍
８）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３０１２０１７／１０／３ 罰査木目田 ６００ ６（Ｐ
ＦＰＴ第７駐車場／（原町田６丁目
２０）１５時２６分～１６時３９分，「打合せ」とされている

↑繁華街
繁華街内の駐車場。小倉まさのぷ議
員の事務所にも近〈、街頭宣伝のポ
イントは至近距離にある。政党活動

１１‐Ｉ ７８ １０÷１０２１

　

Ｐ８

　

（ピン
ク１４）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐３０２２０１７／ｌｏ／６ 贋査 松岡 ２〔掩 ．

　　　

，

　　

２（刈
タイムズ森野第Ｂ駐車増（森野
２‐１５）

　

１８時判隣不能～２１時判
鱗不能

　

「会議」とされている

・深夜
小倉まさのぶ議員の事務所開きに出
向いたと思われる
曲僧Ｊ活動

１１‐ｌ ７９ １〔ト２４
２１

　

Ｐ８

　

（水色
５８）
割引６００円を控除

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３０３２０１７／ｍ／８ 国査 渡辺 ２００ ２｛鳩
ＴＰ原町田第５８セブンイレブン
（原町田６‐２３） １２時４５分～１３
時４４分－

　

「金瞳－

　

とされている
・繁華街 １１‐Ｉ ８０ １０‐÷２Ｂ

２１

　

ＰＢ

　

（セブ
ンイレブンビン

同上

　

．

　　　　　　　

・

　　　　

Ｊ
Ｏ

Ｊ１７‐３〔Ｍ２０１７／ｌｏ／９ 調査若林 ８００ ８（鳩
タマバーク原町田１５駐車増１７時
２４分～１９時４８分

　

「打合せ」と
されている

著嵩街
タマバーク原町田１５駐車場は「小倉
允信前衆議院誰員の決起大会」会場
のベストウェスタンレンブラントホ
テル東京町田のすぐ近く。地図の
「ホテルエルシー」（旧ホテル名）
の端所。曲慌活動

１１‐ｌ ８１ １０‐÷３３２１

　

ＰＢ

　

（青
５２）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐３０５２０１７／ｌｏ／９ 国査松岡 ６００ ６（め
ＴＰ西武信用金庫町田（原町田３－
７‐１３）１７時４７分～１９時５２分
「会議」とされている

・夜間
・繁華街
「小倉允信前衆櫨院議員の決起大
会」のため。会場のホテルのすぐ近
くの駐車増。腔憐Ｊ活動

１１‐２ ８１ １０‐÷３４２１

　

ＰＢ

　

（青
★）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐３０６２０１７／ｌｏ／１４ 鰯査若林 １，２（ぬ １，２（め
タマバーク原町田第５２駐車場
（町田２－１） １７時００分～１９時４８
分

　

「打合せ」とされている
夜間

・夜間
・繁華街 １１‐Ｉ Ｂ３ １０‐÷４９２１

　

ＰＢ

　

（オレンシ・
８４）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３０７２０１７／ｍ／１５ 圃査岩瀬 ３００ ３〔ぬ
平野屋第６駐車増（原町田６丁目
２３蓄８号）１４時２８分～１５時２４分
「打合せ」とされている

・繁華街
衆議院議員選挙投票日の１週間前と
なる
原町田大通りそばの駐車増。小倉ま
さのぷ地元事務所のすぐ近く。曲嫌活動

１１‐Ｉ ８３ １０て５１２１

　

Ｐ８

　

（ビン
ク●）

同上

Ｏ

Ｊ１７‐３０８２０１７／１１／８ 岡査木目田 １，醐 １，醐
まちだタ「ミナルパーキング
（ＪＲ町田駅に隣接）１３時０３分～
１５時２０分

　

「会議」とされてい
る

・長時間

　

的２時間１０分の駐車
・繁華街 １１‐Ｉ ９３ １１‐１８２１

　

Ｐ８

　

（青
４４）

　　　　　　

，

同上

　　

Ｏ

Ｊロー３０９２０１７／１１／１２ 圃査木目田 ４（刈 ４（鳩
原町田第４６駐車増

　

１３時３３分～
Ｔ４時１８分

　

「親地鯛査」とされ
ている

・繁華街 １１‐Ｉ ９４ １１‐２６２１

　

Ｐ８

　

（赤
８５）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３１０２０１７月２／２ 圃査岩瀬 ６００ ６（粉
タマバーク原町田第５６駐車場
（原町田３‐４）１３時２１分～１５時１３
分

　

「打合せ－とされｔいる
．繁華街

　

ー

　　　　　　　　

１１‐ｌ１０２ １２‐５２１

　

Ｐ８

　

▼（青
●）

同上
Ｏ

自民 駐車場代等３８２



支出書
号 支出日 費目，１５

員 支出金額 原告らの主張する遠

　　

法支出額 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢爵トＮｏ 位ー 領収書以外の開

　

違証拠 会派自民党の主張
豊判所の隠
座する違法
支出額

Ｊ１７‐３１１２０１７／１２ハＯ 蘭査 渡辺 ６００ ６００
タマバーク原町田第５８駐車増
０９時４３分～１２時００分

　

「打合
せ－

　

とされている
・長時間

　

約２時間２０分の駐車
・繁華街

　　

「 １１‐Ｉ１０７ １２‐３１２１

　

Ｐ８

　

（ビン
ク．）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３１２２０１７／１２／２０ 撰査岩瀬 ８００ ８（粉ＦＰＴ第７駐車場・１４時５３分～１６時
４４分

　

「金■－とされている ・繁華街 １１‐Ｉ１１１ １２‐５７２１

　

Ｐ８

　

（ビン 同上 Ｏ

Ｊ１７‐３１３２０１８ハハ４ 顕査木目田 ５㈹ ５（ぬ
ＮＴＴル・バルク駐車増（原町田４
丁目１）０９時６分～１１時３３分
「親地鱈査」とされている

・長時間

　

約２時間２０分の駐車
・繁華街
澗防団出所式に出席。ＮＴＴル・バルク駐車増町田第２駐車
場は、．消防団出所式の会増である町田断１小学校すぐそば。

１１‐Ｉ１２０ １‐３３
２１

　

Ｐ８

　

・（赤
亭≧２，
甲２０５

同上

Ｏ

Ｊ１７‐３１４２０１８ハハ４ 贋査岩瀬 ６００ ６（鳩
タイムズ町田中町第１４駐車増
（中町１－２）

　

０９時４４～１０時５５分
「打合せ」とされている

・繁華街
消防団出所式に出席。ＮＴＴル・バルク駐車増町田第２駐車
場は、消防団出所式の会増である町
田第２′１、学校すぐそば。

１１‐Ｉ１２０ １‐３２
２１

　

Ｐ８

　

（貴４）
甲１２６
甲２０５

同上

Ｏ

Ｊ１７‐３１５２０１８／１／３０ 鰯査渡辺 ９００ ９〔め
アットバーク町田第，１駐車増０５時５８分～ＯＢ時１０分

　

「打合
せ」とされている

：繋街
市篇会議員選挙、駅頭宣伝、本人の
ブログあり

１１‐ｌ１２６ １‐７５２１

　

Ｐ８

　

（樟
５０）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３１６２０１８／１／３０ 調査若林 ，

　

６００ ６００
町田駅前コイン駐車増（森野１
丁目１２‐１７）１９時３０分～２１時
２７分

　

「打合せ」とされている

・深夜
・繁華街
繁華街での深夜の「会議」は考えら
れない^

１１‐Ｉ１２６ １‐７４２１

　

ＰＢ

　

（縁
３４）

同上・

　　

Ｏ

Ｊ１７‐３１７２０１８／２月３ 国書渡辺 ４〔粉 ４（粉
パーキング３６５森野第３駐車増
（森野１丁目１４６２）１８時１７分～
１８時５７分

　

「打合せ」とされて
いる

・繁華街 １１‐ｌ１３０ ２‐２２２１

　

Ｐ８

　

（縁
１９，）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３１８２０１８／２月４ 掘査木目田 ４００ ４（め
ＴＰ森野第１０駐，車増（森野１－９）１０
時１８分～１１時０３分

　

「親地鯛
不ー

　

とされている
・繁華街 １１‐Ｉ１３１ ２－２５２１

　

Ｐ８

　

、（縁
●）

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３１９２０１８／２／２８ 岡査嚢辺 ６００ ６００
町田東部パーク駐車場

　

１９時３２
分～２２時４６分

　

「打合せ」とさ
れている

　　　　　　　

」

・長時間

　

３時間以上の駐車
：馨街
繁華街での深夜の「打合せ」は考え
られない－

１１‐Ｉ１３４ ２‐４７２１

　

Ｐ８

　

（黄緑
２０）

同上
Ｏ

Ｊ１７－３２０２０１７月０ハＯ 国査 佐薦 ＢＯＯ ＢＯＯ
森野第７駐車増（森野２‐２６）
０７時２９分～２２時０７分

　

「現地調
査」とされている

・長時間

　

早朝から深夜

　

１４時間３８
分の駐車
繁華街での深夜の「親地調査」は考
えられない。曲傭ー活動

１１‐Ｉ ８１ １〔ト３６

同上
Ｏ

Ｊ１７‐３２１２０１７ハｏハ０ 国査 岩瀬 ４（め ４｛刃 森野第７駐車増０８時３９分～１０
時１５分

　

「会議」とされている

・住宅地‐会離をする増所なし
「小倉まさのる；出陣式」．がおこなわれた小倉まさのぷ選挙事務所のすぐ
そばの駐車増
強像．活動

１１‐Ｉ ８１ １０÷３５

　　　　　　　　　　　　

・

同上。特に市内の中心部で．利便性が
高い駐車増である。 Ｏ

Ｊ１７‐３２２２０１７／１０ハ３ 園査 岩瀬 ４（粉 ４（め
森野第７駐車場

　

１７時４２分～１９
時０６分

　

「打合せ」とされてい
る

　　

；

・住宅地

　

会議をする増所なし
・夜間
小倉まさのぷ選挙事務所のすぐそば，
の駐車増
曲轍．活動

ｌｒｌ８３ １（ト４６

同上

Ｏ

Ｊ１７３２３２０１７ハ０ハ６ 圃査岩瀬 Ｂ〔め ８００森野第７駐車増１１時２０分～２０時
５４分・「会鑓」とされている

・住宅地

　

会議をする場所なし
・長時間

　

９時間３４分の駐車
小倉まさのぷ嫌員の事務所近〈の駐
車場で長時間の駐車
政鎌，舌軌

１１‐Ｉ ８４ １０÷５３

同上

　

′

　　

Ｏ

Ｊ１７‐３２４

二
２０１７／ｍ／２２ 顕査佐薦 ６００ ６｛櫛 森野第７駐車場１９時２７分～２１時

５９分，「会離」とされている

・住宅地

　

会磯をする鴇所なし
・深夜

　　　　　　　　　　　　　

、
・長時間

　

２時間３２分の駐車
衆議院■員選挙投票日の夜

　

即日開
票中
小倉まさのぷ嫌員の事務所のそばの
駐車増
政党活動

１１‐Ｉ ８５ １〔ト６６

　　　　　　

「同上

Ｏ

Ｊ１ｒ３２５２０１７月０／１５ 胴査岩瀬 ３〔鳩 ＼

　

３００
ｏｎｅＰａｒｋ森野第６駐車増

　

（森野
２‐２２‐１２）

　

１５時４５分～１７時１３分
「打合せ」とされている

・住宅地

　

会議をする増所なし
衆議院議員選挙投票日の１週間前と
なる
小倉まさ．のる；選挙事務所のすぐ近
く÷
政党活動

”‐Ｉ ８３ １〔ト５２

同上

Ｏ

Ｌ
Ｊ１７‐３２６２０１７／ｌｏ／７ 鯛査岩瀬 ４００ ４（鳩

ｏｎｅＰａｒｋ森野第６駐車増

　

１７時４０
分～１９時１５分

　

，「会離」とされ
ている

・夜間
・住宅地

　

会嫌をする増所なし
ｏｎｅＰａｒｋ森野第６駐車増は、小倉ま
さのぶ櫨員事務所のすぐそば。
藤田議員のブログより
「７日夜も選対会離があり」
政登活動

１１‐Ｉ８〒１（ト２５

同上

ー

　

Ｏ

Ｊ１７‐３２７２０１７／８／２２， 餌査木目田 １〔め １〔め
町田小川第４駐車増（小川５－９）
１９時１９分～１９時３４分

　

「親地鱈
春－とされている

・短時間

　

わずか１５分間の駐車
・夜間

　　　　　　　　　　　　　

ｒ １１‐Ｉ ６０ ８‐４９
同上

Ｏ

Ｊ１７‐３２８２０１７／７／ｌ 鯖査木目田 １００ １〔鳩
町田市立総合体育館駐車増（南
成瀬５‐１２） １３時２９分～１４時３７
分

　

「現地韻査」とされている

・スポーツ施股の私的利用
土曜日
ベスカドーラ町田

　

２０１７シーズ
ン４罰

　

１３：００～
１１‐Ｉ ４３ ７－５ 甲，８８

施股の性質について、市の公共財座、また、私的利用という主張を裏付ける
外形的事実の指摘はない。

Ｏ

Ｊ１７‐３２９２０１７／８／２６ 顕査木目田 １００ １００
町田市立総合体育館駐車場

　

０９
時４５分～１１時３０分

　

「会龍」・と
・スポーツ施設の私的利用
土曜日 １，１‐Ｉ ６２ ８‐６１

　　

〆

　　

′
Ｏ

Ｊ１７‐３３０２０１７月０／３ 顕査木目田 １００ １００
町田市立総合体育館駐車場

　

１１
時３７分～１２時２７分

　

「打合せ」
とされている

・スポーツ瓶故の私的利用
火曜日 １１－Ｉ ７７ １〔し９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
Ｏ

Ｊ１７‐３３１２０１７／１１／４ 嗣査渡辺 １〔め １（め
町田市立総合体育館駐車増

　

０９
時４２分～１１時４８分

　

「会議」と
されている

・スポーツ施故の私的利用
土曜日
町田市議会議員渡辺俊太郎ブログよ
り
「町田市テコンドー協会主催の第１
４回町田市テコンドー大会ならび
に、第３回東京都テコンドー大会が
成瀬体育館で開催されましたー

１１‐Ｉ ９１ １１－８ 甲９４

　　

′

　　　　　　　　

．

・
１００

Ｊ１７‐３３２２０１７／１１ハ９ 蘭査木目田 １〔船 １（鳩
町田市立総合体育館駐車場

　

１７
時５１分～１８時５４分

　

「親地鱈
峯」とされている

・スポーツ施設の私的利用
日曜日
ペスカドーラ町田２０１７シーズン２
５節

　

１７：００～
１１－・Ｉ ９７ １１‐４５甲８８ Ｏ

→Ｊ１７‐３３３２０１７／８ハＢ 顔査岩瀬 ２（め ２００
町田市民病院駐車場

　

１１時２７分
～１６時０４分

　

「会嫌」とされて
いる，

．病院の私的利用

　

‐
・長時間

　

４時間半の駐車 １１‐Ｉ ５８ ８‐３３

　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ
２００

Ｊ１７‐３３４２０１７／７／ｍ 国査 渡辺 ２〔め ２（櫛 南町田病院

　

１７時１９分～１８時１５
分

　

「金僅ー

　

とされている ・病院の私的利用 １１‐Ｉ ４６ ７‐２４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ ２（粉

Ｊ１７‐３３５２０１７／７／２６ 国書岩瀬 １，ＯＭ １，醐
立川北口パーキング

　

１５時５０分
～１８時０５分

　

「会議」とされて
いる

・遠方
・政党活動（三多摩議員連絡協韻会
冨期全議員研修会が開催、ジャーナ
リストの有本香氏が「小池刺繍が日
本を滅ぼす」との演題で講演をおこ
なった）

　

『広報おさむら』より
三豊違夏期全議員研修会

　

１６：０
０～研修会

　

１７．：０５～懇親会
（立川グランドホテル）

１１‐Ｉ ５１ ７‐６１
甲８６‐４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

、

　　　

．Ｏ

Ｊ１７‐３３６２０１７／７／２６ 扉査若林 １，２〔め １，２（刈
立川北口パーキング

　

１６時１７分
～２０時４２分「会韻」とされむい
る

・遠方
・政党活動
『広報おさむら』より
三議運夏期全議員研修会

　

１６：０
０～研修会

　

１７：０５～懇親会
（立川グランドホテル）

１１‐１ ５１ ７イ５０
甲８６‐４

　　

Ｏ

Ｊ１７－３３９２０１７月／２ 圃査岩融 ３〔ぬ ′

　　

３００
シンコウバーク鶴川駅前駐車増
２０時０６分～２０時４９分

　

「打合
せ－とされている

裟 駅前 １１‐１

　

，２ ４－Ｉ ２１

　

ＰＩ９ ／

　

Ｏ

Ｊ１７‐３４０２０１７／６／２４ 国査岩瀬 ５〔め ５（力
シンコウバーク■川駅前駐車増
１６時２９分～１７時５６分

　

「打合
せー

　

′されている
・鶴 駅前 １１‐Ｉ ３８ ６‐７２２１

　

ＰＩ９

　

．

　　　　　　　

／

　　　　　　　　　　　

Ｌ Ｏ

Ｊ１７‐３４１２０１７／６／３０ 調査岩瀬 ３〔め ３００
シンコウバーク■川駅前駐車増
１９時４２分～２０時３０分

　

「打合 ：裏駅前 １１‐Ｉ ４２ ６‐１０１２１

　

ＰＩ９

　　

０
，

Ｊ１７‐３４２２０１７／７／３ 国賓岩瀬 ３〔ぬ ３００
シンコウバーク■川駅前駐車増
１６時０２分～１６時５５分

　

，「打合
ゼトーとされている

・■ 駅前 １１‐Ｉ４４ ７‐１０２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３４３２０１７／１０／１２ 贋査岩瀬 ９（櫛 ９００
シンコウバーク■川駅前駐車増
１８時１７分～２１時０７分「会離」と
されている

二裏駅前 １１‐ｌ ８２ １０÷４１２１

　

ＰＩ９ Ｏ

自民 駐車場代等３８３



支尊書 支出日 費目貰
名
員 支出金髄 原告らの主張する違

　　

法支出甑 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢葺トＮｏ 位ー 領収書以外の闘

　

遵証拠 会派自民党の主張

　　

－
裁判所の匪
座する違法
支出額

Ｊ１７十３”２０１７ハ０ハ９ 顕査 岩瀬 ６００ ６（め
シンコウ．パーク■′１８時，１６分～１９時５８づ
せーとされている

駅前駐車場

　

「打合 ：髪芦駅前

　　　

′ １１‐Ｉ ８４ １０‐５７２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３４５２０１７／ｌｏ／２０ 鯛査岩瀬 ５（刈 ５（粉
シンコウバーク■′
１８時３４分～２０時０１づ
ゼｒｌ

　

←されている

駅前駐車場

　

「打合 ・■ｉｌｌ
・夜間

駅前 １１‐ｌ ８４ １０÷６０２１

　

ＰＩ９

　　　

． Ｏ

Ｊ１７‐３４６２０１７／１▲１／６ 調査岩煮 ６００ ６００
シンコウバーク鶴；
１７時４３分～１９時２６≦
ゼトー

　

とされている

駅前駐車増

　

「打合 ：裏駅前 １１‐Ｉ ９２ １１‐１２２１

　

ＰＩ９

　　　　　　　　　　　　

ｒ Ｏ

Ｊ１７‐３４７２０１７／１１／６ 調査岩謂 ６（粉 ６００
シンコウバーク■′
１９時３６分～２１時２６づ
せ－とされている

駅前駐車場

　

「打合 ・■
・深

駅前 １１‐Ｉ ９２ １１‐１３２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３４８２０１７／１１／９ 踊査岩瀬 ２００ ２〔め
シンコウバーク■」
１４時３２分～１５時１１づ
本１とされている

駅前駐車場
「現地韻 ・■ 駅前 １１‐Ｉ ９３ １１‐２０２１

　

ＰＩ９

　　　　　

、 Ｏ

Ｊ１７‐３４９２０１７／１１／２８ 嗣査岩瀧 ２（鳩 ２（櫛
シンコウバーク■′
１９時３６分～２０時１５づ
本ーとされている

駅前駐車場
「現地鯛 ：裏駅前 １１‐］１００ １１‐５９２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３５０

　

＼Ｌ
２０１７／１２／１２ 国査岩瀬 ８００ ８００

シンコウバーク■′
１３時５６分～１６時２８づ
とされている

駅前駐車場

　

「会議」 ：裏駅前
間２時間３２分 １１－１′１０８ １２‐３９２１

　

ＰＩ９

　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ
Ｏ

Ｊ１７‐３５１２０１７／１２／１５ 圃査岩瀬 ５００ ５〔ぬ
シンコウバーク■」
１７時４７分～１９時２７づ
とされている

駅前駐車場

　

「会鑓」 ：裏駅前 １１‐Ｉ１０９ １２‐４４２１

　

ＰＩ９

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１
Ｏ

Ｊ１７‐３５２２０１７ハ２ハ５ 煽査岩瀬 ４（鳩 ４｛め
シンコウバーク■′
１９時５８分～２１時０４づ
せ－とされてニいる

駅前駐車場

　

「打合 ：裏駅前 １１‐Ｉ１０９ １２‐４５２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３５３２０１７／１２月６ 鰯査岩濃 ４（刈 ４（め
シンコウバーク■′
１７時１９分～１８時３８づ
せ１ときれている

駅前駐車増

　

「打合 ・■ 駅前

　　

‐

　　　　　　　　　

１１‐Ｉ１１０ １２‐４６２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３５４２０１８／１／２９ 闘査砦藁 ２〔め ２（杓
シンコウバーク■′
１６時１３分～１６時３７づ
畜１

　

されている

駅前駐車場

　

「現地縄：差駅前
間２４分間の駐車 １１‐Ｉ１２５ １‐６８２１

　

ＰＩ９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／
Ｏ

Ｊ１７‐３５５２０１８／１／２９ 鱗査岩瀬 ３００ ３〔め
シンコウバーク■ｊ
２０時３０分～２１時２８コ
サー

　

とされている

駅前駐車場

　

「打合 ・■
・深

駅前 １１‐Ｉ１２５ １‐６９２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３５６２０１８／２／１ 鰯査岩瀬 ７（め ７（め
シンコウバーク■′
１１時１７分～１３時３７づ
とされている

駅前駐車場

　

「会議」 ・■ 駅前 １，ＩＴＩ１２７ ２－３ ２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３５７２０１８／２／１４ 鰯董 岩瀧 ７、００ ７（め
シンコウバーク■′
１６時５８分～１９時１６づ
とされている

駅前駐車増

　

「会議」 ：裏駅前 １１‐Ｉ１３０ ２‐２４２１

　

ＰＩ９ Ｏ

Ｊ１７‐３５９２０１８／２／１５ 調査岩瀬 ２００ ２００
シンコウバーク鶴′
０６時５９分～０８時１１づ
せ－とされている

駅前駐車増

　

「打合 ：！駅前 １１‐Ｉ１３１ ２‐２８２１

　

ＰＩ Ｏ

Ｊ１７‐３５９２０１７／８／５ 麟査岩濃 ３９０

　　　　　

３９０
シンエイパーキング２４Ｈ（能ヶ谷
町１‐７ー５）１８時５０分～２０時
２０分

　

「打合せ１とされている
二裏駅前 １１‐Ｉ ５５ Ｂ‐１０２１

　

ＰＩ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ Ｏ

Ｊ１７－３１節２０１７／６／１４ 調査岩瀬 ２（刈 ２（粉ＧＳパーク■′１１

　

１９時３７分～２０時
ＯＢ分

　

「打合せ－とされている ：差駅前 １１‐Ｉ ３２ ６‐３３２１

　

ＰＩ Ｏ

２０１７／１２／９ 煽査岩瀬 ＧＯＯ ６００
カノープス■川駅前駐車増

　

１３
時５６分～１５時２７分

　

「打合せ」
とされている

・■ 駅前

　

，

　　　　　　　

‐ １１‐Ｉ１０６ １２‐２５２１

　

ＰＩ

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・′ Ｏ

２０１７／１２／２４ 嗣査渡辺 ４（刈 ４００ＧＳパーク■′１１１４時０３分～１５時
Ｄ７分

　

・「打合せ１とされている ・■ 駅前 １１‐Ｉ１１２ １２‐６３２１

　

ＰＩ Ｏ

２０１８／１／７ 調査木目田 ５００ ５（力
タイムズ■川駐車場・１２時３６分
～１４時１３分

　

「打合せ」とされ ・■ 駅前 １１‐Ｉ１１７ １‐１７２１

　

ＰＩ Ｏ

２０１８ハハ８ 調査 渡辺 ２【め ２｛めＧＳパーク■′１・１９時２０
５１分

　

「打合せ－とさ
分～１９時
れている ：著駅前 １１‐Ｉ１２１‐１‐４１２１

　

ＰＩ Ｏ

２０１７／１１／１６ 鰯査 岩滝 ３００ ３〔め
神蔵パーキング（■ｊ
時４５分～１３時５５分
本－とされている

駅前）１２
露地調 ・■ 駅前 １１‐Ｉ ９６１１－４（ト２２１

　

ＰＩ

　

１
Ｏ

Ｊ１ｉ－３２０１７／１２／３ 鯛査木目田 ９００ ９（刈
神廠パーキング（■′
時０６分～１６時２４分
番－

　

とされている

駅前）１２
現地鯛 二裏駅前

間

　

４時間・以上の駐車 １１‐Ｉ１０３ １２－９２１

　

ＰＩ Ｏ

２０１８／１／７ 調査 岩瀬 ４〔鳩 ４｛め
神蔵パーキング（■′
時０１分～１１時４２分
とされている

駅前）１０
打合せ」 ・■ 駅前 １１‐１

」
１１７ １‐１６２１

　

ＰＩ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
Ｏ

Ｊ，ラ‐３２０１８／１／２６ 岬査 岩瀬 ６００ ６｛め
神戴パーキング（■′
時４７分～２１時２６分
されている

駅前）１８
会議」と ：嚢駅前 １１‐Ｉ１２４ １‐６０２１

　

ＰＩ

　　　　　　　　　　　　　　　　

．
Ｏ

２０１８／１／２７ 岡査 岩瀬 ３００ ３｛め
神艦パーキング（■′
時５０分～１５時０２分
とされている

駅前）１３
打合せ」 ・■ 駅前 １１‐１１２４ １‐６２２１

　

ＰＩ

　　　　　　

′
Ｏ

Ｊ１７‐３７０２０１８／２月 調査 岩瀬 ６００ ６（力
神薦パーキング（■ｊ
時５０分～２０時４６分

駅前）１７
会議」と 二裏

・丑

駅前

間２時間５６分の１キ宣
，，‐，

「
１２８ ２‐８ ２１

　

ＰＩ Ｏ

Ｊ１７‐３７１２０１７／７／２２ 麟査 岩瀬 ４〔め ４｛め バウム神昭駐車場

　

１６時２１分～
１８時２９分「会議」とされている

署；
ＯＸの

駅前
施般（■川駅前のオダキ・ユー
ヒに．ある辞宜鶴）

１１‐Ｉ ５０ ７‐５４２１

　

ＰＩ Ｏ

Ｊ１７‐３７２２０１８／１／８ 闘査 岩瀬 ３００ ３（鳩
バウム神昭駐車増

　

１７時２８分～
１８時１３分「打合せ」とされてい

・■′”駅前
・商業施般，（鶴川駅前のオダキュー
ＯＸの上にある１１宣鵠）

１１‐１１１７ １‐１８２１

　

ＰＩ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／
Ｏ

ｉ

　　

、

　

１

　　　　　　　

１

　
　

　　

　

　

　

　

　

　　

　

，ｉ

　

三
，

’： ‘
，
１

１，醐合計額

　

′

　　　　　　　　

‘

　　　　

１５６，７４０

自民 駐車鴇代等３８４



支出馨
号 支出日 費目 誰員名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 纂跨トＮｏ位置 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張 裁判所の認定す
る違法支出額

Ｊ１４‐３０７

　　　　

ｒ

資料市川 ３６，２５８ ３６，２５８
新聞購入代

　

産経新聞

　

３，０３４円
＊１１＝３３，３７４円

　　

２，８８４＊

　

１＝
２，８８４

・私的な資料
・自宅（野津田町２５３４‐１８ガーデンヒ
ルズ愛１０１）での一般紙の購入 ８‐２１３６～

１３９

　　　　　　　　　　　　　　

．
一般紙には政治、経済及び社
会の情勢について最新の情報
が記載されており、市政に関
する韻査研究活動のために有
益なものである。
そして、使途基準においても
新聞購入費は会派の行う醜査
研究活動のために必要であれ
ば認められており、購入増所
が自宅か否かの区別はされて
し、なし、。

Ｏ

Ｊ１４‐３０８

　

」

　　　　　　　　　　　

」

資料佐薦 ４３，２８４ ４３，２８４
新聞購入代

　

践売新聞

　

３，６０７円
領収書ｘ１２ヶ月＝４３，２８４円

・私的な資料
・自宅（小山町２４２０）での一般紙の購
入。

　　　　　　　

Ｌ
・領収書不提出
領収書は１か月分しか提出されてい
なし、。

８－２ １４０ 下

同上
また、平成２７年～２９年におい
ても同じ新聞社から同じ新聞
を継続して賭醸しており、１２
か月分継続的に支出がされて
いることは明らかと言える。

３９，６７７

Ｊ１４‐３０９

　　　　　　　　　　　　　

」
資料薦田 ４８，４４４ ４８，４一“

新聞購入代 競売新聞

　

４月分
領収書４，０３７円×１２ヶ月＝４８，４４４
円

・私的な資料
・自宅（常盤町３２２５－２）での一般紙の
購入

８「２１４３ー
１４６

同上
Ｏ

Ｊ１４‐３１０ 資料松岡 ３６，４０８ ３６，４０８
新聞購入代

　

産経新聞４月分領収
書３，０３４円×１２ヶ月．３６，４０８円

・私的な資料
・自宅（忠生３‐１３‐４０）での一般紙の購
入。
・領収書不提出
領収書は１か月分しか提出されてい
ない。

８－２ １４７ 上 丙ＣＩ

同上
また、平成２７年～２９年におい
ても同じ新聞社から同じ新聞
を継続して購旗しており、１２
か月分継続的に支出がされて
いることは明らかと言える。

Ｏ

Ｊ１４‐３１１ 資料豊村 ４８，４４４ ４８，４４４ 新聞購入代

　

鱗売新聞

・私的な資料
・自宅（鶴間４３６一９），での一般紙の購
入 ８‐２ １４７ 下

同上

Ｏ

Ｊ１４‐３１２ 資料三遵亭 ４７，３９６ ４７，３９６
新聞購入代 朝日新聞

　

醗亮新
聞

　　　　　　　　

．

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入。篠売と朝
日の領収書混在 ８－２

１４８

１６０

同上
Ｏ

Ｊ１４‐３１３ 資料いわせ ４３，９３２ ４３，９３２
新聞購入代 朝日新聞

　

朝刊
２６年４月～２７年３月購鱗料として
４３，．・９３２円

・私的な資料
・自宅（能ケ谷４一４０－１１クレインヒ
ルズ皿－１ー１）での↑般紙の購入 ８‐２ １５５

　　　　　　　　

．

同上

Ｏ

Ｊ１４‐３１４２０１４／１０／２ 資料 佐薦 １２，０００ １２，０００
『倫風』購統料１２，０００円

・私的な資料
実践倫理宏正会の機関誌。
同会は午前五時に「朝の誓い」を唱
和などする朝起会を主な活動として
いる新宗教団体とされる。政務調査
とは無関係であり支出は認められな
い

８‐２ １７２ 上左

　

．

　　　

，

同書籍は多様な角度から倫理
についての記事を掲載してい
るものであり、道徳教育につ
いて教養を取待するため１ご資
するものであり、社会や生活
に関する醜査研究に関連する
もの．である。

Ｏ

３９，６７７

　　

合計甑・

　　　　　　　

３１６，１６６

ＪＩＳ‐３５４

′

　　　　　　　　　　　　　　　

，

， 資料 三遊亭 ３８，９２２ ３８，９２２
新聞購読代 競売朝刊３，７７５×．４
か月 朝夕刊４０３７

　

×

　

５ヵ月
３６３７円×１ケ月

・私的な資料
・購入先は「森野５丁目２６÷‐８」は戸建
住宅。表札に「塩原」「三遊亭らん丈」「
小野寺明」とある。一般紙購入

９－２ 夢
嫌

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

一般紙には政治、経済及び社
会の情勢について最新の情報
が記載されており、市政に関
する醜査研究活動のために有
益なものである。
そして、使途基準においても
新聞購入費は会派の行う鯛査
研究活動のために必要であれ
ば認められており、購入場所
が自宅か否かの区別はされて
いない。
そのため、原告の主張は使途
基準違反を推認させるもので
はない。

Ｏ

Ｊ１５‐３５５ 資料 長村 ３２，２９６ ３２，２９６
新聞瓢随一Ｅ代

　

置ａ一Ｅ売新聞

　　

２％白戸４
自分４，０３７円ｘ７ヶ月

　

２８４白戸２自分
４，０３７円 合計３２．２９６円

・私的な資料
・自宅（鶴間４３６－９）での一般紙購入 ９－２ ２７１

　　

、 同上

　

．
Ｏ

Ｊ１５‐３５６ 資料 市川 ３２，０５３ ３２，０５３
新聞鯖鱗代

　

崖軽新聞
３，〇３４円×７か月

　

２，９８
２，７８１ｘ１ヶ月、

　

２，〇６
合計３２・０５３円

月額
７Ｘ２ケ月
０×１ケ月

・私的な資料
・自宅（野津田町２５３４‐１８ガーデンヒ
ルズ量１０１）での－般紙購入 ９－２ ぞ

焔
同上

　　　　　　　　　　　

． ＼

　　　　　　

Ｏ

Ｊ１５‐３５７ 資料 藤田 ４４，４０７ ４４，４０７
新聞購統代

　

陵売新聞

　　

４，０３７
円×１１ゲ月

　　

４４，４０７円

・私的な資料

　

・
・自宅（常盤町３２２５「２）での一般紙購
入

　　　　　　　

・

　　　　

′ ９－２
２７７

２８１・
同上 Ｏ

Ｊ１５‐３５８ 資料 松岡 ３６，４０８ ３６，４０８
新聞購擁代

　

産経新聞

　

４月分領
収書３，０３４円×１２ヶ月・３６．４０８円

・私的な資料
・自宅（忠生３‐１３‐４０）での一般紙購入 ９－２三； 同上 Ｏ

Ｊ１５‐３５９ 資料 いわせ ４３，９３２ ４３，９３２
新聞購醗代

　

朝日新聞
２７年４月～２８年３月

・私的な資料
・自宅（能ケ谷４‐４０一１１クレインヒ
ルズ皿－１‐１）での一般紙購入 ９－２ ３２６

　　

ノ
同上 Ｏ

Ｊ１５‐３６０ 資料 佐藤 ３６，０７０ ３６；０７０
新聞購憐代

　

鱗売新聞

　　

朝刊
月６月分３，６０７円～２０１６年３月まで
３６，０７０円

・私的な資料
・自宅（小山町２４２０）での一般紙購入 ９」２

２９８

３０１
同上 Ｏ

Ｊ１５‐３６１

　　　　　　　　　　

・

資料 三遵亭 ４８，４４４ ４８，４４４
新聞購膝代 朝日新聞

　

（観日
本体３７３８）４月分４，０３７円～３月分
４８，４４４円

・私的な資料
・森野１丁目一２１レーベン町田フロン
トテラス５０４」

　

での一般紙購読 ９‐２
３０２

３０５

　　　　

・
同上 Ｏ

Ｊ１５‐３６２

　　　

・
資料 若林 ４８，私１４ ４８，４４４

新聞購醗代

　

陳売新聞

　　

４，０３７
円×１２ケ月

　

４８，４４１４円

・私的な資料
・自宅，（忠生２‐２０－９町田ビューハ
イツ２０４）での－般紙購入 ９－２

３１０

３１３

　　　　　　　　　　　　　

． 同上 Ｏ

Ｊ１５‐３６３ 資料 木目田 ４２，０００ ４２，０００
新聞購膝代 日経電子

　

４，２００円
×（２０１５年５月～２０１６年１．月ま
で）と２０１６年３月

・私的な資料
・自宅での一般紙購陳

　

（ＩＤ決済）
新聞購入

　　　　　

ｒ ９－２
２２４
３１４

３２５

２２４、３１４、３１６、
３１７、３１９、３２０、３２１、３２２、３２ム３２５と１０回の領収
書あ－り

　

娯記指
橋は誤り

同上 Ｏ

Ｊ１５‐３６４２０１５／１０／２１資料 佐藤 １２，０００ １２，０００
『倫風』購跳料１２，０００円

・私的な資料
実践倫理宏正金の機関誌
同会は午前五時に「朝の誓い」を唱
和などする朝起会を主な活動として
いる新宗教団体とされる。政務醸査
とは無関係である。
・翌年度分の支出
２７年１１月～２８年１０月は年度をまたい
でいる。平成２８年４月～１０月の７ヶ月
分７，０｛｝０円は翌年度分の政務調査の経
費であり計上は認められない。

９－２ ２４６

　

」」

同書籍は多様な角度から倫理
についての記事を掲載してい
るものであり、道徳教育につ
いて教養を取待するために資
するものであり、社会や生活
に関する鵠査研究に関連する
ものである。
また、平成２７年１０月に一括で
支出したものであり、－翌年度
の支出ではない。

Ｏ

，

　　　　

も

合計額

　　　　　　　

４１４，９７６

自民 責『÷虞入費３８５



支出書
号 支出日 費目 議員名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出
＆

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 纂爵トＮｏ位置
「
領収書以外の関

　　

連証拠 会派自民党の主張 裁判所の総定す
る違法支出甑

Ｊ１６‐４３１

　　

、 資料 いわせ ４３，９３２ ４３，９３２
自宅

　

”ーＩＥケネキ４－３６一′８）での－
１１畳紙貝磨膝

　

朝日新聞

　

２８４ョ１謡月－－
２８年３月自国“浮け斗

　

４３，９３２円
・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 ｌｏ一２２７２

　　　

、

一般紙には政治、経済及び社
会の情勢について最新の情報
が記載されており、市政に関
する調査研究活動のために有
益なものである。
そして、使途基準においても
新聞購入費は会派の行う調査
研究活動のために必要であれ
ば認められており、購入増所
が自宅か否かの区別はされて
し・ない。
そのため、原告の主張は使途
基準違反を推認させるもので
はない。

Ｏ

Ｊ１６‐４３２

　

．
資料 いわせ １１，３２５ １１，３２５

自宅（能ケ谷４‐３６－８）での－
般紙賭隣

　

接売新聞朝刊３，７７５
円×３＝１１，３２５円

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 １０」２３０７ 同上 Ｏ

Ｊ１６÷４３３ 資料 佐麓 ３２，４６３ ３２，４６３
自宅（小山町２４２０），での一般紙
購読

　

隣売新聞

　

３，６０７円×９＝
３２．４６３円

・私的な資料
・自宅での－般紙の購入 １０－２

２９２

２９４
同上 Ｏ

Ｊ１６‐４３４

　　　　　　　　　　　　

′
資料 長村 ３８，８〔め ３８，８（め

自宅（鶴間４３６．－９）での一般紙
購鱗

　

醗売新聞

　

４，０３７円×５＝
２０，１８５円．３７２３×５：１８６１５円

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 １０－２

２９５

２９８
同上 Ｏ

Ｊ１６‐４３５ 資料 三遵亭 ４８，４４４ ４８，４４４
自宅での一般紙購陳

　

朝日新聞
４，０３７円×１２＝４８，４一１４円

・私的な資料
・自宅での「般紙の購入 ０ー２

２９９

３０３
同上 Ｏ

Ｊ１６‐４３６ 資料 庫田 ４０，３７０ ４０，３７０
自宅（常盤町３２２５－２）での一般
紙購鱗

　

鱗売新聞

　

４，０３７円×１０
＝４０．３７０円

・私的な資料
・自宅での－般紙の購入 ０ー２

３０８

３１１
同上 ・

　　

０

Ｊ１６‐４３７ 資料 市川 ３６，２１１ ３６，２１１

自宅（野津田町２５３４一１８ガーデ
ンヒルズ愛１０１）での一般紙購隣
座経新聞

　

３，０３４円×１０か月
２，９８７円×１ケ月

　

２，８ａ４円×１ケ
月

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 ０‐２

３１２

３１５

　　　　　　　　　　　　

′ 同上 ０

Ｊ１６÷４３８ 資料 若林 ４０，３７０ ４０，３７０
自宅（図師町６０１一１１）での一般
紙購隣

　

陳売新聞

　

４，０３７円×
Ｋに４０，３７０円

・私的な‐資料
・自宅での一般紙の購入 ０ー２

３２０

３２３
同上

　　　　　　　　　

、 Ｏ

Ｊ１６‐４３９

　　　　　　　　　　　

＼資料 木目田 ５０，４（力 ５０，４（鳩
自宅での一般紙購鱗

　

日経電子
（ＩＤ決済）４，２００円＊１２＝５０，４００円

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 ０ー２

３２４

３３５
同上 Ｏ

合計額

　　　　　　　

３４２，３１５

Ｊ１７‐５５９ 資料 藤田 ２８，２５９ ２８，２５９
鱗売新聞

　

自宅（常盤町３２２５一
２）で一般紙購競

　

４，０３７円×７
４ｆ５・６・７・９・１０・１１
月

　

ｒ

　　　　

．－－

・私的な資料
・自宅での－般紙の購入
（領収書は各自ごとに分かれて綴ら
れている。以下同）

１１‐２２５０ 上

　　　

＼

同上 Ｏ

Ｊ１７‐５６０ 資料 木目田 ４６，２｛刈 ４６，２（め
日経電子

　

自宅で－般紙購隣
（ＩＤ決済）新聞代４，２００円

　

１１か
月（４月～２月）

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 １１－２２５１ 同上 Ｏ

Ｊ１７‐５６１ 資料 松岡 ３０，３４０ ３０，３４０
座経新聞．自宅（忠生３‐１３－
４０）で一般紙購陳 ４月分領収書
３，０３４円ｘｌｏケ月（４月～１月）

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 １１－２２６１ 上 同上 １

　　　　　　

０

Ｊ１７‐５６２

　　　　　　　　　　　　　

・
資料 佐麓 ３９，６７７ ３９，６７７

鱗売新聞

　

自宅（′」、山町２４２０）
で一般紙購鱗

　

朝刊３，６０７円×
１１ケ月

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 １１－２２６１ 下 同上 Ｏ

Ｊ冒‐５６３ 資料 若林 １６，１４８ １６，１４８
競売新聞

　

自宅（図師町６０１－
１１）で一般紙賭嬢

　

４，０３７円×
４ケ月

・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 １１‐２２７８ 中 同上

　　　　

．

　　　　

・・

　

， Ｏ

Ｊ１７‐５６４ 資料 いわせ ３０，２（滑 ３０′２００
画廉売新聞

　

自宅（能ヶ谷４－３６－－
８）で一般親王日覆１劃座

　

＆７７５円ｘ８ヶ
月分

　

５－６－７－１〇‐１１‐１２‐
１・２月

・・私的な資料
・自宅での一般紙の購入 １１－２

２７２

３０６
上 同上 Ｏ

Ｊ１７‐５６５ 資料 長村 ４０，９５３ ４０，９５３・
醗売新聞

　

自宅（南町田２一１３一
１）．で一般紙購鱗

　

朝刊４月
３，７２３円×１１ケ月

・私的な資料
・自宅での－般紙の購入 １１一２２６４ 下 同上 Ｏ

Ｊ１７‐５６６ 資料 三遵亭 ４４，．４０７ ４４，４０７
朝日新聞

　

自宅で一般紙購鱗
（朝日本体３７３８

　

４自分４，０３７
円）１１ヶ月分

・私的な資料
・自宅とそれ以外の場所での一般紙
の購入

　　　　　　　　

，
１１「２２６７ 下

　　　　

ｒ同上 Ｏ

合計額

　　　　　　　

２７６，１８４

自民 資料購入費３８６



　　　　　

　

　　

　　

　

　

　

　

　　　

　

　

　　

　　
１ニｒラド．ニミ
　　　　　　　
　　　　　　　　

　

，．ｒ‐‐・，．－＼

　

，１
デコ；‐．ゴー．≦．・ーセーフト」

支尊蕃 支出日 費目制
≠琶
員 支出金額

原告らの主
張する違法
支出額

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 憂欝トＮＯ位置 領収書以外の関

　

違艦拠 会派自民党の主張 裁判所の認定す
る違法支出額

Ｊ１４‐３１５２０１４／８／１９広報自民党 ８６，４（鳩 ８６，４（鳩
意見広告

　

武相新聞

・会派の宣伝広告
「地域に根差した町田市轟会自由民
主党」などと大文字で掲載した広告
のための費用。何度も同‐内容の広
告をおこなっている。会派の広告で
あり政務鋼査のための経費ではな
い。

８‐３ １８９ ・

　　　　　

Ｆ

　　　　　

． 同広告は市政に関する会派の瞳
会活動及び市の施策について市
民に報告する内容であり、会派
としての政務活動に他ならな
い。また、これを銭緒と，して市
民からの意見や情報が集まるこ
ともあるため、鶏査研究活動で
ある。

Ｏ

Ｊ｝４‐３１６２０１”８／２８広報自民党 ５０．４３２ ５０．４３２ 意見広告

　

町田ジャーナル 同上 ８‐３ １９０ 下右 同上 Ｏ
Ｊ１４‐３１７２０１５／１／２１広報自民党 ８６．６１６ ８６．６１６ 意見広告

　

紙相新聞 同上 ８÷３ １９１ 右 同上 Ｏ
Ｊ１４‐３１８ ２０１５／２／９広報自民党 ５０．０００ ５０．０００ 意見広告

　

町田ジャーナル 同上 ８‐３ １９２ 左 同上 Ｏ
合計額

　　　　

．

　　　

２７３，４４８

Ｊ１５‐３６５２０１５／７／２５広報 会派 ８７，０４８ ８７，０４８ 意見広告、武相新聞
・会派の宣伝広告であり政務醜査と
よいえない。 ９－３ ４２０

同広告は市政に関する会派の
離会活動及び市の施策について
市民に報告する内容であり、会
派としての政務活動に他ならな
いふまた、これを端緒として市
民からの意見や情報が集まるこ
ともあるため、調査研究活動で
ある。

Ｏ

Ｊ１５‐３６６２０１似１０／３０広報 会派 ５０．０００ ５０．０００ 広告料 町田ジャーナル

　

同上 同上 ９－３ ４２２ 同上

　

‐ Ｏ
Ｊ１５‐３６７２０１Ｖ翌１６広報 会派 ５０．０００ ５０．０００ 広告料 町田ジャーナル

　

同上 同上

　　　　

．‐ ９－３ ４２４ 同上 Ｏ
Ｊ１５‐３６８２０１５／４／２２広報 会派 ８６．４００ ８６．４（鳩 意見広告

　

式相新聞

　

同上 同上 ９－３ ４２６ 同上 Ｏ

Ｊ１５‐３６９２０１６月／８ 広報木目田 １０，鎖）Ｏ １０，０００ 勤国撮影代
・市政報告の助国とされているが、
助国の内容は不明。議員の宣伝広告
であり政務調査に必要な経費とは認
められない。

９‐３ ４１０

市民に向けて会派における市政
報告動国を作成することは十分
に想定でき、

．原告の主張は使途
基準違反を推総させるものでは
ない。

１０，０｛）０

Ｊ１５‐３７０２０１６／３／２ 広報 若林 ８，１〔ぬ ８，１０Ｏ
ＨＰ管理費

　

ウェブサイト更新業
務委託契約（２０１６年０３月～ｏａ自
分）２分の１

・平成２８年度の支出であり計上は認
められない

　　　

′ ９－３ ４１５

　　　

、－

平成２８年３月に支出したもので
あり、平成２８年度の支出ではな
い。

Ｏ

ＩＱ鎖）Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　

合計甑

　　　　　　　

、

　

２９１，５４８

Ｊ１６‐４４０２０１７月／２４広報 会派 ′８６，４｛鳩 ８６，４（鳩 貧相新聞 意見広告１月１日 ・会派の宣伝広告 １０－３３３７

　　

ー

同広告は市政に関する会派の隣
会活動及び市の施策について市
民に報告する内容であり、会派
としての政務活動に他ならな
い。また、これを鰭緒として市
民からの意見や情報が集まるこ
どもあるため、鯛査研究活助で
ある。

．

　

Ｏ

Ｊ１６‐４４１２０１６／８／１７広報 会派 Ｂ６，４（鳩 ８６，４（鳩 意見広告

　

武相新聞

　

８月 ・今派の宣伝広告 １０－３４０３ 同上 －・

　　　

Ｏ

Ｊ１６÷４４２２０１７／２／６ 広報 会派 １〔鳩，０００ １（杓，０００
意見広告

　

町田ジャーナル８月、
１月

　

同上
・会派の宣伝広告 １０－３４０５ 同上 －

　　　　　

Ｏ

合計甑

　　

．・

　　　　

２７２，８（鳩

，

　　

ｔ

　　

ｌ

　　　　

ｔ－

　　

′

　　

‘－

　　　　

、

　

ｉ

　　

ｉ、

　　　

【

　　

ー，

　

　

　　

　

　　

　　

　　　　　　

　

　

１．

　

・１，

　　　

１１

　　

Ｐ

調７‐５６７２０１８ハハ 広報 会派 ８７，２６４ ８７ｒ２６４ 意見広告

　

武相新聞 ・会派の宣伝広告 １１－３３９６ 同上 Ｏ

虜７‐５６８２０１７／７／２７ 広報 会派 ８７，２６４ ８７，２６４ 意見広告

　

貧相新聞 ・会派の宣伝広告 １１‐３３９１ 同上 Ｏ

Ｊ１７‐５６９２０１″８／２５ 広報 会派 ５０，５４０ ５０，５４０ 意見広告

　

町田ジャーナル ・会派の宣伝広告 １１－３３９４ 同上 Ｏ

Ｊ１７‐５７０２０１７月／２６ 広報 松岡 ４３，３（め ４３，３（刃 印刷代．封筒

　

１００００枚一
・使途が不明
大量の封筒を購入する理由がない １１－３４１５

　　

，，

　　　　　

「市政報告書（離会報告）を送る
ために使用した封筒及び封筒へ
の印刷代である。

Ｏ

Ｊ１７‐５７１２０１７月／２９ 広報 松岡 １３９，３８０ １３９，３８０ 印刷代．議会報告４５０００部 印刷部数と全く一致せず

　　　

′
１１－３４１５

会派の醜査研究活動、議会活動
及び市の施策について広〈市民
に報告する目的である。

Ｏ

Ｊ１７‐５７２２０１７／５／ｍ 広報 岩瀬 ８，２００ ８，２（め
切手代．「スヌーピーとおくり
もの」８２円切手１０枚×１０セツド
ニ１００枚

・使途が不明
大量の切手

　　　

＼ １１－３３５７ 中
市政報告書（市政レポート２０１７
年号）を送るために使用したも
の Ｏ

Ｊ１７‐５７３２０１７／５月Ｉ 広報 岩瀬 ８，２｛鳩 ８，２〔め
切手代

　

「マイ旅第２集」 ８２円
切手１０枚×１０セット＝１００枚

　

．大
量の切手購入

・使途が不明
大量の切手購入 １１－３３５７ 右

　　　

１
．
・

同上 Ｏ

Ｊ’７‐５７４２０１７ハ１ハ６広報 渡辺 １７３，５１０ １７３，５１０
市政報告チラシの大量印刷（４
万部）

・選挙活動
町田市市離会議員選挙のためのも
の。 ′

　　　　　　　　

・ｒ
１１－３４５６ 甲７８

会派の活助などを広〈市民に報
告する目的であり、個人として
の選挙活動には当たらない。

１７３，５１０

Ｊ１７‐５７５２０１７／１２月 広報三遠亭１３７，０５２ １３７，０５２
三遊亭離員作成の通信チラシ
（はるかぜ２４号）印刷代
１２，０００部

・選挙活動 １１‐３３８４

　　　　

、

　　　　　　　　　　　　

１
以下、記載があるまで同上， Ｏ

Ｊ１７‐５７６２０１７／１２／ 広報 若林 ２８３，３０３ ２８３，３０３
若林議員の議会報告チラシの印
刷費、ポスティング代奪
２２，３００部

・選挙活動 １１「３ 心１２ ２８３，３０３

Ｊ１７‐５７７２０１ハハ 広報木目田 １５，３（鳩 １５，３（め
木目田議員の市政報告チラシ
３つ折りチラシ

　

１７００部 ・選挙活動 １１一３３６ １５，３（鳩

Ｊ１７‐５７８２０１ハハ 広報木目田 １０，０３０ １０，０３０
木目田議員のチラシ（あいさつ
文）１７００部 ・選挙活動 １１‐３３６

　　

－

　　　　　　　　　　　　　

、 １０，０３０

Ｊ１７‐５７９２０１カ月 広報木目田 １２，７５０ １２，７５０ 木目田議員のチラシＡ３

　

１７（刈部 ・選挙活動 １１‐３３６ １２，７５０

Ｊ１７－５ ２０１ハハ 広報木目田 １７，０００ １７，０００
上記チラシの封入／封鱗代 １７００
枚 ・選挙活動 １１‐３３６ １７，０００

Ｊ１７－５１１１
２０１ハハ 広報木目田 ４．４０６ ４．４０６Ｊ１７‐５７７～５８０の消費税 ・選挙活助 １１－３３６ ４」４０６

Ｊ１７－５２２０１ハハ 広報木目田 Ｂ，１（滑 ８，１〔め
木目．田嫌員のチラシＡ３

　

１，０００
部 ・選挙活動 １１－３３６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ ８，１（め

Ｊ１７－５３２０１／１／２ 広報 岩瀬 ２９１，６（鳩 ２９１，６００
岩瀬議員の市政レポート印刷代
１５０００部

　　　

．

　

・ ・選挙活動 １１－３３５ Ｏ

Ｊ１７－５４２０１／２／７ 広報 若林 ２８１，１４３ ２８１，１４３
若林議員の議会報告チラシの印
刷費、ポスティング代等
２１，８００部

・選挙活動 １１‐３４４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． ２８１，１４３

Ｊ１７－５５２０１／１／２２ 広報木目田１２２，０６６ １２２，０６６
木目田議員のチラシ郵送代
１，６７８通

・選挙活動 １１‐３３６ １２２，０６６

Ｊ１７‐５６２０１／１／３１ 広報 石川 １２４，７４０ １２４，７４０
石川離員の市議会報告

　

２，０００部
長４封筒２，０｛）０枚

Ｌ選挙活動 １１－３３４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ Ｏ

Ｊ１７－５７２０１／２／５ 広報 石川，１４１，０２８ １４１，０２８
石川離員のチラシ郵送代

　

１，８７９
通 ・選挙活動 １１‐３３５０ Ｏ

Ｊ１７－５８２０１／３／１４ 広報 長村 ４９２，４８０ ４９２，４８０
長村議員の市政報告チラシ、ポ
スティング代．２４，０００部（ポス
ティングは２３，０００部）

・選挙活動 １１‐３３６２ ，

　　　　　　

Ｏ

Ｊ１７－５９２０１／１／２６ 広報 渡辺 ８２，３０５ ８２，３０５
渡辺鱗員の市政報告チラシの印
刷代

　

２０，０００部
・選挙活動
渡辺議員は前年１１月にも４万部を印刷
した。

１１‐３４５７

　　　　　　　　　　　　　　　　　

「
８２，３０５

１，帆）９，９１３合計額

　　　　　

＼

　

２，６２０，９６１

自民 広報費３８７



支ず 支出日 費目『１５
員 支出金額

原告らの主
張する違法
支出額

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
証拠
番号
（甲） トＮｏ 位置 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の認
定する違法
支出額

Ｊ１４‐３１９２０１４／８／２５ 通信石川 １６，２５８ １６，２５８
切手購入

　

８０円×２０３

　

１０円×１
２円×４

・使途不明
大量の切手購入
印刷物添付なし。二重計上。

８÷‐４ ２０８ 左
二重計上の事実が確認された
ため、原告らの主張は争わな
い－ １６，２５ａ

Ｊ１４‐３２０２０１４／９月Ｉ 通信自民党 ９，８８０ ９，８８０
はがき購入

　

往復はがき１０４円×
９５

・使途不明
大量のはがき購入
支出者すら不明。

８‐４ ２０８ 中

　　　

１、

使途基準に合致していないこ
とを推認させる一般的、外形
的な事実を指摘しているとは
言えない。

Ｏ

Ｊ１４↑３２１２０１４／ｍ／２８通信自民党 ４，，１００ ４，１００ 切手購入

　

８２円ｘｌｏ×５
・．使途不明
大量の切手購入
支出者すら不明。

８÷‐４ ２０９ 中
同上

Ｏ

Ｊ１４－３２２２０１４ハ１ハ６通信自民党 １３，５２０ １３，５２０
はがき購入

　

．往復はがき１０４円
ｘ１３０

・使途不明
大量のはがき購入
支出者すら不明。

８÷‐４ ２０９ 右
同上

Ｏ

Ｊ１４‐３２３２０１４月１／２５通信自民党 ２，４６０ ２，４６０切手購入

　

８２円ｘｌ，０×３枚
・使途不明
大量の切手購入 ８÷‐４ ２１０ 中

市政報告書の郵送費
Ｏ

Ｊ１４‐３２４‐２０１５／１／２２ 通信自民党 ６，５６０ ６，５６０′切手購入

　

８２円×８０
・使途不明
大量の切手購入 ８‐４ ２１０ 右

　　　　　　　　

、 同上
Ｏ

Ｊ１４‐３２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

通信藤田 ４２０，７６３ ４２０，７６３

長村、藤田、佐藤議員の「電話
代」とされている

　

、
内訳は、長村鐘員１８万円、藤田
議員１８万，円、佐藤議員６万０７
６３円である。‐

・使途不明
「電話代」と手書きで記入されてい
るだけである。
・領収書不提出
領収書は全く提出されておらず、支
出内容は全〈不明である。

８‐４ １９９

通信費（固定電話、携帯電
話、ファクシミリ、インター
ネット回線使用料）である。
当時、使途基準において、通
信費については会派所属議員
一人当たり月額１５０００円
を限度に支給することができ
るものとされておｒり、これは
政務活動等以外の活動を目的
とした通信費の支出を排除す
るために設けられた上限規制
である。
そして、各議員はその上限以
内の通信費のみ政務活動費と
して支出しており、通信費と
しての経費である。

２５５，６５５

Ｊ１４‐３２６

　　　　　　　　

’ 通信

　　　

‘

３９３，６１６ ３９３，６１６

同上（佐藤、若林、三遊亭、いわ
せ躍員）
内訳は、佐藤議員２万０３９８円
（２か月分。甲８の４・２００
頁）、若林議員１８万円、三遊亭
繕員１８万円（固定電話代含
む。）、いわせ議員、１万３２１８
円（固定電話代含む。４か月分。
甲８の４・２００頁）

同上 ８÷４ ２（鳩

　　　　　　　

． 同上

　　　

．

２７０，０５７

Ｊ１４‐３２７◆ 通信いわせ

　

２６，８８８ ２６，８８８
同上（いわせ議員。固定電話代含
む。８か月分） 同上 ８÷‐４ ２０１ 同上 １３，４４４

Ｊ１４‐３２８ 通信市川 ９８，９３８ ９８，９３８ 同上（市川議員。８か月分） 同上 ８４ ２０２ 同上 ６３，３０２

Ｊ１４‐３２９ 通信 ９３，３９６ ９３，３９６

同上，

　　　

，‐市川議員３万６２４６円・４か月
分
松岡議員５万６９７０円・．５か月
分（固定電話代含む。）

同上 ８－４ ２０３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

同上

４６，９９８

Ｊ１４‐３３０

　　

（
通信 ４４９，８５７ ４４９，８５７

同上
松岡議員１万６２３５円（３か月
分・固定電話代含む。）
渡辺議員１７万８６２２円（１２
か月分）
石川議員１８万円
木目田議員７万５０００円（５か
月分・固定電話代含む。）

同上 ８‐４ ２０４

．

　　　　

、

　　　　

．・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

同上

３３４，５０１

一１４‐３３１ 通信木目田 ９３，９１９ ９３，９１９
同上（木目田議員・７か月分・固
定電話代含む。）

同上

　　　　　　　　

’ ８÷‐４ ２０５ 同上 ４６，９５９

　　

， ｆ

　

ーＪ１ｒ３３０

　

ｉ

　　

‘－

　　　

【

　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

違法支出

　　

１，６３０，１５５

　　　

ノ

Ｊ１５‐３７１ ２０／６／８ 通信 会派 ４，１６０ ４，１６０５２円切手×８０枚
・使途が不明
大量の切手の購入
支出者すら不明。

４ ４４２ 左下
使途基準に合致していないこ
とを推認させる－般的、外形
的な事実を指摘しているとは
言えない。

Ｏ

Ｊ１５‐３７２ ２０／７／６ 通信 会派 ３０，１９２ ３０，１９２
９２円切手×１７５枚、５２円切手×２７１
枚・ 同上

支出者すら不明。
９÷４ 傘１３ 同上 Ｏ

Ｊ１５－３７３２０１／９月７ 通信 会派 １３，２６０ １３，２６０５２円はがきｘ２５５枚
・使途が不明
大量のはがきの購入
支出者すら不明。

９４ ４４６ 左－ 同上 Ｏ

Ｊ１５‐３７４２０１ハ１ハ９通信 会派 １８，４０８ １８，４０８１０４円往復はがき×１７７枚

　　

‐ 同上
支出者すら不明。

Ｈ ４５０ 中 同上

　　　

／ Ｏ

Ｊ１５‐３７５ ２０／１／９ 通信 松岡 ６６，４７３ ６６，４７３ 日本郵便株式会社 ・使途が不明 ９‐４ ４５４ 左 市政報告書の料金後納郵便代 Ｏ

Ｊ１５‐３７６２０１／２／ｌｏ 通信 松岡 ３，２８３ ３，２８３ 日本郵便株式会社 同上 Ｈ ４５５ 左 同上 Ｏ

Ｊ１５‐３７７２０１５／５／１４ 通信 若林 １１７，８９６ １１云８９６ＮＴＴファイナンス

　

ドコモ携帯代
金

・使途が不明．携帯電話料金であるが、内容が全く
不明。議員の家族などの利用料金が
含まれている可能性も高い

９－４ ４２９

，

．

　　　

．

　　

、

　　　　

ノ

　　　　

＼

　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　

１

当時、使途基準において、通
信費については会派所属議員
一人当たり月額１５０００円
を限度に支給することができ
るものとされており・これは
政務活動等以外の活動を目的
とした通信費の支出を排除す
るために設けられた上限規制
であ，る。また、自宅の電話代
か否かでの区別はされていな
し、。
そして、各議員はその上限以
内の通信費のみ政務活動費と
して支出しており、使途基準
に合致した政務活動費であ
る。
なお、家族の料金は含んでい
ない。

５８，９４４

Ｊ１５‐３７８２０１５月／２７ 通信三遊亭 ７７，８９６ ７７，８９６ 同上 同上 ４ ４３４ 同上 ３８，９４４

Ｊ１５‐３７９２０１５／４／２２ 通信三遊亭 ３１，７〔Ｍ ３１，７〔“ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料金 ・自宅の固定電話料金と推測され
る。政務活動と盤闘達しない ４ ４３６ 同上 １５，８５０

Ｊ１５‐３１１０２０１５／６月２ 通信 佐薦 ９，膨１６ ９，６１１６
ＮＴＴファイナンス

　

ドコモ携帯代
金

・使途が不明
携帯電話料金であるが」内容が全〈
不明伽複数台分の料金と推測され
る。議員の家族などの利用料金が含
まれている可能性も高い

４ ４５６ 同上 ４，８２３

Ｊ１５‐３８１２０１５／７／１Ｉ 通信 佐高 ７，０５１ ７巳０５１ 同上 同上

　

・ Ｈ ４５７一

　　　　　　　　　　　　

、 同上 ３，５２５
Ｊ１５‐÷３８２２０１５／８／ｎ 通信 佐藤 ７

　

６７３ ７，６７３ 同上

　　

・

　　

、

　　　　　　

・ 同上 Ｈ ４５８ 同上 ３，８３６
Ｊ１５‐３８３２０１５／９月２ 通信 佐藤 ７．５１１ ７，５１１ 同上 同上 ９４ ４９ 同上 ３，７５５
Ｊ１５‐３１“２０１５／１０／１ｌ通信 佐漬 ７，５５３ ７．５５３ 同上

　　　　　　　　　　　

， 同上 Ｈ ４Ｏ 同上 ３．７７６
Ｊ１５‐３８５２０１５／１１／” 通信 佐薦 ７，６１５ ７．６１５ 同上 同上 ９４ ４Ｉ 同上 ３，８０７
Ｊ１５‐３８６２０１５／１２月２通信 佐麗 ７．６５３ ７，６５３ 同上 同上 ４ ４２ 同上 ３．８２６
Ｊ１５‐３８７２０１６／１／１３ 通信 佐麓 ７．６３７ ７，６３７ 同上 同上

　　　　　　　　　　　　　　

‐ Ｈ ４３ 同上

　　　

． ３，８１８
Ｊ１５÷３８８２０１６／２／１Ｉ 通信 佐藤 ７，９１８ ７，９１８ 同上 同上

　　　　　

、 Ｈ ４ 同上 ３，９５９
Ｊ１５‐３８９２０１６／３ハ２ 通信 佐藤 ７，６２１ ７，６２１ 同上 同上 ９４ ４５ 同上 ３，８１０

Ｊ１５－３≦１Ｏ ２０１５／５／５ 通信 松岡 ４，０８８ ４，０８８ＮＴＴファイナンス
・内容が不明
携帯電話料金と推測される Ｈ ４６ 同上（固定電話代） ２，０４４

Ｊ１５‐÷３９１ ２０１５／６／７ 通信 松岡 ３．１２６ ３，１２６ 同上 同上

　　　　

， ４ ４６ 同上（固定電話代） １，５６３
Ｊ１５‐３９２ ２０１５／７／４ 通信 松岡 ３．７２９ ３，７２９ 同上 同上 Ｈ ４６ 同上（固定電話代） し８６４
Ｊ１５÷３９３ ２０１５７８′４ 通信 松岡 ２，８９４ ２．８９４ 同上 同上 ９４ ４６ 同上（固定電話代） １，４４７

Ｊ１５‐３９４ みえず 通信 松岡 １５，０００ １５，０（）Ｏ 同上
・内容が不明
金額が非常に高額。２種類の料金の支
払いをおこなっている。実際の支払
額は１５．０００円を超えている。

９一 ４７
同上（携帯電話使用料１万４
１７９円、固定電話代３６６
７円）

６，０７７

１，０４１７，１７４

民～

　　

３８８



支出番
号 支出日 費目 磯

名
員 支出金額

原告らの主
張する違法
支出額

支出内容

　　

′ 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　

事情
証拠
番号
（甲う トＮｏ 位置 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
裁判所の総
定する違法
支出額

Ｊ１５‐３９５２０１５／１０／６ 通信 松岡 １５，０｛〕○ １５，０００ 同上 同上 ９‐４ ４６８
同上（携帯電話使用料１万３
７４２円、固定電話代３４３
７円）

６，４１１

Ｊ１５‐３９６ みえず 通信 松岡 ２，８１１ ２，８１１ 同上 ・内容が不明，
携帯電話料金と推測される ９‐４ ４６９ 同上（固定電話代） １，４０５

Ｊ１５‐３９７２０１５／１１／２ 通信 松岡 １０，２５２ １０，２５２ 同上

　

・ ・内容が不明
携帯電話料金であるが非常に高額。

Ｈ ４６９ 同上（携帯電話使用料） ５，１２６

Ｊ１５÷３９８２０１５／１２月Ｉ通信 松岡 ２，５９８ ２，５９８ 同上

　　　　　　　　

－

　　　

． ・内容が不明
携帯電話料金と．推測される ９‐÷４ ４７０ 同上（固定電話代） １，２９９

Ｊ１５‐３９９２０１５／１１／３０通信 松岡 １０，３２０ １０，３２０ 同上 ・内容が不明
携帯電話料金であるが非常に高額。

９－４ ４７０ 同上，（携帯電話使用料） ５；１６０

Ｊ１５一４（樽 ２０１６月／６ 通信 松岡 ３，７５デ ３，７５４ 同上

　　　

、，
・内容が不明
携帯電話料金と推測される ９４ ４７１ 同上（固定電話代） １，８７７

Ｊ１５÷４０１ ２０１６／２／３ 通信 松岡 ５ｒ１４８ ５，１４８ 同上
・内容が不明
同じ月に４回の支払いをおこなって
いる。

９÷４ ４７２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

同上（固定電話代）
なお、２月の支払いのうち１
回分は１月請求分であるＬ

２，５７４

Ｊ１５一１０２ ２０１６／〃１ 通信 松岡 ＆５６０ ８，．５６０ 同上 同上 ９４ ４７２ 局」上

　

僅！蓋電話使用料） ４．２８０
Ｊ１５一１０３ みえず 通信 松岡 ３，９１９ ３，９Ｔ９ 同上 同上（「平成２８年２月分」とされてい

る） ９÷４ ４７３ 同上（固定雪話代）
同上（携帯電話使用料）

１，９５９
４，３０１Ｊ１５４隅 ２０１６／２／２９ 通信 松岡 ８，６０２ ８，６０２ 同上 同上 Ｈ ４７３

Ｊ１５÷４０５２０１６／３／３１ 通信 松岡 ８，５８６ ８，５８６ 同上 ・内容が不明
携帯電話料金と推測される Ｈ ４７４ 同上（携帯電話使用料） ４，２９３

Ｊ１５÷４０６２０１６／３／３０ 通信 市川 １０９，６５１ １０９，６５１ 同上

・憤！途が不明
携帯電話料金であるが、内容が全く
不明。複数台分の料金と推測され
る。家族の利用も疑われる

９‐４ ４７５

　　　　　　　　　　

、
同上
１台の１年間分の携帯電話料金
である（９‐４１４７６参照）

５４，８２４

Ｊ１５４０７ 日付なし 通信 高田 ５７，７１８ ５７，７１８ 同上 同上 ４ ４７７
同上
１台の半年分の携帯電話料金
である。

２７，２４１

Ｊ１５‐４０８２０１５／４／２５ 通信木目田 ６１，３５９ ６１，３５９ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料金
・自宅の固定電話料金と推測され
る。政務活動とは関連しない ９－４ ４７９

▼

　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

同上
なお、自宅電話とは別に議員
活動用として回線を開設して
いる電話料金である。電話機
自体なく、すべて携帯へ転送
されるため受電しかすること
ができない。

３０，６７７

Ｊ１５－収〕９２０１‐５月／２５ 通信木目田 ９０，３６９ ９０，３６９ＮＴＴファイナンス

　

携帯電話料金

・２台分の携帯電話料金
領収書に「２台分」と明記されている
（４８２頁）。家族使用分を含むと推測
される

争÷４
４８０

５１３

　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

同上
家族割を適用しているため請
求書には２台分と記載されて
いるが、費用として計上して
いるのは１台分の料金であ
る。そのことは、領収書左側
の「電話番号」の欄に一つの
番号しかないことから明らか
である。

４０，１９０

Ｊ１５４１０２０１５／５／２６ 通信いわせ １３，１６７ １３，１６７
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料，金
４月分

・自宅の固定電話料金と推測され
る。政務活動とは関連しなし、。 ９‐４ ５１４

Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使
用料１０，０４０円、固定電話代
３１２７円）

６，５８３

Ｊ１５４１１２０１５／６／２６ 通信いわせ １３，７７４ １３，７７４ 同５月分 同上 ９‐４ ５１５
Ｊ１５一３７７と同じ（携帯電話使
用料１０．７３２円、固定電話代
３０４２円）

６，８８７

Ｊ１５÷‐４１２２０１５／７／２７ 通信いわせ １４，２１３ １４，２１３ 同６月分 同上 ９４ ５１６
Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使
用料１０，７６１円、固定電話代
３４５２円）

７，１，０６

Ｊ，』，３２０１５／８／２６ 通信いわせ １３，．３８９ １３，３８９ 同７月分 同上

　　　　　　　　

，

　

９一 ５１７

　　　　　

’ Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使
用料１０，５２０円、固定電話代
２８６９円）

６，６９４

Ｊ１５÷４１４２０１５／９／２８ 通信いわせ １４，５３９ １４，５３９ 同８月分 同上

　　

，

　　　　　　　

／ ９４ ５１８
Ｊ１５－３方と同じ（携帯電話使
用料１０，８６８円、固定電話代
３６７１円）

７，２６９

Ｊ１５４１５２０１５／１０／２６通信いわせ １０，６５９ １０，６５９ 同９月分 同上 ９‐４ ５１９ Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使
用料） ．

　

５，３２９

Ｊ１５‐４１６２０１５／１１／２６通信いわせ １３，４１０ １３，４１０ 同１０月分 同上 ９‐÷４ ５２０
Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使
用料１０，５０１円、固定電話代
２，９０９円）

６，７０５

Ｊ１５‐４１７２０１５／１２／２８通信いわせ １３，５１５ １３，５１５ 同１１月分 同上 ９‐４ ５２１
Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使１
用料１０，５３３円、固定電話代
２，９８２円）

６，７５７

Ｊ１５÷４１８２０１６／１／２６ 通信いわせ １３，６７８ １３，６７８ 同１２月分 同上

　　　　　　　　　

・

　　

，

　　　　

，９－４ ５２２ ‐、

　

： Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使
用料１０，５８５円、固定電話代
３，０９３円）

６，８３９

Ｊ１５‐４１９２０１６／２／２６ 通信いわせ １３，３８６ １３，３８６ 同２６年１自分 同上 ９４ ５２３

　　　　　　　　

′

Ｊ博一３７７と同じ（携帯電話使
用料１０，４８１円、固定電話代
２，９０５円）

６，６９３

Ｊ１５‐４２０２０１６／３／２８ 通信いわせ １３，１７９ １３，１７９ 同２６年２月分 同上 ４ ５２４
Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使
用料１０，５４６円、固定電話代
２，６３３円）

６，５８９

Ｊ１５‐４２１２０１５月／２６ 通信いわせ １３，０３８ １３，０３８ 同２６年３月分 同上 ９‐４ ５２５
Ｊ１５‐３７７と同じ（携帯電話使
用料１０，４９８円‘

　

固定電話代
２，５４０円）

６，５１９

Ｊ１５÷４２２２０１５ハハ７ 通信 渡辺 １０９，９９９ １０９，９９９ＮＴＴファイナンス

　

携帯電話料金

・使途が不明
携帯電話料金であるが、内容が全〈
不明。複数台分の料金と推測され
る。議員の家族などの利用料金が含
まれている可能性も高い

９‐４
５２６

５２７

同上

　　　　　　　　　　

，
家族の分は含まない。内訳は
領収書から明らかである。

５４，２８１

Ｊ１５÷４２３２０２０／４／１７ 通信 渡辺 ６，７５０ ６，７５０ＮＴＴファイナンス

　

携帯電話料金 同上

　　　

， Ｈ 三； 同上 ３，３７５

Ｊ１５‐４２４２０・１５月／２０ 通信 長村 １７３，８１２ １７３，８１２
ＮＴＴファイナンス

　

電話料金等の
支払証明書

・携帯電話料金とインターネヅト回
線料金
内容が不明。複数台の料金と推測さ
れる。自宅のインターネット回線の
接続料は政務活動とは無関係。

　

′
９４

５３０

５４０

　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　

－

　

－・

　

′

同上 ８４，８０３

５７９，７↑４違法支出

　　

１，３１９，１４２

Ｊ１６‐型１３

１

通信 松岡 ２３，８Ｊ１２ ２３，８４２
ＮＴＴファイナンス

　

電話料金等払
込受領書 固定電話料金

　

４月
分、５月分、７月分、８月分、１０月
分、１自分、１１月分、２月分。

・自宅の固定電話料金と推測され
る。政務活動とは関連しない。 １０‐４

４０９

４１３－

　　　　　　　　　

′

通信費（固定電話、携帯電
話、ファクシミリ、インター
ネット回練使用料）である。
当時、使途基準において、通
信費については会派所属議員
‐人当たり月額１５００－０円
を限度に支給することができ
るものとされており、これは
政務活動等以外の活動を目的
とした通信費の支出を排除す
るために設けられた上限規制
である。
そして、各種員はその上限以
内の通信費のみ政務活動費と
して支出しており、通信費と
しての経費である。なお、家
族の分は含まない。
なお、この固定番号は政務活
動用の回線である。

１１，９２１

Ｊ１６‐４４４ 通信 松岡 １０６，Ｂ３７ １０６，８３７
ＮＴＴファイナンス

　

電話料金等支
払証明書

　

ドコモ利用料金

　

４月
～翌年３月分

・使途が不明
携帯電話料金であるが、内容が全く
不明。複数台分の料金と推測され
る。家族の利用も襲われる。

０‐４４１４ 同上 ５３，４１８

Ｊ１６‐４４１５２０１７／３／２８ 通信 市川 ６８，５２３ ６８，５２３
ＮＴＴファイナンス

　

電話料金等支
払証明書

　

ドコモ利用料金

　

４月
～１１月分

・同上
０‐４４１５ Ｊ１５‐３７７と同じ ３４，２６１

Ｊ１６÷４４６ ２０１６／４／ｌ 通信 若林 １００，６２９ １００，６２９
ＮＴＴファイナンス

　

電話料金等支
払証明書

　

ドコモ利用料金

　

４月
～翌年３月分

・同上
０ー４４１６ 同上 ５０，３１４

自民 通信運搬費３８９



Ｅｒ 支出日 費目 議員
名 支出金額

原告らの主
張する違法
支出額

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 器トＮｏ 位置 領収事以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
舷判所の総
定する違法
支出額

ＪＩ←４４７２０１７／３／２９ 通信 藤田 １００，．８４１８ １００，８４８ 同上

　　　

，
・同上 ｌｏ‐４４１７

　　　　　　　　

・ 同上

　　　

三 ５０，４２４

ＪＩト”８ ２０１６／４／４ 通信 長村 １８７，４２７ １８７，４２７ 同上 ・同上 １０‐４４１８

　　　　

′

　

．

　　

， 同上 ９３，７１３

ＪＩＳ一１４９２０１７／３／２３ 通信 渡辺 １１１，４１６ １１１，４１６ 同上
・同上
２９年３月分は１５，０００円を超過している
が、そのまま請求されている。

１０‐４４１９
同上
なお、平成２９年３月の上限は
月２万円である‘

５５Ｊ０８

Ｊ１６÷４５０２０１６／８／２３ 通信 渡辺 ３，収）２ ３，４０２

　　

ノ
酬〕ペバポ（株）への払込領収書

・私的目的利用
プロバイダー料金は政務活動とは無
関係 ｌｏ‐４４２０

　　

－，（ 同上 １，７０１

Ｊ１６÷４５１ 通信いわせ １１・，３６６ １１，３６６
ＮＴＴファイナンス

　

電話料金等払
込受領書

　

４月～７月分
・自宅の固定電話料金と推測され
る。政務活動とは関連しない ｌｏ－４４２１ 同上 ５，６８３

Ｊ１６‐４５２ 通信木目田 １２０，２８５ １２０，２８５
ソフトバンク携帯電話代

　

４月～
翌年２月の合計

　　

′

・使途が不明
携帯電話料金であるが、領収書に２台
分と明記されている。端末分割金も
含まれる一．議員の家族などの利用料
金が含まれている可能性も高い。

１０‐４ ぞ
梢

　　　　　　　　

＼

同上 ６０，１４２

Ｊ１６÷４５３

　　

・

通信木目田 １１２，９５９ １１２，９５９
固定電話料金とワイアレスゲート
代

　

４月～翌年２月の合計

・自宅の固定電話料金と推測され
る。政務活動とは関連しない
・自宅のプロバイダー料金も同じく
政務活動とは無関係

ｌｏ‐４ で
欄

　　　　　　　　　　　

． 同上。固定電話番号について
は、自宅の固定電話とは別に
契約している電話番号であ・
る。プロバイダー料金はポ
ケットＷｉ‐Ｆｉ使用料の支払い
であり、自宅のプロバイダー
料金ではない。

５６，４７９

２０１６年度
違法支出

　　　

９４７，５３４
合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

Ｊ１７‐５９０

　　　　　　

ー 通信 石川 ２６，５１３ ２６，５１３
ＮＴＴファイナス 固定電話料金・４
月～翌年２月分

・自宅の固定電話料金と推測され
る。政務活動とは関連しない １１」４４６２

　　　　　　　　　

′
同上 １３，２５６

Ｊ１７‐５９１

　

，

　　　　　　　　

．
通信いわせ １２，２９３ １２，２９３

ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む

・使途が不明
携帯電話料金に端末分割金。・「３件」
と記載されており、議員の家族など
の利用料金が含まれていると推測さ
れる。

　　　　　　　　　

・
１１‐４４６４

　　　　　　　　　

．
同上

　　　　　　　　

・

　

′
家族の分は計上していない。

５１，斌）６

Ｊ７－５２ 通信いわせ １２，７８４ １２，７…“ 同上 同上 ー４４６７ 同上

Ｊ７－５３ 通信いわせ １２，３３０ １２，３３０ 同上 同上

　　　　　　　　　

一 ‐４４７０ 同上

　　　

・

Ｊ７－５４

　　　　　

＼ 通信いわせ １１，９５１ １１，９５１ 同上 同上 ー４４７３ 同上

Ｊ７－５５ 通信いわせ １０，２３７ １０，２３７ 同上 同上

　　　　　　　　　

・

　　　　

１
「４４７６ 同上

Ｊ７－５６ 通信いわせ １０，７６２ １０，７６２ 同上 同上 ‐４４７９

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 同上

Ｊ７－５７′ 通信いわせ １０，４８６ １０，４８６ 同上 同上

　　

′
‐４４８２ 同上

Ｊ７－５８ 通信いわせ １０，４６８ １０，４６８ 同上 同上 ー４４８５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上

Ｊ７－５９ 通信いわせ １０，７０１ １０，７０１ 同上

　　　　　　　　　　　　

Ｊ、

　

′
同上 ‐４４８８ 同上

Ｊ１７毛節 通信木目田‐

　

５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用 ー４４９１
ポケットＷ，ｉ‐Ｆｉの使用料であ
り、自宅のプロバイダー料金
ではない。

Ｊ１７÷６０１ 通信木目田 １０，３９８ １０，３９８
ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む。

・私的目的利用
携帯電話料金であるが、領収書に２台
分と明記されている。端末分割金も
含まれる。議員の家族などの利用料
金が含まれている可能性も高い

１１一４４９３

　　　　　　

′ 当時、使途基準において、通
信費については会派所属議員
一人当たり月額１５０００円
を限度に支給することができ
るものとされており、これは
政務活動等以外の活動を目的
とした通信費の支出を排除す
るために設けられた上限規制
である。また、自宅の電話代
か否かでの区別はされていな
い。
そして、各議員１まその上限以
内の通信費のみ政務活動費と
して支出しており、使途基準
に合致した政務活動費であ
る。
なお、家族の料金は含んでい
なし、。

Ｊ１７÷６０２ 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用
自宅のプロバイダー料金は政務活動
とは無関係 １１－４４９６

ポケットＷｉ十ｉの使用料であ
り、自宅のプロバイダー料金
ではない。

Ｊ１７÷６０３

　　　　　　　　　

． 通信木目田 ５，０２５ ５，０２５
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

・私的目的利用
自宅での固定電話料金 １１ー４４９８

自宅の固定電話とは別に契約
している電話番号であり・、政
務活動専用で使用しているも
のである。

Ｊ１７一翼糾 通信木目田 １１」３６４ １１．３６４一
ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む。

・私的目的利用 Ｉー４４９９

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上

Ｊ１７÷６０５

　　　　　　　　

ｒ 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用 Ｉー４５０２

　　　　　　　　　　　　

・ 同上

　　　　

．

Ｊ１７‐６０６ 通信木目田 ５，嫌 ５，隅
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

番号は上記と同じ
・私的目的利用

　

・
自宅での固定電話料金 Ｉ‐４５（“

　　　　　　　　　　　　　　　　

」
同上

Ｊ１７÷６０８

　　　

・ 通信木目田 １１，４２７ １１－４２７ ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む。

・私的目的利用 Ｉー４５０５ 同上

Ｊ１７÷６０９

　　　　

． 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用

　

‐ Ｉー４５０８ 同上

Ｊ１７÷毛１０
′

　　　　　　　　　　

．

　　　

二

　

・ 通信木目田 ５，２１９ ５，２１９
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

番号は上記と同じ
・私的目的利用
自宅での固定電話料金 Ｉ‐４５１０ 同上・政務活動専用の電話番

号回線である。

Ｊ１７÷毛１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー通信木目田 １０，３９２ １０，３９２
ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む。

・私的目的利用 Ｉ‐４５１３ 同上

Ｊ１７÷一５１２ 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用 Ｉ‐４５１６

　　　　

ト 同上

　　　　　　　　

●

　　　

－．

Ｊ１７．１３
ｒ

通信木目田 ４，９５９ ４，９５９
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

、番号は上記と同じ
・私的目的利用
自宅での固定電話料金 Ｉー４５１７ 同上

Ｊ１７÷毛１４ 通信木目田 １０，１８３ １０，１８３
ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む。

・私的目的利用 １１－４５１８ 同上

Ｊ１７÷毛１５ 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２
ソフ，トバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用 １・１‐４５２０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′同上

Ｊ１７÷６１６ 通信木目田 ４，８１１ ４，８１１
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

番号は上記と同じ
．私的目的利用・
自宅での固定電話料金 １１－４５２２ 同上

Ｊ１７÷一５１７ 通信木目田 ９，１７１ ９，１７１
ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む。

・私的目的利用

　　

、 １１‐４５２３ 同上

Ｊ１７◆１８ 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
・ト」代金

・私的目的利用 １１－４５２５
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′同上

Ｊ１７』１９ 通信木目田 ５，８３７ ５，８３７
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

書号は上記と同じ
・私的目的利用
自宅での固定電話料金 １１－４５２７

　

Ｌ
同上

　　　　

．
」

Ｊ１７÷６２０ 通信木目田 ９，２０１ ９，２０１
ソフ▲トバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を食事、Ａ

・私的‐目的利用 １１－４５２８ 同上

Ｊ１７÷毛２１ 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用 １１－４５３１ 同上

Ｊ１７÷６２２

　　　　

．
通信木目田 ５，０５８ ５，０５８

ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

番号は上記と同じ
・私的目的利用
自宅での固定電話料金 １１－４ ５３３ 同

「
上

１１０，１０６

　　　　

自民 通信運搬費３９０



Ｅｒ 支出日 費目 議員
名 支出金額

原告らの主
張する違法
支出額

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢導トＮｏ 位置 領収書以外の関

　

連証拠 会派自民党の主張
裁判所の翠
定する違法
支出額

Ｊ１７÷６２３ 通信木目田 ９，１８９ ９，１８９
ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む。

・私的目的利用 １１‐４５３４ 同上

、

　　　　　　

．

　

・

Ｊ１７÷６２４ 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用 １‐４５３７ 同上

Ｊ１７÷６２５ 通信木目田 ８，１４８ ８，１４８
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

番号は上記と同じ
・私的目的利用
自宅での固定電話料金 １‐４５３９ 同上

Ｊ１７÷一５２６ 通信木目田 １２，２８３ １２，２８３
ソフトバンク

　

スマホ通信料」端
末分割金を含む。

・私的目的利用 １ー４５４０ 同上

Ｊ１７÷６２７１ 通信木目田ｒ

　

５，１２２ ５，１２２
ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用 １‐４ ５４３ 同上

Ｊ１７÷６２８ 通信木目田 ４，７６８ ４，７６８
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

番号は上記と同じ
・私的目的利用
自宅での固定電話料金 １‐４ ５４５ 同上

Ｊ１７一５２９ 通信木目田 ９，６２６ ９，６２６
ソフトバンク

　

スマホ通信料、端
末分割金を含む。

・私的目的利用 １‐４５４８ 同上

　　　　　

．
Ｊ１７÷６３０ 通信木目田 ５，１２２ ５，１２２

ソフトバンク「ワイヤレスゲー
ト」代金

・私的目的利用 １‐４５５１ 同上

Ｊ１７÷６３１

　　　　　　　　　　　　

・ 通信木目甲 ５，３３５ ５，３３５
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

番号は上記と同じ
・私的目・的利用
自宅での固定電話料金 １ー４５５３ 同上

Ｊ１７÷６３２ 通信木目田 ６，４７２ ６，４７２
ＮＴＴファイナンス

　

固定電話料
金

　

番号は上記と同じ
・私的目的利用
自宅での固定電話料金 １‐４５５４ 同上

Ｊ１７÷６３３ 通信 佐藤 ７，５２１ ７，５２１ＮＴＴドコモ 携帯電話料金

・私的目的利用
ドコモの携帯電話代と思われる。明
細がな〈内容が不明。高額であり複
数台分と推測され．家族の利用も疑
われる。

１１－４５５５ 同上（携帯電話使用料）

２８，７５７Ｊ１７÷６３４ 通信 佐藤 ７，７１２ 乙７１２ 風上 同上 １１‐４５５６ 同上（携帯電話ヨ用＝ＨＪ１７÷６３５ 通信 佐藤 ８．２２３ ８，２２３ 同上 同上 １１－４５５７ 司上（携帯電話ｉ用＝ＨＪ１７÷６３６ 通信 佐藤 ８，３５７ ８，３５７ 同上 司上 １１ヤ４５５８ 司上（携帯電話ヨ『用」閏↑Ｊ１７÷６３７ 通信 佐藤 ８．２８９ ８，２８９ 同上 司上 １１‐４５５９ 司上（携帯電話ヨ用し鵬ドＪ１７÷６３８ 通信 佐窟 ８．３１４ ８，３１４ 同上 司上 １１‐４ ５６０ 同上（携帯電話ｌ用ｂドＪ１７÷６３９ 通信 佐藤 ８，３９２ ８，３９２ 同上 司上 １１‐４５６１ 同上（携帯電話ｌ用ＥＰ、′′Ｊ１７一６４１０ 通信 佐藤 ８，２２７ ８，２２７ 同上 同上

　　　　　　　　

， １１‐４ ５６２ 同上（携帯電話ｌ用巨）

Ｊ１７÷６４１ 通信三遮亭 ６７，０８０ ６７，０８０
ＮＴＴファイナンス

　

携帯電話料
金

　

１２か月分

・私的目的利用
携帯電話料金と推測されるが、内容
が不明。複数台分で家族使用も疑わ
れる １１‐４ ５６３ 同上（携帯電話使用料） ３３，５４０

・

ｄ１７÷６４２ 通信 松岡 １４，２７８ １４，２７８
ＮＴＴファイナンス

　

携帯電話料
金

・私的目的利用
携帯電話料金と推測されるが、内容
が不明。複数台分で家族使用も疑わ
れる

　　　　　　　　　　　　　　

，
１１－４５６５

同上
携帯電話使用料

　

８６７４円
固定電話代

　

５６０４円

４０，９０４

Ｊ１７一６一島 通信 松岡 １１，４５９ ”，４５９ 同上 同上 １１‐４５６６
同上
携帯電話使用料

　

８５８９円
固定電話代

　

２８７０円

Ｊ１７一５４帥 通信 松岡 １３，５５８ １３，５５８ 同上 同上 １１‐４５６７
同上
携帯電話使用料

　

９２６３円
固定電話代

　

４２９・５円

Ｊ１７÷６４５

　　　　　　　　　　　　　　

ー‐通信 松岡 １１，，０７３ １１，０７３‐同上 同上 １１」４ ５６８
同上
携帯電話使用料

　

．８１５７円
固定電話代

　

２９１６円

ＪＶ毛４６ 通信 松岡 １１，３２４ １１，３２４ 同上 同上 １１－４５６９
同上
携帯電話使用料

　

８１９１円
固定電話代

　

３１３３円

Ｊ宵÷６４７ 通信 松岡 ２０，１１７ ２０，１１７ 同上 同上 １１‐４ ５７０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

同上
携帯電話使用料

　

１５９３５
円
固定電賭代

　

４１８２円

Ｊ１７÷６４８ 通信 渡辺 ９３，８３５ ９３，８３５
ＮＴＴファイナンス

　

携帯電話料
金

　

１１か月分

・私的目的利用
携帯電話料金と推測されるが、内容
が不明。複数台分で家族使用も疑わ
れる。

１１－４５７１ 同上（携帯電話使用料） ４６，９１７

Ｊ１７÷６４９

　　　　　　　　　　　　　　　

・

通信 薦田 ５７，１１８ ５７，１１８
ＮＴＴファイナンス

　

携帯電話料
金

　

７か月分

・私的目的利用
携帯電話料金と推測されるが、内容
が不明。複数台分で家族使用も疑わ
れる １１－４５７４ 同上（携帯電話使用料） ２８，５５９

２０１７
違法支出

　　

，７１３，６１４
合計額

　　　　　　　　　

・

　　　　　　

・

　

′
３５３，０４５

３９１

　　　　　　　

／ 自民

　

通信運搬費



支出番
号 支出日 費目 議員名 支出金額

原告らの主張
する違法支出

　

額
・・′

　　

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 箸欝トＮｏ位置 領収書以外の関

　

違証拠． 会派自民党の主張
裁判所の認定
する違法支出

　　

額

Ｊ１４‐３３２ ２０１４月／４ 事務 自民党 ３７，０３８ ３７，０３８
菊屋浦上商事株式会社

　

手壷領収
書に品代とあるのみ

・使途不明

　

消耗品か↓備品かさえ
不明

　　　　　　　　

′
・納品書、請求書がない
大量の事務用品が購入されている。
私的な使用、政務髄査以外の目的の
ものも含む。

８÷‐５ ２１３ 下横甲７９一１，７
９ー２

使途基準に合致していない
ことを推認させる一般的、
外形的な事実を指摘してい
るとは言えない。
なお、領収書の枠外に購入
品についてのメモがあり、
使途は明らかである。

　　

，
会派控室設置の複合機のト
ナー購入

Ｏ

Ｊ１４‐３３３ ２０１４／５／２ 事務 自民党 １６，９４１ １６，９４１ 同上 同上 ８÷‐５ ２１８ 左

　　　　　　　　　　　　　

′ 同上
会派控室の複合機で使用す
る紙の購入 、．Ｏ

Ｊ１４‐３３４ ２０１４／６／３ 事務 自民党 ２９，２４６ ２９，２４６ 同上 同上 ８－５ ２２１ 中
同上
会派控室の複合機で使用す
る紙等の購入

　　　　

・
Ｏ

Ｊ１４‐３３５ ２０１４／７／４ 事務 自民党 ２，０１２ ２，０１２ 同上 同上 ８÷寺 ２２３ 左
同上
会派控室の複合機で使用す
る紙等の購入 Ｏ

Ｊ１４一３３６ ２０１４／８／４ 事務 自民党 １４，５８０ １４，，５８０ 同上 同上 ８÷も ２２７ 左
同上

　　　　　　

，
会派控室で使用する複合機
のトナー購入

Ｏ

ＪＩＡ‐３３７ ２０２８ハ 事務 自民党 ２，６２４ ２，６２４ 同上 同上 ８÷‐５ ２２７ 右
同上
会派控室の複合機で使用す
る紙等の購入 Ｏ

Ｊ１４－３３８ ２０１４／９／ｌ 事務 自民党 １４，９０４ １４，９０４ 同上 同上

　　　

－ ８－５ ２３４ 左
同上
会派控室の複合機で使用す
る紙等の購入 Ｏ

Ｊ１４‐３３９２０１４／１０／．３事務 自民党 １０，７１３ １０，７１３ 同上・

　　　　　

同上 ８÷‐５ ２３７ 右
同上
会派控室の複合機で使用す
る紙等の購入

－

　

Ｏ

Ｊ１４－３一仰２０１４／ｌｏ／８事務 自民党 ６６，１２９ ６６，１２９ 同上

　　　

・ 同上 Ｂ‐５ ２３８ 右
同上
会派控室の複合機で使用す
るトナー等の購入

Ｏ

Ｊ１４‐３４１２０１４／１１月Ｏ事務 自民党 ４２，７５９ ４２，７５９ 同上

　　　

同上 ８－５ ２３９ 右下
同上
会派控室の複合機で使用す
る紙等の購入 Ｏ

Ｊ１４‐３４２ ２０１５／１／９ 事務 自民党 １０，１４１ １０，１４１ 同上 同上

　

‐ ５ ２５１ 右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼
同上
会派控室の複合機で使用す
る紙等の購入 Ｏ

Ｊ１４－１３２０１５／２／２０事務 自民党 １１１，３８２ １１１，３８２ 同上 同上 ８‐５ ２５４ 左
同上
会派控室の複合機で使用す
るトナ一等の購入

　　

・
Ｏ

Ｊ１４－３≠１４ ２０１５／３／６ 事務 自民党 １７，９４５ １７，９４５ 同上 同上 ８‐５ ２５５ 左
同上

　

ｒ．

　

，．会派控室の複合機で使用す
る紙等の購入 Ｏ

合計額

　　

．，

　　　　　

３７６，４１４

Ｊ１５一２５２０１５／８ハ８事務 熊沢 ６１，９９２ ６１，９９２ 株式会社ケレス

・営業実態不明の取引先
・請求書、納品書等証拠書類なし
・みずほ銀行^ＴＭより振込のご利用明
細書。手書きで封筒代のメモのみ
営業の形跡なし。
Ｊ１５‐４２６も同じ。
・封筒の購入時期と市政報告の配布
時期が一致していない。

９－５ ５６８ 上右甲８０、甲１４５

使途基準では、消耗品を購
入した場合は領収書に物品
等の名称を記載することと
されており、それに従って
領収事等を保管し、政務活
動費を支出している。
原告の主張は，、使途基準に
合致していないことを推認
させる一般的、外形的な事
実を指摘しているとは言え
なし、。
市政報告を送る際に使用し
ていた封筒の封筒代、封筒
への印刷代である。

Ｏ

Ｊ１５÷４２６２０１５／１２／２２事務 熊沢 １３９，３２０ １３９，３２０ 株式会社ケレス

・，営業実態不明の取引先・
・請求書、納品書等証拠書類なし
・手書き領収書

　

但 封筒代とある
・封筒の購入時期と市政報告の配布
時期が一致していない，

９－５ ６０９
甲８０、甲１４
５
丙Ｃ２１、２２

同上 Ｏ

Ｊ１５÷４２７２０１５／４ハ３事務 自民党 ８，８９７－ ８，８９７（株）菊屋浦上
・納品書・請求書がない
手書き領収書に品代とあるのみ。消
耗品か、備品かさえ不明

９‐５ ５５２ 上

同上
欄外に購入品が記載されて
いる‘
なお、会派控室で使用する
Ａ３コピー用紙代金

Ｏ

Ｊ１５÷４２８２０１５ハハ３事務 自民党 ６６，２５８ ６６，２５８ 同上 同上 ９－５ ５５２ 下
同上
なお、会派控室で使用する
トナー、インク代

Ｏ

Ｊ１５一Ｌ２９２０１５／５／１ｌ事務 自民党 １０，４８６ １０，４８６ 同上 同上 ９－５ ５５３ 上
同上

　　　　　　　　　

’
なお、会派控室で使用する
フラッドファイル、ラベル
シール、機器のリース代

Ｏ

Ｊ１５一Ｌ３０２０１５／５月ｌ事務 自民党 ２，４３０ ２，４３０ 同上，ノ

　　　　　　　

ー 同上 ５ ５５４ 下縦
同上
なお、会派控室で使用する
再生紙

Ｏ

Ｊ１５一１３１ ２０１５／６／ｌ 事務 自民党 １，９４４ １，９４４ 同上 同上 ９‐÷５ ５５５
同上
なお、会派控室で使用する
機器のリース代

Ｏ

Ｊ１５－に３２ ２０１５／６／１ 事務 自民党 ２４，０３０ ２４，０３０ 同上

　　　　　　

し 同上 ５ ５５７ 下
同上
なお、会派控室で使用する
トナー‐再生紙

Ｏ

Ｊ１５４３３２０１５／７／２８事務 自民党 ３，３０４ ３，３（図 同上 ・消耗品か、備品かさえ不明 ５ ５６４ 上
同上
なお‐会派控室で使用する
フラットファイル、リコー
リース代

Ｏ

Ｊ１５－４三Ｍ２０１５／７／ｍ 事務 自民党 ３，５４２ ３，５４２ 同上 同上 ５ ５６４ 下
同上・
なお、会派控室で使用する
フラットファイル、クリア
フオルダー

Ｏ

Ｊ１５４３５２０１５／９月０事務 自民党 ２，４３０ ２，４３０ 同上 同上 ５ ５７５
同上
なお、会派控室で使用する
再生紙代

Ｏ

Ｊ１５‐４３６２０１５／ｍ／２事務 自民党 ２，、２６８ ２，２６８ 同上 同上 ５ ５８３
同上
なお、会派控室で使用する
コピー用紙代

Ｏ

Ｊ１５‐４３７２０１５／１１／Ｉ事務 自民党 ７３，６７７ ７３，６７７ 同上 同上 ５ ５９６
同上
なお、会派控室で使用する
トナー、再生紙、フラット
フアイル代

Ｏ

ＪＩＳ４３８２０１６／１／１４事務 自民党 ２，４３０ ２，４３０ 同上 同上 ５ ６１０

　　　　　　　　　　　　　

、

同上
なお、会派控室で使用する
再生紙代

Ｏ

Ｊ１５÷４３９２０１６／３／ｌ 事務 自民党 ７５，７０８ ７５，７０８ 同上 同上 ５ ６１２
同上
なお、会派控室で使用する
トナー、再生紙代 、

　　　　

Ｏ

合計額

　　

－

　　　

，

　　　

４７８，７１６

３９２ 自民 事務費



琴番 支出日 費目 議員名 支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

額
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 嚢欝トＮｏ位置 領収書以外の関

　

違証拠 会派自民党の主張
貧判所の認定
する違法支出

　

甑

Ｊ１６‐４５４２０１７／２／１４事務 熊沢 １１５，０００ １１５，０（ぬ 備品

　

紙織り機

　

Ｎ

　

Ａ１５０
・紙折り機の購入は政務活動と合理
的に関違しない
・政治活動のためのもの
政党活動、選挙活動のためのもの。

１０‐５４９０ 甲８２

紙折り檀は、会派として紙
面による報告等を行う際に
使用することが客観的に明
らかな物品である。

Ｏ

Ｊ１６－４５５ ２０１６／７／９ 事務 自民党 １２９，７（鳩 １２９，７（め
備品

　

アンプ

　

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ８０伽Ｈ
ｚ帯ポータブルワイヤレスアンプ
ｗｘ÷ｐＷ８２

　　　　

ー

・アンプの購入は政務活動と合理的
に関連しなじ・
・政治活動のためのもの
会派の事務運営費ではない

ｌｏ‐５５４２ 甲８１
甲２０８

屋外などでの会議や広めの
会蹟室などで会議をする
際、また会派として活動す
る際に使用する物品。

Ｏ

合計額

　　　　

，

　　　　　

２斜，７（鳩

Ｊ，“帥１２ｏ，７／，＊１事務１熊沢１脚ｍ１，２８一 閣 議 総帥１鰍 慶撃弓捻伽し１，，‐５日 １細 陰 欝捺総繁１

　

ｏ
′

　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｏ合計額

　　　　　　　　　　

１２８，５２０

　　　

．

　　

－

ｒｊ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

三三
，
；
．

，‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

ノ

　

，

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

，

　　

′ト

　　

′

自民．事務費３９３



（別紙２ー３） 会派保守連合一覧表

会派保守連合総括表（原告ら主張）

　

）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 合計
①

　

交付額 ２，８８０，０００ ２，８８０，０００ ２，８８０，０００ ２，８８０，０００ １１，５２０，０００

②

　

支出計上額，（訴状別紙） ３，０７８，４７６ ３，０７８，０４４ ３，１３５，４８６ ３，３１９，８２８ １２，６１１」８３４

， 修正届による減少額 ７‘８９０ ２，６００ Ｏ Ｏ １０，４９０

②′修正届後の支出計上額 ３，０７０，５８６
、３，０７５，４４４ ３，１３５，４８６ ３，３１９，８２８ １２，６０１，３４４

③

　

’超過額 （＝①÷②′） ‐１９０，５８６ ‐１９５，４４４ ‐２５５，４８６

　

‐４３９，８２８ －１，０８１，３４４

　　　　　　　　

，

　　　

、 、、

　　　　　　

、

　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　

′

違法支出額

　

鉄道賃等 ，， ３８２，１７８ ９５，７６０ ６６，１９０ ‐

　　

Ｏ ５４４，１２８

違法支出額

　

有料道路通行料 １，０２０ Ｏ Ｏ Ｏ １，０２０

違法支出額′タクシー代 ６３，８１０ ５１，７９０ ８２，８６０ Ｏ １９８，４６０

違法支出額

　

燃料費 ３８０，１６７ ３６３，１・８０ ３８９，８２２ １３７，４６３ １，２７０，６３２

違法支出額

　

駐車場代等 ９４，４００ ７４，９５０

　

８１，６１０ Ｏ ２５０，９６０

違法支出額．研修費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　

１２，４００

　　

６０，３２４ ８８，５００ １６１，２２４

違法支出額

　

資料購入費 １７７，７０３ １７４，１０６ １９３ｉ，６４６ ７８，５３１ ６２３，９８６

違法支出額

　

広報費 ４３，２００ ４３，２００ ５８，８００ ２，００３，６９０ ２，１４８，８９０

違法支出額

　

通信運搬費 ７７２，１００

　　

６０８，７６９ ７２５，４５２ ３７２，３０４ ２，４７８，６２５

④

　

違法支出額合計

　

－ １，９１４，５７８ １，４２４，１５５ １，６５８，７０４ ２，６８０，４８８ ７，６７７，９２５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　

▲
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

⑤

　

返還請求額 （』④‐③） １，７２３，９９２ １，２２８，７１１ １，４０３，２１８ ２，２４０，６６０ ６，５９６，５８１

１
，

　

・

　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　

、
ｒ

　

・
既返還額 Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

‘

　

，

　

．

　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　

、

⑥， 弁論終結時返還請求額 １，７２３，９９２ １，２２８，７１１ １，４０３，２１８ る２４０，６６０‐ ６，５９６，５８１

３９４



支出
書号支出日費目議員名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
葺＊トＮｏ位ー領収－以外の関

運証拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張
裁判所の隠定
する違法支出
額

Ｈ１４‐％属■査 白川 １０，駅）９ １０，帆）９
鉄道代Ｓｕｉｃａ利用明細

　

多数の
利用履歴があるが、単に「親地鱒
査」とされているだけである。

・個々 の鉄道利用の目的が全〈不明
（このような政務韻査費の支出請求
の存在は、他の自治体では確匪でき
ない）。

１６‐Ｉ ５４

甲仰
甲６８－２（埼玉県
久喜市議会樽員

爺も
甲１８９～１９２

交通系ＩＣカードによる交通費の支
出については、運用指針にて「履
歴印字で打ち出した紙を添付する
ものとする。・」と規定されてい
るザ同指針に従った報告をしてお
り、いずれも鑓査活動に伴う交通
費として適法な支出である。
選挙応援のための鉄道代は計上し
ていないし、片道分の支出が計上
されているものは、日を跨いだり
別のＩＣカードを使用したからに
過ぎず不自然ではない。

＼

　

１，７９２

Ｈ１４‐４／３０～
６／２ ■査 白川 １０，６５５ １０，６５５ 同上

同上

１６‐Ｉ５５
剥
馴
馴

３
９～１９２ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

． Ｏ

Ｈ１４－￥失言圃査 白川 １１，７９５ １１，７９５ 同上

　　　　　　　　　　

‐

同上
１６‐Ｉ５６

利
明
馴

３
９～１９２ 同上 Ｏ

発４－７ハＯ～
ｌｏ／４ 韻査 白川 １１，０３８ １１，０３８ 同上

同上
１６－Ｉ５７

・

暇
馴
馴

３
９～１９２ 同上 Ｏ

＊ｌｏ／鋼賓査 白川 １，０１０ １，０１０ 同上

同上
６ーＩ ５８

甲
甲
甲

３
９～１９２ 同上 Ｏ

醍４－
０／２５

１／２７
■査 白川 ９，７２０ ９，７２０ 同上

同上

　　　　　　

ー
１６‐Ｉ ５９

甲４
甲１
甲Ｉ

３
９～１９２ 同上 Ｏ

ｇｉ４‐１２／５～
１２／２６調査 白川 １１，１５５ １１，１５５ 同上

同上

１６‐Ｉ ６０

甲卿
甲６８－３（平成２４
年衆院選東京第
５区）、ー４の
２（西東京市■会
離員選挙）
甲１５３
甲１８９～１９２

同上 ４，０１３

琶圭４ー１２／２６
～２／１５圃査 白川 １４，３７６ １４，３７６ 同上

同上

１６一Ｉ６１

甲仰
甲６８‐５～７（開成
町瞳会韻員遇
葦≧５３
甲１８９～１９２

同上 Ｏ

２／Ｉー
３／２７欄丑 白川 １２，０９７ １２，０９７ 同上

同上
１６一Ｉ ６２

甲４
甲Ｉ
甲Ｉ

３
９～１９２ 同上

　　　　　　

、
Ｏ

謡０６／０４欄査 新井 １７０，６２０ １７０，６２０

航空券代
（『２０１４年グローバルパートナー
シップサミット』（７月２２日火～７
月２５日金国連本部・ニューヨー
ク）主催日本青年会樽所への参
加

・新井簾員が所属する町田青年会離
所の上部団体 日本青年会議所が企
面したもので、町田市議会議員とし
ての活動ではない。

１６一Ｉ ６３

甲７４一Ｉ
甲７４一２
甲７４一３
甲７４一４

新井議員が運用指針にしたがって
届出、報告を行った海外視察のた
めの経費である。
離会の審議能力を強化するとの政
務活動費制度の目的にも沿うもの
で、使途基準に沿った適法な支出
である。

Ｏ

Ｈ１４－０７／２２顕査 折井 １１９，７０３ １１９，．７０３同上宿泊費
・同上（宿泊費）

１６－Ｉ ６４

甲７４一１

　

ノ甲７４－２
甲７４一３
甲７４－４

同上

　　　　　

， Ｏ

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

Ｌ◆≧ ゞ

　　　

５，８０５合計額

　　　　　　　　

３８２，１７８

　

断 １０／０６調査 新井 ５，醐 ５，醐
１０／６～１０／７日本青年会簾所主催
の視察研修会

　

バス移動費代

他団体主催のイベント参加費用・研
修費用（青年会樽所に関係する支出）

１７‐Ｉ ３７ 上

新井瞳員が行った曹外視察の際の
支出である。ｆ外視察について
は、運用指針に従い、視察の前後
に届出書や報告書を提出しており
（丙Ａ３‐視察の実施について、
丙，Ａ４・，５一視察報告書等）、使
途基準に従った適法な支出であ
る。

Ｏ

ｌｏ／０７■査 新井 ７，９３０ ７，９３０宿泊費 同上 １７‐１，３７ 中

　　　　　　　　　　

．
同上 Ｏ

ｌｏ／０６国査 折井 、１２，５２０ １２，５２０
１０月６日特急券（かがやき５２３・
大宮コ富山）乗車券（東京都区内
弓富山）

同上

　　　　　　　　　　　

・． １７一Ｉ３７～
３８ 同上

　

．
Ｏ

１５－１０／０７顕査 新井 １５，軽め １５，４１鶏
１０月７日 航空券代

　

富山弓羽田
空港

同上 １７‐Ｉ ３８ 同上

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
Ｏ

き豆‐１０／０７ー査 折井 ３２０ ３１ＺＯ乗車券（氷見－高岡） 同上 １７‐Ｉ ３８ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ Ｏ

０９／２５櫛査 折井 １５，０００ １５，０００
９／２５～９／２７の八戸市視察。日本青
年会議所の全国大会への参加費。
豊鯨料

　

（ｌｏ，０００円会費

　

５，０００
円懇親会費用）

同上
（豊鯨料；新井議員は青年会議所の
シニア会員、懇親会費用は飲食代で
支出できない）

１７‐ｌ ４１ 左 同上 Ｏ

０９／２５ー査 折井 ３９，５００ ３９，５００交通費・宿泊代 同上 １７－Ｉ ４１ 右 同上 Ｏ

合汁蟹

　　　　　　　　

９５，７綿

誓；室－０２月７■査 新井 ４８，８２０ ４８，８２０

１０月７日、．８日、，広島市での、日本
青年会離所の全国大会への参加
交通費

　

・ ．

　

往路
東海道新幹犠のぞみ３１号新横浜
（１２：２９）コ広島（１６：０８）
復路

　

広島（０９：餌）コ新檀浜
（１２：”） 乗車券代町田

　

ｏ
広島市丸

・青年会議所のイベントへの参加で
あり、政務活動とは関係がない。

ｌａ－Ｉ７６

折井議員が行った警外視察の際の
支出である。ｆ外視察について
は、運用指針に従い、．届出書や報
告書を提出しており（丙Ａ７）、
使途基準に従った適法な支出であ
るふ

Ｏ

；揖－１０／０７圃査 折井 １５，０００ １５，０００
岸田元外務大臣鱗漬

　

登録料
（広島青年会嫌所特別会員の会）

・同上
（登録料：新井議員は青年会麓所の
シニア会員、懇親会費用は飲食代で
支出できない）

ＩＢ－Ｉ７６ 同上
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
Ｏ

；；ｇ‐ｌｏ／０７調査 新井 ２，３７０ ２，３７０
視察先でのタクシー代

　

岩本タク
・同上

ＩＢ一Ｉ７６ 同上 Ｏ

‐

　

合計頓

　　　　　　　　

６６，１９０

保守連合

　

鉄道賃３９５

　　　　　　　

つ



馨支出日費目『昌員支出金額
原告らの
主張する
違法支出

樋
支出内容

　　　

’ 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　

、

　

事情
醤

トＮｏ位置 領収書以外の関連証

　

拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張
鼓判所の認
定する違法
支出額

Ｈ１４－
７３ ０１／２９鱒査 大西 ５１０ ５１０

高速代

　

ＮＥＸＣＯ中日本

　

ｉｎ相模原
愛川ｏｕｔ高尾山料金所１２時４７分
「現地餌査」とされている。

遠方での利用
圏央道の相模原愛川から高尾山まで
の距離は、１４．８ｋｍ（所要時間は１２分）
である。
復路の支出がない。
２０１４年度の醜査活動費の支出内
容は全て「現地調査」であるが、鯛
査内容不明。

１６－ｌ
７２ ８０ 下左 甲７２

市民団体からの依頼で現
地圃査のために高速道路
を利用した際の経費であ
る。
なお、復路は一般道路を
通行したため、経費の支
出がない。

Ｏ

Ｈ１４－
７４ １０／２９韻査 大西 ５１０ ５１０

高速代

　

ＮＥＸ閑中日本

　　

ｉｎ相模
原愛川ｏｕｔ高尾山料金所１１時４２分
「現地髄査」とされている。

同上
１６－Ｉ
７２ ８１ 上左 甲７２ 同上

　　　　　　　　

・ Ｏ

ｎＹ，
合汁頬

　　　　　　　

１，０２０

・

　　　　　　　　　　　　　　　

′

保守連合

　

有料道路通行料３９６

　

．



支出
番号支出日費目欄

≠蟹
員 支出金甑

原告らの
主張する
違法支出

憐
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
ｒ書
（甲） トＮｏ位■ 領収書以外の関連証

拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張
裁判所の
認定する
違法支出
幅

１４－０９／０２調査 白川 ７３０ ７３０
タクシー代・港北交通株式会社
「ラジオタクシー」（横浜市中区
に本拠地） 「現地調査」とされ
ている

・利用目的不明の現地調査（遠方）
・２０１４年度の調査活動費の支出内容
は全て「現地韻査」 １６ｒｌ‐７９ 上中

市政報告作成の相談のため
の経費である。

　　　　　　　　　　

・ Ｏ

１４－ｌｏハ５龍査 不明 ８３０ ８３０
タクシー代 マイルドタクシー
（所在地新潟市）「現地調査」
とされている

同上 １６－ｌ ７３ 下右
ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　

．．
Ｏ

Ｈ１４－
７ ｎ／１４国査 新井 ７３０ ７３０

タクシー代 （有）つゆきタク
シー（所在地

　

神奈川県綾瀬市）
「頚艶檀本１とされている

・同上

　

，

　　　

ｒ
１６－Ｉ ７９ 中中

厚木基地周辺の現地国査の
ための経費である。

　　　　　　　　　　

ノ
Ｏ

Ｈ１４－
８ １１／１５圃査 白川 ７３０ ７３０

タクシー代 メトロ自動車株式会
社港北営業所（所在地

　

横浜市）
「現地調査」とされている

・同上
・Ｓｕｉｃａでの支出との矛盾

１６一ｌ
１５３
１～１Ｏ

７９ 下左
甲卿
甲１５３
甲１９０

事業所にて現地調査後、市
民相談に対応するため、現
地醜査から市民相談へ移動
する際の経費である。 Ｏ

Ｈ１４‐１２／１３－韻査 白川 ９１０ ９１０
タクシー代（株）八璽洲タクシー
（所在地

　

世田谷区），「現地調査」
とされている

同上

　　　

ーＩ
７９ 下右

甲
甲
甲

リリ１１

国会耀員と面談に向かうた
め、タクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１４‐
１０ １２／１７圃査 白川 ３，２５０ ３，２５０

タクシー代東京都個人タクシー
協同組合（所在地

　

練馬区）「現
地鯛査」とされている

同上．
・高額（長距離）のタクシー利用
・Ｓｕｉｃａでの支出との矛盾 ーＩ

３ ７９ 上右 甲４０
甲１５３

東京で行われた経営者の交
流会に参加するためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１４－
１１ ０４／２２顕査 新井 １，醐 １，醐

タクシー代 西東京個人タクシー
島田タクシー（所在地八王子市）
「現地髄査」とされている

・利用目的不明の現地醜査（遠方）
・２０１－４年度の鯛査活動費の支出内容
は全て「現地髄査」。 １６－Ｉ ６９ 上左

子宮顕がんワクチンに関す
る聞き取り調査のためにタ
クシー移動をした際の経費
である。

Ｏ

Ｈ１４－
１２ ０５月１調査 折井 １，ＯＭ １，ＯＭ

タクシー代

　

閥ワイキャブ相模原
（営）（所在地

　

相模原市）「現
地調査」とされている

・同上

１６一Ｉ ６９ 上中

相模原市敵と町田市政の比
較に関する会議のためにタ
クシー移動をした際の経費
である。

Ｏ

Ｈ１４－
１３ ０５／１７調査 新井 １，３６０ １，３６０

タクシー代千代田自動車㈱（所在
地

　

町田市）「現地調査」とされ
ている‐

・利用目的不明の現地調査．（町田市
内に配車されている）

　

．

　

、・青年会議所の活動に関するタク
シー代．・

１６－‐Ｉ
７４一
Ｉ
１４７～
１５１

６９ 上右 甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

小学校の現地調査から見通
しの悪い交差点の現地調査
へ移動するためにタクシー
移動をした際の経費であ
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

Ｏ

Ｈ１４－０５／１８胃査 新井 １，ＷＯ １，ＯＭ
タクシー代東日本個人タクシー
（協），（所在地

　

町田市）・須藤タ
クシー

　

「現地調査」とされてい
る

・同上 ゴ

　

ト
ｌ

１６
７４
１
１４
帖

６９ 下左 甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

市内経済活性化・まちづ〈
りに関する会議のためにタ
クシー移動をした際の経費
である。

ト

　

ープ
Ｏ

Ｈ１，４－１５ ０５／２２調査 新井 １，ＯＭ １，醐
タクシー代 富士交通有限会社
（所在地

　

町田市） 「現地調査」
とされている

　

・同上
↓
－

　

ト
ｌ

恥
７４
１
１４
１５

６９ 下中 甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

市内不動産業務従事者より
聞き取りを行うためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

Ｏ

Ｈ１４－０５／２４霞査 新井 ８２０ ８２０
タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社（所在地

　

町田市）「現地姻
査」とされている

・同上 ゴ

　

ト
ｌ

１６
７４
１
“
１５

７０ 上左 甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

防災・復興支援の会議のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

　　　　　　　　　　

′ Ｏ

Ｈ１４－
１７ ０６／０１調査 新井 ９１０ ９１０

タクシー代 京王自動車株式会社
（本部多摩市）「現地鯛査」とさ
れている

・同上 １６一Ｉ
７４－
Ｉ
１４７～
１５１

７０ 上中 甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

防災・復興支援に関する会
議のためにタクシー移動を
した際の経費である。

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
Ｏ

Ｈ１４－
ＩＢ ０６月Ｏ縄査 新井 ９１０ ９１０

タクシー代 千代田自動車㈱（所
在地

　

町田市） 「現地蟹査」と
されている

・利用目的不明の現地調査（町田市
内に配車されている）
・２０１４年度の調査活動費の支出内容
は全て「現地鯛査」。

１６一ｌ ７０ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 中心市街地活性化に関する
会獲のためにタクシー移動
をした際の経費である。 Ｏ

Ｈ１４－０６／１５欄査 新井 ８２０ ８２０タクシー代．千代田自動車㈱
「現地調査」とされている

・同上

１６一Ｉ ７０ 下左

商店街活性化の打ち合わせ
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

Ｏ

Ｈ１４－０６／２２薗査 新井 １，醐 １，醐
タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社 「現地調査」とされている

・同上

１６一Ｉ ７０ 下中

　

，

　　　　　　　　　　　　　

ー

市内社会起業家の方からヒ
アリングをするためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 Ｏ

Ｈ１４－０６／２３■査 新井 １，醐 １，ＭＯ
タクシー代 相模中央交通㈱（元
小田急グループ本部厚木）

　

．「現
地撹査」とされている

・同上

６‐Ｉ ７０ 下右

中心市街地活性化に関する
会躍のためにタクシー移動
をした際の経費である。

　　　　　　　　

、 Ｏ

Ｈ１４－
２２ ０６／２８■査 折井 １，醐 １，ＯＷ

タクシー代

　

神奈中ハイヤー㈱、
（元小田急グルーカ「現地調査」
とされている

・同上

　　　　　　　　　　　

、

６」Ｉ ７１ 上左

，

　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　

」 市内経済活性化‘まちづ〈
りに関する会議のためにタ
クシー移肋をした際の経費
である。・

／１

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
Ｏ

Ｈ１４－
２３ ０７／０５鯛査 新井 １，醐 １，ＯＭ

タクシー代

　

千代田自動車㈱
「現地贋査」とされている

・同上

６ーＩ ７１ 上中

市民病院に関する市民相談
を行うためにタクシー移動
をした際の経費である。

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ Ｏ

ＨＩ４」０７／１７欄査 新井 ８２０ ８２０タクシー代

　

神奈中ハイヤー㈱
「現地調査」とされている

・同上

　　　　　　　　

，

１６－Ｉ ７１ 上右

中心市街地活性化に関する
会議のためにタクシー移動
をした際の経費である。 ｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

′

Ｏ

Ｈ１４－
２５ ０７ハ８圃董 折井 １，０≦１Ｏ ｒ，

．ｏ９０
タクシー代 株式会社エヌケイ
キャブ（相模原営業所） 「現地
調査」とされている

・同上

１６一Ｉ ７１ 下左

　　　　　　　

・

自治体でできる国際貢献に
関する会嫌のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１４－
２６ ０７／２６撰査 折井 ９１０ ９１０

タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
（横浜、相模原を中心に配車）
「現地旗査」とされている

・利用目的不明の現地調査（町田市
内に配車され・ている）
（新井躍員は、７月２２日～７月２８日と海外視察（ニユｒヨーク）実施。あ
りえない虚偽の支出。）（儀会に提
出した祝寮の実施と視察報告書よ
り）

１６－Ｉ ７１ 下中

　　　　　　　　　　　　　　

」 緊急事態条項を知る会碓の
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

　　　　　　　　　　

′

９１０

Ｈ１４‐
２７ ０７／３１回査 折井 ８２０ ８２０タクシー代

　

相模中央交通㈱
「現地撹査」とされている

・利用目的不明の現地調査（町田市
内に配車されている）
・２０１４年度の鯛査活動費の支出内容
は全て「現地国査」。

１６‐Ｉ ７１ 下右

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　

、

ホームタウンチーム支援に
関する会議のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

Ｏ

Ｈ１４－０８／０４■査 新井 １，醐 １，鯛
夕，クシ一代

　

カンツリー交通株式
会社

　

「現地醜査」とされている

・同上

　　　　　　

．

　　

‐

１６一Ｉ ７２ 上左

　

，

　

ｒ

　

ｉ治安向上に関する会議のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。 Ｏ

ｒ

　　

ｔ

　　

，

　

ｔ

‐

　　

、，

　　

ｔ

　　

　

　　　　　

　

　

　

　　

　

　　　　

　

　　

　

　

～

　　　

１

　　

１

　　　　

′

　

デ

　

‘

　　　

‘

　

‘

保守連合

　

タクシー代３９７



馨支出日費目 椎
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

醍
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　

才

　

事情
葺拠書
（平） トＮｏ位■領収事以外の関連証

拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張
裁判所の
認定する
違法支出
額

Ｈ１４‐０８／０４細筆 新井 １，醐 １，醐
タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　

「現地飼査」とされている

・同上

６ーＩ ７２ 上中

自立支援協議会設立に向け
た市民相談のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー
Ｏ

Ｈ１４－０８／０６調査 新井 １，ＯＭ １，ＯＭ
タクシー代

　

相模中央交通㈱
咽≧地鯛査」とされてし、る

・同上

６ーＩ ７２ 上右

市内危険ドラッグ販売店舗
に関する打ち合わせのため
にタクシー移動をした際の
経費である。

Ｏ

Ｈ１４－
３１ ０８／１０調査 新井 １，０９０ １，０９０

タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「現地調査」とされている

・同上

１６－Ｉ ７２ 下左

町田市介護人材に関する打
ち合わせのためにタクシー
移動をした際の経費であ
る。

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

Ｏ

Ｈ１４－
３２ ０８ハ６国査 折井 ７３０ ７３０タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　

「現地調査」とされている

・同上－

６ーＩ ７２ 下中

同上

Ｏ

Ｈ１４－ＯＢ／２８調査 新井 １，醐 １，０（力
タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「現地圃査」とされている

・．同上

　

，

　　　　　　　　

〆

　　

′

１６一Ｉ ７３ 上左

　　

、

　　　　　　　　　　

」

　　　　　　　　　　　　　　　

」

マイナンバー制度に関する
打ち合わせのためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１４－
３４ ０９／０８蘭査 新井 ７１０ ７１０

タクシー代多摩地区個人タク
シー連合会鈴木タクシー

　

「現
地醜査」とされている

・利用目的不明の現地調査（町田市
内に配車されている）
・青年会議所の活動に関するタク
シ÷代

１６－－Ｉ
７４一
Ｉ
１４７～
１５１

７３ 上中甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

　

．－

防災・復興支援に関する会
耀のためにタクシー移動を
した際の経費である。

　　　　　　　　　　　　　　　　

１
Ｏ

Ｈ１４－
３５ ０９／２９麟査 新井 １，醐 １，醐

タクシー代 西東京個人タク
シー 松井タクシー

　

「現地鯛
査」とされている

・同上 １６－Ｉ
７４一
Ｉ
１４７～
１５１

７３ 上右 甲７４‐Ｉ
甲１４７～１５１

同上

Ｏ

Ｈ１４－ｌｏ／０２国査 新井 １，醐 １，醐
タクシー代

　

神奈中ハイヤー㈱
「現地醜査」とされている

・同上 １６一Ｉ
７４－
Ｉ
１４７～

７３ 下左甲７４－Ｉ
甲１４７～，１５１

市内経済活性化’・まちづ〈
りに関する会議のためにタ
クシー移動をした際の経費
である。

Ｏ

Ｈ１４－
３７ １０／０２欄査 折井 １，ＭＯ １，醐

タクシー代

　

神祭中ハイヤー㈱
「現地飼査」とされている

・同上 １６－Ｉ
７４一
Ｉ
１４７～
１５１

７３ 下中甲７４‐Ｉ
甲１４７～１５１

市の対応についてのクレー
ムを聴取するためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１４－
３８ １１／０３調査 新井 ９１０ ９１０タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「現地醜査」とされている

・同上 １６－Ｉ
７４－
Ｉ
１４７～
１５１

７４ 上左甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

防災・復興支援に関する会
議のためにタクシー移動を
した際の経費である。

　　　　　

ー

Ｏ

Ｈ１４－１１／ｎ 調査 折井 １，鯛 １，０Ｍ
タクシー代・千代田自動車㈱
「現地鯖査」とされている

　　

１

・利用目的不明の現地鯛査（町田市
内に配車されている）
・２０１４年度の調査活動費の支出内容
は全て「現地旧査」。

１６－Ｉ ７４ 上中

１

　　　　　　　　　　　　　　　　

／

介護保険事業計画に関する
打ち合わせのためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

　　　　　　　　　　　

ー

Ｏ

Ｈ１４－
４０ １１／１３餌査 新井 １，ＭＯ １，醐

タクシー代 京王自動車株式会社
「現地餌査」とされている

・利用目的不明の現地髄査（町田市
内に配車されている）
・青年会議所の活動に関するタク
シー代

１６‐Ｉ
７４一
Ｉ
１４７～
１５１

７４ 上右 甲７４－１
甲１４７～１５１

市内経済活性化・まちづ〈
りに関する会議のためにタ
クシ」移動をした際の経費
である。

　　　　　　　　　　　　　

’
Ｏ

Ｈ１４－
４１ １２／０５国査 新井 ９１０ ９１０

タクシー代東京都個人タクシー
（協）南多摩支部井戸崎タク
シー 「現地腹査」とされている

・利用目的不明の現地醜査（町田市
内に配車されている）
・２０１４年度の餌査活動費の支出内容
は全て「現地調査」。

１６－Ｉ ７４ 下左

同上

　　　　　

１
Ｏ

Ｈ１４－１２／０６調査 新井 ８２０ ８２０タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「現地調査」とされている

・同上

１６－Ｉ ７４ 下中

特別支援学級の児童に対す
る学校や教員の対応に関す
る市民相談のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１４－
４３ １２／２１調査 新井 １，ＯＭ １，醐

タクシー代 京王自動車株式会社
「現地調査」・とされている

・利用目的不明の現地鯖査（町田市
内に配車されてＬ、、る）・青年会議所の活動に関するタク
シー代

１６－Ｉ
７４－
Ｉ
１４７～
１５１

７４ 下右甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

防災・復興支援に関する会
議のためにタクシー移動を
した際の経費である。

　　　　　　　　　　　　　

１ Ｏ

Ｈ１４－
４４ １２／２１■査 新井 ７３０ ７３０タクシー代

　

相模中央交通㈱
「現地撹査」とされている

・．利用目的不明の現地調査（町田市
内に配車されている）
・２０１４年度の醜査活動費の支出内容
は全て「現地調査」ｄ

１６－Ｉ，７５ 上左

子育て支援策に関する市民
相談のためにタクシ÷移動
をした際の経費である。 Ｏ

Ｈ１４－
４５ ０１ハ２国査 新井 ８２０ ８２０タクシー代

　

カンツーリー交通株式
会社

　

「現地鯛査」とされている

・利用目的不明の現地鯛査（ｉｉ函市
内に配車されている）
・その他のタクシー利用（成人式に出
席する若者に挨拶を行うために利
用）

１６一Ｉ ７５ 上中

市内の地域行事に関する現
地調査のためにタクシー移
動をした際の経費である。 Ｏ

Ｈ１４－
４６ ０１／１７調査 新井 Ｌ

　

８２０ ８２０タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「現地調査」とされでいる

・利用目的不明の現地調査（町田市
内に配車されている）
・２０１４年度の調査活動費の支出内容
は全て「現地調査」。

１６‐Ｉ ７５ 上右

　　　　　　

１

治安向上に関する会麟のた
めにタクシー移動をした際
の経費であるａ Ｏ

Ｈ１４－
４７ ０１／２６譲査 新井 ８２０ ８２０タクシー代

　

、神奈中ハイヤー㈱
「現地鯛査」とされている

町田市文化協会新年賀詞交歓会で
あり

　

会合ではない。
（諸報告

　

議会活動状況） １６‐Ｉ
２０９
（古
田磯
員ブ
ロ
グ）

７５ 下左

甲２０９（吉田議員ブ
ログ）

文化協会の会合に参加する
ためにタクシー移動をした
際の経費である。
賀詞交歓会は多数の参加者
が集まり意見や情報の交換
を行う娼であり、酒食を伴
うことにより政務活動であ
ることは否定されない。＼ Ｏ

Ｈ１４－
４８ ０１／２５調査 大西 ７３０ ７３０タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　

「現地嗣査」とされている

・利用目的不明の現地鯛査（町田市
内に配車されている）

１６‐Ｉ ７６ 上左

教育を考える会の会耀のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。 Ｏ

Ｈ１４‐１２／１４圃査 大西 １，獅 １，９（め
タクシー代 小田急交通南多摩隣
「現地髄査」とされている

・同上

　

，

１６一Ｉ ７６ 上中

舗装の要望について現地撹
査のためにタクシー移動を
した際の経費である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

Ｏ

孝二，
ｒ

　　　

‘‘′

保守連合

　

タクシー代３９８

　　　　　　　　　　　　　



支出
書号支出日費目職

名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

檀
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情

　

‐ 手書
トＮｏ位畳領収書以外の関連証

拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張
裁判所の
認定する
違法支出
甑

Ｈ１４‐
５０ １１／０８劉査 大西 ７３０ ７３０タクシー代

　

神奈中ハイヤー㈱
「現地調査」とされている

・同上

１６一Ｉ ７６ 上右

　　　　　　　　　

１ 市政を考える会の会議のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。 Ｏ

Ｈ１４－
５１ ０１／１５鶴査 大西 １，５４１０ １，１０タクシー代 京王自動車株式会社

「現地調査」とされている

・同上

１６‐Ｉ ７６ 下左

狭嘘道路を拡幅してほしい
との要望について現地調査
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。 Ｏ

１４－１１／０６調査 大西 ７３０ ７３０タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「現地醜査」とされている

・同上

１６÷１ ７６ 下中

　　　　　　　　　　　　　

＼

通学路を整備してほしいと
の要望について現地鯛査の
ためにタクシー移肋をした
際の経費である。

　　

１
Ｏ

Ｈ１４－
５３ １１ハ８国査 大西 ７３０ ７３０タクシー代

　

千代田自動車㈱
「現地髄査１とされている

・同上 １６－Ｉ ７６ 下右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ Ｏ

Ｈ１４－
科 １１／２９鋼査 大西 ２，０８０ ２，ＯＢＯ

タクシー代

　

カンツリ▼交通株式
会社

　

「現地髄査」とされている

・同上

　　

●

　　　　　　

－・市民サ・一クル活動への参加 １６‐Ｉ ７７ 上左
囲碁連盟の打ち含わせのた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

‐Ｏ

Ｈ１４‐
５５ １２／１４幽査 大西 １，３３０ １，３３０

タクシー代 東日本個人タクシー
株式会社 １６時３９分

　

「現地調
査－とされている

・同上
・市民サークル活動への参加 １６－Ｉ ７７ 上中

同上
Ｏ

Ｈ１４‐
５６１ １２／２０調査 大西 １，９９０ １，９９０

タクシー代

　

千代田自動車㈱
「現地圃査」とされている

・同上

１６－Ｉ ７７ 上右

　　　　　　　　　　　　　

１ 街路灯を修繕してほしいと
の要望について現地調査の
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

，

　　

Ｏ

Ｈ１４－
５７ ０５／０２薗査 大西 １，９９０ １，９９０

タクシー代 東日本個人タクシー
協同組合（町田市木曽西）小川タ
クシー

　

「現地調査」とされてい
る

・同←
１６‐Ｉ ７８ 上左

　　　　

＼ 放置物件の現地調査のため
にタクシー移動をした際の
経費である。 Ｏ

Ｈ１４－
５８ ０７／１５欄査 大西 ２，３５０ ２，３５０

タクシー代西東京個人タクシー
（協） 福田タクシ 「現地鯛
本１とされている

・同上
１６一Ｉ ７Ｂ 上中

同上

　　　

， Ｏ

Ｈ１４－
５９ ０４／０９圃査 大西 １，７２０ １，７２０

タクシー代 富士交通有限会社
「現地調査」とされている

・同上．‐

１６－Ｉ ７８ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

道路上に張り出している樹
木を撤去してほしいとの要
望について現地鯉査のため
にタクシー移動をした際の
経費である。

Ｏ

Ｈ１４－０４ハ６鑓査 大西 ８２０ ８２０タクシー代 京王自動車株式会社
「現地調査」とされている

・同上

，６一，

「

７８ 下左

故障している交通標識を修
繕してほしいとの要望につ
いて現地帽査のためにタク
シ「移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ４－０７／３１欄査 大西 ２，欄 ２，準１０
タクシー代，東日本個人タクシー
協組

　

飯海タクシー

　

「現地鯛査」
とされている

・同上
６ーＩ ７８ 下中

道路を補修してほしいとの
要望について現地髄査のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． Ｏ

暮せ０８／１１鯛査 白川 ７３０ ７３０タクシー代

　

神奈中ハイヤー隣
「現地鯛査」とされている

ｒ同上
６‐Ｉ ７９ 上左

市民相談のためにタクシー
移動をした際の経費であ
る。

Ｏ
，

　　

，

　

，ー

　　

，、

　

；

　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ ９１０ｔ

　

、１

　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　

合汁甑

　　

、

　

’

　　　

６３，８１０

Ｈｉｇ一
１４７ ０４／ｌｏ調査 白川 １，２７０ １，２７０タクシー代

　

三鷹

　

「現地調査」
・利用目的不明の現地調査（遠方）

１７一Ｉ ６８ 上中
参蹟院議員秘事との面談の
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１４８ ０４ハ２調査 白川 ７３０ ７３０タクシー代

　

芙暮第ー交通（０３－
３７８３‐７０００）「現地調査」

・同上

１７‐ｌ ６８ 上右
参耀院議員との面談のため
にタクシー移動をした際の
経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１４９ ０８／鋼 圃査 白川 １，醐 １，醐

タクシー代

　

京浜交通
「現地鹸査」

・同上
１７‐Ｉ ６８ 下中

　　　　　　　　　　　　　　　　

「
横浜銀行行員との意見交換
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１５０ ０１／１５霞査 白川 ７３０ ７３０タクシー代

　

匪旧態 Ｔ厭ｌ
ｒ現地旗査」

・利用目的不明の現地鯛査（町田市
内に配車されている）

１７－Ｉ ６８ 上左

　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

－

　　　　　　

－

ことばらんどで開催された
山中恒展を視察するために
タクシー移動をした際の経
費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１５１ １０月８蘭査 白川 １，醐 １，醐

タクシー代 小田急交通南多摩株
式会社

　　　

，

　　　　　　　

「
頚飴醜香ｌ

・同上
１７‐Ｉ ６８ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．市民との面談のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある一

Ｏ

Ｈ１５－
１５２ ０４／ｍ 鱗査 白川 １，６３０ １，６３０

タクシー代 富士交通株式会社
「現地調査」

・同上
１７‐Ｉ ６８ 下右

参議院躍員秘■との面談の
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

ノ′

　　　　　　

，

　　　　　　　　

′

　　　

、
Ｏ

Ｈ１５－０２／２６国査 大西 ７３０ ７３０タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「会謎」

　　

，

・利用目的不明の会疑（町田市内に
配車されている）
・市民サークル活動への参加

７ーＩ ７０ 上左
文化協会会謎のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１５－
１５４ １２月３国査 大西 ７００ ７〔鳩タクシー代 東日本タクシー株式

会社

　　　　　　　　　　

「会醗」
・同上

　

．

　　　

７ーＩ ７０ 上中

　　　　　　　　　　　　　　　

１
同上 Ｏ

Ｈ１５‐
１５５ １２ハ６岬査 大西 ２，卿 ２，欄

タクシー代 相模中央交通株式会
社

　　　　　

「会謎」

・同上

７‐Ｉ ７０ 下左
鶴見川こいのぼりの会の会
躍のためにタクシー移動を
した際の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１５６ １２／２２、鱒査 大西 ２，１４１０ ２，ｌｄｌｏ

タクシー代 東日本タクシー株式
会社

　　　　　

，

　　　　

．「金謹」
・同上 ７ーＩ ７１ 上左 同上 Ｏ

Ｈ１５－
１５７ ０４／２６薗査 大西 ２，０５０ ２，０５０

タクシー代 東日本タクシー株式
会社

　　　　　　　　　　

「会躍」

・同上

７ーＩ ７１ 中左
新しい歴史教科●を作る会
の会鏡のためにタクシー移
動をした際の経費である。

　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　

・
Ｏ

Ｈ１５‐
１５８ １０／０１圃査 大西 ２，３５０ ２，３５０

タクシー代 東日本個人タクシー
（協）

　　　　　　　　

・「打合
せ」．

　

・

・利用目的不明の打合せ（町田市内
に配車されている）

７ーＩ ７１ 上右
学校教材に関する打ち合わ
せのためにタクシー移動を
した際の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１５９ ０２／ｍ 調査 大西 ７３０ ７３０

タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　　　　　　

ｒ

　　

‐

　

「打
合せ」

・同上
７ーＩ ７１ 下左

　　　　　　　　　　　　　

→
ダンス協会の会議のために
タクシー移動をした際の経
費である。

Ｏ

Ｈ１５－０５月Ｏ■査 大西 ２，５３０ ２，５３０
タクシー代

　

神奈中ハイヤー

　

「
打合せ１

・同上 ７ーＩ ７２ 上左 同上 Ｏ

ＨＩＥト
１６１ ０５／０９譲査 大西 ２，６２０ 乙６２０タクシー代

　

神奈中ハイヤー

　

「
打合せ」

・同上
７‐Ｉ ７２ 上右

日本会議の打ち合わせのた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１６２ ０２／２５鱗査 大西 １，１８０ １，１８０

タクシー代 日本交通立川株式会
社・「打合せ」

　

－
・同上 ７‐ｌ ７３ 上左 同上

　　

， Ｏ

　　　

１

　　　

１

　　

１

　

ｉ

　　

ｔ

　　　

ｒ

　

・
　

　　

　　

　

　

　　

　

　

　

　　

　

　　　　

　

　　

　

保守連合

　

タクシー代３９９



二言
，
；

支出
番号支出日費目『１５

員 支出金額
原告らの
主張する
違法支出

憐
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
ｒ書
（甲） トＮｏ位置領収書以外の関連証

拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張
鼓判所の
認定する
違法支出
樋

ＨＴ三ト１０／２８調査 大西 １，６３０ １，６３０
タクシー代

　

千代田自動車隣

　

「
打合せ」

・同上
・市民サークル活動への参加

１７－Ｉ ７３ 上中ト

　

ー

文化協会の囲碁大会に関す
る打ち合わせのためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。
文化協会加盟団体の活助へ
の参加は、市の支援を得る
働きかけのための調査研究
活動である。 ＼ Ｏ

Ｈ１５－０８／２５圃査 大西 ２，５３０ ２，５３０
タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　

「市民相談」ｒ会簾」

　　

，－

・利用目的不明の市民相談と会議
（町田市内に配車されている） １７‐Ｉ ７３ 上右

市民相談及び会議のために
タクシー移動をした際の経
費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１６５ ０２／２６鶴査 大西 ９１０ ９１０タクシー代 京王自動車株式会社

「会議」

・利用目的不明の会鱗（町田市内に
配車されている）

７ーＩ ７３ 中左
明日の会の会議のためにタ
クシー移動をした際の経費
である。

　　　　　　　　　　　　　　

、

Ｏ

Ｈ１５－
１６６ ０２／２２調査 大西 ７３０ ７３０

タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　　　　　　　　　　　　

「打
合せ」

・利用目的不明の打合せ（町田市内
こ配車されている）

７‐Ｉ ７３ 中中
日本会隣の打ち合わせのた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

、

　　　　　　　　　　　　　　

、

Ｏ

Ｈ１５－
１６７ ０２／２２調査 大西 Ｂ２０ ８２０タクシー代 相模中央交通株式会

社

　

ｒ市民相醐

・利用目的不明の市民相談（遠方）

７‐Ｉ ７３ 下右
数嘘道路に関する市民相談
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。

　　　　　　　　　　　　　

、

Ｏ

Ｈ１５－
１６８ １２／０９桝査 新井 、１，０００ １，ＭＯ

タクシー代，西東京個人タクシー
「会議」

・利用目的不明の会鐘（遠方）

７‐Ｉ ７８ 上左

　　　　　

‘
．

　　　　　　　　　　　　　　

▲

　　　　　

．

玉川学園コミュニティセン
夕一の鷺替えに関する質問
の答弁に関する会議のため
にタクシー移動をした際の
経費である。

Ｏ

ＨＩＥト
１６９ １０／２５霞査 新井 ８２０ ８２０タクシ「代 京王自動車株式会社

「会議」

・利用目的不明の会議（町田市内に
配車されている）

　　　　　　

′
７‐Ｉ ７８ 上右

文学館会麓室にて中心市街
地治安向上のための会糠の
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１７０ ０１／１５欄査 新井 １，醐 １，鯛

タクシー代 小田急交通南多摩株

馨儲
・同上

　　　　　　　　

，

　　　　

，
７‐Ｉ ７８ 下左

市内経済活性化・まちづ〈
りに関する会鵠のためにタ
クシー移動をした際の経費
である。

　　　　　　　　　　　

′ Ｏ

Ｈ１５－０１／２３韻査 新井 ８２０ ８２０タクシー代 相模中央交通株式会
社

　

「会議」

・同上

７‐Ｉ ７８ 下中

　　　

ず

ホームタウンチーム支援に
関する会議のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１５－
１７２ ０１／２７欄査 新井 ８２０ ，

　　

８２０タクシー代

　

千代田自動車㈱

　

「
会議」

　　

．

　　

，

・同上
・町田市商店街連合会「新年賞詞交
歓会」への参加
・賀詞交歓会、旗開き参加に係る支
出

　　　　　　

！

１７－Ｉ ７８ 下右甲２１０（三遊亭議員
ブログ）

市内経済活性化・まちづ〈
りに関する会躍のためにタ
クシ÷移動をした際の経費
である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

Ｏ

Ｈ１５－
１７３ ０７ハ９欄査 新井 １↓０００ １，ＯＭ

タクシー代

　

神奈中ハイヤーー「
会議」

・同上

１７－Ｉ ７９ 上中

　　　　　　　　　　　　　　

’ 文化発信によるまちづくり
に関する会鏡のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。 ‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

／
ｒ

　　　

ｏ

ＨＩ争
１７４ ０７／２５国査 新井 ８２０ ａ２０タクシー代

　

神奈中ハイヤー

　

「
会穣」

・同上
１７－Ｉ ７９ 上右

治安向上に関する会耀のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

鞘０８／２４鱈査 新井 １，０｛鳩 １・，０００
タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　　　　　　　　　　　

「会
離」

・同上
１７‐Ｉ ７９ 下左 同上

　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

Ｏ

Ｈ１５－
１７６ ０７／２５醜査 新井 ７３０ ７３０タクシー代・小田急交通南多庫株

式会社

　

会耀

・同上
１７‐Ｉ ７．９ 下中

　　

′

　　　　　　　　

，

まちの景観に関する会議の
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

０１

Ｈ１５－
１７７ ０７／０５圃査 新井 １，鯛 １，醐

タクシー代 小田急交通南多摩株
式会社

　

会躍

・同上

１７－Ｉ ７９ 下右

　　　　　　　　　　

．

ホームタウンチームを今後
どう盛り上げてい〈かに関
する会離のためにタクシー
移動をした際の経費であ
る。

Ｏ

Ｈ１５－
１７８ ０６／１２圃査 新井 １，１８０ １，１８０

タクシー代

　

神奈中ハイヤー

　

「
会獲」

・同上

１７‐Ｉ ８０ 上左
南大谷さくら会館の建誓え
要望に関する会議のために
タクシー移動をした際の経
費である。

′
Ｏ

Ｈ１５－
１７９ １１ハ３欄査 新井 １，０００ １，醐

タクシー代 小田急交通南多摩株
式会社

　

会議

ペスカドーラ町田のリーグ戦（第３
０節）の観戦である。
ペスカドーラ町田

　

２０１５シーズ
ン

　

３０節１９●：○○～

１７‐Ｉ ８０ 上右甲４１

ホームタウンチーム支援に
関する会議のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。
また、かかる視察は新井謎
員が町田市の「みるスポー
ツの充実」政策実現に向け
て行われた現地慣査であ
る。
新井議員は、ベスカドーラ
町田の試合終了後、ベスカ
ドーラ町田のゼネラルマ
ネージャーと懇談を行って
大型ビジョンの設置に関す
る要望を受けた。

　　　　　　

．

１，ＯＭ

Ｈ１５－０２／２７顕査 新井 １，１８０ １，１８０
タクシー代

　

千代田自動車㈱

　

「
会議」

・利用目的不明の会議（町田市内に
配車さ，れている）

　

・
１７‐ｌ ８１ 上左

治安向上に関する会謎のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１８１ ０３／０２欄査 新井 ７３０ ７３０タクシー代 日本交通立川株式会

社

　

「会躍」

・同上

１７－Ｉ ８１ 上中
他の自治体の市議会襲員と
学校給食に関する会穫のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
ＩＢ２ ０３ハ９■査 新井 １，醐 １，醐

タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　　　　　　　　　　　

「会
嫌」

・同上
１７－Ｉ ８１ 上右

　　　　　　　　　

．

治安向上に関する会議のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１８３ ０３ハ９鯛査 新井 １，醐 １，醐

タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「会獲」

・同上

１７‐Ｉ ８１ 中左
市内の設備関係事業者団体
との会獲のためにタクシー
移動をした際の経費であ
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
Ｏ

Ｈ１５‐
ＩＥ１４ ０３／０７■査 新井 ７３０ ７３０タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「会鑓」

・同上
１７‐Ｉ ８１ 中中

治安向上に関する会議のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１５－
１８５ ０３ハ９扉査 折井 １，２７０ １，２７０

タクシー代・千代田自動車㈱
「会議」

・同上

　　　

一
１７‐Ｉ ８１ 中右

市内の学校支援団体の会議
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。

Ｏ

苧鎧０３／２０国査 新井 １，ＭＯ １，０（力
タクシー代

　

千代田自動車㈱
「会議」

・同上

１７－ｌ ８１ 下
左
横

　　　

Ｊ市内医療ト介護事業者の会
議のためにタクシー移動を
した際の経費である。

Ｏ

　　　　

保守連合

　

タクシー代４００



馨支出日費目離
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法

檀
支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情‐

　　

，
盛拠書
号
（甲） トＮｏ位■領収■以外の関連証

拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張
裁判所の
認定する
違法支出
樋

Ｈ１５‐
１８７ ０３／０６鵠査 新井 鍵２Ｏ ８２０タクシー代

　

千代田自動車㈱
「会議」

・同上
１７－Ｉ ８１ 下

右
横 町田市軟式野球連盟の会議

のためにタクシー移動をし
た際の経費である。

　

１
Ｏ

Ｈ１５－１０／０７韻査 新井 １，１３０ １，１３０
タクシー代

　

昭和交通

　

０７６６‐２１‐
０３０３

　　　　

富山県氷見市

・青年会鱗所主催の視察時のタクシー
利用であり、政務調査とは関係がな・
し、。

１７一Ｉ ７８ 上中

新井議員が行った管外視察
の際の支出である。曽外視
察については、運用指針に
従い．視察の前後に届出書
や報告書を提出しており
（丙Ａ３ー視寮の実施につ
いて、丙Ａ４，５ー視寮報
告書等）、使途基準に従っ
た適法な支出である。

Ｏ

Ｈ１５－
１８９ ０９／２５鎖査 折井 １，２９０ １，２９０

タクシー代

　

三八五交通０１７８‐４３－
０３８５

・同上
・同上

　　　　　

，

　　　　　

一 ７‐Ｉ ７９ 上左 同上．

　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 Ｏ

　　

１，ＭＯ

　　　　　　　　　　　　　　　

合計甑

　　　　　　　

５１，７９０

Ｈ１６－０７ハ３国査新井 １，８１０ １，８１０

タクシー代 小田急交通南多摩隣
「打合せ」

・利用目的不明の打合せ（町田市内
に配車されている）

８一， ５３ 上左

ホームタウンチームを今後
どう盛り上げてい〈かにつ
いての打ち合わせのために
タクシー移動をした際の経
費である。

　　　　　　　　

、

Ｏ

Ｈ１６－
２ ０７ハ５蘭査新井 ９１０ ９１０

タクシー代

　

三塵交通Ｋ．Ｋ（横
浜）「打合せ」

・利用目的不明の打合せ（遠方）

ＩＢ－Ｉ ５３ 上中
他の自治体の議員と横浜で
の打ち合わせのためにタークシー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１６－０７ハ８韻査 新井 ８２０ ８２０

タクシー代 京王自動車多摩南株
式会社

　

「打合せ」
・利用目的不明の打合せ（町田市内
に配車されている）

８ーＩ ５３ 上右

　　　

１

塵
固
め
の

声協約に係る住宅開発計
こ関する打ち合わせのた
；タクシー移動をした際
圧費である。

Ｏ

Ｈ１６－０７／２０欄査折井 ７３０ ７…１Ｏタクシー代 京王自動車株式会
社

　

「打合せ」

・同上

　　　　　

、
８‐Ｉ ５３ 中左

指定難病認定に関する今後
の対応の打ち合わせのため
にタクシー移動をした際の
経費である。

Ｏ

０７／２４調査新井 ２，１７０ ２」１７０タクシー代

　

閥ワイキャブ相模原
（営）

　

「打合せ」

・同上

１８‐Ｉ ５３ 中

　　　　　　　　　　　

′
医療介護事業者との交流会
の打ち合わせのためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

　　　　　　　　　　　　　　

・ Ｏ

Ｈ１６‐ＯＢ／１６圃査新井 １，３ｆめ １，３６０
タクシー代

　

カンツリー交通株式
会社

　　

「打合せ」

・同上

８ーＩ ５３ 中右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

陣がい者就労施設にて制度
改正についての打ち合わせ
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。

Ｏ

ＨＩＥト
７１ ＯＢ／１７劉査新井 ８２０ ８２０タクシー代東日本タクシー協同

組合Ｓ^ＴＳＵＭＯＴＯＴ厭ｌ

　

ｒ打合せ」

・同上

１８‐ｌ ５４ 上左

　

・ 携帯基地局故董計画に対し
ての打ち合わせのためにタ
クシー移動をした際の経費
である。

　

１
Ｏ

１幸一０８／２８餌査斬井 １，５４１０ １，５′４０
タクシー代相模中央交通株式会
社 「打合せ」

　　　　　

＼

・同上

１８一Ｉ ５４ 上中
忠生地区のまちづくりに関
する打ち合わせのためにタ
クシー移動をした際の経費
である。

Ｏ

Ｈ１６－０９／０３調査新井 ９１０ ９１０
タクシー代東日本個人タクシー
ＭＩＺＵ一Ｋ）ＴＯ

　

Ｔ^Ｘ１
ｒ打合せ」

・同上

ＩＢ‐Ｉ ５４ 上右
栄通りフ
パレード
せのため
した際の

エスティパル防犯
に関する打ち合わ
にタクシー移動を
経費である。

Ｏ

Ｈ１６‐０９／０６欄査新井 ９１０ ９１０
タクシー代東京都個人タクシー
（協）南多薦支部島田タクシー「
打合せ」

・同上
８ーＩ ５４ 中左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 地域防犯
せのため
した際の

こ関する打ち合わ
こタクシー移動を
陸費である。

Ｏ

Ｈ１６－
１１ ０９ハＯ調査 新井 １，１５０ １，１５０

タクシー代 東日本タクシー株式
会社

　　　

「打合せ」

・同上

８ーＩ ５４ 中

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

， 個人宅での打ち合わせのた
めにタクシ」移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１６－
１２ ０９／２３調査 新井 １，‐０００ １，醐

タクシー代

　

千代田自動車㈱
「打合せ」

・同上

８ーＩ ５４ 中右
指定難病認定に関する今後
の対応の打ち合わせのため
にタクシー移動をした隙の
経費である。

　　　　

．

Ｏ

Ｈ１６‐
１３ １２／０９圃査 折井 １，０≦１Ｏ １，０９０

タクシー代 飛鳥協同無線株式会
社

　　　　

「打合せ」

．同上

　　

・・、

８‐Ｉ ５５ 上左

　　　　　　　

１
市内在住外国人支援に関す
る打ち合わせのためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

＼＼＼＼１
Ｏ

Ｈ１６－
１４ ０１／２４鯛査 新井 ８２０ ８２０タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「打合せ」

・同上

１８－Ｉ ５５ 上中

　　

，

　　　　　　　　　　

ノ
国保税分納についての対応
についての打ち合わせのた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１６－
１５ ０１／３１鵠査 折井 ７３０ ７３０タクシー代

　

千代田自動車㈱
「打合せ」

・同上

８‐Ｉ ５５ 上右
市有財産の登記についての
打ち合わせのためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ ０３／０４■査 新井 １，伽 １，ＯＭ
タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「打合せ」

・，同上

　　　　　　　

，
８ーＩ ５５ 中左

開発計画排水構造の不安に
対する打ち合わせのために
タクシー移動をした際の経
費である。

Ｏ

Ｈ１６‐０３／１４鯛査 新井 ９１０ ９１０タクシー代

　

小田患交通南多摩隣
「打合せ」

・同上

Ｂ－Ｉ ５５ 中

　　　　　　　　

． 少年サッカーの公式戦がで
きる場所についての打ち合
わせのためにタクシー移動
をした際の経費である。

　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、
Ｏ

Ｈ１６‐
ＩＢ ０３／２４鯛査 新井 ７３０ ７３０タクシー代

　

ＴＡＴＥ

　

Ｔ厭１

　　

（都
内）

　　　　　　

「打合せ」

・利用目的不明の打合せ（遠方）

ＩＢ－Ｉ ５５ 中右

乗車した個人タクシーの加
盟している協会が都内にあ
るため０３の記載があるに
過ぎない。防災協定締結に
ついての打ち合わせのため
にタクシー移動をした際の
経費である。 ＼ Ｏ

Ｈ１６－０５／２２調査大西 ２，０８０ ２，０８０
タクシー代

　　

カンツリー交通株
式会社

　

「打合せ」

　　

′

・利用目的不明の打合せ（町田市内
に配車されている） １８」Ｉ ５６ 上左

街灯故電に関する市民相談
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。

　　　　　

一
Ｏ

ＨＩＥト
２０ ０６／１５■査大西 １，２７０ １，２７０

タクシー代・小田急交通南多摩隣
「打合せ」

・同上
８‐Ｉ ５６ 上中

農地転用に関する市民相談
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
Ｏ

Ｈ１６－
２１ ０６／２４鶴査大西 １，４５０ １，要；Ｏ

タクシー代 小田急交通南多摩
㈱

　　　　

「打合せ」
・同上 ８ーＩ ５６ 上右 同上 Ｏ

　

　　

　　

　

　

　　　　　

　

　　

　

　　

　　

　

　　

　

　　　

ｔ

　　　　　　

ｔ

　

１．

　

‘

　　　　

ｉ

　

．・
『

　　　

ｉ

　　　

ｌ

　　　

ｉ

‘；・Ｔ

保守連合

　

タクシー代４０１



支出
審号支出日費目『碧員支出金額

原告，らの
主張する
違法支出

温
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
ｒ香
（甲） トＮｏ位ー領収●以外の関連証

拠 会派保守連合の主張 吉田躍員の主張
裁判所の
認定する
違法支出
樋

Ｈ１６－
２２ ０７／０９圃査大西 ２，０８０ ２，０８０

タクシー代

　

，カンツリー交通株式
会社

　　　

「打合せ」
・同上 １８一Ｉ ５６ 中左 同上

　　　　

．
Ｏ

Ｈ１６－０７ハ５国査 大西 １，８１０ １，８１０
タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「打合せ」・

・同上

　　　　　　　　　　　　

・

　

１８－Ｉ ５６ 中

　　　　　　　　　　　

・ 狭嘘道整備
わせのため
をした際の

こ関する打ち合
こタクシー移動
臣費である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ Ｏ

Ｈ１６－
２４ ０８／２５■査 大西 １，６３０ １，６３０

タクシー代

　

和同交通
（横浜市中区本牧町１‐１１）「打合
せ」

・利用目的不明の打合せ（遠方）
（購漬会の内容不明）

１８－Ｉ ５６ 中右
講漬会醜師との打合わせの
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

Ｏ

Ｈ１ ０８／２５鵠査大西 ７３０ ７３０タクシー代

　

千代田自動車㈱
「打合せ」

・利用目的不明の打合せ（町田市内
に配車されている）
（活動実態のない団体） ＩＢ－Ｉ ５６ 下左

　　　　　

．

　　　

・
明日の会町田に関する打ち
合わせのためにタクシー移
動をした際の経費である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

Ｏ

Ｈ１６－
２６ ０８／２５調査 大西 １，２７０ １，２７０

タクシー代

　

ヒノデ第一交通
（保土ヶ谷）

・利用目的不明（遠方）
１８－Ｉ ５６ 下中

教育をただす会の打ち合わ
せのためにタクシー移動を
した際の経費であるｑ

Ｏ

Ｈ１６‐
２７ Ｑ９／２１国査大西 １，６３０ １，６３０

タクシー代東京都個人タクシー協
同組合

　　　　　　　　　　　　

城
南支部間胆Ｒ拭Ｔ厭－

　

「打合せ」

・利用目的不明の打合せ（遠方）
・同上

１８－Ｉ ５６ 下右

　　　　

′

　　　　　　　　　　

ー
教育をただす会の打ち合わ
せのためにタクシー移動を
した際の経費である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． Ｏ

Ｈ１６－
２８ １０／１２欄査大西 ７３０ ７３０タクシ｛代

　　

神奈中ハイヤー
「打合せ」

・利用目的不明の打合せ（町田市内
に配車されている）

１８－Ｉ ５７ 上左
鶴川市民センターでの打ち
合わせのためにタクシー移
動をした際の経費である。

　

／

Ｏ

Ｈ１６－
２９ １０／１３細書大西 ７３０ ７３０タクシー代

　　

神奈中ハイヤー
「打合せ」

・同上
ｌａ－Ｉ ５７ 上中

現地調査及び打ち合わせの
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

　

・
Ｏ

Ｈ１６－ｌｏ／２１欄査大西 ７３０ ７３０タクシー代

　　

神奈中ハイヤー
「打合せー

・同上 １８－Ｉ ５７ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　

．
同上 Ｏ

Ｈ １０／２８■査大西 ７３０ ７３０タクシー代

　

，千代田自動車㈱
「打合せ」

・同上 １８一Ｉ ５７ 中左 同上 Ｏ

Ｈ１６‐
３２ １０／２６ー査大西 ２，２６０ ２，２１め

タクシー代 小田急交通南多摩
㈱

　　　　

「打合せ」

・同上

１８一Ｉ ５７ 中
街路灯較ーに関する要望の
打ち合わせのためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１ 」１／２６鯛査大西 １，６３０ １，６３０
タクシー代

　

神奈中ハイヤｒ
ｒ打合せ」

・同上
ＩＢ一Ｉ ５７ 中右

草刈り要望に関する現地鯖
査のためにタクシー移動を
した際の経費である。

　　　

、

　　　

、
．・ Ｏ

Ｈ１６‐
３４ １１／２７韻査大西 ２，１７０ ２，１７０

タクシー代 相模中央交通株式
会社

　　　　

「打合せｌ
・同上 ｌａ－Ｉ ５７ 下左 同上 Ｏ

Ｈ１６－１１／３０調査大西 １，５一１Ｏ １，５４０
タクシ÷代

　

小田急交通南多摩㈱
「打合せ」

．同上

　

Ｉ
ＩＢ‐Ｉ ５７ 下中 同上

　

・

　　

′ Ｏ

Ｈ１６‐
３６ １２／餌 欄査大西 １，９１１０ １，９６１０

タクシー代 飛鳥協同無線株式会
社

　　　　

「打合せ」

・同上
１８－Ｉ ５７ 下右

市民相談の打ち合わせのた
めにタク．シー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１６‐１２／０５鑓査大西 １，４５０ 『，４５０
タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「打合せ」

・同上
１８一Ｉ ５８ 上左

道路補修要望
合わせのため
動をした際の

：関する打ち
；タクシー移
圧費である。

Ｏ

Ｈ１６‐１２だ９調査大西 １，４５０ １，４５０
タクシー代 日本交通立川株式会
社 南多摩営業所

　

「打
合せ」

・同上
１８‐Ｉ ５８ 上中

つ〈し野センタ」の市民相
談のためにタクシー移動を
した際の経費である。

Ｏ

Ｈ１６－０１／０８餌査大西 ２，７１０ ２，７１０
タクシー代 相模中央交通株式会
社

　

●

　　　　　

－ 「打合
せ」

・同上
１８－Ｉ ５８ 上右

学童保育入所相談のために
タクシー移動をした際の経
費である。

Ｏ

Ｈ１６‐
４０ １２月５欄査 大西 １，３１涛 １，３６０

タクシー代・相模中央交通株式会
社 「打合
せり

・同上
１８－Ｉ ５８ 中左 同上

Ｉ
ー

　　　

Ｏ

Ｈ１６－
４１ ０１／０９欄査 大西 ２，卿 ２，型１０

タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「打合せ」

・同上

ｌａ－Ｉ ５８ 中
甲２１４一２
甲２１８・市民囲碁大
会

文化協会の打ち合わせのた
めにタクシー移動をした際
の経費である。
文化協会加盟団体の活動へ
の参加は、市の支援を得る
働きかけのための鯛査研究
活動である。 ＼ Ｏ

Ｈ１６－
４２ ０１／２０胃査大西 １，６９０ １，６≦１Ｏ

タクシー代 東日本タクシー株式
会社

　　　　　　　　　

「打合せ」

・同上
・市民サークル活動への参加

１８一Ｉ ５８ 中右

　

－

、

　　　　　　

、

町田茶道会の打ち合わせの
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

　　

・
文化協会加盟団体の活動へ
の参加は、市の支援を得る
働きかけのための鹸査研究
活動である。 ＼ Ｏ

日ＩＥト
４３ １２／２６国査大西 １，５４１０ １，５４１０

タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「打合せ」

・同上

　　　　　　　　　　　　　　　

・市民サークル活動への参加

１８－Ｉ ５８ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、囲碁連盟の打ち合わせのた
めにタクシー移動をした際
の経費である。
文化協会加盟団体の活動へ
の参加は、市の支援を得る
働きかけのための調査研究
活動である。 ＼ Ｏ

Ｈ１６－
” ０１／２０■査 大西 ７３０ ７３０タクシー代 五和交通（相模原市

縁区）

　

「打合せ」

・利用目的不明の打合せ．（遠方）
１８－Ｉ ５８ 下中

橋本公民館の打ち合わせの
ためにタクシー移動をした
際の経費である。

Ｏ

Ｈ１６－
４５ ０１／２４■査 大西 １，８１０ １，８１０

タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「打合せ」

・利用目的不明の打合せ・（町田市内
こ配車されている） １８一Ｉ ５８ 下右

保育園入園相談の打ち合わ
せのためにタクシー移動を
した際の経饗で－ある．

Ｏ

Ｈ１６－０２／０４欄査 大西 １，３Ｅｉｏ １，３ＥＩＯ
タクシー代 相模中央交通株式会
社

　　　

「打合せ」
・同上

１８一Ｉ ５９ 上左 同上 Ｏ

Ｈ１６‐０２／１１■査 大西 １，４５０ １，４５０
タクシー代 相模中央交通株式会
社

　　

「打合せ」
・同上

１８一Ｉ ５９ 上中
醜漬会講師との打ち合わせ
のためにタクシー移動をし
た際の経暫である‐

Ｏ

Ｈ１６－
４８ ０２／２０胃査 大西 ３，１６０ ３，１６０

タクシー代 東日本個人タクシー
協同組合

　　

「打合せ」

・同上
・高額（長距離）のタクシー利用 １８－Ｉ ５９ 上右 同上 Ｏ

Ｈ１６－０３／鋼 胃査大西 １，５一１Ｏ １，即
タクシー代

　

，小田患交通南多摩㈱
「打合せ」

・同上
８ーＩ ５９ 中左

鯖順の打合せのためにタク
シー移動をした際の経費で
ある。

Ｏ

Ｈ１６－０３／１１欄査 大西 １，０１１０ １，０≦１Ｏ
タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「打合せ」

・同上
１８一Ｉ ５９ 中 同上 Ｏ

ｕ”にＪ
０３月２鯛査 大西 １，７８０ １，７８０

タクシー代 東日本タクシー株式
会社

　　　

「打合せ」

・同上
８ーＩ ５９ 中右

学区域の市民相談のために
タクシー移動をした際の経
費，である。

Ｏ

Ｈ１６－
５２ ０３／１５鯖査 大西 １，２７０ １，２７０

タクシー代 小田急交通南多摩
㈱

　　　

「打合せ」．」
・同上

１８‐Ｉ ５９ 下左 同上

　　　　　　　

．－ Ｏ

Ｈ１６－０３／１７翼査 大西 ７３０ ７３０
タクシー代 東日本個人タクシー
（憾）魁虻ぬＷ紙Ｉ

　

Ｔ厭ｌ

　　

ｒ打合
せ」

・同上
１８‐Ｉ ５９ 下中

生活保護に関する相談のた
めにタクシー移動をした際
の経費である。

Ｏ

Ｈ１６－
５４ ０３／２６■査白川 １，２７０ １，２７０

タクシー代 飛鳥協同無線株式
会社

　　

「打合せ」
・同上

１８‐Ｉ ６１ 上左
市民意見交換のためにタク
シー移動をした際の経費で
ある－

　　　　

、 Ｏ

保守連合タクシー代４０２



支出
番号支出日費目 離

名
員 支出金額

原告らの
主張す－る
違法支出

樋
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
Ｆ書

トＮｏ位置領収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田嫌員の主張

裁判所の
認定する
違法支出
樋

Ｈ１６－
５５ ０３／３０撰査 白川 １，７２０ １，７２０

タクシー代 飛鳥協同無線株式会
社

　　　　

「打合せ」

・同上
町田商工会議所では、「通常離員総
会」が開かれていた。
（商工会議所ニュースＶｏｌ．２５３）

１３４ ６１ 上右甲１３４

　　　　

・

商工会議所での打ち合わせ
のためにタクシー移動をし
た際の経費である。
地域の商工業者が集まる会
合への参加であり、地域の
商工業者と意見や情報を交
換するためのもので、ー，地域
経済の市政の課題や市民の
意思を把握し、市政に反映
させるために必要な活動の
ための支出である。

Ｏ

０３／２５餌査白川 １，５４Ｑ １，５｛１Ｏ
タクシー代 相模中央交通株式会
社

　　　

「打合せ」

・同上

１８－Ｉ ６１ 中左甲１３３
市民との打ち合わせあため
にタクシー移動をした際の
経費である。

　　　　　　

＼
Ｏ

ＩＥト
７ １０／０９韻査新井 ９１０ ９１０タクシー代

　

小田急交通南多摩㈱
「打合せ」

・同上

　　　　

●

　　　

，
８‐Ｉ ７９ 上中

請願提出内容
合わせのため
勤をした際の

：関する打ち
こタクシー移
圧費である。

Ｏ

１６‐
８ ｌｏ／２１調査新井 １，２７０ １，２７０

タクシー代

　

神奈中ハイヤー
「打合せ」

・同上
１８－Ｉ ７９ 下左ノ

中心市街地の落書き消しに
関する打ち合わせのために
タクシー移動をした際の経
費であ，る。

　　　　　　　　　　

． Ｏ

１６－１０／２２観査新井 １，１８０ １，１８０
タクシー代 京王自動車多摩南株
式会社

　　

「打合せー
・同上 ８ーＩ ７９ 下中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上 Ｏ

Ｈ１ｆト１１／２７複査新井 １，５一抑 １，即
タクシー代・相模中央交通株式会
社

　　　

「打合せ」′

・同上
８ーＩ ７９ 下右

保育園入園
相談のため
をした際の

こ関する点数の
こタクシー移動
隆費である。

Ｏ

ＨＩ
５８

合計甑

　　　　　　　

８２，８６０

Ｌ

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　

＼＼＼

保守連合

　

タクシー代４０３



‘； １
，
‘

韓支出日費目■
名
員 支出金額

原告らの
主張ずる
違法
耀
支出 支出内容 原告らの主張する違法性を嚢付ける

　　　　　　

事情 竪臨書トＮｏ

　

位■領収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 古田議員の主張

裁判所の認定
する違法支出
甑

憂碁－０７／２３鯛査大西 ２，７０９ ２，７０９
中央石油販売㈱山崎団地ＳＳ
ＩＩ時５８分

　　

１６．９３Ｌ

　

現金フ
リ・一

・同日給油

　

Ｈ１４‐２４６と同日に給油

窺１４‐２４５とＨ１４‐２４６以外に、Ｈ１４‐３２４も同日給油である。加えて、駐車増
代の支出であるＨ１４‐１１９では、長津田
駅前の駐車増に９：５９，～１７：・５３の闇に駐車。・でたらめな領収書の添付状況の一例）

１６－Ｉ１９ 上左 ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

諸活動との区分が困賞であることから、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人数を乗じて待た犠を限度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上限以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途墓尊及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使途基準に違反する支出と認定する余地は

１，３５４

繋－０７／２３‐圃査

　

大西 ５，醐 ５，ＭＯ
中央石油転売開山崎団地ＳＳ
ＩＩ時３９分

　

・３１．２５Ｌ

　

親金フ
リー

・同上

　　　　

、 １９ 上中 同上 ２，醐

基＃ＯＢ／２１糎査大西 ５，７３７ ５，７３７
中央石油販売間山崎団地ＳＳ
２０時１６分

　　

３６．３１Ｌ

　

現金フ
リー

・同日給油

　

Ｈ１４‐２４８と同日に給油 １７ 下左 同上 ５，７３７

※－０８／２１調査大西 ３，４５９ ３，４５９
中央石油販売隣山崎団地ＳＳ
２０時３０分

　

，２１．８９Ｌ

　

親金フ
リー

　　　　　

、
・同上 ２０ 下右 同上 １，７２９

繋－鋼／１７輝査大西 ３，０００
‐

３，醐
有限会社石板石油業師ＳＳ

　

１６
時５６分

　

１８‐２桃

　

親金フリー
・連日給油

　

Ｈ１４‐２５０と連日に給油 １８ 上左 同上 １，湖

断 偶ハ８圃査大西 ２，４４９ ２，４４９
株式会社ＮＳコーポレーシ
崎団地ＳＳ・１０時４２分

　

１５．独金メンバ・ー
ン山
仇 ・向上 １７ 上左 向上 １，．２２４

饗－０４／２０闘董大西 ３，９的 ３，９１１０
中央石油間セルフ金井

　

１７時００
分

　

２５．９ＩＬ

　

断Ｊニコス（力）×・連日給油

　

Ｈ１４‐２５２と連日に給油 ２１ 上右 同上 １，９９５

※－０４／２１圃査大西 ５，８５３ ５，８５３
株式会ネ型一Ｓコーポレーション山
崎団地ＳＳ

　

Ｏ９時３７分

　

３７‐７乱ミツビシ鵬：ＪニコスＯＸ××
・同上 １８ 下右 同上 ２，９２６

※－０５／ＯＢ鯛査大西 ２，６５８ ２，６５８
株式会社ＮＳコーポレーシ
崎団地ＳＳ

　

１３時５７分

　

１６．カイインサマ

ン山
３Ｌ ・連日給油

　

Ｈ１４‐２５４と連日に給油 １８ 下左 同上 １，３２９

堅蓄０５／０９圃査大西 ４，２（め ４，２（刃
有限会社石阪石油莱師稀

　

１８
時４７分．２５，６１Ｌ

　

環金フ１」－
・同上 ＩＢ 上中 同上

　　　　　　　　　　　

〆 ２，１（樽

磐きき－０８／０３韻査大西 ２，６８１ ２，６８１
中央石油販売㈱山崎団地ＳＳ
１２時３８分

　　

１６．９７Ｌ

　

納金フ
リー

・ー日おき給油
２日目に給油、Ｈ１４‐２５６ １９ 上右

　　　　　　　　　

、ー 向上

　　　　　　　　　　　　

．‐

　　　　

▼ １，鯛

塾きき－ＯＢ／０５鯛竃大西 ４，馴 ４，醐
有限会社石仮石油薬師ＳＳ

　

Ｏ

　

９
時３９分ヱ７，７１Ｌ

　

現金フリー
・同上

　　　

’

　　

； １９ 下中 向上 ２，３（め

堅きテー０８／２１帽査折井 ５，６２８ ５，６２８
㈱東日本宇佐美１６号鶴野森

　

１８
時１１分

　　

３６．０８Ｌ
・連日給油

　

Ｈ１４‐２５８と連日に給油 １６－Ｉ５

　　　

右

　　　　　　　　　　　　　　　

・ ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
龍活動との区分が田賞であること五・ら、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人数を乗じて待た甑を限度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上履以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い．使違基準及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使途墓草に違反する支出と総定する余地は
ない。
また、連日の給油となったのは、この期間
に集中的に市内各所を回って＊元交換を

２，８１４

※－０８／２０鵠査折井 ２，９５９ ２，９５９
㈱東日本宇佐美１６号賞野森

　

１１
時２２分・１８．９７Ｌ

・・同上

　　　　

１６‐Ｉ６ 左 同上 １，４７９

墨書‐０１／１６圃査

　

白川 ７，５８２ ７，５Ｂ２
中央石油販売相模原イーストＳＳ
１７時２７分

　　

６１‐７６Ｌ

　

ミツイス
ミトモカード４×××

・『日おき給油
２日目に給油、Ｈ１４‐２６０ １６－Ｉ３０ 中 同上

　　　　　　

．

　　

・ ３，７９１

…０１ハ８国賓白川
，
三÷３，２≦１Ｏ

中央石油販売相模原イーストＳＳ
１７時５６分

　　

２６．９７Ｌ

　

ミツイス
ミトモカード８×××｛ＶＩＳ^
ＷＬＳＴ駅）

・同上 １６‐Ｉ３０ 左 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
階活動との区分が困賞であることから、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人数を乗じて待た甑を限度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上限以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途書草及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使途墓準に違反する支出と総定する余地は
なし、。また、市内各所を回り 移動が■なること
から、連日給油することもままあり待る。
加えて、白川議員は、車両を２台保有・して
おり、同じタイミングで給油することもあ
るため、連日又は－日電きの給油となる。

１，６４１５

挙るキー０８ハ３圃査白川 ４，２６６ ４，２６６
閥東日本宇佐美１６号‐野森

　

２２′時４６分

　

２７．０ＯＬ硯金フリー
・一日おき給油
２日目に給油、Ｈ１４‐２６２ １６‐Ｉ２５ 中 同上 ２，１３３

基あす０８ハ５圃査白川 ７」０２３ ７，０２３
中央石油転売相模原イーストＳＳ
１７時３０分

　　

４５．６１Ｌ

　

ミツイス
ミトモカード４×ｘｘ（Ｖ．Ｓ^
脚、ＳＴＩコリ

・同上 １６ＬＩ２５ 右 同上・

　　　　　　　　　　　　　

，

　　

．
３，５１１

附１０／２４鑓査白川 ４，醐 ４，ｍｏ
青木石油商事
台総則…ＯＳＩ

た式会社座間立野
時１４分

　

２６．４肌
・一日おき給油
２日目に給油、Ｈ１４‐２６４ １６‐Ｉ２７ 右 同上 ２，醐

蛍１０／２６圃査白川 ４，９３２ ４，９３２
中央石油販売
２１時５６分．

　

３
ミトモカード‘

相模原イーストＳＳ
３‐５乱

　

ミツイス 同上 １６一Ｉ２８ 左 同上 ２，４６６

※－１１／０６鱈査白川 ３，卿 ３，９｛１Ｏ
醐東日本宇佐美１６号■野森

　

２２
時２５分

　

２６．６組

　

クレジット
カーＥ亜６２

・ｒ‐日おき給油
２日目に給油、Ｈ１４‐２６６ １６‐ｌ２８ 中

　　　　　　　　　　　　　

．
向上 １，９７０

１１／０８旗査白川 ８，８５３ ８，８５３
中央石油転売隣学園金井ＳＳ
ＯＩ時２９分

　　

６

　　

０‐鍬

　

ミツィス
ミトモカード４×××

同上 １６一Ｉ２８ 右

　　　　　　　　

′ 同上 ４，４２６

窪み；‐１２／２７国賓白川 ５，ＯＭ ５，醐
■元石油関しらとり台ＳＳ

　　

ＯＩ
時０２分

　

‘３７．５桃 ミツイスミ
トモカード８ｘｘｘ

連日給油

　

Ｈ１４‐２６８と連日に給油 １６‐ｌ２９ 右

　　　

」 同上・

　　　　　　　　

１ ‐２，５（め

※－１２／２８韻査白川 ３，２４８ ３，２幅
中央石油転売相模原イーストＳＳ
１３時０９分

　　

．２５．５８Ｌ

　

ミツイス
ミトモカード８×××

同上

　

・

　　　　　　　　　　　

‐

　　

，１６‐Ｉ３０ 左 同上 １，６２４

※－０２／０３桝査折井 ３，４９７ ２，６２３ ２８．９ＯＬ給油
ガソリン代 按分比７５９６ １６‐Ｉ３ 中

ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
鰭活動との区分が困賞であることから、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人数を乗じて待た甑を限度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上履以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途茎卑及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使途基準に違反する支出と総定する余地は

１，７４，８

路０３／０９調査折井 ４，９２７ ３，６９５ ３９．９ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３ 左 同上

　　　　　　　　　　

●

　　　　　

， ２，４６３

措０３／２３圃査折井

　

３，収〕８ ２，５５６ ２５．８２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ 中 同上 １，７（“

跳０４／０７鯛査折井 ３，２｛５０ ２，．４４５ ２０‐０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ７ 下右 向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 １，６３０

０５／０６鵠壷折井 ２，ｏｍ １，馴 １２．５０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ７ 下中 向上 １，醐

０５ハ３鯛竃折井 ２，醐 ２，醐 １２．７４Ｌ給油
全甑違法
・中２日給油 ７ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
同上 １，醐

０５ハ６圃萱甑井

　

４，８３０

　

４，８３０ ３０．０ＯＬ給油
全旧法
・同上 ７ 上中 同上－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ２，４１５

０６ハ３鵠査新井 １，ＭＯ ７モぬ ６．１７１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ ７ 上左 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

醐

０７／０７圃査折井 ５，・～１６ ４，３８５ ３６．７７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ６ 右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　

′ ２，９２３

０８／１Ｉ圃査折井 ５，０８３

　

３，８１２ ３１．９７‐Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ６ 中 同上

　　　　　　　　　　　

、 ２，５４１

０９／１３国査折井 ４，１６７ ３，１２５ ２６．７１Ｌ給油 ガソリ・ン代 按分比７５９６ ５ 中 同上 ２，０８３

１０／０５鵠査折井 ５，４２０ ４，０６５ ３７‐３８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ５ 左 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ ２，７１０

掛１１／０７圃査新井 ５，２３１ ３，９２３ ３５‐８３１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ ４ 右 同上 ２，６１５

保守連合燃料費４０４



馨支出日費目１
キ碧
員支出金額

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 饗臨書トＮｏ

　

位１髄収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 古田瞳員の主張

裁判所の鑑定
する違法支出
甑

１１／２４輝査新井 ５，５６１ ４・，１７１ ３８‐０９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５９６

　　

・ １６‐Ｉ４ 中 同上

　　　

、 ２，７８０

１２ハ３鯛査折井 ５，３５４ ４，０１６ ，

　

３８．５２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １６－Ｉ４ 左 向上

　　　　　　　　　　　　　　

． ２，６７７

１２／３０調査新井

　

３，４２９ ２，５７２ ２８．３４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １６‐Ｉ３ 右 同上 １，７１４

翠ふき－０１／０４圃董吉田 ５，３５８ ４，０１９ ４０‐２９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １６－ｌ１０ 中

　　　　　　　　　

ト

，

　　　　　　　　　　　

Ｌ

　　　　　　　　　　　

，

　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

｛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

①町田市では、燃料費
について、支出の性格
区別困賞回避のため、按分方式によるのでは
なくて上限額方式を採
用しており、会派保守
連合の燃料代支出は、
いずれの時期について
も運用指針等の定める
上限韻の範囲内での充
当となっているため、「使途書準に合致した
政務欄壷費の支出がさ
れなかったことを推総
させる一般的・外形的
事実」及び使途基準違
反の事実はない。
②補助参加人古田の致
務欄査・政務活動に用
いる車両は１台のみで
あり、これは私的利用
のための自動車ではな
〈、給油されたガソリ
ンはそのほとんどが政
務活動に用いられてい
る。

ｏ

÷
０１／１９瞬竃吉田 ５，５ ４，１７１ ．・

　　　

４３‐４５Ｌ給油 ガン・リン代

　

按分比７ １０ 右 同上

０２／０９圃査古田 ３

　

３，９９２ ４２‐５９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ９ 左 向上

０２／２８国査吉田 ７ ４，３２４ ４２．７１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ９ 中 同上

０３／２４圃査古田 １，，５８１ １５．９７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ８ 左 同上

０４／０３圃査古田 ８ ５，１６０ ４１．７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ５ 上左 同上

　

・

　　　　　　

鋼／１４旗査吉田 ４，５８１ ３９．ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７ 下憤

　

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上

　　　　　　　

，
０４／２７輝査吉田 ５，１９７ ４３．５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ 上中 同上

　　　　　　

・

５ハ６圃壷吉田 ４ ４，８７２ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ５ 上右 同上

　　

．

６／餌旗査吉田 ９０ ５，１７６ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ４ 上左 同上

６／２３圃董吉田 ２，６７５ ２２‐２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ４ 上中 同上

　　

、

７／０７圃壷古田 ２３ ４，６７３ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ４ 上右 同上

７／２８鯛査古田 ５｛５４ ４，９２３ ４１．ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．同上

８／１６鑓査古田 ５，３３７ ４４．７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ 上中 同上

８／２６鯛査吉田 ２６１ ４，６９６ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ 上右
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上

９／１．１圃査古田 ６７３ ５，駅）５ 卿．９４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ２ 上左 同上

９／２２讃査吉田 ９９２ ５，２‘帥 ４２．９ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ 上中

　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上

１０／０７圃査古田 ４，７９６ ３９．９６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ 上右

　　　　　

′ 同上

　　

，

も１０／２４調査吉田 ７，３１１４ ５，５縄 ４７．６４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６

　

１ 上左 同上

１１／１ｌ鯛査吉田 ５，９９４ ４，４９６ ４０‐２３Ｌ給油 ガソリ・ン代

　

按分比７５％ １・，上中

　　　　　　　　　　

、 同上

１２／０１鯛董古田 ６，５７５ ４，９３１ ４４．４３Ｌ給油 ガソリン代．按分比７５％ 上右 同上

１２ハ９鱗査吉田

　

６，０９６ ４，５７２ ４２．９３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ 上左 同上

キー０１／２６圃査大西 １，６１７ １，２１３ １３‐２５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １６－Ｉ２１ 上中
ノ

　　　

，

ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
鰭活動との区分が困纂であることから、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人数を乗じて待た甑を限度に支出できるも
のされている．保守連合は、実際には上履以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途基準及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使途基準に違反する支出と総定する余地ぱ

８０８

０２／１０圃査大西 １，６６７ １，２！め １４．０ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２１ 上左 同上

　　　　

８３３

０２／２５調査大西 ２，５（鶏 １，Ｂ７５ ‐２３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比フ５％ ２２ 下左 向上 ．１，２５０

０３／０４韻査大西 ３，７｛船 ２，７７５ ．８１Ｌ給油

　　

， ガソリン代

　

按分比７５％ ２２ 下中 同上 １，８和

０３／１２鯛査大西 ２，５４１０ １，９０５ ．５４Ｌ給油 ガソリン代－按分比７５９６

　

ご ２２ 上右 向上 １，２７０

０３／２６鵠査大西 ２，６５７ １，９９３ ．”Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２２ 上中 同上 １，３２８

０４／０５桝査大西３一

　

３，ＯＭ ２３１‐給油
全額違法
・中２日給油 １７ 上右

　　　　

ー

　

▲
同上

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 １，細

０４／０８鯛査大西 ４，醐 ４，９Ｍ ２ Ｌ給油
全甑違法
・同上 １７ 上中 同上 ２，４卸

０４／２７鹸査大西 ２，６８３ ２，０１２ Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７ 下中 同上 １，綿Ｉ

５／０２贋査大西 １，１５２

　　　

Ｂｔｉ４ Ｌ給油 ガソリン代／按分比７５９６ ２０ 上右 同上 ５７６

５／２７鵜董大西 ２，ＯＭ

　

１，醐 １１‐３０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １６ 上中 同上 １，醐

６／０３鵜董大西 ２，９５３ ２，９５３
中央石油廉売山崎団地ＳＳ
１４時５８分

　

ＩＢ．８１Ｌ給油

全額違法
・午後１時より本会議。終了時間は午
後４時５９分。他人でなければ給油でき １６ 上右 同上

　　　　　　　　　　　　　

、
２，９５３

６ハ３幽査大西 ５，醐 ３，７１ｉｏ ３０．１２Ｌ姶
′油 ガソリン代

　

按分比７５％ １６ 上左 同上 ２，剛

６／２４圃査大西 ３，醐 ２，２！辺 １９．１１１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２０ 上左 同上 １，綱

７／０２鍾査大西 ５，醐 ３，７ミめ ′

　

３１．０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７ 下右 同上 ２，剛

；三基．７／０９鯛査大西

　

３，０６３

　

３，０６３ ＩＢ－・９ＩＬ給油
全額違法
・中２日給油 ２０ 下左 向上 １，５３１

班－７ハ２圃査大西

　　

８１０

　　

８１０ ４．０８Ｌ給油
全 違法

２０ 下中 同上

　　　　

・ ４０５

基は－７ハ９幽査大西 ４，１〔鳩 ４，１〔鳩 ２４．２６Ｌ給油
全甑違法
・中３日給油 ｌａ 上右 同上 ２，鯛

；＆≧－８／２５嗣査大西 ５二０３６ ５，０３６ ３１．０９Ｌ給油
全甑違法
・中３日給油 １９ 下左 同上 ２，５１８

ｇ受注－９／０８餌査大西 ３，８（力

　

２，８！ｉｏ ２３．３１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １６ 下右 同上 １，醐

※－９／２７圃査大…

　

３，即 ２，５０５ ２１．５５１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ １６ 下中 同上 １，６７０

裏書－１０／０９圃竃大西

　

１，６３０ １，２２３ １０‐０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２１ 下右 同上 ８１５

；三善－１０／１７圃査大西

　

４，剛 ３，３７５ ２７．９５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２０ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　

、 ２，２和

断１１／０６圃査大西

　

１，５１３０ １，１８５ １０．閃Ｌ蛤油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２１ 下中 同上 ７９０

響きキー１１／１７圃董大西 １，５５０ １，１６３ １０‐０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２２ 上左 同上 ７７５

基当主－１１／２５圃董大西

　

３，０１９１ ２，２５１ １９‐３６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １９ 下右 同上 １，馴

※－１２／０６調査大西 ４，棚 ３，獅 ２９．１４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １８ 下中 同上 ２，２〔め

，
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．
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保守連合燃料費４０５



支出日量目『琶員支出金額
原告らの
主張する
違法支出
鯖

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 翼臨書トＩＮｏ位■領収書以外の関連醍
拠 会派保守連合の主張 古田嫌員の主張

裁判所の露定
する違法支出
甑

１２／２０韻董大西 １，７３６ １，３０２ １２．６７Ｌ蛤油 ガソリン代 按分比７５９６ ２１ 下左 向上，

　　　　

８６８

／２９圃査 ７，９４１ ５，９５６ ６４‐５６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３１ 左 同上 ３，９７０

２／１１韻査白 ３，４１１ ２，５５８ ２７．５１，Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３１ 中 同上 １，７０５

／０８鯛査白 ３，１５２

　

２，３ｆｉ４ ２３．７０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３１ 右 同上、
１，５７６

／１６贋査 １，９桝 １，４８８ １２．４８Ｌ給油 ガン！ン代 按分比７５９６ ２３ 左 同上

　　　　　　　　　　　　　

′ ９９２

／２１薗査白 ３，９９９ ２，９９９ ２５二４７１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２３ 中 同上 １，９９９

／０６闘査 ４，ＯＭ ３，醐 ２４．８５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２３ 右 向上 ２，ＷＯ

／１ｌ調査 ４，２（お

　

３，１５０ ２５．３０Ｌ給油 ガソリン代．按分比７５９６ ２４ 左 向上 ２，１００

／１９圃査白

　

６，醐 ４，馴 ３７．２７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２４ 中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 ３，醐

／２５鹸査白 ４，２６５

　

３，１９９ ２６．４９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２４ 右 向上 ２，１３２

／０３鯛壷 ５，ＭＯ ３，７モぬ ３１．０６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２５ 左 同上 ２，剛

／２３幽査 ３，６７４ ２，７５６ ２４．０ＩＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２６ 左 向上

　　　

一
１，８３７

／０７鯛査

　

５，醐 ３，７５０ ３１．６５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２６ 中 同上 ２，馴

／１４圃査 ３，７１め ２，８２０ ２４．９ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２６ 右

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 同上 １，８８０

／０７闘査 ４，１０２ ３，０７７ ２６．６４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２７ 左 同上 ２，０５１

／１ｌ圃査白 ４，７一の ３，５５５ ３０．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２７ 中 同上 ２，３７０

／２５餌査 ３，８８６ ２，９１５ ２６．２６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２９ 左 向上 １，９４３

／０８国賓

　

３，醐 ２，７（地 ２５．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２９ 中 同上

　　

１，獅
１６８，１８２合計額

キ
ー０４／２１贋査

　

大西 １，７５１ １，７５１
ナビイ㈱エコノ金井ＳＳ

　

１５時３６
分

　

１４．０ＩＬ
・同日給油

　

Ｈ１５‐１９８と同日に給油 ；
－，１５ 上右

ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
鰭活動との区分が困賞であることから、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人敷を乗じて待た甑を限度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上限以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途基準及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使途基準に違反する支出と総定する余地は
なし、。また、市内各所を回り、移動が１なること
から、連日給油することもままあり得る．

，

　　　

．

　　　　　　　　

＼

８７５

０４／２１調査大西 ３，棚」

　

３，醐
有限会社石阪石油業師ＳＳ

　

ＩＯ
時１０分

　

２２．３机

　　

．

　　　

現
金フリー

・同上
１７‐ｌ

　

１６ 下中 同上 １，潮

０４／２３圃査大西 ２，７一１Ｏ ２，７樽
有限会社石阪石油業師ＳＳ

　

１６
時３０分

　

２０．皿

　　　　　　

練
金フリー

・一日おき給油

　

Ｈ１５」１９７、Ｈ１５‐１９８から２日目に給油
・同上

１７－ｌ１６ 上右

　　　　　

′ 同上 １，３７０

唾 ０５／２８贋査大西 ４，醐 ４，０｛刀
㈱ダイヤ昭石セルフ鶴間

　

２３時
０７分

　

３ＱＯ乱
・同日給油

　

Ｈ１５‐２０１、Ｈ１５‐２０２と同日に給油
．国上

　　　　　　

．

　　

，、
１７‐ｌ

　

１５ 上左 同上 ４，醐

ふ宰０５／２８鱗査大西 ２，７６０ ２，７１ｉｏ
有限会社石版石油楽師ＳＳ

　

１３
時４７分

　

１９．４‘ＩＬ

　　　　　　

親
金フリー

・同上

　　　　　　　　　　　　　　

１７‐ｌ１６ 上中 向上 １，３８０

獲 ０５／２８鯛査大西 ２，９４３ ２，９４３
凋ダイヤ昭石セルフ鶴間

　

２３時
１２分

　

２２‐１３Ｌ
・同上 １７‐ｌ２０ 上中

　　　　　　　　　　　　

． 向上 １，４７１

／０３揖査大西 １，６２３ １，６２３
中央石油鯛セルフ金井

　

０９時３３
分

　

１２．３９Ｌ

　　

．

　　　　　　

現
金フリー

・同日給油

　

Ｈ１５０４と同日に給油 １７－ｌ１７ 上右 同上 ８１１

１２ ／０３贋査大西 ３，棚 ３，棚
有限会社石阪石油票師ＳＳ

　

０８
時５４分

　

２３‐９５Ｌ

　　　　　

，現
金フリー

・同上 １７‐ｌ１７ 下左 同上 ３，棚

／２７韻査大西 ２，０９７ ２，０９７
中央石油販売瞬山崎団地ＳＳ
１２時１３分

　　

１５‐３１Ｌ

　

現金フ
・同日給油

　

Ｈ１５‐２０６と同日に給油 １７－ｌ

　

１９ 下右 同上 １，聞

／２７鑓査大西

　

３，６Ｍ ３，醐
有限会社・石阪石油業師ＳＳ

　

１６
時５１分２５．岨

　　　　　　

親
金フリー

・同上 Ｉ７‐１Ｉ２１ 上左 同上 １，８（鳩

／０３鯛査大西 ３，醐 ３，醐
中央石油転売㈱山崎団地ＳＳ
Ｉ９時１５分

　　

２１．５８Ｌ

　

現金フ
・同日給油

　

Ｈ１５‐２０８、Ｈ１５‐２０９と同日に給油 １７‐ｌ１６ 上左 同上 ３，ＭＯ

／０３鵬査大西 ２，８５６ ２，８５６
中央石油販売間山崎団地ＳＳ
Ｉ９時２１分

　　

２２．３１Ｌ

　

現金フ
・同上 １７‐ｌ

　

１６ 下左 同上

　　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ １，４２８

／０３鑓査大西 ２，９Ｍ ２，醐
有限会社石阪石油業師ＳＳ

　

１８
時１５分

　

２１．０２Ｌ

　　　　　　

現
金フリー

　

同日給油
・同上 １７‐Ｉ１８ 上中

　　　　　　　

′ 向上

　　　　　

．

　

，

　　　　　　

，′

　　　　　　　　　　　

ー
２，醐

０１／１２旗査大西

　

３，１〔鳩

　　

３，１〔め
有限会社石阪石油業師ＳＳ

　

１７
時０３分

　

２６．７２Ｌ

　　

，

　　　

親
金フリー

・連日給油，Ｈ１５‐２１１と連日に給油 １７‐ｌ１４ 下左 同上

　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　

Ｊ １，５５０

０１ハ３鯛査大西 ２，醐 ２，醐
ナピイ鯛エコノ金井ＳＳ

　　

１３時
１２分

　

１９，４２Ｌ』旧給油
・同上 １７‐ｌ２３ 上左

　　　

′ 向上 １，醐

０１／２８圃査大西 ２，２一１Ｏ ２，２卿
有限会社石販石油楽師ＳＳ

　

０６
時３０分

　

２０．０ＯＬ

　　　　　　

環
金フリー

・連日給油

　

Ｈ１５‐２１３と連日に給油 １７‐ｌ２２ 上右 同上

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

， １，１２０

０１／２９圃査大西

　

１，獅

　

１，馴
ナビイ閥エコノ金井ＳＳ

　　

１３時 ・同上 １７‐ｌ１４ 下中 同上 獅

０３／２７鱗査大西 １，４２４ １，４２４
中央石油閥セルフ金井

　

１０時４６
分

　

１４．１仇

　　　　　　　　　

現
金フリー

・連日給油

　

Ｈ１５‐２１５と連日に給油 １７‐ｌ２３ 上中 同上 ７１２

０３／２８韻査大西 １，７８７ １，７８７
中央石油販売閥山崎団地ＳＳ
１４時１３分

　

，１７．３５Ｌ

　　　　

硯
金フリー

・同上 １７‐『

　

２３ 上右 同上

　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　

▼ ８９３

０４／０４圃査大西

　

３，７（飽 ３，７（鳩
有暇会社石阪石油楽師ＳＳ

　

１８
時５０分

　

２７‐２１Ｌ

　　　　　　

現
金フリー

．‐日おき給油
翌翌日に給油、Ｈ１５‐２１７

１７‐ｌ

　

１７ 下、右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　

１，８綿

０４／０６圃査大西 １，獅 １，醐
ナビイ燭エコノ金井Ｓｓ

　　

ｌａ時
０７分

　

１５．０祝
・同上 １７‐ｌ

　

１９ 上左 向上

　

１

　　　　　

９！め

０５／０１鯛査大西 「３，３７８ ３，３７８
有限会社石阪石油楽師ＳＳ

　

１２
時１５分

　

２４五札

　　　　　　

現
金フリー

・連日給油

　

Ｈ１５‐２１９と連日に給油 １７‐ｌ１７ 下中 同上 １，６８９

０５／０２餌査大西 ２，醐 ２，ＯＭ
有限会社石医石油楽師ＳＳ

　

１６
時１２分

　

１４，皿

　　　　　　

現
金フリー

・同上 １７‐ｌ１５ 下右 向上

　　

１，ＭＯ

０５／０７韻査大西 １，３７０ １，３７０
有限会社石仮石油楽師ＳＳ

　

１２
時１４分

　

１０‐０ＯＬ

　　　

．

　　

現
金フリー

・一日おき給油
翌翌日に給油ゞＨ１５‐２２１ １７‐ｌ

　

１８ 下右 向上 ６８５

０５／０９鯛査大西， ２，８２８ ２，８２８
中央石油転売隣山崎団地ＳＳ
ＩＯ時０５分

　　

２１．９２Ｌ

　　

・

　

標 ・同上 １７－ｌ

　

２０ 下左 同上 １，４１４

０５／ば鯛査大西 ３，２（鞄 ３，２（沌
有限会社石阪石油楽師ＳＳ

　

１８．
時５３分

　

２３３６Ｌ

　　　　　　

現
金フリー

・ー日おき給油
翌翌日に給油、Ｈ１５‐２２３ １７‐ｌ

　

１５ 下左‘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　

，同上

　　

１，醐

０５月４鯛査大西 ３，９５０ ３，９５０
有限会社石仮石油楽師ＳＳ

　

Ｏ９
時３１分

　

２８‐８３Ｌ

　　

，

　　　

襲
金フリー

同上 １７‐ｌ１９ 下左 同上 １，９７５

０５／２１鯛査大西 １，伊４１ １，９４１
中央石油販売間山崎団地ＳＳ
Ｏ９時５２分

　　

１５．２胤

　　

，

　

．親
金フリー

・一日おき給油
２日目に給油、．Ｈ１５－２２５ １７‐ｌ

　

２０ 下右 同上

　　　　

９７０

０５／２３圃査大西

　

３，１６０

　　

３，１６０
有限会社石阪石油業師ＳＳ

　

ＩＯ
時３８分

　

２２．２５Ｌ

　

’

　　　　　

現
金フリー

同上 １７一ｌ

　

２０ 下中ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上

　　　

１，５１１０

０６／１４圃査大西 ２，Ｂ８０

　　

２，８８０
ナビイ閥エコノ金井ＳＳ

　　

ＩＩ時
４８分

　

２０．Ｂ７Ｌ
・一日おき給油
２日目に給油、Ｈ１５‐２２７ １７‐ｌ

　

１８ 下左 同上 １，欄コ

０６ハ６醜査大西 ４，．１００ ４，１００
有限会社石仮石油集師ＳＳ

　

１４
時１１分

　

２８．４７Ｌ

　　　　　　

狭
金フ・リー

向上 １７‐ｌ

　

１５ 下中 同上 ２，０５０

０９／ｏａ桝査大西 ２，４２０ ２，４２０
ナピ｛問エコノ金井ＳＳ

　　

ＩＩ時
０９分

　

２０．１７Ｌ
・連日給油

　

Ｈ１５‐２２９と連日に給油 １７‐ｌ１７ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　

’ １，２１０

０９／０９閥査大西 ２，醐 ２，醐
スタンド名分からず

　

１６時３１分
１９．８５Ｌ 環金フ・同上 １７‐ｌ１４ 上左 同上 １，３（め

０９／２９旗査大西 ４，１００ ４，１０Ｏ
スタンド名分からず

　

１０時０７分
３１．３仇 納金フ
リ‐ー

・連日給油

　

Ｈ１５‐２３１と連日に給油 １１‐ｌ

　

１８ 上右 同上 ２，０恥

保守連合燃料費４０６



　

　　

　

　

　　

　

　

　

　
・

　　

…

　　　

ー、

　　　　　

ｔ

　

　

　　

　

　　　

　

　　

　
　

　　

　

　　

　

　　　

　

　

　

　　

　　

　

　

　　

　

　　

　

馨支出日費目‐；≦
員支出金額

原告らの
主張する
違法支出
留

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 ｒト舵

　

位１鎖収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張

裁判所の認定
する違法支出
甑

堅＃０９／３０圃査

　

大西．２，７餌 ２，７（滑
有限会社，石版石油業師ＳＳ

　

ＩＯ
時２７分

　

２０．６１Ｌ

　　　　　　

現
金フリ・一

・同上 １７‐ｌ１４ 下右

　　　　

Ｌ 向上 １，３５０

嬰室－０６／０１調警折井 ２，７９４ ２，７９４鱒蚕昇本若年尭１６号一対嚢１７・一日おき給油
２日目に給油、Ｈ１５３３ １７‐ｌ ８ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

同上
また、連日の給油となったのは、この期間
に集中的に市内各所を回って意見交換を
行ったためである．

１，３９７

基当量－０６／０３鯛査折井 ３，２７８ ３，２７８
ＥＮＥＯＳフロンティア東京第２

　

聞
セルフ忠生店

　

２０時１２分

　　

‐ ・同上 １７‐ｌ ３ 下横 同上

　　　　　　　　

－ １，６３９

０８／０６圃査新井

　

３，８｛ぬ ３，鯛
有限会社石医石油案師ＳＳ

　

１２
時５０分

　

２７．乳

　　　　　　

現
金フリ・一

・連日給油

　

Ｈ１５‐２３５と連日に給油 １７‐ｌ ３ 上中 同上 １，醐

０８／０７贋査折井 ４，収）７ ４，頃）７
鴎東日本宇佐美１６号賞野森

　

２１
時５１分３３．皿クレジットカード暮号××ｘｘ
××××・××マスキングテープ２
文字

・同上 １７‐ｌ ７′ 上右 同上 ２，２０３

基も『１２／２６閥査折井 ３，１〔１０ ３，１００
有限会社石阪石油業師ＳＳ

　

１６
時３５分

　

２５．４１Ｌ

　　　　　　

現
金フリー

・一日おき給油
２日目に給油、Ｈ１５Ｊ２３７

÷
上中

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 ガ汐リン代は、‐政務活動と政務活動以外の諸活動との区分が困賞であることから、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人数を乗じて待た甑を限度に支出できるも
のされている．保守連合は、実際には上履以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途基準及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使遺茎隼に違反する支出と認定する余地は
なし、。市内各所を回り、移動が宜なることから、連日給油することもままあり得る。
また、１日おきの給油となったのは、ス
ノ」タイヤを積載したまま移動を続けて燃
料消費が激しかったためである。

、

　　　　

１

▲

，

　　　

１，５５ｏ

…１２／２８圃壷折井 ３，１３８

　　

３，１３８
鯛東日本宇佐美１６号鶴野森

　

１０
時４０分

　

２９．０乱クレジットカード番号

　

ｘｘｘ
×××××××マスキングテー
プ２文字

・向上

　　　　　　　　　

、 １７ｒｌ ５ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　

／ １，５６９

蔓；喜一０８ハ３鯛査白川 ６，０３７ ６，０３７
鵬東日本宇佐美１６号鴫野森

　

閑
時５４分 ４７．９ＩＬ

　

クレジット
カード番号

　

××××××××
××マスキングテープ２文字

・連日給油

　

Ｈ１５‐２３９と連日に給油
１７‐ｌ２６ 上左

　

、

　　

′

ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
鰭活動との区分が困■であることから、運用指針において１４万４０００円に会派の
人数を乗じて待た甑を限度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上限以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途書埠及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものにづいて
使遺書卑に違反する支出と琢定する余地は
ない。また、市内各所を回り、移動が■なること
から．重日給曲することもままあり纏る－

　　　

３，０１８

堅掲－ＯＢ／”調査白川 ３，１４１４ ３，１”
㈱東日本宇佐美１６号轟野森

　

２３
時４９分２７．ｌｑ

　　

クレジット
カード番号

　

ＸＸ××××××
××マスキングテープ２文字

・向上 １７‐ｌ２８ 上左 同上 １，５７２

繋－０１／２３鯛査大西 ３，細 ２，８
／Ｂｏ ３４．２９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ２２ 下右 同上 １，９２０

基二￥．０２ハ２増資大西 ２，醐 １，５（ぬ １８．５２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ２２ 下中 向上 １，醐

憂瑳０２／２３贋査

　

大西 １，３５６ １，０１７ １３‐４３Ｌ給油 ガソリン代・按分比７５９６ １７‐ｌ２２ 下左

　　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上 ６７８
Ｈ１ ０３／ｍ鯛査大西 ２，醐 １，馴 １８．５２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ２２ 上左 同上‐

　　　　　　　　　　　　　

１
１，醐

脂０３ハ５贋査

　

大西

　

１，８１５０

　　

１，３９５ １７．２２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ２２ 上中 同上

　　　

●

　　　　　　　　　

、

　

′

　

．９３ｏ

２４も 鋼／１４鴎査大西

　

３，醐 ２，２駒 ２２．３９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ１４ 上中 同上 馴

立４ ０７ハＯ輝査

　

大西 ２，５８０ １，９３５ １７．９２Ｌ給油 ガソリン代

　

．按分比７５％

　　

・

　

Ｌ １７‐ｌ，８
一
上左 同上 ２９０

０７ハ５鱈竃

　

大西 ２－７７５ ２，０８１ ２１．０２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　　

，．′ １７‐ｌ

　

１６ 下右 同上 ３Ｂ７

望遠－０７／２２閥査大西 ２，醐 ２，醐 １５．２７Ｌ給油
全額違法
・中２日給油 １７‐ｌＩＢ 下中

　　　　　　　　　　

、
同上

０７／２５脚査大西 ３，７２０ ３，７２０－

　　　　　

２６．９Ｌ給油
全額違法
・同上 １７‐ｌ１５ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

　　　　　　　　　　　

、

０８ハ３圃董大西

　　

３，１（櫛 ２，３２５ ２２‐６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ１７ 上左 同上 ５５０

０８ハ９醜査大西

　

２，８馳 ２，１３７ ２２．９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ２０ 上左 同上 ４２５

０８／２４桝董大西 ２，２５０

　　

１，６８７ １６．７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ

　

２０ 上右 同上 １２５

０９／２５贋査大西 ２，６３０ ２，６３０ ２１‐５Ｌ給油
全額違法
・中３日給油 １７‐ｌ１４ 上右 同上

　　　　　　　　　　　

‐

　　

ー
３１５

ｌｏ／ｍ調査

　

大西 １，３７７ １，０３２ １０．７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ

　

１９ 下中 同上

１２／２１圃董大西 ２，醐 １，剛 １６．３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌｆ１９ 上右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，・

，‐

　

」

０４／０７岬査古田 ５，７０４ ４，２７８ ４３．８８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ

　

１０ 上左二二
，

／
①町田市では、燃料費
について、支出の性槽
区別困賞回避のため、按分方式によるのでは
なくて上限額方式を採
用しており、会派保守
連合の燃料代支出は、いずれの時期について
も運用指針等の定める
上限額の範囲内での充
当となっているため、「使途基準に合致した
政務欄査費の支出がさ
れなかったことを推隠
させる一般的・外形的
事実」及び使違基準違
反の事実はない。②補助参加人吉田の政
務欄査・政務活動に用
いる車両は１台のみで
あり、これは私的利用
のための自動車ではな
〈、給油されたガソリ
ンはそ，のほとんどが政務活動に用いられてい
る。

．

・

　

０

０４／２７圃査吉田 ５，９８４ ４，４ ４４．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ

　

１０ 上中 同上

醍力５圃査吉田 ４，２９６ ３，２２ ３３．５６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」
向上

／０２圃査吉田 ５，６８７ ４，２ ４３‐４１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ 下檀 同上

／１９鯛査吉田 ５，私）８ ６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ 下槍

　　　　　

・ 同上

Ｏ／１１圃壷吉田

　　

５，５９２ ４，Ｉ４ ２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ Ｉ 上左

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆ 同上

／０３鯛査吉田 ４，６６９ ６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ Ｉ 上中 同上

ハ３圃査古田 ５，２８４ ３，９ ４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ Ｉ 上右 同上

／２Ｂ鯛査吉田 ４，６１４ ３，４ ２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ Ｉ 下横 同上

／０９圃査古田 ４，鋪 ５ ＩＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ Ｉ 下横 同上

／２３圃査吉田 ４，私）６ ３，３【“ ３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ 上左 同上

／０６鱈査吉田 ４，１８４ ３，１３８ ２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ ２ 上中 同上

／２７憤査吉田 ４，４１３

　　

３，３０９ ３５．５９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ 上右 向上

　　　

Ｏ

１１／１８圃査古田 ４，０８４．

　

３，０６３ ３４．３２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ１２ 下横 同上

　　　

Ｏ

１２／０７鯛査吉田 ４，ｌｏＴ ３，０７５ ３５．６６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ１２ 下横 同上

　　　　　　

‐

　　　

Ｏ

保守連合燃料費

　　　　　　　　　　　　　　　

４０７



ｉ

　　　

ｌ．

　　

ｉ

　　

ｉ

　

　

　　

　

　　　　

　

　　

　

「
鵜支出日費目【琶員支出金額

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 巽臨書トＩＭＯ位■領収嘗以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田樽員の主張

裁判所の総定
する違法支出
甑

０３／１２調査吉田 ４，０６９

　　

３，０５１ ４１．１ＯＬ給油 ガシリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ

　

１３ 上左

　　　　　　　　　　

’ 向上

　　　

Ｏ

０３／２９圃査吉田 ３，９６７ ２，９７５ ３６．３９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ

　

１３ 上中 同上

　　　

Ｏ

断０１／０３鯛査新井 ２，８０３ ２，１０２ ２６．２０Ｌ給油

　　

、 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ ４ 上中

　　　　　　　　　　　　　　

′

ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
謄活動との区分が困賞であることから、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人数を乗じて褐た慎を限度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上限以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途基準及び運用指針に萱台する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使途基準に違反する支出と認定する余地は
ないも
また、市内各所を回り、移動が董なること
から‐道日給油することもままあり得る▲

１，４０１

０１／１７蟹査折井 ３，４３３ ２，５７４ ｒ

　　　

３７．３２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ ５ 上右 同上

　　　　

、 １，７１６

２／０４鑓査新井 ２，２（ぬ １，６５０ ２０．３７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １７－ｌ ２ 上左 向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ １，１０Ｏ

２ハ３醜査新井 ３，３４３ ２，５０７ ３２．４６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １７‐ｌ‐６ 上左 同上 １，６７１

３／０５圃査翫井 ３，５０６ ２，６２９ ３５．・７８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １７‐ｌ ５ 上左 同上 １，７５３

偶／１３槙査折井 ４，５４５ ３，収）８ ３．０７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １７‐ｌ ９ 上左 同上

　　　　　　　　　　

１ ２，２７２

５／０９鯛査折井 ４，６１４ ３，棚 ３７７Ｌ給油・ ガソリン代

　

按分比７ ’７‐ｌ ８ 上中 向上 ２，３０７

６／２３圃董折井 ４，９５５ ３，７１６ ３ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １７－ｌ ８ 上左 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ ２，４７７

７／１７圃査折井 １，醐 ７和 ７ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １７‐ｌ ３ 下横 同上 ５（力

７／２４調査新井 ３，醐 ２，７（刃 ２ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ １７‐ｌ ３ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー 同上 １，獅

／１２鯛査斬井 ２，７７９ ２，０１３４ ２ Ｌ給油 ガソリ，ン代

　

按分比７ １７‐～ ７ 上左 同上 １，３８９

ＯハＢ調査折井 ３，８１２ ３，８１２ ３ Ｌ給油
全額違法
・中３日給油 １７－ｌ ７ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
１，９０６

／２２調査折井 ３，２４６ ３，２４６ ２ Ｌ給油 キ群法
１７‐ｌ ４ 下横 同上 １，６２３

／１８＝査折井 ３，６８８ ２，７６６ ３２． Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ ６ 上中 同上 ．

　

１，８４４

／２８輝査折井 ３，鋸 ２，７３３ ３２． Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ ６ 上右 同上 １，８２２

／０３鱈査折井 ３，３７７ ２，５３２ ２７． Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ，７－，
「

４ 上左 同上 １，６８８

／２２縄査折井 ３，醐 ２，２５０ ２３． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ ３ 上左 同上 １，抑

／２９韻査折井 ２，醐 １，馴 Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ ２ 下横 同上 １，醐

１１／鋼圃董新井 ４，１３２ ３，０９９ ３５‐ Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５９６

　

・ １７‐ｌ ９ 上右一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上 ２，０６６

１１／２１圃査折井 ３，１０Ｏ ２，３２５ ２４． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ ２ 下横 同上

　　　　　

． １，５５０

１１／２６鱈査新井 ３，１０６ ２，３２９ ２６． Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ ４ 上右 同上 １，５５３

１２／鋼韻査折井 ４，４１８ ４，４１８ ３９．１ＯＬ給油
全癒違法
・中３日給油 １７－ｌ ９ 上中 同上

　　　

、 ２，２０９

１２／０８鴎査折井 ４，１００ ４，１｛め １３２．５４Ｌ給油 需甑上
違法

１７一ｌ ２ 上右

　　　　　　　

▲－、 同上 ２，０５０

；０１／０８闘査白

　　

６，３｛ぬ ４，７２５ ６０．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７－ｌ

　

３０ 上中 同上 ３，１５０
享０１／３０鯛査白

　　

５，７８１

　　

ヰ・３３５ ６１．５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ２７ 上中 同上 ▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」
２，８≦樽

０２ハ５圃査 ２，７６０ ２，０７０ ２７．０６１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ２７ 上左 向上

　

・

　　　　

′ １，３１め

０２／２２餌竃 ５，５｛め ４，１２５ ５５．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２６ 上中

　　　　　　　　　　　

１同上

　　　

、 ２，７５０

０３ハ６閥董白

　　

５，９９３ ４，軽》４ ５０．０８Ｌ給油 ガソリン代・按分比７５％ ２５ 上左 同上 ２，９９６
Ｈ１５‐０３／２１醜査 ２，５６７ １，９２５ ２４．９２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２４ 上左 同上 １，２８３

饗宴０４／０８圃査白 ７，９６４ ５，９７３ ６１．７４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２９ 上右 同上 ３，９８２

断０４／３０脳査白 ２，６９３ ２，０１９ ２０・４０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２５ 上右 同上

　

＼

　　　　　

、 １，３４６

蜜 ５／１５韻董 ２，９０５ ２，１７８ ２８．４３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　

３１ 上左 同上 １，４５２

装 ５／２０鯛査白 ６，９１５ ５，ＩＢ６ ５５．３２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２４ 上中 同上 ３，４５７

断 ５／２６餌査 ７，税）２ ５，７０１ ５７．５９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２８ 上中 向上

断 ５／３１鯛査白 ３，２３３ ２，４２４ ２４．５９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２８ 上右 向上

　　　　　　　

′ １，

写る『６／１９韻査 ３，２７７ ２，４５７ ２３．９２１‐給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７」ｌ

　

３２ 上右 同上

断 ７／０６調査 ３，１７８ ２，３８３ ２４．６４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ

　

３２ 上左 同上 １，
７／２８旺 ３，０５７ ２，２９２ ２３．７０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７－ｌ２７ 上右 同上 １，
９／，１１鯛査 ３，３９７ ２，５４７

　　　　

２６．９６Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ

　

２６ 上右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　

， １，
９／２２贋査白 ２，１７ １，６２７ １７‐５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ３１ 上右 同上 １，
１０／餌調査白 ２，９１ ２，１８７ ２４．５０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ２９ 上左 向上 １，
１０／１９鯛査 ．７，１２ ５，１６ ～

　　　

５７．７１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐Ｉ３２ 上中

　　　　　　　　　　　　

′
同上

ｌｏ／２５旗査 ２，９７ ２，２３２ ２４．０ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７－ｌ２４ 上右 同上 １，
１１／ｌｏ姐査 ３，１７ ２，３モ“ ２６．９４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７‐ｌ２５ 上中

　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
同上

１１／１７譲査白 ７，０３ ５，２７９ ５８．６６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７‐ｌ

　

３０ 上右 同上 Ｉ

１１／２９圃査 ２，９２ ２，１９４ ２５．”Ｌ給油 ガソリン代

　

，按分比７５９６ １７‐ｌ２９ 上中 向上 １，４６３

１２ハ９旗査 ５，１６’ ６２．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １７－ｌ

　

３０ 上左 同上 ３，４４１

１２／２５餌査 ２，１１４ ２６．１ＯＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １７－ｌ３１ 上中 同上 ．

　　

１，収）９

　　

勝間 １０月８揖董大西

　

２，２８０ ２，２ＥＩＯ １９．１鎚給油
全額違法
・中３日給油 ｌａ‐Ｉ

．

８ 上右

　

．
ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
儲活動との区分が困賞であることから、運
用指針において１４万４０００円に会派の
人蚊を乗じて待た甑を履度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上限以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使違基準及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使逸基準に違反する支出と露定する余地は

１，１４０

断 ０１／２５醜査大西

　

３，醐 ２，７（力 ２８．１３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ｌｅ‐Ｉ１１ 上中 同上

　　　　　　　　　　

１ １，醐

　　　　

静
的

　

′

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｕ”１．
０５／２５

「

　　　　

旧÷３，湖 ３，醐
有限会社石医石油楽師ＳＳ

　

１４
時１０分

　

２９‐４１Ｌ

　　　

摸金フ
リー

・一日おき給油
翌翌日に給油、．Ｈ１６‐２００ ＩＢ‐Ｉ ３ 上右

．

　　　　　　

，

同上
，

］，７５０

断 ０５／２７圃竃大西

　

３，０…刃 ３，０駒
有限会社石仮石油集師ＳＳ

　

１２
時１２分

　

２５‐６乱

　　

，親金フリー
・同上

　　　　　　　　　　　　

． １８－１ ３ 中左 向上 １，５２５

１８３，５５６

保守連合燃料費４０８



璃支出日費目職
名
員 支出金甑

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

・

　　　　　　

事情
、
嘉島－トＮ

　

位■鎖収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田嫌員の主張

裁判所の総定
する違法支出
甑

断 ０６／２桝査

　

大西

　

２，鯛

　

２，醐
有限会社石阪石油‐業師ＳＳ

　

１７
時００分

　

２１‐１札棟金フリー
・連日給油

　

Ｈ１６‐２０２と連日に給油

　

１８－ｌ ４ 上右 同上 １，３（刃

挙る２
←０６／２圃査大西 ２，１（め ２，１〔め

有限会
時３３分
現金フ

社石阪石油楽師ＳＳ

　

１５

　

１７．０７Ｌリー
・同上

　

ＩＢ‐ｌ ４ 中左 同上 １，０５０

賠 ０７／ｌ調査

　

大西

　　

３，３｛樽 ３，３〔粉
有限会
時２４分
現金フ

社石阪石油薬師ＳＳ

　

１３

　

２６‐８３Ｌ ・連日給油

　

Ｈ１６０４と連日に給油

　

１８－１ ４ 中右 同上 １，６５０

脂 ０７／ｌ餌董

　

大西 ２，８７５ ２，８７５
中央石
１２時１８
現金フ

油販売閥山崎団地ＳＳ
分

　　

２６．１４Ｌ ・向上

　

ＩＢ－Ｉ１

　　

５ 上左 向上 １，４３７

繋 ０７／１鯛査大西 ２，醐 ２，醐
有限会
５３分
基金フ

社石阪石油楽師Ｓ

　

０８時
１６．２６

　

Ｌ
リー

　　　　　

・

　　　　　

、
・連日給油

　

Ｈ１６‐２０６と連日に給油

　

１８－Ｉ ５ 上右 同上 １，醐

装 ０７／２鯛査大西 ２，８２０ ２，８２０
有限会
１２分
現金フ

止石原石油楽師Ｓ

　

Ｏ９時
二２‐９３Ｌ ・同上 １８‐Ｉ ５ 中左 向上 １，４１０

発学－０７／２揖査大西 １，４３０ １，４３０
有限会
４７分
纏金フ

吐石医石油業師Ｓ

　

１２時１１‐６モ孔リー
・連日給油

　

Ｈ１６‐２０８と連日に給油 １８‐Ｉ ５ 中 同上

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　

′ ７１５

断０７／２７韻査大西 ３，４２５ ３，４２５
中央石
２１時３９
纏金フ

転売鱗山崎団地ＳＳ

　　

３０．５ＢＬ
・同上

　　　　　　　

′ ｌａ」１

　

５ 中右 向上 １，７１２

嵩０８／鋼圃査大西

　

２，醐 ２，醐
有限会
０５分
硯金フ

ｔ石版石油楽師Ｓ．０９時
６．２１礼 ・連日給油

　

Ｈ１６‐２１０と連日に給油 １８－Ｉ

　

６ 上中 同上 １，ＯＭ

０８／０５鯛査大西 ２，醐 ２，棚
有限会社石阪石油楽師Ｓ

　

１３時
１９分‐２１．１４Ｌ現金フリー

・同上 １８‐Ｉ

　

６ 上右 同上

　　　　

１，３（輯

０８／３０圃董大西

　

３，醐

　　

３，０（力
有限会社石仮石油豪師Ｓ

　

１５時
４６分

　

２４．３９Ｌ 現金フ
・一日おき給油

　

翌翌日に給油、Ｈ１６‐２１２

　

１８‐Ｉ

　

６ 中右 同上 １，５（め

０９／Ｏ餌査大西 １，開明 １，８０１
有限会社石仮石油楽師Ｓ

　

１５時
１２分

　

１４．６４１Ｌ 現金フ ・同上 ｌｅ‐Ｉ ７ 上左 同上

　　　　　　　　

，

　

．

　　　　　　　

．・

　　

棚

０９／０７圃査大西 １，醐

　

１，醐
有限会社石仮石油楽師Ｓ

　

１６時
２４分

　　

８．８５Ｌ現金フリー
・連日給油

　

Ｈ１６‐２１４と連日に給油 １８‐ｌ ’′ 中左

　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 向上

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 剛

０９／０８圃査大西 ２，８７０ ２，８７０
有限会社石板石油集師Ｓ

　

Ｏ９時
０２分

　

２

　

３．３３Ｌｒ

　　　

・
理金フリー

・同上 １８‐Ｉ ７ 上中 同上 ４３５

０９／ｌｏ旗壷

　

大西 ２，馴 ２，棚
有限会社石版石油業師ＳＳ

　

１５
時０６分

　

２３．５ＢＬ現金フリー

・一日おき給油
翌翌日に給油、Ｈ１６‐２１６ ｌａ－Ｉ ’′ 中

　　　　　　　　　　　　　　　　

′
同上 ４５０

０９ハ３幽査大西 ２，９６２ ２，９６２
有限会社石販石油集師ＳＳ

　

１７
時３５分

　

２４‐０肌
・同上 １８‐Ｉ ７ 上右 同上

　　　

〆 ４８１

０９／２７鯛査大西 ２，１１１０ ２，１８０
有限会社石仮石油集師ＳＳ

　

１６
時０１分

　

１７．７２Ｌ題金フリー
・連日給油

　

Ｈ１６‐２１８と連日に給油
・同上

　　　　

一

　　　　　　　

‐
１８‐Ｉ

　

Ｂ 上左 同上 ０的

０９／２８圃査

　

大西 ２，９｛糟 ２，獅
有限会社石阪石油集師ＳＳ

　

ＩＩ
時５０分

　

２３．５肌現金フリー
・同上
・向上 １８‐Ｉ ８ 中左 同上 ′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
４５０

１２／２９鯛竃大西 ２，０３０ ２，０３０
有限会社石阪石油業師ＳＳ‐１４
時１９分

　

１５．８乱 ・連日給油

　

Ｈ１６‐２２０と連日に給油
・同上 ＩＢ‐１１０ 中右 向上

　　　　　　　　　　

．ｆ
０１５

１２／３０韻査大西 ２，４６７ ２，４１５７
株式会社タヤスＥｘｐｒｅｓｓ多摩ＳＳ
ＩＩ時４３分

　

２０．３桃題金フリー

　　

、
・同上
・同上 １８－Ｉ１１ 上左 同上・

　　　　　　　　　　　　　　　　

、 ２３３

０２／１４圃査目 ３‘１３８ ３，１３８
開業日本宇佐美１６号■野森

　

０

　

４
時３９分

　

２６．３１Ｌ
・連日給油

　

Ｈ１６‐２２２と連日に給油 ＩＢ‐Ｉ２９ 中

　　　　　　　　　　　　　

」 向上

　　

－

　

・

　　

′

　　　　　

唱 ５６９

０２ハ５揖査白 ７，５８４ ７，５８４鵬東日本宇佐美１６号■野森

　

１４
時４６分

　

６２．６ＢＬ
・同上 ＩＢ－Ｉ２９ 右 同上 ７９２

０７／０２鯛書白 ２，７６４ ２，７斜
中央石油販売

　

相模原イースト
ＳＳ

　

１７時３２分

　　

２５．１３Ｌ

　

ミツ
イスミトモカード８１７３

・ー日おき給油
翌翌日に給油、Ｈ１６‐２２４・同上

ｌｅ‐Ｉ２０ 上左

　　　　　　　　　　

． 同上

　　　　　　　　　　　　

ｔ
３８２

伊 ０７／偶偵査白 ６，７７３ ６，７７３
閥東日本宇佐美１６号‐野森

　

１９
時２３分

　

６

　

０．４７Ｌ
・同上 １８一Ｉ２１ 中 同上

　　　

３，３８６

暑０７／２８圃査白 ６，２１４ ６，２１４閥東日本宇佐美１６号■野森

　

０

　

０
時０９分

　

５５．４８Ｌ
・ー日おき給油
翌翌日に給油、Ｈ１６‐２２６・同上

１８‐Ｉ２１ 右

　　　　　　　　　　　　　　　

．同上 ３，１０７

０７／３０韻査 ２，９！“ ２，９５４
中央石油販売隣学園金井ＳＳ
２１時２５分・

　

２７．１ＯＬミツイスミトモカード下４桁を
マスキ之ケ

　　

ー
・同上 １８一Ｉ２０ 上右 同上

　　　

．
，４７７

０９ハＯ韻査 ３，２４５ ３，２４５
石坂商会町田森野ＳＳ

　

１２時０９分
２６．６０Ｌ

・一日おき給油
翌翌日に給油、Ｈ１６‐２２８ ＩＢ‐Ｉ２３ 上中 同上 ６２２

０９ハ２鯛査 ６，９８８

　　

６，９８８
開業日本宇佐美１６号鶴野森

　

０１
時２３分

　

６

　

０．２ｑ‐
・同上 １８－Ｉ２６ 左 同上

　

・

　　　　　　

′ ４９４
０１／０６鵠査

　

大西 ３，１一め ２，３５５ ２６．８４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １８‐Ｉ１１ 中 同上 ５７０
０１／１７闘査大西 ２，１〔め １，５７５ １７‐２１１‐給油 ガソリン代，按分比７５％

　

／ １８－Ｉ１１ 中左 同上－

０２／餌鍾査大西 ３，７１０ ３，７１０ ３１‐”ＩＬ給油
全甑違法
・中４日給油 １８－ｌ

　

１１ 上右 同上 ８５５

０２／０９圃董大西 ２，醐 ２，鯛 ２２６６Ｌ給油
全額違法
・同上 １８一Ｉ

　

１１ 中右 同上

　　　　　　　　　　　　　

、 ４５０

０２／２８旗董

　

大西 ３，馴 ２一６２５ ２７．３４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ＩＢ‐Ｉ１２ 上左 同上 ７駒

０３／２３圃査

　

大西

　

３，獅

　　

３，８（地 ２８．５７Ｌ給油
全額違法
・中３日給油 １８一Ｉ１２ 上右

　　　

「
同上 剛

０３／２７輝査大西 ４，３１ｉｏ ４，３６０ ３５．１６Ｌ給油
争同
甑
上
違法

１８‐Ｉ１２ 上中 向上 ２，１８０

０４／０２慣董大西

　

３，２（め ２，棚 ２８．５７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５９６‐ １８一１ ２ 上左 同上

　　

１，醐
０４／０７餌査大西 ２，３４２ １，７５６ ２０．９ＩＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １８一Ｉ ２ 上中 向上 １，．１７１
餌／１２圃査大西 ２，醐 １，馴 １７．２４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １８一Ｉ ２ 上右 同上 １，ＯＭ
鋼／１８圃査

　

大西 ２，醐 １，馴 １７‐２４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ｌａ‐Ｉ ２ 中 同上
０４／２７醜査

　

大西 １，６７０ １，２５２ １４．７８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １８‐Ｉ ２ 中左 同上 ８３５
６‐ ５／０７圃董大西 ２，７（め ２，７（鳩 ２２．８８１‐給油

全麟法
・中２日陰油 ｌａ－］ ２ 中右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上 ３翁

／ｌｏ贋査大西
‐
３，０００ ３，醐 ２５．４２Ｌ給油

全甑違法
・同上 ＩＢ一Ｉ ３

　　

，
上左 同上

／１９贋董大西 ３，跳 ２，鼠）８ みえず ガソリン代

　

按分比７５％ ｌａ‐Ｉ ３ 上中 向上 ６７２

／０７調査大西 ２，８２３ ２，８２３ ２４．５５Ｌ給油
全額違法
・中３日給油 ｌｅ‐Ｉ ３ 中 同上

　　　　　

・

　　　　　

－

　　　　

、 ４１１

／１１鵜査大西 ２，醐 ２，Ｍｏ １６‐５３Ｌ給油
希同
額
上
違法

ｌａ一Ｉ ３ 中右 同上

／１４鯛董大西 ２，醐 ２，醐 ２３．５８Ｌ給油
全額違法
・中２日給油 １８－Ｉ ４ 上左 向上

　　　

，

　　

．

　　　　　　　　　

，

　　　　　

′
４５０

／２１鯛査大西 ２，醐 １，９５０ ２２．４１１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ １８‐Ｉ ４ 上中 同上 １，３麓

／０７旗壷大西 ２，醐 ２，醐 １６．２６Ｌ給油
全額違法
・中３日給油酬１６‐２０３と） １８‐Ｉ ４ 中 同上

　　　　　　　　　　

！ １，醐

／１６慎査大西 １，ＯＢＯ １，ＯＢＯ １．０ＯＬ（個）作業料

全甑違法
・ガソリン給油ではな〈１件の作業の
代金

　

（例えばバッテリーの交勘
作業料の支出は運用指針に反する

ＩＢ‐Ｉ ５ 上中 同上

　　　

１，０８０

／３０鯛査大西 ３，１〔め ３，１００ ２５．２０１‐給油
全甑違法
・中２日給油ｍ１６‐２０８と） ｌａ‐Ｉ ６ 上左 向上 １，５５０

／１２圃董大西

　

３，１〔ぬ ２，３２５ ２５．２０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １８－Ｉ ６ 中左 向上 １，５５０
ハ８圃査大西

　

３，０８３ ２，３１２ ２８．２８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ＩＢ‐Ｉ ６ 中 同上 １，５４１
／２２韻査大西 １，８１５０ １，３９５ １５．１２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １８－Ｉ ７ 中右 同上

　　　　

９３０
／０３国査大西 ３，１７０ ２，３７７ ２８．５６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ＩＢ－ｌ ８ 上中

　

．

　　

－ 同上 １，５８５

　

　

　　

　　　　　

　　

　

　

　

　　

　

　

　

　　　　　

　

　

　
　

　　

　

　　　　

　

　　

　
｝

　　

１

　

，．
；

　

’ｔ

　　　　

ｌ

　　

ｌ

４０９ 保守連合燃料費



琵支出日費目『琶員支出金額
原告らの
主張する
違法支出
撞

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 蔓臨書ト愉

　

位■領収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張

裁判所の総定
する違法支出
額

鷺 １０／１３輝董

　

大西 ３，２７５

　　

２，４５６ ２６．６３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ １８－Ｉ

　

８ 中 同上 １，６３７

蜜 ｌｏ／２２韻査大西 ３，棚 ３，棚 ２７．４２Ｌ給油（
全甑違法
・中３日給油（Ｈ１６‐１９７）、中２日給油
（Ｈ１６‐２５７） ｌｅ－ｌ 中右 同上 １，７仰

断 １０／２５鵠董

　

大西 ２，７２８ ２，７２８ ２２．０ＯＬ給油 稲筆法 上左

　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－ 同上 １，３６４

薯路１１／０４輝査

　

大西 ２，８（刃 ２，１（ぬ ２２．５８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ 中左 同上 １，馴

磐当９
÷１１／０９圃査大西 ２，５８０

　　

１，９３５ ２２．２４Ｌ給油 ガソリン代

　

．按分比７５％ 上中 同上 １，２９０

繋 １１／１４韻査大西 ２，７５０ ２，７５０ ２２．１８Ｌ給油
全甑違法
・中３日給油 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー
同上 １▼３７５

馨るｒ１１／１８餌査大西 ２，７４１０ ２，７卿

　

２２．１ＯＬ給油
全額違法
・同上 上右 向上 Ｔ，３７０

塁為す１１／２５餌査

　

大西 ３，醐 ３，醐 ２４．１９Ｌ給油
全甑違法
・中３日給油 中右 同上 １，５｛め

賠１１／２９圃査大西 ２，２（め ２，２（め １９‐４７Ｌ給油
全甑違法
・同上

　　　　

Ｉ 上左 同上 １，１（め

蜜 １２／０１鯛査

　

大西 ２，馴 ２，馴 ２２．９ＯＬ給油
全額違法
・，ー日おき給油 中左 向上

　　　　　　　　　　

・ １，４２０

盤－１２ハ３鯛査大西 ３，棚 ３，棚 ２６．７７Ｌ給油
全甑違法
・中２日給油 上中

　　　　　　　　　　　　

′ 同上 １，７００

窯－１２ハ６韻査大西 ３，０７０、

　

３，０７０ ２４．１７Ｌ給油
全甑違法
・同上 中 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　　

１，５３５

憂＃１２／２１鯛査大西，２，５１辺 １，９２０ ２０．０ＯＬ給油 ガソリン代

　

按．分比７５９６ 上右 同上 １，２綿

嬰『餌／１２圃査折井 ３，綿 ２，６５８ ３３．１２Ｌ蛤油 ガソリン代 按分比７５９６ 上左 同上 １，７７２

募る９
← ５／偶圃査折井 ３，３１４ ２，４８５ ３０‐９７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ 上中

　　　　　　　　　　　　　　

ｒ’ 向上 １二６５７

塁；客－５／１７圃査所井 ２，似）５ ２，α）５ １８．２３Ｌ給油
全甑違法
・一日おき給油 １３ 上右 同上 １，α）２

僻 ５ハ９圃査折井 ２，ふ” ，２，６４１ ２４．０ＩＬ給油
全額違法
・同上 上左 同上

　　

′

　　　　　　　　　

‘ １，３２０

憂う呈－６／２０幽査折井 ３，８３０ ２，８７２ ３３．６０Ｌ給油 ガソリン代・按分比７５９６ ４ 上中 同上 ９１５

享拷－７／１７鱈査折井

　

３，駅）８ ２，７０６ ３２．ＢＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ４ 上右 同上 ８（“

据 ８／０６鯛査折井 ２，９０２ ２，１７６ ２５．６８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ 上左 同上

　　　　　　　　

、 ４５１

繋← ８ハ８鑓査新井 ３，３０８ ２，４８１ ３０．３５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ 上中

　　　　　　　　　　　　　

Ｊ 向上 ６５４

繋－０９ハ８圃査折井 ３，０１“ ２，３１３ ２７．２９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ５ 上右 同上 ５４２

蔓捧－１０／１０鱈査折井 ３，２２５ ２，４１８ ２９．３２Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ 上左 同上 ６１２

繋－”／１Ｏ憤査折井 ４，３９６ ３，２９７ ３７．９ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ 上中 同上

憂うｒ１１／２８調査折井 ３，６３２ ２，７２４ ３２‐４３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ 上右

　　

′ 同上

　　　　　　　　　　　

′

　　　　

．

　　　

」 ８１６

窪み０１２／１７鑓査新井 ３，５５１ ２，６６３ ２８．８７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ７ 上左 同上

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　

‘ １，７７５

窪みｒ０１／０４鯛査折井 ３，２１９ ２，４１４ ２７．９９Ｌ給油 ガソリ，ン代 按分比７５９６ ７ 上中 同上 １，６０９

基みせ０２／０３贋査折井 ４，１０４ ３，０７８ よめず ガソリン代 按分比７５９６ ７ 上右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・同上 ２；０５２

蜜０２／２６贋査新井

　

３，９７１ ２，９７８ ３３．９４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　　　

‐ 上左 同上

　　　

１，９８５

紫 ３／２３圃査新井

　

３，６８０ ２，７６０ ２２１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ 上中 同上 １，間

盤－３／３１鯛査新井 ３，６９４ ２，７７０ ．０３Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ Ｉ 上右 同上 １，臥１７

互ゑ８‐ ３／２７調査 ２，６７４ ２．７６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ Ｉ 上左 同上 １，７８３

窪み字－１／０５幽査白 ２，９３

　

２，１９９ ２０６Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２ 上左 同上 １，４６６

繋． １ハ５＝査白 さ，２Ｏ ２，４０６ ８７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ 上中 向上 １，醐

挙るｒ １／２６鯛査白 ３，秘 ２，６６１ ２３３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ 上右 同上 １，７７４

憂携－２／０４鯛査 ２，５３９ ２４５Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２ 上ー左 同上 １，６９３

挙るテー２／２３阿査目 ３，０６ ２，２９６ ２７３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２４ 上左 同上 １，５３１

盤÷ ３／０８圃壷白 ２，瑠 ２５０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　

２４ 上中 同上 １，．６６９

磐虜０３／２０薗査 ３，３９ ２，５４８ ２７．８５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　

－●’ ２４ 上右 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　

′ １，６９９

蜜 ０４／０２蝕査 ２，１０４ ２４．４０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６

　

１９ 上中 同上 １，４０３

憂欝０４／ＯＢ餌査白 ４，６６２ ５７．０４ｕ騰油 ガソリン代

　

按分比７５％

　

２２ 上左 同上 ３，１０８

窪み喜一 ／０１圃査白 ２，９５ ２，２１８ ２６．４１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２２ 上中 同上

　　　　　　　

・ １，４７９

基あす ／１４圃査 ６，，＆１２ ４，９８１ ５８．７ＢＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２２ 上右 同上

　　　　　

・

　　　　　

／ ３，３２１

断 ／２８圃査 ２，９｛“ ２，２２３ ２４．７０Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ １９ 上右 同上

　　　　　　　

１ １，４８２

断 ／１９姐査白 ７，１４９

　

５，３６１ ６２‐７１Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６

　

２１ 上左 向上

　　　　　　　　

，

　　　　　　

．

　　

． ３，５７４

脂 ／２３襲査白

　

１，ＯＭ １，醐 ９．１７Ｌ給油
全額違法
・中２日給油 ２３ 上右

　　　

１

　　

’ 同上

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　

５（鳩

断 ／２６鯛査白 ３，３６３

　

３，３６３ ２８‐９９Ｌ給油
全額違法

　　　　　　

ノ
・同上 ２５ 上右 同上 １，６ＢＩ

整堅－ ／２１顕査白 ２，７９９ ２，０９ ２４↓９９Ｌ給油ｒ ガソリン代

　

按分比７５％

　

２０ 上中 同上 １，３９９

蜜 ／２６鯛査白 ３，１２８ ２，３４ ２７．９３Ｌ給油 ガソリン代・按分比７５％

　

２６ 上中 同上

　　

， １，５６４

断 ／０９餌査 ２，７５８ ２，０６ ２５．０７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２５ 上左 向上 １，３７９

断 ／２６鯛査白

　

６，６３８ ６，６３ ・５５．７８Ｌ給油
全甑違法
・中３日給油 ２６ 上右

　　　

・ 同上

　　　

３，３１９

断 ／３０鑓査 ２，９５０ ２，９５ ２５．０ＯＬ給油
全額違法

　　　

Ｉ
・同上 ２３ 上左 同上 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
１，４７５

断 １１／１５圃査白 ５，８４７ ４，３８ ５０．８４Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２７ 上左 同上 ２，９２３

繋－１１／２１蝿査白

　

３，０３４ ２，２７ ２７．０９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２７ 上中 同上

　　　　　　　　　　　　　

」 １，５１７

断 １２／０１圃査 ２，７５９ ２，０６ ２５．０８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ２５ 上中

　　　　　　　　　　

′ 向上 １，３７９

；；ｏ
÷１２／１４鱈査

　

３，２｛刈 ２，棚 ２６．８９Ｌ給油 ガンリーン代・按分比７５％ ／３０ 上右

　　　　　　　　　　　　　　

′ 同上 １，醐

ｇｉ『１２／２１鵜査 ６，５１８ ４，８８ ５１．７３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ２７ 上右 同上 ３，２５９

鞘 １２／２９圃査 ３，１４３ ２，３５７ ２６‐１９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％

　

３０ 上中 向上 １，５７１

三ｉ，１１

　

　

　

　

　

　

保守連合燃料費４１０

　　　　　　　　　　　　　

ご



馨支出日費目－１５
員支出金甑

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　

事情 箸臨ートＮｏ

　

位■債収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田確員の主張

裁判所の鑑定
する違法支出
甑

賭０６ハ８嗣査古田 ４，６９９ ３，５２４ ３９．８２Ｌ給油 ガン小ン代

　

按分比７５％ １８‐Ｉ３１ 横１
，

　　　　　　　　　　　　　　

′

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

・

①町田市では、燃料費について、支出の性格区別困難回霊のため、・検分方式によるのではな〈て上
履額方式を採用してお
り、会派保守聾合の燃料代支出は、いずれの時期についても運用指針等の
定める上履髄の範囲内で
の充当となっているた
め、「俵韮茎草に合致し
た政務鯛壷量の支出がさ
れなかったことを推隠さ
せる一般的・外形的事
業」及び便遮基準違反の
事実はない．の福助◆加入古田の政務
圃査・政務活動に用いる
車両は１台のみであり、これは私的利用のための自
動車ではな〈、給油されたガソリンはそのほとん
どが政務活動に用いられ
ている．

ｇｉ４０１／１ｌ閥査吉田 ４，６８５ ３，５１３ ３７．４ＢＬ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３５ 横４ 同上
０１／２５贋書古田 ４，３９０ ３，２９２ ３５．９８Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３５ 横３ 同上
０２／１４鯛査吉田 ４，９９６ ３，７４７ ３９‐９７１‐給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３５ 牧２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１
向上

０３ハ８圃査古田 ４，５７６ ３，４３２ ３６．０３Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３５ 損１ 同上

繋－０４／２５鯛董吉田 ４，１７２ ３，１２９ ３８．９９Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３１ 槙４ 同上

繋－０５／０９圃査古田 ３，，７８７ ２，蜘 ３４．７４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３１ 績３

　　　　　　　　　　　　　

・ 同上

響き『０５／２９圃査古田 ３，７２６ ２，７９４ ３３．２７Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６

　

３１ 横２ 向上

墨亨－０７／餌圃査吉田 ４，Ｍ４ ３，α）３ ３４‐５２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３２ 嶺４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー 同上

断 ０７ハ８圃査吉田 ４，斜１２ ３，２５６ ３８‐０９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ３２ 槍３ 同上

鷺 ＯＢ／餌圃査古田 ４，５６６ ３，４２４ ３９．７０Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３２ 横２

　

ー 同上 Ｏ

班－０８／１４鯛査古田 ３，８８０ ２， ３４．６４Ｌ給油 ガソリン代 按分比７５９６ ３２ 横１ 同上

　　　

Ｏ

享受墓－０８／２６調査吉田 ４，１３５ ０１ ３５．６５Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７

　

３３ 横４ 同上 Ｏ

享受量－０９／ＯＢ圃査吉田 ４，６９６ ３，２ ４０．４８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ３３ 槙３ 同上

　　　

Ｏ

基を孝一０９／２２国賓吉田 ３，９８０ ２，５ ３５．２２Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ３３ 横２ 同上

　　　

Ｏ

０９／３０鯛査古田 ３，９０７ ２， ３４．２７Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ３３ 横１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ 向上

　　　

Ｏ

１０／２９閥査吉田 ４，９２０ みえず ガソリン代

　

按分比７ ３４ 横４ 同上 ′

　　　

Ｏ

１１／２９脂査吉田 ４，０５２ ３， ３６．１８Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ３４ 槍３

　　　　　

． 同上

　　　

Ｏ

ｇもキー１２／１９調査吉田 ４，釧 ３８‐０３′Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ３４ 績２ 同上

　　　

Ｏ

等；暑－１２／２８鑓査吉田 ４二４８８ ３６．７９Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ３４ 横１ 同上

　　　

Ｏ
合計額

　　　　　　

３８９，８２２ １８７，６２６

－－
「

０１ハ６鯛査折井 ３，５９４

　

２，６９６
１６号嬉野森舞東日本宇佐美

　

１４
時５４分

　

２６．０４Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７５％ １９－１

÷

　　　　　　　　　　

、

ガソリン代は、政務活動と政務活動以外の
鰭活動との区分が困賞であることから、運
用指針において１４万４０ＱＯ円に会派の
人蚊を乗じて待た甑を限度に支出できるも
のされている。保守連合は、実際には上限以上のガソリン
代を経費として支出しているが、同指針に
従い、使途基準及び運用指針に適合する範
囲で経費としてのガソリン代の支出を報告
しているのであり、限度内のものについて
使途基準に違反する支出と露定する余地は

１，７９７

「ｇ１７‐０２／０４鯛査折井 ４，３５２ ３，２斜
号鶴野森聞東日本宇佐美

　

１６
４５分

　

３１．９机給油
ガソリン代 按分比７５９６ Ｂ 向上 ２，１７

ぞ７一０３／０４韻査折井

　

３，６９６ ２，７７２
号鶴野森間東日本宇佐美

　

１７
０２分

　

２８．０ＯＬ給油
ガソリン代 按分比７５９６ ９ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ １，８４

学１７－鋼／１４鵜査新井 ６７３ ５０５ 号賞野森隣東日本宇佐美１１時
分 見えず ガソリン代

　

按分比７５％ ４ 向上

＝１７‐０４／２圃査折井 ４，１帖 ３，１１０時
号■野森鰯東日本宇佐美

　

１２
２６分

　

３３．１７Ｌ

　

給油 ガソリン代

　

按分比７５％ ４ 同上 ２，７

薯１７－０５／１韻査折井 ４，１１９

　

３，０８９踏
号賞野森嶋東日本宇佐美

　

２１
１８分

　

３４．６１Ｌ給・油 ガソリン代

　

按分比７５％．・ ４ 同上

　　　　　　

． ５

￥も７－」０５／２鑓査折井 ３，１７２ ２，３７９時
号■野春闘東日本宇佐美

　

２２
０４分２６．８７Ｌ醤油

ガソリン代 按分比７５９６ ５ 同上

　　　　

． １，
苧ｉ７‐０６／ｌ闘査新井 ４，７６５ ３，５７４時

号■野森閥東日本宇佐美

　

１５
３７１分

　

３９．９１札

　

給油 ガソリン代

　

按分比７ ５ 同上 ２，
￥を７－０７／Ｏ韻査折井 ３，９７９ ２，９８４ 号鶴野森㈱東日本宇佐美

　

１６
２５分

　

３

　

４．０ＩＬ燈油
ガソリン代

　

按分比７ ５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 同上 １，
｝き７‐０７／２醜査折井 ４，２３７ ３，．１７８

号賞野森関東日本宇佐美

　

１７
５８分

　

３５．０２Ｌ始温 ガソリン代

　

按分比７ ６ 同上 ２，
＝７‐０９／Ｏ鍾査折井 ３，６３８ ２，７２９

号■野森閥東日本宇佐美

　

１８
３ヱ分

　

２９．８１Ｌ給油

　　　　　

・ ガソリン代

　

按分比７ ６ 同上

　　　　　　　

， １，
ギ≧７－０９／２顕査折井 ７５７ ５６８ 号鶴野森隣東日本宇佐美

　

１３
５９分

　　

６．０ＩＬ給油
ガソリン代

　

按分比７ ６

　　　　　　　　　　　　　　

・ 同上 ３７

肝１０／０２鯛査折井 ４，０１９ ３，０１４
号■野森閥東日本宇佐美

　

１５
４６分３２．４１Ｌ給油

ガソリン代

　

按分比７ ７ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

晋 １１／０７圃査折井 ４，５７７ ３，髪３３
号■野森閥東日本宇佐美

　

１４
２６分

　

３６０一１Ｌ給油 ガソリン代

　

按分比７ ７ 同上 ２，２８

苧み７ー１２／０８鱈査折井 ４，６２０ ３，４６５
号鶴野森間東日本宇佐美

　

０時
分３５‐０ＯＬ給油

ガソリン代

　

按分比７ ７ 同上 ２，３１０

褐７－１２／２９圃査折井 ４，２“ ３，１９８
号鵜野森関東日本宇佐美

　

１２
０６分

　

３２‐３（礼給油
ガソリン代

　

按分比７ ８ 同上

　　

１ ２，１３２

至る７－０４／２１調査古田 ４，９８６ ３，７一め

セルフ成瀬出光リテール転売株
式会社

　

１０時３７分

　

３９．８肌給油

ガソリン代

　

按分比７５％

ｒ

　

１０

÷Ｉ

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

・

①町田市では、燃料費
について、支出の性格
区別困蔓回避のため、按分方式によるのでは
なくて上限額方式を採
用しており、会派保守
連合の燃料代支出は、いずれの時期について
も運用指針零の定める
上限額の範囲内での充
当となっているため、「使途基準に合致した
政務■査費の支出がさ
れなかったことを推認
させる－般的・外形的
事実」及び使途茎尊違
反の事実はない。②補助参加人古田の孜
霧■査・政義活動に用
いる車両は１台のみで
あり、これは私的利用
のための自動車ではな
く、給油されたガソリ
ンはそのほとんどが政
務活動に用いられてい
る。

，

　

Ｏ

堅；７－０１／０３圃査吉田 ５，２６２ ３，９４７
セルフ成瀬出光リテール販売株
式会社

　

１６時５１分

　

３９．２７Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７５％ ＩＤ‐ｌ

　

１１３容）１０ 同上

　　　

Ｏ

翠ゑ７－０１／１Ｉ圃査吉田 ４，杖）９ ３，３０７
セルフ成瀬出光リテール転売株
式金社

　

１４時０９分

　

３２‐９ＯＬ給油
ガソリン代 按分比７５９６ ＩＰ－ｌ１１３打ＤＩＩ 同上 」．

　　　　　

Ｏ

…１７‐０１／２２圃査吉田 ５，１１４

　

３，Ｂ３６
セルフ成瀬出光リテール転売株
式会社

　

１３時５３分

　

３６．５３Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７５％ ｉＤ‐１１１３２ｈＤ１２ 同上

　　　

Ｏ

翠二７－０２ハ０圃査古田 ４，５９４ ３，型１６
セルフ成瀬出光リテール転売株
式会社

　

１７時１９分

　

３３．ク謝給油
ガソリン代

　

按分比７５％ ｌｏ‐ｌ１２３１ｍ１３ 向上 Ｏ

至る７－０２／２８鯛査吉田

　

５，３！涛 ４，０１３
セルフ成瀬出光リテール販売株
式会社

　

１０時４８分

　

３９．３｛ＩＬ給油
ガソリン代 按分比７５９６ １９‐１１２３２ＨＤ１４ 同上

　　　

Ｏ

保守連合燃料費４１１



支出日費目■
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出 ，

　　

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 暑臨書トＮｏ位１領収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田離員の主張

裁判所の総定
する違法支出
甑

０６／０４調査吉田 ４，３３６ ３，２５２
セルフ成瀬出光リテール転売株
式会社

　

１６時ＱＺ分

　

３

　

４．９７Ｌ給油
ガソリン代 按分比７５９６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ 向上

　　　

Ｏ

０７／１ｌ贋査吉田 ４，鼠）３ ３，３７７
セルフ成瀬出光リテール販売株
式会社

　

１８時１２分

　

３５．４札給油
ガソリン代

　

按分比７ 同上

　　　

Ｏ

０８／１５輝査古田 ４，２１４ ３，１６１
セルフ成瀬出光リテール販売株
式会社

　

１６時０２分

　

３３．］ＩＬ給油
ガソリン代

　

按分比７ 同上 Ｏ

０９／０１圃査吉田 ４，５５３ ３，４１５
セルフ成瀬出光リテール販売株
式会社

　

１８時２８分

　

３７．９札給油
ガソリン代

　

按分比７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 同上

　　　

Ｏ

０９／３０鯛査吉田 ４，１１０ ３，０８３
セルフ成瀬出光リテール転売株
式会社

　

１３時３９分

　

，３２．３札燈油
ガソリン代

　

按分比７ 向上

　　

‐Ｏ

１１／２９鑓査古田

　

５，０３９ ３，７７９
セルフ成瀬出光リテール転売株
式会社

　

１２時５９分

　

３７，８蝋給油
ガソリン代

　

按分比７ 同上

　　　

Ｏ

１２ハ８鵬査吉田 ５，１０５ ３，８２９
セルフ成瀬出光リテール販売株
式会社

　

１１時１５分

　

３８．１仇給油
ガソリン代

　

按分比７

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　

’同上

　　　

Ｏ

１２／２５圃査古田 ４，８３１

　

３，６２３セ
式
ルフ成瀬出光リテール販売株
会社

　

１７時４３分

　

３６．０５Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７ 同上

　　　

Ｏ

０５／３１圃査

　

３，叡）９ ２，７０７
号■野森閥東日本宇佐美

　

２２
４６分

　

２９．１ＯＬ給油 ガソリン代

　

按分比７ １３ 同上

　　　

，ｒ

　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　

、 ８（図

０１／０９輯査白

　

３，＆４１ ２，７３１
号■野森鵬東日本宇佐美

　

１４
１９分

　

２７‐５乱給油
ガソリン代

　

按分比７ １７４２０１４ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ ８２０

０１／２６贋査白 ３，８７０ ２，飢）３
号■野森閥東日本宇佐美

　

２２
２８分

　

２Ｂ．４５Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７ ５４加７ 向上

　

．

０２／１７圃査白 ３，６９１ ２，７６８
号輯野森閥東日本宇佐美

　

節
３４分

　

惣．綿Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７ ７４；ＺＯ１５ 同上 服

０６ハ６閥査白 ２，８３３ ２，１２５
号鶴野森隣東日本宇佐美

　

０１
１８分

　

２３．４１Ｌ燈油
ガソリン代

　

按分比７ ４加２ 同上

　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

４ ４１６

０７／０６圃査 ３，２１１

　

２，収）８
号篇野査閲東日本宇佐美・０１０８分

　

２７．２１］瞳油 ガソリン代

　

按分比７ ４棚 同上 ６０５

０７月７鯛竃白 ３，６０ ２，７０７
号一野森鯛東日本宇佐美

　

０

　

０
３８分

　

２９‐３４Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７ ４４翻 同上

０７／３１鯛査 ３，４８ ２，６１５
号鶴野森隣東日本宇佐美

　

１９
５１分

　

２９．２机給油
ガソリン代

　

按分比７ ４４鰯 同上

　　　　　　　　　　　　　

’ ７４３

ＯＢ／２５平董 ２，２６７ 号■野轟㈱東日本宇佐美

　

０２
１９分

　

２４．７７Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７ ４鰯 同上

　　　　　　　　　

・

　

ー ５１１

０９／ＯＢ国査 ２一２５０ 号鶴野森閥東日本宇佐美

　

２３
２４分

　

２５‐０ＯＬ給油
ガソリン代

　

按分比７ ５４鵬 同上

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　

・

０９／２５閥査目月 ３，２７ ３，２７０‐
号‐野轟問東日本宇佐美

　

０２
０２分

　

２７．２鼠給油
全額違法
・中３日給油 ４鰯 向上 ６３５

０９／２９鑓査 ７，３６ ７，３６６
号鶴野森閥東日本字，佐美

　

１９
５３分

　

５９．４０Ｌ給油
全額違法
・同上

　　　　　　　　

一 ４２１０１０ 同上 ３，．６８３

１０／２１閥董白ｊ ３，６１ ２，７０８
号蟻野轟臨東日本宇佐美

　

０

　

０
４２分

　

２９，８３Ｌ給油
ガソリン代

　

按分比７５％ 輪犯１１ 同上 １，Ｂ０５

１１／０９贋査白ｊ ２，９９４ ２，２４６
号幽野轟㈱東日本宇佐美

　

０２
５３分・２３．５７Ｌ給油

ガソリン代

　

按分比７５％ ４；”〕１２

　　　　　

１、 同上 １，４９７

１２／０２圃査 ３，５１２ ２，６３４
号■野森隣東日本宇佐美

　

２３
４６分

　

２６‐８肌給油
ガソリン代

　

按分比７５％ ７４２ＺＯ１３ 同上 ′

　

１，７５６

５６，６５９合計髄

　

・

　　　　

１３７，４６３

三二，
ｒ
」－

　

／

保守連合‐燃料費４１２



支誓書支出日費目；≦
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出
楯

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 箱臨書トＮ０

　

位置鎮収書以外の国連
証拠 会派保守連合の主張 古田確員の主張

載判所の
総定する
違法支出

　

Ｈ１４‐８６ ０４／鋼鱗査白′ｌ１

　　　

１００ １００
駐輪増代西友町田店駐輪場（森
野１‐１２）

　

０８時２５分～１１時４４分「
親地■査」とされている

・繁華街

　　　

，．
・最時間

　

３時間２０分の駐輪 街１１

　

３２上左
甲２１
甲抑
甲１５３

地方轟員との意見交換のために町田
駅前に自転車を駐輪し、電車移動を
する際の経費である・電車の往復や
意見交換の所要時間を考えれば、長
時間の陛櫨ではない‐

　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　

、 ー

　　　

Ｏ

　

Ｈ１４‐８７ 餌／１２蘭査白′－ ２｛櫛

　　　　

２｛鳩
駐輪場代ヨドバシカメラ町田店
駐輪増（原町田１－１‐１１）０９時３３
分～１６時３９分

　

「親地■査」とさ
れている

・繁華街

　

．‘

　　

′
・長時間７時間７分の駐輪 ｉｇｉＩ３２上中

甲２１
甲仰
甲１５３

国会議員との置元交換のため
駅前に自転車を荘輪し、電車
する際の経費である。ｔ車の
意見交換の所要時間を考えれ

こ町田
移動を
生復や
ま、憂

　

，
Ｏ

　

Ｈ１４‐８８ ０５／２３鰯査白” １（め

　　　

１００
駐輪増代ヨドバシカメラ町田店
駐輪場

　

２０時３０分～２３時３５分

　

「
現地調査」とされている．

・繁華街
・長時間

　

３時間５分の駐輪
街１

３２上右
甲２１
甲輯
甲１５３

相模原での市民相談のために町田駅
前に自転車を畦輪し、電車移動をす
る際の経費である。電車の往復や市
民相隣の所要時間を考えれば、長時
間の蛙輪ではない。

　　　

Ｏ

　

Ｈ１４‐８９ ０６／１４闘査白川 ２（刈 ２（め
駐輪増代ヨドバシカメラ町田店
駐輪場（原町田１－１‐１１）１４時３８分～
２１時２２分

　

「濠地調査」とされて
し、る

・繁華街
・長時間６時間４４分もの駐輪

ｉ
屋ｇＩ１

　

３２中左
甲２１
甲仰
甲１５３

就鴫支援センターにて取り組み算を
聴取するために町田駅前に自転車を
駐輪し、電車移動をする際の経費で
ある。ｔ車の往復や聴取の所要時間
を考えれば‘長時間の畦輪ではな

　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

　

Ｈ１４‐９０ ０６／１ｌ岡査白川 １（め

　　　

１００

駐輪場十
野１－１４－
されてＬ
６／１０

：西友町田店駐輪増（森
７）践めず「湧地調査」と
・る
こ入庫し、６／１１午前

・繁華街
・長時間

　

利用時間に４時間・‐・・と
ありその先は隣めず。

街１３２中中
甲２１
甲仰
甲１５３ 日付が鹸っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　

Ｏ

Ｈ

　

１４‐９１ ０６／０５闘査白川

　　

１０Ｏ １００

　

ノ

駐輪増代 西友町田店駐輪場（森
野１‐１４‐１７）１２時１１分～１８時０３分
「現地圃査」とされている

・繁華街
・長時間５時間５２分の駐輪

キー

　

３２中右
甲２１
甲卿
甲１５３

就■支損センターにて取り組み等を
聴取するために町田駅前に自転車を
駐輪し、ー車移動をする際の経費で
ある。‘電車の往復や聴取の所要時間を考えれば、長時間の駐輪ではな

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

　

Ｈ１４‐９２ ０６／０５顕査白川 １００ １０Ｏ

駐輪場代 西友町田店駐輪場
（森野１‐１４‐１７）２１時４５分～０１時
３０分

　

「親地餌査」・とされている
が、６／４

　

２１：４５に入庫し、６／
５

　

０１：３０出庫

・繁華街・深夜
・長時間３時間４６分の駐輪

街ｌ
３２下左

甲２１
甲卿
甲１５３

新宿区嫌会篇員との情報交換のため
に町田駅前に自転車を駐輪し、電車
移動をする際の経費である。ー車の
往復や情報交換の所要時間を考えれ
ば、長時間の駐輪ではない。

　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐９３ ０７／鋼醜査白川 棚 棚
駐輪増代 ヨドバシカメ，ラ町田店駐輪篇（原町田１－１‐１１）．１１時４９
分～２３時１８分

　

，「現地国峯」とさ
れている

・繁華街・深夜
・長時間１１時間２９の駐輪
（東京農工大学への移動と駐輪増代） ３２下中

甲２１－
甲卿
甲１５３
甲１８７～１８９

東京農工大学へ農業に関する麟査の
ために町田駅前に自転車を駐輔し、電車移動をする際の経費である。

　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１４‐９４ ０９／２７鞠査白川 ３００

　　　

３（１０
駐輪場代 西友町田店駐輪場

　

森
野１‐１４‐１７

　

０８時２５分～２２時４１分
「親地韻査」とされている

・繁華街・深夜
・長時間１４時間１６分の駐輪

ｉｇｉＩ３２下右
甲２１
甲卿
甲１５３

都内での打ち合わせ及び地方議員と
の意見交換のために町田駅前に自転
車を駐賞し、電車移動をする際の経
費である。，電車の往復や打ち合わせ等の所要時間を考えれば、長時間の
駐輪ではない。

　　

Ｏ

、

　　

．

・

　　　　　　　　　　　　　　　　

′

；
０２／１７贋査白川

　　

６００ 秋）Ｏ
駐輪増代 西友町田店駐輪場（森
野１‐１４‐１７）２月１５日（日）１９時
３０分～２月１７日（火）００時３０分
「現地調査」とされている

・５３時間もの長時間餌査がされること
はあり得ない。

１暮す１３３上中
甲２１
甲仰
甲１５３
甲１９２

都内での打ち合わせのために町田駅
前に自転車を駐輔し、電車移動をす
る際の経費である。その後、体鶴を
崩したため自転車をーいたままバス
で帰宅し、翌日もバスで移動し、市
民と市政についての意見交換を行っ
た。通常バスでの移動でも１日４６０円かか
ることも勘来し、２日間で｛湖〕円が妥当な金額であると考え、そのまま経
費として計上している。
両日とも政務活動のために必要な移
動で、その際の駐輪代であるし、金
額も相当であるため、賓法な支出で
ある。

　　

＼．ｏ

；÷１１／１４厳白川 １〔１０ １０Ｏ
駐輪場代 ヨドバシカメラ町田店
駐輪増（原町田１－１‐１１）１０時１６分
～１３時５０分の「現地鯛査」とされて
いる

繁華街
，最時間３時間３５分の駐輪

３３上左

甲２１
甲如
甲１５３
甲１９０

横浜市簾会嫌員との情報交換のため
に町田駅前に自転車を駐輪し、ー車
移動をする願の経費である。電車の
往復や情報交換の所要時間を考えれ
ば、長時間の畦輪ではない。

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼、

　　

Ｏ

　　

′

　　　　　　　　　　　　　

、

Ｈ１４‐９７ 偶力２鯖査大西 １，家鳩 １，馴
駐車場代タイムズ北馬込１丁目
駐車増（大田区北馬込１‐３０）１０時
３９分～１７時２６分の「蕩地国査」とさ
れている

・遠方での利用（大田区）
・長時間６時間４７分の駐車

１６－Ｉ４，

．

下右

　　　　　　　　　　

ｒ
鶴見川流域にトイレ施設がな〈、市
民から般ーの要望があったため、先
遣自治体である大田区の取り組みを
鯛査する際の駐車場代である。鱗査や担当，者からの聴取等の時間を考えれば、長時間の駐車ではない。

　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１４‐９８ ０５／鋼鯛査大西 １，馴 １，馴
駐車増代 タイムズ北馬込１丁目
駐車場

　　

（大田区北馬込１
３０）１１時４５分～１７時０１分の「沸地
■キーとされている

同上

　　　　　　　　

，・長時間５時闇１６分の駐車 １６‐Ｉ４１中中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ 同上

　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１４‐９９ ０４／２７圃査新井 ４，ＯＭ ４，醐

駐車増代タイムズ下連雀第２５駐
車増（三鷹市下連雀４‐１６）

　

、
４月２７日（日）１５時５１分～２８日
（月）２１時１９分の「現地国査」と
されている

・長時間２９時間２８分の駐車
・遠方（三鷹駅南口、三鷹消防署下
連雀出張所近く）
・日曜日午後から月曜日深夜にかけ
ての駐車

“一
三

５１上左 ‐

　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　

，

三鷹市は、コミュニティスクールの
先遣自治体であり、また、市民討議
会が都内で最初に開催された自治体
であるため、各関係者から話を聞〈
ために自動車で移動した際の駐車場
代である．４月２７日は関係者と話をするため
会食し、そのまま三鷹に宿泊した。また、翌日２８日も三鷹市内にて市
民討議会について話を聞いている。２日間かけて先遣自治体の国査を
行った際の経費であり、遠方や表時
間であることには理由があるため、適法な支出である。なお、当初は宿泊する予定ではな〈
視察層を出していなかつたため宿泊
代は経費として汁上していない．

／

　　　　　　　　　　　

、

．

ｏ

Ｈ１４－１０Ｏ０４／２８鎖査折井 １，８（力
‘
，，ＢＯＯ

駐車場代タイムズ下連雀第２５駐／
車増（三鷹市下連雀４‐１６）４月２８
日（月）１８時２３分～２８日２３時５７分
の

　

「現地鋼峯」とされている

・遠方，（三鷹駅南口、三鷹消防署下
連雀出張所近〈）
・長時間５時間３４分の駐車
・遠方での月曜日夕方から深夜の利
用。

１６‐Ｉ５１上中

　　

′ 同上
、

　　　　　　　　　　　　　

．

　　

１，８｛ぬ

Ｈ１４‐１０１０２／ｍ贋査白川 ３００

　　

３００
駐車場代府中の森芸術麟増駐車
場１３時４８分（時間の記録はこれの
み）「理地■書１とされている

遠方
１６‐Ｉ５０

下
左

　　　　　

力
東京都市廉会嫌員研修会に参加する
ために自動車で移動した際の駐車場
代である^

　　

Ｏ

１４‐１０２０２ハ２国査大西 ５Ｗ

　

５

　　　

Ｍ

　

，

駐車場代 ゴムパーク八王子八日
町駐車増′

　

（八王子市本町１１－
１１）１３時１４分～１６時１８分「現地■
書ーとなっている

．遠方
（周囲は飲食店が連なる地域）
長時間３時間４分の駐車 １６‐Ｉ

　

３６上中 駐車増の実情国査のために自動車で
移動した際の駐車増代である。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１０３０２／２７顕竃大西 醐 ６Ｍ
駐車場代〈
中１‐１２６）
「朝地圃査」

こたち駐車場（国立市
４時５０分～１６時４４分
とされている

・遠方
」利用目的が不明（周囲は国立駅近〈
の繁華街） １６‐Ｉ３６上左

国立駅前通りの桜並木伐採に関する
反対運動について欄査するために自
動車で移動した際の駐車増代であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１０４０３／２３贋査大西

　

棚

　

棚
駐車場代パークジャパン国立第
２駐車増（国立市中１丁目１６）１５
時４１分～１７時２８分

　

「現地圃査」
とされている

・遠方
・リ用目的が不明（周囲は国立駅近く
の繁華街で、国立駅前郵便局、紀伊
国屋国立店近く）

１６‐Ｉ３７下中 向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

，

　

Ｏ

Ｈ１４‐１０５０３／０４国査大西

　

棚 棚
駐車増代パークジャパン国立中
第２駐車増

　　　

（国立市中１丁目
１６）１１時１４分～１２時３２分

　　　

「現
地嗣査」とされている

・遠方
・利用目的が不明（周囲は国立駅近
くの繁華街で、国立駅前郵便局、紀
伊国屋国立店近く）

１６一Ｉ３７下右 同上

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１０６０３／１４酬査大西

　　

３００

　　　

３（樽
駐車場代クレインバ「ク国立駐
車場１１時０３分～１２時３１分

　

－「現地
■査」とされている

・遠方
・利用目的が不明（国立駅から徒歩５
分の場所にあり、国立駅近くの繁華
街）

　　　

′
・長時間１時間２８分の駐車

１６一Ｉ

　

３７中左 同上

　　

Ｏ

：
；；．－１

１１１１）

保守連合

　

駐車編代奪４１３１



　

ｒ．

　

ｔ

　　　　

ー

　　

喜
ｉ

　

，１

　　

１

　　

ね

　

１

　　

１

　　　

・

　　

ｌ

支誓書支出日費目離
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 纂臨書トＮｏ

　

位ー楓収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張

霞判所の
醸定する
違法支出

Ｈ１４‐１０７０６／２４顔査折井 １，剛 １，馴
駐車増代

　

りパーク立川鏡町２丁
目第５駐車増（立川市錦町２‐３２）
６月２４日１９時３６分～６月２５日００時５８
分の「親地欄査」とされている

・遠方
・利用目的が不明（端所は立川市錦町
２丁目の豪古タンメン中本立川店の
あるＭ－１ビル跡）
・長時間

　

５時間２２分の駐車（夕食時か
ら未明まで） 善三５２上左甲７４一１

甲１４７～１５１

自治体でできる復臭支援の調査研究
のために自動車で移動した際の駐車
増代である。先方の予定に合わせて時間欄整し、■査や聴取の際に会食を伴うことも
あり、長時間であることや違い，時間帯であることにも理由がある。

　

」

　　

Ｏ

Ｈ１４‐ｌｏａ０７／０７圃査斬井 も秋）Ｏ １，馴
駐車場代り′
第５駐車増（立
時４５分～２２時
されている

ーク立川錦町２丁目
＝市錦町２－２‐３２）１８
９分「親地繊査」と

・遠方（駐車場の場所は向上）
・長時間３時間２４分の駐車 ５２上中甲７４一１

甲１４７～１５１ 同上

　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１０９０７／２８闘査折井

　　

８００

　　　

８（鳩
駐車増代 パーキング３６５日野駅
前パーキング

　

２０時５３分～２３時１４
分，「現地調査」とされている

・遠方・利用目的が不明（中央繍日野
駅前、日野駅北交差点近〈、ふじ薬
局ひの店離の駐車増）
・長時間２時間２１分の駐車・深夜
・新井纏員は、７月２２日～７月２８日と海外視察（ニューヨーク）実施。あ
りえない虚偽の支出。（議会に提出
した視察の実施と視察報告書より）

善三５２上右甲７４一Ｉ
甲１４７～１５１ 同上

　　　　

Ｏ

Ｈ１４‐１１００８ハ８踏査白川
ー

　

ー，５（め １，５（滑
駐車場代りパーク府中寿町１丁
目駐車増（府中市寿町１ー６）１８時
２０分～２３時１３分「親地圃査」とさ
れている

・遠方
・利用目的が不明（場所は、東京消防
庁府中消防署麟）
・長時間４時間５３分の駐車
・深夜 １６‐Ｉ３３中左

　

．

　　　　　　　　

」
府中駅で経営者との意見交換のため
に自動車で移動した際の駐車場代で
ある．先方の．予定に合わせて時間■蓋し、聴取の際に会食を伴うこともあり、長時間であることや違い時間帯であ
ることにも理由がある。

　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「「

　　　　

０

Ｈ１４‐１１１０９／０１爾査新井 １，馴 １，５００
駐車場代りパーク立川錦町２丁目
第５駐車場（立川市鏡町２－２‐３２）ＩＢ
時３５分～２２時５５分「狭地調査」と
されている

・遠方
・利用目的不明（鶴所は立川市錦町２
丁目の窯古タンメン中本立川店のあ
るＭ－１ビル麟）
・長時間５時間２０分の駐車（夕食時か
ら未明まで）
・、深夜

　　　　　　　　　　　

′
（青年会議所の活動に関する駐車増
代）

善三５２下中甲７４一１
甲１４７～１５１・

自治体でできる復興支損の欄査研究
のために自動車で移動した際の駐車
鶴代である。
先方の予定に合わせて時間扉豊し、調査や聴取の際に会食を伴うことも
あり、長時間であることや遅い時間
帯であることにも理由がある．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１１２１０／２０園査折井 １，７（鳩 １，７（め
駐車鶴代府中寿町１丁目駐車増
（府中市寿町１ー２ーＢ）１７時２５分
～２３時５４分「現地国査」とされて
いる

・遠方
・利用目的不明（場所は、東京消防
庁府中消防暑隣）
・長時間６時間２９分の駐車
・深夜

１６Ｉ

　

５３上左

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

向上

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１１３１．１ハ６獅査大西 ２，醐 ２，醐
駐車場代ＧＳ′｛－ク宇田川町駐車
場（渋谷区宇田川町８‐５）１１時１６
分～１７時５１分

　

「現地鯛査」とさ
れている

・，遠方
・利用目的が不明（場所は、井の頭
通り、．トヨタレンタカー宇田川店の近く）

　

－・長時間６時間３５分の駐車
（日曜日、午前１１時すぎから夕方６時
前までの利用） １６－Ｉ４６下中

　

、

　　　　　　　　　　　

．

明治神宮及び代々 木公園での現地欄
査のために自動車で移増した際の駐
車増代である。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１１５

一
二

０２／２２鰯査大西 １，ＭＯ １，醐
駐車増代 長津田４丁目コイン
パーキング

　

０９時０９分～１８時１９分
「親地調査」とされている

・市外
・長時間９時間１０分の駐車

　

－・Ｈ１４‐１２９と１複

１６‐Ｉ４４上右２１

　

Ｐ３２

冬の不忍池の水貴■査及び打ち合わ
せに電車で向かうため、駅周辺に駐
車した際の駐車増代である。電車の
往復や打ち合わせ等の所要時間を考
えれば、長時間の駐車ではない．なお、’目的地への公共交通檀圃の費
用は経費として汁上していない。

　　

Ｏ

一

ー
Ｈ１４‐１１６０３／０８蹄査大西 ８（ぬ

　　

８００
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２

　

１１時４４分～２０時４９分
「親地憐査」とされている

・市外
・長時間９時間の駐車
・夜間

１６－Ｉ３７上左２１

　

Ｐ３２

場外馬券売り場の■査及び打合せに
電車で向かうため、駅周辺に駐車し
た際の駐車増代である。電車の往復
や打ち合わせ等の所要時間を考えれ
ば、．長時間の駐車ではない。なお、目的地への公共交通機関の費
用は経費として計上していない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１１７０３／２６調査大西

　　

８００

　　

ＢＯＯ
駐車増第

　

にこに，こパーキング長津田第２

　　

１０時４３分～１７時５５分
「現地欄壷」とされている

・市外
・長時間

　

７時間１２分の駐車

１６‐Ｉ′３７上中２１

　

Ｐ３２

国会関係者と反安倍政権デモ状況の
視察に電車で向かうため、駅周辺に
駐車した際の駐車場代である。電車
の往復や視察の所要時間を考えれ
ば、長時間の駐車ではない。なお▲

　

目的地への公共交通機関の費
用は経費として計上していない。＼＼

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１１８０６／０１闘査大西 １，ＭＯ １，棚

駐車増代

　

アイペック長津田第１
駐車増１１時１７分～１７時２？分，「概
地韻査」とされている

・市外
・長時間

　

６時間以上の駐車

１６一Ｉ３９上右２１

　

Ｐ３２

日比谷公団と菓師池公国の比較や打
ち合わせに電車で向かうため、駅周
辺に駐車した際の駐車増代である。
電車の往復や打ち合わせ等の所要時
間を考えれば、長時間の駐車ではな
い。なお、目的地への公共交通嬢間の費
用は経費として計上していない。

、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１１９０７／２３鰯査大西 １，醐 １，ＯＭ

駐車場代 にこにこパーキング長
津田第１駐車場

　

０９時５９分～１７時
５３分

　

「現地鯛査」とされてＬ，、る

・市外
・長時間

　

７時間５２分の駐車

１６一Ｉ

　

３９下右２１

　

Ｐ３２

明治神宮の菖蒲国査と業師池公園の
菖蒲の比較や打ち合わせに電車で向
かうため、駅周辺に駐車した糠の駐
車場代である。電車の往復や打ち合
わせ等の所要時聞を考えれば、長時
間の駐車ではない。なお‐目的地への公共交通侵関の費
用は経費として計上していない。

′

　　　

．

ｏ

Ｈ１４‐１２００８／０１蘭査大西 １，ＭＯ １．中

駐車増代

　

アイベック長津田第１
駐車場

　

０９時２２分～１８時３２分「親
地■査」

　

とされている

・市外
・長時間

　

９時間以上の駐車

１６‐Ｉ

　

３９中中２１

　

Ｐ３２

夏の不忍池の水貴調査や打ち合わせ
に電車で向かうため、駅周辺に駐車
した隙の駐車増代である。■車の往
復や打ち合わせ等の所要時間を考え
れば、長時間の駐車ではない。なお、目的地への公共交通観閲の費
用は経費として計上していない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１２１０７／ｎ麓査大西 １，ＯＭ １，醐
駐車場代

　

長津田駅前コイン′ｒ｛－
キング

　

０９時２２分～ＩＢ時３４分

　

「
現地国査」とされている

・市外
・長時間

　

９時間以上のあまりに長い
駐車

　　

、
１６‐Ｉ４０上中２１

　

Ｐ３２

築地市増での環地圃査に電車で向か
うため、駅周辺に駐車した廟の駐車
増代である。電車の往復や打ち合わ
せ等の所要時間を考えれば、曇時間
の駐車ではない。なお、目的地への公共交通捜関の費
用は経費として計上していない。

　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１２２０６／１４国査大西

ー

　

醐 ９Ｗ
駐車場代

　

アイベツク長津田第１
駐車場

　

１２時０８分～１８時２？分

　

「
現地薦査」とされ

・市外
長時間

　

６時間以上の駐車

．－
－

４１中右２１

　

Ｐ３２

貫のー居のお境水貫と楽師池公園の
欄査に電車で向かうため、駅周辺に
駐車した譲の駐車場代である。電車
の往復や欄査の所要時間を考えれ
ば、長時間の駐車ではない．
なお、目的地への公共交通捜関の費
用は経費として計上していない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１２３１２／２４国査大西 １，ＯＭ １，鯛
駐車場代

　

長津田４丁目コイン
パーキング

　

１１時２０分～１９時１４分
「親地調査」とされている

・市外
長時間

　

７時間５４分の駐車
夜間

１６－Ｉ４２上左２１

　

Ｐ３２

冬のー居のお濁水貫と楽師池公園の
欄査に電車で向かうため、駅周辺に
駐車した窯の駐車増代である。電車
の住復や員査の所要時間を考えれ
ば、長時間の駐車ではない。
なお、目的地への公共交通機関の費
用は経費として汁上していない。

　　　

０、

Ｈ１４‐１２４ｌｏ／０５薗査大西 一＼
，，÷

駐車鶴代 長津田４丁目コイン
パーキング

　

１１時５６分～１７時３９分
「躍地国査」とされる

・市外
長時間，５時間４３分の駐車

１６一Ｉ４３中左２１

　

Ｐ３２

町田の樺の保全に関連して、明治神
宮の植生の一査に電車で向かうた
め、駅周辺に駐車した際の駐車増代
である．電車の往復や欄査の所要時
間を考えれば、長時間の駐車ではな
い。なお、目的地への公共交通慎関の費
用は経費として計上していない。

′

　　

ｏ

１

　　　　　

１・ー

　　　

保守連合

　

駐車葛代等４１４



支誓書 支出日費目議員
名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出
甑

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 需臨書トＮｏ位■領収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田議員の主張

裁判所の
総定する
違法支出
甑

Ｈ１４‐１２５１０／１２

　

」

調査大西 １，ＯＷ ，，
駐車増代 にこにこパーキング長
津田第１駐車増１１時２７分～１７時
１２分

　

「現地国査」とされる

・市外
・長時間５時間３９分の駐車

１６‐Ｉ

　

４３下中２１

　

Ｐ３２

外国人参政権問題の会鶴視察や打ち
合わせに電車で向かうため、駅周辺
に駐車した際の駐車場代である。ー
車の往復や打ち合わせ等の所要時間
を考えれば、長時間の駐車ではな
Ｌ、。
なお、目的地への公共交通櫨間の費
用は経費として汁上していない。

　　

Ｏ

Ｈ１４－１２６１２／０６鰯査大西

　　

１′，０００ １，醐
駐車場代

　

、長津田４丁目コイン
パーキング

　

１１時５０分～１８時５０分
「携地騨査」とされる

・市外
・長時間７時間の駐車

１６‐Ｉ４３下左２１

　

Ｐ３２

警察関係者と麓川団地の路上駐車に
関する打ち合わせに電車で向かうた
め、駅周辺に駐車した際の駐車増代
である。電車の往復や打ち合わせの
所要時間を考えれば、長時間の駐車
ではない。なお、目的地への公共交通機関の費
用は経費として計上していない．

　

０

・

Ｈ１４‐１２７ＯＢ／２５闘査大西 １，醐

　

１，醐
駐車場代

　

アイベック長津田第１
駐車増

　

０９時２５分～１７時５３分「硯
地胃査」とされる

・市外

　　　　　　　　　　　　

′
・長時間８時間以上の駐車

１６‐Ｉ４４下右２１

　

Ｐ３２

自衛隊関係者との町田算集事務所の
環況に関する打ち合わせに電車で向
かうため、駅周辺に駐車した鴎の駐
車場代である．電車の往復や打ち合
わせ葛の所要時間を考えれば、長時
間の駐車ではない。なお、目的地への公共交通機関の費
用は経費として計上していない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１２８０９／２８餌査大西 １，醐

　

１，ＭＯ
駐車増代 長津田駅前コインパー
キング

　

０９時４１分～１６時４７分

　

「
現地国壷」とされる

・市外
・長時間７時間０６分の駐車

１６

，

ーＩ４４上左２１

　

Ｐ３２

枚数問題の会増予定地の視票や打ち
合わせに電車で向かうため、駅周辺
に駐車した廉の駐車増代である。電
車の往復や視察等の所要時間を考え
れば、長時間の駐車ではない．なお、目的地への公共交通機関の費
用は経費として計上していない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１３００２ハ２麟査大西 １，ＯＭ １，α）Ｏ
駐車場代

　

長津田４丁目コイン
パーキング

　

１０時４２分～１６時５２分
「現地欄査」とされる

・市外
・長時間

　

６時間１０分の駐車

１６‐Ｉ４４中右２１

　

Ｐ３２

都嫌会訪問や鮫青問題に関する打ち
合わせに電車で向かうため、駅周辺
に駐車した際の駐車場代である。電
車の往復や打ち合わせ等の所要時間
を考えれば、長時間の駐車ではな
い。なお、目的地への公共交通慣関の費
用は経費として計上していない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１３１０９／０６鰯査大西 １，醐 １，ＭＯ
駐車増代 ニッポンレンタカー長
津田駅前営業所（練区

　

長津田４－
１），０９時５０分～１７時５０分

　

「親地
圃査」とされる

・市外
・最時間８時間の駐車

１６一１４５中右２１

　

Ｐ３２

野津田球場との比較視察のために東
京ドーム球増に電車で向かうため、
駅周辺に駐車した際の駐車場代であ
る」電車の往復や視察の所要時間を
考えれば、長時間の駐車ではない。
なお、目的地への公共交通慢間の費
用は経費として計上していない。 ，

　

Ｏ

Ｈ１４‐１３２１０／２６煽査大西

　

１，ＯＭ １，ＯＭ
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増０９時５０分～１８時
００分

　

「硯地圃査」とされる

・市外
・長時間

　

８時間１０分の駐車

　　　

◆

１６一Ｉ４５上右２１

　

Ｐ３２

国際フオーラムの視察や打ち合わせ
に電車で向かうため、駅周辺に駐車
した際の駐車増代である。電車の往
復や視察等の所要時間を考えれば、長時間の駐車ではない。
なお、目的地への公共交通機関の費
用は経費として汁上していない。

　　　

・０

－－，３３ｌｏ／１７鴻査大西 ・１，０００ １，鯛
駐車増代 長津田４丁目コイン
パーキング

　

０８時５８分～１５時ＯＢ分
「現地耀査」とされる

・市外
・長時間

　

６時間以上の駐車

１６－Ｉ４６中右２１

　

Ｐ３２

町田市と世田谷の祭りの比較欄峯や
打合せに電車で向かうため、駅周辺
に駐車」た際の駐車増代である。電
車の往復や■査零の所要時間を考え
れば、長時間の駐車ではない。
なお、目的地への公共交通損関の費
用は経費として計上していない。

　　

Ｏ

；
Ｈ１４‐１３４１１／２３醜査大西 １，醐

　

１，棚
駐車場代

　

長津田４丁目コイン
パーキング

　

０９時０７分～１９時０９分
「現地韻査」とされる

・．市外・長時間

　

１０時間０２分の駐車
・夜間

　　　　　　　　

．
．キー４６中左２１

　

Ｐ３２

　　　

‐ノ

町田市と都心の商店街との比較国査
に電車で向かうため、駅周辺に駐車
した際の駐車増代である。電車の往
復や■査等の所要時間を考えれば、
長時間の駐車ではない。なお、目的地への公共交通機関の費
用は経費として汁上していない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１３５０３／ＯＢ鋼査白川

　

６

　　　　

Ｍ 一

　

柳
駐車増代

　

アイベツク相模大野駅
前第２駐車場（相模大野．３丁目）
２１時３１分～２２時３９分

　

「現地国
査」とされている

・市外
・繁華街

　

相模大野駅北口

　

コリド一
節の」角。伊勢丹も近い
・深夜

１６‐Ｉ３さ上右、 向上

　

－ｌ

　

ｏ

Ｈ１４‐１３６０３／３０鰯査大西‐ 棚 棚
駐車増代

　

アイペック相模大野駅
前第２駐車場２１時５８分～２２時５７分
「親地鯛査」とされている

・市外
・繁華街

　

相模大野駅北口

　

コリドー
街の一角。・伊勢丹も近Ｕ、
・深夜 【６‐Ｉ

　

３６中右

市民相談のために自動車で移動した
際の駐車場代である。先方の予定に合わせて場所や時間を
欄豊するため、繁華街であることや
遅い時間帯であることにも理由があ
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１３７０９／１Ｉ瞬査白川 醐 醐
駐車増代

　

アイベツク相模大野駅
前第２駐車場１４時１９分～１５時３７
分「練地欄壷」とされている

・市外
・繁華街

　

相模大野駅北ロコリドー
街の一角。伊勢丹も近い １６」Ｉ３３

上
右
下 同上

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１３８１２／２０贋査白川

　

６

　　　　

Ｍ 醐
駐車増代－アイベック相模大野駅前第２駐車場１４時４１分～１５時５４
分「現地■査」とされている

・市外
・繁華街

　

相模大野駅北口コリドー
街の一角。伊勢丹も近い同上 １６‐Ｉ

　

３３
上
右
下 同上

　　

，

　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１３９０６ハ９鰯査大西

　

醐

　

醐
駐車増ｆｔ

　

，リバーク矢部３丁目駐車場（相模原市中央区矢部３丁目
１７番１４）

　

１９時３３分～２１時２３分
「擾地一櫨書１とされている

・市外・鼠横浜線矢部駅前廟口すぐの
警深
草
夜
増 １６‐１ ４０上右 同上

　　　　　　　　　　

「

　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

ＨＩ１‐１４００７／１４蘭査白川 ２（刈 ２（鳩
駐車増代

　

りパーク東林間駅前駐
車場（相模原市甫区東林間５丁目２
‐１０）１７時２６分～１８時０４分

　

「練
地圃査」とされている

・市外
・利用目的不明（駐車場は小田急江
ノ島線東林間駅西口シャンテ通りの
商店街）

　　　

●

　　　

１６‐Ｉ

　

３３中中

町田市への移住に関する市民相談の
ために自動車で移動した際の駐車場
代である。

　

、
先方の予定に合わせて場所や時間を
鵠饗するため、市外であることや違
い時間帯であることにも饗由があ
る。

′

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１４１０６／２３贋査大西 ２｛鳩

　　

２００
駐車増代

　

ナビバーク古組第１駐
車増（相模原市甫区古訓１丁
目）１６時０３分～１７時２８分

　

「親地欄
査」とされている

・市外
・利用目的不明（駐車増は凧横浜線
古瀬駅前北口のマツモトキヨシ古訓
店離） １６一Ｉ４

　

０中左

狭地■査のために自動車で移動した
闘の駐車増代である。

　　

・
先方の予定に合わせて場所やを■整
するため、市外であることにも理由
がある。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１４２ＯＢ／３０飼査大西 ２｛鳩

「
駐車増代

　

ナピバーク古潮第１駐
車場０９時１７分～１０時３６分「現地国
査」とされている

・市外
・利用目的不明（駐車増は鼠横浜綿
古訓駅前北口のマツモトキョシ古訓
店隣） １６‐Ｉ４４中中

市民相談のために自動車で移動した
隊の駐車場代である。
先方の予定に合わせて鶴所や時間を
欄整するため、市外であることや運
Ｌ）時間帯であることにも理由があ
る．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１４３０６／３０贋査 大西 ３〔掩

　　　

３〔め
駐車場代 南林間駐車増

　

１３時４５
分～１５時０１分

　

「現地調査」とされ
ている

・市外
・利用目的不明（小田急江ノ島嫌南林
間駅前の駐車増。小田急のショビン
グモールに駐車したことが推測され
る）

１６‐Ｉ３５中左

市民からの要望に関する親地轟査や
打ち合わせのために自動車で移動し
た際の駐車場代である。
先方の予定に合わせて鶴所を■整す
るため・市外であることにも理由が
あるム

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１４４０８／１５飼査大西 １，２（ぬ １，２〔鳩
駐車増代 多摩センター中央第３
駐車場

　

０９時５９分～１５時００分

　

「
親地国壷」とされる

・市外
・繁華街
・長時間

　

４時間５９分の駐車 ，６

Ｊ

‐，

　

３９下左甲２１一１３

駅前広増並びに放射状に広がる道路
の現地轟査のために自動車で移動し
た際の駐車増代である。
先方の予定に合わせて鶴所を鵠褒す
るため、市外であることにも理由が

　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１４５０９ハ９圃査大西 ５｛ぬ ５（ぬ
駐車増代相模原第２パーキング
１２時１２分～１５時１０分

　

「現地震査」
とされる

・市外
・繁華街
・長時間約３時間の駐車 １６‐Ｉ

　

３８上右

パルテノン多摩の改修工事に関する
親地質峯のために自動車で移動した
際の駐車増代である．
離査や説明聴取等の所要時間を考え
れば．丑時闇の駐車ではないゑ

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１４７０９／２１調査折井

　

１，獅

　　

１，Ｂ｛沌
駐車場代

　

オーケイパーキング町
田駐車増

　

２２時５４分

　

「親地■査」
とされている

・深夜

）６ーＩ５２下右

歩道の切り下げに関する市民相隣や
硯地胃査のために自動車で移動した
廉の駐車増代である。
先方の予定に合わせて時間を■整す
るため、遅い時間帯であることにも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

　

保守連合駐車鶴代等４１５



支尊書 支出日費目離
名
員 支出金甑

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 鴇臨書トＩＮｏ位■鎖収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田嫌員の主張

裁判所の
謬定する，
違法支出

Ｈ１４‐１４８０３／２０顔査白川 １００ １仰
駐車増代 サン町田旭体育館駐車
増

　

１８時１９分～１９時３２分

　

「硯地
坦香１とされている

・利用目的不明（スポーツ施設の私的
利用） １６‐Ｉ３４中右

武相マラソンの打ち合わせにのため
に自動車で移動した臓の駐車増代で

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１４９，０５／２５鰯査新井

　　

３００ ３００
駐車増代 サン町田旭体育館駐車
増

　

０８時５０分～１２時２７分「親地調
査」とされている

・利用目的不明（スポーツ施設の私的
利用）
・長時間３時間３７分の駐車 １６－Ｉ５１中中

全日本戸山流居合道運忍全国大会の
親地調査のために自動車で移動した
際の駐車場代である．打ち合わせの所要時間を考えれば、量時間の駐車ではない^

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１５００７／２６薗査新井

　　

ｔｏｏ

　　

１００
駐車場代 町田市民病院駐車増
（旭町２‐１５‐４１） １３時０８分～１３
時５０分

　

「親地御査」とされている

・利用目的不明（病院の私的利用と推
測される）
・新井議員は、７月２２日～７月２８日と海外視察（ニュ ヨーク）実施。あ
りえない虚偽の支出。（樽会に提出
した視察の蔓放と複嘉塑告書より）

１６‐Ｉ４８中中

　　　

′

市民相隣を受けて病院内の親地篇査
を行った際の駐車場代である．
なお、市民剤院の診療時間は午前中
のみであるし、面会は１４時からで
あるため、私的利用はあり得ない。

１〔鳩

Ｈ１４‐１５１０２／０７鯛査新井 棚 馴
駐車増代 ダイレクトパーク旭町
駐車増（旭町１丁目１６）

　

１８時５５
分～２１時３１分「親地国査」とされ
ている

・旭町１丁目の住宅地の中の駐車増
」長時間２時間３６分の駐車
・夜間

１６‐Ｉ５３上右
・

　　　

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′器物損壊の相複を受けて現地翼査を
行うために自動車で移動した際の駐
車鶴代である。
先方の予定に合わせて時間を欄登す
るため、違い時間帯であることにも
漣由がある。また、賞査算の所要時
間を考えれば、長時間の駐車ではな

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１５２庚めず顔査白川 ５〔ぬ ５００領収書の記載が隣厭できない

・利用目的不明
（支出内容不明）

１６‐Ｉ４９
上
左

３月１９日１４：３７～１６：０３の利用であ
る。月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
縄代である^

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１５３鱗めず鯛査白川 馴 ５００恒収書の記載が隣解できない
・利用目的不明
（支出内容不明） １６－Ｉ４９

下
左

３月７日１５，：０３～１６：２３の利用であ
る。月約１回行っている子曹て意見
交換会のために自動車で移動した際
の畦章鶴代である^

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１５４０３／３０回査折井

　　

２００

　　

２００
駐車増代

　

りパーク森野１丁目駐
車増．（森野１丁目潤一３）１１時４６
分～１２時３６分「現地鯛査」とされて

・繁華街
１６‐Ｉ４７右 ２１

　

ＰＢ・Ｐ９

　

（織
１６）

ビル鵬の土地が市の土地かどうか
や、同土地に工事車両を入れられる
かの相談を受けて親地欄査をした際
の駐車蝿代である^

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１５５０４／０２轟査大西 ｒ棚 棚
駐車鶴代

　

町田駅前コイン駐車増
（森野１‐１２‐１７．）１６時５１分～１７時４７分「親地国査」とされている

・繁華街

　　　　

，
１６‐Ｉ

　

４１中左２１

　

Ｐａ・Ｐ９（縁３４）

打ち合わせのために自動車で移動し
た際の駐車増代である。先方に合わ
せて鶴所を欄萱するため、繁華街で
あることにも理由がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１５６０７／２９国査大西 ２〔め ２｛め
駐車場代

　

森野第３駐車増（森野
１‐３８）１７時１９分～１７時３４分「襖地
調査」とされている

・繁華街
・短時間１５分の駐車

１６‐Ｉ

　

４６中中２１

　

Ｐ８・Ｐ９（錬１９）

市民相談の資料異鎖のために自動車
で移動した瞳の駐車増代である。先
方に合わせて鶴所を■豊し、資料愛
慨のみであったため、繁華街である
ことや短時間であることにも理由が
ある。

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１５７ ”／１５鯛査大西 ３００

　　

３００
駐車増代トーワパーキング町田
駅前駐車増（森野１‐３８）

　

１６時４２
分～１７時１３分

　

「親地圃査」とされ
ている

・繁華街
１６‐Ｉ３８上左２１

　

Ｐ８・Ｐ９

現地■査のために自動車で移動した
際の駐車場代である。先方の予定に合わせて場所を調整す
るため、繁華街であることにも理由
がある－

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１６８０７／０３罰査大西 ５４０ 則
駐車増代

　

いちのや駐車増（森野
１‐２１‐１４）１１時００分～１４時２４分

　

「
親地糞査」とされている

・繁華街（周辺は繁華街であり、現
地蘭査になじまない。）・長時間３時間２４分の駐車

１６－Ｉ３９中左２１

　

ＰＢ・Ｐ９（繍２２）

明日の町田会嫌のために自動車で移
動した際の駐車増代である。先方の
予定に合わせて場所を欄萱するた
め、繁華街であることにも理由があ
る。また、会議の所要時間を考えれ
ば、最時間の駐車ではない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１５９

　

１

ｌｏ／０７騨査大西 １８０ １８０
駐車場代

　

いちのや駐車場１０時１０
分～１２時３７分

　　

「硯地欄壷」とさ
れている

・繁華街（周辺は繁華街であり、親
地薗査になじまない．）・長時間２時間２７分の駐車 １６↑Ｉ４４下左２１

　

Ｐ８・Ｐ９（綿２２）

‐方通行に関する親地鱗査のために
自動車で移動した隊の駐車増代であ
る。悦明の聴取の所要時間を考えれば長
踏Ｍの駐車ではないＡ

　　

Ｏ

　

Ｉ
Ｈ１４‐１６０

　

Ｉ
１０／２７国査大西

　　　

１８０ １８０

，

駐車場代

　

いちのや駐車増１１時
２８分～１４時０２分

　

９^ｄ〕円

　

Ｃ・１
整７２０円「現地欄査」とされている

・繁華街
・長時間２時間３４分の駐車

１６‐Ｉ４６上右２１

　

Ｐ８・Ｐ９（繍２２）

市民相模のために自動車で移動した
際の駐車鶴代である。先方に合わせ
て場所を欄豊するため、繁華街であ
ることにも理由がある。また▲聴取
の所要時間を考えれば長時間の駐車
ではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

ｒ
Ｈ１４‐１６１１１／２７国査大西

　　

９００

　

馴
駐車増代

　

いちのや駐車増）１０
時３４分～１５時０３分

　

１^６２０円

　

Ｅ・
１．盛７２０円「現地国査」

・繁華街

　　　

・長時間４時間２９分の駐車

１６‐Ｉ

　

４５上左２１

　

Ｐａ・Ｐ９（綿２２）

会議のために自動車で移動した際の
駐車増代である。先方の予定に合わ
せて鶴所を■豊するため、繁華街で
あることにも理由がある。また、会
議の所要時間を考えれば、長時間の
駐車ではない。

　　　　　　　　

－

　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１６２０２ハ５国査大西 ２仰 ２〔ぬ
駐車場代

　

ホテルザエルシイ駐車
場

　

１０時５８分～１５時２０分^料金
１８００円（割０３）１枚１鎌〕円

　

「籾
地鯛査」とされている

・繁華街
・長時間４時間２２分の駐車
・ホテルの利用

１６‐Ｉ４２中左２１

　

ＰＢ・Ｐ９
甲糾

文化協会の打ち合わせのために自動
車で移動した譲の駐車場代である。
先方に合わせて鶴所を■豊するた
め、．繁華街やホテルであることにも理由がある。また、会離の所要時間
を考えれば、長時間の駐車ではな

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１６３０５／０１麗査折井 醐 ÷
駐車増代

　

アイベック原町田第２
駐車増

　

（原町田３丁目７）１９時－
０２分～５月２日００時２０分「現地国
査」とされている

・繁華街
・長時間５時間１５分・深夜

善三５１中左
２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青●）
甲５３（地図）
甲７４‐Ｉ
甲１４７～１５１

中心市街地の複数の器物損壊に関す
る糠増の■査のために自動車で移動
した際の駐車蝿代である，．シャッター－が閉まった後でないと確認できないため、夜間や繁華街であること
にも理由がある。また、胃査や聴取
の所要時間を考えれば、長時間の駐
車ではない－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「 ，

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１６４０６ハ２国査折井 醐
′

　　

馴
駐車増代

　

アイベツク原町田第２
駐車場

　

（原町田３丁目７）１８時
２７分～６月１３日００時２４分

　

「現地
国査」とされている

・繁華街
・長時間５時間５７分
・深夜 善三５１下左

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（青●）
甲５３（地図）
甲７４－Ｉ
甲１４７～１５１

同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１４－１６５１２／餌国査新井

　

剛

　　

５００駐車場代 ぽっぽ町田パーキング
駐車増

　

１７時２２分～１８時２３分

・不自然な値収事（券Ｎｏ．１０‐１３「
０７４２）・Ｈ１４‐１６６の支出の傾収事と
全く同じ鎖収事が貼付されており、二１の支出となっている。

１６一Ｉ

　

４８上左２１

　

Ｐ８・Ｐ９
中心市街地内の不法駐輔されやすい
薄障い遁りを会派の２名が欄査をし
たため、二枚の領収書が貼付されて
いるものである・

　　

１
０

Ｈ１４－１６７ＯＢ／０７顕査新井

　

醐

　　

８００
駐車増代

　

タマバーク原町田第輯
駐車増

　

８月７日２２時２２分～８月８日
００時０５分

　

「襖地震査」とされて
いる

・繁華街
・深夜の駐車

１６‐Ｉ５２下左２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤３１）

中心市街地の複数の器物損壊に関す
る硯増の■査のために自動車で移動
した際の駐車増代である。シャッ
ターが閉まった被でないと確霧でき
ないため、夜間や繁華街であること
にも壕由がある^

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１６８０２／０１国査白川 ２００

．

　

２００
駐車増代 ショウワバーク町田駅
前駐車増

　

１５時０１分～１５時２９分の
「親地■査」

・繁華街
・短時間

１６‐Ｉ

　

３３下中２１

　

ＰＢ・Ｐ９（青８９）

男女平等フェスティバル参加のため
に自動車で移動した際の駐車増代で
ある．金増や他の予定との兼ね合いから繁
華街であることや短時間であること
にも理由がある^

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１６９０３ハ５倒査大西 棚 棚
駐車増

　

まちだターミナルパーキ
ング駐車増（原町田３‐１４）

　

１４
時４０分～１５時３４分

　

「親地欄査」と
されている

・繁華街
１６－Ｉ３５中中２１

　

ＰＢ・Ｐ９・（青４４）市立図－鵡の親地■査のために自動
車で移動した際の駐車増代である。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１７０ｌｏ／ｍ調査大西

　

醐 醐
駐車増代

　

Ｆ

　

ＰＴ第７駐車増（原町田
６‐２０）１７時２５分『１８時３２分「現地
欄壷」とされている

・繁華街
１６‐Ｉ３６１下中２１

　

円Ｂ・Ｐ９（ピンク
１４）

会議のために自動車で移動した際の
駐車場代である．先方の予定に合わ
せて鶴所を欄整するため、繁華街で
あることにも理由がある。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１７１１１／２９麟査大西 ２００

　　

２００
駐車増代

　

秤第１駐車場（原町田
６‐２８）１０時１４分～１０時５１分の「纏
地１書止されてＬ、る

・繁華街
１６－Ｉ４６上中２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
６） 同上

　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１７２１１／２９回査白川
Ｊ

７００ ７〔め
駐車場代

　

平野塵第３駐車増（原
町田３丁目３‐２６）１４時仰分～１６時
１０分「環地質査］とされている

・繁華街
・表時間２時間１０分の駐車

１６ｒｌ５０
下
左 ２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青３５）

衆議院麓員選挙の公開討践会に参加
するために自動車で移動した際の駐
車増代である．肘櫨会の場所の都合上繁華街である
ことにも理由がある。また、所要時
間を考えれば長時間ではない。

　　

Ｏ

－

　

」

１１／３０国査白川

　

醐 一駐車増代

　

まちだターミナル駐車
場

　

１３時３４分～１５時２０分「現地顕
査」とされている

・繁華街
茶道会の茶会への参加。

１６‐１

」

３４下右
２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青４４）
甲２１６（松岡樽員ブ
ログ）

文化交流センターの町出禾道金に参
加するために自動車で移動した際の
駐車場代である．会の場所の都合
上、繁華街であることにも理由があ
る。文化協会加重団体の活動への参加
は、市の支援を縛る働きかけのため
の■書研究活動である^

　　　　　　　　

′

　　　

ーー

０

　

．

保守連合駐車絹代等４１６



　　

　

　　　

　　

’－‐ＩＱ

琴書支出日費目離員
名 支出金風

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　

事情 票トＨｏ位賃似収書以外の関連
証拠 会派お蛸ら墨１対１ 古田離員の主張

裁判所の
認定する
違法支出

…‐１７４０２／０８顕査白川

　

鯛
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
牙駐車場

　

（原町田６‐２６）・１３時
２５分～１５時２１分「親地■査」とさ
れている

・繁華街
１６‐Ｉ５０

上
左
４

２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）
甲１５２ 曇滋養灘灘鰭

ことにも理由がある．

　

，

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１７６０７／０３顔査白川 ２００

　　　

２（鳩
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
ＩＦ駐車増

　

（原町田６‐２６）１７時
４２分～ｌａ時２１分「現地調査」とさ
れている

・繁華街
１６‐Ｉ４９

上
左 ２１

　

ＰＢ・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）

町田駅で市民相談のために自動車で
移動した際の駐車増代である。先方
の予定に合わせて増所を■整するた
め、繁華街であることにも理由があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１７７０７／０６国査白川

　　

５００ ５｛掩
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
芥駐車増

　

（原町田６‐２６）１３時
５６分～１５時３０分

　

「練地憤査」とさ
れている

・繁華街

１６‐Ｉ

　

５０下
左
一

２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）
甲１５２（毎月意見交
換金を実施）

月約１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て蝿所を■豊するため、繁華街であ
ることにも理由ぬ｛ある－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１７８０７ハ３姻査白川

　

剛

　

醐
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
ＩＦ駐車場

　

（原町田６‐２６）０９時
５４分～１１時４８分「現地調査」とさ
れている

・繁華街

１６‐Ｉ４９
上
左
４

２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
禦圭

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
場代である。先方の予定に合わせて
場所を■豊するため、繁華街である
ことに≠，理由がある一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１７９０７／３１蹟査白川

　

馴 珊
駐車蝿代 タイムズ原町田６丁目
ＩＦ駐車増．（原町田６‐２６）１３時
０６分～１４時４７分「理地調査」とさ
れている

・繁華街

１６‐１４９
上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）
甲１５２

　　　　　　

′

月的１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て鶴所を■壷するため、繁華街であ
ることにも理由がある一

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１８０ＯＢハＯ調査白川

　　

６００

　

醐
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
ＩＦ駐車増（原町田６‐２６）０９時”
分～１１時４３分「親地圃査」とされ
ている

　　　　　　　　　　　　

－

　

．

・繁華街
・長時間的２時間の駐車

１６－，

Ｌ

４９下
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）
甲１５２

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した瞭の駐車
場代である．先方の予定に合わせて
鶴所を欄豊するため、繁華街である
ことにも理由がある。また、情報交
換の所要時間を考えれば長時間では

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１８１ＯＢ／３１鰯査白川 ３００

　　　

３（刈
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
ＩＦ駐車増

　

（原町田６‐２６）１７時
２６分～１８時２５分「現地欄査」とされ
ている

・繁華街

１６‐Ｉ４９下
左
”

２１・ＰＢ・Ｐ９ （ピン
ク９１）
甲，１５２

月約１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て場所を欄整するため、繁華街であ
ることにも理由がある．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１８２０９／１４圃崖白川 ７００，

　

．７（樽
駐車場代タイムズ原町田６丁目ＩＦ
駐車場（原町田６‐２６）１３時３８分～
１５時５８分「親地国査」とされている

・繁華街
・最時間的２時間２０分の駐車

…－１
５

　

０上左
２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）

フェスタ町田の視察のために自動車
で移動した際の駐車場代である。イ
ベント開催地の都合上、繁華街であ
ることにも理由がある。また、視察
や関係者からの聴取等の所要時間を
考えれば長時間ではない。

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、て Ｏ

Ｈ１４Ｔ１８３１０／１０闘査白川 ３００

Ｌ

　

，

　

３（鳩
駐車鶴代 タイムズ原町田６丁目
ＩＦ駐車増（原町田６‐２６）１０時鋼分
～１１時０１分「現地調査」とされーてい
る

・繁華街

１６‐Ｉ４９上左
２１

　

ＰＢ・Ｐ９

　　

｛ビン
ク９１）
甲１５２

月約１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て鶴所を■壷するため、繁華街であ
るこ←にも揮由がある－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１８４１０／１２調査白川

　　

ＢＯＯ

　　　

８〔め
駐車場代 タイムズ原町田６丁目２
駐車増（原町田６‐２６）１３時０８分～１５
時３５分「現地圃査」とされている

・繁華街
・長時間的２時間２７分の駐車

１６一Ｉ５０下左
２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）
甲１５２

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
増代である。先方の予定に合わせて
場所を欄整するため、繁華街である
ことにも理由がある．

　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１８５１１／０９鰯査白川 醐

　　　

８〔鳩
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
ＩＦ駐車場（原町田６‐２６）１０時０６分
～１２時４７分「沸地調査」とされてい
る

・繁華街
・長時間２時間４１分の駐車

１６‐Ｉ４９下
左
一

２１

　

ＰＢ・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）

キラリ町田祭に参加するために自動
車で移動した際の駐車増代である。
イベント開催地の都合上、繁華街で
あることにも理由がある．また、視
察や関係者からの聴取等の所要時間
を考えれば長時間ではない。

　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１８６

　

ｔ
１２／２７鯛査白川

　　　

３００
Ｔ
３｛め

駐車増代・タイムズ原町田６丁目
ＩＦ駐車増（原町田６‐２６）１２時２９分
～１３時２８分「現地国査」とされてい
る

・繁華街

１６‐Ｉ４９下左
２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク９１）
甲１５２

月約１回行っている子嘗て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て場所を■整するため、繁華街であ
ることにも・理由がある．

　　　　

．

　　　　　　　

・′

　　

Ｏ

　

‐

　　

ｏ

Ｈ１４‐１８７

　

⑩
０３／０２醐査大西

　　

４００

　

棚
駐車増代 ぽっぽ町田パーキング
駐車場（原町田４‐１０‐２０）１２時２３分
～１３時１０分「現地韻査」とされてい
る

・繁華街

１６－Ｉ３７中右２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤２７）

打ち合わせのために自動車で移動じ
た廟の駐車増代である。・先方の予定に合わせて増所を欄整す
るため、繁華街であることにも理由
がある．

　　

′

／

　　　　

Ｏ

；
Ｈ１４‐１８８０８／０２掘査斬弁

　

５

　　　　

Ｍ

　

醐
駐車増代 ぽっぽ町田パーキング
駐車増（原町田４‐１０‐２０）１３時４８分
～１５時５３分「現地欄査」とされてい
る

・繁華街
・長時間２時間５分の駐車

１６‐１＋５１上右２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤２７）

横断歩道が薄〈なっていることに関
する穣地■査のために自動車で移動
した譲の駐車増代であ・る．親地欄査
の増所の都合上、繁華街であること
にも理由がある。また、１１１査や関係者からの聴取等の所要時間を考えれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１８９０３／２９韻査折井

　　

５００ 馴
駐車場代

　

ワンデーパーク原町田
第１駐車場（６ー１‐２１）１３時４５分
“１５時１１分「繍地調査」とされてい
る

・繁華街
１６－Ｉ４１上左２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク１０）

風営法対象店鱈と保育園の位置に関
する現地■査のために自動車で移動
した際の駐車場代である。現地債査
の場所の都合上、繁華街であること
にも理由がある一

　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１９００６／２６鰯査大西 １，２（鳩 １，２〔め
駐車場代

　

ワンデーパーク原町田
第２駐車増１３時１６分～１６時１１分
「硯地澗査」とされている

・繁華街
・長時間２時間５５分の駐車

１６－Ｉ３９上中２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク１０）

文化協会の会離に参加するために自
動車で移動をした隊の経費である。会議場所の都合上、繁華街であるこ
とにも理由がある。また、鱈査や関
係者からの聴取等の所要時間を考え
れば長時間ではない。

１

　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

ｏ

　

ト

Ｈ１４‐１９１０７／０２鰯査大西 ２００

　　　

２（ぬ
駐車増代

　

ワンデーパーク原町田
第１駐車増（６ー１‐２１）１７時２９
分～１８時０５分「親地圃査」とされて
いる

・繁華街
１６‐Ｉ３５上中２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク１０）

見通しの悪い交差点の親地■査のた
めに自動車で移動した際の駐車場代
である。現地鯛査の増所の都合上、
繁華街であることにも理由がある．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１９２０８／２９鰯査大西 ７００ ７（ぬ
駐車増代

　

ワンデーパーク原町田
第２駐車増

　

ＩＢ時２９分～２０時１１分
「沸地調査」とされている

；夜
繋
間
筆街

１６‐Ｉ４３上左２１

　

Ｐａ・Ｐ９

　

（ビン
ク１０）

時事フオーラム視察のために自動車
で移動した際の駐車場代である。
フオーラムの開催場所や開催時間の
都合上、繁華街や夜間であることに

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１９３１１／１２圃査大西 綱 ５（ぬ，、
駐車場代

　

ワンデーパーク原町田
第１駐車増（１‐２１）１８時３６分～
１９時５９分「標地鯛査」とされている

；夜
繁
Ｍ
筆街

１６‐Ｉ

　

３５上左２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（ビン
ク１０）

解体予定の旧長崎屋と園周辺の現地
蘭査のために自動車で移動した際の
駐車場代である。欄査増所や予定の
都合上、繁華街や夜間であることに
も理由がある^

Ｏ

Ｈ１４－１９４０１／１２闘査大西

　　

ＢＯＯ

　　　

８（め
駐車場代

　

タマバーク原町田第３３
駐車場（原町田２丁目３）１１時５０分
～１３時４１分

　　

「現地韻査」とされ
ている

・繁華街
１６‐Ｉ

　

３６中中２１二ＰＢ・Ｐ９（オレンジ７０）

会離に●加するために自動車で移動
をした廉の経費である。会嫌増所の
都合上、繁華街であることにも理由
が，ある。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１９５０２／２４醐査大西 馴′ 棚
駐車場代

　

タマバーク原町田第馳
駐車増

　

１６時２２分～１６時５９分「現
地欄査」とされている

・繁華街

　　

ノ

１６‐Ｉ

　

３６下左２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤
３１）

市民相談のために自動車で移動をし
た際の経費である。市民相談のため
に自動車で移動した際の駐車増代で
ある．，－先方の予定に合わせて場所を欄整す
るため、繁華街であることにも理由
がある。 ‐

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１９６０３／１５闘査大西

　　

５００ 剛
駐車場代

　

．原町田４丁目第２駐車増
（原町田４丁目１４‐１７）０９時２３分～
１０時４７分「標地■査」とされている

・繁華街

　

Ｊ

１６‐Ｉ

　

３７下左２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤
６２）

打ち合わせのために自動車で移動を
した際の経費である。市民相機のた
めに自動車で移動した際の駐車場代
である。先方の予定に合わせて増所を圃整す
るため、繁華街であることにも理由
がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

． 、

　　　

ｏ

Ｈ１４‐１９７０４／知回査大西

　

棚

　

４

　　　

Ｍ
駐車増代

　

原町田４丁目第２駐車増
（原町田ヰ丁目１４‐１７）０９時１７分～
１０時３１分「親地裏査」とされている

‘繁華街

１６‐Ｉ４１下左２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤
６２） 同上

　　

Ｏ

Ｈ１４‐１９８０６／０１国査大西

　　

３００

　　　

３〔め
駐車増代

　

原町田４丁目第２駐車場
（原町田４‐１４‐１７）１０時０４分～１１時
節分「現地圃査」とされている

‘繁華街
・華道農の鑑賞

１６‐Ｉ４１上中
２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤
６２）
甲２１５一１

文化協会華道腰の視察のために自動
車で移動した際の駐車場代である．
開催場所の都合上、繁華街であるこ
とにも理由がある．，

　

・
文化協会加重団体の活助への参加
は、市の支損を得る■きかけのため
の■書研究活動である－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

，Ｏ

Ｈ１４‐１９９０７／０６圃董大西 １，２（１０ １，２｛刃
駐車増代

　

原町田４丁目第２駐車
増（原町田４丁目１４‐１７）１１時５５分
～１５時０４分「覆地鱗壷」とされてい
る

・繁華街
長時間３時間０９分の駐車

１６‐Ｉ４１下中２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤
６２）

原町田の概■■査のために自動車で
移動した際の駐車増代である。標地
■査の場所の都合上、繁華街である
ことにも理由がある。また、扉査や
関係者からの聴取等の所要時間を考
えれば長時間ではない。

　　

Ｏ

　

　　

　　

　

　　　

　

　

　　　

　　　

′′ニ一

　

戸

　

‘・

　

ｉ

保守連合駐車場代等

　　　　　　　　　　　

４１７



　

　

　　　　

　

　　

　

　　

　

　　

　　　
；

　　

１

　　　　

１

　　

１

”／／′′

支聾蕃 支出日費目縄
≠碧
員支出金額

原告らの
主張する
違法支出
霊

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 塞がト約位ー領収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田嫌員の主張

裁判所の
総定する
違法支出

Ｈ１４－２（粉 ０７／０７疑査大西 １，醐 １，ＭＯ
駐車場代

　

原町田４丁目第２駐車場
（原町田４丁目１４‐１７）１３時１７分～
１６時５８分「現地欄査」とされている

・繁華街
・長時間３時間４１分の駐車

１６－Ｉ３９上．左２１

　

ＰＢ・Ｐ９（赤
６２）

鱗法会会増の鶴査や打ち合わせのた
めに自動車で移動した際の駐車筆代
である。鵬漢会の開催増所の都合
上、繁華街であることにも理由があ
る。また‐打ち合わせの所要時間を
考えれば長時間ではない。

　

′

　　　　　

・

〉

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２０１１１／３０鰯査大西 １，醐 １，６Ｍ
駐車場代

　

原町田４丁目第２駐車
増（原町田４丁目１４‐１７）０７時３９分
～１９時３９分「現地国峯」とされてい
る

・繁華街
・長時間１０時間の駐車
・朝から夜間まで
・茶道会の茶会への参加

１６－Ｉ４５上中
２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤
６２）
甲２１６（松岡確員ブ
ログ）

文化協会の茶道部記念式典に参加す
るために自動車で移動した際の駐車
増代である．開催増所の都合上、繁
華街であることにも理由がある。ま
た、式典や関係者との会合等の所要
時間を考えれば長時間ではない。
文化協会加盟団体の活動への参加
は、市の支擾を得る働きかけのため
の■査研究活動である。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２０２０７／２０鰯査大西

　

醐 醐
駐車増代

　

原町田４丁目第１駐車
場

　

１１時３９分～１３時２９分「現地調
査」ときれている

・繁華街
１６一Ｉ３９中右２１

　

ＰＢ・Ｐ９

文化協会会議のために自動車で移動
した際の駐車増代である。会■場所
の都合上、繁華街であることにも理
由がある。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２０３０９／０１国査大西

　

獅

　

獅
駐車増代

　

原町田４丁目第１駐車
場

　

１２時３９分～１５時０９分「現地調
査」とされている

・繁華街
‘長時間２時間半の駐車

デー１
４２上中

打ち合わせのために自動車で移動し
た際の駐車場代である。会議増所や
会議の所要時間の都合上、繁華街や
長時間であることにも理由がある。

　　　　　　　　　　

ー 、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２｛“ ０７ハ３扉査大西 馴 棚
駐車鶴代

　

タマバーク原町田第４
０駐車場１１時３４分～１２時２３分「現
地調査」とされている

・繁華街

１６‐Ｉ

　

３６中左２１

　

Ｐａ・Ｐ９（赤
３１）

市民相談のために自動車で移動した
際の駐車増代である。先方の都合に
合わせて鶴所を■整するため、．繁華街であることにも理由がある。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２０５Ｑ９／２０鴎査大西 ｔｏｏｏ １，棚
駐車増代

　

タマバーク原町田第２
３駐車増（原町田６‐２２）１３時５３分
～１７時１３分

　

，現地国査」とされている

・繁華街
・表時間３時間２０分の駐車 １６‐Ｉ４５中左２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
叔〕）

教育を考える会の会離のために自動
車で移動をした廟の経費である．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２０６１０／１６踊査大西 ２００ ２（鳩
駐車増代 原町田第４６駐車場
（原町田４丁目１１－１４）１１時２３分～
１１時５２分「現地細査」とされている

・繁華街
・短時間２９分の駐車

１６‐Ｉ３８上中２１

　

Ｐ８・Ｐ９・（赤
８５）

現地■査のために自動車で移動した
際の駐車増代である。韻査対象の都
合上、繁華街であることにも理由が
ある．また、■査事項によって短時
間で■査が終了することもあり、短
時間であることにも理由がある。

　　　　　　

．

　　　　　　

・

、

Ｏ

Ｈ１４‐２０７１１／０２倒査大西 ２，醐 ２，棚
駐車場代，タマバーク原町田第輯
駐車増

　

１２時３０分～１７時０２分「現
地欄査」とされている

・繁華街
・長時間４時間３２分の駐車

，６」 ４５下左２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤
３１）

交通楊離の欄査と鵬漢会参加のため
に自動車で移動した際の駐車場代で
ある．■査増所や鰭漬会開催増所の
都合上、繁華街であることにも経由
がある．また、１１峯や譲法会の所要時間を考えれば長時間ではない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２０８０４／０３闘査大西 棚 馴
駐車増代

　

アイベツクまちだ中町
第３駐車場（中町１丁目６）１０時
２７分～１１時１５分「練地国壷」とされ
ている

・繁華街

１６‐Ｉ

　

３６上右２１

　

ＰＢ・Ｐ９

　

′
（賞２９）

市民相隣のために自動車で移動した
際の駐車増代である。先方の都合に
合わせて鶴所を■豊するため、繁華
街であることにも理由がある。

′

　　

○

Ｈ１４‐２０９０５／０３罰査大西 醐 ３００
駐車場代

　

エスエーパーキング駐
車場（中町１丁目２８）０９時４７分～
１０時４８分「現地胃査」とされている

・繁華街
１６‐Ｉ４１上右２１

　

ＰＢ・Ｐ９

　　

（貴
４３）

　　　　

‐

芝ひろの親地圃査のために自動車で
移動した際の駐車場代である。■査
場所の都合上、．繁華街であることにも揮由がある－

　　

Ｏ

ＨＩを２１００６ハ６鰯査折井

　　

３００

　　

３ぬ
駐車増代

　

アツトバーク町田第２
駐車増

　

（中町１‐４‐４）１２時１９分
～１３時４８分「親地圃査」とされてい
る

・繁華街
１６一Ｉ５１下右２１

　

ＰＢ・Ｐ９

　　

（貴
６３）

商店街の祭実施会増の相談を受けて
硯地胃査を行うために自動車で移動
した闘の駐車増代である。１１１査篇所
の都合上、繁華街であることにも理
由めてある^

　　

Ｏ

０１／ｎ鰯査大西

　　

３００

　　　

３｛刈
駐車増代

　

ＴＰ中町第６駐車増（町
田市中町３４）０９時２４分～１０時４７分
『現地鵠査」とされている

・繁華街
平成２７年町田市消防団出初式（会
増：町田市立町田第一小学校中町１－
２０‐３０）午前９時３０分～１１時３０分

ｉ恕 ４２中中
２１

　

Ｐａ・Ｐ９

　　

（貴
３６）
甲１２６

　　　　　

‘

現地■査のため‐に自動車で移動した
際の駐車場代である．調査増所の都
合上、繁華街であることにも理由が
ある。

　　　　　　

、

　　

Ｏ

；
Ｈ１４‐２１２０２／２５圃査白川

　　

１００ １００
駐車増代 タイムズ町田栄通り駐
車増

　

（中町１４）１４時５８分～１５
時１８分「沸地調査」とされている

・繁華街
・短時間２０分の駐車

　　

－
．

１６‐Ｉ３４中中２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　　

（貴
４５）

一般貫問に関連して新産業驚造セン
ターの事務職員にヒアリングをする
ため、自動車で移動した際の駐車場
代である．先方の都合に合わせて塙
所を扉豪するため、繁華街であるこ
とにも理由がある．また、ヒアリン
グが短時間で纏わることもあり、短
時間であることにも理由がある。
資料更取が主目的であったため、短
時間の駐車増使用となった。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２１３０２／２７圃査白川 馴

　

馴
駐車鶴代 タイムズ町田栄通り駐
車増（中町１一）１０時５６分～１３時
１６分「親地蘭査」とされている

・繁華街
・長時間２時間２０分の駐車

１６一Ｉ３４上中２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（費
４５）

新産業創造センターで入居企業の経
営者との打ち合わせのために自動車
で移動した際の駐車鶴代である．先
方の都合に合わせて場所を国整する
ため、繁華街であることにも理由が
ある。また、打ち合わせの所要時間
を肴えれば長時間ではない。 ，

ｄ

ｒ

Ｈ１４‐２１４０３／０２闘査白川

　

鋼 醐
駐車場代タイムズ町田栄通り駐
車増（中町１‐４）１５時３０分～１８時
０２分「霊地鱈書ーとまれている

・繁華街
・長時間２時間３２分の駐車 １６‐Ｉ３４中左２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　　

（貴
４５） 向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２１５０９／１７嗣査白川 １００

　　

１００
駐車鶴代 タイムズ町田栄通り駐
車増（中町１‐４）１２時１０分～１２時
３９分

　

「硯地調査」とされている

・繁華街
・短時間，２９分の駐車

１６‐Ｉ３４上右２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　

（貴
４５）

新産業創造センターで入居企秦の経
営者との打ち合わせのために自動車
で移動した際の駐車場代である。先
方の都合に合わせて鶴所を欄豊する
ため、繁華街であることにも理由が
ある。また、打合せが短時間で終了
することも当然あり得る。

　

・
ｏ

Ｈ１４‐２１６０９／２６調査白川 ３（め

　　　

３（め
駐車場代 タイムズ町田栄通り駐
車場

　

（中町１‐４）１４時５５分～１６
時２０分「親地薗査」とされている

・繁華街

１６‐Ｉ３４上左２１

　

Ｐ８・Ｐ９

　　

（貴
４５）

新産業雛造センターで入居企業の経
営者との打ち合わせのために自動車
で移動した曝の駐車増代である。先
方の都合に合わせて場所を圃豊する
ため、繁華街であることにも理由が
ある。

　　

Ｏ

，Ｈ１４‐２１７０６／３０調査折井 ２（刈 ２〔鳩
駐車場代パンダ駐車増（中町１－
４‐２０）１１時５９分～１２時３２分「現
地鱗壷」，とされている

・繁華街
１６一Ｉ４８下左２１

　

Ｐ８・Ｐ９・

　

（賞
８）

績断歩道が薄〈なっていることに関
する環地質壷のために自動車で移動
した回の駐車増代である。現地欄査
の増所の都合上、繁華街であること
にも理由がある^

　

ｉ

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２１８１０／２７鯛査折井 ２００ ２（粉
駐車場代パンダ駐車増（中町１－
４‐２０）１１時５９分～１２時３２分

　

「
損地■書ーとされている÷

・繁華街
１６－］ ４８中左２１

　

Ｐ８・Ｐ９．・（貴
８） 同上

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２１９０２／０９調査大西 １，２（め １，２〔ぬ

　　　　　　

＼
駐車鶴代

　

タマバーク玉川学園第
３駐車場１４時１１分～１７時０９分

　

「現
地欄査」とされている

・羊
前〕
用目的不明（小田患嫌玉川学園駅

時間的３時間の駐車

　

－ １６一Ｉ４３中中２１

　

Ｐ１７

玉川学園ケヤキ問題の現地欄蚕や関
係者の聴取のために自動車で移動し
た際の駐車増代，である．■査や関係
者からの聴取の所要時間を考えれば
畳蹄闇ではない－

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２２００６ハ５劃査新井

　

即 剛
駐車増代

　

Ｐ

　

ｑ）玉川学園駐車増
１１時４１分～１３時５４分

　

「沸地調査」
とされている

・車
前
用目的不明（小田急線玉′

時間２時間１３分の駐車

学園駅
１６‐Ｉ

　

５１下中２１

　

Ｐ１７

位置指定道路に関する相談と沸地麓
査のために自動車で移動した廟の駐
車場代である。国査や関係者からの
聴取の所要時間を考えれば長時闇で

　　

Ｏ

Ｈ１４‐ＺＺＩ０６／１７国査大西 棚 柳
駐車増代

　

ＴＰ玉川学園第４駐車増
１４時４４分～１６時０３分「現地■査」と
されている

・牽
前）
用目的不明（小田急線玉，学園駅

１６‐Ｉ４０下左２１

　

Ｐ１７
玉川学園ケヤキ問題の執地国査や関
係者の聴取のために自動車で移動し
た嚢の陛章鶴代である^

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２２２０６ハ８国書大西

　

醐

　

剛
駐車増代 タイムズ玉川学園第４
駐車場１６時５８分”１８時５１分「親地
■査」とされている

晶雷用目的不明（小田急線玉，学園駅
１６‐Ｉ

　

３５上右２１

　

Ｐ１７
甫大谷の大型マンション送迎バスが
停車することによる道の混雑状況を
胃査する際に自動車で移動した嫌の
陛事鶴代である‐

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２２３０６／２１顕査大西 棚 棚
駐車場代
０９時４５分～
されている

Ｐ玉川学園第４駐車増
０時４８分「硯地欄峯」と

・糸
前１
用目的不明（小田ね繍玉ｊ学園駅

１６‐Ｉ４０中中２１

　

Ｐ１７ 同上

　　　　　　　　　　　

７ ′

　　　　

Ｏ

Ｈ１４‐２２４０６／２４鯖査大西 ３（力

　　　

３（粉言責雑
躍地■書－

Ｄ

　

Ｐ^ＲＫ玉川学園７丁
７時１５分～１８時２５分「
されている

・利用目的不明（小田急嫌玉１
前）

学園駅 キー４

　

０下中２１

　

Ｐ１７ 同上

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２２５０７／０９贋査大西 棚

　

棚
駐車増ｆｔ

　

ＴＰ玉川学園第４駐車場
１５時科分～１７時２２分「硯地鱗査」と
されている

・利用目的不明（小田急練玉１
前）

学園駅
１６一Ｉ

　

３８中左２１

　

Ｐ１７
玉川学園ケヤキ間電の親地■査や関
係者の聴取のために自動車で移動し
た酸の陸事績代である．

　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２２６０７ハ９欄董大西 馴 棚
駐車鶴代

　

ＴＰ玉川学圏第４駐車増
１５時５７分～１７時２７分「環地雷査」と
されている、

・利用目的不明（小田急嫌玉’
前）

学園駅
１６‐Ｉ３Ｂ下中２１

　

Ｐ１７ 向上

　　

Ｏ

保守連合庄車拳代等４１８



，ノ

支尊書 支出日費目【髪員支出金額
原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 鴇臨ートＮｏ位電甑収書以外の関連
征拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張

裁判所の
鑑定する
違法支出

Ｈ１４‐２２７０７／２８蘭査大西 ２｛飽

　　

２００
駐車増代

　

Ｔ
１７時１６分～Ｉ
されている

玉川学園第４駐車場
時０８分『現地鱗査」と

・利用目的不明（小田患績玉川学園駅
前） １６‐Ｉ３８下左２１

　

Ｐ１７
篇大谷の大型マンション送迎バスが
停車することによる道の混雑状況を
欄査する際に自動車で移動した際の

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２２８０８／０１国査大西 棚 棚
駐車増代

　

ＴＰ玉川学園第４．駐車増
１０時２６分～１１時３０分「親地翼壷」と
されている

・利用目的不明（小田急線玉川学園駅
前） １６‐Ｉ

　

４６上左２１

　

Ｐ１７
玉川学園ケヤキ問題の穂地国査や関
係者の聴取のために自動車で移動し
ト塵の鉾宣鵠代である－

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２２９ＯＢ／２７醜査大西

　

棚 棚
駐車場代 エイブルパーキング玉
川学園・７丁目駐車場

　

１５時５６分～
１７略１５分「理地■書１とされている

・利用目的不明（小田急線玉川学園駅
前） １６一Ｉ３８中右２１

　

Ｐ１７ 同上 ，

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３０１０／０４闘査大西

　　　

３（聞

　　　

３｛め
駐車増代

　

１
目駐車場，Ｉ榎地■書ーと

Ｄ

　

Ｐ^ｆ水玉
６時４９分～
されていＺ

＝学園７丁
７時５１分「

・利用目的不明（小田愚線玉川学園駅
前）

　　

－

　

・

　

／ １６‐Ｉ

　

３８下右２１

　

Ｐ１７ 同上・

　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３１１０／２０調査大西 ２｛地

　　　

２｛鳩
駐車増代

　

」ＩＤ

　

Ｐ^刷（玉川学園７丁
目駐車増

　

１８時３０分～Ｔ９時２４分「
親地欄査」とされている

・利用目的不明（小田急織玉川学園駅
隻間 １６－Ｉ３８中中２１，Ｐ１７

甫大谷の大型マンション送迎バスが
停車することによ．る道の混雑状況を
■査する闘に自動車で移動した際の
駐車増代である。退助時間帯の調査
も必要であり、夜間であることにも
躍由めてある－

　　　　　　　　

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３２０１／ｍ調査大西

　　　

５｛地 馴
駐車増代 タイムズ鶴川駐車増
０９時５６分～１１時３２分ｒ親地圃査」と
されている

・利用目的が不明（鶴川駅前）
・茶道会の茶会への参加 １６一Ｉ４３下右甲１９‐Ｉ

バス停移動に関する練地圃査のため
に自動車で移動した際の駐車場代で
ある－

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３３０１／１２闘査大西 ７（地 ７｛め
駐車場代

　

タイムズ鶴川駐車場
１２時４８分～１４時５８分「親地■査」と
されてい・る

・利用目的が不明（■川駅前）
１６‐Ｉ４３上右２１

　

ＰＩ９ 同上

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３４０２／１１調査大西

　

棚

　

棚
駐車］１代

　

りパーク町田大蔵町駐
車増（大蔵町７５‐６）１０時２９
分～１１時４７分「親地欄査」とされて
いる

　　　　　

，

・利用目的が不明（鶴川街道沿い・■
川駅まで徒歩８分）． １６‐Ｉ４２上右

道路補修工事に関する硯地薗査のた
めに自動車で移動した際の駐車場代
である・

　　

、

　　　　　　　

，

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３５０１／０３国査大西

　　

４

　　　

００

　

棚
駐車増代

　

駐車増名不明

　

１０時１２
分～１０時５６分「親地■査」とされて

・駐車場の増所が不明
１６‐Ｉ４４上中

玉川学園の急傾斜地の親地■峯のた
めに自動車で移動した際の駐車場代
である－

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３６０１／０９撰査大西 馴 棚
駐車増代

　

駐車増名不明

　

１６時１５
分～ＩＢ略２５分

　

料金鎌〕円

　

針Ｂ・
１枚２００円「親地胃査」とされてい
る′

　

場所が不明

・長時間

　

２時間１０分の駐車

１６‐Ｉ４３上中
渋滞解消のための視察のために自動
車で移動した際の駐車増代である。■査や関係者からの聴取の所要時間
を考えれば最時間ではない。

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３７０５ハ３餌査大西 ２｛ぬ ２（滑
駐車増代

　

駐車場名分からず

　

１２
時５２分～１３時１５分

　　

「親地鯖査」
とされている

・短時間２３分の駐車

，一 ４８下中

　　　　　　　

′ 器物損壊硯増の現地国査（写真撮
影）のために自動車で移動した際の
駐車場代である．写真撮影のみで
あったため短時間であることにも理
由がある－

　

０

Ｈ１４‐２３８０３／０７国査白川

　　

１０Ｏ １００
駐車鶴代

　

町田市立総合体育館第
２駐車増｛南成瀬５‐１２）１７時犯分～
１９時１７分「親地■査」とされている

・利用目的不明（スポーツ施設の私
的利用）
・夜間 １６‐Ｉ３３下左

総合体育館で行われたスポーツア
ワードまちだに参加するために自動
車で移動した際の駐車増代である。
開催時間の都合上、夜間であること
にも理由がある△

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２３９０３／２９鰯査折井 １０Ｏ １（鳩
駐車鶴代

　

町田市立総合体青鰭第
２駐車場（南成瀬５‐１２）１２時４１分
～１３時２９分「現地欄査」とされてい

・薄」用目的不明（スポーツ施設の私
的利用）
・短時間４Ｂ分の駐車 １６‐Ｉ４７中左

体育館の設備の親地■査のために自
動車で移動した際の駐車増代であ
る．親地薗査が短時間で終了するこ
とも当然あり帰るＡ

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２４００５／３０罰査折井 １！め １５０
駐車鶴代

　

町田市立総合体育館第
２駐車増（南成瀬５‐１２）１８時５８分
～２１時１４分「親地離査」とされてい
る

・利用目的不明（スポーツ施般の私
的利用）
・長時間

　

２時間１６分の駐車
・深夜

　　　

、
１６一Ｉ５１中右

総合体育館がホームタウンチームで
ある榔Ｖペスカドーラ町田の試合の
視事のために自動車で移動した際の
駐車場代である。試合時間の都合
上、長時間や夜間であることにも理
由が；ある^

　　

Ｏ

Ｈ１４‐２４１０７ハ９鰯査大西 ２（樽 ２｛鳩
駐車増代 町田市立総合体育館
（篇成瀬５‐１２）１３時１１分～１６時
０６分「現地■査」とされている

・利用目的不明（スポーツ拡散の私
的利用）
・長時間

　

郷；間５５分の駐車
ノ

３９
・
下中

　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

ダンス協会の練習事情■査のために
自動車で移動した際の駐車増代であ
る。欄査や関係者から．の聴取の時間を考えれば表時間ではない。

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

Ｏ

Ｈ１４－２４２
Ｉ

ｌｏハ２嗣査大西 ２（め ２（鳩
駐車場代

　

町田市立総合体育館
第１駐車増（南成瀬５‐１２）１７時
２１分～２０時２３分「現地■査」とさ

・利用目的不明（スポーツ施被の私
的利用）
・長時間

　

３時間０２分の駐車 １６‐Ｉ４２中右 向上

　　

Ｏ

１
Ｈ１４‐２４３１０／１９鯛査大西 ２５０ ２…め

駐車鶴代

　

町田市立総合体育館第
２駐車増（南成瀬５一１２）０９時４９分
～１３時１３分「狭地調査」とされてい

・利用目的不明（スポーツ施被の私
的利用）
・長時間

　

３時間２４分の駐車 １６‐Ｉ４６下左
ダンス大会視察のために自動車で移
動した際の駐車場代である。大会時
間の都合上．最時間であることにも
理由がある△

　　　　　　　　　

～

ご

　　

Ｏ

一１

Ｈ１４‐２４４１０／１３蟹査白川

　　

１００

　　

１００
駐車増代

　

町田市立総合体育館第
２駐車増（南成瀬５‐１２）０９時５３
分～１０時４８分「現地胃査」とされて
いる

・利用目的不明（スポーツ施設の私
的利用）
・短時間

　

５

　

０分の駐車 １６‐Ｉ

　

３３
上
右
下

町田市の柔道大会に来賓として参加
するために自動車で移動した際の駐
車鶴代である。他の予定との都合
上、短時間であることも当然あり特

　　

Ｏ

１蜘１

　　　　　　　　　　　　　　　

合計額

　　　　　　　

９４，４００

Ｈ１５－Ｉ ０２／０２国査大西 １，２００ １，２｛ぬ
駐車場代 タイムズ北馬込１丁目
駐車増 大田区北馬込１‐３０

　

１１時
２０分～１９時３１分

　

「会議」とされ
ている

・遠方
・利用目的不明（駐車増の場所は馬込
第三小学校前）
・長時間８時間の駐車 １７－ｌ

　

６６ 下
左
下

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
鶴見川流域にトイレ施設がなく、市
民から設ーの要望があったため、先
遣自治体である大田区の取り組みを
顕査する譲の駐車増代である。■査や担当者からの聴取尊の時間を
考えれば、最時間の駐車ではない。

　　

Ｏ

Ｈ１５‐２ ０２ハ５鯛査大西 棚 棚
駐車場代 マイパーキング江ノ島
駐車場（嵐沢市片瀬海岸１丁目
１０‐１４），１２時３３分～１３時４１分「打合せ」とされる

・遠方
・利用目的が不明（駐車場の場所片瀬
東浜の信号のそばぐファミリーマー
ト駐車場、江ノ島タクシーそＩＤ １７一ｌ６１ 上

右
海洋汚染に関する打ち合わせのため
に自動車で移動した際の駐車場代で
ある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

Ｏ

Ｈ１５‐３ 閲／１５圃査大西 ３００

　　　

３００
駐車増代

　

クレインパーク国立駐
車場

　

１５時４６分～１７時０８分

　

「会
議」とされる。

・遠方
・利用目的が不明（国立駅から徒歩５
分の場所にあり、国立駅近くの繁華
街。周辺は飲食店が多く．会簾がで
きる場所ではない。）

１７‐Ｉ

　

６１ 中
左

　　　　

′ 国立駅前通りの桜並木伐採に関する
反対運動にういて調査及び関係者と
の会椎をするために自動車で移動し
た際の駐車増代である。

　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１５－４ ０５／２２圃査大西 棚 棚
駐車場代

　

クレインパーク国立駐
車増

　

０８時３５分～１０時３０分

　

「会
嫌」とされる。

・遠方

　

・
・利用目的が不明（国立駅から徒歩５
分の増所にあり、国立駅近くの繁華
街÷周辺は飲食店が多く、会議がで
きる場所ではない。）．

　

Ｌ
・長時間朝８時３０分から約２時間の駐
車

１７‐Ｉ５９ 下
左

　　　　　　　　　　　　　

・

向上
欄壷や会議の所要時間を考えれば長
時間ではない。

　　

Ｏ

Ｈ１５‐５ ０５／２８闘査大西

　

醐

　

醐
駐車増代 鎌倉プリンスホテル駐
車場

　

江ノ島蛸，１７時１８分～１８時３９分

　

「打合せ」とある。

・遠方
・利用目的が不明（観光地のホテル）１７‐Ｉ

　

５９ 中甲６２
鰹倉市のオープンデータの紘策に関
する関係者との打ち合わせのために
自動車で移動した際の駐車増代であ

　　

Ｏ

Ｈ１５－６ ０６月４裏査大西 １（力
′

　

１００
駐車場代

　

タイムズ大国魂神社
駐車場 府中市古町３－１

　

０７時００
分～０７時１５分

　

「打合せ」とされ
ている

・遠方
・利用目的不明（観光地）
・短時間１５分の駐車 １７‐’６４ 中

右

大国魂神社の資料収集のために自動
車で移動した障の駐車場代である．収鼻に時間がかからずに短時間とな
ることも当然あり滑る。

　　

ｒ

　　

，

　　

Ｏ

Ｈ１５‐７ ０６月５回査大西
＼

　

４

　

Ｍ ４Ｍ
駐車増代

　

クレインパーク国立
駐車増

　

１５時１２分～１６時５０分
「市民相繊」とされている

・遠方
・利用目的が不明（国立駅から徒歩５
分の増所にあり、国立駅近くの繁華
街）

１７‐Ｉ

　

６１ 下
右

国立駅前通りの桜並木伐採に関する
反対運動について■査するために自
動車で移動した際の駐車増代であ
るも

，

　　　　

Ｏ

Ｈ１５－８ ０７／２３欝査大西 １００

　　　

１００
駐車場代

　

リピートパーク鶴肩
仲央４駐車増（横浜市鶴見区鶴見
中央５）

　

２０時０７分～２１時０２分
「打合せ」とある

・遠方
・繁華街・深夜

１７‐Ｉ６４ 下
中

　　　　　　　　　　　　

１
打ち合わせのために自動車で移動し
た際の経費である。先方の都合に合
わせて時聞や鶴所を蹟整するため、深夜や繁華街であることにも理由が
あるｎ

　　　　　　　　　　　

‐

　　

Ｏ

Ｈ１５－９ ０８／０６鯛査大西 馴

　

潮
駐車増代 京王コインパーク■布
駅南駐車増

　

１２時４３分～１３時４５分
「会議」とある

・遠方
（パルテノン多摩の改修工事に関する
糠地国査であれば、多摩センタｒ駅
に鉾宣しなければ謹書できない）

，７一 ６２ 上
中

パルテノン多摩の改修工事に関する
親地■査のために自動車で移動した
際の駐車場代である。

　

０

Ｈ１５‐１０ ０８／０８回ま折井 醐 州
駐車増代

　

新国立薦増

　

東京オペ
ラシティビル駐車増

　　

２０時４２分
～２２時００分

　

「会簾」とある

：離
１７‐Ｉ

　

７６ 中

オリンピック．パラリンピックキャ
ンプ地招致について、都関係者から
の税明聴取のために自動車で移動し
た際の駐車増代である．先方の都合
に合わせて鶴所や時間を■豊するた
め、遠方や深夜であることにも理由
力｛あるＡ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１２ ０３／２３麓査大西 ２御

　　　

２節
駐車場代

　

アイベック古訓第２駐
車増

　

ＯＢ時５３分｝０９時０３分

　

「打
合せ」とされている

・市外・短時間１０分の駐車′

１７‐Ｉ

　

５７斉
市民相恢の資料吏鎖のために自動車
で移動した際の駐車増代である。先
方に合わせて鶴所を欄豊し、資料受
電のみであったため、市外であるこ
とや短時間であることにも理由があ
る^

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１３ ＯＢ／０９■査大西 １００

　　

１０Ｏ
駐車場代 ゴムパーク橋本第２駐
車増

　

１１時２４分～１１時３２分

　

「打
合せ１とされている

・市外・短時間８分の駐車
１７－Ｉ６１ 中＼ 同上

　　

Ｏ

保守連合

　

駐車鴇代等４１９



｝ノ

支尊書 支出日費目蟻
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出
霊

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 箸臨書トＮｏ位ー領収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田職員の主張

裁判所の
隠定する
違法支出
帽

Ｈ１５‐１４ ０８／１７韻査大西

　　

２００ ２（力
駐車場代

　

東都バ」ク淵野辺第３
駐車増

　

１０時４９分～１１時１４分
「市民相談」とある。

市外・短時間２５分の駐車

１７‐Ｉ６４ 中
左

市民相談のために自動車で移動した
闘の駐車増代である。先方の都合に
合わせて鶴所を■整するため、市外
であることにも理由がある。また、
相模内容によっては短時間で終了す
ることも当然あり掛る。

　

．
・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１５ １２／０１鰯査白川 ２００ ２（め
駐車場代

　

アイペック相模大野駅
前第２駐車増２０時３４分～２０時３９
分「現地調査」とされている

市外・繁華街
短時間０５分の駐車
夜間

１７‐Ｉ８７ 中
左

市民相談の資料受電のために自動車
で移動した譲の駐車増代である。先
方に合わせて鶴所や時間を欄豊する
ため、市外や夜間であることにも理
由がある。また、資料受領のみのた
め短時間であることも当然あり褐 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１６ ０２／２４鰯査白川 ７００ ７００
駐車増代

　

アイベック相模大野駅
前第２駐車増１９時４５分～２２時１３
分「会離」とされている

市外・繁華街
長時間

　

２時間２８分の駐車
・深夜

　　　　

，
１７‐Ｉ

　

Ｂ６ 下
右

領収書の日付は１２月２４日ではな〈２
月２４日の撲りである。
市民相談のために自動車で移動した
際の駐車増代である。先方の栂合に
合わせて増所を調整するため、市外
や繁華街であることにも理由があ
る。また、相談内容により所要時間
が２時間程度となることも当然あり
纏る．

，
１
０

Ｈ１５‐１７ ０９／２８顕査白川 要；Ｏ ４５０
駐車増代

　

シブヤ駐車増（相模大
野３丁目１３‐１５）２０時２６分ん２１時５２
分「会磯」とされている

市外・繁華街
深夜

１７‐ＩＢ３ 上
右

　　

・
市民相俵のために自動車で移動した
際の駐車場代である。先方の都合に
合わせて鶴所や時間を欄豊するた
め、繁華街や深夜であることにも理
由がある－

　　

’

　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１８ １０／１２欄査白川 ３００ ３（刈
駐車場代

　

シブヤ駐車増（相模大
野３丁目１３‐１５） ２０時２０分～２１時
０４分「会議」ととされている

市外・繁華街・
深夜

１７‐Ｉ８２
上
左 同上

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１９ １１／２８鰯査白川 ４！ｉｏ ４５０
駐車増代

　

シブヤ駐車増（相模大
野３丁目１３‐１５） １９時４２分～２１時
０５分「会離」とされている

　　　

，

市外・繁華街
深夜 １７‐Ｉ８６

中
左

　　　　　　　　　　　　　　　　

・
同上

　　

Ｏ

Ｈ１５－２０ １２／ｎ国査白川 醐 醐
駐車場代

　

シブヤ駐車増（相模大
野３丁目１３‐１５） ２０騎１５分～２１時
４８分「会轟」とされている

市外・繁華街
鼓闇

１７－Ｉ８５ 中
左

市民相霞のために自動車で移動した
廟の駐車鶴代である。先方の都合に
合わせて場所や時間を一豊するた
め、繁華街や深夜であることにも理
由がある。また、相淡内容により所
要時間が２時間程度となることも当
然あり細る－

　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１２１ ０３ハ９嗣査大西 馴 棚
駐車増代

　

ナビバーク古瀬第１駐
車増

　

１１時５１分～１３時３０分

　

「打
合せ」とされている

市外・利用目的不明

ず一１

　

５８ 上
中

市民相讃の章料受甑のために自動車
で移動した際の駐車増代である。先
方に合わせて増所を■豊するため、
市外であることにも理由がある。

　　　　　　

′

　　

Ｏ

」
０３／２２顕竃大西 ２００ ２｛刀

駐車増代

　

ナピバーク古灘第１駐
車増

　

１１時５０分～１３時０４分

　

「打
合せー

　

とされている

市外・利用目的不明
１７‐Ｉ５８ 上

左

　　　　　　

′ 同上

　　

Ｏ

Ｈ１５‐２３ １１／鋼調査大西 ２００ ２（ぬ
駐車場代

　

ナピバーク古訓第１駐
車増

　　

０８時５０分～１０時１４分
市外’利用目的不明

１７‐Ｉ

　

６５ 中
左 向上 Ｏ

Ｈ１５‐２４ ０４／０３餌査白川 醐 獅
駐車場代

　

パーキング３６５淵野辺４
丁目駐車場

　

・１５時５１分～ｌａ時１９
分

　

「会臓」とされている

市外・長時間２時間２８分の駐車
１７‐Ｉ

　

８３ 中
左

　　　　　　　　　　　　

一

市民相談のために自動車で移動した
際の駐車場代である。先方の都合に
合わせて鶴所を圃豊するため、市外
であることにも理由がある。また、
相談内容により所要時間が２時間程
度となることも当然あり得る。

　　

Ｏ

０６／０５鰯査白川 １，２（滑 １，２（刈
駐車増代 タイムズ青葉台１丁目
駐車場・目凧区青葉台１‐２１）２０時
４４分～２２時０４分

　

「親地調査」と
されている

．
深
遠
夜
方

１７‐Ｉ８７ 下
中

　　　　　

′

地方樽員との意見交換のために自動
車で移動した際の駐車場代である。
先方の都合に合わせて場所や時間を
欄整するため、深夜や遠方であるこ
とにも揮由がある^

　　　　　　　　　　　　　　

１ Ｏ

▲

，Ｈ１５‐２６ ０１／０３鰯査大西

　　　

８００

　

－８中
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増１３時０８分～１８時
２８分，「打合せ」とされている

市外・長時間５時間２０分の駐車
１７‐ｌ

　

６５ 中
右

　　　　　　　　　　

′
長津田駅近くに町田市下水処理場が
あり、．同処理上について－般貫間の資料収集や打ち合わせのために自動
軍で移動した際の駐車場代である。
資料収集や打ち合わせの所要時間を
考えれば長時間ではない。

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　

Ｌ

　　

Ｏ

Ｈ１５‐２７ ０１／２０厩査大西 １，－０００ １，ＭＯ
駐車増代．にこにこパーキング長
津田第１駐車増１２時４１分～２０時

市外・長時間７時間１８分の駐車
夜間 １７‐ｌ５７ 中

右
２１

　

Ｐ３２
同上

　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　

Ｏ

Ｈ１５‐２８ １１月４調査大西

　　　

８００

　　　

８（Ｐ
駐車増代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増１２時５１分～２０時
１１分「会欄」とされている

市外二長時間

　

７時間２０分の駐車
夜間

１７‐Ｉ５７ 上
右

２１

　

Ｐ３２ 資料収集や資料内容についての会簾
のため」電車で移動するために利用
した駅の駐車増代である。移動時間
や会鷺の所要時間を考えれば長時間

１

　　　　　　

；

　　　　　

一

　　

Ｌ

　　

Ｏ

Ｈ１５‐２９ １２／０２調査大西 １・，０００ １，醐
駐車増代 長津田４丁目コイン
パーキング１２時０１分～１７時１５分

市外・長時間

　

５時間１５分の駐車
１７‐Ｉ５７ 下

左
２１

　

Ｐ３２
同上

　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐３０ ０４／鋼国査大西 ８〔め ８（鳩
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増０９時２７分～１８時
２３分・「会議」と，されている

市外・長時間８時間５６分の駐車
１７－Ｉ５９ 上

中

２ー

　

Ｐ３２

　　　

‐ 憲法問題地方議員の会会嫌のため、
電車で移動するために利用した駅の
駐車増代である。移動時間や会犠の
所要時間を考えれば長時間ではな

　　

Ｏ

”１５‐３１ ０７ハ３雁大西 ７（め ７（鳩
駐車場代・にこにこパーキング長
津田第２駐車増０９時３９分～１２時
５５分ｒ，「会縄」とされている

市外・，長時間３時間１６分の駐車

１７‐Ｉ５９ 下
中

２１

　

，Ｐ３２ 長津田駅近くの町田市下水処理場に
併設されているテニス増の利用の在
り方についての会議のため、自動車
で移動した際の駐車場代である。会
議の所要時間を考，えれば最時間では

「
・

　

０

Ｈ１５‐３２ ０８／０７調査大西 ７００ ７（ぬ
駐車増代 長津田４丁目コイン
パーキング・１２時４１分～１５時０５分
「全ＥＩ１１と．芦れている

市外・長時間２時間２４分の駐車
１７－Ｉ５９ 下

右
２１

　

Ｐ

　

３２
向上

　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１５‐３３ ０７／０５国査大西 １，ＭＯ １，醐
駐車増代 長津田４丁目コイン
バ」キング

　

０

　

９時節分～１４時４６分
ｒ会議」とされている

市外・長時間５時間４６分の駐車
１７－ｌ

　

６０ 下
左

２１

　

Ｐ３２ 長津田駅の近くに町田下水処理場が
あ・り、その下水瞥の敷設に関する会
議のために自動車で移動した際の経
費である。会議の所要時間を考えれ
ば長時間ではない^

　

′

　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１５‐３４ ０８／２１鰯査大西

　　　

８００

　

獅
にこにこパーキング長津田第２駐
車増・ＯＢ時４６分～１７時５８分「会議」
とされている

市外・長時間９時間１２分の駐車

，７」

－

，

　

６０ 下
右

２１

　

Ｐ３２ 教科書採択問題打ち合わせのため、
電車で移動するために利用した駅の
駐車鶴代である。移動時間や打ち合
わせの所要時間を考えれば長時間で
はない。Ｈ１４‐３４～５２は、永田町での会磯の
際、永田町駅へのアクセスが良い長
津田駅の駐車増を利用し、電車で永
田町駅まで移動していた際の駐車場
憧用である一

　　

Ｏ

Ｈ１５‐３５ ０８／３０闘査大西

　　　

８００

　　　

ＢＯＯ
駐車増代．にこにこパーキング長
津田第２駐車増１２時０６分～１９時
２３分・「会議」とされている

市外・長時間７時間１７分の駐車
夜間

１７－Ｉ

　

６０ 中
右

２１

　

Ｐ３２ ー般貫間の資料収集及び内容につい
ての金轟のため、ー車で移動するた
めに利用した駅の駐車場代である．
移動時間や会■の所要時間を考えれ
ば長時間ではない－

　　

Ｏ

Ｈ１５‐３６ １２／２４調査大西

　

１，醐 １，醐
駐車場代

　

表津田４丁目コイン
パーキング

　

０９時４７分～１８時１９分
「会議」されている

市外・長時間８時間３２分の駐車

１７‐ｌ６

　

０ 中
中

２１

　

Ｐ３２ 外国人問題を考える会の会議のた
め、電車で移動するために利用した
駅の駐車場代である．移動時間や会
議の所要時間を考えれば長時間では

　　

Ｏ

Ｈ１５‐３７ ０７ハ８国董大西 ８（鳩

　　　

８００
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車場

　

１３時１４分～１９時
１２分

　

「会蹟」とされている

・市外・長時間５時間５８分の駐車
・夜間

　

．

　　　

・

　

・

　

．・

　　　　

ー
１７‐Ｉ６１ 下

中

２１

　

Ｐ３２

同上

　　

Ｏ

Ｈ１５‐３８ ＯＢ／０５国査大西 １，醐 １，醐
駐車場代

　

長津田４丁目コイン
パーキング

　

０９時３４分～１７時４８分
「会議」とされている

・市外・長時間８時間１４分の駐車
１７‐ｌ６１ 上

左

２１

　

Ｐ３２ 一般責問の資料収集・作成とそれに
墓づ〈会麓のため、電車で移動する
ために利用した駅の駐車場代であ
る。移動時間や会磯の所要時間を考
えれば長時間ではない^

　　

Ｏ

Ｈ１５」３９ 餌ハ８願書大西

　

馴

　

獅
駐車増代にこにこパーキング長
津田第２駐車場１０時０５分～１７時３６
分「会議」とされている

・市外・長時間７時間３１分の駐車
１７‐Ｉ

　

６２ 上
左

２１

　

Ｐ３２ 習近平来日問題を考える会の会嫌の
ため、電車で移動するために利用し
た駅の駐車場代である．移動時間や
会離の所要時間を考えれば長時間で
はない－

　　

Ｏ

Ｈ１５‐４０ ０６／２０嗣査大西 馴 ８Ｍ
駐車鶴代にこにこバーキシグ長
津田第２駐車増０９時５４分～ＩＢ時
ＱＢ分

　

ｆ金鱈－とされている

・市外・長時間８時間１４分の駐車
１７‐Ｉ

　

６２ 下
中

２１

　

Ｐ３２
同上

　

′

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

↓

　　

Ｏ

１

　

‐

　

１

　　　　　　

・ＯＨ１５‐２５

１

　

「

　　

‐．

　

’
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：

　　

ー

　　　　

；

　

‘
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保守連合

　

駐車輩代等４２０



）ノ

一
三

ギ番支出日費目韻
≠琶
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 鷺書トＩＭＯ位置韻収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 吉田確員の主張

裁判所の
認定する
違法支出

Ｈ１５‐４１ ０７／導調査大西

　　　

８００ ８｛鳩
駐車増代

　

最津田４丁目コイン
パーキング

　

１０時２２分～１３時０５分
「会議」とされている

・市外・長時間２時間４３分の駐車

１７‐Ｉ６２ 下
左

２１

　

Ｐ３２ 下水処理増からの排水臭気の苦情に
ついて会議のため、電車で移動する
ために利用した駅の駐車場代であ
る．会議の所要時間を考えれば長時

　　

Ｏ

Ｈ１５ｆ４２ ｌｏ／１７闘査大西 ８（刀

　

馴
駐車増代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増‐１０時２４分～１９時２６分

　

「会確」とされている

・市外・長時間９時間０２分の駐車
・夜間

１７‐ｌ６２ 上
右

２１

　

Ｐ３２ 教育を正す会の会確のため、電車で
移動するために利用した駅の駐車増
代である。移動時間や会躍の所要時
間を考えれば長時間ではない。

　　

」

　　

Ｏ

Ｈ１４３ ０５／２４顕査大西 Ｂ｛刃

　　　

８（刃
駐車増代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増

　

０

　

９時３２分～１７時
０２分

　

「会議」とされている

・市外・長時間７時間３０分の駐車

１７‐Ｉ

　

６３ 下
左

２１．Ｐ３２ Ｌ鑓１間鱈を考える会の会離のため、
電車で移動するために利用した駅の
駐車増代である。移動時間や会磯の
所要時間を考えれば長時間ではな

　　

Ｏ

Ｈ１５‐４４ ０６／１４国査大西 Ｂ｛地

　　　

８｛杓
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増０９時２０分～１８時
２２分

　

「金権」とされている

・市外・長時間９時間０２分の駐車

１７‐Ｉ

　

６３ 上
右

２１

　

Ｐ３２ 憲法問題地方議員の金の金藁のた
め、電車で移動するために利用した
駅の駐車増代である。移動時間や会
議の所要時間を考えれば長時間では

　　

Ｏ

Ｈ１５‐４５ ０７／２８圃査大西 １，ＭＯ １，ＯＭ
駐車増代 長津田４丁目コイン
パーキング

　

０９時２５分～１６時５３分
・市外・長時間７時間２８分の駐車

１７‐Ｉ

　

６３ 上
中

２１

　

Ｐ３２
同上

　　

Ｏ

Ｈ１５‐４６ ０９ハ３回査大西

　　　

８｛飽 ８〔鳩
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車場

　

０９時０５分～１８時
１６分

　

「会議」とされている

・市外・長時間９時間１１分の駐車

１７‐Ｉ

　

６３ 下
中
横

２１

　

Ｐ３２ 外国人参政権に反対する会の会■の
ため、電車で移動するために利用し
た駅の駐車増代である。移動時間や
会嫌の所要時間を考えれば長時間で

０

Ｈ１５‐４７ ０４／３０酬査大西

　　　

８（１０

　　　

８（ぬ
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増、１６時１１分～２１時１８分

　

「会庫」とされている

・市外・長時闇、５時間０７分の駐車
・深夜の駐車

１７‐Ｉ６４ 上
左

２１

　

Ｐ３２

同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
Ｏ

Ｈ１５‐４８ ０９／２３圃査大西 ８（刃 ８（力
駐車増代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増０９時１０分～１８時
５６分

　

「会議」とされている

・市外・長時間９時間４６分の駐車

１７‐Ｉ６

　

４ 上
中

２１

　

Ｐ３２ 地方自治法に関する会嫌のため、電
車で移動するために利用した駅の駐
車増代である。移動時間や会議の所
要時間を考えれば長時間ではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

　　

Ｏ

Ｈ１５‐４９ ０７／２４鯛査大西 馴 ５〔鳩
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増０７時４７分～１０時
３７分

　

「打合せ」とされている・

・市外・長時間２時間５０分
１７－Ｉ

　

６５ 中
左

２１

　

Ｐ３２ テニスコ「トの利用に関する打ち合
わせのために自動車で移動した際の
駐車場代である。打ち合わせの所要
時間を考えれば長時間ではない。

０

Ｈ１５‐５０ ０７／１２卿査大西 ８００

　　　

８００
駐車鶴代 にこにこパーキング長
津田第２駐車場

　

０９時２７分～１７時
５０分

　

「金確」とされている

・市外・長時間８時間２３分
１７‐Ｊ

　

６６ 上
左

２１

　

Ｐ３２ 外国人参政権に反対する会の会嫌の
ため、電車で移動するために利用し
た駅の駐車増代であるご移動時間や
会離の所要時間を考えれば長時間で

０

Ｈ１５‐５１ ｌｏ／３１圃査大西 ８｛め

　　　

８００
駐車鶴代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増１６時２２分～２１時
３５分

　

「会議」とされている

・市外・長時間５時間１３分
・深夜

１７‐Ｉ６６ 中
右

２１

　

Ｐ３２

向上

　　

Ｏ

Ｈ１５‐５２ １０／０４贋査大西 ８００，

　　

８００
駐車増代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増１３時５８分～１９時
３７分

　　

ｒ会穫」とされている

・市外・長時間５時間３９分
・夜間 １７‐Ｉ６７ 上

中

２１

　

Ｐ３２
同上

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　

‐

　　

Ｏ

Ｈ１５‐５３

　

．

０８／３０調査白川 ２｛鞄 ２（ぬ
駐車増代 タイムスＦ乎第２駐車鴇
（原町田６‐１７

　

．１１時５７分～１２時２５
分

　

「会犠」とされている

・繁華街
・短時間

　

２８分の駐車
１７‐Ｉ８３ 上

左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク９）町田市の経営者の会嫌に出席するた
めに自動車で移動した際の駐車増代
である．先方の都合に合わせて場所
を欄整するため、繁華街であること
にも理由がある。またｒ会議の所要時間が長時間にわたる・ことも当然あ
り織る^

　　

Ｏ

　

・
Ｈ１５‐５４
ー

０９／０８嗣査白川

‐
，

伽． 棚
駐車増代 タイム灯ゆ第２駐車増
（原町田６‐１７）１９時３１分～２０時３４分
「会穫」とされている

・繁華街
・夜間

１７‐１

，

８６
◆

上
中

２１

　

Ｐａ・門（ピンク
９） 町田市の経営者の会議に出席するた

めに自動車で移動した際の駐車増代
である。，先方の都合に合わせて場所や時間を■整するため、繁華街や夜
間であることにも理由がある。

　　

Ｏ

Ｈ１５‐５５ １０／１４顕査白川
′

　　　

２０ｏ

　　　

２Ｗ
駐車場代

　

タイムスコＦア第２駐車増
（原町田６‐１７）１９時５９分～２０時３４
分

　

「金錘－

　

′されている

・繁華街
・夜間 ，７‐，

「
８６ 上

右
２１

　

Ｐ８・凶（ピンク
９） 同上

　　　　　　

・
Ｏ

Ｈ１５」５６ ０５ハ２国査大西 ２｛地 ２〔樽
駐車増代

　

ＴＰ原町田４
（原町田４‐２０）１３時１
分

　

「打合せ」とさオ

駐車増
分～１３時５３
ている

・繁華街
１７一Ｉ６

　

０ 下
中

原町田４丁目 町田市文化協会の打ち合わせのため
に自動車で移動した際の駐車増代で
ある。先方の都合に合わせて鶴所を
欄豊するため、繁華街であることに

　　

Ｏ

Ｈ１５‐５７ ０５月２耀査大西 ２（卸 ２（刈
駐車場代

　

ＴＰ原町田４８駐車増
（原町田４‐２０）１３時２９分～１３時４８
分

　

「打合せ」とされている

・繁華街
・短時間１９分の駐車

ナー

　

５９ 上
右

原町田４丁目 市民相談の資料受け取りのために自
動車で移動した際の駐車増代であ
る。先方の都合に合わせて場所を欄
整するため、繁華街であることにも
理由がある。また、資料受領のみの
ため短時間となることも当然あり掃

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－，

　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１５‐５８ １１／２６顕査折井

　

醐 ９Ｍ
駐車場代 サウスフロントタワー
駐車増（原町田４－７－８）時間見え
ず

　　

「金雛」とされている

・繁華街

１７‐Ｉ７６
下
左
横

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤３２） 市民フオーラムにて学力向上策を広
げるための会議に参加するために自
動車で移動した摩の駐車増代であ
る．会■の開催増所の都合上、繁華
街であることにも理由がある。

　　

Ｑ

Ｈ１５‐５９ ０５／３０国査大西

　　　

８｛１０ ８（め
駐車増代

　

シ
前駐車増

　

原
時４８分～１５時
れている

ヨウワバーク町田駅
け田３丁目３‐２４

　

１３
０分

　

「会離」とさ

・繁華街
１７‐Ｉ＊中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青８９） 町田市文化協会の打ち合わせのため
に自動車で移動した際の駐車増代で
ある。先方の都合に合わせて場所を
扉整するため、繁華街であることに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１５‐６０ ０２ハ６贋査大西

　　

１，２｛沌 １，２餌
駐車場代

　

ショウワバーク町田駐
車場

　

原町田３丁目３‐２４

　

１０時４０
分～１８時２５分

　　　

「打合せ」と
されている

・繁華街
・長時間７時間４５分の駐車

　　

，
一日 ５７ 上

中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青８６） 繁華街の交遁渋滞の親地欄査と顕査
に関する打ち合わせのために自動車
で移動した際の駐車増代である。調
査増所の都合上、繁筆街であること
にも理由がある。また、欄査や悦明
聴取の所要時間が長時間にわたるこ
と≠，当然あＬ」纏る－

　　

Ｏ

Ｈ１５‐６１ ０７／２７飼査大西 棚 棚
駐車増代 ダイイチパーク町田駐
車蝿（原町田６‐２１）１４時２３分～１５時
１０分

　

「打合せ」とされている

・繁華街
１７‐Ｉ６４ 下

右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
２４）

町田市文化協会の打ち合わせのため
に自動車で移動した際の駐車場代で
ある．先方の都合に合わせて場所を
■豊するため、繁華街であることに
も狸由がある‐

　　

Ｏ

Ｈ１５‐６２ ０２／０１創査白川 棚 ４Ｍ
駐車増代タイムズ原町田６丁目駐
車場（ＩＦ）（原町田６‐２６）１６時０４
分～１７時ｏａ分

　　

「会繍」とされ
ている

・繁華街
１７‐Ｉ〒５

下
左
－２

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
９１）

月約１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車場代である。先方の予定に合わせ
て増所を■■するため、繁華街であ
ることにも理由がある^

　　

Ｏ

Ｈ１５‐６３ ０２／０１扉査白川

　

棚 棚
駐車鶴代，タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）．（原町田６‐２６）１７
時５６分～１９時０６分

　

「会■」とさ
れている

・
．
繁
夜
葦
Ｍ
街

１７‐ｌ８５ 下
左

２１

　

ＰＢ・的（ピンク
９１）

市民との宜元交換のために自動車で
移動した翻の駐車増代である。先方
の都合に合わせて増所や時間を■豊
するため、繁華街や夜間であること
に≠，理由がある^

　　

Ｏ

Ｈ１５‐６４ ０２ハ３闘査白川 ５Ｍ 馴
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）（原町田６‐２６）１３時
５８分～１５時２９分‐「会■」とされ
ている

・繁華街
１７‐Ｉ

　

８５
下
左

２１－

　

Ｐ８・門｛ピンク
９１）

市民との毒見交換のために自動車で
移動した際の駐車場代である。先方
の都合に合わせて場所を胃豊するた
め、繁華街であることにも理由があ

　　

Ｏ

Ｈ１５‐６５ ０２／１４頒査白川 １，１（め １，１０Ｏ
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）（原町田６‐２６）１１時
５４分～１５時１８分「会確」とされて
いる

・繁華街
・長時間３時間２４分の駐車

１７‐Ｉ８２ 中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
増代である．先方の予定に合わせて
場所を■豊するため、繁華街である
ことにも理由がある。また‐会議の
所要時間を考えれば長時間ではな

Ｏ

Ｈ１５‐÷６６ ０３／１３嗣査白川

　

醐

　

６

　　　　

Ｍ
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）（原町田６‐２６）１３時
２１分～１５時０３分

　　

「会議」とさ
れている

・繁華街
，，→ 隅

上
左

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
９１） 同上 三

Ｈ１５‐６７ ０５／ｍ圃査白川 醐 ８Ｍ
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）（原町田６‐２６）１３時
２３分～１５時５１分

　　

「会議」とさ
れている

・繁華街
・長時間２時間２８分の駐車 １７‐Ｉ８２ 上

左

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
同上

　　

Ｏ

Ｈ１５‐６８ ０６／ＯＢ罵査白川

　　

３００ ３〔櫛
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）（原町田６‐２６）１９時０８分
～２０時０５分「会離」とされてい
る

・繁華街
・夜間

１７‐Ｉ８２
上
左

２１

　

Ｐ８・門（ピンク
９１）

月的１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て鶴所や時間を■襲するため、繁華
街や夜間であることにも理由があ

　　

Ｏ

保守連合

　

駐車場代等４２１



，） ，

支誓書支出日費目間
≠琶
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 蓄臨ートＮｏ

　

位ー領収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田議員の主張

篇判所の
総定する
違法支出
霊

Ｈ１５‐６９ ０６／２３瞬査白川

′

　　　

６（飽

　　　

６００
駐車増代

　

タイ′ムズ原町田６丁目
駐車場（ＩＦ）・（原町田６‐２６）１５時
５７分～１７時５６分

　　

「会議」とさ
れている

・繁華街
・長時間的２時間の駐車

１７‐Ｉ８２
上
左

２１

　

Ｐ８・門（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
増代である。．先方の予定に合わせて鶴所を■整するため、繁華街である
ことにも理由がある。また、会議の
所要時間を考えれば長時間ではな

　　

Ｏ

Ｈ１５‐７０ ０７ハ２鯖査白川 剛 醐
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車場（ＩＦ）（原町田６‐２６）０９時
５２分～１１時５５分

　　

「会議」とさ

・繁華街
・長時間２時間０３分の駐車 １７‐Ｉ８３ 中

２１

　

Ｐ８・門；（ピンク
９１） 同上

　　

Ｏ

Ｈ１５‐７１ ０７／３０鰯査白川

　　　　

３｛め ３（ぬ
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）（原町田６６）１５時
５６分～１６時５８分

　　

「現地篇査」
とされている

・繁華街

１７‐Ｉ８７ 中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
場代である。先方の予定に合わせて
増所を欄豊するため、繁華街である
ことにも理由がある^

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１５‐７２ ＯＢ／２５国査白川

　　　　

３｛鳩、

　　

３〔ぬ
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車場（ＩＦ）（原町田６‐２６）１２時
５９分～１３時５４分

　　

「会議」とさ
れている

・繁華街

　

．
１７‐Ｉ

　

８６ 中
左

２１／

　

ＰＢ・門（ピンク
９１） 同上

　　

、′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐７３ ０９ハ３癌査白川 ７００ ７｛鳩
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）（原町田６‐２６）０９時
５７分～１２時１３分

　　

「会議」とさ
れている

・繁華街
・長時間．２時間１６分の駐車

１７‐ｌ８５ 中
右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
増代である。先方の予定に合わせて
鶴所を■豊するため、繁華街である
ことにも理由がある。また、会織の
所要時間を考えれば長時間ではな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

Ｏ

Ｈ１５‐７４ １１／ＯＢ鱈査白川 剛

　

１１
５Ｍ

駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（↑Ｆ）（原町田６‐２６）１０時
４５分～１２時２７分

　　

「会繍」とさ
れている

・繁華街
１７‐Ｉ

　

８５
下
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動，した際の駐車増代である。先方の予定に合わせて
鶴所を欄整するため、繁華街である
ことにも理由がある．

　　

Ｏ

Ｈ１５－７５ １１／２８顕査白川

　　　

・３（め

　　　　

３〔力
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増（ＩＦ）（原町田６‐２６）１６時
１０分～１７時０９分

　　

「会議」とさ
れている

・繁華街
”－，

　

８６
中
左
４

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）・

　

、
月的１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した駆の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て鶴所を欄整するため、繁華街であ

　　　　　　

Ｏ

Ｈ１５‐７６ １２／１３調査白川

　

馴 ５（飽
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車場（ＩＦ）（原町田６‐２６）１３時
５４分～１５時１６分

　　　

Ｆ会離」とさ
れている

・繁華街
・長時間２時間１６分の駐車

１７‐Ｉ８４
上
左

２１

　

Ｐａ・Ｐ９（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
場代である．先方の予定に合わせて
鶴所を欄豊するため、繁華街である
ことにも理由がある。また、金離の
所要時間を考えれば長時間ではな

　　　

．

　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐７７ １２／３０国査白川 ７（鳩 ７（め
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車場（ＩＦ）（原町田６‐２６）２０
時０１分～２２時１７分

　　

「会議」と
されている

・
．
簾
深
葦
夜
街

１７‐Ｉ８６
中
左

２１

　

Ｐ８・凶（・ピンク
９１）●

　　　　　　

，市民相隣のために自動車で移動した
際の駐車増代である。，先方の都合に合わせて鶴所や時間を欄整するた
め、繁華街や深夜であることにも理
由がある。

’

　　　　

○

Ｈ１５‐７８ ０２／０２顕査折井 ５｛め

　

馴
駐車増代 ぽっぽ町田パーキング
（原町田４‐１０‐２０）１２時”分～１３時
４８分

　

「親地国査」とされている

・繁華街
１７‐Ｉ７５ 上

中

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（赤２８） 放ー駐輪の多い艶地の糠地国査のた
めに自動車で移動した際の駐車場代
である。■董増所の都合上、繁華街
であることにも理由がある。

　　

Ｏ

Ｈ１５‐７９ ０７／０３鱈査新井 １，醐

　

１，醐
駐車増代 ぽっぽ町田パーキング
（原町田４‐１０‐２０）１６時４９分～１９時
０８分

　　

「会議」とされている

・繁華街
・長時間２時間１９分の駐車
・夜間

１７－Ｉ７６ 中
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤２８） ぽっぽ町田での中心市街地活性化に
関する会■のために自動車で移動し
た際の駐車場代である。会議の開催
増所や開催時間の都合上、繁華街や
夜間であることにも理由がある。ま
た、会議の所要時間を考えれば長崎

　

、．

　

Ｏ

＼０８／１１圃査折井 ７凹 ７〔鳩
駐車場代 ぽっぽ町田パーキング
（原町田４‐１０‐２０）１６時３２分～１９時
０３分

　

割引‐（１時間）１枚犠〕円
「金置１′されている

・繁華街
・長時間２時間３１分の駐車
・夜間

　

－ 」７‐Ｉ７６ 下
右

２１．Ｐ８・Ｐ９（赤２８）
同上

　　　

′″

　　

Ｏ

州１５‐８１ １０／１６瞬竃新井

　

１，醐 １，ＭＯ
駐車増代

　

、ぽっぽ町田パーキング
（原町田４」１２０）１４時２４分～１６時
４３分‐「会議」とされている

・繁華街
・長時間２時間１９分の駐車

Ｌ１７‐１７６署

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤２８） オリンピック・パラリンピックキャ
ンプ地招致についての会篇のために
自動車で移動した際の駐車場代であ
る．会離の開催場所や開催時間の都
合上、繁筆街や夜間であることにも
理由がある。また、会■の内容によ
り所要時間が２時間程度となること
も当然あり得る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

′

　　　　

○

Ｈ１５‐８２ ０６／２１蘭査白川 棚 棚
駐車増代

　

まちだターミナルパー
キング（原町田３－１‐４）１４時３２分
～１５時３７分

　

「会議」とされてい
る

・繁華街

　　　

′
・華道農の鑑賞

１７‐Ｉ８４ 中
右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青４４）
甲２１４－Ｉ

町田文化交流センターで開催された
茶道筆這に出席するために自動車で
移動した闘の駐車増代である。会議
の開催増所の都合上、繁華街である
ことにも理由がある。文化協会加盟団体の活動への参加
は、市の支橿を得る働きかけのため
の薗書研究活動である－

　　　　　　

ー

，

　

Ｏ

Ｈ１５‐８３ １２ハ８鰯査白川 棚
＼

棚
駐車場代

　

まちだターミナルパー
キング（原町田３－１一）１８時４６分～
２０時”分

　　

「会轟」とされてい
る

・繁華街
・長時間的２時間の駐車
・夜間

１７‐ｌ８

　

４ 中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青４４） 町田文化交流センターで開催された
茶道華道に出席するために自動車で
移動した際の駐車増代である。金麓
の開催増所の都合上、繁華街である
ことにも理由がある。また、会議の
所要時間を考えれば長時間ではな

　　

Ｏ

Ｈ１５－８４ ０４／２９闘査白川 ２（刈 ２（鳩
駐車場代

　

りパーク斌町田駅前駐
車場

　

１７時３９分～１８時０１分

　

「会
離」とされている

・繁華街
・短時間２２分の駐車

１７‐Ｉ苧３
上
中

凧町田駅庸ロ（古
組棚）デ二÷ズ麟

市民相級のために自動車で移動した′
際の駐車場代である．先方の都合に
合わせて鶴所を■整するため、繁華
街であることにも理由がある。・また、短時間で聴取が終了することも
あり」短時間となることも当然あり
掛る^

　

，

　　

Ｏ

Ｈ１５‐８５ ０７／０２国査白川 １００

　　　

１｛鳩
駐車増代

　

りパーク鼠町田駅前駐
車増

　

１６時３９分～１６時５４分

　

サー
ビス券Ｄ‐１００円

　

「会議」とさ
れている

・繁華街
・短時間１５分の駐車

１７‐Ｉ８５ 中

凧町田駅南口．（古
淵鯖）デニーズ鵬 市政報告作成に関する打ち合わせの

ために自動車で移動した際の駐車増
代である．先方の都合に合わせて鶴
所を■豊するため｝繁華街であるこ
とにも理由がある．また、短時間で
聴取が終了することもあり、短時間
となることも当然あり侍るｉ

ｌ

　　

Ｏ

Ｈ１５－ａ６ ０７ハ２調査白川

　

馴

　　　

５００
駐車増代 平野屋第３駐車増（原
町田３－３‐２６）１５時１０分～１６時４６分
「親地国査」とされている

・繁華街

　　　　　　　

ノ
１７‐１，８７ 左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青３５） 学萱の会に出席するために自動車で
移動した廉の駐車増代である。先方
の都合に合わせて鶴所を■豊するた
め、繁華街であることにも理由があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

　

，
Ｏ

Ｈ１５‐８７ ０１ハ８鰯査大西

　　　

８００

　　　

８（鳩
駐車場代

　

ワンデーパーク原町田
第２駐車増

　

１０時１６分～１２時１４分
「会議」とされている

・繁華街
１７‐Ｉ

　

６６ 上
中

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
２５）

文化協会の会嫌のため
勤した際の駐車場代で
都合に合わせて場所を
め、繁華街であること
るＡ

に自動車で移
ある．先方の
■整するた
にも理由があ

　　

Ｏ

Ｈ１５‐８８ ０１／２３鯛査白川

　

棚

　

棚
駐車増代

　

ワンデーパーク原町田
１丁目第１駐車増（６‐１‐２１）１７時
４４分～１９時０８分

　

「会獲」とされ
ている

：舗街

　　　

、
ず ｌｒｌ

．
綿 下

右

２１

　

Ｐ８・門（ピンク
ｌｏ）

ＦＣ町田ゼルビアの会に出席するため
に自動車で移動した際の駐車増代で
ある。会議の開催増所や開催時間の
都合上、繁華街や夜間であることに
も理由がある‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐８９ ０２／２１鰯査白川

　　　

３００

　　　

３（鳩
駐車増代

　

原町田１丁目第１駐車
場（原町田１－６）１３時５８分～１４時
５９分

　

「会離」とされている

繁筆街
・茶道会の茶会への参加。

１７‐Ｉ８５ 上
右

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（柴１５）
甲２１７－Ｉ

文化交流センターの町田茶道協会に
出席するために自動車で移動した糠
の駐車増代である．・腸ｆ董場所の都合上、繁華街であることにも理由があ
る。文化協会加畳団体の活動への参加
は、市の支援を縛る働きかけのため
の■書研究活動である．

　　

Ｏ

Ｈ１５‐９０

　　

＼
０３／０５磨査白川 馴

　

則
駐車場代

　

原町田１丁目第１駐車
増（原町田１‐６）１６時５７分～１８時
２８分

　

「会確」とされている

繁華街
１７‐ｌ８２ 中

右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（紫１５） 総合体青蝕で行われたスポーツア
ワードまちだに参加するために自動
車で移動した鴎の駐車増代である。
開催増所の都合上、繁華街であるこ
とにも憂由がある^

　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　

‐Ｏ

Ｈ１５‐９１・０３／２４煽査白川 ７〔力 ７（ぬ
駐車増代

　

原町田１丁目第１駐車
増（原町田１‐６）１７時５８分～２０時
１４分

　

「会■」とされている

繁華街
長時間２時間１６分の駐車
夜間

１７‐ｌ８２ 下
右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（米１５） 商工会樽所のイベントに出席するた
めに自動車で移動した窯の駐車場代
である。開催場所や開催時間の都合
上、繋筆街や夜間であることにも理
由がある．また、イベントの所要時
間を考えれば長時間ではない。

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　

１

　　

Ｏ

Ｈ１５‐９２ ０７ハ９扉査大西

　

醐 醐
駐車場代

　

原町田４丁目第１駐車
増（原町田）０９時３４分～１０時５４分
「打合せ」とされている

・繁華街
１７‐ｌ６

　

０ 上
左

原町田４丁目 町田市芸能大会に関する打ち合わせ
のために自動車で移動した際の駐車
場代である。開催増所の都合上、繁
華街であることにも理由がある。

　　

Ｏ

保守連合

　

駐車輩代等４２２



支誓書支出日費目『髪員支出金額
原告らの
主張する
違法支出
甑

支出内容＼ 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
芋書

トＮｏ

　

位■鎖収書以外の関連
証拠

」

　

会派保守連合の主張 古田議員の主張
裁判所の
認定する
違法支出

Ｈ１５‐９３ １１／１５鰯査大西

　

醐

　　　　

６（力
駐車増代

　

原町田４丁目第１駐車
増（原町田）１１時５２分～１３時３８分
「会嫌」とされている

・繁華街

１７‐Ｉ５７ 下
中

原町田４丁目 文化協会の会議のために自動車で移
動した際の駐車場代である。先方の
都合に合わせて鶴所を，欄豊するた
め、繁華街であることにも理由があ

　　

Ｏ

Ｈ１５‐９４ ｎ／１５誠査大西 １，１（刀 １，１餌
駐車場代

　

ワンデーパーク原町田
第２駐車増

　

０９時１７分～１１時４９分
「会議」とされている

・繁華街
・長時間２時間１６分の駐車

１７‐Ｉ

　

６６ 下
中
下

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
２５） 町田茶道会の会篇のために自動車で

移動した騨の駐車場代である。会議
増所の都合上、繁華街であることに
も理由がある．また、会議の所要時
間を考えれば長時間ではない。１

　　

Ｏ

Ｈ１５‐９５ ０９／０５鯛査白川

　

１

　

潮 馴
駐車増代

　

ワンデーパーク原町田
第１駐車増

　　

（６ー１一２１）
１４時４９分～１６時１２分

　

「会議」と
されている

・繁華街
（白川議員が認める、高校同窓会組
織の会離への参加） １７－～８４ 下

中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
１０）
甲６５

高校同窓会組轟の金嫌に参加するた
めに自動車で移動した際の駐車増代
である。会議鶴所の狐合上、繁華街
であることにも理由がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

ｏ

・

Ｈ１５‐９６ １１／２６顕査大西 ３仰

　　　　

３（刈
駐車場代

　

ワンデーパーク原町田
第１駐車場

　

・（６‐１‐２１）

　

１１
時４３分～１２時３０分

　　

「打合せ」
とされている

・繁華街・町田市の施設

１７‐Ｉ

　

６６ 下
右

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
１０）

公民鰭使用料に関する打ち合わせの
ために自動車で移動した際の駐車増
代である。会議場所の都合上・繁華
街であることにも理由があるし、町
田市の続投を使用することも当然あ
り纏る－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー
‐

　　　　

Ｏ

Ｈ１５‐９７ １０／３１蘭査大西 ７｛樽 ７｛め
駐車場代，タマバーク原町田第２３
駐車場１４時０２分～ｔ６時ＯＢ分
「会離」とされている

・繁華街
・最時間２時間１６分の駐車

１７‐Ｉ

　

６６ 上
右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
６０）

町田の教盲を考える会の会嫌のため
に自動車で移動した廟の駐車場代で
ある。会議増所の都合上、繁華街や
であることにも理由がある．また、会樽の所要時間を考えれば長時間で

　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１５‐９８ ０１ハ８耀査折井 ２（刃 ２〔ぬ
駐車増代 タイムズ町田市健康福
祉会館駐車増（原町田５－８）１４時１４
分～１４時”分「現地欄査」とされて
いる

・繁華街
・短時間３０分の駐車

１７ＴＩ７５ 下
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（貴錬８８）健康福祉会館で行われていた市主催
事業に関する環地■査のために自動
車で移動した際の駐車場代である。
■査増所の都合上、繁華街であるこ
とにも覆由がある。また、１１査内容により短時間で終了することも当然
あり得る．（

　　

′
Ｏ

Ｈ１５‐９９ ０１／２５倒査折井 剛

　

醐
駐車場代 タイムズ町田市健康福
祉会館駐車増（原町田５－８）１０時０１
分～１１時５８分

　

「会離」とされて
いる

　　

．

　　　　　　　　

，

・繁華街
・長時間

　

約２時間の駐車
１７‐Ｉ７７ 上

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（貴縁８８）■廉福祉会館の会確室での会繍のた
めに自動車で移動した際の駐車増代
である．会議増所の都合上、繁華街
であることにも理由がある。また、会■の所要時間を考えれば長時間で
はない^

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１００１２／０２国査新井 馴 馴
駐車鶴代 タイムズ町田市健康福
祉会館駐車増 原町田５‐８

　

０

　

９時
５２分～１１時３２分・「会離」とされ
ている

　　　　

＼

・繁華街

１７‐Ｉ７６ 上
右

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（貴縁Ｂ８）子曹て世帯への支援に関するの会議
のために自動車で移動した際の駐車
場代である．先方の都合に合わせて
鶴所を欄豊するため、繁華街である
ことにも理由がある‐

　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１０１０１／２４劉査大西 ８（１０ ８（刀
駐車場代

　

アイベック原町田３丁
目第２駐車場（原町田３－７）１１時３９
分～１５時５７分

　

「会離」とある
が、である。

・同日、同じ駐車場で、ほぼ同時間
帯での駐車鍋１５‐１０２、Ｈ１１０３と矛
盾）
・長時間４時間１８分の駐車
保守連合はＨ１５‐１０２、Ｈ１１０３を順除

１７‐Ｉ６６ 中

２１

　

Ｐ８．・Ｐ９‐（青３３） 文化協会の会確のために自動車で移
動した鰯の駐車増代である。先方の
都合に合わせて場所を■豊するた
め、繁華街であることにも理由があ
る。また、会議や会合の所要時間を
考えれば長時間ではない。 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

　　

Ｏ

Ｈ１５：１０４０８ハ３鋼査大西 ３｛刃 ３（刀
駐車増代

　

アイペック町田第７駐
車増（原町田４－１）１２時ＯＢ分～１２時
２０分「打合せ」とされている

・繁華街
・短時間１２分の駐車

１７‐Ｉ６４ 下
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤４８） 市民相談の資料受け取りのために自
動車で移動した際の駐車場代であ
る．先方の都合に合わせて場所を国
賞するため、繁華街であることにも
馨由がある。また、資料愛甑のみの
ため短時間となることも当然あり得

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１０５

　

ｔ
０９／２９鰯査大西

』

　　

８（刈 ８００
駐車増代

　

アイベック原町田第２
駐車増（原町田３‐７）１０時２８分～１３
時４８分「打合せ」とされている

‘繁華街
・長時間３時間２０分の駐車

１７‐Ｉ６４ 中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青〒．）憲法改正の在り方に関する打ち合わ
せのために自動車で移動した際の駐
車増代である。
先方の都合に合わせて場所を■襲す
るため 繁華街であることにも理由
がある．また、打合せの所要時闇を
着えれ１土墨時ＭではなＬ、^

Ｏ

　

；

Ｈ１５‐１０６

　

▼
０１／１４鰯査白川

　

剛
，

醐
駐車増代 ショウワバーク町田駅
前駐車増

　

２０時５１分～２２時１４分
会議

　

とされている

：難街
・原告準備書面（２３）Ｐ２～３賞飼交歓
会、故開き参加に係る支出

１７‐ｌ８４ 下
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青８９）
甲１９９一２
甲２閲一Ｉ
甲２００一２～４

町田青年会議所主催の会に出席する
ために自動車で移動した隊の駐車場
代である。会の開催増所や開催時間
の都合上、繁華街や深夜であること
にも理由がある^

　　

Ｏ

剰１５‐１０７０３／３０鯛査折井 １（鳩

，

　

１００
タマバーク原町田第２３駐車増（原
町田６‐２２）１５時３６分～１５時４５分
現地鯛査とされている

・繁華街
・短時間９分の駐車

１７‐Ｉ７４ 上
左

２１

　

ＰＢ・Ｐ９ピンク
叡の

不法投棄視増の現地調査のために自
動車で移動した際の駐車場代であ
る。鱗査増所の都合上、．繁華街であることにも理由がある。また、調査
がすぐに終了し短時間となることも
当然あり纏る‐

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１０８０６／０１飼養折井 １００ １（刈
駐車増代

　

ワンデーパーク原町田
第１駐車場（原町田６－１‐２１｝０７時
４８分～０８時１２分「現地国査」とされ
ている

・繁華街
・短時間２４分の駐車

１７‐ｌ７４塞

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
１０）

塵物壁面の器物損壊に関する市民相
榎の親地欄査や写真撮影のために自
動車で移動した際の駐車場代であ
る。欄査増所の都合上、繁華街であ
ることにも理由がある。また、欄査
がすぐに終了し短時間となることも
当然あり纏る－

　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１０９０８／０７繭査折井

　　

１００

　　　　

１｛樽
駐車場代

　

ワンデーパーク原町田
第１駐車鶴飼町田６－１‐２１）１８時
４４分～１８時５９分「親地顕査」とされ
ている

　

１

繁華街
短時間１５分の駐車 １７‐ｌ７４ 下

右

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
ｌｏ） 向上

　

・

　

ｏ

Ｈ１５‐１１００１／ｌｏ贋査大西 棚 棚
エスエーパーキング駐車増（中町
１‐２８）０９時０２分～１０時５６分「会
碓」とされでいる

・繁華街
平成２８年町田市消防団出初式（会
場：町田市立町田第一小学校中町１－
２〔ト３０）ｒ

　　　　　　

＼ １７‐Ｉ５７ 中
中

２１

　

Ｐａ・Ｐ９（責４３）
甲１２６

　　

－
文化協会の芸轟のために自動車で移
動した臨の駐車増代である－先方の
都合に合わせて場所を鞭慶するた
め、繁華街であることにも理由があ
る。

　

′

　　　　　　　　　

，
′

　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１１１０４／ＯＢ顔査大西 ２（鳩 ２（刈
駐車鶴代

　

エスエーパーキング駐
車増（中町１‐２８）１５時５４分～１６時
４５分「打合せ」とされている

・繁華街

１７」Ｉ

　

５９ 上
左

２１

　

Ｐａ・Ｐ９（賞４３） 町田華道会の打ち合わせのために自
動車で移動した鰯の駐車増代であ
る．先方の都合に合わせて場所を縄
壷するため、繁華街であることにも
理由がある‐^

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１１２０８／２５鱗査白川

　

・馴 馴
駐車増代

　

ＴＰ中町第２駐車増（中町
１‐１７）２０時４７分～２２時１３分「会嵐ｊ
とされている

競街
１７‐Ｉ

　

８３署
２１

　

Ｐ８・Ｐ９（貴３２） 市民相談のために自動車で移動した
際の駐車鶴代である。先方の都合に
合わせて鶴所や時間を欄整するた
め、繁華街や深夜であることにも理
由がある．

　

，

　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１１３１０／１７圃査白川

　

’

　

２ｏｏ ２（め
駐車増代

　

ＴＰ中町２駐車場（中町
１‐１７）１５時５９分～１６時３４分

　

「会
離」とされている

繁華街

１７一，１

」

　

８３ 下
中

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（貴３２） ハワイ町田フェスティバルに出席す
るために自動車で移動した際の駐車
増代である。開催場所の都合上、繁
華街であることにも理由がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１１４ ｎ／１９調査白川 １００ １〔Ｐ
駐車場代サイクルタイムズ町田栄
通り駐車場（中町１÷４０）１７時５８分
～２０時４９分

　

「会議」とされている

繁華街
長時間２時間５１分の駐車
夜間

　　

‐
１７

，

‐Ｉ

　

８６ 上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（貴４５） 市民との意見交換のために自動車で
移動した瞭の駐車増代である．先方
の都合に合わせて場所や時間を国毒
するため、繁華街や夜間であること
にも理由がある。また、意見交換の
所要時間を考えれば長時間ではな

　

ー

　

０

Ｈ１５‐１１５０５／３１国賓白川 馴

　

馴

　　　

Ｉ

駐車増代タイムズ町田栄通り駐車
場（中町１一１ぬ）０９時５９分～１２時
１６分

　

「現地欄峯」とされている

繁華街
長時間２時間１７分の駐車

１７‐Ｉ８７ 上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（貴４５） 新産業創造センターにて経営者との
意見交換のために自動車で移動した
瞭の駐車増代である．先方の都合に
合わせて鶴所や時間を■豊するた
め、繁華街や夜間であることにも理
由がある。また、富元交換の所要時
間を考えれば長時間ではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

・

ｏ

Ｈ１５‐１１６０６／３０顔査白川 醐

　

馴
駐車鶴代

　

町田栄通り駐車増（中
町ト４０）９時５８分～１２時１６分
「会藁」とされている

繁華街・長時間２時間１８分の駐車

ｌｒｌ
８４ 上

左

Ｉ

　

Ｐ８・Ｐ９（貴４５） 新産業創造センターで行われた会議
に出席するために自動車で移動した
譲の駐車増代である。会嫌場所の都
合上、繁華街であることにも理由が
ある。また、，会議の所要時間を考え

　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１１７みえず扉査折井

　　　

３００ ３｛力
駐車増代 パンダ駐車班（中町１
‐４‐２０）１２時１４分～１３時００分「硯地
鯛査」とされている

繁華街

１７‐Ｉ７４ 上
右

Ｉ

　

ＰＰ９て賞８） １１月１２日の駐車増使用である。
小学校の校庭フェンスの柱部のコン
クリにヒピが入っている問題につい
て、その後の経過に関する現地国査
のために自動車で移動した際の駐車
増代である．■査増所の都合上、繁
華街であることにも理由がある。

　　　

＼ ‘

Ｈ１１１８０４／０９嗣査折井 ２仰 ２（輯
駐車場代 パンダ駐車増（中町１
４‐２０）１２時１９分～１３時節分

　

「現
地扉査」とされている

繁華街

１７‐Ｉ７４ 中

Ｉ

　

Ｐ８・Ｐ９（賞８） 小学校の校庭フェンスの柱部のコン
クリートにヒピが入っている閣■に
ついて、その後の経過に幽する襖地
鱗査のために自動車で移動した際の
駐車場代である．■査増所の都合
上、繁華街であることにも理由があ

　　

Ｏ

÷
．ｌｉ

ｔ

保守達合

　

駐車葛代等４２３



′－

　　　

ー

　　　　

，

　　

．

支尊書 支出日費目増
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出
霊

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 鴇臨書トＮｏ
』繍収書以外の関連

証拠 会派保守連合の主張 古田嫌員の主張
裁判所の
総定する
違法支出

Ｈ１５‐１１９０１／２９韻査折井 ２凹 ２（め
駐車場代 パンダ駐車場（中町１
４‐２０）１２時４３分「１３時２２分

　

「現
地鱈書ｒとされている

・繁華街
１７‐Ｉ７５ 上

右
２１

　

Ｐ８・Ｐ９（賞８）
同上 Ｏ

Ｈ１５‐１２０１２／２４鱗査折井

　

馴
’

　

棚
駐車増代 町田シバヒロ駐車増
（中町１‐２０）１４時２７分～１５時３８分「
現地国査」とされている

・繁華街
１７‐Ｉ

　

７５ 下
右

２１

　

Ｐ８｛Ｐ９（貴１） シバヒロで開催された市債損事業の
現地■査のために自動車で移動した
際の駐車場代である．１１壷増所の都合上二繁華街であることにも理由が
ある^

　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１２１０１／２３胴査新井 ２側

　　　　

２（め
駐車場代

　

アイペツク町田中町第
１駐車場（中町２丁目）１４時５８分～
１５時０９分

　

「現地国査」とされてい
る

・繁華街
・短時間１１分の駐車

１７‐Ｉ７５ 上
左

中町２′丁目 さるびあ図書館前道路の親地■峯と
して写真を纏るために自動車で移動
した際の駐車増代である。写真撮影
のみであるため、短時間となったの
は当然である－

　　　　　　

・
Ｏ

Ｈ篤一２２０５／０７回査白川

ー

２，め ２（め
駐車増代

　

駅森野パーキング（森
野１‐１４）１１時４１分～１２時１１分
「会議」とされている

・繁華街
・短時間３０分の駐車

１７‐Ｉ８４ 中
左

Ｚ道学教室隣・西友
すぐ近〈

市民相鱗のために自動車で移動した
際の駐車場代である。先方の都合に
合わせて鶴所を欄豊するため、繁華
街であることにも理由がある。ま
た、短時間で聴取が終了・することも
あり、短時間となることも当然あり
得る^

　　

Ｏ

Ｈ１５－１・２３０６／０１贋査白川 －

　　

１（刀 １（ぬ
駐車増代

　

鍬森野パーキング（森
野１‐１４）１３時５３分～１４時０５分

　

「
覆地震査」とされている

・繁華街
・短時間１２分の駐車

１７‐Ｉ８７‐上
中

Ｚ進学教室跡・西友
すぐ近く

道路のへこみについて問い合わせが
あったため、当該道路を檎総する線
地■査のために自動車で移動した際
の駐車増代である．確総のみだった
ため短時間となることも当然であ

Ｏ

Ｈ１５‐１２４０９／２３嗣査白川 １（刀

　　　

１００
駐車増代

　

田パーキング町田駅前
駐車増（森野１‐３８）２０時３７分～２１時
０８分

　

「会議」とされている

．繁筆街．・・深夜

１７‐Ｉ８６ 下
中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（綜２０） 市民相懐のために自動車で移動した
際の駐車場代である。先方の都合に
合わせて鶴所や時間を■豊するた
め、繁華街や深夜であることにも理
由がある．また、短時間で聴取が終
了することもあり、短時間となるこ
とも当然あり纏る^

Ｏ

Ｈ１５一２５１２／３０鱗査大西 ３（栂

　

３（ぬ
駐車増代

　

田パーキング町田駅前
駐車増（森野１‐３８）１７時３９分～１８時
０１分

　

「打合せ」とされている

・繁華街
・短時間２２分の駐車

１７‐Ｉ５７ 上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（縁２０） 市民相淡の資料愛甑のために自動車
で移動した際の駐車増代である。先
方に合わせて場所を翼整し、資料受
像のみであったため」繁華街である
ことや短時間であることにも理由が
ある^

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

－

　　

Ｑ

Ｈ１５‐１２６０２／０１顕査白川

　

棚

　

棚
駐車増代

　

アツトバ「ク町田第１
駐車増（森野１↑１８‐１１）

　

１３時１７
分～１４時２５分

　

「環地質査」とされ
ている

　　　

、

・繁華街
１７‐Ｉ８７ 下

右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（綿５０） 市民相隣のために自動車で移動した
際の駐車増代である。先方の都合に
合わせて鶴所や時間を■整するた
め、繁華街であることにも理由があ

　　

Ｏ

Ｈ１５」１２７０７／３０醜査白川 棚 棚
駐車場代

　

町田駅前コイン駐車場
（森野１‐１２‐１７）１２時２９分～１３時”

′繁華街
１７‐Ｉ８３ 下

左
２１

　

ＰＢ・Ｐ９（綿３４）
同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１２８０６／２２罰査大西

　　　

６凹

　

馴
駐車増代 タイムズ町田市役所駐
車場（森野２－２）０９時３０分～１０時５６
分「会麓」とされている

・篇員は無料で利用できる駐車増であ
るため、議員以外の利用である。
市役所の駐車鶴での駐車．（この日は賞金‘±間かれていない）

１７‐Ｉ６１ 下
左 甲６３

議員用駐車券を別の車にーき忘れた
ため、経費として支出したもので，あ
る。

　　

Ｏ

Ｈ１５－１２９ 餌／１３国査大西

　

醐 醐駐車場代

　

大雄駐車場（森野１－
１７－２）

　

「打合せ」とされている
時間の記錬なし・小田急百貨店町田
店のは■蝿 １７‐Ｉ６７支 打ち合わせのために自動車で移動し

た譲の畦章蝿代である．

　　

Ｏ

Ｈ１５－１３００５／１ｌ鰯査新井 棚 綱
駐車増代 ダイレクトパーク町田
旭町駐車増

　

旭町１丁目１６

　

２０
時０７分～２２時２０分

　

「会議」とされ
ている

　　　　　　　　　　　

，

・利用目的不明（旭町１丁目の住宅
地の中の駐車増）
・長時間２時間１４分の駐車
・深夜 １７‐Ｉ７６ 上

左

発違障害の子を持つ家族支橿に関す
る会離のために自動車で移動した際
の駐車増代である．先方の都合に合
わせて鶴所や時間を欄豊するため、
深夜であることにも理由がある。ま
た、会議の所要時間を考えれば長時

　

＼）

　　　

，

　　

ト

　

‐
Ｌ

　

Ｏ

ＨＩＦ‐１３１０４／０９鱗査大西 ２側

　　　

２００
駐車増代サン町田旭体青館駐車
増（旭町３‐２０‐６０）０８時５５分～１１時
５２分「市民相談」とされている

・スポーツ施設の私的利用
‘蚤時間約３時間の駐車

‐
１７‐Ｉ

　

６２ 下
右

市政に関する市民相談のために自動
車で移動した際の駐車増代である。
市民相談のために自動車で移動した
際の駐車増代である。先方の都合に
合わせて増所を■整するため、ス
ポーツ施設であることにも理由があ
る。また、相談内容により所要時間
が３時間程度となることも当然あり
得る^

　　　

，

　　

Ｏ

　

・
Ｈ１５‐１３２ 餌／１３鴎査大西 ２５０ ２卸

駐車場代 サン町田旭体育館駐車
増（旭町３‐２０÷”）ＯＢ時５７分～１２
時０２分「打合せ」とされている

・スポーツ施設の私的利用
・長時間

　

３時間０５分の駐車
ｌｒｌ６１ 上

中

　　　　　　　

．

ダンス大会視察のために自動車で移
動した闘の駐車増代である。大会開
催場所の都合上、スポーツ龍股であ
ることにも理由がある。また、大会
視察の所要時間を考えれば長時間で

　　

Ｏ

ＨＩＥト１３３０４／２３調査大西 ２｛抑 ２（刈
駐車増代 サン町田旭体育館駐車
増（旭町３‐２０÷６０）０９時１２分～１２時
０１分「会磯」とされている

・スポーツ施設の私的利用
・長時間的３時間の駐車

１７‐Ｉ６

　

０ 中
左

旭町野球増利用問題に関する会離の
ために自動車で移動した際の駐車場
代である。先方の都合に合わせて場
所を■蜂するため、スポーツ施設で
あることにも理由がある．また、相
談内容により所要時間が３時間程度
となることも当然あり得る”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐ ，

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１３４０７／１９醜査白川 １（刀 １００
駐車鶴代町田市立総合体青館第２
駐車増０９時４９分～１０時３６分「親地
■書－とされている

・スポーツ施設の私的利用
・４７分の駐車 １７‐Ｉ８７ 中

右
柔道大会に出席するために自動車で
移動した際の駐車増代である。

１

　　　　

０

Ｈ１５‐１３５１１／１３闘査斬井 ２｛地

　　　

２｛刃
駐車増代町田市立総合体青館第２
駐車繍１８時１０分～２０時５５分「現地
■査」とされている「

・スポーツ施設の私的利用
・夜間・長時間２時間４５分の駐車
ベスカドーラ町田のリーグ戦（第３
０節）の観戦であるｒ。ベスカドーラ町田

　

２０１５シーズ
ン

　

３０節１９：００“
・同日のタクシーＨ１５γ１７９と矛盾

１７‐Ｉ７４ 上
中 甲４１

総合体育館をホームチームにしてい
るＡＳＶベスカドーラ町田の試合に
関する複地■査のために自動車で移
動した際の駐車場代である。試合の
開催増所からしてスポムツ施設であ
ることにも理由がある．また、試合
の所要時間からすれば最時間ではな
Ｌ、。また、かかる視察は新井嫌員が町田
市の「みるスポーツの充実」政策の
‐環として行われた親地鯖壷であ
る。折井離員は、試合終了後にベス
カドーラ町田のゼネラルマネー
ジャ」とも懇談を行って大型ビジョ
ンの設ーに関する要望を更けた。

２（鳩

Ｈ１５‐１３６

Ｌ

　　　

ー
０８ハ５鱗査白川

　　　

２｛樽 ２（力
駐車増代

　

ＴＯＭＰパーキング（鶴間
３‐１６－９）２０時１６分～２０時２９分「会
議」とされている

・短時間１４分の駐車
・夜間

１７‐Ｉ８６ 下
左

鶴間公鳳祭りにて市民から市への要
望を聴取ずるために自動車で移動し
た圃の駐車増代である。先方の都合
に合わせて時間を欄豊するため、夜
間であることにも理由がある。ま
た、短時間で聴取が終了することも
あり、短時間となることも当然あり

　　　　　　　　　　　　　　　　

′

、

　　　

Ｏ

Ｈ１５‐１３７０３／１４飼査折井

　　　

８（樽、

　　

．８｛鳩
駐車場代

　

タイムズ■川駐車増
１８時０２分～２０時３４分

　

「会議」とさ
れている

・利用目的が不明（小田急綿■川駅
前）
・最時間２時間３２分の駐車
・夜間 １７‐Ｉ７６ 上

中

２１

　

ＰＩ９ 学力向上策をどのように広げるかに
幽する会犠のために自動車で移動し
た際の駐車場代である。先方の都合
に合わせて時間を■豊するため、夜
間であることにも理由がある。ま
た、会■の所要時間を考えれば最時

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１３８０８／３０鯖査白川 ５｛鳩

　

馴
駐車増代

　

神驚パーキング（■ｉｌｌ
駅前）０９時１１分～１１時３０分「会議」
とされている

・利用目的が不明（小田急線■川駅
前）
‘長時間２時間１９分の駐車 １７‐Ｉ

　

８３ 中
右

２１

　

ＰＩ９ 防災訓練に参加するために自助車で
移動した廉の駐車増代である。訓練
やその後の会合等の所要時間を考え
れば長瞬間ではない^

　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１３９０７／２２覇査折井 ２｛め ２｛刈
駐車縄代

　

ナビバーク玉川学園第
１駐車増

　

１３時５５分～１４時２４分
「親地調査」とされている

・利用目的が不明（小田急縄玉川学
園駅前）
・短時間２９分の駐車 １７‐Ｉ７４ 下

左

２１

　

Ｐ１７， 森から宅地開発される穂地の写真撮
影のために自助章で移動した際の駐
車増代である．■査と写真撮影のみ
であったため．短時間であることに
も狸由がある－

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１４００９／１８蹟査大西

　

醐

　

６

　　　　

Ｍ
駐車増代

　

三井のリパーク駐車増
１１時２１分～１２時５８分

　

「会議」とさ
れるが‐蝿所が不眼である^

・利用目的不明（場所が不明）
１７一ｌ６

　

０ 上
横

生涯学習センターの会議のために自
動車で移動した際の駐車場代であ
る。

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１４１ｌｏ／３１贋査白川 ヤ

　　　

３｛刀
駐車増名わからず１３時仰分～１３時
５５分「標地細査」とされるが、増所
が不明。

・同上
１７‐Ｉ８７ 上

右

月約１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車場代である。先方の予定に合わせ
て鶴所を欄整するため、繁華街であ
ることにも理由がある．

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１４２１１／０９国査白川 ２｛地 ２〔鳩
駐車場代

　

三井のリバーク１９時
４７分～２０時２７分

　

「会議」とされさ
・同上

１７‐Ｉ

　

８５ 上
左

町田テニス協会からの相談聴取のた
めに自動車で移動した際の駐車増代
である‐

　　

Ｏ

Ｈ１５‐１４４０２／１５圃査大西 棚－′．

　　

４００
駐車場代

　

駐車場名不明

　

１３時０９
分～１４時２３分

　

「打合せ」とされて
・同上

１７‐Ｉ６２ 中
右

文化鐘会の打ち合わせのために自動
車で移動した際の駐車場代である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
棚

０４／２１買査大西 醐
駐車増代

　

駐車場名不明

　

１４時５１
分～１７時４９分

　

「市民相談」とされ
ている

・同上

６５ 下
右

保守連合駐車場代等４２４



支誓書支出日費目離
名
員 支出金額

原告らの
主張する
違法支出
糟

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　

，

　　

事情 箸措－ト腕位ー鎖収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田簾員の主張

裁判所の
認定する
違法支出
甑

Ｈ１５－１４６１１／２０国賓大西 １，獅 １，８〔粉
駐車場代

　

駐車鶴名不明

　

０９時１４
分～１５時仰分

　

「市民相談」とされ
されている

・同上
１７‐Ｉ

　

６６
下
右 文化祭参加のために自動車で移動し

た際の駐車場代である．

　　　

‐Ｏ

　　　　　　　

合
甑
計

　　　　　　　　

７４，９５０

Ｈ１６‐６１ ０１／０４闘査大西

１

　　

１．α〕ぬ １，醐
駐車場代 にこにこパーキング最
津田第２駐車場

　

０

　

９時３８分～１７時
４６分「打合せ」とされている

・市外
・長時間８時間０８分の駐車

１８‐Ｉ４８
上
右
ｊ２１

　

Ｐ３２

粒数間電地方議員の会遺腰状況打ち
合のため、ｔ車で移動するために利
用した駅の駐車場代である。移動時
間や会議の所要時間を考えれば長時
間ではない。Ｈ１６‐６１～７５は、永田町での会議の
際、永田町駅へのアクセスが良い長
津田駅の駐車場を利用し、電車で永
田町駅まで移動していた顧の駐車場
僅用であるｈ

　　

Ｏ

Ｈ１６‐６２ ０１／２６国査大西 １，２｛刈 ↑，２Ｍ

駐車場代 マルエツ長津田駅前店
駐車場

　

０９時４５分～１９時０７分「会
犠」とされている

市外
長時間９時間２２分の駐車・夜間

１８‐Ｉ７４ 上
右１２１

　

Ｐ３２

地方磯■の会情報交換会嫌打合せの
ため、ｔ車で移動するために利用し
た駅の駐車場代である。移動時間や
会嫌の所要時間を考えれば長時間で
はない^

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

Ｏ

Ｈ１６‐６３ ０５／鋼聞査大西 １，醐 １，醐

駐車増代 にこにこパーキング長
津田第２駐車場

　

０９時１６分～１６時
０２分「研修」とされている

市外
長時間６時間４６分の駐車

１８‐Ｉ７５ 上
中２１

　

Ｐ３２

憲法改正報告研究会と打ち白４′ｉｌの
ため、電車で移動するために利用し
た駅の駐車増代である。移動時間や
会麓の所要時間を考えれば長時間で
はない－

　　　　　

１

　　

Ｏ

Ｈ１６‐６４ ０７／ＯＢ倒査大西 １，２｛掩 １，２（刃

駐車増代 長津田駅前コインパー
キング

　

１４時３５分～１９時３５分

　

．「
研究会」とされている

市外
長時間５時間の駐車－夜間 １８‐Ｉ７５ 下

左２１

　

Ｐ３２

教科書採択問題研究会出席のため、
電車で移動するために利用した駅の
駐車増代である．移動時間や会離の
所要時間を考えれば長時間ではな

　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１６‐６５ ０７／２２調査大西 １，２（刈 １，２（力
駐車場代 マルエツ長津田駅前店
駐車増

　

０９時５２分～１７時１１分「会
■－とされている

市外
長時間７時間１９分の駐車 １８‐Ｉ７５ 中

右２１

　

Ｐ３２ 同上

　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１６‐６６ ０８／０５国査大西 １，２００ １，２（滑

駐車増代 マルエツ長津田駅前店
駐車増

　

１０時２４分～１７時５７分「会
嫌」とされている

市外
長時間７時間３３分の駐車 ÷７５ 下

中２１

　

Ｐ３２

尖閣離島問題情報交換と会轟であ
る。移動時間や会議の所要時間を考
えれば長時間ではない．のため、電
車で移動するために利用した駅の駐
宣場代

　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１６‐６７ ０８／２６鰯竃大西 １，２｛樽 １，２００
駐車増代 マルエツ長津田駅前店
駐車場１０時０４分～１８時５５分「研
俺金堂－とされている

市外
長時間８時間５１分の駐車 １８‐Ｉ７５ 下

右２１

　

Ｐ３２ 同上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐６８ ０９／０３国査大西 １，２｛沌 、１，２｛Ｐ

駐車増代 マルエツ長津田駅前店
駐車増

　

０９時１９分～ｌａ時１８分「会
議」とされている

市外
長時間．８時間５９分 １８‐１７３ 上

左２１

　

Ｐ３２

教育を正す地方離員の会会離のた
め、電車で移動するために利用した
駅の駐車場代である。移動時間や会
議の所要時間を考えれば長時間では

　

，
Ｏ

Ｈ１６‐６９ １０／０１隅董大西 １，醐

　

１，醐

駐車場代 にこにこパーキング長
津田第１駐車増１０時２４分～２１時
１６分「研究会」とされている

・市外・長時間８時間５２分

　

，
・深夜

ＩＢ‐Ｉ７３ 中
中２１

　

Ｐ３２

都議会関係者と性教育についての研
究会のため、■車で移動するために
利用した駅の駐車増代である。移動
時間や会議の所要時間を考えれば最

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１６‐７０ ｌｏ／０９国査大西

　

１，ＭＯ １，ＭＯ
駐車増代．１ここにこパーキング最
津田第２駐車場

　

０７時２３分～１７時
５３分「金■－とされている

・市外
・長時間１０時間３０分の駐車 １８‐Ｉ７３ 上

右２１

　

Ｐ３２ 向上

　　　　　　　　　　　　　　　　

′・ ・

　　

ｏ

Ｈ１６‐７１ １０／２３国査大西 １，醐 １，醐

駐車場代 にこにこパーキング長
津田第２駐車増０８時３７分～１６時
４５分「研修会」とされている

・，市外，・長時間８時間ＯＢ分の駐車
１８一Ｉ７３ 中

左２１

　

Ｐ

　

３２

各自治体における共産党機関紙赤旗
の鵬入、配布の実態の窯元交換会の
ため、－ー車で移動するために利用した駅の駐車増代である。移動時間や
会議の所要時間を考えれば長時間で

　

，

　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１６‐７２・
≠

１１／２３嗣査大西 １，２（刀 １，２〔め

駐車場代・マルエツ長津田駅前店
駐車増

　

０９時４７分～１７時１４分「研
究会」とされている

・市外
・長時間７時間２７分の駐車

ｌａ一Ｉ７３ 下
中２１

　

Ｐ３２
Ｌ鎧Ｔの研究会出席のため、電車で移
動するために利用した駅の駐車増代
である。移動時間や会簾の所要時間
を考えれば長時間ではない。

　　

Ｏ

１‘
１２／０２岡査大西

　

，，
＊ １，２（め

駐車増代 マルエツ長津田駅前店
駐車増

　

０９時１７分～１７時５７分「研
修会」とされている

・市外
・最時間８時間４０分の駐車

１８一Ｉ７３ 中
右２１

　

Ｐ３２

教科書採択問題研修会出席のため、
電車で移動するために利用した駅の
駐車場代である。移動時間や金糠の
所要時間を考えれば蚤時間ではな

　　

Ｏ

Ｈ１６‐７４ １２ハ３鰯査大西

　　

１，３（刃 １，３（ぬ

駐車場代 長津田駅前コインパー
キング

　

ＯＢ時４７分～２０時４９分「会
樽」とされている

・市外
・長時間１２時間０２分の駐車
・朝から夜間まで １８一Ｉ７３ 下

右２１

　

Ｐ

　

３２

奮近平日本防間影響分析会議のた
め、電車で移動するために利用した
駅の駐車蝿代である。移動時間や会
議の所要時間を考えれば長時間では

′

　　　　　　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　

，

　

，
０

Ｈ１６‐７５ １２／２４嗣査大西 １，醐 １，醐
駐車場代 にこにこパーキング長
津田第１駐車増ｒ

　

ｏ９時０１分～２１時
４９分「研究会」とされている

・市外
・長時間１２時間４８分の駐車
・深夜 １８一Ｉ７４ 上

中２１

　

Ｐ３２

自治体の市政絹告の在り方研究会の
ため、電車で移動するために利用し
た駅の駐車場代である。移動時間や
会議の所要時間を考えれば長時間で

　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　

Ｏ

Ｈ１６‐７６ ０１／３１餌査白川 ７｛鶏 ７（樽

ゆａｒｋ相模原駐車増（相模原市中央
区相模原６‐２５‐４）１２時１０分～１５時
１６分

　

「打合せ」とされている

・市外・長時間３時間０６分の駐車
－－，７１ 中

左

ホームページの市政の情報発信等に
関する打ち合わせのために自動車で
移動した煉の駐車増代である。先方
の都合に合わせて端所を圃婁するた
め、市外であることにも理由があ

　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１６‐７７ ０２／１７鰯査白川

　　　

６｛め

　

鯛
ゆａｒｋ相模原駐車増（相模原市中
央区相模原）６‐２５４

　

１４時ＯＢ分～
１６時５７分

　

「打合せ－′されている

・市外
・表時間２時間４９分の駐車

「
１８一１６５ 下

左 同上

　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１６‐７８ ０２／ｍ闘査白川

　

獅 獅
駐車場代

　

府中の森蔓常廟増駐車
増（府中市浅間町１‐２）１３時４０分「
会議」とされている

・遠方
１８‐Ｉ

　

６３
中
左

地方議員が参加する議員研修会に参
加するために自動車で移動した際の
駐車場代である。先方の都合に合わ
せて場所を欄嚢するため、遠方であ
ることにも理由がある。

　　　　　

◆

　

，

　　　　　　　　　　

、

　

」
ｏ

Ｈ１６‐７９ ０４／０６圃査大西 馴 棚
駐車増代国立せきやビル駐車場
１２時５８分～１４時０２分

　

「打合せ」
とされている

・遠方
１８‐Ｉ４９ 上

右

　　　　　　　　　　

１

鵬法会の打ち合わせのために自動車
で移動した擦の駐車場代である。先
方の都合に合わせて場所を麓豊する
ため、遠方であることにも理由があ
る^

　　

Ｏ

Ｈ１６‐８０ ０５ハ６鯛査大西 棚 棚
駐車増代

　

りパーク国立中１丁目
第２駐車増

　

１０時２６分～１１時４５分
「打合せ」とされている

・遠方

　　

・

　　

＼
１８‐Ｉ４９

上
中
Ｉ

年金組合の打ち合わせのために自動
車で移動した際の駐車場代である。
先方の都合に合わせて増所を■豊す
るため、‐遠方であることにも理由がある－ ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１６‐８１ ０７／０５瞬査新井

　

獅

　

８

　　　　

Ｍ
駐車増代武蔵小山駐車増・（東洋
カーマックス株式会社１４時２１分～
１６時１９分「考嫌」とされている

・遠方

　

（東急目黒繍武竃小山駅そば
（品川区）） １８‐Ｉ５１

上
右
↓

武蔵小山扇藁支援センターにて自治
体ができる創業支援についての会議
のために自動車で移動した醸の駐車
増代である。先方の都合に合わせて
鶴所を■整するため、遠方であるこ
とにも理由がある^

　　　　　

・
′

　　

○

Ｈ１６‐８２ ０５／２０調査大西

　　　　

３（杓

　　　

３（刀

駐車増代 サイクルバイクパーク
潮野辺

　

淵野辺東部パーク

　

１２時
３４分～１３時４５分

　

「打合せ」とさ
れている

・市外
１８」Ｉ４９

上
左
↓

打ち合わせのために自動車で移動し
た躍の駐車場代である。先方の都合
に合わせて増所を■整するため、遠
方であることにも理由がある。

　　

Ｏ

Ｈ１６‐８３ ０８り８鯛査大西 ２｛町 ２（ぬ

相模原駅前駐車場

　

１１時３５分～１２
時２０分「打合せ」とされている

同上
１８‐Ｉ

　

４８
上
左
↓

園暮の会の打ち合わせのために自動
車で移動した際の駐車場代である。
先方の都合に合わせて場所を■塵す
るため、遠方であることにも理由が

　　

Ｏ

Ｈ１６‐８４ ＯＢ／２１鱗査白川

　　　　

３｛粉 醐

駐車場代 エイブルパーキング南
台５丁目駐車増（相模原市甫区南
台５－９‐４）１７時０８分～１７時５８分「打
合せ」とされている

同上
１８‐Ｉ６５ 下

中

相模原市樽との意見交換のために自
動車で移動した際の駐車場代であ
る．・先方の都合に合わせて場所を■豊するため、′遠方であることにも理由があるｈ

　　

Ｏ

Ｈ１６‐ａ５ ｌｏ／０９蘭査白川 ２｛刈

　　　

２〔刀

駐車場代

　

アイペック相模大野駅
前第２駐車場

　

１８時４４分～１８時５２
分

　

「打合せ」とされている

・市外
・短時間８分の駐車

ＩＢ－Ｉ６５ 下
右

　　　　　　　　

＼

地方議員との面談のために自動車で
移動した際の駐車場代である。先方
の都合に合わせて場所を■豊するた
め￥市外や繁華街であることにも理
由がある．また、資料の受け渡しの
みであったり話の内容が短いことも
あり、短時間となることも当然あり
得る。白川議員は、短い時間ではあるが頻
繁に相模原市議会簾員と情報交換等
事行っている^

　　

Ｏ

Ｈ１６‐ａ６ ０９ハ９国賓白川 ２｛鞄 ２仰
駐車増代

　

マルイ駐車場（原町田
６‐１毛）１３時５４分～１４時２２分

　

２８分
「打合せ１とされ工Ｌ、る

・繁華街
・短時間２８分の駐車 １８‐Ｉ６４ 上

右 同上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐８７ ０５／３０国賓白川

　　　　

２（刀 ２〔ぬ
駐車増

　

，マルイ駐車増・１５時４９分～１６時１４分

　

「会■」とされている
・繁華街
・短時聞２５分の駐車 １８‐Ｉ７２ 中

左 向上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐８８ １１／０２顕査大西

　

棚 醐
駐車場代 ダイイチパーク町田駐
車増（原町田６‐２１）１３時５１分～
１５時５４分

　　　

「打合せ」とされて
いる

・繁華街
・長時間２時間３分の駐車 １８‐Ｉ４９差

・２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
２４）

しるしる憲法の金のために自動車で
移動した廟の駐車増代である。会の
所要時間を考えれば長時間ではな

　　

Ｏ

６（鳩

保守連合駐車場代等４２５



支尊書支出日費目離員
名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 纂臨書トＮｏ位ー幅収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田離員の主張－

裁判所の
総定する
違法支出

Ｈ１６‐８９ ０１／０６鱗査白川 ３００

　

獅
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

（原町田６‐２６）

　

１０
時５９分～１１時５４分「打合せ」とされ
ている

　　　　　　　　

ー．

　

、，

・繁華街
１８‐Ｉ６７

上
左
↓

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月約１回行っている子青て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の都合に合わせ
て増所を欄整するため、繁華街であ
ることにも理由がある－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

Ｏ

Ｈ１６‐９０ ０１／１４鰯査白川 醐

　

醐
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

２０時２８分～２３時２５分
「打合せ」とされている

・繁華街
・深夜
・長時間杓３時間の駐車

１８‐Ｉ６７
中
左

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
９１） 新年会に参加し、その後、市政のこ

とで相壊したいとの問い合わせが
あったため話を聴取するために自動
車で移動した譲の駐車増代である．
先方の都合に合わせて鶴所や時間を
離豊するため、繁華街や深夜である
ことにも理由がある。また、両予定
の所要時間を考えれば長時間ではな

　　

Ｏ

Ｈ１６１ ０１／３１顕査白川

　　　　

３｛１０ 醐
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車場ＩＦ

　

ＩＯ時２２分～１１時０９分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ６３

上
左

２１

　

Ｐａ‐Ｐ９（ピンク
９１｝

月杓１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車場代である．先方の都合に合わせ
て蟻所を■豊するため、繁華街であ
ることに≠，狸由がある－

　

′

　　

Ｏ

Ｈ１６‐９２ ０２ハ２贋査白川 ３節

　　　　

３（鳩
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

Ｏ９時５５分～１０時４２分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８－Ｉ６３

上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

　　　　

，
月１．回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
増代である。先方の都合に合わせて
場所を■整するため、繁華街である
ことにも狸由がある^

　　　　

ノ

Ｏ

Ｈ１６‐９３ ０２／２３顔査白川

　　　　

３（閃

　　　　

３（粉
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車場ＩＦ

　

ＩＯ時０３分～１１時０１分
「打合せｊとされている

・繁華街
１８－Ｉ

　

６２
上
左

２１

　

Ｐ８・凶（ピンク
９１）

月約１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て鶴所を■聾するため、繁華街であ
ることにも理由め｛ある^

１

　　　　　　　　　　

，
Ｏ

Ｈ１６‐９４ ０３／ｍ鰯査白川

　　　　

３（刈 ３Ｍ
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

２０時４４分～２１時３１分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ

　

６２ 中
左

２１．ＰＢ・Ｐ９（ピンク
９１）

市民に貴羅の報告をするために自動
車で移動した際の駐車増代である．
先方の都合に合わせて増所を■豊す
るため、繁華街であることにも理由
がある．

　　

Ｏ

Ｈ１６‐９５ ０３／１２罵査白川 ぬ０ 棚
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

Ｏ９時５７分～１１時０６分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ６２ 上

左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
増代である。先方の都合に合わせて
増所を麓愛するため、繁華街である
ことに≠，聾由がある^

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

６

Ｈ１６：９６ ０３／１４国査白川 馴 ５（ぬ
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

１６時０５分～１７時４１分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ６７ 中

左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

市民との情報交換のために自動車で
移動した際の駐車増代である。先方
の都合に合わせて鶴所を■整するた
め、繁華街であることにも理由があ

　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
Ｏ

Ｈ１６‐９７ ０４／２１調査白川 獅 則
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

１５時５９分～１７時２２分
「打合せーとされている

・繁華街 ｌａ‐Ｉ

　

６３ 中
左

２１

　

ＰＢ・門（ピンク
９１） 同上

　

・

　　

Ｄ

Ｈ１６‐９８ ０４／２６鴎査白川 ２（め ２（ぬ
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

１５時０９分～１５時４８分
「キＴ合せ１とされている

・繁華街 １８‐Ｉ６２ 中
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１） 同上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐９９ ０５ハ６隅査白川 ５凹 馴
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車場ＩＦ

　

１２時０３分～１３時２６分
「打合せ」とされている

・繁華街

１８一Ｉ６７ 上
左

２１

　

ＰＢ・門（ピンク
９１）

月的１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車場代である．先方の予定に合わせ
て場所を■饗するため、繁華街であ
ることにも理由がある^

　　

Ｏ

Ｈ１６－１〔杓０６／１ｌ国査白川 ３節

　　　

３｛刃
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増，Ｆ

　

Ｏ９時０３分～１０時０２分
「打合せ－とされている

・繁華街 ・８ーイ６３ 上
左

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
９１） 同上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１０１０７／餌嗣査白川 棚 棚
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車場ＩＦ・１０時０１分～１１時０９分
「打合せ－とされている

・繁華街

　　　　　　

・ ｌａ‐Ｉ

　

６２
中
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１） 同上

　　　　　　　　　　

ｒ

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１０２ＯＢ／１６掴ま白川 棚 棚
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車場ＩＦ

　

１３時００分～１４時０８分
「打合せーとされている

・繁華街 １８一Ｉ６３ 上
左

２１

　

ＰＢ・門；（ピンク
９１） 向上 Ｌ

　　

Ｏ

０９／ｍ醐査白川 ３００

　　　

３（め
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車場ＩＦ

　

ＩＩ時０１分～１２時０１分
「，打合せ１とされている

・繁華街

　　　　　　　　　　　　　

１
，
ａ‐Ｉ６７ 上

左
↓

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
９１） 同上

　　

Ｏ

ＨＩ←．１０４

ー

１０／０９岡査白川

　　　

９（粉 ．醐
駐車場代・タイムズ原町田６丁目駐車場ＩＦ

　

Ｏ９時５４分～１２時４９分
「打合せ」とされている

・繁華街
・長時間２時間５５分の駐車 １８」Ｉ

　

６２
上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した隊の駐車
鶴代である。先方の都合に合わせて
鶴所を■豊するため、繁華街である
ことにも揮由がある^

　　

Ｏ

，
「

Ｈ１６‐１０５１０／１９鰯査白川

　　　

３（粉 ３（鳩
駐車場代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

ＩＩ時００分～１１時５７分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ

　

６２
中
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月的１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車場代である。先方の予定に合わせ
て鶴所を■豊するため、繁華街であ
ることにも鼻由がある^

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、 Ｏ

Ｈ１６‐１０６ｌｏ／１９闘査白川 ７（力 ７卿
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車場ＩＦ

　

１３時５８分～１６時０６分
「打合せ」とされている

・繁華街
・長時間２時間８分の駐車 １８一Ｉ６７

上
左
↓

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（ピンク
９１）

市民との情報交換のために自動車で
移動した際の駐車増代である．先方
の都合に合わせて場所を欄整するた
め、繁華街であることにも理由があ

Ｏ

Ｈ１６‐１０７１１ハ５鰯査白川 棚 馴
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

Ｏ９時５９分～１１時１８分
「打合せ」とされている

・繁華街
ｌａ‐Ｉ６７

中
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月的１回行っている子青て意見交換
会のために自動車で移動した願の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て鶴所を■豊するため、繁華街であ
ることに≠，揮由がある^

‐

？
Ｈ１６‐１０８１２／１Ｉ鯛査白川

　

馴 馴
駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

Ｏ９時５４分～１１時２０分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ６７

中
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
増代である。先方の都合に合わせて
鶴所を■豊するため、繁華街である
ことにも理由め｛ある^

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１０９１２／１ｌ瀕査白川

　　　

３（刈

　

３（ｘ）

「駐車増代 タイムズ原町田６丁目
駐車増ＩＦ

　

１７時０３分～１８時００分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８－Ｉ６２

上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９１）

月約１回行っている子育て意見交換
会のために自動車で移動した際の駐
車増代である。先方の予定に合わせ
て鶴所を■豊するため、繁華街であ
ることにも理由がある。

　　　

．

　

Ｏ

Ｈ１６‐１１００２／２３麗筆白川 １（め １００
駐車増代 原町田第４２駐車鶴（原
町田４一１７－２）１９時３１分～１９時４６
分「会獲」とされている

・繁華街

短時間１５分の駐車 １８‐Ｉ７２署原町田４丁目

経営者の会轟に■出しをするために
自動車で移動した際の駐車増代であ
る。会議増所の都合上、繁華街であ
ることにも理由がある。また、簾出
しのみであったため、短時間である
こ←も当然である一

　

，

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１１１０２／２７讃査新井 ２（聞 ２仰

駐車場代

　

ＴＰ原町田５７駐車増
（原町田６‐２２１５時５３分～１５時５９
分「現地国壷」とされている

・繁華街
短時間６分の駐車

　　　

－
１８一Ｉ

　

６８ 中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
．） 馨物損壊の親地■査のために自動車

で移動した際の駐車場代である．欄
査増所や欄査内容から繁華街や短時
間であることにも理由がある。ま
た、他の予定との関係から夜間とな
ることも当然あり得る。

　　

Ｏ

Ｈ１６」１１２，０７／０１国賓大西 １，醐 １，醐
駐車増代

　

原町田４丁目第一駐車
増（原町田４ー７‐１１）０９時４６分～１９
時０３分

　

「打合せ」とされている

・
夜
繁
闇
筆街

長時間９時間１７分の駐車
１８‐Ｉ４８ 上

左

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（赤７８） 文化協会の会議のために自動車で移
動した際の駐車増代である。先方の
都合に合わせて鶴所や時闇を■整す
るため、繁華街や夜間であることに
も麹由がある。

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１１３ＯＢ／２７煽査白川 １，１００ １，１００
駐車場代

　

原町田１丁目第一駐車
場１９時２６分～２２時５２分

　

「会合」と
されている。

・繁華街
・長時間３時間３６分の駐車
・深夜
（白川議員が霞める、高校同窓会組
織の会離への参加）

１８‐Ｉ７２ 下
右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（紫１５）
甲６５

　　　

‐
高校同窓会組嫌の集まりに参加する
ために自動車で移動した際の駐車増
代である。集まりの場所や時間帯の
都合上、繁華街や深夜となることに
も理由がある．また、，集まりの所要時間を考えれば最時間ではない。

Ｏ

Ｈ１６－１１４０２ハ９鰯査白川 ３（櫛 ３（刀
駐車場代

　

原町田１丁目第一駐車
場

　

１３時２８分～１４時１９分

　

「打合
せ」とされている

・繁華街
・茶道会の茶会への参加。

１８‐Ｉ７１ 上
中

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（紫１５）
甲２１７一３

町田茶道会に参加するために自動車
で移動した際の駐車場代である。開
催場所の都合上、繁華街であること
にも理由がある。
文化協会加盟団体の活動への参加
は、市の支損を得る‐きかけのため
の国書研究活動である－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「

　

ｄ
ｒ

Ｈ１６‐１１５０５／１４鰯査白川 棚

　

棚
駐車増代

　

原町田１丁目第一駐車
増（原町田４ー７‐１１）・０９時５１分～
１０時５８分「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ６４ 下

中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（紫１５） 町田市表彰式に来賓として出席する
ために自動車で移動した際の駐車増
代である．式の開催増所の都合上、繁華街であることにも理由がある。

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１１６０５／２９扉査白川

　　　

３｛刃

　　　

３（ぬ
駐車場代

　

原町田１丁目第ー駐車
場１１４時１０分～１６時０９分「打合せ」
とされている

・繁華街
１８‐Ｉ７１ 上

右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（紫１５） 町田ターミナルへ市民面峻のために
自動車で移動した事の駐車増代であ
る。先方の都合に合わせて増所を■
婁するため、繁華街であることにも
理由め（ある^

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１１７０６ハ９調査白川

　

剛 剛
駐車増代 原町田一丁目第１駐車
増

　

１４時４９分～１６時１９分「打合せ」
とされている

・繁華街

　　　　　　　　　　

′
・華道展の藍賞

ｌａ－Ｉ６５ 上
中

２１

　

Ｐａ・Ｐ９（紫１５）
甲２１４一２

町田華道金に参加するために自動車
で移動した廟の駐車場代である。開
催増所の都合上、繁華街であること
にも理由がある。
文化協会加盟団体の活動への参加
は、市の支援を得る■きかけのため
の鱈書研究活動である^

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

　　　　　　　　　

保守連合

　

駐車馨代等４２６



１

　　

：

　　

１

　　

１

支誓書支出日費目開碧員支出金額
原告らの
主張する
違法支出
鯖

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 箸著書トＨＤ位ー領収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張

　　

・ 古田議員の主張 雑鶏

Ｈ１１１８０９／２１調査折井 ２（刃 ２｛め
駐車増代 原町田第ー駐車増（原
町田５丁目３）１１時１９分～１１時
２５分「沸地嗣査」とされている

・繁華街
・短時間１２分の駐車

１８－Ｉ

　

６９‐下
中

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（貴縁８）公園のベンチの老朽化の覆地■峯の
ために自動車で移動した際の駐車場
代である。欄董事項や内容からすれ
ば繁華街、短時間であることにも理
由がある－

Ｏ

Ｈ１６・１１９１２／２１顔壷折井 ２｛鳩 ２仰
駐車増代

　

ＴＰ原町田５７駐車増
（原町田６－２２）

　

１６時姉分～１７時
０４分「親地胃査」とされている

・繁華街
・短時間１８分の駐車

１８一Ｉ

　

６８ 中

２１

　

Ｐ８・門（ピンク
．） 器物損壊の親地■査のために自動車

で移動した廟の駐車増代である。■
査増所や欄査内容から繁華街や短時
間であることにも理由がある．

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１２００７／２９醜査折井 ２（鳩

　　　

２｛め
駐車増代

　

ＴＰ原町田５７駐車場

　

０９
時５８分～１０時２７分

　

「親地餌査」と
されている

・繁華街
・短時間２９分の駐車

１８‐Ｉ６９ 上
右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９’（ピンク
．）

不法投棄親鶴の親地調査のために自
動車で移動した際の駐車鶴代であ
る．■査篇所や欄査内容から繁華街
や短時間であることにも理由があ

　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１・６‐１２１０１／２４調査白川 棚 醐
駐車場代

　

秤第２駐車増

　

原町田
６‐１７

　

２０時５２分～２１時３３分「会
嫌」とされている

・繁華街

　　　

′
・深夜 １８‐Ｉ７０ 中

左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（ピンク
９） 市内の会社経営者の会議に参加する

ために自動車で移動した際の駐車増
代である。先方の都合に合わせて増
所や時間を■整するため、繁華街や
深夜であることにも饗由がある。

　

′

　

‐
．Ｏ

Ｈ１６‐１２２０１／３１調査白川 醐

　　　

８（地
駐車増代 ショウワバーク町田駅
前駐車増

　　

原町田３丁目３‐２４
１５時３１分～１７時１１分「打合せ」とさ
れている

・繁華街
ｌａ‐Ｉ７０ 下

中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青Ｂ９） 多摩都市モノレール延伸の集会に参
加するために自動車で移動した際の
駐車場代である。開催場所の都合
上、繁華街であることにも理由があ

Ｏ

Ｈ１６‐１２３０２／２３調査折井 １ミめ １５０
駐車場代

　

まちだターミナル駐輪
増

　

（原町田３丁目１一）

　

「親地
餌査」とされている

・繁華街
・●時間なし １８‐Ｉ

　

６８ 中
左

２１

　

Ｐａ・Ｐ９（青４４） 掛物損壊の羅地■査のために自動車
で移動した際の駐車増代である。■
査内容によれば繁華街であることに
孝，理由がある‐

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１２４ 偶ハマ瞬査白川 棚 棚
駐車増代

　

まちだターミナルパー
キング（原町田３丁目１－４）１０時３５
分～１１時１５分

　

「打合せ」とされて
いる

・繁華街
１８‐Ｉ

　

６５ 上
左

２１

　

Ｐａ・Ｐ９（青４４） 町田茶道会に参加するために自動車
で移動した際の駐車場代である。開
催場所の都合上、繁華街であること
にも理由がある。
文化協会加盟団体の活動への参加
は、市の支援を得る働きかけのため
の■書研究活軌である一

　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１２５０７／１７鯛査白川 棚 棚
駐車増代

　

まちだターミナルパー
キング｛原町田３丁目１‐４）１０時５６
分～１１時５９分

　　

「会議」とされて

・繁華街
『茶道会の茶会への参加。 １８一Ｉ７２ 上

左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青４４）
甲２１７一２ 同上

　　　　

、

　

′

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１２６１２／ｎ醜査白川 ２｛沌 ２〔め
駐車増代

　

まちだターミナルパー
キング（原町田３丁目１－４）

　

１１時
２４分～１１時５２分

　

「会議」とされて
いる

・繁華街‐・短時間２８分の駐車
・茶道会の茶会べの参加。

１８‐Ｉ７２ 上
中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青４４）
同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１２７０３／２９醐査白川

　　　

２５０ ２５０
駐車増代

　

Ｓ・Ｂコインパーキング
（ソフトバンク町田駅前店）（原
町田６‐１４‐１３） １２時１１分～１３時
０２分

　

「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ

　

６６ 上
左原町田６丁目

市民相談のために自動車で移動した
際の駐車場代である。先方の都合に
合わせて場所を欄豊するため、繁華
街であることにも理由がある。

Ｏ

Ｈ１６‐１２８０６／１２飼養白川 棚 馴
駐車増代

　

Ｆ

　

ＰＴ第７駐車増（原町田
６‐２０）１４時２２分～１５時２１分

　

「会
議」とされている

・繁華街
１８一Ｉ７２ 下

左

２１

　

ＰＢ・門；（ピンク
１４）

月１回行っている市民との情報交換
のために自動車で移動した際の駐車
増代である。先方の都合に合わせて
鶴所を■整するため、繁華街である
こと・にも理由ゐ（ある^

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１２９０８／０９回査白川 鯛

　

醐
駐車場代

　

ＥＰＴ第７駐車増（原町田
６‐２０）１２時５７分～１４時０６分

　

「打・繁華街

　　　

．・

　

： １８‐Ｉ

　

６３ 下
左

２１

　

ｐａ・凶（ピンク
１４） 同上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１３００８／２１国査白川 醐 醐
駐車場代 ぽっぽ町田パーキング
（原町田４－１２０）１６時２８分～ＩＢ
時３６分 打合せとされている

・繁華街
・長時間約２時間の駐車 ｌａ」Ｉ６４ 中

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤２８） 市民相談のために自動車で移動した
際の駐車増代である。先方の都合に
合わせて鶴所を■豊するため、繁華
街であることにも理由がある．

Ｏ

０９／２１鰯査新井 棚 鯛
駐車鶴代 ぽっぽ町田パーキング
（原町田４‐１０‐２０）１１時５１分～１２時
３８分

　

「現地国査」とされている

・・繁華街
ｌｅ‐Ｉ６９

，

下
左

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（赤２８） 仲見世商店街内の臭臭の練地■査の
ために自助車で移動した窯の駐車増
代である。・篇査内容からして繁華街
であることにも理由がある。

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

ｒ１６‐１３２０２／０２堀査大西 ２００ ２（鳩
駐車増代 ぽっぽ町田パーキング
（原町田４－１０‐２０）１３時１１分～１３時
２９分

　

「打合せ」とされている

・繁華街
・短時間

　

ｌａ分の駐車
ＩＢ‐Ｉ４７

上
左
↓

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（赤２８） 資料受け取りのために自動車で移動
した際の駐車増代である。先方の都
合に合わせて鶴所を調整するため、繁華街であることにも理由がある。
また、資料愛楓のみであったことか
ら短時間であることにも理由があ

・，

　　　　　　　　　

／

，

　　　　

Ｏ

Ｈ１６」１３３０３／２７鱗査白川 １，馴 １，馴
駐車増代 ぽっぽ町田パーキング
柳｛町田４－１２０）１９時２５分～２３時
０５分「会合」とされている

・繁華街
・長時間３時間４０分の駐車・深夜

１８一Ｉ７２ 上
右

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（赤２８） 商工会議所・法人会、青年会議所の
集まり零に参加するために自動車で
移動した曝の駐車場代である。開催
場所の都合上．繁華街であることに
も理由がある．また、複数の集まり
に参加する所要時間を考えれば長時

　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１３４０１／１０調査白川 ８（め ÷駐車増代

　

原町田３丁目第一駐車
場（原町田３ー３ー８）バイク駐車
増

　

１９時３１分～２０時綿分「打合せ」
とされている

：締街
東京土建－般労組町田支部の「新書
故びらき」への参加である。
（儲報告

　

議会活動状況） １８‐Ｉ６４ 上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青３４）
甲１３２
甲２１１・三豊亭離員
フログ

東京土建の会の参加及び市民相榎の
ために自動車で移動した際の駐車増
代である。開催場所や開催時間の都
合上、繁華街や夜間であることにも
理由がある．
繋郡謡器羽謡辞髪
を伴うことにより政務活動であるこ
と１士否定されない－

＼＼

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１３５０５／０９国査大西 １，２（地 １，２｛刃
駐車増代，原町田３丁目第一駐車
増

　

．（原町田３ー３ー８）バイク
駐車場

　

１９時０２分～２０時４６分

　

「
会■」とされている

；錆街 １８一Ｉ７５ 中
左

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（青３４） 市政の在り方会議のために自動車で
移動した際の駐車場代である。会議
増所や参加者の都合上、繁華街や夜
間であることにも理由がある。′Ｊ

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１３６１２／１７調査大西

　

３，ＯＭ ３，醐
駐車増代

　

原町田３丁目第一駐車
場

　

（原町田３ ３ー８）バイク
駐車増

　

１２時４０分～１７時３２分

　

「
会麓」とされている

・繁華街
・長時間４時間５２分の駐車 １８‐Ｉ７４ 上

左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青３４） 憲法学習会の会議のために自動車で
移動した際の駐車場代である。参加
者の都合上、繁華街であることにも
理由がある．また、会議の所要時間
を考えれば最時間ではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
Ｏ

Ｈ１６‐１３７ 偶／２７鰯査大西
、
醐 醐

駐車場代

　

アイ
目第２駐車場ＩＥ
３丁目７）

　

１〔
「会議－とされて

ペツク原町田３丁
台駐車可（原町田
時０１分～１１時４３分

・繁華街 １８‐Ｉ７５ 上
左

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（青３３） 文学館会篇のために自動車で移動し
た廉の駐車増代である。会嫌増所の
都合上、繁華街であることにも理由
がある－

　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１３８０２／２１調査大西

　

棚

　

棚

駐車場代

　

ＴＰ原町田第５８駐車場
（市原町田６‐２３）

　

１６台駐車可
（１審車室から５暮車室までセブン
イレブン専用） １７時２９分～２０時
１９分「市民との打合せ」とされてい

：艦街
１８一Ｉ４７

上
中
↓

２１

　

Ｐ８・Ｐ９ピンク
●） 叔青を考える会の会嫌のために自動

車で移動した際の駐車場代である。
参加者の都合上．繁華街や夜間であ
ることにも理由がある．

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１３９０３ハ５国査白川

　

潮 馴
駐車増代 原町田第１９駐車増（原
町田４‐１８‐１）１９時５０分～２１時３２分
「会合」とされている

　

・

：競街
町田青年会嫌所の活動への参加であ
る。「町田青年会議所」「所属委員
会主催の例会で司会をしました」 ｌａ‐１

，

　

６３ 下
中

２１・ＰＢ・Ｐ９（赤●）
甲１３１
甲２１２（龍故利用状
況）

　

－甲２１３（原告報告
書）

町田市の防災減災に関する打合せの
ために自動車で移動した廉の駐車場
代である。イベント開催場所や時間
の都合上、繁華街や深夜であること
にも理由がある。
かかる打合せは、今後の町田市の防
災濃災のために取り組むべき課■を
見出すためのもので、政務活動に伴＼＼

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１４００３／１９鰯査大西

　　　

３００

　　　

３｛刈

駐車増代 原町田第１８駐車場（原
町田４丁目６） １１時３２分～１３時２８
分

　

「打合せ」とされている

　　　

．
ｉ繁華街
・長時間杓２時間の駐車

　　

′ １８－，

「

　

４９ 上
中 同上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１４１０７／１７鰯査大西

　　　

３Ｍ ３閲

駐車増代

　

原町田４丁目第一駐車
場（原町田４ー７‐１１）１０時５５分～１１
時５２分「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ

　

４８ 上
右

２１Ｐ

　

８・９（赤７８） 文化協会の会篇のために自動車で移
動した窯の駐車増代である。先方の
都合に合わせて鶴所，を■豊するた
め、繁華街であることにも理由があ

　　

，Ｏ

Ｈ１６‐１４２０５／２５顕査大西 １，醐

　

１，醐

駐車増代

　

原町田４丁目第一駐車
場（原町田４‐７‐１１）０８時５４分～
１８時１１分「打合せ」とされている

・繁華街
・長時間９時間１７分の駐車 １８‐Ｉ４９

上
右
↓

２１Ｐ

　

８・９（赤７８）

同上
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

＼

　

０

　　　

Ｈ１６‐１４３０１／２７罰査白川 １，醐

　　

１，００６
駐車場代ワンデーパーク原町田
第１駐車増（６ー１‐２１）１９時輯分
～２２時５８分「会合」とされている

・繁華街
・長時間３時間１８分の駐車
・深夜
・（白川磯員が緩める、高校同窓会
組織の会磯への参加）

ＩＢ‐Ｉ７１ 上
左

２１Ｐ

　

Ｂ・９（ピンク
１０）
甲６５（白川樽員ブ
ログ）

　　　　

市民相談のために自動車で移動した
際の駐車増代である。先方の都合に
合わせて鶴所や時間を■嚢するた
め、繁華街や深夜であることにも理
由がある．また、相談内容により所
要時間が３時間程度となることも当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

Ｏ

保守連合

　

駐車櫛代等４２７



支豊蕃支出日費目離
名
員 支出金風

原告らの
主張する
違法支出
甑

支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 鴇臨書トＮｏ位ー鎮収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田議員の主張

裁判所の
謬定する
違法支出

Ｈ１６‐１４４０７月２瀕査大西 馴

　

馴

駐車増代

　

ワンデーパーク原町田
第２駐車増

　

ＩＢ時０７分～１９時２１分
「打合せ」とされている

・繁華街
・夜間 １８‐Ｉ４８ 上

中

２１Ｐ

　

８・９（ピンク
２５） 福祉施設に関する打ち合わせのため

に自動車で移動した際の駐車場代で
ある。先方の都合に合わせて鶴所や
時間を■登するため、繁華街や深夜
であることにも理由がある。

ー

　　　　

０

Ｈ１６‐１４５ＯＢ／１２顔査大西 １，２（刀 １，２｛め

駐車場代

　

ワンデーパーク原町田
第２駐車増

　

ＯＢ時３２分～１１時１９分
「打合せ」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ４８

上
中
１

２１Ｐ

　

８・９（ピンク
２５）

執青委員会の打・ち合わせのために自
動車で移動した際の駐車増代であ
る．先方の都合に合わせて鶴所を篇
豊するため 繁華街であることにも
理由ぬ｛ある－

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１４６０８／３０顔査大西 ・１，１｛杓 １，．１（ぬ

駐車増代

　

ワンデーパーク原町田
第２駐車場

　

０８時４１分～１１時２３分
「打合せ」とされている

・繁華街 ← ４８
上
中
↓

２１Ｐ

　

８・９（ピンク
２５）

慰安婦辰に関する打ち合わせのため
に自動車で移動した際の駐車場代で
ある。先方の都合に合わせて場所を
離霊するため、繁華街であることに
も理由がある－

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１４７１１ハ６国査大西 獅 ９Ｗ

駐車増代

　

ワンデーパーク原町田
第２駐車増

　

１０時００分～１２時０７分
「打合せ」とされている

・繁華街
長時間

　

２時間７分の駐車 １８Ｉ４９
上
左
↓

２１Ｐ

　

Ｂ・９（ピンク
２５）

しるしる憲法の会のために自動車で
移動した際の駐車増代である。先方
の都合に合わせて鶴所を圃整するた
め、繁華街であるごとにも理由があ
る。また、金の所要時間を考えれば
昼蹄闇ではないぬ

Ｏ

Ｈ１６‐１・４８０９ハ８顕査大西 ３｛刈

　　　

３００

駐車増代 原町田第１８駐車増（原
町田４） ０９時３３分～１１時１１
分

　

「打合せ」とされている

・繁華街
・書道農の鑑賞。

１８‐Ｉ４８
土
右
↓

原町田４丁目
甲２１４－２・書道展

文化協会の会■のために自動車で移
動した際の駐車場代である。先方の
都合に合わせて鶴所を薗整するた
め、繁華街であることにも理由があ
る。 １
文化協会加盟団体の活動への参加
は、市の支損を掛る働きかけのため
の■書研究活動である－

，

　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１４９ｌｏハ３飼査白川 醐

　　　

６００

駐車増代 平野屋第３駐車増
（原町田３－３‐２６）１９時２７分～２１
時２５分

　

「会合」とされている
・繁華街
深夜 ｌａ‐Ｉ

　

６３
中
左

２１Ｐ

　

８・９（青３５） 町田を盛り上げることをテーマにし
た蹟漬のために自動車で移動した際
の駐車増代である．魔法増所や時間
の都合上、繁華街や深夜であること
にも擾由がある－

　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１５０１０／２２嗣査大西 醐

　

醐
駐車増代

　

タマバーク原町田第ｌａ
駐車場・（原町田４◆）１３時０３分～
１６時５８分「市民との打合せ」とされ
ている

・繁華街

　　　

１
最時間

　

３時間５５分の駐車 １８‐Ｉ４７
上
中
」 原町田４丁目

文化協会の会議のために自動車で移
動した際の駐車場代である。先方の
都合に合わせて鶴所を欄萱するた
め、繁華街であることにも理由があ

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１５１１１／０４瞬査白川 馴

　　　

５００

駐車増代タマバーク原町田第５５
駐車場（原町田４‐１２‐１５）２０時０１分
～２１時３０分「会議」とされている

・
深
繁
夜
筆街

１８‐Ｉ

　

７２ 下
中 原町田４丁目

町田法人会の会議に参加するために
自動車で移動した際の駐車場代であ
るふ先方の都合に合わせて鶴所や時
間を■壷するため、、繁華街や深夜であることにも理由がある。

　

－

Ｏ

Ｈ１６‐１５２１０／２４闘査新井 ２｛刈 ２｛ぬ

駐車増代 タイムズ町田シバヒロ
駐車増（中町１‐２０）１５時５２分～１６時
１８分「練地鋼壷」とされている

・繁華街
・短時間２０分の駐車

１８－Ｉ

　

６９ 下
右、

２１Ｐ

　

ａ・９（貴１） シバヒロの芝の状態の現地調査のた
めに自動車で移動した窯の駐車増代
である。現地欄査の内容から短時間
となることも当然あり得る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１５３１１／０５薗査白川

　　　

２｛樽 ２（め

駐車増代タイムズ町田シバヒロ
駐車場（中町１－２０）１４時３９分～１５時
０５分「現地調査」とされてしする

・繁華街
・短時間２６分の駐車
・同上

１８一Ｉ７０ 上
右

２１Ｐ

　

８・９（貴１） キラリまちだ察に参加するために自
動車で移動した際の駐車鶴代であ
る。開催場所の都合上、繁華街や深
夜であることにも理由がある。ま
た、視察や挨拶のみで所要時間が短
時間となることも当然あり侍る。

　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

‐

Ｏ

Ｈ１６‐１５４０１／３０圃査折井 ２（ぬ ２（地

駐車場代

　

ＮＰＣ２４Ｈ

　

町田中町駐車
増（中町１‐１２‐１８）１５時３７分～１６時
２１分

　

「親地倒査」とされている
・繁華街

１８－１

．

６８ 上
右

２１Ｐ

　

ａ・９（賞．） 中央学萱保育クラブの親地欄査のた
めに自動車で移動した際の駐車場代
である。圃査対象の場所からして繁
華街であるこ．とにも理由がある．

　　　　　

１

　

．

０

－－１５５０３ハ９醜査新井 棚 棚
駐車場代

　

ＮＰＣ２４Ｈ

　

町田中町駐車
増（中町１‐１２‐１８）１２時４３分～１４時
２２分「現地調査」とされている

・繁華街
，８－，

一

　

６８ 中
右

２１Ｐ

　

８・９（貴●） 器物損壊の相談を受けて親地■査を
行うために自動車で移動した隊の駐
車場代である。■査対象の増所から
して繁華街であることにも理由があ
る^

　　

Ｏ

　

・
Ｈ１６‐１５６０７／２５鰯査折井 １〔ぬ １（鳩

駐車増代

　

ＮＰＣ２４Ｈ

　

町田中町駐車
増（中町１‐１２‐１８）１４時２２分十１４時
３６分「親地鱗査」とされている

・繁華街
短時間１４分の駐車

１８一Ｉ

　

６９ 上
中

２１Ｐ

　

Ｂ・９（貴●） 器物損壊の相談を受けて親地圃査を
行うために自動車で移動じた際の駐
車増代である．１１壷対象の増所からして繁華街であることにも理由があ
る。また、鱗査内容により短時間で
終了することも当然あり得る。

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１５７０１／０８岡査大西 ２｛閑 ２｛め

駐車鶴代

　

ＴＰ中町第１５駐車増
（中町３－４） ０９時４９分～１０時３８
分－「市民との打合せ」どされてい
る

・繁華街
平成２９年町田市消防団出初式（会
増：町田市立町田第一小学校中町１－
２０‐３０）

１８－Ｉ４７ 上
右 甲１２６

資料受け取りのために自動車で移動
した際の駐車増代である。先方の都
合に合わせて場所を国整するため、
繁華街であることにも理由がある。

－

　　

・Ｏ

Ｈ１６‐１５８０１／２９国査大西

　　　

８（刀 ８｛鳩
駐車増代

　

ＴＰ中町第１５駐車増（中
町３一）１１時３４分～１５時２３分「市
民との打合せ」とされている

・繁華街
長時間

　

３時間４９分の駐車
１８‐

′

，４７
上
左
↓

文化協会の打ち合わせのために自動
車で移動した際の駐車場代である。
先方の都合に合わせて鶴所を■整す
るため、繁華街であることにも理由
がある．また、会臓の所要時間を考
えれば最時間ではない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　

．
０

Ｈ１６‐１５９０１／１４国査白川

　

馴 棚
駐車増代

　

ＴＰ中町第１０駐車増（中
町１丁目１２‐３１）１０時３９分～１１時４３
分

　

「打合せ」とされている
・繁華街

１８‐Ｉ７１ 下
右

フラッグツアー（町田市のイ，ペン
ト）に参加するために自動車で移動
した際の駐車場代である。イベント
開催場所の都合上、繁華街やである
ことにも理由めｔある^

　　　　　　　　　　

ｒ ・

　　　　

０

Ｈ１６‐１６００２／２７倒査白川

　

獅

　

醐

駐車場代▼タイムズ町田栄通り駐
車場（中町１４）１６時５２分～２０時５４
分

　

「打合せ」とされている

・繁筆街
最時間

　

４時間０２分の駐車
夜間

ＩＢ－Ｉ６４ 上
中

２１Ｐ

　

Ｂ・９（賞４５） 町田法人会の打ち合わせに参加する
ために自動車で移動した際の駐車増
代である÷先方の都合に合わせて場
所や時間を調整するため、．繁華街や夜間であることにも理由がある。ま
た、会議の所要時間を考えれば長時，

　　　　　

〆

　　

１、

　　　　　

ー

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１６１０３ハ９麓査白川

　　　

６｛節 醐

「駐車増代 テクニカルパーク町田
中町駐車増

　

１２時１５分～１６時１９分
「打合せ」とされている

長時間

　

約４時間の駐車
（白川議員が認める、高校同窓会組
織の会議への参加） １８－Ｉ６４ 中

左 甲６５
同窓会の会合に参加するために自動
車で移動した際の駐車場代である。
会合の所要時間を考えれば長時間で
はない。

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１６２０４／２８鰯査折井 棚 棚
駐車増代

　

ＴＰ中町第８駐車増（中町
２－２）１３時３０分～”時２０分

　

「現
地国査」とされている

利用目的が不明（町田街道にそっ
て、商店、オフィスビル、住宅の混
在する一角） １８‐Ｉ６９ 左

横断歩道が薄・〈なっていることに幽
する襲地調査のために自動車で移動
した際の駐車増代である。

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１６３０７／１７調査白川

　　

１００

　　

１００

駐車増代 サイクルタイムズ町田
栄通り駐車増

　

（中町１一）

　

１７
時回分～２０時０８分「会離」とされて
いる

長時間

　

３時間０４分の駐車
・夜間

１８－Ｉ７０ 中

２１Ｐ

　

８・９（賃４５）
市民との打ち合わせのために自動車
で移動した際の駐車場代である。先
方の都合に合わせて時間を■整する
ため、・夜間であることにも理由がある。また 打ち合わせ内容により所
要時間が３時間程度となることも当
然あり得る。

　

＼

　　　

Ｏ

Ｈ１６‐１６４０８／０５顕査白川

　　　

１０Ｏ

　　

１００

駐車増代 サイクルタイムズ町田
栄通り駐車増

　

（中町１一）

　

１７
時５７分～２１時１０分【会離」とされ
ている

　　　　　　

・、

長時間，３時間１３分の駐車・深夜

　　　　　　　　　　　　

－

１８一Ｉ７０ 上
中

２１

　

ＰＢ・Ｐ９（貴４５）
町田法人会の打ち合わせに参加する
ために自動車で移動した際の駐車場
代である。先方の都合に合わせて時
間を■豊するため、夜間であること
にも理由がある。また、会議の所要
時間を考えれば長時間ではない。

′

　　　

○

Ｈ１６‐１６５ｌｏ／２３錆査白川

　

，
醐

　　　

６００

駐車増代タイムズ町田中町４丁
目駐車場

　　

１２時５３分～１６時３０分
「打合せ」とされている

・長時間

　

３時間３７分の駐車
（白川議員がほめる、・高校同窓会組織の会議への参加） １８‐Ｉ６４

上
右
↓甲６５

同窓会の会合に参加するために自動
車で移動した際の駐車場代である。
会合の所要時間を考えれば長時間で
はない。

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１６６０９／０３圃査白川

　

６

　　　　

Ｍ 醐

駐車場代

　

タイムズ町田中町４丁
目駐車場

　

中町４‐１３

　

０９時０１分～
１４時３９分「打合せ」とされている

・長時間

　

５時間３８分の駐車
（白川議員が隠める、高校同窓会組
織の会議への参加）

　　　　

－ １８‐Ｉ６４
上
右
↓ 甲６５ 向上 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　

Ｏ

保守連合ノ駐車輩代等４２８



‘

　　

／

　　

‘

支誓書支出日費目麓
名
員 支出金甑

原告らの
主張する
違法支出 支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 暑．青
書

トーＭｏ位■甑収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 古田嫌員の主張

裁判所の
配定する
違法支出

Ｈ１６‐１６７０９ハ３国査白川 馴 剛

駐車増代 タイムズ町田栄通り駐
車増

　

中町ト４０

　

１８時３１分～２０時
４０分

　

「会議」とされている

・長時間２時間９分の駐車
・夜間
商工会離所の新入会員交流会への参
加である。（商工会磯所ニュースＶｏ，‐２４７）

　　　　

・
１８一Ｉ７０ 上

左 甲１３３

町田商工会雛所の会嫌に参加するた
めに自動車で移動した際の駐車増代
である．開催時間の都合上、夜間で
あることにも理由がある。会韻の所
要時間を考えれば最時間ではない。
地域の商工業者が集まる会合への参
加であり、地域の商工業者と意見や
情報を交換するためのもので、地域
経済の市政の扉富や市民の意思を把
廻し、市政に反映させるために必要
な活動のための支出である。

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１６８０９／０４鴎査折井 １（粉 １（め
駐車増代 町田中央公園駐車場
（ギオン） 旭町３‐２０イ辺「理地圃
書－－とされている

・時間記嫌なし
・スポーツ施設の私的利用 １８‐Ｉ

　

６９ 中
軟式野球大会開会式の親地■査のた
めに自動車で移動した際の駐車増代 Ｏ

Ｈ１６↓１６９０３／２６鰯査折井

　　

１０Ｏ １（粉
駐車鶴代

　

町田中央公園駐車増
（ギオン） 時間記錬なし

時間記嫌なし
スポーツ施設の私的利用 １８‐Ｉ

　

６８ 下
少年野球大会開会式の親地■査のた
めに自動車で移動した際の駐車場代 Ｏ

Ｈ１６‐１７００１／０６国書大西 １，０１掲 １，０８０

駐車増代いちのや駐車増（森野１－
２１‐１４）１１時０５分～１５時４４分「市
民との打合せ」とされている（

繁華街
長時間４時間３９分の駐車

１

，８－１４７ 上
左

文化協会の会■のために自動車で移
動した廟の駐車場代である。先方の
都合に合わせて場所を欄豊するた
め、繁華街であることにも理由があ
る。また、会議の所要時間を考えれ
ば墨時間ではない^

　　　

．

　　　

・

　　　　　　　　　

１

　　

Ｏ

Ｈ１１７１０９／１４鰯査大西 １，０８０ １，０８０

駐車増代

　

いちのや駐車増（森野
１‐２１‐１４）１０時４９分～１５略５１分１８００
円

　

Ｅ・１枚‐７２０円

　

「打合せ」
とされている

・繁華街
・長時間５時間０３分の駐車
フェスタ町田というイベントは平成
２８年９月１０日及び１１日に開催
されたものであり‘駐車がされた同
月１４日にその打合せがされたとは

１８‐Ｉ４８
上
中
↓

甲５１（タウンニュー
ス町田）

フェスタ町田の打ち合わせのために
自動車で移動した際の駐車増代であ
る。先方の都合に合わせて鶴所を■
豊するため、繁華街であることにも
理由がある。また、打ち合わせ，の所要時間を考えれば長時間ではない．

Ｏ

Ｈ１６‐１７２０９／１７■査白川

　　　

１！ｉｏ １！ぬ

駐車増代

　

タマバーク森野駐車場
（森野１‐１９‐７）‐１３時１７分～１３時２５分
「打合せ」とされている

・繁華街
・短時間８分の駐車

１８‐Ｉ

　

６６ 上
右

２１

　

Ｐ８・Ｐ９（縁４０） 市民相談のために自動車で移動した
廓の駐車場代である。先方の都合に
合わせて鶴所を■豊するため、繁華
街であることにも理由がある。ま
た、資料の受け渡しのみであったり
話の内容が短いこともあり、短時間
となることも当然あり得る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１７３１１ハ５圃査白川

　　

１００ １（ぬ
駐車増代

　

鰍森野パーキング（森
野１‐１４）１１時２３分～１１時４１分「
打合せーとされている

・繁華街・短時間１８分の駐車
１８一Ｉ７１ 中

右

　　　　　

．
同上

　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１７４０８／２０圃査白川 棚 棚
駐車場代

　

駅森野パーキング

　

′
（森野１‐１４） １０時４８分～１１時
４９分「会確」とされている

・繁華街
１８‐Ｉ７２ 中

　　

｛

　　　　　　　

ー

市民相隣のために自動車で移動した
顧の駐車場代である。先方の都合に
合わせて鶴所を■整するため、繁華
街であることにも理由がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１ Ｏ

Ｈ１６‐１７５１１／２８欄査大西 ６Ｍ 醐
駐車場代

　

大雄駐車場・「（森野１
‐１７－２）「市民との打合せ」とされ

・繁華街・時間なし

　

小田急百貨店・
町田店の駐車場 ＩＢ‐Ｉ５０ 上

左

　　　　　

′
同上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１７６０５／２４鰯査大西 １，３｛１０ １，３｛翰

駐車増代

　

ＴＰ玉川学園駐車増

　

１４
時１５分～１６時２２分「会議」とされて
いる

，小田急線玉川学園駅前

　

・同日、
同じ駐車場に、ほぼ同時間帯で駐車
Ｈ１６‐１７７、Ｈ１６‐１７８と矛盾 ｌａ‐Ｉ７５ 上

右２１Ｐ

　

１７

明日の日本を考える会町田会議のた
めに自動車で移動した曝の駐車場代
である。保守連合所■の複数麓員が
別々 の自動車で移動するため、同時
間帯の使用であることは当然であ

１，３〔ぬ

Ｈ１６‐１７７０５／２４圃査大西 棚 棚
駐車場代

　

ＴＰ玉川学園駐車増

　

１５
時３５分～１６時１１分

　

「打ち合せ」と
されている

・同上
ＩＢ‐Ｉ４９ 上

中
１

２１Ｐ

　

１７ 問上 棚

Ｈ１６‐１７８０５／２４顕査大西 ３｛粉

　　　

３｛ぬ
駐車増代

　

ＴＰ玉川学園駐車場

　

１５
時４７分～１６時ＯＢ分打ち合せ」とき

・向上
１８‐Ｉ４９ 上

右
」

２１Ｐ

　

１７ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ Ｏ

１１／０５岡査折井 ２｛鳩 ２｛め

駐車増代

　

ナビバーク玉川学園第
１駐車場

　

１３時１６分～１３時２２分
「現地繍査」とされている

・利用目的が不明（小田患綿玉川学
園駅前）
・短時間６分の駐車 ＩＢ‐Ｉ

　

６８ 上
左２１Ｐ

　

１７

位ｔ指定道路にかかる住宅の現地■
査及び写真撞影のために自動車で移
動した際の駐車場代である。撮影の
みであったため、短時間となること
も当然である‐

　

‐

　

Ｏ

ＨＩト１８０１０／１６鰯董大西

　

醐 ６｛力
駐車場代

　

市立総合体育館第１駐
車場

　

ｏａ時１２分～１５時１９分

　

「研
修会」とされている

・スポーツ施設の私的利用
・長時間的３時間の駐車 Ｉａ‐Ｉ７３ 上

中

ダンス協会の研修会のために自動車
で移動した際の駐車増代である．会
の所要時間を考えれば長時間ではな

　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　

Ｏ

１一，０７／１７国書白川 １００

　　　

１（力
駐車増代

　

町田市立総合体育館第
１駐車場

　

０９時５８分～１０時４８分
「打合せ－とされている

・スポーツ施設の私的利用
１８‐Ｉ６６薯

来賓として柔道大会に参加するため
に自動車で移動した際の駐車増代で
ある‐

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１８２０９／０９国賓白川 ２００ ２（刃
駐車場代

　

町田市立総合体育館第
１駐車増

　

１７時５９分～２０時４５分
「穂地韻査」とされている

・スポーツ施設の私的利用
・夜間・長略間２時間４６分の駐車
・白川議員ダンス隣響会参加 ＩＢ‐Ｉ

　

６５ 上
右

甲４２－１（本人プロ
グ）

町田ダンス協会の会議に参加するた
めに自動車で移動した際の駐車増代
である．会離の開催時間の都合上、夜間である二とにも饗由がある。ま
た、会議の所要時間を考えれば最時

２００

Ｈ１６‐１８３０９ハ６圃査白川 １（地 １〔め
駐車増代

　

町田市立総合体育館第
１駐車増

　

１８時１１分～１９時４３分
「打合せ１とされている

・スポーツ施被の私的利用
・夜間 １８‐Ｉ６４ 下

左甲４２‐２ 同上 １００

Ｈ１６‐１８４０９／３０圃査白川 １５０ １５０
駐車鶴代

　

町田市立総合体官館第
１駐車増

　

１８時２４分～２０時４９分
「打合せ１

　

とされている

・スポーツ施設の私的利用
・夜間・最時間２時間２５分の駐車 １８‐Ｉ６４

上
右
」

甲４２‐１（本人プロ
グ） 同上

　　　

‐ １５０

Ｈ１６‐１８５ｌｏ／”圃査白川 １（地

　　

１仰
駐車増代

　

町田市立総合体育館第
１駐車増

　

１８時３５分～１９時３９分
「打合せ１

　

とされている

・スポーツ施設の私的利用
・夜間 ＩＢ一Ｉ

　

６６ 上
中

甲４２－１（本人，プロ
グ） 同上

　　　　

，

　　　　　

‘

　　　　　　

′ １００

Ｈ１６‐１８６ｌｏ／２８眠白川 １翁 １モめ
駐車鶴代

　

町田市立総合体育館第
１駐車場

　

１８時２２分～２０時５１分
「頚地■書１

　

とされている１
・スポーツ施校の私的利用
・夜間・長時間２時間２９分の駐車 １８‐Ｉ７１ 下

中
甲４２‐１（本人フロ
グ） 同上 １５０

Ｈ１６‐１８７１１／０４圃査白川

　　　　

１（め １（粉
駐車鶴代

　

町田市立総合体育館第
１駐車増

　

１８時２９分～１９時５２分「
擾地■本ーとされている

・スポーツ施設の私的利用
・夜間 １８‐Ｉ６５ 中

左
甲４２－１（本人フロ
グ） 向上 １００

Ｈ１６‐１８８１２／鋼鹸査大西

　　　

５｛力 馴
駐車増代

　

市立総合体育館第１駐
車増

　

１１時２３分～１７時１２分「研修
会」とされている

・スポーツ施設の私的利用
・長時間５時間４９分の駐車 １８‐Ｉ７３ 下

左

ダンス協会チャリティー研１１会のた
めに自動車で移動した際の駐車であ
る。研修会の所要時間を考えれば長
晴間ではない^

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１８９０５／０７鯛査白川

　

中 醐
駐車増代・マイパーキング成瀬駐
車増

　

１６時５１分～１９時４５分

　　

「
打合せ」とされている

・長時間２時間５４分の駐車
・夜間
・青年会麓所主催の「わんぱく相模
町田場所」開催、ただし、開催時間
は昼間。

１８‐Ｉ７１ 中 甲４６

総合体育館でのわんぱく相模に参加
するために自動車で移動した醸の駐
車場代である。大会の所要時間や開
催時間を考えれば長時間ではない
し．夜間であることにも理由があ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
Ｏ

Ｈ１６‐１９０‐０６／ｎ欝査大西

　

１，醐 １，醐
駐車場代

　

パークつ〈し野駐車場
１２時５５分～１９時２６分

　

「会篇」，とさ
れている

・長時間駐車６時闇３１分の駐車
・夜間

１８‐Ｉ７５ 中

教育を正す飽方藁員の会の会議のた
めに自動車で移動した際の駐車増代
である。会繍の所要時間を考えれば
長時間ではない。また、開催時間の
都合上、夜間であることにも理由が
ある^

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１９１０６／２２圃査大西 ３，獅 ３，醐
駐車場代

　

パークつ〈し野駐車増
１１時５０分」１８時４７分・「打合せ」
とされている

・長時間駐車６時間５７分の駐車
１８一Ｉ４９

上
左

　　　　　　　　　

「 同上

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１９２０４／０２貫査白川

　　　

１０Ｏ １（め
駐車増代

　

町田市立室内プール駐
車場

　

１４時４０分～１５時４９分「糠地
■査」とされている

・スポーツ施設の私的軍
・目的、内容、根拠がね
て「鱗壷」がなされたかｌ

１用
Ｋ、事実とし
ま極めて疑わ １８‐Ｉ７０ 下

左
さくらまつり
換をするため
の駐車増代で

において市民と情報交
に自動車で移動した際
ある．

　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　

Ｏ

Ｈ１６‐１９３０７／２７躍査大西

　

６

　　　　

Ｍ 醐
駐車増代 カノープス■川駅前駐
車増

　

１５時２８分～１７時１６分

　

「打
合せ」とされる。

・利用目的不明（鶴川駅前徒歩５分。
打ち合わせに適した鶴所はない。）

ｌａ‐Ｉ４８
上
左
↓２１

　

ＰＩ９

市民との打ち合わせのために自助車
で移動した瞳の駐車場代である。先
方の都合に合わせて場所を欄豊す
る．会話のできる場所であればどこ
であっても打ち合わせは可能であ

　　　

○

Ｈ１６‐１９４０１／０７贋査大西 ６Ｍ

　　　

６｛刃
駐車増代

　

ザ・パーク■
（■川駅前）１２時４２分～
「市民との打合せ」とされ

川駐車場
１５時０６分
る。

・利用目的不明（鶴川駅前徒歩８分・打
ち合わせに適した場所はない。）
・長時間２時間２４分の駐車
・軒書文化の祭鼻への＊加ｈ

１８一Ｉ４７ 上
中

２１

　

ＰＩ９
甲２１４一２ 向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
Ｏ

Ｈ１６‐１９６０１／０８国査大西

　

醐

　

６

　　　　

Ｍ
駐車場代

　

アイベック■川第１駐
車増

　

１４時０５分～１４時５９分

　

「市
民打合せ」とされる。

・利用目的不明（■川駅前徒歩４分．
打ち合わせに適した蝿所はない）
・駐車時間５４分の駐車
・市民囲暮大会への参加．囲暮大会の
様子を報告した参加者のブログに大
西議員の姿もある．

ｌａ‐Ｉ４７
上
右
↓

２１

　

ＰＩ９
甲２１４一Ｉ
甲２１４一２
甲２１８

市民団書大会の打ち合わせのために
自動車で移動した際の駐車場代であ
る。先方の都合に合わせて増所を欄
豊する。会話のできる場所であれば
どこであっても打ち合わせは可能で
ある．文化協会加重団体の活動への参加
は、市の支援を得る■きかけのため
の■書研究活動である^

　

，
Ｏ

　　

ｒ

Ｈ１６‐１９６０７ハ８圃査白川

　

醐

　　　

６００
駐車場代

　

ＴＰ事の台団地駐車増
１８時２５分～２０時２８分

　　

「打合せ」
とされている

・長時間２時間０３分の駐車
・夜間

１８‐Ｉ

　

６５ 中

轟の台の自治会との打ち合わせのた
めに自動車で移動した際の駐車増ｆｔ
である．先方の都合に合わせて時間
を欄壷するため、夜闇であることに
も理由がある。また、打ち合わせの
所要時間を考えれば長時間ではな

　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　

Ｏ

　　　　

２，醐

保守連合

　

駐車蟻代等

合計額

　　　　　　　

８１，６１０

４２９



支
出
′響
号

支出日費目■員名 支出金甑
原告らの
主張する
違法支出

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 箸臨書
．

トＮｏ位電領収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田嫌員の主張

三三テ

ー

０８／２３研修 古田 １，８〔め １，８（刃

第３１回市民向けのセミナー「
戦時中に作られた珍しい映像作
品を見る」施設使用料
（保守連合吉田つとむ事務所主
催）

・市民向けのセミナーであり、会派
の政務活動費ではない。

、

１７‐２篭字

９１上
左，９１上
中，９１上
耐
左，９２

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　

， ‐

　　　　　

、

　　　　　　　　　

／

　　　

－

・
①この講演は、．市民に歴史文化′を学ぶ機会を作るとともに、会
派議員たる補助参加人吉田勉が
参加し、市民の文化に対する意
見や総嫌を収集するごとを目的
としていた．町田市では文化芸
術活動の振興を目指しており
（丙ＢＩ）」市民への歴史・文化
の面養は１冥標題である。会派
蟻員と市民との直接的な意見交
換・意見交流は、市政の問題点
や解決方法を発見し、市政への
適切な反映を図る．要な会派活
動である。
⑦主催について「吉田つとむ事
務所」との麦記はあっても、「後援会活動は別スタイル」の
付記、「町田市議会鑓員

　

保守
連合」の肩書も付さ．れていて、
会派性は損なわれていない。

Ｏ

三豊０２／２８研修 吉田 ６００ ６００

第３２回市民向けのセミナー「平
成２８年度市議会開催について、他」施校使用料
（保守連合吉田つとむ事務所主
催）・

　　　　　　　　

，

」同上 ，，一薯３
９１下
左，９１下
『９

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　

′

，

′

　　　　　　　

′

①このセミナーは、議会におけ
る主たるテーマや予算案につい
ての見通し等を市民に説明する
とともに、雄会における会派の
発言に生かすため、参加者の露
見を求め、協議するために開催
されたものである。したがづて
会派活動との関連性は密接であ
る。
②「吉田つとむ（保守連合）」
との会派名が明記されていて会
派活動であることが明らかであ
る。

Ｏ

三三室０６／２３研修 折井 １０，餌｝Ｏ １０，０００彩うん年豊麗
８サポーターズ

・市民団体、「よさこいチーム・ぞっこん町田」の年会費であり・年会費
は団体に所■する私人が当鱗団体と
の関係を維持するために支出するこ
とを要する費用である。上記団体
は、よさこい踊りを行うチームをサ
ポートするためのものであり、政務
活動としての支出ではない。

１７「２９４ 甲７５

ぞっこん町田．９８は、踊
り会費は、まちづくりに携
わる団体の支援会の構成員
として、まちづ〈りを遣め
る市民の市政参画を学ぶた
めの経費であり、研修・研
究費として使途基準に沿っ
た適法な支出である。

１０，０００

媛判所の聴定
する違法支出
甑

１０，０００合計額

　　　　　　　　

１２，４｛め
，９
祭
〈

平 ０５／２４研修 新井 １０，０００ １０，０００
ぞっこん町田９８．サポーターズ
クラブ年会費・

・同上 １８

ｒ

ー２１０２ 中 甲７５

ぞっこん町田「９８は、顔
りを中心とする祭りの開催
を通してまちづ〈りに携わ
る組織で、・′町田の秋の４大祭りの１つである「キラリ
町田祭」において、全国か
らよさこいの団体を招き、多くの観客を呼び寄せる町
田の中心的な組織のひとつ
である。サポーターズクラ
ブは、同組犠の支援のため
の会であり、新井よしなお
自身は、「ぞっこん町田’
９８Ｊ

　

の会員ではない。会
費は、，まちづ〈りに携わる団体の支援会の構成員とし
て、まちづ〈りを進める市
民の市政参画を学ぶための
支出であり、市民の声を市
政に反映させるために必要
な鋒・である^ 、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

１０，０００

…；；ｌｏ／３１研修 折井 ５０，３２４ ５０，３２４
希望の塾への参加費

　

（政治団
体 都民ファーストの会

　

主
催）

・一政治団体が主催する研修への参
加費であり、この研修への参加自体
が政治活動としての意味を持つか
ら、この支出は政務活動費として研
修費に核当しない。

１８‐２
１０５

１０８

都民ファーストの会主催の
勉強会に参加費を支払い、
市政に活かすために勉強し
てきたものであり、まさに
使進基準や運用指針が想定
する研修費である。

　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，
Ｏ

‘，

　

‘

　　

，

　

‘

　　　

ｒ

　

．

　　　

．

　

，

　　

－‘

ー

　　　　　　　　　　　　

１０，０００合計額

　

′

　　　　　　

６０，３２４

ご｝７０５ハＢ研修 吉田 ６，醐 ６，ＯＭ

構師

　

宿泊代
（宿泊先

　

ラポール千弄閣）
・市民向けのセミナーであり、会派
の政務活動費ではない。

１９－２
、

４９ 上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

①この時のセミナーのテーマ
は、「地場塵業・商店街の繁盛
店づ〈り」である。町田市、町
田市議会では、商店街の活性化
は１冥標題の－つであり（丙
ＢＩ）、かねてから補助参加人吉
田勉は離会での問題提起を行っ
ており、さらに商店街の持統可
能性等の標題究明に取り組むた
め本セミナーを開催した。こ‐れ
は市政における会派の意見・提
案を織り上げるために実施され
たものであって、会派の政務活
動である。

　　　

）
②主催は「町田市議会撞員

　

保
守連合会派 吉田つとむ事務
所」として会派活動であること
が明記されている。

ー

　　　

Ｏ

ロ圭７０６／０１研修 古田 ７７，０００ ７７，０００
セミナー臨師謝金、交通費（税
込）．

　　　

（吉田つとむ事務所
あての領収■）

．同上ノ ＩＰ‐２ ４９ 中

　　　　　　　

ブ
同上′ Ｏ

＝ミ７０６／０１研修 吉田 ５，５（刀 ５，５｛鳩
施般使用料（町田市民フオーラ
ム） ・同上 ＩＰ‐２ ５２ 同上 Ｏ

一

　　　

Ｏ合計額

　　　　　　　　　

８８，５（粉

保守連合研修費等４３０



支
出
書
号

支出日 費目

　

貰員名 支出金額
原告らの
主張する
違法支出
甑

支出内容

　　　　

・ 原告らの主張する違法性を裏付ける事情輔導、
シート

　

Ｎｏ 位ー領収事以外の関連柾
拠 会派保守連合の主張 吉田■員の主張

鍵跨
茅支出

　　　

棚
ー親

　　　　　　　　　

．資料

　

大西

　

３６，収）８ ３６，４０８
－蚊紙屑峡（産軽新聞）Ｈ２６年４月
～Ｈ２７年３月まで（再発行）３６，４０８円

　

手書き領収事 日付２７，３．２８

私的な資料
議員■人宅での新聞鵬陳貴
議員個人宅は東京都選挙暫理委員会に後
援会事務所所在地として政治団体豊慨し
ている。

＊１偶‐^ 上 甲２１９

一般斬聞の騨践は、瞳員に相
応しい徴養を身に付けるとと
もに、日々 刻々 と賞わる政
治、経済、社会情勢について
最新の情報を取得するための
情報収集手段であり市民の
■を市政に反映させるための
前提として必要な活動であ
る。運用指針においても、資
料購入費の例示として新聞鵬
入費が挙げられており、１１査研究活動のために必要な経費
として当然に想定されている
支出である。

　　

Ｏ

葺こ； 真料

　

大西 蛸，蝋 蛸，肌
一般紙鵬鱗

　

隣売新聞

　

Ｈ２６全科月
～Ｈ２７年３月分まで

　

４８，仲４円

　

手
書き領収書

　

日付２７．４．４
同上 圭ｒ１０４一^ 下 甲２１９ 同上

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

　　　

…
三瀦

　　　　　　　　　　　

＼

資料 吉田 ４８，４４４ 幅，粥
一般紙鵬騰

　

陳売新聞４月分
４，０３７円×１２ケ月

　　　　

縄，…円
同上′ 指２９５～９７ 甲２１９

一般紙の闘覧は、一般教養の取得．離員にふさわしい教養を身に付けるのに賞するも
のであり、また、日々吏化する政治、経済
及び社会の信実について最新の情報を取得
しておくことは－市民の戸を市致に反映さ
せるための前提として必要な活動である。
ごれは自宅で鵬陵する場合であっても同様
であり、会派の貫査研究活励に関係するこ
とは、すでに広く総められ一般化している。

　　

Ｏ

…≧≧ 費料
，
新井 ”，７

　

４

　

４，４０７
一般紙鵬隣

　

陵売新聞４月分
４，０３７円×１１

　　　　　

．４

　

４，収）７円

同上
契杓の住所には、離員は住んでおらず、東京都選挙管理委員会に後援会事務所所
在地として政治団体量錬している増所。

１霜２１仰～
１０４ 軍霜 同上

　　

Ｏ

合叶１１

　　　　　　　

１７７，７０３

三三字 資料 折井

　

４，０３７

　　

４，０３７
一般紙の鵬鱗挽売新聞

　

４月
４，０３７円

　　　　　　　

（玉川学園
８‐１８‐２３）

同上 ｉ亮三３

　

１２４

　　　

ｒ

甲１５４
甲２１９

ー般新聞の鵬践は、離員に相
応しい教養を身に付けるとと
もに、日々 劇々と奮わる政
治、経済、社会情勢について
量斬の情報を取侍するための
憎報収集手段であり、市民の■を市政に反映させるための
前提として必要な活動であ
る．運用指針においても、資
料鵬入費の例示として新聞購
入費が挙げられており、欄査
研究活動のために必要な経費
として当然に想定されている
支出である。

　　

Ｏ

　　

１ 資料 新井 ３６，７７３ ３６，７７３
一般紙の鵬擦 東京析聞５月分
３，３４３円×１１か月

　

３６，７７３円

　

玉
川学園８‐１８‐２３

向上 鋳ぎ３１〒” 軍靴 同上

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

ｉ三
資料

　

古田 ４８，粥 縄，榔
一般紙の騨隣

　

騰売新聞
４月分４，０３７円×１２ヶ月

　

，４８，４≠１４円（成瀬が丘１‐１４‐１２サンホワイトＥ‐
ｌｏ３－１３）

私的な資料
議員■人宅での新聞鵬鱗費

　　　

■員欄人宅は東京都選挙管理委員会に後
援会事務所所在地として政治団体登録し
ている。 ＊亨駐～ 甲２１９

ー般紙の閲覧は、．－般枚養の取特、議員に
ふさわしい教養を身に付けるのに賞するも
のであり、また、日々賓化する政治、経済
及び社会の情勢について最新の情報を取得
しておくことは、市民の戸を市政に反映させるための前提として必要な活動である。
これは自宅で鵬麟する鳩合であっても同揺
であり、会釈の欄査研究活動に関係するこ
とは、すでに広く駆められ－般化している。

，

　　

Ｏ

資料

　

大西

　

３６，収）８

　

３６，４０８
」蚊紙の騨隣座経新聞
Ｈ２７年４月～Ｈ２８年３月まで３６，４０８円手書き領収書

私的な資料
職員■人宅での新聞庸醗費
領収書が手書きであり、信悪性が疑わしｇ

　

１４１ 甲２１９ 同上

　　

Ｏ

二資料

　

大西

　

４８，４４４

　

４８，４４４
一般紙の鴎鱗院亮新聞
Ｈ２７１科月～Ｈ２８年３月分まで４８，蝋円手書き領収書

同上

　　　　

・

　　　　　　　　　　

／ 丑看３１４１ 甲２１９

　

．

　

， 向上

　　

Ｏ

　

合計額 １７４．１０６

　　　　　　　　　　　　　　

／

　

１

　　

Ｏ

三＝ 資料 斬井

＼
３，３４３

　

３，粥 ー般紙麓陵東京新聞４月分
３，綿３円

同上
契杓の住所には、議員ば住んでおらず、東京都選挙管理委員会に後援会事務所所
在地として政治団体豊像している塙所。

ｉ暫３リ将

，

上軍靴

一般新聞の鵬鷹は、議員に相
応しい教養を身に付けるとと
もに、日々 刻々と賞わる政
治、経済、社会情勢について
最新の情報を取得するための
憎報収集手段であり、市民の
戸を市政に反映させるための
前提として必要な活動であ
る．運用指針においても、資
料購入費の例示として新聞購
入費が挙げられており、霞峯
研究活助のために必要な経費
として当然に想定されている
支出である。

？

資料 折井

　

”，収）７

　

４

　

４，４０７
一般紙薦隣毎日新聞４０３７＊１１＝
４４，４０７

同上 １者３ 中軍擢 同上

　　

Ｏ

　　

胴
ー卿

＼

資料

　

古田
一…４８，４４４

一般紙鵬膜嫌売新聞４月分４，０３７円Ｘ１２ヶ月

　　　　

４８，帥４円

私的な資料
離員■人宅での析聞鵬隣費
瞳員■人宅は東京都選挙管理委員会に後
援会事務所所在地として政治団体登録し
ている。 誓言３１祐 甲２１９

ー般紙の閲覧は、一般教養の取得、離員に
ふさわしい枚養ぎ身に付けるのに資するも
のであり、また、日々賓化する政治、経済
及び社会の情勢について霞折の情報を取得
しておくことは、市民のーを市政に反映させるための前提として必要な活動である．これは自宅で鵬焼する増合であっても同種
であり、会派の国査研究活動に関係すること／は、すでに広く総められ一般化している．

　　

Ｏ

＝２０１９／３／３１＊料

　

大臣

　

３６，私）８

　

３６，収）Ｂ
一般紙鵬携産経新聞

　

２８仝４月～
Ｈ２９年３月まで

　

３６，４０８円

　

年度末
の手書き領収書

同上 圭が

　

１２８ 上甲２１９ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

豊１Ｈ２９４月２ 資料

　

大西 輯，報 ４８，．４４４
一般紙鵬嫌鱗売新聞

　

Ｈ２８年４月
～Ｈ２９年３月分まで

　

４

　

８，御４円

　

手
書きの領収書（年度を超えて支払
い）

向上 漸３

　

１２８ 下甲２１９ 向上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　

０

資料 も川

　

１２，６００

　

１２，６００
ー般紙鵬隣 日経電子版２
現～３月

　

４，２００ｘ３ヶ月

　

１
円

１７年同上

　

・ 誓言３ 甲２１９ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　

Ｏ

合計額

＝；≧

・

　

／

＊ 折井

　

４，．０３７

　

４，０３７
ー蚊紙騨陵毎日新聞

　

４月，分４，０３７円

同上
契約の住所には、瞳賃は住んでおらず、東京都選挙管理委員会に後援会事務所所
在地として政治団体豊嫁してＬ、る増所。＊５

　　

４ 上墨寵

一般新聞の鵬践は、議員に相
応しい教養を身に付けるとと
もに、日々 刻々と吏わる政
治、経済、社会情勢について
最新の情報を取得するための
情報収集手段であり、市民の
■を市政に反映させるための
前提として必要な活動であ
る。運用指針においても、資
料薦入費の例示として新聞購
入費が挙げられており、■査
研究活艶のために必要な経費
として当然に想定されている
支出である。

　　

Ｏ

叫言 資料

　

折井

　

３０，０８７

　

３

　

０，０８７
一般紙鵬慶東京新聞．５月分
３，綿３円×９ケ月

同上 島旨

　

５４ 中塁審 向上

　　

Ｏ

雪；

「

費料 吉田

　

４

　

４，４０７

　

”，収）７
ー蚊紙鵬醗

　

離売新聞４月分
４，０３７円×１１か月‐

　　　

４

　　　　

４，４０７円

私的な資料
離員■人宅での新聞鵬狭量
■員■人宅は東京都選挙管理委員会に後
援会事蕎所所在地として政治団体豊蝕し
ている。 ＊

ー

　

５８ 甲２１９

一般紙の閲覧は、一般枚妻の取得、嵐員に
ふさわしい教養を身に付けるのに賞するも
のであり、また、日々壷化する政治、経済
及び社会の情勢について裁断の憎報を取揚
してお〈ことは、市民の戸を市政に反映させるための前提として必要な活動である。
これは自宅で鵬陵する場合であっても同様
であり、会派の国董研究活動に関係することは、すでに広〈認められ一般化している．

　　

Ｏ

　　　　　　　　　　　

合汁唖

　　　　　　　　

７８，５３１
保守連合

　

資料購入費４３１



馨 支出日 費目■員名支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 苓ｇート伽位ー領収書以外の風連
証拠 会派保守連合の主張 吉田離員の主張

；揺－２０１５ハハ 広報

Ｊ

　

会

，

派

　

４３，２〔鳩

　　　

４３，２｛刈意見広告

　

貧相新聞

会派の宣伝広告

１６

‐

一３霊

　

ｆ

、

　　　　　　　　　　

、

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

意見広告は、広〈市民に対
して会派の政策や立場を知
らしめることにより、これ
を知った市民から意見や情
報等が寄せられることにも
つながり、市民との意見交
換等の契檀として重要な広
報手段である．運用指針では、意見広告が
選挙活動目的と混在しない
よう、■人名のみは不可と
し、会派名を記載するもの
とされており、実際に意見
広告の内容を見ると、保守
連合の意見広告は、会派の
政策や立鵠を市民に表明す
るに過ぎず、宣伝広告では

．

　　　　　　　　　

・

，

　　　　　

Ｏ

裁判所の懲定
する違法支出

合汁１１・，

　　　

・

　　　

４３，２｛鳩

ｇ掲－２０１６ハハ 広報

　

会派

　

４３，２（鳩

　　　

４３，２（粉意見広告賞相新聞

会派の宣伝広告であり、政務譲査と
はいえない

１７‐４１５７

’

　　　　

ｒ
ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

意見広告は、広く市民に対
して会派の政策や立場を知
らじめることにより、これ
を知った市民から意見や情
報等が寄せられることにも
つながり 市民との意見交
換等の契機として！要な広
報手段である。運用指針では、意見広告が
選挙活動目，的と混在しないよう ■人名のみは不可と
し、会派名を記載するもの
とされており、実際に意見
広告の内容を見ると、保守
連合の意見広告は、会派の
政策や立場を市民に表明す
るに過ぎず、宣伝広告では

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

０

、

２０１６／１１／２４広報 会派 １５，６〔滑′

　　

１５，６｛鳩５２円ハガキ

　

３００枚

　

鵬入
大ーのハガキ購入
（３００枚を郵送した事実がなし）
用途が不明である。

　

′ １３９ 甲１９３
”＝
増ハｈ“Ｌ－

甲
斯
は
出

の４、１４０頁のとおり、よしなぉが活動報告の
きを郵送するために支
た経豊である－

　　　　　　　　　

／

　　　

Ｏ

÷
－２０１７／１／２４広報 ＊

　

４３，２（粉

　　　

４３，２１００意見広告

　

武相新聞

会派の宣伝広告であり、政務鶴査と
はいえない

ＩＢ一４１４７

　

１
．

　　　　　　　　　　　　　　

・

意見広告は、広く市民に対
して会派の政策や立場を知
らしめることにより、これ
を知った市民から意見や情
報等が書せられることにも
つながり、．市民との意見交換葛の契楓として重要な広
報手段である。運用指針では、．意見広告が選挙活動目的と混在しない
よう、■人名のみは不可と
し、会派名を記載するもの
とされており、実際に高見
広告の内容を見ると、保守
達舎の意見広告は、会派の
政策や立鶴を市民に表明す
るに過ぎず、宣伝広告では

　　　

Ｏ

合計楓

　　

‐

　　　　　　　

５８，８｛刈
ー

２０１７／１１／２９広報 古田 ２２７，２３２

　　

２２７，２３２
議会報告秋号 選挙のための広報である。

領収書等貼付用紙の３ではじまる番
号は吉田嫌員のものと思われる

１９一４
下左

醐 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一

　　

，

　

′，
補助参加人吉田が、会派の謄金輯告
として、平成２６年から平成２９年にか
けて定期的・趣儀的に同規模で発行
している広報聴であり（両Ｂ２ないし
丙ＢＩＯ）、選挙の．ための広報ではな

　　　

Ｏ

ｇみ７ま２０１７／１１／２９広報 吉田 １７８，６３２

　　

１７８，６３２
離会報告秋号

　

新聞折込 同上 １９‐４下右３剛

　　　　

．

　　

・同上

　　　

Ｏ

…２０１７／１２／Ｉ広報 会派

　

７，７５６ ７，７５６
ポスティング代とし１
（１１月２２日～１１月２５日）１，８９０枚

　　　　　　　　　　

、

新井よしなお■員が支出した、選挙
のための広報である。以下、Ｈ１７‐５４まで．総甑１，１４７，４ＢＩ円となる）領収書等貼付用紙の１ではじまる番
号は新井議員のものと思われる

１９‐４上・１酬コ１６

　　　　　　

Ｊ

褐票のための宣伝ではな
い。市議会議員選挙前の時期
は、投票先を検討する市民
が各会派とその所属離員の
活動、政策等の情報収集を
集中して行う時期であり、意見交換の契纏として高い
効果を待られる時期であ
る．そのため、同時期に広
報費の支出を集中させるこ
とにより、有効に市民の反
応を操ることができ．その
意見を市政に反映すること
可能となる。・このことは、議会の審議能力を強化し、篇員の鱈壷研究活動の充実
を図るという、政務活動費
鯖度の趣旨に合致するもの
であり、適法な支出である
ことば国らかである．

　　　

７，７５６

ｇ丑７‐２０１７ハ２ハ９広報

　

会派

　

２６，７３０

　　　

２６，７３０
メイン閲用
（６．０００部）

同上 博一４

　

６３１醐ｌ 同上

　　

２６，７３０

ｇ１７‐２０１７ハ２ハ９広報

　

会派 ２１，５〔粉

　　　

２１，５（粉
メイン駅用 同上 １９‐◆

　

６４１棚２ 同上

　　

２Ｌ，５｛め

Ｈ概７ー２０１７／１２／２５広報

　

会派

　

１０，２７５ １０，２７５
保守連合嫌会報告新井地域版０１
（２，０００部）

同上
１９－‐４

　

６５１醐３ 同上

　　

１０，２７５

ｇ当７ー ２０１８ハハ広報

　

会源

　

４３，２｛め

　　　

４３，２（粉
意見広告

　

武相新聞
会派の宣伝広告であり、選挙のため
の広報である。政務調査とはいえな
し、
領収書帯貼付用紙の５ではじまる書
号は金泥ーとしてのものと思われる

１９‐４

　

１０６綱 同上

　　

ｒ

　　　　　　　

－
）

　　

ｏ

ｇｉ７‐２０１８ハハＩ広報 会派

　

１２，３００・・

　　　

１２，３（め
保守連合議会報告玉川学園版
（７，０００部）

・折井よしなお議員が支出した・選
挙のための広報である。

　

以下、Ｈ１７‐７２まで
領収書等貼付用紙の１ではじまる番
号は折井■■のものと思わ血る

１９‐き６６

，

１醐４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

同上

　　　

１２，３〔掩

肝 ２０１８ハハＩ広報

　

会派

　

５，６１０

　　　

５，６１０
保守連合■金報告平成３０年１号
（２，５００部） 同上 １９‐ー６７

・
１棚５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・
同上 ５，６１０

ｇみ７‐２０１８ハハ１広報

　

会派

　

４０，７２０

　　　

４０，７２０
保守逮合篇会報告平成３０年１号
（３０，０００部）

同上
１９－４

　

６８１醐６ 同上 ４０．７２０

誓各７－２０１８ハハ８広報冬派 ｌｏ，９２０

　　　

１０，９２０′
保守連合議会報告中町旭町版
（５，５００部） 同上 １９－◆

　

６９１鋤７

　　　　

ノ
ー

　　　

Ｆ
同上

　　

１０，，９２０

日み７－２０１８ハハ８広報

　

会派

　

１２，９２５

　　　

１２，９２５
保守連合麓会報告原町田号
｛６，５００部） 同上 １９－４

　

７０１醐 同上

　　

１２，９２５

ｇｉ７‐２０１８ハハ８広報

　

会派

　

４２，１９０ ４２，１９０
保守連合議会報告平成３０年２号
（２５，０００部） 同上 １９一４

　

７１１棚９ 同上

２０１８ハハ８広報

　

会派 １５３，７６０

　　

１５３，７６０
郵送代

　

２４８０通（町田郵便局） 同上 １９－４

　

８１

　

１叔）１８ 同上

２０１８ハハ８広報

　

会派 １０８，５６０

　　

１０８，５６０
郵送代－

　

１，１８０通（町田郵便局）同上 １９一◆

　

８１

　

１秋）１９ 同上

２０１８ハハ９広報

　

会派

　

１３，５０９

　　　

１３，５０９
郵送代

　

１７１通（町田西郵便局）同上 １９‐４

　

８１

　

１６０２０ 同上

２０１８ハハ９広幅

　

会派

　

２８，０４５

　　　

２８，０４５
郵送代

　

３５５通（鶴川郵便局） 同上 １９一４

　

ａｌ

　

１秋）２１ 同上

２０１８／１／２１広義

　

会派

　

９，１３０

　　　

９，１３０
保守連合議会報告森野旗
（５，０００部） 同上 ＩＰ‐‘７２

　

１税）１０ 同上

２０１８／１／２３広報

　

会派

　

８５，１０５

　　　

８５，１０５
保守連合薦会輯告平成３０年３号
（３０，０００部）

同上
１９‐４７３１６０１１ 同上

２０１８／１／２７広報

　

会派

　

１３，３７０

　　　

１３，３７０
保守連合議会報告平成３０年３号
（３，０００部）

同上

　　　　　　　　　　　　

●

　　

．１９一◆

　

７４

　

１１ぬ１２ 同上

２０１８／１／２８広報

　

会派

　

２８，８５０

　　　

２８，Ｂ５０
保守連合議会報告平成３０年２号増
刷版

　　　　　　　

（１７，鰍）部）
同上

１９一４

　

７５

　

１猷〕１３ 同上

２０１８／２／７広報

　

会派

　

２６，６８５

　　　

２６，６８５
保守連合議会報告平成３０年３号増
剛版２

　　　　　　

（４，５００部）
同上

１９－４

　

７６

　

１６０１４ 同上

芋ｉ７－ ２０１８／２／７広報

　

会派

　

１６，４５０

　　　

１６，４５０
保守連合議会報告平成３０年３号増
刷分
（２．５｛鳩部）

同上

　　　　　　　　　　

‐ １９‐４

　

７７

　

１６０１５ 同上

　

ｌ

　　　

ｔ

　　　　

ｉ

　　

ｒ

保守連合

　

広報費４３２



璃 支出日 費目■員名支出金額
原告らの主張
する違法支出

　

唖
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情 饗島－トＮｏ位■領収書以外の関連
証拠 会派保守連合の主張 吉田嫌員の主張

１秋）１７ 同上 ４２９，８８１享ゑ７－ ２０１８／３／２広報

　

会派 ４２９，８８１

　

・

　

４２９，８８１

ポスティング代として
①１月３１日～２月３日玉川学園チ
ラシ（７，嫌）牧）②１月３１日～２月３日減税チラシ
（３０，９５７枚）③２月７日～２月１０日（２４，７００枚）④２月１４日～２月１７日（４２，０８０枚）

同上

１９－４

芋；７－ ２０１８／２／４広報

　

会派 ２１５，２５０

　　

２１５，２５０郵送代

　

２６２５通

　

（町田郵便局）
選挙活動である

領収書等貼付用紙の２ではじまる番
号は大西議員のものと思われる

１９－４

　

９６２６ＭＩ 同上

　　　

Ｏ

裂７－ ２０１８／３／５広報

　

大西 ２３５，１０５

　　

２３５，１０５

ポスティング代として
①２月７日～２月１０日

　

３０，鰍）牧（軒並み）
②２月１４日～２月１７日

　

１７，５００枚（戸建指定）

選挙活動である
同上

１９－４９７，９８２醐２ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　

Ｏ

裁判所の隠定
する違法支出

１，１〔図，２７１合汁甑

　　　　　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　

＼

；；；；１１．；

保守連合

　

広報費４９３



支
出
番
号

支出日費目 簾員
名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

甑
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　　　　

事情
葺拠書

トＮｏ位ー領収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張

裁判所の
総定する
違法支出
輔

ｍ
淘 １２／２２通信 不明 ２６，０００ ２６，０００ ハガキ購入，５２円ハガキｘ５００

ハガキで郵送をした事実が確匿でき
なし、 ；写す４１１９ 甲１９３

新井よしなおが活動報告
のはがきを郵送するため
に支出した経費である
（丙ＡＩＯ）。はがき
は、情報発信のための手
段として最も一般的なも
ののひとつであり、議会
報告等の会派の広報手段
として用いられたもので
ある一

Ｏ

…；；０１／０７通信 不明 ２，７（鳩 ２，７〔鳩

ハガキ交換・購入

　

５０ｘ４６０枚
２３，仰コ円分のハガキを持ち込
み、下記↓２３，４００円に交換

　

交
換手数料、交換差金合わせて
２，７（め円

用途が不明

　　　

．・
５０円ハガキと５２円ハガキの交換の差
額と手数料合計２，７００円の支払いであるにもかかわらず、実態のない
「支出」１十上。

１６‐４１ＩＢ

　　　　　　　　　　　　　　　　

、

同上 Ｏ

Ｈ１４
０１／０７通信 不明 ２３，４（滑 ２３，４（鳩 ハガキ購入

　

５２円ハガキｘ４５０枚
ハガキで郵送をした事実が確総でき
ない
同上

　　　　　　　

‐
１６‐４１１８

　　　

．

　　　　　　　　　

－ 同上

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼
２３，４（め

Ｈ１４
０４／３０通信 折井 ＩＢ０，０００ １８０，０００

電話代等

　

１５，０００×１２ヶ月

・自宅の電話料金である。
・支払い証明書（内沢）別紙

　

（事
由）固定電話・携帯電話他

　

（支払
先）ＮＴＴ，ＫＤＤＩ他とあり（別紙）
に嫌員名と上限額１月１５，００ｏｘ１２カ月＝１８０，０００円、合計金額７２０，０００とある。

１６一４
１２１

１２２

１

　　　

Ｌ

運用指針は、電話代等の
通信費についても、ガソ
リン代等と同様、政務活
動と政務活動以外の諸活
動との区分が困難である
ことから、会派所属議員
・人あたり年額２４万円
の限度額を設けている。
保守連合の各議員は、同
指針に従い、使途基準及
び運用指針に適合する範
囲で経費としての通信量
の支出を報告しているの
であり；限度内のものに
ついて使途基準に違反す
る支出と隠定する余地は
ない。
なお・折井よしなおの電
話代について、自宅と事
務所の電話番号がそもそ
も違うため、自宅の固定
電話の汁上などではな
〈‐原告らの主張は誤り
である。

　　　

ー

　

′

　　　　　　

．

′

９０，０００

Ｈ１４
０４／３０通信 大西 １８０，０００ １８０，０００

電話代等，・１５，０００×１２ヶ月

・同上

１６‐４
１２１

１２２

　

′

１

　　　　　　

′

　　

′

運用指針は、電話代等の
通信費についても、ガソ
リン代等と同様、政務活
動と政務活動以外の諸活
動との区分が困難である
ことから、会派所属議員
１人あたり年額２４万円
の限度顔を投げている。
保守連合の各議員は、同
指針に従い、使途墓準及
び運用指針に適合する範
囲で経費としての通信費
の支出を報告しているの
であり、限度内のものに
ついて使途基準に違反す
る支出と鑑定する余地は
たない。

　

，

　　　　　　　　

，また、政治活動や選挙活
動にも充てていない。

．

　

“

　　　　　　

－ ９０，０００

Ｈ１４
０４／３０通信

÷
１８０，似）Ｏ １８０，０００

電話代等・１５，０００×１２ヶ月

・同上

１６‐４
１２１

１２２

′

　　　　　　　

▼

　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　

，

　

′

①町田市では、通信費ー；つい
て、支出の性格の区別困難回避
のため、按分方式によるのでは
なくて上限額方式を採用してお
り、会派保守連合の通信費支出
は、いずれの時期についても運
用指針等の定める上限甑の範囲
内での充当となうているため、「使途基準に合致した政務調査
費の支出がされなかったことを
推総させる一般的・外形的事
実」●及び使途基準違反の事実は
ない。

　　　　　　　　　

・

　　　　

，、
②当該回線は、いずれも補助参
加人吉田が自宅を起点として行
う政務鯉壷・政務活動に用いる
ものである。

　

′
⑨補助参加人吉田は選挙の際は
別達選挙事務所を開き電話番号
も別回線を開設していた。

９０，０００

；０４／３０通信 白川 １８０，０００ １８０，０００
電話代等

　

１５，００ＯＸ１２ヶ月 ・同上 １６‐４１２１

　　　　

． 同上 ９０，０００

　　　　　　　　　　　　　　　　　

３８３，４００合計額‐

　　　　　

７７２，１（鳩

Ｈ１５
通信 折井 １８０，０００ １８０，０００

電話代

　

Ｊ－ＣＯＭＫＤＤＩ

　

利用一覧
表

・使途が不明
携帯電話料金であるが、内容が全〈
不明。複数台分の料金と推測され
る。議員の家族などの利用料金が含
まれている可能性も高い
・電話番号の所在地は、東京都選挙
管理委員会に後援会事務所所在地と
して政治団体畳捺している「新井よ
しなお後損金」の場所。 １ｇｉ５１６４

／

甲１５４

運用指針は、電話代等の
通信費についても、ガソ
リン代祷と同様、政務活
動と政務活動以外の諮活
動との区分が困難である
ことから、会派所属議員
１人あたり年額２４万円
の限度額を設けている。
保守連合の各議員は一同
指針に従い、使途茎草及
び運用指針に適合する範
囲で経費としての通信費
の支出を報告しているの
であり、限度内のものに
ついて使途基準に違反す
る支出と鑑定する余地は

　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′
３５，１３７

署三〒

，

　　　

ノ

通信 吉

．

田 １８０，０００ １８０，０００
電話代

　

Ｊ－ＣＯＭ

　

ＮＴＴ東日本

　

利
用－覧表
（内訳は補助参加人吉田第４準
備書面３貫記載の表のとおり）

・同上
・議員雷人宅は東京都選挙暫理委員
会に後援会事務所所在地として政治
団体登録している。

茎三野三１７３ 甲２１９～２２３

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

①町田市では、通信費につい
て、－支出の性格の区別困難回避
のため、按分方式によるのでは
な〈て上限額方式を採用してお
り、会派保守連合の通信費支出
は、いずれの時期についても運
用指針等の定める上限額の範囲
内での充当となっているため、「使途基準に合致した政務調査
費の支出がされなかったことを
推総させる一般的・外形的事
実」及び使途基準違反の事実は
ない。
②当該回繍は、いずれも補助参
加人吉田が自宅を起点として行
う政務鯛査・政務活動に用いる
ものである。
⑨禰助参加人吉田は選挙の際は
別途選挙事務所を開き電話番号
も別回藻を開設していた。

８４，６４９

霊 通信 大西 ７１，８２４ ７１，８２４電話代

　

ドコモ
・同上

１７‐５１９１ 甲２１９
同上
また‘政治活動や選挙活
動にも充てていない。

３５，９０８

保守連合

　

通信運搬費４３４



支
出
番
号

支出日費目 離員
名 支出金額

原告らの
主張する
違法支出

憧
支出内容 原告らの主張する違法性を裏付ける

　　　

－

　　　

事情
征拠蕃

トＮｏ位ー領収書以外の関連証
拠 会派保守連合の主張 吉田議員の主張

裁判所の
認定する
違法支出
甑

…；ｉ 通信 白川 １７６，９４５ １７６，９４５
電話代 ＫＤＤＩ

　

ソフトバンク１
ソフトバンク２

　

ワイヤレス
ゲー‐ト利用一覧表

・同上
・電話番号の所在地は、－東京都選挙管理委員会に後援会事務所所在地と
して政治団体登録している「政治を
かえる金」の場所である。 ゑ畜５２０３ 甲２１９ 同上

　　　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

５９，６３０

２１５，３２４合計額

　　　　　　　

６０８，７６９

…二

　　　

＼

通信大西 １４７，８０１ １４７，８０１ 電話代

　

ＮＴＴドコモ

　

固定電話

・使途が不明
携帯電話、固定電話の料金と推測さ
れる。議員の家族などの利用料金が
含まれている可能性も高い
・議員個人宅は東京都選挙管理委員
会に後援会事務所所在地として政治
団体登録している。

２１９ １５５ 甲２１９

運用指針は、電話代等の
通信費についても、ガソ
リン代等と同様、政務活
動と政務活動以外の諸活
助との区分が困難である
ことから、会派所属離員
１人あたり年甑２４万円
の限度醸を設けている。
保守連合の各議員は．同
指針に従い、使途基準及
び運用指針に適合する範
囲で経費としての通信費
の支出を報告しているの
であり、限度内のものに
ついて使達基準に違反す
る支出と認定する余地は
なし、。
また‐政治活動や選挙活
動にも充てていない。

７３，９（鳩

Ｈ１６

　　　　

Ｌ

通信折井 ２４０，０（鳩 ２４０，０（｝Ｏ

～

ｎｉｆｔｙプロバイダー・携帯電話
固定電話（Ｊ－ＣＯＭ）

・同上
・電話番号の所在地は、東京都選挙
管理委員会に後援会事務所所在地と
して政治団体豊妹している「新井よ，
しなお後援会」の場所。

誓言５１５８

　　

＼

甲１５４
甲２１９

　　　　　　　

－

運用指針は、電話代等の
通信費についても、ガソ
リン代等と同様、政務活
動と政務活動以外の樽活
動との区分が困難である
ことから、会派所属議員
１人あたり年贋２４万円
の限度贋を設けている。
保守連合の各議員は、同
指針に従い、使途墓準及
び運用指針に適合する範
囲で経費としての通信費
の支出を報告しているの
であり、限度内のものに
ついて使途基準に違反す
る支出と埋定する余地は
ない。

　　

「

　　　　　　　　　　　　

．

８１，３３４

豊宣

　

′

通信白川 １３４，３５２ １３４，３５２ワイヤ，レスゲートＫＤＤＩ

・同上
；電話番号の所在地は、東京都選挙
管理委員会に後援会事務所所在地と
して政治団体豊鯨している「政治を
かえる会」の場所である。

２１９ １７６ 甲２１９
同上
また、政治活動や選挙活
動にも充てていない。

　

、
６７，１７６

Ｈ１８
通信吉田 ２０３，２９９ ２０３，２９９

固定電話代・ファックス代・
ケーブル契約・モバイル費

・同上
・議員個人宅は東京都選挙管理委員
会に後援会事務所所在地として政治
団体登録している。

≧ＩＰ１８１

　

ノ

甲２１９～２２３

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、′

　　

、①町田市では、通信費につい
て、支出の性格の区別困難回避
のため、按分方式によるのでは
な〈て上限額方式を採用してお
り、会派保守連合の通信費支出
は、いずれの時期についても運
用指針等の定める上限額の範囲
内での充当となっているため、′「使途基準に合致した政務鯛査
費の支出がされなかったことを
推匿させる」殻的・外形的事
実」及び使途基準違反の事実は
ない。
②当該回線は、いずれも補助参
加人吉田が自宅を起点として行
う政務調査・政務活動に用いる
ものである。
②補助参加人吉田は選挙の際は
別達選挙事務所を開き電話番号
も別回線を開設していた。

１０１，６４９

３２４，０５９合計額

　　　

，

　　

７２５４５２

＝晃

　　　

１

通信斬井 １７３，２４３ １７３，２４３
携帯電話代

　

ｎｉｆｔｙプロバイダー
料

・使途が不明
携帯電話、固定電話の料金と推測さ
れる。議員の家族などの利用料金が
含まれている可能性も高い
・電話番号の所在地は、東京都選挙
管理委員会に後援会事務所所在地と
して政治団体豊嫌している「新井よ
しなお後援会」の鳩所。

誓言５
１０９

１２２

　　

Ｊ

甲１５４
甲２１９

運用指針は、電話代等の
通信費についても、ガソ
リン代等と同様、政務活
動と政務活動以外の緒活
動との区分が困難である
ことから、会派所属議員
１人あたり年額２４万円
の限度額を設けている。
保守連合の各雇員は、同
指針に従い、僕遠Ｌ基準及
び運用指針に適合する範
囲で経費としての通信費
の支出を報告しているの
であり、限度内のものに
ついて使途基準に違反す
る支出と認定する余地は
ない。
なお、新井よしなおの電
話代について、自宅と事
務所の電話番号がそもそ
も違うため、自宅の固定
電話の計上などではな
く、原告らの主張は擦り
である。

、

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　

‘

　　

－

　

，

８７，５９７

ご亮 通信

、

吉由１９９，０６１ １９９，０６１
ＮＴＴ電話

　

２台

　

携帯代１台
Ｊ一以）Ｍ

・同上
・議員個人宅は東京都選挙管理委員
会に後援会事務所所在地として政治
団体登録している。

，
１２３

１３２
甲２１９～２２３

ー

　　　　

．

　　

，．

　　　

・
①町田市では、通信費につい
て、支出の性格の区別困難回避
のため、按分方式によるのでは
なくて上限頓方式を採用してお
り、会派保守連合の通信費支出
は、いずれの時期についても運
用指針等の定める上限額の範囲
内での充当となっているため、「使途基準に合致した政務鱈査
費の支出がされなかったことを
推饗させる－般的・外形的事
実」及び使途暮準違反の事実は
ない。
②当該回線は‐いずれも補助参
加人吉田が自宅を起点として行
う政務調査・政務活動に用いる
ものである。
③補助参加人吉田は選挙の際は
別途選挙事務所を開き電話番号
も別回綿を開設していた。

９６，７５０

ＩＢ４，３４７合計額

　　　　　　　

３７２，３０４

保守連合

　

通信運搬費４３５

　

・



（別

　

紙

　

３）

町田市議会政務調査費使途基準の運用指針

　　　　

この運用指針は、町田市議会政務調査費の交付に関する条例（平成１３年３月町田市条例第

　　　

１７号）及び町田市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則（平成１３年３月町田市規則第

　　　

９号）の定めに基づき、各会派の政務調査費に関する事務等の円滑かつ適正な運用を図るため、

　　　

必要な事項を定めるものとする。

１．使途基準の留意事項

」Ｌ
楼
究
職
費 る者。

（イ）会派室において政策立案等を
補助する者。

～

　

， ｒ
日額、月額、時間単価・雇用期
間」日数、仕事内容を別紙１「臨時
職員雇用報告書」に記入して提出

　　　　　　　　

－

　　　

１

　　

１一

　　

一

　　　　　　　

．－－

　

：１

　　　　　　　　　　　

ト十

るものとする。なお、支払証明

　　　

１

　　　　　　　

ｈ

　

－“

　　　　　　　

ー

　

１

　　　

・

”一

　

事又は源泉徴収票を発行するもの

　

とし、写しを収支報告書に添付す
，

　

る。

　　

・
，

　

」′

　

る。なお、その上限額は「町田市臨

みとめ人件歎かかる交通費は実費とす

み

　

時職員に関する規則」に基づく単

　

価を準用する。

　

／

１ｉ（４）雇用賃金は「町田市臨時職員に関

‘

　　　

－

　　

；
　

　　　　

　

　　　

　　
１

　　

１
‘

　

．

　　

・

　　

も

‘

　　　　　

‘

人

　

件

　

費

ｉ

　

ノｒ

　　　　　　

／

　　　　　

．

　

・

●

　　　　　　　　　

．・

　　　

１１１１１１１１１１１１」・１」．’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．●．●．●．

する規則に基づく臨時職員の賃金
単価」を参考に適正な金額を支給
す，るものとする。

（５）家族・親族の雇用にかかる経費は

　

支出できないものとする。
』 －

　

－
ｒＬ

『 仙一二 －－

　

－－－ 「 －－ Ｗ

　　

一－－一

　

三
－

－！

４３６



　

項

　

目 内

　　

容 例

　　

示 留 意 事 項

　　

／」

調査活動費

．会派の行う調査研
究活動のために要
する経費

交通費（鉄道賃、船
賃、航空賃、バス
代、タクシー代）、宿
泊費、負担金等、車
借上料、燃料費（ガ
ソリン・軽油代）、有
料道路通，行料、駐
車場代等

（１）管外視察の交通費は実費とし、経

　

・済性、効率性（金銭的、時間的）を
、 考慮するものとする。

（２）日当については支出しないものと

　

する。

（３）宿泊料は実費とし、町田市議会議

　

員の報酬及び費用弁償等に関す
．る条例に基づき算定した額を限度

　

とする。なお、食事代こみで料金が

　

設定されている場合は、宿泊料の

　

みの実費を把握することが困難な

　

ため、宿泊料に食事代を含むもの

　

とする。

　　　　　

・
－

　　

～

　

，

（４）管外視察等は、予め別紙２「視察

　

の実施について」を提出し、視察

　

後３０日以内に別紙３「視察報告

　

書」を議長に提出する。

（５）個人視察の場合は、議員個人名

　

により会派視察と同様に別紙４「視

　

察の実施について」、
Ｌ別紙５「視察

　

報告書」を議長に提出するｏ

（６）海外視察を実施する場合の届出
・等は管外視察と同じ扱いとする。

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　

ふ

：７）国家公務員等の旅費に関する法
、′

　

律中、内閣総理大臣等その他の

　

者の相当額

　

、

　

（ア）日当については支出しないも．

　　

のとする。

　

（イ）宿泊料は実費とし、上記法律に

　　

基づき算定，した額を限度とする。－

　　

なお二食事代こみで料金が設定

　　

されている場合は、宿泊料のみ

　　

の実費を把握することが困難な

　　

ため、宿泊料に食事代を含むも

　　

のとする。

　

１

　　

‐

８）町田市長等の給与に関する条例

　

．別表第３食卓料は、船賃及び航

　

空賃のほかに食費を要する場合に

　

限り支給する。

　　

．
・調査活動費

：ｉト，一

４３７



示灘
扇

　
　　

内

　

、 容

　　

；，

　　

例

　

、 示

　　

一

　

．

　　　　

留 意 事，項項

　

目
‐ｉ

　　　

内 ÷

　

容

　

一

　　

，

　　

－－一
芸 派 のゑ－－コ 査会派の行う調査研 交通鱒（鉄蒲雷詞圏－（９）自家用車の燃料翼は１人当たり年
究活動のために要

　

賃、航空賃、バス』

　　　　　　　

ｆ－代、タクシー 代）、宿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

額１２万円以内とする。
する 経 費

　　　　　　　　　　　

‐
（１０）燃料費に洗車料、ワックス、メ ンテ

ナンス費用は含まないものとする。

（ｎ）交通費は原則として、領収書を徴
する。鉄道、バスで領収書の徴
が困難な場合は、支払証明書に

別紙６「交通費支出記録簿」を添
付するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｉ
　

」＝（１２）パスネット、イオ力一ド、バスカード
は使用済みのカードを添付するも
のとする。 ｒ

＝
Ｓｕｉｃａカ ード・ＰＡＳＭＯカ ードは 履

歴印字で打ち出した紙を添付する
ものとする。
ただし、．「交通費支出記録簿」で

も可能とする。
ず

　　　

，
調査活動費

１４
、
）自動車借り上げ料については、バ，

（

ス、レンタカーの利用料とし、領収

　　　　　

．●

　　

．］
’．

　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

′

　

ｌ に利用期間、行き先、目的を記
するものとする。

　　　　　　

（１５）駐車場代の支出にあたっては、領駐
収
等

　　　　

　

　

　　 　　　　　　　　
．

　　　　　　　　　　　　　　

－１

，－；
１１

＝
，

　

１

（１６）ＥＴＣを利用した場合は、料金の確

とする。

　　　

’

ｋ・７）タクシー代及び有料道路通行料のタ
支
等

・

′

　

－
ｒ
１ 出にあたっては、領収書に目的

を簡潔に記入するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

「－－【‐」Ｌ

　　　

，－－－－

　　　　　　　　

≧

　　　　

‐

　　　

ｗ

　

－ 、一

４３８

．・・‐．「１Ｌｒ．「１ｒ１１１１１



４３９

　　　　　　　　　　　　　　

１

項

　

目 内

　　

容
Ｆ

　　　

例

　

．
示 留意事項

研修・研究・
会議費

会派が研修会等を
開催するために必
要な経費、他団体
が開催する研修
会、講習会等への
参加に要する経費
及び会派が行う調
査研究のための調
査委託に必要な経
費

会場費、器材借上
料、講師謝金、出席
者負担金、会費、資
料代、調査委託料、
授業料等

（１）政策立案等のためのコンサルタン

　

ト委託経費及び条例研究等のため

　

の顧問弁護士費用等とする。

（２）コンサルタント等への調査研究委

　

託については、領収書にあわせ

　

て、委託先、委託期間、委託金

　

額、委託内容を別紙７「調査研究

　

委託報告書」に記入して提出し、

　

成果物については会派で保管す

　

るものとする。

（３）研修費は、会派が研修会等を開催

　

するためにかかる会場費、器材借

　

上料、講師謝金、又は他の団体の

　

主催する研修会、講習会等への出

　

席者負担金とする。

（４）会議費は、会派が調査研究を目的

　

として開催する勉強会や意見交換

　

会にかかる会場費‘器材借上料、

　

講師謝金とする。

◎ 会派が研修会等を開催したとき、

　

又は、他の団体が開催する研修

　

会、講習会等に参加したときは、開

　

催案内等、会議内容が確認できる

　

資料類を添付するものとする。

【６）授業料については、研究内容が市

　

の施策に関するもので市民に成果

　

を還元できるものであるものとす

　

る。また、授業の講座名や内容の

　

わかるものを添付する。

　　

学位・資格が取得できるものは、

　

これに含めないものとする。

７）、宿泊を伴う研修会への参加は調査

　

活動費で支出するものとする÷



「

　

項 目 内

　　

容

　

ノ 例

　　

示
「

　　　

’ ′

　　

留 意 事 項

資料作成費

会派の行う調査研
究・政策広報に必
要な資料の作成に
要する経費

印刷費、コピー代、
製本代、写真代、資
料作成委託料等

Ｆ
（１）会派の印刷物は、領収書に名称、

　

内容、部数、単価等を記載する。

（２）作成した資料等は、会派において

　

保管するものとする。

（３）資料作成委託については、委託

　

先、委託期間、委託金額、委託内

　

容を別紙８「資料作成委託報告

　

書」に記入して提出するものとす

　

る。， ‐

　　　　　　　　　

資料購入費

会派の行う調査研
究活動のために必
要な資料の購入に
要する経費

新聞購入費、雑誌
購入費、図書購入
費、電子メディア購
入費、電子コンテン
ツ購入費等 →

（１）参考図書、新聞、雑誌等定期刊行

　

物の購入費、追録代、電子メディ

　

ア・電子コンテンツ購入費等とす

　

る。

（２）書籍、雑誌、その他の資料は、名

　

称、冊数、単価等を領収書に記載

　

するものとする。

（３）調査研究に適さない図書等の購
， 入は不可とする。

広

　

報

　

費

会派の調査研究活
動、議会活動及び
市の施策について
市民に報告し、広
報するために要す
る経費

　　　　　　

．

広報紙及び報告書
の印刷製本代、郵
送料、新聞折込代、
意・見広告代、イン
タ ー ネットホ ー ム
ページ運営費等

（１）インターネットホームページ運営費

　

．（作成」運用・維持・管理）は会派

　

所属議員１人当たり実費の２分の１

　

とし、年額１０万円を限度額とする。

（２）インターネットホームページ運営費

　

は、会派の広報活動としてホーム

　

ページの作成・運用・維持Ｌ・管理の

　

際に係る÷切の費用を対象とす

　

る。
－

　　　　　　　　　　　

・

〔３），インタ」ネットホームページの開設

， 者名は、個人名のみを不可とし、

　

会派名も記載するものとする。

：４）広報紙、報告書、意見広告の発行

　

者名は、個人名のみを不可とし、

　

会派名も記載するものとする。
ー

５）広報費で～報告書等の印刷代、郵

　

送料（切手、はがき代等）、新聞折

　

込代等を支出するときは、領収書

　

に当該印刷物等の見本を添付す

　

るものとするｄ

６）広報紙、報告書、意見広告の各発

　

行回数は、制限しない。

　　

４４０



「

”
項

　

目 内

　　

容 ｒ

　　　

例

　

， ．示
「

　　　　　　

留 意 事 項

通信運搬費

会派の行う調査研
究活動のために必
要な通信運搬に要
する経費

はがき代、切手代、
電話代、ファクシミリ
代等

　

，‐

（１）通信費（固定電話、携帯電話、ファ

　

クシミリ、インターネット回線使用

　

料）については、会派所属議員１

　

人当たり月額１５，０００円を限度に

　

支出することができるものとする。

（２）インタ」ネット回線使用料は、会派

　

所属議員が調査研究活動としてイ

　

ンターネットを利用する際の費用

　

（回線使用料・プロバイダ契約料な

　

ど）とする。

事

　

務

　

費

会派の事務運営に
必要な経費

消耗品購入費、備
品購入費、事務機
器代、、複写機等リー
ス代等

（１）備品については、別紙９「政務調

　

査費によって購入した備品の取り

　

扱いについて」により使用・管理す

　

るものとする。

（２）備品は、１件３万円以上のものと
， し、リ，一ス又はレンタル契約による

　

ことも可とする。なお、品名、契約

　

先、契約期間、契約金額が確認で

　

きる書類は会派で保管するものと

　

する。

際）政務調査費により購入したＯＡ等

　

．事務機器の補修代、リース等によ

　

るＯＡ等事務機器の保守点検料

　

は、
・支出できるものとする。

：４）ＯＡ等事務機器の保険料は支出

　

できないものとする。

５）消耗品を購入した場合は、二領収書

　

に物品等の名称を具体的に記載
、 するものとする。

６）携帯電話の購入費は、支出できな

　

いものとする。

４４１



２．政務調査費として支出，できない経費

１．交際費的な経費‐

　　

俄別、慶弔、寸志、病気見舞い、年賀状購入・印刷代、名刺印刷代等

２．政党の活動に属する経費

　　

党費・党大会賛助金・党大会参加費、党大会参加のための旅費等
３．選挙活動に伴う経費

　　

パンフレット・ポスター 等

　

′

４．食事のみに要する経費

５．その他名目の如何を問わず議員個人に支給する経費

３．定額・按分の考え方について

１．実費弁償の原則

　　

調査研究活動は会派（議員）の自発的な意思に基づき行われるものであることから、政務調

　

査費は、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で、市政に関する調査研究

　

に要した費用の実費に充当（実費弁償）することを原則とする。

　　

ただし、調査研究のために目．家用車を使用した場合の交通費（燃料代）、海外視察の際の

　

食卓料及び通信費（固定電話、携帯電話、ファクシミリ、インターネット回線使用料）について

　

は、実費の把握が困難であること等から、ｒ定の基準（定額を上限）で充当する。

２．按分の考え方
‐

　

会派（議員）の活動は」議会活動、選挙活動、政党活動、後援会活動等と多面的であり、一

　

つの活動が政務調査活動と他の活動の両面を有し、津然一体となっていることが多くあり、明

　

確に区分することが困難であると考えられる。

　

、． このことから、活動に要した費用の全額に政務調査費を充当することが適当でないと認めら

　

れる場合にあっては、各活動の実績に応じた按分により充当することが考えられる。

　　　　　

ー

　　　　　　　　　　

．

　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

」

４．領収書について

１．領収書のあて名は、原則として会派名とする。なお、所属議員がＬ人の場合には諸，派とする。

　

ただし、領収書のあて名が所属議員である場合は所属する会派解；を明記する。
２．口座振込により支出した場合は、領収書が発行されない場合に限り払込金受領証を添付する

　

ものとする。

３．クレジットカードにより支出した場合はゞ 領収書に代え「利用控え」を添付するものとする。

４． 口座から、自動引き落としされている場合は、その通帳の写しを添付書・類とする。‐

　　　　　

ョ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

５．施行期日

　

この運用指針は、平成１９年１０月４日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。
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（ 別

　

紙

　

４）

町田市議会政務活動費使途基準の運用指針

　　

この運用指針は、町田市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年３月町田市条例第

　

１７号）及び町田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則（平成１３年３月町田市規則第

， ９号）の定めに基づき、各会派の政務活動費に関する事務等の円滑かつ適正な運用を図るため、

　　　

必要な事項を定めるものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

』

１．使途基準の留意事項

－

　

．
＾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，・

　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，・

項

　

目 内

　　

容 例

　　

示 留意事項

人

　

件

　

費

会派の行う政務活
動を補助する職員
を雇用する経費

給料、賃金、交通
費－諸手当等

（１）政務活動を補助する職員は、次の

　

とおりとする。

　

（ァ）会派室において事務に従事す

　　　

る者。 －

　

（イ）会派室において政策立案等を

　　　

補助する者。

（２）日額、月額、時間単価・雇用期

　

間、′日数、仕事内容を別紙１「臨時

　

職員雇用報告書」に記入して提出

　

するものとする。なお、支払証明書

　

又は源泉徴収票を発行するものと

　

し、写しを収支報告書に添付す

　

る。

　　　　　　　　　　　　　　

‐

〔３）人件費にかかる交通費は実費とす

　

る。なお、その上限額は「町田市臨

　

時職員に関する規則月こ基づく単

　

価を準用する。

４）雇用賃金は「町田市臨時職員に

　

関する規則に基づく臨時職員の賃

　

金単価」を参考に適正な金額を支

　

給するものとする。

５）家族・親族の雇用にかかる経費は

　

支出できないものとする。
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項

　

目 内

　　

容 例

　　

示

　　　　

留 意 事 項

　

．

調査活動費

会派の行う調査研
’究活動及び情報収
集等のために要す
る経費

・交通費（鉄道賃、船
賃、 航 空 賃、バス
代、タクシー代）、宿
泊費、負担金等‘
車借上料、燃料費
（ガソリン・軽油代）、
有料道路通行料、
駐車場代等

（１）管外視察の交通費は実費とし、経

　　

済性、効率性（金銭的、時間的）を

　

考慮するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

（２）‐日当については支出しないものと

　

する。

　　　　　　　

【

　　　

，

（３）宿泊料は実費とし、町田市議会議

　

員の報酬及び費用弁償等に関す

　

る条例に基づき算定した額を限度

　

とする。なお、食事代こみで料金が

　

設定されている場合は、宿泊料の

　

みの実費を把握することが困難な

　

ため、宿泊料に食事代を含むもの

　

とする。

　

、

　　　　

、

（４）′管外視察等は、予め別紙２「視察

　

の実施について」を提出し、視察

　

後３０日以内に別紙３「視察報告

　

書」を議長に提出する。

（５）個人視察の場合は、議員個人名

　

により会派視察と同様に別紙４「視

　

察の実施について」、別紙５「視察

　

報告書」を議長に提出する。
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

（６）海外視察を実施する場合の届出

　

等は管外視察と同じ扱いとする。
ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

【７）国家公務員等の旅費に関する法

　

律中、内閣総理大臣等その他の

　

者の相当額

　

（ア）日・当については支出しないも

　　

のとする。

　

（イ）宿泊料は実費とし、上記法律

　　

に基づき算定した額を限度と

　　

する。なお、食事代こみで料金

　　

が設定されている場合は、宿

　

・

　

泊料のみの実費を把握するこ

　

，とが困難なため、宿泊料に食

　　

事代を含むものとする。

８）町田市長等の給与に関する条例

　

別表第３食．卓料は、船賃及び航

　

空賃のほかに食費を要する場合に

　

限り支給する。

　　　

，

　　

，

　

ノ

　　　　　

ｉ

経
を

と

会議
こ関す

こ基づき算定した額を限度

　　　　　　

１

、宿泊料の
とが困難な

こ食事代を含むもの

，さ さ‘調査活動費

ー

　

ｔ
．
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項

　

目
，

内

　　

容 「

　　　

例

　　

示
「

　　　　　　

留．意 事 項

　　　　

・

調査活動費

会派の行う調査研
究活動及び情報収
集等のために要す
る経費

交通費（鉄道賃、船
賃、 航 空 賃、 バス
代、タクシー代）、宿
泊費、負担金等、
車借上料、燃料費
（ガソリン・軽油代）、
有料道路通行料、
駐車場代等

（９）自家用車の燃料費は、１４万４千

　

円に会派の人数を乗じて得た額を

　

限度に支出することができるものと

　

する。

（１０）燃料費に洗車料・ワックス、メ ンテ

　

ーナンス費用は含まないものとする。

（１１）交通費は原則として、領収書を，徴

　

収する。鉄道．バスで領収書の徴

　

収が困難な場合は、「交通費支払

　

証明書（第９号の２様式）」を添付

－

　

するものとする。

　　　

′

　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

／」

：１２）Ｓｕｉｃａカ ード・ＰＡＳＭＯ力 」ドは 履

　

歴印字で打ち出した紙を添付する

　

ものとする。 ・、
‐

　

‐

１３），自動車借り上げ料については、バ

． ス、レンタカーの利用、料とし、領収

　

書に利用期間、行き先、目的を記．

　

載するものとする。

１４）駐車場代の支出にあたっては、領

　

収書に使用目的（会議、会合、現

　

地調査等）を簡潔に記入するもの
‐ とする。

　　

‐

［５）ＥＴＣを利用した場合は、料金の確

　

認ができる明細書を添付するもの‐

　

とするｄ

６）タクシー代及び有料道路通行料の

　

支出にあたっては、領収書に目的

　

等を簡潔に記入するものとする。

用

　

の燃料費は、１４万４千
こ会派の人数を乗じて得た額を

とができるものと

ンプ

領収書を，徴

４４５



「

　

項

　

目
ノ

　　

内

　　

容 例

　

－

　

示 留意事項

研修・研究・
会議費

会派が研修会等を
開催するために必
要な経費、

′他団体
が 開 催 する研 修
会、講習会等への
参加に要する経費
及び会派が行う政
務活動のための・調
査委託に必要な経
費

　　　　　

－

　　

，

会場費、器材借上
料、講師謝金、出
席．者 負 担 金、 会
費、資料代、調査
委託料、授業料等

（１） 政策立案等のためのコンサルタン

　　

ト委託経費及び条例研究等のため

　

の顧問弁護士費用等とする。

（２）コンサルタント等（の調査研究委

　

託については、領収書にあわせ

　

て、．委託 先、委 託期間、委託 金

　

額、委託内容を別紙６「調査研究

　

委託報告書」に記入して提出し、

　

・成果物については会派で保管す

　

るものとする。

（３）研修費は、会派が研修会等を開

　

催するためにかかる会場費、器材

　

借上料、講師謝金、又は他の団体

　

の主催する研修会、講習会等への

　

出席者負担金とする。‐
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ
（４）会議費は、会派が調査研究を目

　

的として開催する勉強会や意見交

　

換会にかかる会場費、器材借上

　

料、講師謝金とする。

◎ 会派が研修会等を開催したとき、

　

又は、他の団体が開催する研修

　

会、講習会等に参加したときは、

　

開催案内等、会議内容が確認でき

　

る資料類を添付するものとする。

６）授業料については、研究内容が市

　

の施策に関するもので市民に成果
・

　

を還元できるものであるものとす

　

る。また、授業の講座名や内容の

　

わかるものを添付する。

　　

学位・資格が取得できるものは、

　

これに含めないものとする。

７）宿泊を伴う研修会への参加は調査、

　

活動費で支出するものとする。

研修
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１’

　

‘〕

　　　

ｒ

　

．・
ご・

　　

１．

　

；」

　　

Ｚ

　

も．‘，

　

、‘

　

・

項

　

目 内

　　

容 例

　　

示 ｒ

　　　　　　

留 意 事 項

資料作成費

会派の行う調査研
究・政策広報に必
要な資料の作成に
要する経費

印刷費、コピー代、
製本代・写真代、
資料作成委託料等

（１）会派の印刷物は、領収書に名称、，

　

内容、部数、単価等を記載する。

（２）作成した資料等は、会派において

　

保管するものとする。

（３）資料作成委託については、委託

　

先、委託期間、委託金額、委託内
‐容を別紙７「資料作成委託報告

　

書」に記入して提出するものとす

　

る。 １

資料購入費

会派の行う政務活
動のために必要な
資料の購入に要す
る経費

新聞購入費、雑誌
購・入費、図書購入
費、電子メディア購
入費、電子コンテン
ツ購入費等‐

（１）参考図書、新聞、雑誌等定期刊行

　

物の購入費、追録代、
．電子メディ

　

ア・電子コンテンツ購入費等とす

　

る。

　　　　　　　

．

　　　　　　

．

（２） 書籍、雑誌、その他の資料は、名

　

称、冊数、単価等を領収書に記載

　

するものとする。

（３）政務活動に適さない図書等の購

　

入は不可とする。

広

　

報

　

ふ
費

会派の調査研究活
動 議会活動及び
市の施策について
市民に報告し、広
報するために要す
る経費

広報紙及び報告書
の印刷製本代、郵
送料、新聞折込
代、意見広告代、イ
ンターネットホーム
ページ運営費等

（１）インターネットホームページ運営費

　

（作成・運用・維持・管理）は会派

　

所属議員１人当たり実費の２分の１

，とし、年額１２万円を限度額とする。

の インターネットホームページ運営費

　

は、会派の広報活動としてホ÷ム

　

ページの作成・運用・維持・管理の

　

際に係る一切の費用を対象とす

　

る。
３）インターネットホームページの開設

　

者名 は、個人名 のみを不，可とし、

　

会派名も記載するものとする。

４）広報紙、報告書、意見広告の発行

　

者名 は、個人名のみを不可とし、

　

会派名も記載するものとする。

５）広報費で、報告書等の印刷代、郵

　

送料（切手、はがき代等）、新聞折

　

込代等を支出するときは、領収書

　

に当該印刷物等の見本を添付す

　

るものとする。

５）広報紙、報告書、意見広告の各発

　

行回数は、制限しない。
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項

　

目 内

　　

容 例

　　

示 留意事項

通信運搬費

会派の行う政務活
動のために必要な
通信運搬に要する
経費

電話代、ファクシミリ
代等

（１）通信費（固定電話、携帯電話、

　

ファクシミリ、インターネット回線使

　

用料）については、会派所属議員

　

１人当たり年額２４万円を限度に支

　

出することができるものとする。

（２）インターネット回線使用料は、会派

　

所属議員が政務活動としてイン

　

ターネットを利用する際の費用・（回

　

線使用料・プロバイダ契約料など）

　

とす る。

　　　　　　　　　　　　

，

事

　

務

　

費

会派の行う政務活
動のために必要な
事務運営に要する
経費

消耗品購入費、備
品購入費、事務機
器代、複写機等リー
ス代、情報機器代、
ソフトウエア代等

　

，

（１） 備品については，別紙８「政務活

　

，動費によって購入した備品の取り

　

扱いについて“こより使用・管理す

　

るものとする。

（２） 備 品は、１件３万円以上のものと

　

し、リース又はレンタル契約による

　

ことも可とする。なお、品名、契約

　

先、契約期間、契約金額が確認で

　

きる書類は会派で保管するものと

　

－する。

　　　

・

　

‐

（３）政務活動費により購入したＯＡ等

　

事務機，器の補修代、リース等によ

　

るＯＡ等事務機器の保守点検料

　

は、支出できるものとする。

：４）ＯＡ等事務機器の保険料は支出

　

できないものとする。

５）消耗品を購入した場合は、領収書

　

に物品等の名称を具体的に記載

　

するものとする。

６）政務活動に適さないソフトウェア等

　

の購入は不可とする。

４４８

　　

ｒ



２．政務活動費として支出できない経費

１．交際費的な経費

　　

銭別、慶弔、寸志、病気見舞い、年賀状購入・印刷代、名刺印刷代等

２．政党の活動に属する経費

　　　　

、

　　

党費・党大会賛助金・党大会参加費、党大会参加のための旅費等

３．選挙活動に伴う経費

　　

‐

　　

パンフレット・ポスター 等

４．食事のみに要する経費

５．携帯電話の購入及び通信に係る費用のうち ２台目以降に要する経費

６．その他名目の如何を問わず議員個人に支給する経費

′、

　　　

Ｌ；－

３．定額・按分の考え方について

１．実費弁償の原則

　

′

　

政務活動は会派（議員）の自発的な意思に基づき行われるものであることから、政務活動費

　

は、社会通念上妥当な範囲のものであることを前提とした上で、市政に関する調査研究その他

　

の活動に要した費用の実費に充当（実費弁償）することを原則とする。

　　

ただし、調査研究その他の活動のために自家用車を使用した場合の交通費（燃料代）、海

． 外視察の際の食卓料及び通信費（固定電話、携帯電話、ファクシミリ、インターネシト回線使用
‘

　

料）については、実費の把握が困難であること等から、一定の基準（定額を上限）で充当する。

２．按分の考え方

　

会派（議員）の活動は、議会活動、選挙活動、政党活動、後援会活動等と多面的であり、－

　

つの活動が政務活動と他の活動の両面を有し、揮然一体となっていることが多くあり、明確に

　

区分することが困難であると考えられる‘

　　

このことから、活動に要した費用の全額に政務活動費を充当することが適当でないと認めら
れる場合にあっては、各活動の実績に応じた按分により充当することが考えられる。

４．領収書等について
「Ｉ．領収書のあて名は 原則として会派名とする。なお、所属議員が・人の場合には諸派とする。

　

ただし、領収書のあて名が所属議員である場合は所属する会派名を明記するｄ

２．ポイントが付加された領収書の取り扱いについては、付加されたポイント分を購入代金から

　

差し引いたものとして取り扱うものとする。

３．感熱紙など印字が消えやすいものの場合は、写しをとり原本に添付すること。

４．口座振込により支出した場合は、領収書が発行されない場合に限り払込金受領証を添付する

　

ものとする。

５．クレジットカードにより支出した場合は、領収書に代え「利用控え」を添付するものとする。
‘

６． 口座から、自動引き落としされている場合は、その通帳の写しを添付書類とする。－

４４９



５．施 行期 日

　

，

この運用指針は、平成１９年１０月４日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。

　　

この運用指針は、平成２８年４月′１日から施行する。・改正後の運用指針の規定は、平成２８年、
４月１日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費について
は、なお従前の例による。

’－

　　　　　　　

：

　　　　

－

′

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

～

　　

．・

　　　

う

４５０



谷沢議員
別

　

Ｃ１ー１

　　　

‐２６

支出番号 支出内容
会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金額 裁判所の認定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）

　

Ｃｘ，１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹＮＴＴ東日本利用
分料金（Ａ）

ドコモ利用分
．（Ｂ）

合計
（Ｃ）

Ｃ１４‐５９８ ＮＴＴファイナンス
４月分 ，４７２ ，４７２ ，５２９ ２，９４３ ，４７２ ４，７３６ ４，７３６

Ｃ１４‐５９９ 同上５月分 ，７４５ ，７４５ ，７１８ ３．０２７ ，７４５ ４，８７３ ４，８７２
Ｃ１４‐６００ 同上６月分 も８３・１ ，８３１ ，８０４ ３，０２７ ，８３１ ４，９１６ ４，９１５
Ｃ１４‐６０１ 同上７月分

　　

」 ，７７１ ，７７，Ｉ ，７４４ ３，０２７ ，７７１ ４，８８６ ４，８８５
Ｃ’４‐６０２ 同上８月分 ，７４７ ，７４７ ，７２０ ３，０２７ ，７４７ ４，８７４ ４，８７３
Ｃ１４‐６０３ 同上９月分 ，７３４ ，７３４ ，７０７ ３Ｌ０２７ ，７３４ ４ｉ８６７

　　　　　

４，８６７
Ｃ１４‐６０４ 同上１０月分 ，７２６ ，７２６ ，６９９ ３，０２７ ，７２６ ４，８６３ ４，８６３
Ｃ１４‐６０５ 同上１１月分 ，６９９ ，６９９ ，６７２ ３，０２７ ，６９９ ４，８５０ ４，８４９
Ｃ１４‐６０６ 同上１２月分 ，１９４ ，１９４ ，０５９ ３．１３５ ，１９４ 坐５９７ ４，．５９７
Ｃ１４‐６０７ 同上１月分 ，２８０ ，２８０ ，２５３ ３，０２７ ，２８０ 、４，６４０ ４，６４０
Ｃ１４‐６０８ 同上２月分 ，２９８ ，２９８ ，２７２ ３，０２６ ，２９８ ４，６４９ ４，６４９
Ｃ１４‐６０９ 同上３月分 ，４９７ ．４９７ ，４９７ ４９７ ３．２４９

　　　　　

３，２４８

　　　　　　　

合計ト額

　　　　　　　　　　　

１１１，９９４

　　　　　　

１１１，９９４

　　　

，

　　

７８，６７４

　　　　　　

３３，３２０

　　　　　　

１１１，

Ｃ・１一２（平成２７年度）

　　　　　　　　　　　　　　

（

　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

支出番号 支出内容
会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金額 裁判所の認定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）

　

ＣＸＩ／２′

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹＮＴＴ東日本利用
分料金．（Ａ）

ドコモ利用分

　

（Ｂ）
合計
（Ｃ）

Ｃ１５‐４９３ ＮＴＴファイナンス
４月分 ，２４６ ，２４６ ，２２０ ３，０２ ，２４６ ４，２３ ４，２３

Ｃ１５‐４９４ 同上

　

５月分 も４３６ ，４３６ ，２４８ ３，１８ ，４３６ ４，１８ ４，１８
．Ｃ１５‐４９５ 同上

　

６月分 ，２７４ ，２７４ ，２４８ ３，０２ ，２７４ ４，３７ ４，３７
Ｃ１ ４９６ 同上

　

７月分 ，２６６ ，２６６ ，２４０ ３，０２ ，２６６ ４，３３ ４，３３
Ｃ１５‐４９７ 同上

　

８月分 ，２４８ ，２４８ ，２２２ ３，０２ ，２４８ ４．２４ －

　

－

　　

・

　　

４，２４
Ｃ１５‐４９８ 同上

　

９月÷分 ，２３８ 一２３８ ，２１２ ュ

　

．

　

３，０２ ，２３８ ４，１９ ４，１９
Ｃ１５‐４９９ 同上

　

１０月分 ，２４６ ，２４６ ，２２０ ３，０２ ，２４６ ー

　　　　

４，２３ ４，２３
Ｃ１５‐５００ 同上

　

１１月分 ，２６６ ，２６６ ，２４０ ・

　　　　　

３．０２ ，２６６ －

　

，

　　　　　

４，３３ ４，３３
Ｃ１５‐５０１ 同上

　

１２月分 ，２４６ 」２４６ ，２２０ ３，０２ ，２４６

　　　

４，２３ ４，２３
Ｃ１５‐５０２ 同上

　

１月分 ，４０５ ，４０５ ，３７９ ３，０２ ，４０５ ４，０３ ４．０２
Ｃ１５‐５０３ 同上

　

２月分 ，２６４ ，２６４ ，２３８ ３，０２ ，２６４ ４，３２ ４，３２
Ｃ１５‐５０４ 同上

　

３月分 ２２０ ，２２０ ，２２０ ２２０ ３，１０ ３，１０

　　　　　

合計額

　　　

，

　　　　　　　

１０８，３５５

　　　　　　

１０８，３５５

　　　　　

・７４，９０７

　　　　　　

３３，４４８

　　　　

，１０８，３５５

　

・

別表Ｃ１一３（平成２８

　

度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民
グラブの計上し

　

た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金額

　

・ 裁判所の認定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）
Ｃ合計額ＸＩ／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹＮＴＴ東日本利用
分料金（Ａ）

ドコモ利用分

　

（Ｂ）
合計
（Ｃ）

Ｃ１６‐４９３

ＮＴＴファイナンス
４月分

１１１，４４０ １１１，４４０

，２２０ ，３，０２６ ，２４６

５５，７２０

　　

， ５５，７２０

同上

　

５月分 ，２６６ ３，０２６ ，２９２
図上

　

６月分 ，２６４

　　　　　

３，０２６ ，２９０
同上

　

７月分 ，２３８ ３，０２６ ，２６４
同上

　

８月分 ，２４１ ３，０２７ ，２６８
回上

　

９月Ｌ分 ，２４１ ３，０２７ ，２６８
同上

　

１０月分 ，２３９ ３，０２７ ，２６６
同上

　

１１月分 ，２２１ ３，０２７ ，２４８
同上

　

１２月分 ．２１３ ３，０２７ ，２４０
同上

　

１月分 ，３８７ ３，０２７ ４１４
同上

　

２月分 ，３８０ ３，０２６ ，４０６
同上

　

３月分 ，２１２ ３，０２６ ，２３８

　　　　　

合計額

　　　　　　　　　　　　　　

「

　　　　　　　　　　　　　　　　

７５ｒ１２２

　

’ ３６，３１８

　　　　　　

１１１，４４０

別表ＣＩ－４（平成２９年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

／

　　　　

議員の実際の支出金額 裁判所の認定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）
Ｃ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹＮＴＴ東日本利用
分料金（Ａ）

ドコモ利用分

　

（Ｂ） 旨鴛

Ｃ１７‐４９２

ＮＴＴファイナンス
４月分

１０１，８９１ １０１，８９１

，２４６ ３，０２６ ，２７２

５０，９４６ ５０，９４５

同上

　

５月分 ，２幅 ー３，０２６ ，２６９
同上

　

６月分 ，２３１ ３，０２６ ，２５７
，２２９ ３，０２６ ，２５５同上

　

７月分
同上

　

８月分 ，２３２ ３，０２７ ，２５９
同上

　

，９月分 ，２１３ ３，０２７ ，２４０
，２４９ ３，０２７ ，２７６同上

　

１０月分．
同上

　

１１月分 ，２２１ ３，０２７ ，２４８
同上

　

１２月分 ．２５６ ３，０２７ ，２８３
同上

　

１月分 ，２４１ ３，０２７ ，２６８
，２３８ ３，０２６ ，２６４同上

　

２月分
同上

　

３月分
合計額

　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６８，５９９

　

・ ３３，２９２

　　　　　　

１０１，８９１



佐藤和彦議員

　

別表Ｃ２ー１（平成２６年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額／
議員の実際の支出

　　

金額
裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸーＹ合計額

Ｃ１４－５８５

ＫＤＤ１

　

４月分

１７８，７８４ １７８，７８４

　

，

１７，２６１ ，６３１

７６，６８０

１６，９６９ ，４８５上５月分
１６，９６９ ，４８５上６月分
１６，９６９ ，４８５上７月分
１６，９６９ ，４８５上８月分
１７，５５５ ，７７８上９月分
１７，５５５ ，７７８上１０月分
１７，５５５ ，７７８上１１月分
１７，５５５ ，７７８上１２月分
１３，７８４ ，８９２上１月分

　

・
１８，１４８ ，０７４上２月分
１６，９１０ ，４５５上３月分 １６，９１０

　　　　　　　　

８，４５５
２０４，１９９

　　　　　　

１０２，１０４

別表Ｃ２ー２（平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　　

金額
裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸーＹ合計額

，Ｃ１６‐４９１

ＫＤＤ１

　

４月分

１２７，３７６ １２７，３７６

９，１３４

６３，６８８ ６３，６８８

　

・

　

、

９，０８６上５月分
９，０８４上６月分

　　　

９，１４６上７月分
９，０５４上８月分
９，０２１上９月分
１１，７０１上１０月分
９，０２１上１１月分
９，０２１上１・２月分
１３．２２５上１月分
１４，９６７上２月分
１４，９１６上３月分
１２７，３７６合計額

　　　

，

　

　　

　

　

　

　

　

　　

　

　

　

　

　

　　　

　
′

　　　　　

ｉ

　　　　　

ｔ
ｉ

　　　

ｉ
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；

　　

－

　　　　

ｌ

｝，

　

，ｉ．
′

　　

ー

　　

ｒ

　　　　　　　

ｌ

‘
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．

４５２



森本鰻員

　

別表Ｃ３ー１（平成２７

支出番号 支出内容
／ 会派まちだ市民ク

ラブの計上した支

　

出金額（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額

　

・

議員の実際の支出金額 裁判所の総定する

　

適法支出額

　

（Ｃｘｌ／２）

裁判所の認定する

　

違法支出額
，

　　

ＸーＹＮＴＴ東日本利用
分料金（Ａ）

ドコモ利用分

　

（Ｂ）
合計
（Ｃ）

Ｃ１５‐５２９ 平成２７年４月分 １５，０００ １５，０（鳩 ７，７５７ １１３６１ １９，１１８ ９，５５９ ５，４４１
Ｃ１５‐５３０ 同年５月分 １５，０００ １５，０００ ７，７６０ １３９１１ ２１，６７１ １０，８３６ ４，１６４
Ｃ１５‐５３１ 同年６月分 １５．０００ １５，０（｝Ｏ ７，７５０ １０７５４ １８，５０４ ９，２５２ ５，７４８
Ｃ１５‐５３２ 同年７月分 １５．０００ １ー５，０００ ７，７９０ １０７５４ １８，５４４ ９，２７２ ５，７２８
Ｃ１５‐５３３ 同年８月分 １５，０００ １５，０００ ７；６１７ １０７５４ １８，３７１ ９，１８６ ５，８１４
Ｃ１５‐５３４ 同年９月分 １５．０（め １５，０００ ８，１０６ １２８５６ ２０，９６２ １０，．４８１

　　　　

４，５１９
Ｃ１５‐５３５ 同年１０月分 １５，０００ １５，．０００ ．

　

７，６３９ １１８４２ １９，４８１ ９，７４１ ５，２５９
Ｃ１５‐５３６ 同年１１月分 １５．０００ １５，０００ ８，１６８ １１７２６ １９，８９４ ９，９４７ ５，０５３
Ｃ１５‐５３７ 同年１２月分 １５，・０００ １５．０（刀 ７，８１２ １０８６２ １８，６７４ ９，３３７ ５，６６３
Ｃ１５‐５３８ 平成２８年１月分 １５，０００ １５．０００ ７，５７７ １０７５４ １８，３３１ ９，１６６ ５，８３４
Ｃ１５‐５３９ 同年２月分 １５，０００ １５，鎖）Ｏ ７，８３３ １０７５４ ，

　　

１８，５８７ ９，２９４ ５，７０６
Ｃ１５‐５４０ 同年３月分 １５，０００ １５，０（）Ｏ ８，０７８ １０７５４ １８，８３２ ９，４１６ ５，５８４Ｃ１５‐５４０

　　　

同年３月分

　　　

．

　　　　　　　　

１５，０００

　　　　　　

１５，０（）０

　　　　　　

８，０７８

　

１０，７５４

　　　　　　

１８，８３２

　　　　　　

合計額

　　　　　　　　　　　　　

１８０，０００

　　　　　

１８０，０（）０

　　　　　　

９３，８８７

　　　　　

１３７，０８２

　　　　　

２３０，９６９

３－２（平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金額 裁判所の総定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）
Ｄ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ
電話利用料金

　

（Ａ）
インターネット勲
用料金（Ｂ）

携帯電話利用料金

　　

（Ｃ）

　　

′
合計
（Ｄ）

Ｃ１６‐４９６

平成２８年４月分

２４０，０（鳩 ２４０，０００

７，７１８ １０，７５４ １８，４７２

１４１，９０６ ９８，０９４

７，７８７ ４，７９４ １０，７６５ ２３，３４６同年５月分
８，２４９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ １４，５２７ ２２，７７６同年６月分
７，８６４ ４，７，９４ １５，１０３ ２７，７６１同年７月分
７，８７１ ２０，５７３ ２８，４４４同年８月分
８，１０８ ４，７９４ １４，８１２ ２７，７，１４同年９月分
８，２５８

′

　　　

１３，５５８ ２１，８１６同年１０月分
７，９８４ ４，７９４ １１，４８１ ２４，２５９同年１１月分
７，６４８ １１，４９２ １９，１４０同年１２月分・
７，５７７ ４，７９４ １１，３６７ ２３，７３８平成２９年１月分
７，７６６ １１，３６５ １９，１３１同年２月分
７，９６９ ４，７９４ １４，４５２ ２７，２１５同年３月分

２９年１月分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．７，５７７

　　　　　　

４，７９４

　　　　　　

１１，３６７

　　　　　　

２３，
２月分

　　　　　　　　　　　　　　　　

ー

　　　　

・

　　　　　　　　　

７，７６６

　　　　　　　　　　

， ｒ

　

ｌｌ，３６５

　　　　　　

１９，１３１
３自分

　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

・

　

▼

　　　　　　　　　　　

７，９６９

　　　　　　

４，７９４

　　　　　　

１４，４５２

　

・

　　　　

２７，２１５
額

　　　

．，

　　　　　　

２４０，０００

　　　　

２４０，０００

　　　　　

９４，７９９

　　

，

　

２８，７６４

　　

． １６０，２４９

　　　　

２８３，８１２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

　　　　　　　

議員の実際の支出金額 裁判所の認定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）
Ｄ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ
電話利用料金

　

（Ａ）
インターネット利
用料金（Ｂ）

携帯電話利用料金

　　

（Ｃ）
合計
（Ｄ）

Ｃ１７‐４９３

平成２９年４月分

２４０，０〔刈 ２４０，０００

８，０６５

　　　　

１１，８１７ １９，８８２

１４０，７５９ ９９」２４１

８，０７１ ４，７９４ １２，９９４ ２５，８５９同年５月分
７，９４６ １８，４０４ ２６，３５０同年６月分
７，６９１ ４，７９４ １３，９２０ ２６，４０５同年７月分
７，６６４ １４，２５０ ２１，９１４同年８月分
７，７８６ ４，７９４ １２，１９７３ ２５，５５３同年９月分

・８，８５９ １５，７７９ ２４，６３８同年１０月分
７，６４８ ４，７９４ １７，７９２ ′３０，２３４同年１１月分
７，８５５ １８，１７０ ２６，０２５同年１２月分
７，９７６ ４：７９４ １５，３２７ ２８β９７平成３０年１月分
７，９３０ １８，．６３１ ２６，５６１同年２月分

　　　　

７，９３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　

１８，．６３１

　　　　　　

２６，５６１

　　　

８７，４９１

　

．

　　

・

　　

２３，
．９７０

　　　　　　

１７０，０５７

　

，

　　　　

２８１，５１８



わたベ議員

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの汁上した支

　　

出金甑

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出金損 スカバー利用料，零

　　

（Ｃ）
ＡからＣを控除し
た金額（Ｄ）

　　

Ｂ＋Ｄ

裁判所の認定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ｂ＋Ｄ）ｘｌ／

裁判所の認定する

　

違法支出額
ＮＴＴ東日本利用
分料金（Ａ）

ＫＤＤＩ料金

　

（Ｂ）

　

Ｃ１４‐５８６

自宅インターネツ
ト回線使用料
（ＮＴＴファイナン
ス）料金の４月鯖
求分

　　　　　

１２，５２３

　　　　　

１２，５２３ ７，６４ ５，“

　　　　　　　

６

　　　　　　　　

１３６ ６，９７９ １２，５２３ ６，２６２

　　　　　

６，２６１

Ｃ１４‐５８７ 同上５月鯖求分

　　　　　

１２，５３０

　　　　　

１２，５３０ ７，６２６

　　　　　

５，５７０

　　　　　　　

６６６

　　　　　

６，９６０

　　　　　

１２，５３０

　　　　　

６，２６５

　　　　　

６，２６５
Ｃ１４‐５８８ 同上６月請求分

１５０００円のみ計上

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５，０００ ７，７８ １０，３７

　　　　　　　

６６６ ７，１１５ １７，４８６ ８，７４３ ～、

　　　

６，２５７
Ｃ１４‐５８９ 同上７月鯖求分

　　　　　

１１，７３７

　　　　　

１１，７３７

　　　　　

８，５２１

　　　　　

、３，８８２

　　　　　　　

６６６ ７，Ｂ５５ １１，７３７

　　　　　

５，８６９

　　　　　

５，８６８

　

Ｃ１４‐５９０ 同上８月錆求分

　　　　

１３，５３６

　　　　

１３，５３ ６，１０２ ８，１（沿

　　

′

　　　　　

６６６ ５，４３６

　　　　　

１３，５３６

　　　　　

６，７６８ ６，７６８
Ｃ１４‐５９１ 同上９月請求分

１恥凹円のみ汁上 １５，０００ １５，０００

　　　　　

６，１０２

　　　　　

１０，３３５

　　　　　　　

６６６ ５，４３６ １５，７７１

　　　　　

７，８８６ ７，１１４

　

Ｃ１４‐５９２ 同上１０月請求分
１恥仰円のみ計上 １５，０００

　　　　　

１５，．０００ ６，１０２

　　　　

ｌｏ，９６５

　　　　　　　

６６６ ５，４３６

　　　　　

１６，収）Ｉ

　　　　　

８，２０１

　　　　　

６，７９９

　

Ｃ１４‐５９３ 同上１１月鯖求分
１鰍］側円のみ計上

　　　　　

１５，０００ １５，０００

　　　　　

６，１１３ １４，１７１ ６７７

　　　　　

５，４３６ １９，６０７ ９，８（図

　　　　　

５，１９６

Ｃ１４‐５９４ 同上１２月錆求分
１５０｛）０円のみ計上

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５，０００

　　　　　

６，１１３ １２，４２０

　　　　　　　

６：７７ ５，４３６

　　　

１１７，８５６

　　　　　

８，９２８

　　　　　

６，０７２

　

Ｃ１４‐５９５ 同上１月鯖求分
１鼠ＸＰ円のみ計上

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５，０００

　　　　　

６，３６６

　　　　

１１，２５５

　　　　　　　

６７７ ５，６８９ １６，９４１４ ８，４７２ ６，５２８

　

Ｃ１４‐５９６ 同上２月鯖求分
１鼠ＸＰ円のみ計上

　　　　　

１５，０００

　

，

　　　

１５，‐
ｏｏｏ ６，２７５

　　　　　

１０‘６７５ ６７７

　　　　　

５，５９８ １６，２７３

　　　

８，１３７

　　　　　

６，Ｂ６３

　

Ｃ１４‐５９７ 同上３月鱗求分
１斡（ぬ円のみ計上

　　　　　

１５，，０００

　　

．５，０００ ６，４４７ １１，８３３ ６７７ ５，７７０

　　　　　

１７，叔）３

　　　　　

８，８０２

　　　　　

６，１９８
１８８，２６１７０，３２６

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラフの計上した支

　　

出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
碓員の実際の支出金甑 スカバー利用料等

　　

（Ｃ）
ＡからＣを控除し
た金額（Ｄ）

　　

Ｂ＋Ｄ

載判所の認定する

　

適法支出顎

　　

（Ｙ）
（Ｂ＋Ｄ）ｘｌ／

裁判所の認定する

　

違法支出額
ＮＴＴ東日本利用
分料金（Ａ）－

Ｋ，ＤＤＩ料金

　

（Ｂ）

Ｃ１５‐５１７

電話料金・ＮＴＴ
ファイナンス４月
ご鰭求分
「「虹）ＤＩ料金」電
話」

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５，０〔｝Ｏ

　　　　　

６，２７５ １２，２５ １

　

６７ ５，５９ １７，８ミ糾 ８，９２ ６，０７３

Ｃ１÷５１８ 同上５月分 １５，０００

　　　　　

１５，０００ ６，２７

　　　　

１１，９７９

　　　　　　　

６７７

　　　　　

５，５９８ １７，５７７

　　　　　

８，７８９ ６，２１１
Ｃ１５‐５１９］同上６月分

　　　

，５：醐

　　　　　

１５，０００ ６，２７ １０，．８２３

　　　

．

　　　　

６７７

　　　　　

５，５９８

　　　　　

１６，４２１

　　　　　

８，２１１ ６，７８９

　

Ｃ１５‐５２０ 同上７月分

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５ュ０００

　　　　　

６，３５４ １１，．４５６ ６７ ５，６７７

　　　　　

１７，１３３

　　　　　

８，５６７

　　　　　

６，４３３

　

Ｃ１５÷５２１ 同上８月分

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５，０００

　　　　　

６，２７５ １２，５１７

　　　　　　　

６７７ ５，５９８ １８，１１５

　　　　　

９，０５８

　　　　　

５，９４２

　

Ｃ１５－５２２ 同上９月分

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５，０００ ６，２７

　　　　

１２，９８０
「 ６７

　　　　　

５，５９８

　　　　　

ＩＢ，．５７８ ９，２８ ５′７１１

　

Ｃ１５‐５２３ 同上１０月分

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５，０００

　　　　　

６，２７５

　　　　

１０，５０１

　　　　　　　

６７７

　　　　　

５，５９８ １６，０９９

　　　　　

８，０５０

　　　　　

６，９５０

　

Ｃ１５‐５２４ 同上１１月分

　　　　　

１５，０００ １５，０００ ６，２７

　　　　　

１１，４２９ ６７ ５，５９８ １７，０２７

　　

８，５，４

　　　　　

６，４８６

　

Ｃ１５‐５２５ 同上１２月分

　　　　　

１５，０００

　　　　　

１５，０００

　　　　　

６，２７５

　　　　　

１０，３６６ ６７７ ５，５９８ １５，９６４

　　　　　

７，９８２ ７，０ｌａ

　

Ｃ１５‐５２６ 同上１自分

　　　　　

１５，０００

　

’．

　　

・

　

１５，０００ ６，２７

　　　　　

１０，３２９ ６７７

　　　　　

５，５９８

　　　　　

１５，９２７ ７，９１“

　　　

・

　

７，ＯＢ６
Ｃ１５‐５２７ 同上２月分 １５，０００

　　　　　

１５，０００

　　　　　

６，２７５

　　　

・１３，１２５

　　　　　　　

６７，７ ５，５９８

　　　　　

１８，７２３

　　　　　

９，３６２

　　　　　

５，６３８
Ｃ１５‐５２８ 同上３月分

　　　

１５，醐司

　　　　　

１５，０００

　　　　　

６，２７５

　　

／

　　　

９，収）５ ６７７ ５，５９８

　　　　　

１５，α）３ ７，５０２ ７，４９８

Ｃ４一２

　　　　

２７

，２５５

　　　　　

，２（“，４２１

　　　　　　　　

，，

　　　　　　　　　

，

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラフの計上した支

　　

出金顎

　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

紳員の実際の支出金甑

スカバー利用料等

　

、（Ｄ）
ＡからＤを控除し

　　

た金原

　　

（Ｅ）

　

Ｂ＋Ｃ＋Ｅ

　　

」
裁判所の鳶定する

　

適法支出甑

　　

（Ｙ）
（Ｂ＋Ｃ＋Ｅ）の
合計額・×１／２

裁判所の鑑定する

　

違法支出額ＮＴＴ東日本利用
分料金（Ａ）

ＫＤＤＩ料金

　

（Ｂ） （Ｃ）

　

Ｃ１６‐５（刀

電話料金・ＮＴＴ
ファイナンス４月
ご錆求分
「「樽ＤＤＩ料金」電
話」

　　

１９５，５８３

　　

１９５，５８３

６，２７５

　　　　　

１１，６９１

，

６？７
５，５９８ １７，２８９

９７，７９２ ９７，７９１

６，２７５

　　　　

１４，０１１

／

　　　　　　　

６７７ ５，５９８

　　　　　

１９，６０９同上５月分

　　　　　　

′

　

６７７

　　　　　

５，５９８ １９，９７３６，２７５ １４，３７同上６月分

　　　　　　　

６７７

　　　　　

５，５９８

　　　　　

１７，０９１６，２７５

　　　　

１１，４９３同上７月分
６７ １０．０７４ ３３，牢１３

　　　　　

ｌｏ，７５１ ２３，３６向上８月分
６７

　　　　　

６，３６５ １５４７２７，０４２

　　　　　

９，１０７同上９月分
６７７ ６，９１７ １２，７３３「÷÷

　　　　

７，５９４

　　　　　

５じ８１６同上１０月分
６７７ ６，１・４１ 』

　

１０，８８７

　　　　　

６，８１８ ４，７４６同上１１月分
６７７

　　　　　

６，２１０

　　　　　

１１，３８８６，８８７

　　　　　

５，１７８同上１２月分

　　　　　　　

６７７

　　　　　

６，３０７

　　　　

１３，０６８

　　　　　

６，９８４

　　　　　

６，７６１同上１月分

／／／
／

　　　　　

６，１５３ ７，９７０／／／
／／／／

／

　　　　　

１４，１２３同上２月分

　　　　　

１０，駅）７

　　　　　

３，１３６ ７，３７１同上３月分

４ー３（平成２８

′三三

７１，１７６

　　　　　　

１１５，８３６



石井議員‐．

　

別表Ｃ５ー１ （平成２６

　　

）

「

　

支出番号 支出内容

会派まちだ市民
クラブの計上し
， た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議貝の実際の支

・出亨額
裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

Ａｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹ

Ｃ１４‐６１０ ソフトバンク５月分の代金 １３，９６１ １３，９６１ １３，９６１

　　　　

６，９８１ ６，９８０
Ｃ１４‐６１１ 同上６月分の代金 １３，２２４ １３，２２４ １３，２２４ ６，６１２ ６，６１２
Ｃ１４‐６１２ 同上７月分の代金 １２，９６３ １２，９６３

　　　

１２，９６３ 亀４８２ ６，４８１
Ｃ１４‐６１３ 同上８月分の代金

　　　

１３，６３７ １３，６３７ １３，６３７ ６，８１９ ６，８１８

Ｃ１４‐６１４ 同上９月分の代金

　

９月以降
は１５，０００円のみの計上 １５，０００ １５，０００ ・

　　

１５，２９４ ７，６４７ ７，３５３

Ｃ１４‐６１５ 同上１０月分の代金 １５，０００ １５，０００ １５，３１７ ７，６５９ ７，３４１
Ｃ１４‐６１６ 同上１１月分の代金 １５，０００ １５，０００ ２０，５３７ １０，２６９ ４．７３１
Ｃ１４‐６１７ 同上１２月分の代金 １５，０００ １５，０００ １６，３１６ ８，１５８ ６，８４２
Ｃ１４‐６１８ 同上１自分の代金 １５，０００ １５，０００ ２０，５４３ ｌｏ，２７２

　　　

４，７２８
ＣＩ．４‐６１９ 同上２月分の代金 １２，１７３ １２，、１７３ １２，１ヲ３ ６，０８７ ６，０８６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１４０，９５８

　　

．・

　　

１４０，９５８

　

・

　　　

１５３，９６５

　　　

．

　

‐

　

７６，９８６

支出番号 支出内容

会派まちだ市民
クラブの計上し

た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

譲貝の実際の支

　

出金額

　　

Ａ

　

．

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

Ａｘｌ／，２

裁判所の認定す
る違法支出額
ＸーＹ合計額

，Ｃ１５‐５５３

ソフトバンク４月分の代金

８８，５８２ ８８，・５８２

１３，３１６ ‐

　

６，６５８

４３，７６９

同上５月分の代金 ８，４４７ ４，２２４
同上６月分の代金 ８，４４５ ４，２２３
同上７月分の代金 ８，

▲５２７ ４，２６４
同上８月分の代金 ８，４４６ ４，２２３
同上９月分の代金 １１，４１２ ５，７０６
同上１０月分の代金 １４，９８９ ７，４９５

同上１１，自分の代金 １６，０３９ ８，０２０

別表Ｃ５ー２ （平成２７年度）

合計額 ８９，６２１

　　　　　　　

４４，８１３

別表Ｃ５ー３ （平成２８年度）

支出番号 支出内容

会派まちだ市民
クラブの計上し

た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

『額
裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額×１／２

裁判所の認定す・
る違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｃ１６‐４９８

ソフトバンク４月分の代金

－１７８，０２８ １７８，０２８，

１４，９７９

８９，０ｌｄ ８９，０１４

上５月分の代金 １５，０１５
上６月分の代金 １４，８９１
上７月分の代金 １６，１５６
上８月分の代金 １色８４９
上９月分の代金 １４，８７５
上１０月分の代金 １４，８８８
上１１月分の代金 １５，３４６
上１２月分の代金 １４，８５３
上１月分の代金 ２８，５３８
上２月分の代金 １４，６３８

合計額 １７８０２８・

　　

別表Ｃ５ー４ （平成２９年

　

）

支出番号 ．

　

▲，

　

支出内容

会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

（Ｘ）

原告の主張する
違法支出額

議員の実際の支

　

出金額

　

Ａ

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額ｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｃ１７‐４８９

ソフトバンク４月分の代金

１５５，５０６ １５５，５０６

１５，９８９

８５，６９５ ６９，８１１

上５月分の代金 ，

　

１５，５１２
上６月分の代金 １５，３６２
上７月分の代金 １５，３７９
上８月分の代金 ‐ １５，３６６
上９自分の代金

　　　

１５，４８６
上１０月分の代金 １５，４０１
上１１月分の代金 １５，８４６
上１‐２月分の代金 ２２，３４９
上１月分の代金 ２４，６９９

合 １７１，３８９

４５５



田中議員

　

Ｃ６一１

　　　　

２６

支出番号 支出内容
会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

鵬員の実際の支出金額
携帯電話機分割支

　

払金（Ｇ） Ｆ一Ｇ

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

（‐Ｆ一Ｇ）

　

ｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　　

ＸーＹａｕひかり料金

　

（Ａ）
ａｕひか，り（提携プ
ロバイダ）料金

　　

（Ｂ）
ａｕ電話料金

　

（Ｃ）
Ｗｅｂ割引又は紙

　　

発行料

　　

（Ｄ）
消費税（Ｅ） 合計（Ｆ）

（Ａ＋Ｂ十Ｃ＋Ｄ

　

＋Ｅ）
Ｃ１４‐６２０ ８月分 １５，駅）Ｏ １５，０００ １，３５９ ５，６１６ １１，，７８９ 、

　　

（１２０） １，２５０ １９，８９４ ２，２０５ １７，６８９ ８，８４５ ６，１５５Ｃ１４‐６２１ ９月分 １４，６３９ １４，６３９ １．６３５ ５，６１６ ８，６８９ （１２０） １，０２４ １６．８‘１４ ２，２０５ １４ー６３９ ７，３２０ ７．３１９Ｃ１４‐６２２ １０月分‐ １４，１８６ １４，１８６ １，２１５ ５，６１６ ８．６８９ （１２０） ９９１ １６，３９１ ２，２０５ １４，１８６ ７，０９３ ７，０９３Ｃ１４‐６２３ １１月分 １５，駅）Ｏ １５．０００ １，５１１ ５，６１６ １０，５５２

　　　　　　

（１２０） １，１８７ １８，７４６ ２，２０５ ‐１６，５４１ ８，２７１ ６，７２９Ｃ１４‐６２４ １２月分 １５．０（鳩 １５，０００ １，６５１ ５，６１６ １０．６５５ （１２０） １．１８３ １８．９８５ ２．２０５ １６，７８０ ８．３９０ ６，６ｆｏＣ１４‐６２５ １月分 １３，９５０ １３，９５０ ９９８ ５，６１６ ８，６８８ （１２０） ９７３ １６，．１５５ ２．２０５ １３．９５０ ６，９７５ ６，９７５Ｃ１４‐６２６ ２月分

　　　

‐ １５，０００ １５．０００ １，１３４ ５．６１６ ９．８９５ １００ ６５９

　　

１７．４０４ ２．２０５ １５．１９９ ７．，６００ ７，４（鳩

　　　

－

　　　　

２

　　　　　　

‐

　　　　　　　　

１５，０００

　　　　　

－

　　

１５．０００

　　　　　　　　

１，１３４

　　　　　　　　

５．６１６

　　　

・

　　　

，９，８９５

　　　　　　　　　　

１００

　　　

，

　

． ６５９

　　　　　　

，

　　

１７．４０４

　　　　　

合計額

　　　　　　　　　

．・１０２，７７５

　　　　　　

１０２，７７５

　　　　　　　

９，５０３

　　

－

　　　　

３９，３１２

　　　　　　

６８，９５７

　　

・

　　　　　　

′

　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　

１２４，４１９

別表Ｃ６ー２（平成２７年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
鏡員の実際の支出

　

金額（Ａ）
携帯電話機分割支

　

払金（Ｂ）
かんたん決済分

　　

（Ｃ）
Ａ‐Ｂ‐Ｃ
（Ｄ）

裁判所の鷹定する
適法支出額（Ｙ）

　

Ｄｘｌ／２

裁判所の謎定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ
Ｃ１５‐５４１ ４月分 １３，９９２ １３，９９２ １６，５９８ ２」２０５ ４０１ １３，９９２ ６，９９６ ６，９６
Ｃ１５‐５４２ ５月分 １５，駅）Ｏ １５，帆｝Ｏ １９，３８５ ２，２０５ １７．・１８０ ８．５９０ ６１０
Ｃ１５‐５４３ ６月分 １５，０００ １５，０００

　　　　

２０，２５３ ２０，２５３ １０．１２７ ４７３
Ｃ１５‐５４４ ７月分 １５・０００ １５，０００ １９，１４１ １９．１４１ ９．５７１ ５２９
Ｃ１５‐５４５ ８月分 １５，０００ １５，０（鳩 １９．８７５ １９，８７５ ９．・９３８ ５６２

・

　

Ｃ１５‐５４６ ９月分 １５，０００ １５，０００ ２１，２５６ ２１．２５６ １０．６２８ ４７２
Ｃ１５‐５４７ １０月分 １５，０００ １５，０００ １７，８９０ １７，８９０ ８，９４５ ６５５
Ｃ１５‐５４８ １１月分 １５，０００ ｌｉｏｏｏ １７／１８４ １７，１８４ ８．５９２ ６０８
Ｃ１５‐５４９ １２月分 １５．０（め １５，０００ ２０，８５７ ２０．８５７ １０．４２９ ４７１
Ｃ１５‐５５０ １月分＼ １５，０００ １５，０００ １８，７５９ １８，７５９ ９．３８０ ５２０
Ｃ１５‐５５１ ２月分 １５，Ｄ｛滑 １５，０００ １６，０９４ １６，．０９４ ８．０４７ ６５３
Ｃ１５‐５５２ ３月分

　　　

－

　

１５，帆）Ｏ １５，０００ １６，６４２ １６．６４２ ８．３２１ ６７９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１７８，９９２

　　　　　　

１７８，９９２ｒ

　　　　　　

２２３，９３４

６一３（平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

《×）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　　

金額

　　

Ａ

裁判所の認定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｃ１６」４９７

４月分

－２１５，７６２ ２１５，７６２

１６，７９５

１０７，８８１ １０７．８８１

５月分

　

、 １９，２８３
６月分 １６，０７９７月分 １８，９３１８購 １６，２８５９駆分 １７，２４９１０月分 １７，３１０１１月分 １９，６８０
１２月分 １７，２９５１月分 １７，０３３２月分 ２１，駅）７３月分 １８，８１５

２１５，７６２

支出番号 支出内容
会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　　

金額

　　

‐

　　

Ａ

裁判所の認定する

　

適法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｃ１７‐４９１

５月分

て‐１４２，５３２ １４２，，５３２

１９，２８２

７１，２６６ ７１，２６６

６月分 二１８，８４３７月分
８月分 １８，９６３９月分 ２４，６０１１０月分
１１月分 ２０，５２２１２月分 １９，９２３１月分 ２０，３９８２月分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、３月分



　　　　　　　　　　

戸塚議員
別表Ｃ７ （平成２７

　　

）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　　

金額
裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ
Ｃ１５‐５０５ 平成２６年４月分 １４，３６６ １４，３６６ １５，１５６ ３，０４８ １１，３１８
Ｃ１５‐５０６ 同上５月分 １２，１９０ １２，１９０ １２，１９０ ３，０４８ ９，１４２
Ｃ１５‐５０７ 同上６月分 １５，０００ １５，０００ ３０，３７４ ３，０４８ １１，９５２
Ｃ１５‐５０８ 同上７月分 １５，．０００

　　　　

１５，０００ ２０，１９４ ３，０４８ １１．９５２
Ｃ１５‐５０９ 同上８月分 １５，０００ １５，０００ ２４，６４５ １０４８ １１，９５２
Ｃ１５‐５１０ 同上９月分 １５．０００ １５，０００

　　　　

４１，１２４ ３，０４８ １１，９５２
Ｃ１５‐５１１ 同上１０月分 １５，．０００ １５，０００ ４５，１４４ ３，０４８ １１，９５２
Ｃ１５‐５１２ 同上１１月分

　　　

１５，０００ １５，０００ ２５，５３３
・３，０４８ １１，９５２

Ｃ１５‐５↑３ 同上１２月分 １５，０００ １５，０００ ３６，８３６ ３，０４８ １１，９５２
Ｃ１５‐５１４ 平成２７年１月分 １５，０００ １５，０００

　　

２５，２０３ ３，０４８ １１，９５２
Ｃ１５‐５１５ 同上．２月分 １５，０００ １５，０００ ３１，１０３ ０４８ １１，９５乙
Ｃ１５‐５１６ 同上３月分 １５，０００ １５，０００ ２１，８２１ ３，０４８ １１，９５２ロ

　　

３

　　　　　　

」

　　

．

　　　　

，

　

０

　　

・

　　　

１５，０００

　　　　　　　

２１，８２１

　　　　

‐

　　

３，０４８

　　　　　　　

１１，９５２
合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１７６，５５６

　　　　　　

１７６，５５６

　　　　　　

３２９，３２３

　　　　

， ‐３６，５７６

　　　　　　

１３９，９８０

．

　　　　　　　　　　

１
メ

　　　

，

　　　　　　　　　　

．－

＼

　

・

　　

，

４５７



小関議員
別表Ｃ８ー１ （平成２７年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　　

金額
裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

（ＸーＹ）

Ｃ１５‐５５４
ＮＴＴドコモの料金平成
２７年４月分

８，５６４ ８，５６４

　　　　

８，５６４

　　　

４，２８２ ４，２８２

Ｃ１５‐５５５ 同年５月分 １１，６５８ １１，６５８ １１，６５８ ５二８２９ ５，８２９
Ｃ１５‐５５６ 同年６月分 １５，０００ １５，０００ ２５，２９７ １２，６４９ ２，３５１
Ｃ１５‐５５７ 同年７月分 １５，０００ １５，０００ １８，３７３ ９，１８７ ５，８１３
Ｃ１５‐５５８ 同年８月分 １５，０００

　　　　

１５，０００ ２１－７０４ １０，８５２ ４，１４８
Ｃ１５‐５５９ 同年・９月分 １５，０００

　　

１５，０００ １７，２２４ ８，６１２

　　

６，３８８
Ｃ１５‐５６０ 同年１０月分 、１５，０００ １５，０００ １７，１１８ ８，５５９ ６，４４１
Ｃ１５‐５６１ 同年１１月分

　　　　

１５，０００ １５，０００ １７，４１６ ８，７０８ ６，２９２
Ｃ１５‐５６２ 同年‐１２月分 １５，０００ １５，０００ １６，８７１ ８，４３６ ６，５６４
Ｃ１５‐５６３ 平成２８年１月分 １５，０００ １５，０００ １７，６１６ ８，８０８ ６，１９２
Ｃ１５‐５６４ 同上２月分 ｝

　

÷１５，ｏｏｏ １５，０００ １６，３６０

　　

８，１８０ ６，８２０同上２

　　　　　　　　　　　

＼｝

　

÷１５，０００

　　　　

．

　　　

，００

　　　　　

・１６，

　　　　　

，－

　　　

，
合計額

　　　　　

，

　　　　　　　

１５５，２２２

　

．

　　

ー

　

１５５，２２２

　　　　　

１８８，２０１

　　　　　　

９４，１０２

別表Ｃ８ー２（平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支

　

出金額 （Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出

　　

金額

　　　

（Ａ）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

（ＸーＹ）

Ｃ１６‐４９９

ＮＴＴドコモの料金平成
２８年４月分

１３９，４９８ １３９，４９８

１７，１１６

７５，５９５ ６３，９０３

　　

１６，８７９同年５月分
１６，５９６同年６月分

同年７月分 １７，２４１

同年８月分 ・

　

１８，．２１１

同年９月分 １７，０７１
１０，１５３同年１０月分
９，１３７同年１１月分
８，００６同年１２月分
９，０８８平成２９年１月分

同上２月分 １１－，６９１ゴ ー：ｔ
‘ １５１，１８９

　　　　　　　　

男”表Ｃ８ー３ （平成２９年度）

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支

　

出金額 （Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出

　　

金額

　　　

（Ａ）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額×１／２

裁判所の認定する
・違法支出額

　

（ＸーＹ）

Ｃ１７‐４８８

ＮＴＴドコモの料金平成
２９年８月分

５９，３９５ ５９，３９５

９，０２５

２９，６９８

　　

， ２９，６９７
７，９７４同年９月分
８，８９２同年１０月分
８，９６０同年１．１月分
７，８４１同年１２月分

平成３０年１月分 ８，９０５
７，７９８同上２月分同上２月

合・計額 ５９，３９５

４５８



河辺議員
別表Ｃ９（平成２８年度ＮＴＴファイナンス等）

支出番号 支出内容

会派まちだ市民
クラブの計上し
た支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

磯貝の実際の支出金額 裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
Ｃ合計額×１／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹＮＴＴ東日本利
用分料金（Ａ）

ドコモ利用分

　

（Ｂ）
合計

　

′
（Ｃ）

Ｃ１６‐４９４

平成２８年４月分

２４０，０００ ２４０，０００

８，６０９ １８，７８５ ２７，３９４

１７８，２１７ ６１，７８３

同年５月分 ８，８３８ ２２，４９１ ３１，３２９
同年６月分 ８，７８６ １８，８４４ ２７，６３０
同年７月分 ８，８９０ １８，５３３ ２７，４２３
同年８月分 ８，９１４ １８，５０２ ２７，４１６
同年９月分 ー

　　　

８，４６８ ２０，４６８ ２８，９３６
同年１０月分 ９，０５６ １９，８８７ ２８，９４３
同年１１月分 ８，８７５

　　　

２０，０７７ ２８．９５２
同年１２月分 ８，９４３ ３８，２２３ ４７，１６６
平成２９年１月分‐ ８，９４８ ２６，２０８ ３５－１５６
同年２月分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′ ２３，０３６ ２３，０３６
同年３月分 ′

　

２３，０５３ ２３，０５３

　　　　　　　　　　　　　

′

　

２３，０５３
・

　　　　　

２３，０５３
８８，３２７

　　　　　　

２６８，１０７

　　　　　　

３５６，４３４合計額

　

　　

　

　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　

　

　　

　

　　　　　

：

　　　　　　

・
▼；

　

－：

　　

▲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼・

　　　　　　　　　　

・

　　

．

　　　　

，

　　　　　　　　

「

　　　　　　　　

ｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

へ

　　

　

　　

　　

　　　　　　

　

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
．

　　

・

　

１ノ

　　　

’

　　　　

，

　　

ｌ

４５９



議員名不明
別表ＣＩＯ－１（平成２８

ノ支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金額 裁判所の認定する適

　　

法支出額
Ｃ合計額ｘｌ．／２

裁判所の認定する違

　　

法支出額

　

ＸーＹ合計額
インターネット利
用分料金（Ａ）

固定電話利用分

　　

（Ｂ）
合計
（Ｃ）

Ｃ１６÷４９２

平成２８年４月分

６８，１３６

　　

Ｌ

６８，・１３６

４，６４ １，０２ ，６７

３４，０６８ ３４，０６８

も６４ ー

　

．

　

１．０２ ，６７同年５月分
４，６４ １，０２ ，６７同年６月分
４，６４ １，０２ ，６７同年７月分

同年８月分 ４，６４ １，０２ ，６７
同年９月分 ４，６４ １，０２ ．６７

４，秘 １１０２ ．６７同年１０月分
４．６４ ｒ

　　　　　　

ｌ，０２ ，６７同年１１月分
４，６４ １，０２ ，６７同年１２月分
４‘６４ １，０２ ．６７平成２９年１月分

同年２月分 ４，科 １，０２ ．６７
４二斜 １．０２ ．６７同年３月分

　

５．６７８

　

６８，１３６

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　　

金額

　　

Ａ

　　

・

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

裁判所の認定する

　

違法支出額
ＸーＹの合計額

Ｃ１６‐４９５

平成２８年４月分

２２０，１８６ ２２０，１８６

２８，０３９ ２，鋼

１８８，８５８

３２，９９１ ２，８４同年５自分
同年６月分 ２６，１３６ ２，８４
同年７月分 ２０，７４５ ２，８４
同年８月分 Ｏ

４４，８９３ ２，８４同年９月分
２２，９７３ ２，８４同年１０月分
１７，７３０ ２，８４同年１１月分

同年１２月分 ３８，６７７ ２．８４
平成２９年１月分 ２４，７３２ ２，鋼

１１，３９１ ．－

　　

．２，８４同年２月分
１８，０９９ ２，８４同年３月分

支出番号 支出内容
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額・（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額

ｒ

　

議員の実際の支出金額 裁判所の認定する適

　

雫鱈額
Ｄ合計額×・１／２

裁判所の認定する違

　　

法支出額

　

ＸーＹの合計額
インターネット利
用分料金（Ａ）

固定電話利用分

　　

（Ｂ）
携帯電話利用分

　　

（Ｃ） 合計（Ｄ）

Ｃ１７÷４９０

平成２９年４月分

２１５，６３５ ２１５，６３５

４．６４９

　　　

１，０２９

　　　

１４，８９６ ２０，５７４

１０７，８１８ １０７，８１７

４，６４９ １，．０２９ １５，３２２ ２１．０００同年５月分
４，６４９ １，０２９

　　　　

１４，８７４ ２０．５５２同年６月分
４，６４９ １，０２９ １４，８４１２ ２０，５２０同年７月分
４，６４９ １′０２９

　　　

１４，９４６ ２０，６２４同年８月分
４．６４９ １．０２９ １４，８７５ ２０，５５３同年９月分
４．１９ １，０２９ １４，８６５

　　　

２０，５４３同年１０月分
４，６４９ １，０２９ １１，８３４ １７．５１２同年１１月分 ＼

　　　　

４，６４１９ １，０２９ １１，８６６ １７，５４４同年１２月分
４，臥１９ １．０２９ １２，３４４ １８，０２２平成３０年１月分
４．６４９ １，０２９ １２，５１３ １８，１９１同年２月分

　　　　　　　　　　　　　　　

合計額

　　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

５１，１３９

　

’ １１，３１９

　　　　　　

３，

　　

．

　　　　　

２
，；

　　

Ｉ

　

Ｐ
‘，

　　

，

　

ｃｌｏ‐４

　　

．２９

　　　　　　　　

′

　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ノ

　　　

・‐

支出番号 支出内容．′
会派まちだ市民ク
ラブの計上した支
出金額（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出金額 裁判所の認定する逢

　

‐法支出甑

　　

（Ｙ）
Ｄ合計額×１／２

裁判所の認定する遠

　　

法支出額

　

ＸーＹの合計額ＢＩＧＬＯＢＥ利
用分料金（Ａ）

ＫＤＤＩ利用分

　　

（Ｂ） 合計（Ｄ）

Ｃ１７÷４９４

平成２９年４月分

１３７，２９７ １３７，２９７

８．０９８ ４，２９３ １２，３９１

６８，＆１９ ６８，６４８

８，１９５ ４，２８１ １２，４７６同年５月分
８，１５２ ３，８８８ １２．α１０同年６月分
８，２４７ ４，αコＩ １２，２４８同年７月分

　　　

／
８，０７５ ４，０５６ １２，１３１同年８月分
８．１１２ ４，３４０

　　　　　

１２，４５２同年９月分
８，２１９ ４，３２７ １２，５４６同年コ０自分
８，鎖）７ ５，４０７ １３コ」４１４同年１１月分
８，０７６ ＼

　

４，３６８ １２，′４４４同年１２月分
８，１８１ ４，２５０ １２，４３１平成２９年１月分
８，０６１ ４，６６３ １２，７２４同年２月分



若林議員
別表Ｊ１「１ （平成２７年度・ＮＴＴファイナンス株式会社

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支
出金額 （Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

Ａｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額
ＸーＹ合計額

Ｊ１５‐３７７

平成２７年４月分

１１７，８９６ １１７，８９６

８，４００ ４・，２００

５８，９４４

同年５月分 １２，１５９ ６，０８０
同年６月分 １３，２６３ ６，６３２
同年７月分

　

ｒ １３，５１５ ６，７５８
同年８月分 ８，３７４ ４，１８７
同年９月分 ８，３１３ ４，１５７
同年１０月分 ８，３７７ ４，１８９
同年１１月分 １２，００２ ６，００１
同年１２月分

　　

」 ８，３９０ ４，１９５
平成２８‘年１月分 ８，４６５ ４，２３３
同年２月分 ８，３０９ ４，１５５
同年３月．分 ８，３２９ ４，１６５
合計額 １１７，８９６

　　

１

　　　　

５８，９５２

別表Ｊ１一２

　

｛平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

　　

ず

　

、

議員の実際の支
出金額 （Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額×１／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹ

Ｊ１６」４４６

平成２８年４月分

１００，６２９ １００，６２９

８，２４１

５０，３１５ ５０，３１４

同年５月分 ８，４４２
同年６月分 ８，３１３
同年７月分 ８，２７７
同年８月分 ８，・４７４
同年９月分 ８，２７５
同年１０月分 ８，２４２
同年１１月分 ８，２８５
同年１２月分 ８，５４９
平成２９年１月分 ９，０４２
同年２月分 ８，２６４
同年３月分 ８，２２５；

　

、

　　　

．

　　　

同

　

３

　　　　　　　　　　　

合計額 １００，６２９

４６１



三遊亭議員

　　　　

別表Ｊ２ー１ー１（平成２７年度・ドコモ利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）

　　

‐

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　

金額（Ａ）

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

　

（Ａｘｌ／２）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸーＹ合計額

Ｊ１５‐３７８

平成２７年４月分

７７，８９６ ７７，８９６

６，１９１ ３，０９６

３８，９４４

同年５月分 ６，１９８ ３，０９９
同年６月分 ６，１５９ ３，０８０
同年７月分 ６，１６５

　　　　　

３，０８３
同年８月分 ６，２７９ ３，１４０
同年９月分 ６，２１１ ３，１０６
同年１０月分 ６，１６５ ３，０８３
同年１１月分

　　　

６，１９１ ３，０９６
同年１２月分 ６，，１５２ ３，０７６
平成２８年１月分 ９，９８２ ４，９９１
同年２月分 ７，４９０ ３，７４５
同年３月分

　　　　　

４，７１３ ２，３５７
合計額

別表Ｊ２ー１ー２（平成２７年度・東日本利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　

金額（Ａ）

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

　

（Ａｘｌ／２）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸーＹ合計額

Ｊ１５‐３７９

平成２７年４月分

３１，７０４ ３１，７０４

２，６２４ １，３１２

１５，８５０

同年５月分

　　　　　

２↓７５０ １，３７５
同年６．自分 ２，９９８ １，４９９
同年７月分 ２，

・３１３ ・ １，１５７
同年８月分 ３，１８４ １，５９２
同年９月分

　

、 ２，５４４ １，２７２
同年１０月分 ３，０１３ １，５０７
同年１１月分

　　　

－２．４２２ １，２１１
同年１２月分 ２，５６６ １２８３
平成２８年１月分 ２，３９９ １，２００
同年２月分 ２，５０５ １，２５３
同年３月分 ２，３８６ １，１９３

７７，８９６

　　　　　　　

３８，９５２

３１，７０４

　　　　　　　

１５，８５４

　　　　　　　　　

別表Ｊ２ー２ （平成．２９年度・ドコモ利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　

金額（Ａ）

裁判所の認定する
適法支出額（、Ｙ）
（Ａ合計額ｘｌ／

　

、 ２）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

　

＋

Ｊ１７‐６４１

平成２９年４月分

６７，０８０ ６７，０８０

４，４３１

３３，５４０
′ ３３，５４０

同年５月分 ４，４４１
同年６月分 ／・

　

４，３８９
同年．７月分 ４，４１２
同年８月分 ４４２３
同年９月分 ’４，６８２
同年１０月分 ４，７３４
同年１１月分 ５，６２２
同年１２月分 ７，５２２
平成３０年１月分 ８ゞ９９４
同年２月分 ６，６９６
同年３月分 ６，７３４

６７，０８０

４６２



佐藤議員
別表Ｊ３ー１ （平成２７年度・ドコモ利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

　

出金額

　　

（Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

～

　　

，（Ｙ）
（Ａｘｌ．／２）

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹ

Ｊ１５‐３８０ 平成２７年６月分 ９，６４６ ９，６４６ ９，６４６ ４，８２３ ４，８２３
Ｊ１５‐３８１ 同年７月分 ７，０５１ ７，０５１ ７，０５１ ３，５２６ ３，５２５
Ｊ１５‐３８２

　

． 同年８月分 ７，６７３ ７，６７３ ７，６７３ ３，８３７ ３，８３６
Ｊ１５‐３８３ 同年９月分 ７，５１１ ７，５１１ ７，５１１ ３，７５６ ３，７５５
Ｊ１５‐３８４ 同年１０月分 ７，５５３ ７，５５３ ７，５５３ ３，７７７ ３，７７６
Ｊ１５‐３８５ 同年１１月分 ７，６１５ ７，６１５ ７，６１５ ３，８０８ ３，８０７
Ｊ１５‐３８６ 同年１２月分 ７，６５３ ７，６５３ ７，６５３ ３，８２７ ３，８２６
Ｊ１５‐３８７ 平成２８年１月分 ７，６３７ ７，６３７ ７，６３７ ３，８１９ ３，８１８
Ｊ１５‐３８８ 同年２月分 ７，９１８ ７，９１８ ７，９１８ ３，９５９ ３，９５９
Ｊ１５‐３８９ 同年３月分 ７，６２１ ７，６２１ ７，６２１ ３，８１１ ３，８１０

合計額

　　　　

，

　　　　　　　　　

７７，８７８

　　　　　　

７７，８７８

　　

，

　　　

７７，８７８

　

，

　　　　

３８，９４３

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上・した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

　

出金額

　　

（Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ａ合計額ｘｌ／

　　

２）

裁判所の認定す
る違法支出額
Ｘ合計額一Ｙ

Ｊ１７‐６３３ 平成２９年５月分 ７，５２１ ７，５２１ ７，５２１

２８，７５７ ２８，７５７

Ｊ１７‐６３４ 同年６月分 ７，７１２ ７，７１２ ７，７１２
Ｊ１７－６３５‐ 同年７月分 ８，２２３ ８，２２３ ８，２２３
Ｊ１７‐６３６ 同年８月分 ８，３５７ ８，３５７ ８，３５７
Ｊ１７‐６３７ 同年９月分 ・

　

．８，２８９ ８，２８９ ８，２８９
Ｊ１７‐６３８ 同年１０月分 ８，３１４ ８，３１４ ８，３１４
Ｊ１７‐６３９ 同年１１月分 ８，３９２ ８，３９２ ， ８，３９２
Ｊ１７‐６４０ 同年１２月分 ８，２２７ ８，２２７ ８，２２７

別

　

Ｊ３ー２ （平成２９年

　

・ドコモ

　

」用分）

合計額

　　　　　　　　

・

　　　　

５７，５１４

　　　

，

　　

５７，５１４

　

， ，
，

　

．５７，５１４

；；：
，．，

ー

４６３



松岡議員
別表Ｊ４ー１（平成２７年度・，ドコモ利用料金及び固定電話料金））

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

　　　

膳員の実際の支出金額 裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

Ｃｘｌ／２

裁判所の肥定す
る違法支出額

　　

Ｘ‐Ｙドコモ利用分料

　

金（Ａ）
固定電話利用分

　　

（Ｂ）
合計
（Ｃ）

Ｊ１５‐３９０ 平成２７年４月分 ４，０８８ ４，０８８ ４，０８８ ４，０８８ ２，０４４ ２，０４４
Ｊ１５‐３９１ 同年５月分 ３，１２６ ３，１２６ ３，１２６ ３，１２６ １，５６３ １，５６３
Ｊ１５‐３９２ 同年６月分 ３．７２９ ３，７２９ ３，７２９ ３，７２９ １，８６５ １，８６４
Ｊ１５‐３９３ 同年７月分 ２，８９４ ２，８９４ ２，８９４

　　　　

２，８９４ １．４４７ １，４４７
Ｊ１５」３９４ 同年８月分 １５，０００ １５，０００ １４．１７９ ３，６６７ １７，８４６ ＆９２３ ６，０７７
Ｊ１５‐３９５ 同年９月分 １５．０００ １５，０００ １３，７４２ ３，４３６ １７，１７８ ８，５８９ ６，４１１
Ｊ１５‐３９６ 同年１０月分 ２，８１１ ２．８１１ ２，８１１ ２，８１１ １，４０６ １，４０５
Ｊ１５‐３９７ １０，２５２ １０，２５２ １０，２５２ １，０，２５２ ５，１２６ ５，１２６
Ｊ１５‐３９８ 同年１１月分 ２，５９８ ２，５９８ ２，５９８ ２，５９８

▲

　

１，２９９ １，２９９
Ｊ１５‐３９９ １０，３２０ １０，３２０ １０，３２０ １０，３２０ ５，１６０ ５，１６０
Ｊ請５ー４ｏｏ 同年１２月分 ３，７５４ ３，７５４ ３，７５４ ３，７５４ １，８７７ １，８７７
Ｊ１５‐４０１ 平成２８年１月分 ５，１４８ ５，１４８ ５，１４８ ５，１４８ ２，５７４ ２，５７４
Ｊ１５‐４０２ ８，５６０ ８．５６０ ８，５６０ ８，５６０ ４，２８０ ４，２８０
Ｊ１５‐４０３ 同年２月分 ３，９１９ ３，９１９ ３，９１９ ３；９１９ １，９６０ １，９５９
Ｊ１５‐４０４ ８，６０２ ８，６０２ ８，６０２ ８，６０２ ４，３０１ ４，３０１
Ｊ１５‐４０５ 同年３月分 ８，５８６ ＆５８６ ８，５８６ ８，５８６ ４‘２９３ ４，２９３

　　　　　　

ロー額

　　　　　　　　　

． ・１０８，３８７

　　　　　

１０８，３８７

　

′

　　　　　

７４，２４１

　　　　　　

３９，１７０

　　　　　

，１１３，４１１

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

Ｊ４－２（平成２８年度‐固定

　

話

　

金

支出，番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

、

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支‐

キ評
裁判所の認定す

，る違法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額ｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１６‐４４３

平成２８年４月分

２３，８４２ ２３，，８４２

３，１２１

１１，９２１ １１，９２１

同年５月分 ３，１４８
同年７月分 ２，６１９
同年８１且分 ３，１９７
同年１０月分 ３，３０６
同年１１月分 ３，１１６
平成２９年１÷自分 ２．６６５
同年２月分 ２，６７０

　　　　　

合計額

　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２３，．８４２

別表Ｊ４ー３（平成２８年度・‐ドコモ利用料金）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

麟員の実際の支

　

出金額

　　

（Ａ）

裁判所の認定す
る違法支出額

　　

（Ｙ）
Ａ合計額ｘｌ／２

，裁判所の認定す
る違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１６‐４４４

成２８年４月分

１０６，８３７ １０６，８３７

，５９６

５３，４１９ ５３，４１８

年５月分 ０７９
年６月分

　　

． １５
年７月分 ２２
年８月分 ９７
年９月分 ２６
年１０月分 １３
年１１月分 １０
年１２月分 ５５
成２‐９年１月分 ９１
年２月分 ８２
年３月分 ５１

　　　　

合ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　

１０６，８３７

別表Ｊ４ー４（平成２９年度・ドコモ利用料金及び固定電話料金）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張す
る違法支出額、、

　　　　

議員の実際の支出金額
裁判所の総定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
Ｃ合計額ｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額
Ｘ合計額－Ｙドコモ利用分料

　

金（Ａ）
固定電話利用分

　　

（Ｂ）
合計
（Ｃ）

Ｊ１７‐６４２ 平成２９年４月分 １４，２７８ ，

　　

１４，２７８ 、

　　

８，６７４ ５，６０４ １４，２７８

４０，９０５ ４０，９０４

Ｊ１７‐６４３ 同年５月分 １１，４５９ １１，４５９ ８，５８９ ２，８７０ １１，４５９
Ｊ１７‐６４４ 同年６月分 １３‘５５８ １３，５５８ ９，２６３ ４，２９５ １３，５５８
Ｊ１７‐６４５ 同年７且分 １１，０７３ １１，０７３ ８，１５７ ２，９１６ １１，０７３
Ｊ１７‐６４６ 同年８月分 １１，３２４ １１，３２４ ８，１９１ ３，１３３

　　　

１１，３２４
Ｊ１７‐６４７ 同年９月分 ２０，ｎ，７ ２０，１１７ １５，９３５ ４，１８２ ２０，１１７

同

　

８月分

　　　　　　　　

１

　　

１１，３２４

　　　　　　

１１，３２４

　　　　　　

８，１９１

　　　　　　

３，１３３

　　　　　

１１，３２４

　

年９月分

　　　　　　　　　　

２０，１１・７

　　　　　　

２０，１１７

　　　　　

１５，９３５

　　　　　　

４，１８２

　　　　　　

２０，１１７
合計額

　　　　　　　　　　　　

８１，８０９

　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

・

　　　　

８１，８０９



市川議員
別表Ｊ５ー１ （平成２７年度・ドコモ利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額
－

　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

　

出金額

　

（Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ａｘｌ／２）‐

裁判所の認定す
る違法支出額

　　

Ｘ・一Ｙ

Ｊ１５‐４０６

平成２７年４月分

１０９，６５１ １０９，６５１

８，８９４ ４，４４７

＼

５４，８２４

同年５月分 ８，９１９ ４，４６０
同年６月分 －８，８９４ ４，４４７
同年７月分 ９，０１４ ４，５０７
同年８月分 ８」９５２ ４，４７６
同年９月分 ９，６１９ ４，８１０
同年１０月分 ９，０２０ ４，５１０
同年１１月分 ８，９７８ ４，４８９
同年１２月分 ９，２５６

′４，６２８
平成２８年１月分 ９，３１２ ４，６５６
同年２月分 ９，３５７ ４，６７９
同年３月分 ９，４３６ ４，７１８
合計額

　　　　

１０９，６５１

　　　　

ｒ

　　

５４，８２７

　

別表Ｊ５ー２ （平成２８年度・！ドコモ利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

中評
裁判所の認定す，
る適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ａ合計額×１／

　　

２）

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹ

Ｊ１６‐４４５

平成－２９年４月分

６８，５２３ ６８，５２３

７，５３５

３４，２６２ ３４，２６１

同年５月分

　　　　

７，５８７
同年６月分 ７，５６１

同年７月分

　　　

７，５８１
同年８月分 ７，５８６

同年９月分 ７，６４３
同年１０月分 １０，０６３

同年，１１月分 １２，９６７

合計額 ６８，５２３

４６５

　　　　　　　　　　

・



　　　

藤田議員
‘

　　　

別表Ｊ６ー１ （平成２７年度・ドコモ利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

　

出金額

　　

（Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ａｘｌ／２）

裁判所の認定す
る違法支出額，

　

ＸーＹ

Ｊ１５‐４０７ 平成２７年１０月分

５７，７１８ ５７，７１８

１８，２３４ ９，１１７

２７，２４１

同年１１月分 ８，５７１ ４，２８６
同年１２月分 ８，５７１ ４，２８６
平成２８年１月分 ８，６４６ ４，３２３
同年２月分 ８，５６８ ４，２８４
同年３月分 ８，３６２ ４，１８１
合計額

　　　　　　　　　　　　　

５７，７１８

　　　　　　

５７，７１８

　　　　

’
，・ ６０，９５２

　　　　　　

３０，４７７

別表Ｊ６ー２ （平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
，る違法支出額

議員の実際の支

『評
裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ａ合計額ｘｌ／

　　

２）

裁判所の認定す
る違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１６‐４４７

平成２８年４月分

１００，８４８ １００，８４８

８，４０４

５０，４２４
′

　

５０，４２４

同年５月分 ８，３９４
同年６月分 ８，４１０
同年７月分 ８，４３９
同年８月分 ８，４５１
同年９月分 ８，４３４
同年１０月分

　

８，４０８
同年１１月分 ８，３７６
同年１２月分 ８，４１１

平成２９年１月分 ８，３７２

同年２月分 ８，３８１
同年３月分 ８．３６８
合計額 １００，８４８

別表Ｊ６ー３ （平成２９年度）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ≧

原告らの主張す、

、 る違法支出額

議員の実際の支

　

出金額

　　

（Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ａ合計額×１／

　　

２）

裁判所の認定す
る違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１７一；４９

平成２９年４月分

５７，１１８ ５７，１１８

　

▲

８，４１３

２８，５５９ ２８，５・５９

同年５月分 ８，３９１
同年６月分 ８，３７８
同年７月分 ８，３６２
同年８月分 ８，４０２
同年９月分 ８，３７６
同年１，０自分 ６，７９６
合計額 ５７，

′１１８

４６６



　　

木目田議員
、．

　

別表Ｊ７ー１一１（平成‐２７年度・固定電話利用分

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　

金額（Ａ）
裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

　

Ａｘｌ／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１５‐４０８

平成２７年４月分

６１，３５９ ６１，３５９

」

　

４，７９２ ２，３９６

３０，６７７

同年５月分 ５，１５０ ２，５７５同年６月分 ５．９３７ ２．９６９同年７月分

　

， ５，００２

　　　

２，５０１同年８月分

　　

－ ４，８６１ ２，４３１同年９月分 ５，０３４ ２，５１７同年１０月分 ′

　　

４ー９６２

　　　

２，４８１鳳至１１月分 ４，９２１ ２，４６１同年１２月分

　　　　　

５，３４６ ２．６７３
平成２８年１月分 ５，７３６ ２，８６８
平成２８年２月分 ４，８０９ ２．４０５
平成２８年３月分 ４‘８０９ ２，４０５

３０，６８２

支出番号

＼

支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出

　　

金額
※８自分～３月分
については端末購
入代の分割支払分
３４６０円を控除

裁判所の総定する
違法支出額（Ｙ）

　

（Ａｘｌ／２）

鼓判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１５一０９

平成２７年４月分

９０，３６９ ９０，３６９

８，１７０ ４，０８５

４０，１９０

同年５月分 ８．１７９ ４．０９０周年６月分 ８，１６１ ４，０８１
同年７月分

　　　

．・ １９，９８０ ９，９９０同年８月分

　　　

◆ ６，３７、２ ３，１８６
同年９月分 ６，８９６ ３，４４８同年１０月分

　　　

６巳８８１ ３，争４１
同年１１‐自分 ６，８７５ ３，４３８
同年１２月分 ６，１０１ ３，０５１
平成２８年１月分 ６，９０１ ３，４５１
平成２８年２月分 ７，９０１ ３，９５１
平成２８年３月分 ７，９３４ ３，９６７
合計額

　　　　　　　　　　　　　

９０，３６９

　　　　　　

９０，３６９

　　　　　

１００，３５１

　　　　　　

５０，１７９

別表Ｊ７‐２ー１（平成２８年度・携帯電話利用分）

三三
支出番号 支出内容

　

′ 会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　

金額（Ａ）

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）
（Ａ合計額ｘｌ／

　　

２）

統判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１６÷４５２

平成２８年４月分

１２０，２８５ １２０，２８５

１１二３５８

６０，１４３ ６０，１４２

同年５月分 １１，３８２
同年６月分

　　

．‐

　　　

１１．３５５
同年７月分 １１．３５９
回年８月分 １１，４４３
同年９月分 １１，３７１
同年１０月分 １０，５２３
同年１１月分 １０．３７７
同年１２月分 １０．３６５
平成２９年１月分 １０，３８８
平成２９年２月分 １０，３６４
合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　

１２０，２８５

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（×）
原告らの主張する

　

違法支出額

ｉｌ員の実際の支出金頃 裁判所の認定する適

　　

法支出額

　　

（Ｙ）
Ｃ合計額×１／２

裁判所の認定する違

　　

法支出額

　　

ＸーＹ
固定電話利用分料

　

金（Ａ）
ｗｉ

　

ｆ

　

ｉ利用分

　　

（Ｂ）、
′

　

糟

Ｊ１６‐４５３

平成２８年４月分

１１２，９５９ １１２，９５９

５，６３５ ５，１２２ １０，７５７

５６，４８０ ５６，４７９

同年５月分 ４．８５０ ５，１２２ ９，９７２
同年６月分 ４，９０３ ５，１２２ １０，０２５
同年７月分 ５，１０１ ５．１２２ １０．２２３
同年８月分 ５，０５７ ５，１２２ １０，１７９
同年９月分 ４，９８４

・

　

５，１２２ １０，１０６
同年１０月分 ４，８７６ ５，１２２ ９，９９８
同年１１月分 ４，８ｉ１３ ５Ｌ１２２ ９，９５５同年１２月分 ５，９９９ ５．１２２ １１，１２１
平成２９年１月分 ５，６０３ ５，１２２ １０，７２５
同年２月分 ４，７７６ ５，１２２ ９，８９８

Ｊ７ー２ー２（平成２８

　　

・

　　　　　

金′・ｗｉｆｉ

５，９９９

　　　

，

　　　

．５．１２２

　　　　　　　

１１，１２１
５，６０３

　　　　　　　

５，１２２

　　　

．

　　

１０，７２５
４，７７６

　　

，

　　　　

．５，１２２

　　　　　　　

９，８９８
６，６１７

　　　　　　

‘５６，３４２

　

．

　　

・

　

１１２，９５９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４６７



　　　　　　　　　

‘

　

　

　　

　

　　　　　

　

　　　

　
　　

　　

　

　　　

　

　　　

　

　　　　　　　

　

　　　　

．

　　　

，

　　　　　　　　　　　

▼

　

－ノ

ー支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金額 裁判所の認定する適
法支出額（Ｙ）
Ｄ合計額×１／２

裁判所の認定する違

　　

法支出額

　　

Ｘ「Ｙ携帯電話利用分

　　

（Ａ）
ｗｉ

　

ｆ

　

ｉ利用分

　　

（Ｂ）
固定電話利用分料

　

金（Ｃ）
ｒ

　

菖爵
Ｊ１７』００ Ｈ２９．４ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２

１１０・，１０６ １１０，１０６

Ｊ１７÷毛０１ Ｈ２９．４ １０，３９８ １０．３９８ １０，３９８ １０，３９８Ｊ１７÷電０２ Ｈ２９．５ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２可Ｊ１７一；０３ Ｈ２９．４ ５，０２５ ５．０２５ ５，０２５ ５，０２５Ｊ１７÷‐６隅 Ｈ２９．５ １１，３１３４ １１，３６４ １１，３６４ １１，３１ｉ４Ｊ１７÷６０５ Ｈ２９．６ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２ ′５，１２２Ｊ１７一ｉ０６ Ｈ２９，５ ５，伽 ５，α）４ ５，欄 ５，Ｍ４Ｊ１７一；０８ Ｈ２９．６

　

＼ １１，４２７ １１」４２７ １１，４２７

　　

． １１．４２７Ｊ１７一；０９ Ｈ２９．７ ５．１２２

　　　　　

５．１２２ ５，１２２ ５，１２２Ｊ１７÷一６１０ Ｈ２９．６ ５，２１９ ５，２１９ ５，２１９ ５，２１９Ｊ１７÷一６１１ Ｈ２９．７ １０，３９２ １０，３９２ １０．３９２ ｌｑ３９２
Ｊ１７‐６１２ Ｈ２９．８ ５，１２２ ５，１２２ ５．１２２

．

　　　

５．１２２Ｊ１７÷一６１３ Ｈ２９．７ も９５９ ４，９５９ ４，９５９ ４，９５９Ｊ１７‐６１４ Ｈ２９．８ １０．１８３ １０．１８３ １０，１８３ １０，１８３Ｊ１７一５１５ Ｈ２９．９ ５，１２２ ５．１２２ ５，１２２ ５，１２２Ｊ１７‐６１６ Ｈ２９．８ ４，８１１ ４，８１１ ４，８１１ ４，８１１Ｊ１７÷一６１７ Ｈ２９．９ ９，１７１ ９，１７１ ９，１７１ ９，１７１Ｊ１７‐６１８ Ｈ２９．１０

　　　

、 ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２Ｊ１７÷一６１９ Ｈ２９．９ ５．８３７ ５．８３７ ５，８３７ ５，８３７Ｊ１７一ｉ２０ Ｈ２９．１０ ９，２０１ ９，２０１ ９，２０１ ９，２０１Ｊ１７‐６２１ Ｈ２９．１１ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２Ｊ１７→；２２ 一２９．１０ ５，０５８ ５，０５８ ５じ０５８ ５，０５８Ｊ１７一～２３ 一２９．１１ ９，１８９ ９，１８９ ９，１８９ ９．１８９Ｊ１７一；２４ イ２９・１２ ５Ｌ１２２ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２Ｊ１７÷６２５ Ｈ２９．１１ ８．１４８ ８，１４８ ８，１４８ ８，１４８Ｊ１７‐６２６ Ｈ２９，１２． １２，２８３ １２，２８３ １２巳２８３ １２，２８３Ｊ１７÷６２７ Ｈ３ＱＩ ５，１２２ ５，１２２ ５，１２２ ５．１２２Ｊ１７一；２８ Ｈ２９．１２ ４，７６８ ４，７６８ ４，７６８ ４．７６８Ｊ１７一；２９ Ｈ３０．Ｉ ９．６２．６ ９，６２６ ９，６２６ ９，６２６Ｊ１７÷６３０ Ｈ３０．２ ５．１２２ ５．１２２

　　

ｒ ５，１２２ ５，１２２Ｊ１７一～３１ Ｈ３０，Ｉ ５，３３５ ５‘３３５ ５，３３５ ５，３３５Ｊ１７÷６３２ Ｈ３０．２ ６，４７２ ６，４７２ ６ユ４７２ ＆４７２



いわせ磯貝
別表Ｊ８ー１（平成２７

　　　

，

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支出金額 裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

Ｃｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹ固定電話利用料

　

金（Ａ）
携帯電話利用料

　

金（Ｂ）
＼合計
（Ｃ）

Ｊ１５‐４１０ 成２７年４月分 ・１３，１６７ １３．１６７ ３，１２７ １０，０‘１Ｏ １３，１６７ ６，５８４ ６，５８３
Ｊ１５‐４１１ 年５月分 １３，７７４ １３，７７４ ３，０４２ １０，７３２ １３，７７４ ６，８８７ ６，８８７
Ｊ１５‐４１２ 年６月分 １４，２１３ １４，２１３ ３．４５２ １０，７６１ １４，２１３ ７Ｊ０７ ７，１０６
Ｊ１５‐４１３ 年７月分 １３，３８９ １３，３８９ ２，８６９ １０，５２０ １３，３８９ ６．６９５ ６，６９４
Ｊ１５‐４１４ 生」８÷自分 １４，５３９ １４．５３９ ３，６７１ １０，８６８ １４，５３９ ７．２７０ ７，２６９
Ｊ１５‐４１５ 年９月分 １０，６５９ １０．６５９ １０，６５９ １０，６５９ ５，３３０ ５，３２９Ｊ１５‐４１６ 年１０月分 １３，４１０ １３，４１０ ２，９０９ １０，５０１ １３．４１０ ６，７０５ ６，７０５
Ｊ１５‐４１７ 年１１月分

　

Ｉ １３，５．１５ １３，５１５ ２，９８２ １０，５３３ １３，５１５ ６，７５８ ６，７５７
Ｊ１５‐４１８ 年１２月分 １３，６７８ １３，６７８ ３，０９３ １０，５８５ １３，６７８ ６，８３９ ６１８３９
Ｊ１５－４１９ 成２８年１月分 １３，３８６ １３，３８６ ２，９０５ ｌｑ４８１ １３，３８６ ６，６９３ ６，６９３Ｊ１５‐４２０ 年２月分 １３，１７９ １３，１７９ ２，６３３ １０，５４６ １３，１７９ ６，５９０ ６，５８９Ｊ１５‐４２１ 年３月分 １３，０３８

　　　

１３，０３８ ２，５４０ １０，４９８ １３，０３８ ６，５１９ ６，５１９

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

　

出金額

　　

（Ａ）

る適法支出額

　

（Ｙ）
〔Ａ合計額ｘｌ／

裁判所の認定す
る違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１６‐４５１

平成２８年４月分

１１，３６６ １１，３６６

２，５５８

５，６８３ ５，６８３
同年５月分 ２，７５５
同年６月分 ２，９９６
同年７月分 ３，０５７

　　　　

合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

．

　　　

１１，３６６

別表Ｊ８ー３（平成２９年度・携帯電話利用料金）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

苧評
裁判所の総定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ａｘｌ／２）

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹ

Ｊ１７‐５９１ 平成２９年４月分 １２，２９３ １２，２９３ １２，２９３

５１，００６ ５１，００６

Ｊ↑７‐５９２ 同年５月分 １２，７８４

　　　　

１２，７８４ １２，７８４
Ｊ１７‐５９３ 同年６月分 １２，３３０ １２，３３０ １２，３３０

　

Ｊ１７‐５９４ 同年７‐自分 １１，９５１ １１，９５１ １１，９５１
Ｊ１７－５９５ 同年８月分 １０，２３７ １０，２３７ １０，２３７
Ｊ１７‐５９６ 同年９月分 １０，７６２ １０，７６２ １０，７６２
Ｊ１７‐５９７ 同年１０月分 １０，４８６ １０，４８６ １０，４８６
Ｊ１７‐５９８ 同年１１月分 １０，４６８ １０，４６８ １０，４６８
Ｊ１７‐５９９ 同年１２月分 １０，７０１ １０，７０１

．

　

１０，７０１

　

１０，７０１

　　　　　　

１０，７０１

　　　

・

　　

１０，７０１
１０２も０１２

　　　　　　　　　　　　　　　

二

　

１０２，０１２

　　　　　　　　　　　　　　　

４６９



渡辺議員
別表Ｊ９」１ー１ （平成２７年度・携帯電話利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　

金額・（Ａ）

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

　

（Ａｘｌ／２）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１５‐４２２

平成２７年・４月分

１０９，９９９ １０９，９９９

１０，６７５ ５，３３８

５４，２８１

同年５月分 １６，４２９ ，

　

８，２１５
同年６月分 １０，６７５ ５，３３８
同年７月分 １０，６７５ ５，３３８
同年８月分 １０，８０４ ５，４０２
同年９月分 １０，６７５ ５，３３８
同年，１０月分 １０，６７５ ５，３３８
同年１１月分 ８，７１６ ４，３５８
同年１２月分 ７，６７７ ３，８３９
平成２８年１月分

　　　　

７，６７７ ３，８３９
同年２月分 ６，７５０ ３，３７５同

　

２
合計額 １１１，．４２８

　　　　　　　

５５，７１８

ぐ別表Ｊ９一・ー２（平成２７年度．携帯電話利用料金）

支出番号 支出内容

　

Ｊ
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　　

金額

裁判所の認定する
違法支出額（Ｙ）、

　

（Ａｘｌ／２）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

Ｘ‐Ｙ

Ｊ１５‐４２３ 平成２８年３月分 ６，７５０
′

　

６，７５０ ６，７５０ ３，３７５ ３，３７５

別表Ｊ９ー２ー１ （平成２８年度・携帯電話利用分）

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　

金額（Ａ）

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

　

（Ａｘｌ／２）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１６‐４４９

平成２８年４月分

１１１，４１６， ↑１１，４１６

６，７５０

５５，７０８ ５５，７０８

同年５月分

　　

６，７５０
同年６月分 １２，７９５
同年７月分

　

・ ７，８１６
同年８月分′ １２，３０４
同年９月、分 ６，９３７
同年１．○自分 ／

　　　

７，４６６
同年１１月分 ８，１２０
同年１２月分

　　

， ７，３４０
平成２９年１月分 ８，０５５
同年２月分 ８，１２６
同年３月分 １８，９５７

ｆｉｌ１ミニ

同年３
合計額 １１１，４１６

　　　　　　

別表Ｊ９ー２ー２，（平成２８年度・プロバイダ利用料金）．ー

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）

　

、

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　　

金額

裁判所の認定する
違法支出額（Ｙ）

　

（Ａｘｌ／２）

裁判所の認定する

　

違法支出額

　　　

ＸーＹ

Ｊ１６‐４５０ 平成２８年８月分 ３，４０２ ３，４０２

　　　　

３，４０２

　　　　　

１．，・７０１ １，７０１

支出番号 支出内容
会派自民党の計上

　

した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出

　

金額 （Ａ）

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）
（Ａ合計額ｘｌ／

　　

２）

裁判所の認定する
ｉ

　

違法支出額

　　

ＸーＹ

Ｊ１７‐６４８

平成２９年４月分

９３，８３５ ９３，８３５

／

　　　　　　

，７，２２９

４６，９１８ ４６，９１７

同年５月分 ６，７８５
同年６月分 ７，、７６９
同年７月分 ８，５８０
同年８月分 ７，１１８
同年９月分 ６－７５２
同年１０月分 ６，７５２
同年１１月分 １０，６５４
同年１２月分 ８，９２４
平成３０年１月分 １１，５９９
同年２月分 １１，‐６７３

別

　

Ｊ９ー３ （平成２９年度）

同

　

２
合計額 ９３，８３５

　　　

４７０



長村議員
別表ＪＩ０一１（平成２７

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

　　　　　

議員の実際の支出金額 裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

Ｃｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹ携帯電話利用分
料金（Ａ）

インターネット
回線利用分

　　

（Ｂ）

合計
（Ｃ）

Ｊ１５‐４２４

平成２７年４月分

１７３，８１２ １７３，８１２

１３，０１ ２，１６０

　　　

１５，１６１ ７，５８１

８４，８０３

年５月分 １２，８８ ２，１６０ １５，１４８ ７，５７４
年６月分 １２，９１ ２，１６０ １５，１５１ ７，５７６
年７月分 １２，９４ ２，１６０ ‐

　

１５，１５４ ７，５７７
年」８月分 １２，９１１ ２，１６０ １５，０７１ ７，５３６
年９月分 １２，２１ ２，１６０

　　　

１５，０８１ ７‘５４１
年１，０自分 １６，３８ ２，１６が １８，２９８ ９，１４９
年１１月分 １２，０８ ２，１６０ １５，０６８ ７，５３４
年１２且分 １２，０８ ２，１６０ １５，０６８ ７，５３４
成２８年１月分 １２，２１ Ｏ ＩＺ９２１ ６，４６１
年２月分 １２，３１ Ｏ １２，９３１ ６，４６６
年３月分 １２，６０

　

０ １２，９６０ ６，４８０
－１８，７２

　　　　　　　

１９，４４０

　　　　　　

１７

　

，０１２

　　　　　　　

８９，００９

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額
・

　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額・

議員の実際の支

　

出金額

　　

（Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
（Ａ合計額

　

ｘｌ
′

　　

／２）

裁判所の認定す
る違法支出額

　

Ｘ‐Ｙ

Ｊ１６‐４４８

平成２８年４月分

１８７，４２７ １８７，４２７

１盤１２１

９３，７１４ ９３，７１３

同年５月分 １３，７００
同年６月分 １３，１５８
同年７月分 １３，４３０
同年８月分 １３，８９４
同年９月分 １２，２６４
同年１０月分 ′

　　　

１２，２４１
回年１１月分 １２，２５１
同年１２月分 １２，２６４
平成２９年１月分 １２，２５４
同年２月分 ２７，０１３
同年３月分 ′

　

２８，８３７

別表ＪＩ．○一２（平成２８

１８７，４２７

４７１



石川議員

　

・
別表ＪＩ１ （平成２９

　　

）

支出番号 支出内容
会派自民党の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支

　

出金額

　　

（Ａ）

裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

（Ａ合計額

　

ｘｌ／２）

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹ

　　

．

Ｊ１７‐５９０

平成２８年４月分

２６，５１３

　　

， ２６，５１３

２／３９９

１３，２５７ ・

　

１３，２５６

同年５月分

　　　

２，３９９
同年６月分 ２，３７８
同年７月分 ２，５０７
同年８月分

　　　　

２，３６８
同年９月分 ２，２８１
同年１０月分 ２，４５４
同年１１月分 ２，３７９
同年１２月分 ２，４１１
平成２９年１月分 ２，４９５
同年２月分 ２，４４２

２６，５１３

ｉ

　　　　

．

，

　

，‐

　

ｔ

４７２



新井離員
別

　

ＨＩ－１

　　　　

２７

支出番号 支出内容
会派保守連合の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額
議員の実際の支出金額

　　　

ｒ 載判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

　

Ｃｘｌ／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸーＹ合計額Ｊ‐ＣＯＭ利用分

　

料金（Ａ）
ＫＤＤＩ利用分

　　

（Ｂ）
合計
（Ｃ）

Ｈ１５‐３３０

平成２７年４月分

１８０，０００ １８０，０００

１１，４２５ １０，２３１ ２１，６５６ １０，８２８

３５，１３７

同年５月分 １０，９５９ ′

　　　

１０，２０８ ２１，１６７ １０．５１１４同年６月分 ”，５６７ １０，８３９ ２２．４０６ １，１，２０３同年７月分 ３４．１２１ １４．８１６ ４８．９３７ ２４，４６９同年８月分 １１，２５７ １１，５１１０ ２２，山１７ １１．４２４同年９月分 １１↓０５６ １１，０９８ ２２．１５４ １１，０７７同年１０月分 １１，１０６ １０，８９１ ２１，９９７ １０，９９９同年１１月分 １１．５１３４ １０，５１３ ２２，０９７ １１，０４９同年１２月分 １０，Ｂ９８ １０‘６１４ ２１，５１２ １０ー７５６平成２８年１月分 １１，１５０ １０．５｛め ２１，６５０ １０，８２５同年２月分 １１．１１６ １０．５１４ ．

　

２１，６３０ １０，８１５同年３月分 １１，１４７ １０，５２０ ２１，６６７ １０．８３４１８０，０００

　　　　　　

１８０，０００

　　　　　　

１５７，３８６

　　　

・
’

　

１３２．３３４

　　　　　　

２８９，７２０

　　　

・

　　

１４４，８６３

　　　　　　　　　

別表Ｈ・１ー２（平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派保守連合の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額

躍員の実際の支出金甑 裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）
Ｄ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸーＹ合計額プロバイダ利用分

　

料金（Ａ）
携帯電話利用分

　　

（Ｂ）
固定電話電話利用

　

分（Ｃ） 合計（Ｄ）・

Ｈ１３４７

乎或２８年４月分

２４０，００Ｏ ２如，ＯＭ

２，５９２ １０，５｛粉 ９，ｒ６８４ ２２，７７６

１５８，６６６ ８１，３３４

同年５月分 ′２，５９２ １２，７；“ １１．３３５ ２６，６６１同年６月分 ２，５９２ １０，７９６ １０，０５５ ２３，４４３鳳至７月分 ２．５９２ １５，９４６ １１，４１５ ２９，９５３同年８月分 ２，５９２ １１，５２３ １１，３８１ ２５，４９６同年９月分 ２，５９２ １３．３９８ １１，３３２ ２７，３２２同年１０月分 ２，５９２ １２，５４８ １１，３５３ ２６，４９３同年１１月分 ２，５９２ １０，５１４ １１，３（渇 ２４．４１２同年１２月分 ２，５９２ １０，４９８ １１．・２３５ ２４，３２５平成２９年１÷自分 ２．５９２ １６．４１３２ １１，３６８ ３０，掌１２同年２月分 ２，５９２ 、１６，６８８ １１，２８９ ３０，５６９同年３月分 ２，５９２ １１，－６００ １１，２４７ ２５．４３９３１，１０４

　　　　　　

１５３，２２７

　　　　　　

１３３，０００‐

　　　　　

３１７，３３１

別表Ｈ１‐３（平成２９年度）

支出番号 支出内容
会派保守連合の計
上した支出金額

　　

【Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額

　　　

、議員の実際の支出金額 ， 戦判所の認定する適法支出慣

鑓判所の認定する

　

違法支出額

　　

Ｘ‐Ｙプロバイダ利用分

　

料金（Ａ） ａｕ電話料金 合計
プロバイダ利用分
料金（Ａ合計額

　

×１／２）
ａｕ電話料金 貧弱

Ｈ１７‐７８

平成２８年４月分

１７３，２４１３ １７３，２４３

２，５９２ ２６，＆４１ ２９，２３３

１４，．２５６ ７１，３９０ ８５，６４６ ８７，５９７

同年５月分 ２，５９２ ５５，６０７ ５８，１９９同年６月分 ２，５９２ ５８，５（耳 ６１．０９６同年７月分 ２．５９２ ３２．８９３ ３５，４１３５同年８月分 ２，５９２ ３２，１５０ ３４，７４２同年９月分 ２，５９２ 、２９，８５２ ３２．４４４同年１０月分 ２，５９２ ３１，８４１５ ３４，４３７同年１１．自分 ２，５９２ ２６，８（糟 ２９，３９２同年１２月分 ２，５９２ ３６，２９４ ３８，８８６平成２９年１月分 １

　　　

，２，５９２ ３２．５３６ ３５．１２８同国Ｅ学且分 ２」三豊２ ４６，５３７ ４９，１２９

ト；
，
…
：

　

　

　

　

　

　　　

　　

　

　

　　　

　

　　　　

　
：

　

，－

　　　　

・

　　

ｌ

　　　　　　

２８，５１２

　　　　　　

４０９，

４７３



大西議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－
別表Ｈ２ー１

　

平成２７年

　

）

支出番号 支出内容
会派保守連合の
計上した支出金

　

額（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支出金額 裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）

　

Ｃｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額」
ＸーＹ合計額ドコモ利用分料

金（Ａ）
プロバイダ利用

　

分（Ｂ） 合計（Ｃ）

Ｈ１５‐３３２

平成２７年４月分

７１，８２４ ７１，８２４

４，０９１ １，５６６ 岳６５７ ２，８２９

３５，９０８

同年５月分 ４．０９７ １，５６６ ５，６６３ ２，８３２
同年６月分

　　　　　

４，２５９ １，５６６ ５，８２５ ２，９１３
同年７月分 ３，９０９ １，５６６ ５，４７５ ２，，７３８
同年８月分 ３，８５３ ．１，５６６

、－

　　

５，４１９ ２，７１０
同年９月分 ３，６１４ １，５６６ ５，１８０ ２，５９０
同年１０月分 ３，５６９ １，５６６ ５，１３５ ２，５６８
同年１１月分

　　　

， ４，５６０ １，５６６ ６，１２６ ３，０６３
同年１２月分 ４，９６８ １，５６６ ６，５３４ ３，２６７
平成２８年１月分 ３，５８２ １，５６６ ５，１４８ ２」５７４
同年２月分 ３，８２１ Ｏ ３，８２１ １，９１１
回年３月分 １１，８４１ Ｏ １１．８４１ ５，９２１

５６，１６４

　　　　　

１５，６６０

　

， ７１，８２４

　　　　　　

３５，９１６

支出番号 支出内容
会派保守連合の
計上した支出金

　

額（Ｘ）

原告らの主張す
る違法支出額

議員の実際の支出金額 裁判所の認定す
る適法支出額

　　

（Ｙ）
Ｃ合計額ｘｌ／２

裁判所の認定す
る違法支出額

　

ＸーＹドコモ利用分料

　

金（Ａ）
ＮＴＴ東日本利
用分（Ｂ） 合計（Ｃ）

Ｈ１６‐３４６

平成２８年４月分

１４７，８０１ １４７，８０１

４，６２１ ６，８５１ １１，４７２

７３，９０１ ７３，９００

年５月分 ３，８９３ 盤９２９ １０，８２２
年６月分 ４，５０４ ６，９７９ １１，４８３
年７月分 ３，８２５ ７，１８２ １１，００７
年８月分 ３，６０２ ７，１２４ １０，７２６
年９月分

　　　　　

３，６４１ ６，８７９ １０，５２０
年１０月分 ４，０４４ ７，０２４ １１，０６８
年１１月分 ４，０６０ ７，１５４ １１，２１４
年１２月分 ３，８３４ ６，９１１ １０，７４５
成２９年１月分 ５，１６６ ７，０２２ １２‘１８８
年２月分 ９，５９７ ７，００７ １６，６０４
年３月分

　

－ １８，８３７ ・

　　

１，１１５ Ｔ９，９５２

Ｈ２ー２（平成２８年度）

５，１６６

　　　　　　　

７，０２２

　　　

，

　　　

１２，１８８

　

９，５９７

　　　　　　　

７，００７

　　　　　　

１６，６０４
１８，８３７

　　　　

，

　　

１，１１５

　　　　　　　

↑９，９５２
６９，６２４

　　　　　　

７８，１７７

　　　　　　

１４７，８０１合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　

４７４



青田躍員
別表Ｈ３ー１（平成２７年度）

支出綿 支出内容 会派保守連合の計
上した支出金額

原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金額 載判所の認定する
書法支出額

裁判所の認定する

　

違法支出額

ＮＴＴ東日本利用
分料金・２回線分

　　

（Ａ）

ジェイゴムイース
ト利用分（Ｂ）※
テレビ代４３２０
円を差し引き計上

ドコモ利用分

　

（Ｃ） Ｈ爵

　

合計
Ｄｘｌ／２ Ｘ‐Ｙ合計額

Ｈ１５‐３３１

平成２７年４月分

ＩＢ０，０００ １８０，駅）Ｏ

５，３６３ ３，５ ６，８（糾 １５，２ ７，９９１

科一６４９

同年５月分 ５，１９９ ３，５ ‐６，７３２ １５，４６ ７，８７３同年６月分 ５，５９３ ３，９０ ６．４６２ １５．５ ７．９７３同年７月分 ５，２３８ ３，２９ ７，１３２ １６，９ ８，１〔わ同年８月分 ５．３９６ ３，８４３ ６，４６２ １５，Ｉ ７，８５１同年９月分 ５，１８３ ３，０７ ６．４６２ １５．２ ７．７２６
同年１０月分 ５，２３８ ３，２５ ６．４６２ １５，５ ７，７６３同年１１月分 ５．２１３ ３，Ｉ ７，１０２ １６，６ ８，０８３同年１２月分 ５，５４１ ３，２４ ６，４６２ １５．７ ７，９１４
平成２８年１月分 ５，１８８ ３，７ ６，５９２ １５二７ ７，７９４
同年２月分 ６，０１６ ３，４ ６，４６２ １６，２ ８，１５１同年３月１分 ５，２８９ ３，７ ７，１６７ １６．３ ８，１３２

４５，９３７

　　　　　　　

８０，３０１・

　　　　

１９０，６９５

別表Ｈ３ー２（平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派保守連合の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金額，

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）
Ｅ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

Ｘ‐Ｙ合計額一般電話利用分料

　

金（Ａ）
ＦＡＸ費
（Ｂ）

ジェイゴムイース
ト利用分（Ｃ）
※テレビ代４３２
０円を差し引き計
上

　　　　　　　

．＼
※平成２８年５月
分についてはＮＨ
Ｋ契約代２万２９
２０円を差し引き
計上

ドコモ利用分

　

（Ｄ）
合計
（Ｅ）

Ｈ１６－３４９

平成２８年４月分

２０３，２９９ ２０３，２９９

３，７１６ ２，．１１８ ３，２５ ７，６４５ １７，３〔渇

１０１，６５０
・１０１，６４９

同年５月分 ５，５６３ ２，１１８ ３，２５ ６，４６２ １７，９６８
同年６月分 ３，駅）８ ２．１１８ ◆

　　　　

３．８４２′

　　　　

．６．４１ラ２ １６，３３０
同年７月分 ３１１８９ ２，１１８ ３，ＯＢ ６，８９５ １６，０１０同年８月分 ３，３９２ ２，１２０ ３，３０ ６，４６３ １５，８０５
同年９月分 ３，２９２ ２，１２０ ３．１８ ｒ

　

▲

　

６，６７９ １５，９０９
同年１０月分 ５．０６８ ２．１２０ ３，４２ ６，６７９ １７．７０９同年１１月分 ３，４１２ ２，１２め ３，３５ ６，秋）３ １５，９７０同室１２粉 ３，９５３ ２，１２０ ３，１７ ８．８７３ １８，７６３
平成２９年１月分 ３．６５４ ２，１１７ ３，９７ ８，７１６ １８，３８４
同年２Ｌ且公二÷ ４，４６１ ２，１１８ ４，３９ ６，６７８ １７，４９６
同年３月分 ３，２６４ ２，１１８ ３，０７ ６，４６２ １５．６５１

４６，ａ７２－

　　　　

・

　

２５，４２５

　　　　　　　

４６，３８５－

　

，

　

‐ ８４，６１７

　　　　　　

２０３，２９９

　　　　

別表Ｈ３ー３（平成２９年度）

支出番号 支出内容
会派保守連合の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額

議員の実際の支出金頓

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）
Ｅ合計額ｘｌ／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸーＹ合計額一般電話利用分料

　

金（Ａ）
ＦＡＸ費
（Ｂ）

ジェイゴムイース
ト利用分（Ｃ）
※テレビ代４３２
０円を差し引き汁
上
※平成２９年５月
分についてはＮＨ
Ｋ契約代２万２９
２０円を差し引き
計上

ドコモ利用分

　

（Ｄ） 音響

Ｈ１７‐７９

平成２９年４月分

１９９，０６１ １９９，０６１

３，３９０ ２，１１８ ３，８１５ ６，４６２ １５，７８５

１０２，３１１ ９６，７５０

同年５月分 ３．５６０ ２．５５０ ３．８０７ ７．１９２ １７，１０９
同年６月分 ３，．８２４ ６，７３２ １０，５５６
風年７月分 ３，３１ＳＯ ２，１１８ ３，８０８ ６，５２７ １５，８１３
同年８月分 ３，α］Ｉ ２ゞ１１８ ３，８１７ １０．５９８ １９，５３４
同年９月分 ３．７５２ ２，１２０

　　　　

３，８０８ １０，８３５ ２ｑ５１５
同年１０月分 ３，０８８ ２，１２０ ３，８２６ ６，４６３ １５，４９７
同年１１月分

　

ノ ３，３５９ ２，１２０ ３，８０８ ６，８８０ １６，１６７
同年１２月分 ３．１３７ ２．１２０ ３，９０３ ６，８３４ １５．９９４
平成３０年１月分 ３，５２７ ２，１２０ ３，８０７ １３，７９１ ２３，２４５
同年２月分 １６．７ｆ渇 ２，１１７ ３，９０５ １１，６２５ ３も４０７

　

　

　　

　

　　　

　

　

　

　　　

　
▲

　　

ｒ

　　　　　

‘
　

　

　

　　

　

　　　

　

　　

　

　　　　

　

１

　　

１

　　

１

　　　　　

１

’

　　

’

　

．

　

・’－

４６，９３４

　　　　　　

２１・，６２１

　　　　　　

４２，１２８

　　　

． ９３，９３９

　　　　　　

２０４，６２２合

　　　　　　　　　

Ｉ

、

　

４７５



白川獲員

　

別表Ｈ４ー１（平成２７年度）

支出番号 支出内容
会派保守連合の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額

磯員の実際の支出金額

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）

　

Ｄｘｌ／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸーＹ合計額ＫＤＤＩ利用分料

　

金（Ａ）
ソフトバンク利用
分溜舎１

ソフトバンク利用
分料金２
※平成２７年４月
から８月までの分
割支払金各１４０
０円を除く。

ワイヤレスゲート

　

利用分料金

　　

（Ｃ）
合計
（Ｄ）

Ｈ１５‐３３３

平成２７年４月分

１７６，９４５ １７６，９４５

１０，１１７ ４，粥 ２，９，１７ ３，９９１ ２１，８６Ｂ ノ

　　　

１０．９３４

５９，６３０

同年５月分 １０，秋）２ ４，鯛 ２，９１７ ３，９９１ ２２．３５３ １１，１７７同年６月分 ７，５３５ ４，８４１３ ３，３４９ ３，９９１ １９．７１８ ９，８５９同年７月分

　　

， ７，４３１ ４，８４３ ２．９１７ ３，９９１ １９，１８２ ９，５９１同年８月分 ７，収）８ も粥 ２，９１７ ３，９９１ １９，１５９ ９，５８０同年９月分 ７，４２１ ー

　　　　

４，８４３ ４，３１７ ３，９９１ ２０．５７２ １０，２８６同年１０月分 ８，０２７ ４．８４３ ４，３１７ ３．９９１ ２１，１７８ ｌｑ５８９
同年１１月分 ８，５（“ ４．８４３ １４，５７７ ４，１２３ ３２，α１７ １６‘０２４
同年１２月分 ７，５２７ ４，８４１３ ３，９９３ １６，３６３ ８，１８２平成２８年１月分 ６，鵬 ４，８４１３ ３，９９３ １５２４０ ７，６２０同年２月分 ６．７０７ ４．１８３ ３，９９３ １４，８８３ ７，牢１２同年３月分 ６，５５４ １，５１５ ３．９９３ １２，０６２ ６．０３１合計額

　　　　　　　

９４，２３７ ４８，３２

　　　　　

，２コ１４，６２５

　　　　　　

１１７，３１５

　　　　　　　　　

別表Ｈ４ー２（平成２８年度）

支出番号 支出内容
会派保守連合の計
上した支出金額

　　

（Ｘ）
原告らの主張する

　

違法支出額，

議員の実際の支出金額

裁判所の認定する
適法支出額（Ｙ）
Ｃ合計額×１／２

裁判所の認定する

　

違法支出額

　

ＸＴＹ合計甑ＫＤＤＩ利用分料

　

金（Ａ）
ワイヤレスゲート

　

利用分料金

　　

（Ｂ）
合計
（Ｃ）

ＨＴ６‐３４８

平成２８年４月分

１３４，３５２ １３４，３５２

，４０９ ３，９３ ＩＱ４０２

６７，１７６ ６７，１７６

同年５月分 ．３１４ ３．９３ １１，３０７同年６月分 ，”５ ３，９３ １０，４３８同年７月分 ，４３９ ３，９４ １０，税３３
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